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■ 大都市との相互応援協定 

資料 1 広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画 

 

広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画 

平成 25年 12月 

（令和４年７月改正施行版） 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この計画は、東日本大震災での経験を踏まえ、迅速性と適切性をもった支援を実現するた

め、広域・大規模災害における広域支援のあり方を定めた「広域・大規模災害時における指定都

市市長会の確認事項」に基づき、広域・大規模災害の発生当初において、緊急の支援が必要とさ

れる応急・復旧期を中心に、基礎自治体としての災害対応力と大都市としての総合力を有する指

定都市が緊密に連携を図り、指定都市市長会として一体となって被災地支援に取り組むため必要

な事項を定めることを目的とする。 
 

 （支援の内容） 

第２条 各指定都市は、この計画に基づき、他の支援の枠組み等と連携を図りながら、避難所の運

営、建物被害認定調査及び罹災証明書の交付など、災害応急対策を中心とした災害対応業務を行

うものとする。 

 

 （地域ブロック） 

第３条 地域ブロックは、別表のとおりとする。 
 

第２章 警戒体制・準備体制 

 （警戒体制） 

第４条 国内のいずれかの市区町村において、この計画を適用する災害が発生する可能性がある場

合には、各指定都市及び指定都市市長会事務局（以下「事務局」という。）は、緊急の連絡調整

を行えるよう、警戒体制をとるものとする。 
 
 （準備体制） 

第５条 国内のいずれかの市区町村において、震度６弱以上の地震が観測された場合又はそれに相

当する災害が発生したと考えられる場合には、各指定都市及び事務局は、この計画の適用を判断

するために必要な被災地の情報収集及び各指定都市、総務省、全国知事会、全国市長会、全国町

村会等との連絡調整を行うために、準備体制をとるものとする。 

２ 前項に定める準備体制は、次のとおりとする。 
 ⑴ 事務局は、指定都市市長会中央連絡本部（以下「中央連絡本部」という。）を設置する。 

 ⑵ 中央連絡本部の本部長（以下「中央連絡本部長」という。）は、事務局の事務局長が務める。 
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⑶ 中央連絡本部は、事務局に置き、事務局職員により構成する。 

⑷ 別表に定める被災地域ブロックの現地支援（連絡）本部設置担当都市は、原則として被災地へ

情報連絡員（以下「リエゾン」という。）を派遣し、指定都市市長会現地連絡本部（以下「現地

連絡本部」という。）を設置するものとする。 

 ⑸ 現地連絡本部の本部長（以下「現地連絡本部長」という。）は、現地支援（連絡）本部設置担

当都市の行動計画担当部署の局長級職員が務める。 

 ⑹ 現地連絡本部は、現地連絡本部長が指定する場所に置き、別表に定める被災地域ブロックの

現地支援（連絡）本部設置担当都市及び第８号に基づき被災地に派遣された支援隊派遣都市の

職員により構成する。 

⑺ 中央連絡本部長は、現地連絡本部からの情報等により、被災地の情報収集のために更なるリ

エゾンが必要と考えられる場合には、被災地へリエゾンを派遣することについて、別表に定める

被災地域ブロックの支援隊派遣都市に依頼するものとする。 

⑻ 別表に定める被災地域ブロックの支援隊派遣都市は、前号の依頼があったときは、被災地へ

リエゾンを派遣するものとする。 

３ 現地連絡本部は、被災地の情報収集を行い、中央連絡本部に報告するものとする。 

４ 各指定都市は、自市が収集した情報を中央連絡本部に報告するものとする。 

５ 中央連絡本部は、各指定都市（現地支援（連絡）本部設置担当都市及び支援隊派遣都市を含

む。）等から収集した情報を会長市及び危機管理・新型コロナウイルス対策担当市に報告する

とともに、各指定都市に情報提供するものとする。 

６ 会長市及び中央連絡本部は、収集した情報に基づき、この計画の適用に関する協議を行う。 

７ 中央連絡本部及び現地連絡本部は、被災地の状況、支援の進捗等に応じて、中央連絡本部に

ついては、第７条第８項に規定する役割を、現地連絡本部は、第８条第７項に規定する役割を

担うことができるものとする。 

８ 準備体制に必要なその他の事項については、会長が別に定めるものとする。 

 

第３章 行動計画の適用決定・支援の実施 

 （行動計画の適用決定） 

第６条 会長は、前条第６項の協議内容を踏まえ、指定都市市長会としての被災地支援を行う必要

があると認めたときは、この計画の適用を決定する。 

２ 会長は、前項の規定により、この計画を適用したときは、各指定都市の市長並びに総務省、

全国知事会、全国市長会及び全国町村会に速やかに通知等するものとする。 

 

（中央支援本部の設置） 

第７条 会長は、この計画を適用した場合には、速やかに指定都市市長会中央支援本部（以下「中央

支援本部」という。）を設置するものとする。 

２ 中央支援本部は、中央連絡本部の事務を引き継ぐものとする。 

３ 中央支援本部の本部長（以下「中央支援本部長」という。）は会長が務める。 

４ 中央支援本部の副本部長（以下「中央支援副本部長」という。）は危機管理・新型コロナウ

イルス対策担当市長が務め、中央支援本部長への助言及び中央支援本部長の職務を補佐する。 

５ 中央支援本部は、原則として事務局に置き、事務局職員により構成する。 

６ 中央支援本部長は、中央支援本部の機能確保のために更なる職員が必要な場合には、各指定

都市東京事務所及び別表に定める被災地域ブロックの中央支援本部派遣グループ（又は派遣都

市）の職員を中央支援本部へ派遣することについて、各指定都市の市長に要請するものとす

る。 
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７ 各指定都市の市長は、前項の要請があったときは、中央支援本部へ職員を派遣するものとす

る。 

８ 中央支援本部長は、中央支援本部を設置したときは、各指定都市の市長に速やかに通知する

ものとする。 

９ 中央支援本部の役割は、次のとおりとする。 

⑴ 総務省、全国知事会、全国市長会、全国町村会等との連絡調整（応急対策職員派遣制度に基づ

く応援職員確保調整本部（以下「確保調整本部」という。）が設置された場合には、確保調整本

部への参加を含む。） 

⑵ 会長市、危機管理・新型コロナウイルス対策担当市、指定都市市長会現地支援本部（以下「現

地支援本部」という。）及びその他各指定都市との連絡調整 

⑶ 報道機関等への情報提供 

⑷ 被災市区町村への対口支援（複数市による共同支援を含む。以下同じ。）の決定（確保調整本

部における決定含む。） 

⑸ 前各号の規定によるもののほか、中央支援本部による調整が必要な事項 

１０ 中央支援本部の組織等は、会長が別に定める。 

 

（現地支援本部の設置） 

第８条 別表に定める被災地域ブロックの現地支援（連絡）本部設置担当都市は、この計画が適用

された場合には、第５条第２項第４号の規定によるリエゾン等により、速やかに現地支援本部を

設置するものとする。 
２ 現地支援本部は、現地連絡本部の事務を引き継ぐものとする。 

３ 現地支援本部の本部長（以下「現地支援本部長」という。）は、別表に定める被災地域ブロ

ックの現地支援（連絡）本部設置担当都市の市長が務める。 

４ 現地支援本部は、現地支援本部長が指定する場所に置き、別表に定める被災地域ブロックの

現地支援（連絡）本部設置担当都市及び被災地に派遣された支援隊派遣都市の職員により構成

する。 

５ 現地支援本部長は、現地支援本部を設置した場合には、中央支援本部長に速やかに連絡する

ものとする。 

６ 中央支援本部長は、現地支援本部長より現地支援本部を設置した旨の連絡を受けたときは、

各指定都市の市長、総務省、全国知事会、全国市長会及び全国町村会に速やかに通知等するも

のとする。 

７ 現地支援本部の役割は、次のとおりとする。 

⑴ 被災地における情報収集 

⑵ 中央支援本部との連絡調整 

⑶ 被災地における総務省、全国知事会、全国市長会、全国町村会のリエゾン及び被災都道府県、

被災地域ブロック幹事都道府県、他の支援の枠組み等との連絡調整（応急対策職員派遣制度に基

づく応援職員確保現地調整会議（以下「現地調整会議」という。）が設置された場合には、現地

調整会議への参加を含む。） 

⑷ 被災市区町村への対口支援の調整（現地調整会議における調整含む。） 

⑸ 前各号の規定によるもののほか、現地支援本部による調整が必要な事項 

８ 現地支援本部長は、別表に定める被災地域ブロックの支援グループの指定都市だけでは現地

支援本部の機能確保が難しい場合には、現地支援本部へ更なる職員を派遣することについて、

中央支援本部長と協議するものとする。 
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９ 中央支援本部長は、前項の協議により更なる職員を派遣する必要があると認めたときは、別

表に定める被災地域ブロックの追加支援グループの指定都市と協議の上、支援隊派遣都市とし

て活動する指定都市を選定し、当該指定都市の市長に要請するものとする。 

 

（対口支援の決定） 

第９条 被災市区町村への支援は、原則として各指定都市による対口支援により行うものとする。 
２ 現地支援本部長は、被災市区町村の被害状況、支援需要等に基づき、中央支援本部長及び被

災地に派遣された支援隊派遣都市の市長と協議の上、支援先候補の被災市区町村及び支援元候

補の指定都市を決定するとともに、必要に応じて、当該被災市区町村の属する被災都道府県に

連絡を行うものとする。 

３ 現地支援本部長は、支援の実施について、支援先候補の被災市区町村の長と協議するものと

する。 

４ 現地支援本部長は、前項の協議により支援の実施について調整がついたときは、中央支援本

部長及び支援元の指定都市の市長に速やかに連絡するものとする。 

５ 中央支援本部長は、現地支援本部長から前項の連絡を受けたときは、支援元の指定都市に支

援の実施を依頼するとともに、総務省、全国知事会、全国市長会及び全国町村会に連絡するも

のとする。 

６ 応急対策職員派遣制度に基づく確保調整本部及び現地調整会議が設置されている場合には、

中央支援本部長及び現地支援本部長は、第２項から前項までの規定によらず、確保調整本部及

び現地調整会議に参加し、被災市区町村への対口支援の調整及び決定をするものとする。 

 

（対口支援の実施） 

第１０条 支援元の指定都市の市長は、前条第５項の依頼を受けたときは、速やかに支援の準備

をし、準備が整い次第、支援を開始するとともに、支援の実施状況について、中央支援本部長

及び現地支援本部長に報告するものとする。 

２ 現地支援本部長は、各指定都市の支援の実施に必要な情報を収集したときは、各指定都市に

情報提供するものとする。 

 

（現地支援本部の機能継承） 

第１１条 現地支援本部長は、被災地の状況、支援の進捗等に応じて、被災地における現地支援

本部の役割が減じたときは、中央支援本部長と協議し、総務省、全国知事会、全国市長会及び

全国町村会の動向等を勘案の上、現地支援本部の機能を中央支援本部に継承することができ

る。 

２ 中央支援本部長は、前項の規定により機能継承があったときは、各指定都市の市長、総務

省、全国知事会、全国市長会及び全国町村会に速やかに通知等するものとする。 

 

（対口支援の終了） 

第１２条 支援元の指定都市の市長は、被災地の状況、支援の進捗等に応じて、支援の終了時期

について、支援先の被災市区町村の長と協議するものとする。 

２ 支援元の指定都市の市長は、前項の協議により、支援の終了時期が決定したときは、中央支

援本部長及び現地支援本部長に速やかに連絡するものとする。 

３ 支援元の指定都市の市長は、支援を終了したときは、中央支援本部長及び現地支援本部長に

速やかに報告するものとする。 

４ 中央支援本部長は、前項の報告があったときは、各指定都市の市長、総務省、全国知事会、

全国市長会及び全国町村会に速やかに通知等するものとする。 

 

第４章 行動計画の適用終了 
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 （現地支援本部及び中央支援本部の解散） 

第１３条 中央支援本部長は、一の現地支援本部の全ての対口支援が終了したときは、その現地

支援本部長と協議の上、当該現地支援本部を解散するとともに、各指定都市の市長、総務省、

全国知事会、全国市長会及び全国町村会に速やかに通知等するものとする。 

２ 中央支援本部長は、全ての現地支援本部が解散したとき又は第１１条第１項の規定により現

地支援本部の機能を中央支援本部に継承した上で全ての対口支援が終了したときは、中央支援

本部を解散し、この計画の適用を終了するとともに、各指定都市の市長、総務省、全国知事

会、全国市長会及び全国町村会に速やかに通知等するものとする。 

 

（行動計画の適用終了後の連絡調整） 

第１４条 事務局は、この計画の適用を終了した後も、必要に応じて、各指定都市、総務省、全

国知事会、全国市長会、全国町村会等との連絡調整を行うものとする。 

 

第５章 補足事項 

 （各指定都市及び事務局が被災した場合等の対応） 

第１５条 会長は、会長市が被災し、この計画による会長の役割を果たすことが困難な場合は、

会長の権限を、指定都市市長会副会長（以下「副会長」という。）に委任することができる。

この場合において、委任は指定都市市長会の会長代理の順に従い行うものとする。 

２ 会長の権限を委任された副会長は、中央支援本部の本部長を務める。 

３ 会長は、事務局が被災し、中央支援本部の設置ができない場合は、別に本部を設置する場所

を定めるものとする。 

４ 別表に定める現地支援（連絡）本部設置担当都市が被災し、現地支援（連絡）本部の設置が

できない場合は、会長は別表の備考に定める順位に従い現地支援（連絡）本部設置担当都市を

指定し、当該指定都市の市長に現地支援（連絡）本部の設置を依頼するものとする。 

５ 上記のほか、災害の状況により別表の割り振りにより難い場合は、会長又は中央支援本部長

が別途割り振りを定めるものとする。 

 

（他の災害支援の枠組みとの関係） 

第１６条 この計画の実施に当たっては、国の広域支援や全国知事会の支援の枠組みと積極的か

つ柔軟に連携・協力しながら行うものとする。 

２ この計画は、２１大都市災害時相互応援に関する協定、各指定都市の災害時相互応援協定等

による各指定都市の支援の実施を妨げない。 

 

（費用負担） 

第１７条 この計画に基づき、各指定都市が支援先の被災市区町村に対して実施した支援に要し

た費用の負担は、法令の定めによるほか、原則として支援先の被災市区町村の負担とする。た

だし、各指定都市と支援先の被災市区町村又は当該被災市区町村を包括する被災都道府県とが

協議の上、別に定める場合には、その定めによることができるものとする。 

２ 中央支援（連絡）本部及び現地支援（連絡）本部の運営に係る費用のうち、各指定都市が派

遣又は提供する職員、機材等に係る費用については、原則として各指定都市の負担とし、指定

都市市長会として新たに共同で調達する必要が生じた機材等に係る費用で会長が別に定めるも

のについては、法令により別に請求できる費用を除き、全ての指定都市の共同負担とする。 

 

（公務災害補償） 

第１８条 この計画に基づき、各指定都市から派遣された職員が、公務上、負傷し、疾病にかか

り又は死亡した場合における公務災害補償については、派遣した指定都市が行う。通勤に係る

災害についても同様とする。 
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２ この計画に基づき各指定都市から派遣された職員が、公務上第三者に損害を与えた場合にお

いて、その損害が当該公務に起因するものについては、当該職員を派遣した指定都市が賠償す

る。 

 

第６章 平時における準備 

（平時からの連携） 

第１９条 各指定都市は、あらかじめこの計画の実施に関する連絡担当部局を定め、事務局に報

告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。 

２ 事務局は、前項の規定による報告を受けた場合は、その状況をとりまとめ、速やかに各指定

都市に通知するものとする。 

３ 事務局は、この計画による支援の実効性を高めるため、平時から、総務省、全国知事会、全

国市長会、全国町村会等と情報交換や必要な調整を行うなど、連携関係の構築に努めるものと

する。 

 

（研修、訓練等の実施） 

第２０条 指定都市市長会は、発災時におけるこの計画による円滑な支援を確保するため、必要

に応じて研修や訓練等を実施するとともに、受援計画の策定等発災時における支援の円滑な受

入れに資する取組の促進に努めるものとする。 

 

第７章 その他 

（委任） 

第２１条 この計画の実施に関し必要な事項又はこの計画に定めのない事項については、会長が

別に定めるものとする。 

 

（実施モデル） 

第２２条 この計画に基づき、各指定都市及び事務局が活動するためのマニュアルとして、「広

域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画実施モデル」を定めるものとする。 

 

（附 則） 

この計画は、平成２６年４月１日から施行する。 

この計画は、平成２９年４月１日から施行する。 

この計画は、平成３０年４月１日から施行する。 

この計画は、平成３１年４月１日から施行する。 

この計画は、令和２年４月１日から施行する。 

この計画は、令和３年６月２４日から施行する。 

この計画は、令和４年７月２０日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

 

［基本パターン］ 

被災地域 
ﾌﾞﾛｯｸ 
（※１） 

都道府県 
（※１） 

指定都市（※１） 

支援 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

現地支援（連絡）本部 
設置担当都市 
（※２～４） 

及び支援隊 
派遣都市（※５） 

追加支援 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
(※６) 

中央支援 
本部 

派遣ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
（※７） 

北海道東北 
ﾌﾞﾛｯｸ（A） 

北海道・青森県・ 
岩手県・宮城県・ 
秋田県・山形県・ 
福島県・新潟県 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
①仙台市 
②札幌市 
③新潟市 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

関東 
ﾌﾞﾛｯｸ（B） 

茨城県・栃木県・ 
群馬県・埼玉県・ 
千葉県・東京都・ 
神奈川県・山梨県 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

①横浜市 
②さいたま市 
③川崎市 
④千葉市 
⑤相模原市 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ E ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

中部 
ﾌﾞﾛｯｸ（C） 

富山県・石川県・ 
長野県・岐阜県・ 
静岡県・愛知県・ 
三重県 

C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
①静岡市 
②浜松市 
③名古屋市 

D ｸﾞﾙｰﾌﾟ F ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

関西 
ﾌﾞﾛｯｸ（D） 

福井県・滋賀県・ 
京都府・大阪府・ 
兵庫県・奈良県・ 
和歌山県 

D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

①神戸市 
②京都市 
③大阪市 
④堺市 

C ｸﾞﾙｰﾌﾟ A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

中国・四国 
ﾌﾞﾛｯｸ（E） 

鳥取県・島根県・ 
岡山県・広島県・ 
山口県・徳島県・ 
香川県・愛媛県・ 
高知県 

E ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
①岡山市 
②広島市 

F ｸﾞﾙｰﾌﾟ B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

九州 
ﾌﾞﾛｯｸ（F） 

福岡県・佐賀県・ 
長崎県・熊本県・ 
大分県・宮崎県・ 
鹿児島県・沖縄県 

F ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
①北九州市 
②福岡市 
③熊本市 

E ｸﾞﾙｰﾌﾟ C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

備考 

※１ 被災地域ブロック、都道府県及び指定都市は、「応急対策職員派遣制度」（総務省）の別表に適応したものである。 

※２ 現地支援本部は、災害発生時に被災地域の現地支援（連絡）本部設置担当都市である都市が設置する。 

※３ 現地支援（連絡）本部設置担当都市は、「現地支援（連絡）本部設置担当都市及び支援隊派遣都市」欄の○数字の順番で年度ごとの

輪番とする。ただし、当該年度の現地支援（連絡）本部設置担当都市が会長市であった場合は、次順位の都市が現地支援（連絡）本

部設置担当都市を担う。 

※４ 当該年度の現地支援（連絡）本部設置担当都市が被災等により現地支援（連絡）本部設置担当都市を担うことができない場合は、

次順位の都市が現地支援（連絡）本部設置担当都市を担う。 

※５ 現地支援（連絡）本部設置担当都市以外の都市は、支援隊派遣都市として活動する。 

※６ 一の支援グループにより現地支援本部の運営が困難な場合は、現地支援（連絡）本部設置担当都市からの依頼に基づき、中央支援

本部は、追加支援グループの内から、現地支援（連絡）本部設置担当都市、追加支援グループの都市及び中央支援本部にて協議のう

え、支援隊派遣都市として活動する都市を選定し、追加する。 

※７ 中央支援本部派遣都市は、災害発生時に中央支援本部派遣グループ内で現地支援（連絡）本部設置担当都市である都市が担う。 
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［支援グループ内の全都市が現地支援（連絡）本部設置担当都市を担うことができない場合］ 

被災地域 
ﾌﾞﾛｯｸ 
（※１） 

都道府県 
（※１） 

指定都市（※１） 

支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

現地支援 
（連絡）本部 
設置担当都市 
（※２～４） 

及び支援隊 
派遣都市（※５） 

現地支援 
（連絡）本部 
設置担当都市 
及び支援隊 
派遣都市 

代行ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
(※６) 

追加の 
支援隊派遣都市 

(※７) 

中央支援本部 
派遣都市 

(※８) 

北海道東北 
ﾌﾞﾛｯｸ（A） 

北海道・青森県・ 
岩手県・宮城県・ 
秋田県・山形県・ 
福島県・新潟県 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
①仙台市 
②札幌市 
③新潟市 

①B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
②C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
③D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

被災しなかった
全都市 
※地域ブロックによ

る割り振りを参考に

割当を行う。 

関東 
ﾌﾞﾛｯｸ（B） 

茨城県・栃木県・ 
群馬県・埼玉県・ 
千葉県・東京都・ 
神奈川県・山梨県 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

①横浜市 
②さいたま市 
③川崎市 
④千葉市 
⑤相模原市 

①A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
②C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
③D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

中部 
ﾌﾞﾛｯｸ（C） 

富山県・石川県・ 
長野県・岐阜県・ 
静岡県・愛知県・ 
三重県 

C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
①静岡市 
②浜松市 
③名古屋市 

①D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
②B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
③A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

関西 
ﾌﾞﾛｯｸ（D） 

福井県・滋賀県・ 
京都府・大阪府・ 
兵庫県・奈良県・ 
和歌山県 

D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

①神戸市 
②京都市 
③大阪市 
④堺市 

①C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
②E ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
③F ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

中国・四国 
ﾌﾞﾛｯｸ（E） 

鳥取県・島根県・ 
岡山県・広島県・ 
山口県・徳島県・ 
香川県・愛媛県・ 
高知県 

E ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
①岡山市 
②広島市 

①F ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
②D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
③C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

九州 
ﾌﾞﾛｯｸ（F） 

福岡県・佐賀県・ 
長崎県・熊本県・ 
大分県・宮崎県・ 
鹿児島県・沖縄県 

F ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
①北九州市 
②福岡市 
③熊本市 

①E ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
②D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
③C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

備考 

※１ 被災地域ブロック、都道府県及び指定都市は、「応急対策職員派遣制度」（総務省）の別表に適応したものである。 

※２ 現地支援本部は、災害発生時に被災地域ブロックの現地支援（連絡）本部設置担当都市である都市が設置する。 

※３ 現地支援（連絡）本部設置担当都市は、「現地支援（連絡）本部設置担当都市及び支援隊派遣都市」欄の○数字の順番で年度ごとの

輪番とする。ただし、当該年度の現地支援（連絡）本部設置担当都市が会長市であった場合は、次順位の都市が現地支援（連絡）本

部設置担当都市を担う。 

※４ 当該年度の現地支援（連絡）本部設置担当都市が被災等により現地支援（連絡）本部設置担当都市を担うことができない場合は、

次順位の都市が現地支援（連絡）本部設置担当都市を担う。 

※５ 現地支援（連絡）本部設置担当都市以外の都市は、支援隊派遣都市として活動する。 

※６ 支援グループ内の全都市が現地支援（連絡）本部設置担当都市を担うことができない場合は、「現地支援（連絡）本部設置担当都市

及び支援隊派遣都市代行グループ」欄の〇数字の順番により、現地支援（連絡）本部設置担当都市及び支援隊派遣都市を担うグルー

プを決定する。 

※７ 代行グループにより現地支援本部の運営が困難な場合は、現地支援（連絡）本部設置担当都市からの依頼に基づき、中央支援本部

は、被災しなかった全都市の中から、現地支援（連絡）本部設置担当都市、被災しなかった都市及び中央支援本部にて協議のうえ、

支援隊派遣都市として活動する都市を選定し、追加する。 

※８ 中央支援本部派遣都市は、災害発生時に中央支援本部派遣グループ内で現地支援（連絡）本部設置担当都市である都市が担う。  
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資料 2 ２１大都市災害時相互応援に関する協定、同実施細目 

２１大都市災害時相互応援に関する協定 
 
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名
古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市（以下「大都市」
という。）は、大都市において災害が発生し、災害を受けた都市（以下「被災都市」という。）独自では十
分な応急措置が実施できない場合に、被災都市の要請にこたえ、災害を受けていない都市が友愛的精神に基
づき、相互に救援協力し、被災都市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定する。 
 
（応援の種類） 
第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 
⑴ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 
⑵ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 
⑶ 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供 
⑷ 救助及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣 
⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 
第２条 応援を要請する都市（以下「応援要請都市」という。）は、原則として、次の事項を明らかにし、
第５条に定める連絡担当部局を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要請し、後日、速やかに文書を送
付するものとする。 
⑴ 被害の状況 
⑵ 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 
⑶ 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 
⑷ 応援場所及び応援場所への経路 
⑸ 応援の期間 
⑹ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（実施） 
第３条 応援を要請された都市は、極力これに応じ救援に努めるものとする。 
２ 被災都市以外の都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必
要があると認められるときは、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。 
３ 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。 
４ 自主出動した都市は、応援に必要な情報の収集をし、その情報を被災都市に提供する。また、応援活動
にあたっては、自律的活動に努めるものとする。 

（応援経費の負担） 
第４条 応援に要した経費は、原則として応援を要請する都市の負担とする。 
２ 前条第２項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都市（以下「応援都市」
という。）が協議して定める。 
３ 応援要請都市が、第１項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があっ
た場合は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。 

（連絡担当部局） 
第５条 大都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情
報を相互に連絡するものとする。 

（資料の交換） 
第６条 大都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他参考資料を
相互に交換するものとする。 

（その他） 
第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、大都市が協議して定めるもの
とする。 
第８条 この協定を証するため、本協定書２１通を作成し、各都市は記名押印の上、各１通を保有する。 
 附 則 

（中略） 
１ この協定は、平成２４年４月１日から効力を生じる。 
２ 「２０大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 

平成２４年１０月１日  
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２１大都市災害時相互応援に関する協定実施細目 
 

（趣旨） 
第１条 この実施細目は、２１大都市災害時相互応援に関する協定（以下「協定」という。）第７条の規定に
基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。 

（連絡担当部局） 
第２条 協定第５条により大都市は、相互応援のための連絡担当局部課名、担当責任者及び同補助者の職氏名、
電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。 

（応援職員の派遣に要する経費負担等） 
第３条 協定第４条第１項に定める経費のうち、協定第１条第４号に定める応援職員の派遣に要する経費の負
担については、次のとおりとする。 
⑴ 応援を要請した都市（以下「応援要請都市」という。）が負担する経費の額は、応援をした都市（以下「応
援都市」という。）が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 
⑵ 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費
は、応援都市の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とす
る。 
⑶ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについ
ては応援要請都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償の責めに任
ずる。 
⑷ 前３号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が協議
して定める。 
２ 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 
３ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 
４ 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 

（救援物資等の経費の支払方法） 
第４条 応援都市は、協定第４条第３項に定める応援に要する経費を繰替支弁した場合は、次に定めるところ
により算出した額について、応援要請都市に請求する。 
⑴ 備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 
⑵ 車両、舟艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 
２ 前項に定める請求は、応援都市の知事名又は市長名による請求書（関係書類添付）により、担当部局を経
由して応援要請都市の長に請求する。 
３ 前２項の規定により難いときは、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。 

（幹事都市） 
第５条 協定の運用に係る所掌事務は、幹事都市において処理し、幹事都市は、別表１に掲げる輪番により１
会計年度の間これに当たるものとする。 
２ 幹事都市の次順の都市を、副幹事都市とし、幹事都市がその所掌事務を処理することが困難であるときは、
これを代行する。 
３ 前２項によりがたい場合は、大都市が協議して定める。 

（幹事都市の所掌事務） 
第６条 幹事都市は、協定の円滑な運用に資するため、次の事務を行う。 
⑴ 協定第５条に定める連絡担当部局の大都市への周知 
⑵ 協定第６条に定める大都市相互の資料の交換の促進 
⑶ 協定第７条の定めによる大都市が協議する必要が生じた場合における会議の開催又は文書による調整 
⑷ 防災に関する大都市間の会議の開催等 
⑸ 応援要請都市又は応援都市と他の大都市との情報連絡又は情報の周知 
⑹ 被災都市から要請のあった事項 

（応援都市） 
第７条 応援都市は、応援の内容を幹事都市へ連絡するものとする。 
２ 応援都市は、応援に必要な情報を得たときは、その旨を幹事都市に連絡するものとする。 

（会議及び訓練の実施） 
第８条 大都市は、防災に関する会議及び情報伝達等の訓練を適時実施するものとする。 
 附 則 

（中略） 

１ この実施細目は、協定の発行日から適用する。 
２ 「２０大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 
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別表１（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

順は、平成２４年度を１とする。 

 

（参考）締結先の連絡担当部局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

順 都市名 順 都市名 

１ 静岡市 12 浜松市 

２ 福岡市 13 岡山市 

３ 堺市 14 相模原市 

４ 東京都 15 熊本市 

５ 大阪市 16 仙台市 

６ 川崎市 17 神戸市 

７ 京都市 18 さいたま市 

８ 横浜市 19 広島市 

９ 名古屋市 20 千葉市 

10 新潟市 21 札幌市 

11 北九州市   

協定締結都市名 連絡担当部局 電話番号

札幌市 危機管理対策室危機管理対策部危機管理対策課 ０１１－２１1－３０６２

仙台市 危機管理室 ０２２－２１４－８５１９

さいたま市 総務局危機管理部 ０４８－８２９－１１２６

千葉市 総務局危機管理課 ０４３－２４５－５１５１

東京都 総務局総合防災部 ０３－５３８８－２５６１

川崎市 総務局危機管理室 ０４４－２００－２８４０

横浜市 総務局危機管理課 ０４５－６７１－２０６４

相模原市 危機管理局 ０４２－７６９－８２０８

新潟市 危機管理防災局 ０２５－２２６－１１４６

静岡市 総務局危機管理総室 ０５４－２２１－１０１２

浜松市 危機管理監危機管理課 ０５３－４５７－２５３７

名古屋市 防災危機管理局統括課 ０５２－９７２－３５８４

京都市 行財政局防災危機管理室 ０７５－２１２－６７９２

大阪市 危機管理室 ０６－６２０８－７３８８

堺市 危機管理室 ０７２－２２８－７６０５

岡山市 危機管理室 ０８６－８０３－１０８２

広島市 危機管理室 ０８２－５０４－２６５３

北九州市 危機管理室 ０９３－５８２－２１１０

福岡市 市民局防災・危機管理課 ０９２－７１１－４０５６

熊本市 総務局危機管理防災総室 ０９６－３２８－２４９０
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資料 3 下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール 

 

下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するル－ル 

 

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松

市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市（以下

「大都市」という。）は、大都市において災害が発生した際、相互に救援協力するための「２１大都市

災害時相互応援に関する協定（平成 24年 10月 1日付）」（以下「大都市協定」という。）を締結してい

る。大都市下水道に関する災害対策の重大性に鑑み、大都市は、大都市協定に基づく下水道事業の支援

を行うにあたり、友愛的精神により相互に救援協力するものとし、その円滑かつ迅速な実施を図り、ま

た、恒久の相互支援の基礎とするため、このルールを定める。 

 

（ル－ルの適用） 

第１条 本ル－ルは、震度６弱以上の地震時に適用する。 

２ 震度 5強以下の地震時またはその他災害が発生し、被災した大都市（以下「被災都市」とい

う。）からルール適用の要請があった場合は、本ルールを適用する。 

  なお、震度５弱以上の地震が発生した都市は、発災後すみやかに第４条に定める情報連絡総括都

市に被災状況及びルール適用の有無等を連絡するものとする。 

３ 「下水道事業における災害時支援に関するルール（以下「全国ルール」という。）」第７条の２に

基づき情報連絡総括都市に下水道対策本部員への参加要請があった場合は、全国ルールと調整を図

りながら広域的な支援を行う。 

 

（支援要請） 

第２条 支援を要請しようとする大都市（以下「支援要請都市」という。）は、法令その他別段の定め

があるものを除くほか、第３条に定める情報連絡総括都市を通じて、役務の提供、緊急用資機材の調

達その他必要な支援を要請するものとする。 

２ 要請を受けた大都市は、極力これに応じ支援に努めるものとする（以下、支援に応じた大都市を

「支援都市」という。）。 

 

（発災時の情報連絡体制） 

第３条 大都市において災害が発生したときは、情報の一元化及び被災都市の事務軽減を図るため、被

災都市に応じ、表－１のとおり情報連絡総括都市を置く。 

２ 情報連絡総括都市は、情報連絡の窓口となり、被災都市との連絡や国土交通省との情報交換を行

い、その結果を他の大都市へ情報連絡する。 

３ 情報連絡総括都市は、発災後できるだけ早期に先遣隊を被災都市に派遣し、被災状況を把握するも

のとする。なお、この派遣に被災都市からの要請は必要としない。 

４ 情報連絡総括都市は、被災都市からの支援要請に備え、被害の程度により他の大都市へ支援及び支

援隊集積基地設営の準備を依頼する。 

５ 情報連絡総括都市は、支援可能人員、提供可能緊急資機材の数量等を把握し被災都市へ情報連絡す

る。 

６ このルールに基づく大都市間の情報連絡体制及び窓口は、表－２のとおりとする。 
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７ 各大都市は、災害時を想定し、それぞれの支援体制や情報連絡体制の整備に努めるものとする。 

 

（支援要請後の情報連絡体制） 

第４条 情報連絡総括都市は、支援要請都市と支援内容、時期等について十分協議を行う。なお、この

協議は支援要請前から行うことを妨げない。 

２ 情報連絡総括都市は、支援要請都市からの支援人員等に関する要請内容に基づいて人員、資機材

等の割り振りを行い、各大都市へその内容を連絡する。 

 

（現地指揮連絡体制） 

第５条 災害時の現地支援における情報の混乱を防ぎ、支援活動の統一を図るため、現地支援総括都

市を設ける。 

２ 現地支援総括都市は、支援都市の中から情報連絡総括都市が定める。 

３ 現地支援総括都市は、支援要請都市の方針のもと、支援活動が円滑に進むよう支援隊を指揮する。 

なお、この場合における現地指揮連絡体制は、表－３のとおりとする。 

４ 支援要請都市は、連絡要員を支援隊集積基地に常駐させることなどにより、支援都市との意思の

疎通を図るものとする。 

５ 支援開始後の情報連絡体制は、表－４のとおりとする。 

 

（支援隊の受入れ体制） 

第６条 支援隊受入れ場所として、支援隊集積基地を設ける。 

２ 支援隊集積基地は支援要請都市に設けるものとし、これにより難い場合は、支援要請都市の周辺

自治体に設けるものとする。 

３ 支援要請都市は、次の各号に掲げる内容について情報連絡総括都市に連絡するものとする。 

（１）支援要請都市内に支援隊集積基地を設けることが可能な場合は、その位置、規模、施設内容等 

（２）前号により難い場合は、周辺自治体が提供可能な支援隊集積基地の位置、規模、施設内容等 

４ 支援隊集積基地の設置場所は、情報連絡総括都市が、支援要請都市と連絡をとり、支援内容等を勘

案した上で決定する。 

５ 情報連絡総括都市は、支援隊集積基地を提供する都市と基地の設営に当たって提供可能な役務等

について事前に打合せを行い、その結果を各支援都市に連絡する。 

６ 各大都市は、支援隊集積基地として提供可能な施設をあらかじめリストアップし、その規模、施設

内容、提供可能な機器等を把握し、情報連絡総括都市に報告するものとする。 

 

（支援隊集積基地の運営） 

第７条 支援隊集積基地の運営は、支援隊集積基地を提供する大都市が行うものとする。 

ただし、大都市以外の周辺自治体に支援隊集積基地を設けた場合は、原則として支援要請都市が行

う。 

２ 現地支援総括都市は、各支援都市の支援隊のまとめ役として、支援隊集積基地の運営を補佐する。 

 

（緊急資機材情報の把握） 

第８条 各大都市は、情報連絡総括都市からの資機材の提供に関する調査依頼により、提供可能な数
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量等を報告する。 

２ 情報連絡総括都市は、支援都市及び被災都市へのテレビカメラ車等の特定資機材の優先的な提供

を、業界団体に対し要請するものとする。 

ただし、被災都市が直接業界団体に要請した場合は、被災都市はその旨を情報連絡総括都市へ通知

する。 

３ 各大都市は、緊急時に提供可能な資機材をリストアップし、整備・保管に努めなければならない。 

４ 東京都及び大阪市は、テレビカメラ車等の特定資機材に関する全国的な情報の把握を行う。 

 

（民間団体等との協力） 

第９条 各大都市は、民間団体等と支援協力に関する協定を速やかに締結するよう努める。 

２ 支援用緊急資機材を所有していない大都市は、民間団体等と資機材の提供に関する協定を締結す

るよう努める。 

 

（下水道台帳の共有） 

第 10条 各大都市は、円滑な支援を目的とし、下水道台帳等必要な資料の共有に努める。下水道台帳

の他、共有する資料は連絡会議において協議し、定めるものとする。 

 

（平常時の連絡会議及び訓練） 

第 11条 毎年一回以上連絡会議を開催するとともに、被災都市を想定した情報連絡訓練を実施するも

のとする。 

なお、連絡会議のメンバーは、国土交通省、（公社）日本下水道協会の関係者及び各大都市の担当

課長とする。 

 

（協 議） 

第 12条 このル－ルに定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は、連絡会議において協議し、定

めるものとする。 

 

（その他） 

第 13条 本ルールに定める大都市に新たな都市が追加となる場合には、本ルール改正までの間、その

都市を含めたものとして条文を読み替えることができる。 

 

附 則 

１ このルールは、令和２年１月１６日から効力を生ずる。 

平 成 ８ 年 ５ 月 １ ６ 日 制 定 

平成 ９年１０月３０日改正 

平成１６年 １月２７日改正 

平成２０年 ２月２０日改正 

平成２１年１０月 ７日改正 

平成２２年 ９月３０日改正 

平成２４年１０月 １日改正 

平成２５年１２月１２日改正 
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平成２７年 ５月２１日改正 

平成２７年１２月２１日改正 

平成２９年 １月１８日改正 

平成３１年 １月１１日改正 

令和 ２年 １月１６日改正  
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［表－１］災害時における連絡・連携体制について（第３条関係） 

災害時における連絡・連携体制は、被災都市により支援隊集積基地、情報連絡総括都市及び現地支援

総括都市を下表のとおり定める。ただし、広域災害等これによりがたい場合は、被災状況に応じて判断

する。 

ブロック割 被災都市 
情報連絡総

括都市※ 
支援隊集積基地 

現地支援 

総括都市 

北海道・東北 
札幌市 

東京都 

支援隊集積基地は支援

要請都市に設けるもの

とし、これによりがたい

場合は、支援要請都市の

周辺自治体に設ける。 

支援都市の中

から情報連絡

総括都市が定

める。 

仙台市 

関東 

さいたま市 

大阪市 

千葉市 

東京都 

川崎市 

横浜市 

相模原市 

中部 

 

新潟市 

東京都 

静岡市 

浜松市 

名古屋市 

近畿 

京都市 

大阪市 

堺市 

神戸市 

中国・四国 
岡山市 

大阪市 

広島市 

九州 

北九州市 

福岡市 

熊本市 

※東京都及び大阪市が共に被災し、情報連絡総括都市の役割を担うことができない場合は、札幌市が情報連

絡総括都市となるものとする。この場合において、札幌市は、連絡が取れない場合を除き、事前に両都市

と協議を行うものとする。  
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［表－２］緊急時の情報連絡体制（第３条関係） 

（１）東京都及び大阪市が情報連絡総括都市の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）札幌市が情報連絡総括都市の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※札幌市が情報連絡総括都市の場合、情報連絡はブロック担当都市を介して行うものとする。また、情報連

絡体制はこれを基本とするが、各都市被災状況等これによりがたい場合は状況に応じ判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・札幌市     ・名古屋市 

・仙台市     ・京都市 

・さいたま市   ・大阪市 

・千葉市     ・堺市 

・東京都     ・神戸市 

・川崎市     ・岡山市 

・横浜市     ・広島市 

・相模原市    ・北九州市 

・新潟市     ・福岡市 

・静岡市     ・熊本市 

・浜松市 

情報連絡総括都市 

被災都市 支援都市 

国土交通省 

水管理・国土保全局 

下水道部 

 

(公社)日本下水道協会 

② 

① 

⑥ 
③ ④ 

③ 

⑤ 

①：被災状況等連絡 

②：情報交換 

③：支援及び支援隊集積基地設営準備の依頼 

④：支援可能体制の報告 

⑤：支援可能体制の連絡 

⑥：支援要請 
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［表－３］現地指揮連絡体制（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［表－４］支援開始後の情報連絡体制（第５条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

支援要請都市 

［支援隊集積基地］ 

現地支援総括都市 

○○市 

現地支援都市 

○○市 

○○市 

○○市 

［支援隊集積基地］ 

現地支援総括都市 

○○市 

現地支援都市 

○○市 

○○市 

① 

①：支援方針連絡 

②：指揮 

① 

② ② 



■ 協定関連資料 

［大都市との相互応援協定］ 

－468－ 

資料 4  １９大都市水道局災害相互応援に関する覚書、同実施細目 

 

１９大都市水道局災害相互応援に関する覚書 
 

大都市水道に関する災害対策の重大性にかんがみ、札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、川崎市、横浜市、新潟

市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市（以下

「大都市」という。）は、水道事業に関し、大都市において災害が発生した際、友愛的精神に基づいて相互に応援するもの

とし、その円滑かつ迅速な実施を図り、恒久の相互応援の基礎とし、ひいては水道界全体の防災力強化と発展に取り組む

こととする。そのため、大都市間で締結した２１大都市災害時相互応援に関する協定（以下「協定」という。）に基づく飲

料水の供給、施設の応急復旧等に必要な資器材の提供その他の事項について、この覚書を作成する。 

（災害） 

第１条 この覚書において「災害」とは、協定に規定する災害及び渇水等により生ずる被害をいう。 

（連絡担当部課） 

第２条 大都市は、この覚書の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任

者補助者を定め、災害が発生したとき又は災害発生のおそれがあるときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものと

する。 

（応援の要請） 

第３条 災害を受け他の大都市の応援を要請しようとする大都市（以下「応援要請都市」という。）は、法令その他に別段

の定めがあるものを除くほか、別に定める応援要請手続きにより、前条に定める連絡担当部課を通じて、役務の提供、応

援物資の調達その他の必要な措置を要請するものとし、要請を受けた大都市（以下「応援都市」という。）は、極力これに

応じ救援に努めるものとする。 

２ 応援の要請は、応援要請都市が口頭又は電話、電信その他の情報通信手段により行い、後日、速やかに応援都市に文

書を送付するものとする。 

（応援本部の設置） 

第４条 応援都市は、応援要請都市に災害対策本部が設置され、その水道事業に関する事務を円滑に遂行できるようにな

るまでの間、国、都道府県、社団法人日本水道協会（以下「日本水道協会」という。）その他の関係機関と協議のうえ、応

援に関する事務を担当する応援本部を暫定的に設置することができるものとする。 

２ 前項の規定により応援本部を設置した場合、応援都市は、応援本部員を派遣し、応援要請都市の依頼に基づき円滑な

応援の実施に努めるものとする。 

３ 応援要請都市に災害対策本部が設置され、その水道事業に関する事務が円滑に遂行できるようになったときは、応援

要請都市の判断により、応援本部は、その事務を速やかに災害対策本部に引き継ぐものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援要請都市が負担するものとする。 

２ 法令上の特別の定めその他の特別の措置により、応援都市に対して、応援に要した経費につき補てんがあった場合は、

その金額を前項の規定による応援要請都市の負担額から控除するものとする。 

３ 応援都市の職員の派遣に要する経費は、応援都市が支弁し、応援要請都市は別に定める基準により算出した額を負担

するものとする。 

４ 応援都市の職員とともに応援に従事する管工事業者等（以下「業者等」という。）の派遣に要する経費は、応援都市が

支弁し、応援要請都市は別に定める基準により算出した額を負担するものとする。 

５ 応援都市は、応援要請都市が第１項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった

場合は、一時繰替支弁するものとする。 

６ 前５項の定めによりがたいときは、関係大都市が協議して定めるものとする。 

（防災関係物資等の調査結果の交換） 

第６条 大都市は災害時に必要な物資及び資材（以下「災害時必要物資等」という。）の相互融通及び応援の円滑な実施を

図るため、防災に関する物資及び資材（以下「防災関係物資等」という。）の備蓄及び整備の状況並びに災害発生直後に応

援できる職員について、それぞれ調査し、その結果を相互に交換するものとする。 
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２ 大都市は、防災関係物資等の備蓄及び整備の体制を拡充するため、災害時必要物資等の量を相互に補完できる体制の

確立に努めるものとする。 

３ 大都市は、災害時に調達できる物資及び資材について、常に調査に努めるものとする。 

（施設管理等に関する情報の交換） 

第７条 大都市は、応援の円滑な実施に必要な事前情報の充実を図るため、防災に関する施設及び設備の整備状況に関す

る情報を相互に交換するものとする。 

２ 大都市は、迅速かつ的確な応急措置の実施のため、災害対策マニュアル及び応援の受入れに関するマニュアルの作成

及び充実に努め、これを相互に交換するものとする。 

（災害防止方策の調査研究） 

第８条 大都市は、災害防止方策について調査研究し、その結果及び参考となる資料を相互に交換するとともに、他の水

道事業体にもその成果を発信するものとする。 

（実施細目） 

第９条 この覚書の実施に関して必要な細目事項については、別に協議して定めるものとする。 

（協議） 

第１０条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書の内容に疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。 

附 則 

（適用） 

１ この覚書は、令和 ２年 ３月３１日から適用する。 

（１９大都市水道局災害相互応援に関する覚書の廃止） 

２ １９大都市水道局災害相互応援に関する覚書（平成２５年３月３１日締結）は、廃止する。 

 

この覚書の成立を証するため本書１９通を作成し、各都市記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

令和 ２年 ３月３１日 

札幌市水道事業管理者        三 井 一 敏 

仙台市水道事業管理者        板 橋 秀 樹 

さいたま市水道事業管理者      森 田   治 

東京都公営企業管理者水道局長    中 嶋 正 宏 

川崎市上下水道事業管理者      金 子   督 

横浜市水道事業管理者        山 隈 隆 弘 

新潟市水道事業管理者        佐 藤 隆 司 

静岡市公営企業管理者        大 石 清 仁 

浜松市水道事業及び下水道事業管理者 寺 田 賢 次 

名古屋市水道事業、工業用水道事業 

及び下水道事業管理者        宮 村 喜 明 

京都市公営企業管理者上下水道局長  山 添 洋 司 

大阪市水道事業管理者        河 谷 幸 生 

堺市上下水道事業管理者       出 耒 明 彦 

神戸市水道事業管理者        広 瀬 朋 義 

岡山市水道事業管理者        今 川   眞 

広島市水道事業管理者        友 広 整 二 

北九州市水道事業・工業用水道事業 

・下水道事業管理者         中 西 満 信 

福岡市水道事業管理者        清 森 俊 彦 

熊本市上下水道事業管理者      白 石 三千治 
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１９大都市水道局災害相互応援に関する覚書実施細目 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、１９大都市水道局災害相互応援に関する覚書(令和 ２年 ３月３１日締結。以下｢覚書｣という。)

第９条の規定に基づき、覚書の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この実施細目で使用する用語は、覚書で使用する用語の例による。 

（幹事都市） 

第３条 覚書の円滑な実施を図るため、覚書幹事都市を別表 1 のとおり、応援幹事都市を別表２のとおりそれぞれ定める

ものとする。 

２ 覚書幹事都市は、平常時における大都市間の情報交換及び連絡調整業務を行う。 

３ 応援幹事都市は、災害時において次の各号に掲げる業務を行う。 

(1)被災した大都市の状況把握 

(2)応援要請に関する連絡調整 

(3)国、都道府県、日本水道協会その他の関係機関との連絡調整 

４ 覚書幹事都市の任期は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（被害状況の早期把握等） 

第４条 災害の発生後、被災した大都市は直ちに応援幹事都市をはじめ他の大都市へ状況を情報発信するものとし、その

発信基準を別表３のとおり定める。 

２ 被災した大都市からの連絡がなく、応援幹事都市からも連絡が取れない場合には、応援幹事都市は、国、都道府県、

日本水道協会その他の関係機関と調整の上、その必要性を判断して現地に出動できるものとする。 

３ 前項の規定により現地に出動した応援幹事都市は、被害状況の早期把握に努めるとともに、被災した大都市から口頭

による応援の要請を受けることができるものとする。 

（連絡担当部課に関する情報の交換） 

第５条 覚書第２条の連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者に関する情報の交換は、様式１（以下｢連

絡表｣という。）により毎年４月末日までに行うものとする。 

２ 大都市は、連絡表の内容に変更が生じた場合は、速やかに覚書幹事都市に連絡するものとする。 

（応援要請の手続） 

第６条 被災した大都市の応援要請は、応援幹事都市に対して行うものとする。 

２ 応援の要請を受けた応援幹事都市は、国、都道府県、日本水道協会その他の関係機関と調整を図ったうえで、応援要

請都市に代って他の大都市へ速やかに応援の要請を伝達するものとする。 

３ 応援の要請を受けた大都市は、応援幹事都市と調整を図ったうえで現地に出動するものとする。 

（応援都市の職員等） 

第７条 応援要請都市は、必要とする応援都市の職員及び業者等の派遣を要請するものとする。 

２ 応援都市の職員及び業者等は、宿泊場所等を自ら確保し、食料、被服、資金、装備その他の災害時必要物資等を携行

するものとする。 

３ 応援都市の職員及び業者等は、応援都市の都市名を表示する腕章等を着け、その身分を明らかにするものとする。 

（連絡調整責任者の通知） 

第８条 応援要請都市は、災害対策本部が設置され、その水道事業に関する事務を円滑に遂行できるようになるまでの
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間、情報連絡を一元化するため、速やかに連絡調整責任者を定め、応援幹事都市へ通知するものとする。 

（応援本部の業務等） 

第９条 応援本部は、応援要請都市の依頼に基づき次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1)応援要請都市との情報交換及び連絡調整 

(2)国、都道府県、日本水道協会その他の関係機関との情報交換及び連絡調整 

(3)応援都市の職員及び業者等に対する宿舎のあっせんその他の便宜の供与 

(4)応援都市との作業分担の調整 

(5)その他応援に必要な業務 

２ 前項各号に掲げる業務の総括は、応援幹事都市が行うものとする。 

３ 応援本部員は、覚書第４条第３項の規定による引継ぎがあった場合において、災害対策本部の協力要請があったとき

は、これに極力応じるものとする。 

（応援都市の職員の派遣に要する経費の負担） 

第１０条 覚書第５条第３項に定める応援要請都市が負担する額は、応援都市の旅費及び諸手当に関する規定により算出

した当該応援都市の職員の旅費相当額及び諸手当相当額の範囲内とする。 

２ 応援都市の職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援都市の負担と

する。ただし、応援要請都市において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とする。 

３ 応援都市の職員が業務上第三者に損害を加えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、

応援要請都市が、応援要請都市への往復途中に生じたものについては、応援都市が、それぞれその賠償の責に任ずるもの

とする。 

４ 前３項の定めによりがたいときは、関係大都市が協議して定めるものとする。 

（業者等に要する経費の負担） 

第１１条 覚書第５条第４項に定める応援要請都市が負担する額は、応援都市の算定基準によるものとする。 

２ 前項の定めによりがたいときは、関係大都市が協議して定めるものとする。 

（応援経費の繰替支弁） 

第１２条 応援都市は、覚書第５条第５項の規定により応援経費を一時繰替支弁した場合は、次の各号に定めるところに

より算出した額について応援要請都市に請求するものとする。 

(1)物資については、当該物資の購入費及び輸送費に相当する額 

(2)車両類については、燃料費及び破損又は故障を生じた場合の修理費に相当する額 

(3)機械器具等については、輸送費及び破損又は故障を生じた場合の修理費に相当する額 

２ 前項に定める応援要請都市への請求は、関係書類を添付した応援都市からの請求書により、行うものとする。 

３ 前２項の定めによりがたいときは、関係大都市が協議して定めるものとする。 

（防災関係物資等の情報交換） 

第１３条 防災関係物資等の調査は、次の各号に掲げる様式により行うものとする。 

(1)防災関係物資等の備蓄及び整備の状況については、様式２ 

(2)災害発生直後に応援に従事できる職員については、様式３ 

２ 前項に規定する防災関係物資等の調査の結果は、毎年６月末日までに交換するものとする。 

３ 大都市は、調査結果の内容に変更が生じた場合は、速やかに覚書幹事都市に連絡するものとする。 
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（物資等の規格統一及び相互利用） 

第１４条 防災関係物資等については、必要に応じて規格の統一化に努めるとともに、これらの備蓄及び整備については、

それぞれ十分に配慮を行うものとする。 

２ 応援の活動においては、これらの物資を相互利用できるものとし、給水車等の車両については、相互の了解のもと他

の大都市の職員によっても運転・運用ができるものとする。 

（施設管理情報の交換） 

第１５条 覚書第７条第１項に規定する防災に関する施設及び設備の整備状況に関する情報の交換は、次の各号に掲げる

ものを対象とする。 

(1)水道施設位置図(浄･配水場、工事事務所、営業所等) 

(2)応急給水予定場所を表示した図面 

(3)使用資機材の規格 

(4)その他必要な図書 

２ 大都市は、前項各号に掲げるもののほか、必要に応じて、浄･配水場の図面及び取･導･送･配水管路図面を応援幹事都

市に提供するものとする。 

３ 大都市は、災害応援のため移動途上にある応援都市の便宜を図るため、隊員の休憩、物資の補給、情報の収集などの

中継機能をそれぞれ用意し、その施設情報を交換するものとする。 

（受入マニュアルの作成等） 

第１６条 覚書第７条第２項に規定する応援の受入れに関するマニュアル(以下｢マニュアル｣という。)に定める事項は、

次の各号に掲げるとおりとする。 

(1)応援都市の職員及び業者等の集結場所 

(2)応急給水場所及び給水方法 

(3)応急復旧方法 

(4)応援時に必要となる携行品 

(5)その他迅速かつ的確な応急措置の実施に必要な事項 

２ 大都市は、地域防災計画の見直しその他の事由により、マニュアルの内容に変更が生じた場合は、速やかに覚書幹事

都市に連絡するものとする。 

（調査研究、研修等） 

第１７条 覚書第８条に規定する災害防止方策についての調査研究の結果及び参考となる資料は、毎年６月末日までに交

換するものとする。 

２ 調査研究の結果及び参考となる資料は、災害派遣活動の経験などと合わせて研修等により、全国の水道事業体へ発信

するものとする。 

（協議） 

第１８条 この実施細目に定めのない事項又はこの実施細目の内容に疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるもの

とする。 

附 則 

（適用） 

１ この実施細目は、令和 ２年 ３月３１日から適用する。 

（１９大都市水道局災害相互応援に関する覚書実施細目の廃止） 
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２ １９大都市水道局災害相互応援に関する覚書実施細目（平成２７年３月３１日締結）は廃止する。 

この実施細目の成立を証するため本書１９通を作成し、各都市記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

令和 ２年 ３月３１日 

札幌市水道事業管理者        三 井 一 敏 

仙台市水道事業管理者        板 橋 秀 樹 

さいたま市水道事業管理者      森 田   治 

東京都公営企業管理者水道局長    中 嶋 正 宏 

川崎市上下水道事業管理者      金 子   督 

横浜市水道事業管理者        山 隈 隆 弘 

新潟市水道事業管理者        佐 藤 隆 司 

静岡市公営企業管理者        大 石 清 仁 

浜松市水道事業及び下水道事業管理者 寺 田 賢 次 

名古屋市水道事業、工業用水道事業 

及び下水道事業管理者        宮 村 喜 明 

京都市公営企業管理者上下水道局長  山 添 洋 司 

大阪市水道事業管理者        河 谷 幸 生 

堺市上下水道事業管理者       出 耒 明 彦 

神戸市水道事業管理者        広 瀬 朋 義 

岡山市水道事業管理者        今 川   眞 

広島市水道事業管理者        友 広 整 二 

北九州市水道事業・工業用水道事業 

・下水道事業管理者         中 西 満 信 

福岡市水道事業管理者        清 森 俊 彦 

熊本市上下水道事業管理者      白 石 三千治 
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別表１（第３条関係） 

年        度 覚 書 幹 事 都 市 

令 和 元 年 度 

令 和 ２ 年 度 

令 和 ３ 年 度 

令 和 ４ 年 度 

令 和 ５ 年 度 

令 和 ６ 年 度 

令 和 ７ 年 度 

令 和 ８ 年 度 

令 和 ９ 年 度 

令 和 １０ 年 度 

令 和 １１ 年 度 

令 和 １２ 年 度 

令 和 １３ 年 度 

令 和 １４ 年 度 

令 和 １５ 年 度 

令 和 １６ 年 度 

令 和 １７ 年 度 

令 和 １８ 年 度 

令 和 １９ 年 度 

浜 松 市 

名 古 屋 市 

京 都 市 

大 阪 市 

堺 市 

岡 山 市 

広 島 市 

神 戸 市 

熊 本 市 

北 九 州 市 

福 岡 市 

札 幌 市 

仙 台 市 

さ い た ま 市 

東 京 都 

川 崎 市 

横 浜 市 

新 潟 市 

静 岡 市 

注 令和２０年度以降の覚書幹事都市は、上の順序に従って各大都市が担当するものとす

る。 
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別表２（第３条関係） 

  大都市 
応 援 幹 事 都 市  

第 １ 順 位 第 ２ 順 位 第 ３ 順 位 

 

札 幌 市  仙 台 市  川 崎 市   ― 

仙 台 市  札 幌 市  東 京 都   ― 

さ い た ま 市  新 潟 市  浜 松 市   ― 

東 京 都  横 浜 市  仙 台 市   ― 

川 崎 市  静 岡 市  札 幌 市   ― 

横 浜 市  東 京 都  名 古 屋 市   ― 

新 潟 市  さ い た ま 市  静 岡 市   ― 

静 岡 市  川 崎 市  神 戸 市   ― 

浜 松 市  堺 市 さ い た ま 市   ― 

名 古 屋 市  京 都 市  横 浜 市   ― 

京 都 市  名 古 屋 市  北 九 州 市   ― 

大 阪 市  神 戸 市  福 岡 市   ― 

堺 市 浜 松 市  岡 山 市  仙 台 市  

神 戸 市  大 阪 市  新 潟 市   ― 

岡 山 市  広 島 市  堺 市 東 京 都  

広 島 市  岡 山 市  熊 本 市   ― 

北 九 州 市  熊 本 市  京 都 市   ― 

福 岡 市  北 九 州 市  大 阪 市   ― 

熊 本 市  福 岡 市  広 島 市   ― 

注 第１順位の大都市も被災し、応援幹事都市としての業務に支障が生じた場合、第２又は第３順位の大都市が第

１順位の大都市に代わり応援幹事都市の業務を遂行する。 

 

別表３（第４条関係） 

被災した大都市からの情報発信の基準 

●震度５弱以上の地震が発生したとき 

●特別警報が発令されたとき 

●その他重大な事故、災害が発生したとき 

被災した大都市は、被害の有無にかかわらず、直ちに応援幹事都市をはじめ他の 19大都市にＥメールにて発信する。

なお、メール発信ができない場合は、電話等で応援幹事都市へ連絡し、応援幹事都市が被災した大都市に代わり他の 19

大都市にメール発信することができる。 

 

【発信のタイミング】 

発災後１時間以内。その後は状況に応じて 3～6 時間間隔で、被害や対応の状況が明らかになるまで被災都市の判断

で継続する。 

【発信内容】 

水道事業の状況、被害があればその内容、応援要請の見通し、その他 
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様式１（第５条関係）（Ａ４） 

災 害 時 連 絡 表 

〇 〇 〇 水 道 局 

災害時連絡用メールアドレス：             @           

(休日及び夜間にも受信チェック可能なもの) 

注 災害時連絡用メールアドレスの登録は、各都市原則一つとします。 

令和〇年度 

連 絡 担 当 部 課 名 

部      課      係 

Fax  （   ） Mail   @ 

衛星携帯電話  

連 絡 担 当 責 任 者 名 
      課長 

TEL  （   ） 携帯  （   ） 

連 絡 担 当 責 任 者 補 助 者 名 
      課      係 

TEL  （   ） 携帯  （   ） 

※ 連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者の携帯電話番号は、休日及び夜間にも連絡が可能なものとするこ

と。 

 

 

様式２（第１３条関係）（Ａ４） 

防災関係物資等の備蓄及び整備の状況調査表 

（令和○年度末現在） 

○ ○ ○ 水 道 局 

項 目 内    容 保有数量 初期応援可能数 備   考 

車 両 

給 水 車 (   ㎥ ） 台 台  

給 水 車 (   ㎥ ） 台 台  

ト ラ ッ ク 台 台  

ク レ ー ン 車 台 台  

給 油 車 （   ㎥ ） 台 台  

そ の 他    

給 水 容 器 

仮設水槽 （  ㎥） 基 基  

仮設水槽 （  ㎥） 基 基  

給水タンク（  ℓ） 基 基  

給水タンク（  ℓ） 基 基  

給水タンク（  ℓ） 基 基  

ポリ容器 （  ℓ） 個 個  
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ポリ容器 （  ℓ） 個 個  

そ の 他    

機 材 

応 急 給 水 装 置 基 基  

ろ 過 機 台 台  

発 電 機 台 台  

投 光 機 個 個  

鉄 管 切 断 機 台 台  

電 動 ネ ジ 切 機 台 台  

そ の 他    

管 類 

直   管 （   m m ） ｍ ｍ  

直   管 （   m m ） ｍ ｍ  

直   管 （   m m ） ｍ ｍ  

継 手 類 個 個  

非 常 食 
ボ ト ル 水 本 本  

食 糧 食 食  

そ の 他 
    

    

注 その他の欄には、特殊管、緊急用資材等の状況を記入してください。 

 

 

様式３（第１３条関係）（Ａ４） 

災害発生直後に応援に従事できる職員調査表 

（令和〇年度末現在） 

〇 〇 〇 水 道 局 

派   遣   先 派 遣 人 数 

被 害 状 況 調 査 調 査 員           名 

応  援  本 部 

本 部 員           名 

連 絡 員           名 

応 急 給 水 作 業 １班   名×   班＝   名 
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資料 5 ２１大都市民生主管部局大規模災害時相互応援に関する覚書 

 

２１大都市民生主管部局大規模災害時相互応援に関する覚書 

 

（趣旨） 

第１条 本覚書は、「２1 大都市災害時相互応援に関する協定」（以下「応援協定」という。）及び「２1大都

市災害時相互応援に関する協定実施細目」（以下「実施細目」という。）において民生主管部局が担当する

災害救助業務について、迅速かつ円滑な援助協力を行えるよう「応援協定」及び「実施細目」を補完する

ために必要な事項を定めるものとする。 

（連絡担当課） 

第２条 各都市は、災害が発生し、被災都市が独自では十分な応急措置が実施できない場合、この覚書の実

施に必要な情報の相互交換のため、あらかじめ連絡担当課を定め、常に次に掲げる事項を相互に確認して

おくものとする。 

(1) 連絡担当課名 

(2) 連絡担当責任者の職氏名 

(3) 連絡担当責任補助者の職氏名 

(4) 電話番号その他連絡に必要な事項 

（応援の種類） 

第３条 被災都市の民生主管部局が担当する災害救助業務の円滑な遂行のための応援の種類は、次のとおり

とする。 

 (1) 人的応援 

   応援を要する業務に対応した資格や経験・能力等を有する職員の派遣 

  (2) 物的応援 

   必要な物資・機器材の提供 

  (3) 施設的応援 

   高齢者や障害者等で施設への入所又は通所を必要とする者の受入れ等 

２ 前項の応援は、各都市民生主管部局の所管業務の範囲内で行うものとする。 

（人的応援） 

第４条 前条第１項第１号にいう人的応援の対象となる業務は、次のとおりとする。 

 (1) 生活保護関係業務 

  (2) 児童福祉関係業務 

  (3) 障害者福祉関係業務 

  (4) 高齢者福祉関係業務 

  (5) その他災害救助に必要な業務 

２ 被災都市は、人的応援を要請しようとするときは、その都度次の各号に掲げる事項を明らかにしなけれ

ばならない。 

 (1) 応援業務の内容 

  (2) 必要とする職種、資格、能力等 

  (3) 応援を必要とする人員 

  (4) 応援業務に従事する場所及びその経路 

  (5) 応援を必要とする期間 

  (6) 連絡先、その他人的応援に必要な事項 

（物的応援） 

第５条 第３条第１項第２号にいう物的応援の対象となる物資・機器材は、次のとおりとする。 

 (1) 食糧 

  (2) 被服・寝具その他の生活必需品 

  (3) 要援護者用福祉用具 

  (4) その他災害救助業務に必要な用具 
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２ 被災都市は、物的応援を要請しようとするときは、その都度次の各号に掲げる事項を明らかにしなけれ

ばならない。 

 (1) 必要とする物資・機器材の種類、品名及び数量 

  (2) 搬入場所及びその経路 

  (3) 連絡先、その他物的応援に必要な事項 

（施設的応援） 

第６条 第３条第１項第３号にいう施設的応援の対象となる施設は次のとおりとする。 

 (1) 生活保護施設 

  (2) 児童福祉施設 

  (3) 障害者福祉施設 

 (4) 高齢者福祉施設 

  (5) その他要援護者の救援に必要な社会福祉施設 

２ 被災都市は、施設的応援を要請しようとするときは、その都度次の各号に掲げる事項を明らかにしなけ

ればならない。 

 (1) 応援を必要とする施設の種別及び種別ごとに応援を必要とする要援護者数 

 (2) 要援護者個々人の援護を必要とする概要 

 (3) 連絡先、その他施設的応援に必要な事項 

（応援要請の方法） 

第７条 本覚書に基づく応援を要請しようとする都市は、第２条に定める連絡担当課を通じて、口頭、電話

又は電信により応援を要請するとともに、後日速やかに文書を送付するものとする。 

（応援の実施） 

第８条 応援を要請された都市は、極力これに応じ、救援に努めるものとする。 

２ 被災都市を除く都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必

要があると認められるときは、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。 

３ 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。 

４ 自主出動した都市は、応援に必要な情報を収集し、その情報を被災都市に提供する。 

また、応援活動に当たっては、自律的活動に努めるものとする。 

５ 前４項により、被災都市の応援を実施する都市（以下「応援都市」という。）は、応援内容及び応援に必

要な情報を次条に定める幹事都市へ連絡するものとする。 

（幹事都市及び副幹事都市） 

第９条 幹事都市は、この覚書の円滑な運用に資するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) 応援要請に関する情報連絡又は情報の周知 

  (2) 各都市の連絡担当課の周知 

  (3) 各都市の地域防災計画、社会福祉施設の一覧及び地図、その他参考資料の相互交換の促進 

  (4) 第 14 条の規定により各都市が協議する必要が生じた場合における会議の開催又は文書による調整 

 (5) その他被災都市から特に要請のあった業務 

２ 幹事都市は、別表１に掲げる輪番により１会計年度の間これに当たるものとする。 

３ 幹事都市の次順の都市を、副幹事都市とし、幹事都市がその業務を処理することが困難であるときは、

当該業務を代行する。 

４ 前項の規定にかかわらず、災害の発生による通信の途絶等により、被災都市と連絡が不可能となった場

合、災害の事態に照らし特に緊急を要し、被災都市が応援の要請を行ういとまがないと認められるときは、

次条に定める近隣都市は、第１項第１号及び第５号の業務を代行することができる。 

５ 前４項により難い場合は、大都市が協議して定めるものとする。 

（近隣都市） 

第 10 条 近隣都市は、前条第４項の規定により代行する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものと

する。 

 (1) 災害の発生後、被災都市の状況把握に努めるものとする。 

   この場合において、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れないときは、必要に応じて国、都道

府県その他関係機関と調整のうえ、直ちに現地に出動できるものとする。 
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  (2) 前号後段の規定により現地に出動した近隣都市は、被害状況や交通状況の早期把握に努めるものとす

る。 

２ 近隣都市は、別表２に掲げる都市とする。 

３ 近隣都市は、前条第４項又は第１項各号に掲げる業務を行うときは、その旨を幹事都市に連絡するもの

とする。 

４ 近隣都市は、幹事都市に協力し、この覚書の効果的運用に努めるものとする。 

（一般的な経費負担） 

第 11 条 この覚書に基づく応援に要した経費は、原則として応援を要請する都市（以下「応援要請都市」

という。）の負担とする。 

２ 第８条第２項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都市とが協議して定め

る。 

３ 応援要請都市が第１項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった

場合は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。 

（応援職員の派遣に要する経費負担等） 

第 12 条 前条の規定にかかわらず、第４条の人的応援に要する経費の負担については、次の各号に定める

ところによる。 

 (1) 応援要請都市が負担する経費の額は、応援都市が定める規程により算定した当該応援職員の旅費の額

及び諸手当の額の範囲内とする。 

  (2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する

経費は、応援都市の負担とする。 

   ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とする。 

  (3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものに

ついては応援要請都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償

の責めに任ずる。 

  (4) 前３号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が

協議して定める。 

２ 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 

３ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

４ 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 

（救援物資等の経費負担等） 

第 13 条 応援都市は、第 11 条第３項に定める応援に要する経費を繰替支弁した場合は、備蓄物資及び調達

物資については、当該物資の購入費及び輸送費を応援要請都市に請求するものとする。 

２ 応援都市は、市長（都知事）名による請求書に関係書類を添付し、連絡担当課を経由して応援要請都市

の長に前項の請求を行うものとする。 

３ 前２項の規定により難いときは、応援要請都市と応援都市が協議して経費負担等を定めるものとする。 

（その他） 

第 14 条 この覚書の実施に関し必要な事項及びこの覚書に定めのない事項については、大都市が協議して

定める。 
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附 則 

１ この覚書は、平成２４年４月１日から効力を生ずる。 

 

平成２５年３月１３日 

 

札 幌 市 保 健 福 祉 局 長  加 藤 敏 彦 

仙 台 市 健 康 福 祉 局 長  高 橋 宮 人 

さいたま市保健福祉局長  大 塔 幸 重 

千 葉 市 保 健 福 祉 局 長  生 田 直 樹 

東 京 都 福 祉 保 健 局 長  川 澄 俊 文 

川 崎 市 健 康 福 祉 局 長   木 村   実 

横 浜 市 健 康 福 祉 局 長  岡 田 輝 彦 

相 模 原 市 健 康 福 祉 局 長   篠 崎 正 義 

新 潟 市 福 祉 部 長   鈴 木    亨 

静岡市保健福祉子ども局長  小野田  清 

浜 松 市 健 康 福 祉 部 長  杉 山  浩 之 

名 古 屋 市 健 康 福 祉 局 長  長谷川  弘之 

京 都 市 保 健 福 祉 局 長  髙 木  博 司 

大 阪 市 福 祉 局 長  山 田 俊 平 

堺 市 健 康 福 祉 局 長  早 川 泰 史 

神 戸 市 保 健 福 祉 局 長  雪村 新之助 

岡 山 市 保 健 福 祉 局 長  岸   堅 士 

広 島 市 健 康 福 祉 局 長  糸 山    隆 

北 九 州 市 保 健 福 祉 局 長  垣 迫 裕 俊 

福 岡 市 保 健 福 祉 局 長  中島  淳一郎 

熊本市健康福祉子ども局長  續  幸  弘 

 

別表１（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

順 都 市 名 

１ 静 岡 市 

２ 福 岡 市 

３ 堺     市 

４ 東 京 都 

５ 大 阪 市 

６ 川 崎 市 

７ 京 都 市 

８ 横 浜 市 

９ 名 古 屋 市  

10 新 潟 市 

11 北 九 州 市  

順 都 市 名 

12 浜 松 市 

13 岡 山 市 

14 相 模 原 市  

15 熊 本 市 

16 仙 台 市 

17 神 戸 市 

18 さいたま市 

19 広 島 市 

20 千 葉 市 

21 札 幌 市 

順は、平成２４年度を１とする。 
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別表２（第 10条関係） 

被 災 都 市  
近隣都市の順 

第１順位 第２順位 第３順位 

札 幌 市 仙 台 市 東 京 都 千 葉 市 

仙 台 市 東 京 都 千 葉 市 さいたま市 

さいたま市 東 京 都 千 葉 市 仙 台 市 

千 葉 市 東 京 都 川 崎 市 横 浜 市 

東 京 都 川 崎 市 さいたま市 千 葉 市 

川 崎 市 横 浜 市 東 京 都 相 模 原 市 

横 浜 市 川 崎 市 東 京 都 相 模 原 市 

相 模 原 市 横 浜 市 川 崎 市 東 京 都 

新 潟 市 仙 台 市 さいたま市 東 京 都 

静 岡 市 相 模 原 市 横 浜 市 川 崎 市 

浜 松 市 静 岡 市 名 古 屋 市  相 模 原 市 

名 古 屋 市  京 都 市 大 阪 市 神 戸 市 

京 都 市 大 阪 市 神 戸 市 名 古 屋 市  

大 阪 市 神 戸 市 京 都 市 堺   市 

堺   市 大 阪 市 神 戸 市 京 都 市 

神 戸 市 大 阪 市 京 都 市 名 古 屋 市  

岡 山 市 神 戸 市 広 島 市 大 阪 市 

広 島 市 岡 山 市 北 九 州 市  福 岡 市 

北 九 州 市  福 岡 市 広 島 市 熊 本 市 

福 岡 市 北 九 州 市  広 島 市 熊 本 市 

熊 本 市 福 岡 市 北 九 州 市  広 島 市 

注 第１順位の大都市も被災し、近隣都市としての業務に支障が生じた場合には、第２順
位の大都市が近隣都市の業務を行う。以下同じ。 
なお、上記により難い場合は、幹事都市が指定する都市を近隣都市とする。 

 

（参考）締結先の連絡担当部局 

協定締結都市名 連絡担当部局 

札 幌 市 保健福祉局総務部総務課 

仙 台 市 健康福祉局総務課 

さ い た ま 市 保健福祉局福祉部福祉総務課 

千 葉 市 保健福祉局保健福祉総務部保健福祉総務課 

東 京 都 福祉保健局総務部総務課 

川 崎 市 健康福祉局総務部庶務課 

横 浜 市 健康福祉局総務部総務課 

新 潟 市 健康福祉部健康福祉総務課 

静 岡 市 保健福祉子ども局福祉部福祉総務課 

浜 松 市 社会福祉部福祉総務課 

名 古 屋 市 健康福祉局総務課 

京 都 市 保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課 

大 阪 市 健康福祉局総務部庶務課 

堺 市 健康福祉局健康福祉政策部健康福祉総務課 

岡 山 市 保健福祉局保健福祉企画総務課 

広 島 市 健康福祉局健康福祉企画課 

北 九 州 市 保健福祉局総務部地域福祉課 

福 岡 市 保健福祉局総務部地域福祉課 
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資料 6 ２１大都市衛生主管局災害時相互応援に関する確認書 

 

２１大都市衛生主管局災害時相互応援に関する確認書 
 

大地震等大規模災害発生時における大都市相互の実効ある衛生主管局所管業務の応援活動を確保するた

め、「２１大都市災害時相互応援に関する協定」及び「２１大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」

を補完する事項を次のとおり確認する。 

 

１ 災害発生における「幹事都市」 

当確認書の円滑な運用に資するため「幹事都市」を定める。 

（１）幹事都市 

別表１に掲げる輪番により、１年度の間その任に当たる。なお、当該市が被災した場合は、次順の都

市がその任に当たる。 

（２）幹事都市の職務 

ア 被災都市又は要請を待たずに必要な応援を行った都市又は情報の収集等を行う被災都市の近隣の

都市（以下「近隣都市」という。）と他の都市との情報連絡又は情報の周知 

イ 連絡担当部課等の周知 

ウ 各都市との協議の必要が生じた場合における会議又は文書による調整 

エ その他被災都市から要請のあった用務 

 

２ 近隣都市 

「幹事都市」と協力し、円滑な応援活動を確保するため「近隣都市」を定める。 

（１）近隣都市 

被災した都市に対応し、別表２のとおりとする。 

（２）近隣都市の職務 

ア 被災都市の状況把握と幹事都市への連絡 

イ 幹事都市との協力による各都市との連絡調整 

 

３ 応援活動の自動発動 

被災都市との情報通信手段が途絶した場合、幹事都市は近隣都市と協議を行い、必要に応じて、被災都市

からの要請を待つことなく、応援活動を開始できるものとする。 

 

４ 連絡担当部課等 

相互の連絡体制を確保するため、毎年春の会議において、各都市の連絡担当部課、連絡担当責任者及び連

絡担当責任補助者の名簿をとりまとめ、各都市が情報を共有する。 

なお、人事異動等により連絡担当部課等に変更が生じた場合は、当該都市は速やかに各都市に連絡するも

のとする。 

 

５ 応援出動にあたっての基本的体制 

被災都市への応援活動を行うに当たっては、自己完結型による出動を基本とする。 

 

附  則 

１ この確認書は、平成２４年４月１日から効力を生ずる。 

 

平成２５年３月１８日 

 

 

札 幌 市 保 健 福 祉 局 長     加 藤 敏 彦 

仙 台 市 健 康 福 祉 局 長     高 橋 宮 人 
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さいたま市保健福祉局長     大 塔 幸 重 

千 葉 市 保 健 福 祉 局 長     生 田 直 樹 

東 京 都 福 祉 保 健 局 長     川 澄 俊 文 

川 崎 市 健 康 福 祉 局 長     木 村   実 

横 浜 市 健 康 福 祉 局 長     岡 田 輝 彦 

相模原市健康福祉局長     篠 崎 正 義 

新 潟 市 保 健 衛 生 部 長     野 本 信 雄 

静岡市保健福祉子ども局長     小 野 田  清 

浜 松 市 健 康 福 祉 部 長     杉 山 浩 之 

名古屋市健康福祉局長     長谷川 弘 之 

京都市保健衛生担当局長     加 藤 祐 一 

大 阪 市 健 康 局 長       林   明 

堺 市 健 康 福 祉 局 長     早 川 泰 史 

神 戸 市 保 健 福 祉 局 長     雪 村 新之助 

岡 山 市 保 健 福 祉 局 長     岸   堅 士 

広 島 市 健 康 福 祉 局 長     糸 山   隆 

北九州市保健福祉局長     垣 迫 裕 俊 

福 岡 市 保 健 福 祉 局 長     中 島 淳一郎 

熊本市健康福祉子ども局長     續   幸 弘 

 

 

（参考）締結先の連絡担当部局 

協定締結都市名 連絡担当部局 電話番号 

札 幌 市 保健福祉局保健衛生部地域保健課 011(211)2306 

仙 台 市 健康福祉局総務課 022(214)8183 

さ い た ま 市 保健福祉局保健部健康増進課 048(829)1293 

千 葉 市 保健福祉局保健福祉総務部保健福祉総務課 043(245)5163 

東 京 都 福祉保健局総務部総務課 03(5320)4321 

川 崎 市 健康福祉局総務部総務課 044(200)2410 

横 浜 市 健康福祉局総務部総務課 045(671)2432 

新 潟 市 健康福祉部健康福祉総務課 025(226)1169 

静 岡 市 保健福祉子ども局保健衛生部保健衛生総務課 054(221)1549 

浜 松 市 健康医療部健康医療課 053(453)6178 

名 古 屋 市 健康福祉局総務課 052(972)2503 

京 都 市 保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課 075(222)3366 

大 阪 市 健康福祉局総務部庶務課 06(6208)9910 

堺 市 健康福祉局健康福祉政策部健康福祉総務課 072(228)7212 

岡 山 市 保健福祉局保健福祉企画総務課 086(803)1204 

広 島 市 健康福祉局健康福祉企画課 082(504)2132 

北 九 州 市 保健福祉局総務部総務課 093(582)2403 

福 岡 市 保健福祉局総務部総務課 092(711)4222 
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■ 自治体との相互応援協定 

資料 1 災害時における相互応援協定（隣接市町） 

 

災害時における相互応援協定 

 

 災害応急対策活動の相互応援に関し、神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市、吉川町、三木

市、稲美町及び明石市（以下「協定市町」という。）との間に次のとおり協定する。 

（目的） 

第１条 この協定は協定市町の区域内において災害が発生した場合において、協定市町が相互に応

援し、その応急対策活動の万全を期することを目的とする。 

（災害の範囲） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に

規定する災害及びこれらに至らない比較的小規模の災害をいう。 

（相互応援） 

第３条 協定市町は、その区域内に災害が発生した場合、相互に応援するものとする。 

（連絡担当部局） 

第４条 協定市町は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにし

ておくものとする。 

（応援の要請及び方法） 

第５条 協定市町は、災害が発生して応援を求めようとするときは、法令その他特別に定めがある

場合を除くほか、連絡担当部局を通じ、災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援措置

を要請するものとする。 

 （1）被災者の食糧その他生活必需品の提供 

 （2）被災者の応急救助にかかる職員の応援及び所要の施設の利用 

 （3）診療、検病、伝染病患者の収容その他治療及び防疫作業のための職員の応援並びに所要の施

設の利用及び医療品等の提供 

 （4）復旧のための土木及び建築技術職員の応援並びに所要の資材の提供 

 （5）清掃及びし尿処理作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

 （6）水道工事及び給水作業のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

 （7）通信施設及び輸送機関の確保復旧のための職員の応援並びに所要の器具及び車両の提供 

 （8）消防、救急、水防作業隊の応援並びに所要の資材の提供 

 （9）その他応急対策活動に必要な措置 

（緊急応援） 

第６条 協定市町は、前条の規定にかかわらず、協定市町の区域内において災害が発生し、又は発

生するおそれがあると認知し、若しくは受報し、かつ、特に緊急を要し、前条に定める要請を待

ついとまがないと認められる場合には同条の要請を待たずに応援を行うことができる。 

  この場合においては、直ちにその旨を応援を受けた協定市町（以下「被応援市町」という。）へ

通報するものとする。 

（応援措置の履行） 

第７条 応援を行う協定市町（以下「応援市町」という。）は、その応援措置を的確かつ円滑に行う

よう努めなければならない。 
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（応援経費の負担） 

第８条 応援に要した経費の負担については、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、次の

各号に掲げるところにより被応援市町が負担するものとする。 

（1）応援職員の旅費等 

  ア 応援市町の旅費に関する規定による応援職員の旅費 

  イ 応援職員が応援業務に従事中第三者に損害を与えた場合の補償費 

（2）応援物資の購入等 当該物資の購入費及び輸送費 

（3）車両等の燃料費等 燃料費及び破損又は故障を生じた場合の修理費 

 (4) 機械器具類の輸送費等 輸送費及び破損又は故障を生じた場合の修理費 

２ 前項第１号イに規定する補償費のうち、被応援市町への往復途中において第三者に損害を与え

た場合の補償費については、応援市町、被応援市町双方協議して定めるものとする。 

(地域防災計画その他資料等の交換) 

第９条 協定市町は、非常の災害に備え、毎年作成する地域防災計画を交換するほか、災害防止の

方策について資料情報等を相互に交換するものとする。 

(実施の細則) 

第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定市町が協議のうえ別に定めるものとする。 

 附 則 

１ この協定は、平成８年６月１日から効力を生ずる。 

２ 昭和38年12月２日に神戸市と三田市が締結した災害相互応援協定及び昭和45年３月９日に神戸

市と芦屋市・西宮市が締結した災害相互応援協定は廃止する。 

 この協定の成立を証するため本書９通を作成し、協定市町長記名押印の上、各１通を保有する。 

平成８年６月１日 

神 戸 市 代表者 神戸市長  笹 山 幸 俊 

芦 屋 市 代表者 芦屋市長  北 村 春 江 

西 宮 市 代表者 西宮市長  馬 場 順 三 

宝 塚 市 代表者 宝塚市長  庄 司 泰一郎 

三 田 市 代表者 三田市長  塔 下 真 次 

吉 川 町 代表者 吉川町長  岩 波   勉 

 

三 木 市 代表者 三木市長  加 古 房 夫  

稲 美 町 代表者 稲美町長  井 上 芳 和 

明 石 市 代表者 明石市長  岡 田 進 裕 

 

（参考）締結先の連絡担当部局 

協定締結市長名 連絡担当部局 電話番号 

芦屋市 都市建設部防災安全課 0797-38-2093 

西宮市 防災危機管理局防災総括室 0798-35-3626 

宝塚市 都市安全部危機管理室総合防災課 0797-77-2078 

三田市 総務部防災安全課 079-559-5057 

三木市 危機管理課 0794-89-2370 

稲美町 経済環境部危機管理課 079-492-9168 

明石市 総合安全対策局 078-918-5069 



■ 協定関連資料 

［自治体との相互応援協定］ 

－487－ 

資料 2 兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定 

 

兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 67 条第１項及び第 68 条第 1 項

の規定に基づき、県内で災害が発生し、被災した市町のみでは十分な対策を講じることができな

い場合に、兵庫県（以下「県」という。）及び県内市町による応援活動を迅速かつ円滑に実施する

ため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は次のとおりとする。 

 (1) 応急対策及び応急復旧に必要な資機材、物資及び施設のあっせん又は提供 

 (2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣 

 (3) 被災者の受入れ 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

 

（応援の要請） 

第３条 応援を受けようとする被災市町（以下「被応援市町」という。）は、次の事項を可能な限り

明らかにして、県に対し文書により要請するものとする。ただし、文書により要請するいとまの

ない場合は、電話、ファクシミリ又は兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム等により応

援の要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 前条第１号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 (3) 前条第２号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

 (4) 応援の場所及びその場所への経路 

(5) 応援を必要とする期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 県は、前項の要請を受けたときは、速やかに、応援可能な市町と調整を行ったうえ、県の応援

も含めた応援計画を作成し、被応援市町に、応援計画を通知するものとする。 

３ 県及び応援を行う市町（以下「応援市町」という。）は、最大限その責務を果たすよう努めるも

のとする。 

４ 第１項による要請をもって、被応援市町から各応援市町に対しての応援の要請があったものと

みなす。 

 

（市町を指定した応援要請） 

第４条 被応援市町は、あらかじめ指定した県内の市町（以下「応援指定市町」という。）に、応援

を要請することができる。 

２ 前項に規定する応援については、前２条の規定を準用する。 

３ 県は、応援指定市町に対し、応援要請内容を伝えるとともに、協力を要請するものとする。 

４ 被応援市町は、特に緊急を要する場合、応援指定市町に直接要請することができる、なお、こ
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の場合において、被応援市町は事後必ず県にその旨連絡するものとする。 

（自主応援） 

第５条 県及び市町は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町と連絡が取れない場合

に、自主的な情報収集活動等に基づき、応援の必要があると判断したときは、第３条又は第４条

による被災市町からの応援要請を待たずに、この協定に定めるところにより応援を行うことがで

きる。 

２ 前項の場合、第３条第１項の応援の要請があったものとみなす。 

    

（経費の負担） 

第６条 県又は市町が前３条の規定に基づく応援に要した経費は、原則として被応援市町の負担と

する。 

２ 被応援市町において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには、応

援を行った県又は応援市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、県又は市町が締結する災害時の応援に係る他の協定を妨げるものではない。 

 

（平時の活動） 

第８条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平時から次の事項を実施す

るよう努めるものとする。 

 (1) 地域防災計画その他必要な資料の提供 

 (2) 県と市町との連絡会等の開催 

 (3) その他必要な事項 

 

（補則） 

第９条 この協定に関し必要な事項については、県及び県内市町が協議の上､別に定めるものとす

る。 

２ この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものと

する。 

 

   附 則 

 この協定は、平成１８年１１月１日から施行する。 

 この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、兵庫県知事及び各市町長が記名押印の上、

兵庫県知事、兵庫県市長会会長及び兵庫県町村会会長が各１通を保有し、他の市町長はその写し

を保有する。 

 

平成１８年１１月１日 
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資料 3 近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定 

近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定 

（ 趣 旨 ）  
第 １ 条  こ の 協 定 は 、福 井 県 、三 重 県 、滋 賀 県 、京 都 府 、大 阪 府 、兵 庫 県 、奈 良 県 、和 歌 山 県

及 び 徳 島 県 に お い て 、次 の 事 態（ 以 下「 危 機 」と い う 。）が 発 生 し 、当 該 府 県 等 で は 十 分 に 応

急 措 置 が 実 施 で き な い 場 合 に 、 府 県 間 の 応 援 活 動 を 迅 速 に 遂 行 す る た め の 基 本 と な る 事 項 を

定 め る も の と す る 。  
( 1 )  災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 3 6年 法 律 第 2 2 3号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 定 め る 災 害  
( 2 )  武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 我 が 国 の 平 和 と 独 立 並 び に 国 及 び 国 民 の 安 全 の 確 保 に 関 す る

法 律（ 平 成 1 5年 法 律 第 7 9号 、以 下「 事 態 対 処 法 」と い う 。）に 定 め る 武 力 攻 撃 事 態 等 及 び

緊 急 対 処 事 態  
( 3 )  前 ２ 号 に 定 め る も の の ほ か 、府 県 民 及 び 滞 在 者 の 生 命 、身 体 及 び 財 産 に 重 大 な 被 害 が 生

じ 、 又 は 生 じ る お そ れ が あ る 緊 急 の 事 態  
（応 援 主 管 府 県 等 ）  
第 ２ 条  応 援 活 動 を 実 施 す る た め 、 次 表 の と お り 府 県 ご と に 応 援 主 管 府 県 及 び 応 援 副 主 管 府

県 （ 以 下 「 応 援 主 管 府 県 等 」 と い う ） を 定 め る 。  
 

被 応 援 府 県  応 援 主 管 府 県  応 援 副 主 管 府 県  
福 井 県  滋 賀 県  京 都 府  
三 重 県  滋 賀 県  奈 良 県  
滋 賀 県  京 都 府  三 重 県  
京 都 府  大 阪 府  福 井 県  
大 阪 府  兵 庫 県  奈 良 県  
兵 庫 県  大 阪 府  徳 島 県  
奈 良 県  大 阪 府  京 都 府  

和 歌 山 県  大 阪 府  徳 島 県  
徳 島 県  兵 庫 県  和 歌 山 県  

 
２  応 援 主 管 府 県 は 、被 応 援 府 県 に 対 す る 他 府 県 の 応 援 活 動 を 速 や か に 行 う た め 、府 県 間 の 総

合 調 整 を 行 い 、応 援 副 主 管 府 県 は 、応 援 主 管 府 県 が 被 災 等 に よ り そ の 業 務 を 遂 行 で き な い 場

合 に 、 当 該 応 援 主 管 府 県 に 代 わ っ て 応 援 主 管 府 県 の 業 務 を 行 う 。  

３  同 一 の 危 機 に つ い て 複 数 の 府 県 か ら 応 援 要 請 が あ り 、 応 援 主 管 府 県 が 複 数 と な る お そ れ

が あ る 場 合 又 は 応 援 主 管 府 県 と 応 援 副 主 管 府 県 で 同 時 に 危 機 が 発 生 し た 場 合 は 、 前 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、近 畿 府 県 防 災・危 機 管 理 協 議 会 の 会 長 府 県 又 は 会 長 府 県 が 指 定 し た １ 府 県

を 応 援 主 管 府 県 と す る も の と す る 。  

４  被 応 援 府 県 は 、速 や か に 応 援 主 管 府 県 等 に 被 害 状 況 等 を 連 絡 し 、連 絡 を 受 け た 応 援 主 管 府

県 等 は 、 当 該 府 県 の 状 況 を 他 の 府 県 に 連 絡 す る も の と す る 。  

（ 応 援 の 種 類 ）  

第 ３ 条  応 援 の 種 類 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  食 料 、 飲 料 水 及 び 生 活 必 需 物 資 の 提 供  

( 2 )  資 機 材 の 提 供  

( 3 )  避 難 者 、 傷 病 者 の 受 入 れ  

( 4 )  職 員 の 派 遣  

( 5 )  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 特 に 要 請 の あ っ た 事 項  

２  前 項 に 掲 げ る 応 援 を 実 効 あ る も の と す る た め 、府 県 は 、平 素 か ら 関 係 機 関 等 と 十 分 な 連 携

を 図 る こ と に よ り 、 危 機 発 生 時 の 迅 速 的 確 な 対 応 に 万 全 を 期 す る よ う 努 め る 。  

３  具 体 的 な 応 援 内 容 等 に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 事 象 ご と に 別 途 定 め る 。  

（ 応 援 要 請 の 手 続 ）  

第 ４ 条  応 援 を 受 け よ う と す る 府 県 は 、必 要 と す る 応 援 の 内 容 に つ い て 、応 援 主 管 府 県 等 に 対

し 、文 書 に よ り 要 請 を 行 う も の と す る 。た だ し 、そ の 暇 が な い 場 合 は 、口 頭 又 は 電 話 等 に よ

り 要 請 を 行 い 、 後 に 文 書 を 速 や か に 提 出 す る も の と す る 。  

２  要 請 を 受 け た 応 援 主 管 府 県 等 は 、速 や か に 他 の 府 県 と 調 整 の 上 、応 援 計 画 を 作 成 し 、被 応

援 府 県 に 対 し 、 応 援 内 容 を 連 絡 す る も の と す る 。  
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３  第 １ 項 に 定 め る 要 請 を も っ て 、 応 援 を 受 け よ う と す る 府 県 か ら 各 府 県 に 対 し て 応 援 の 要

請 が あ っ た も の と み な す 。  

（ 応 援 経 費 の 負 担 ）  

第 ５ 条  応 援 に 要 し た 経 費 は 、 原 則 と し て 被 応 援 府 県 が 負 担 す る 。  

２  被 応 援 府 県 が 前 項 に 規 定 す る 経 費 を 支 弁 す る 暇 が な く 、か つ 、応 援 を 受 け た 府 県 か ら 要 請

が あ っ た 場 合 に は 、 応 援 し た 府 県 は 当 該 経 費 を 一 時 繰 替 支 弁 す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、武 力 攻 撃 事 態 等 及 び 緊 急 対 処 事 態 に お い て は 、そ の 応 援 に 要

し た 経 費 に つ い て は 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 国 民 の 保 護 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 （ 平 成

1 6年 法 律 第 1 1 2号 ） 第 1 6 5条 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

４  応 援 職 員 が 業 務 上 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 に お い て 、 そ の 損 害 が 応 援 業 務 の 従 事 中 に

生 じ た も の に つ い て は 被 応 援 府 県 が 、 被 応 援 府 県 へ の 往 復 の 途 中 に お い て 生 じ た も の に つ

い て は 応 援 府 県 が 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。  

（ 緊 急 派 遣 等 ）  

第 ６ 条  府 県 に お い て 、 震 度 ６ 弱 以 上 の 地 震 が 観 測 さ れ た 場 合 又 は 府 県 間 の 通 信 の 途 絶 等 の

緊 急 事 態 が 生 じ た 場 合 に は 、応 援 主 管 府 県 等 は 、速 や か に 当 該 府 県 に 職 員 を 派 遣 し 、応 援 活

動 の 実 施 に 必 要 な 情 報 収 集 等 を 行 う も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 ２ 条 第 ３ 項 に 定 め る 府 県 が 応 援 主 管 府 県 と な っ た 場 合 に お

い て は 、 応 援 主 管 府 県 は 、 当 該 府 県 の 近 隣 の 府 県 に 職 員 の 派 遣 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

３  応 援 主 管 府 県 等 は 、情 報 収 集 の 結 果 、特 に 緊 急 を 要 し 第 ４ 条 第 １ 項 に 定 め る 要 請 を 待 つ 暇

が な い と 認 め ら れ る と き は 、 同 項 の 要 請 を 待 た ず に 応 援 を 行 う こ と が で き る 。  

４  前 項 に よ る 応 援 に つ い て は 、 第 ４ 条 第 １ 項 に 定 め る 要 請 が あ っ た も の と み な す 。  

（ 物 資 等 の 携 行 ）  

第 ７ 条  府 県 は 、職 員 等 を 派 遣 す る 場 合 に は 、職 員 等 が 消 費 又 は 使 用 す る 物 資 等 を 携 行 さ せ る

も の と す る 。  

（ 資 料 の 交 換 ）  

第 ８ 条  府 県 は 、こ の 協 定 に 基 づ く 応 援 が 円 滑 に 行 え る よ う 、毎 年 ６ 月 末 日 ま で に 、地 域 防 災

計 画 、 国 民 保 護 計 画 そ の 他 応 急 活 動 に 必 要 な 参 考 資 料 を 相 互 に 交 換 す る も の と す る 。 た だ

し 、参 考 資 料 の 内 容 に 重 要 な 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、そ の 都 度 、各 府 県 に 連 絡 す る も の と す

る 。  

（ 訓  練 ）  

第 ９ 条  府 県 は 、こ の 協 定 に 基 づ く 応 援 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 、合 同 し て 応 急 活 動 に 関 す る 訓

練 を 実 施 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 1 0条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 は 、 必 要 の 都 度 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

（ 適  用 ）  

第 1 1条  こ の 協 定 は 、 平 成 1 8年 4月 2 6日 か ら 適 用 す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ９ 通 を 作 成 し 、各 府 県 記 名 押 印 の 上 、各 １ 通 を 保 有 す る 。 

 

  平 成 １ ８ 年 ４ 月 ２ ６ 日  

福 井 県 知 事     西  川  一  誠  
三 重 県 知 事     野  呂  昭  彦  
滋 賀 県 知 事     國  松  善  次  
京 都 府 知 事     山  田  啓  二  
大 阪 府 知 事     齊  藤  房  江  
兵 庫 県 知 事     井  戸  敏  三  
奈 良 県 知 事     柿  本  善  也  
和 歌 山 県 知 事      木  村  良  樹  
徳 島 県 知 事     飯  泉  嘉  門  
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資料 4 下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ 

 

下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ 
 

令和 2 年 1 月 24 日 

 

大規模地震等により、被災した自治体独自では対応がとれない下水道被害が発生した場合に

備え、近畿 2 府 7 県（以下「近畿ブロック」という。）の下水道事業における相互支援体制を整

備することとし、その組織及び運用等について国土交通省、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、徳島県、大阪市、京都市、神戸市、堺市、福井市、大津

市、福知山市、姫路市、奈良市、和歌山市、津市、徳島市、日本下水道事業団、(公社)日本下水

道協会、(公社)全国上下水道コンサルタント協会、(一社)日本下水道施設業協会、(公社)日本

下水道管路管理業協会、(一社)日本下水道施設管理業協会、全国管工事業協同組合連合会は、

本申し合わせを定め、相互に確認した。 

 

※(一社)は一般社団法人の略、(公社)は公益社団法人の略である。以下、同様とする。 

 

 

１ 近畿ブロック連絡会議幹事等 

近畿ブロックの連絡会議幹事は、事務局である大阪府が行うものとする。また、幹事職務

を代行するために副幹事を置くことができ、副幹事は支援連絡会議の開催府県の下水道部局

が行うものとする。 

なお、幹事の業務については、第 10 項に記載の事項又は全国ルール第 4 条に記載の事項と

する。 

広域的な災害により、幹事、副幹事が速やかな対応が困難であると認められる場合、ブロ

ック支援連絡会議の府県等を代理として指名することができる。三重県、徳島県はオブザー

バーであり、当該オブザーバーの県内で災害が発生したときは、所属するブロックで対応す

る為原則除くものとする。 

 

 

２ 災害時支援体制 

（１）支援体制の設立条件 

① 近畿ブロック内で震度 6 弱以上の地震が発生した場合 

② 近畿ブロック内で震度 5 強以下の地震若しくはその他の大規模災害が発生し、下水道

施設が被災した自治体から別表 2 により支援要請があった場合 

 

（２）対策本部の設置 

被災した自治体を所管する府県下水道担当課長は、別表 1 に定める「下水道事業災害時

近畿ブロック対策本部」（以下「対策本部」という。）を原則として、被災した自治体を所

管する府県庁所在地に設置する。ただし、これにより難い場合は、その周辺に設置する。 

 

（３）対策本部の組織 

対策本部の組織は、次に掲げる者をもって構成する。 
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① 対策本部長 

対策本部長は、原則として、被災した自治体を所管する府県下水道担当課長とする。

ただし、対策本部長として速やかな対応が困難であると認められる場合、第２項（４）

③に規定する支援調整隊の隊長がサポートすることとする。 

 

② 副本部長 

副本部長は、原則として、「大阪府都市整備部下水道室事業課長」、「兵庫県県土整備部

土木局下水道課長」の順とする。ただし、対策副本部長として速やかな対応が困難であ

ると認められる場合、福井県→滋賀県→京都府→奈良県→和歌山県の順で、対策本部長

が対策副本部長代行を指名できる。 

③ 対策本部員 

別表 1 に定めるものとする。 

④ 対策特別本部員 

国土交通省とする。 

 

（４）対策本部長の業務 

対策本部長の業務は、以下の通りとする。 

① 対策本部長は、震度 6 弱以上の地震発生時に対策本部を設置し、ブロック内で対応で

きるかどうか副本部長と検討し、決定する。ブロック内で対応が困難で広域的な支援（以

下「広域支援」という。）が必要な場合は、第２項（５）に基づく総合調整の上、次に掲

げる者を本部員に追加する。 

ア 近隣ブロック連絡会議幹事の下水道担当課長 

イ 大都市連絡窓口 

ウ 災害時支援活動の経験を有する都市（以下、「アドバイザー都市」という。）の下水

道担当課長 

エ 対策本部長が必要と認めた者 

② 対策本部長は、震度 5 強以下の地震若しくはその他の大規模災害が発生し、下水道施

設が被災した自治体から支援要請があった場合は、自府県での対応の可否を検討し、対

応不可能な場合は、対策本部を設置し、別表 2 により支援を要請する。また、ブロック

内で対応できるかどうか副本部長と検討し、決定する。ブロック内で対応が困難で広域

支援が必要な場合は、前項①と同様に支援要請を行う。 

③ 対策本部長は、被災状況等を踏まえ、被災したブロック以外の広域支援調整等の対策

本部の業務を円滑かつ迅速に実施するため、第２項（５）に基づく総合調整の上、対策

本部内に支援調整隊を設置することができる。 

なお、その隊長は、対策本部に参集した国土交通省の職員が担うものとし、その隊員

は、隊長が指名するものとする。 

④ 対策本部長は、副本部長及び本部員に対し、支援活動に必要な事項を指揮する。 

⑤ 対策本部の事務を処理するため、対策本部内に事務局を置く。対策本部の事務局員は、

策本部構成員の属する組織及び団体の職員の中から対策本部長が指名する。 

なお、対策本部長は、本部事務の処理に関して、必要に応じて作業部会を事務局内

に設置することができる。 

⑥ 対策本部長は、対策本部を設置した旨を、別表 2 の連絡系統により連絡する。 

また、併せて各ブロック連絡会議幹事に設置について連絡する。 
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⑦ 対策本部を設置した場合、対策本部長は、第２項（５）に基づく総合調整の上、必要

と判断した対策本部員へ参集について連絡するものとする。 

⑧ 対策本部長は、速やかに被害の状況を把握し、必要に応じ副本部長及び本部員を招集

する。  

⑨ 対策本部長は、被災状況により、対策本部長及び対策本部の業務の一部又は全てを副

本部長に委ねることができる。 

⑩ 対策本部長は、被災した自治体の復旧状況等を勘案の上、対策本部による業務の必要

がなくなったと認める場合、対策本部を解散する。この場合、対策本部長は、対策本

部を解散した旨を、別表 2 の連絡系統により連絡する。 

また、併せて各ブロック連絡会議幹事に解散について連絡する。 

※連絡については別表 2 によるメールもしくは FAX 連絡を基本とするが、第一報（災害発

生報告）のみ別表 3 による電話連絡を併用する。 

 

（５）対策特別本部員の業務 

対策特別本部員は、対策本部、被災した自治体及び支援する自治体等と連携を図り、災

害支援が円滑かつ迅速に実施できるよう総合調整を行うものとする。 

 

（６）その他 

① 対策本部長は、平成 24 年 10 月 25 日付け「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本

協定」の主旨を踏まえ、府県間の全般的な災害応援活動との整合を図るとともに迅速か

つ円滑な応援活動が実施できるよう、同協定第 5 条第 2 項の通知を受けた応援府県と緊

密な連絡調整を図るものとする。 

また、場合によって同協定第 8 条に定める応援活動の実施に必要な情報収集等（緊急

派遣）について行うことができる。なお緊急派遣に要する費用は、緊急派遣職員が所属

する府県等の負担とする。 

② 大阪市、京都市、神戸市又は堺市が被災団体に含まれる場合、当該都市に対する支援

は原則として平成 24 年 10 月 1 日付け「21 大都市災害時相互応援に関する協定」による。 

③ 副本部長及び本部員は、自らの被災復旧活動に専念するため対策本部の活動に参加す

ることが困難な場合には、対策本部長にその旨を伝え、対策本部の活動に参加しないこ

とができる。 

④ 対策本部が設置されない場合でも、被災した自治体を所管する府県は、被災状況に関

する情報等を（公社）日本下水道協会に連絡する。   

震度５弱以上の場合には、被害の有無にかかわらず（公社）日本下水道協会に連絡す

る。 

（公社）日本下水道協会は、各ブロック連絡幹事及び大都市窓口等に連絡する。 

 

 

３ 対策本部の業務 

（１）対策本部の業務は、次に掲げるものとし、第２項（５）に基づく総合調整の上、対策本

部長は本部員に対し、業務の分担を要請することができる。なお、対策本部の業務を行う

際は、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意するものとする。 

① 対策本部の設置に関すること。 

② 災害時下水道事業関連サイトへ災害情報入力（震度５弱以上の場合）に関すること。 
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③ 被災状況及び支援要請の取りまとめに関すること。 

④ 支援計画の立案に関すること。 

⑤ 大都市ルールとの調整に関すること。 

⑥ 被災したブロック内の自治体への支援調整に関すること。 

⑦ 被災状況、交通状況その他支援に必要な情報の支援する自治体への提供に関すること。 

⑧ 支援・応援隊の拠点となる前線基地の調整及び確保等並びに第７項（３）に規定する

現地応援総括者の指名に関すること。 

⑨ 災害復旧の調査等に必要な資機材の調達や委託等に係る外注費用の積算等にかかる支

援・調整に関すること。 

⑩ 調査資料及び災害査定関係調書等の作成に係る指導及び協力に関すること。 

⑪ 被災住民に対する自治体の広報に関する連絡調整及び支援に関すること。 

⑫ 各ブロック連絡会議幹事及び大都市窓口への被災状況の情報提供に関すること。 

⑬ 対策本部の解散に関すること。 

⑭ その他支援の実施に必要な事項。 

 

（２）広域支援が必要な場合は、次に掲げる業務を追加するものとする。 

① 本部員の参加要請に関すること。 

② 近隣ブロックへの支援調整に関すること。 

③ 大都市への支援調整に関すること。 

④ その他広域支援の実施に必要な事項。 

 

 

４ 支援体制の確立 

（１）対策本部は、被災の状況等を総合的に勘案し、府県を通じてブロック内の自治体に支援

活動可能体制の報告依頼を行う。 

 

（２）支援活動可能体制の報告依頼を受けた自治体は、支援活動の可否を検討し、支援活動可

能体制を速やかに府県を通じて対策本部に報告するとともに、概略の支援人員、支援期間

及び帯同可能な資機材等について報告する。 

 

（３）対策本部は、支援可能な自治体の支援人員等と被災状況を勘案し、第２項（５）に基づ

く総合調整の上、調査体制や復旧方針等の支援計画を立案し、府県を通じて支援する自治

体に支援体制調整結果を連絡する。 

なお、支援計画の立案にあたっては、府県及び関係団体等の支援についても検討し、必

要に応じて支援要請を行う。また、要請は原則として文書により行うものとする。ただし、

緊急でやむを得ない場合は、電話又は FAX 等により要請を行い、後日文書を速やかに提出

するものとする。 

 

（４）広域支援を実施する場合、対策本部は、第２項（５）に基づく総合調整の上、近隣ブロ

ック連絡会議幹事及び大都市窓口を経由して、前（１）～（３）に基づき支援体制を確立

する。 
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５ 支援活動 

（１）府県下水道所管課長は、対策本部長の指揮に基づいて、管内の大都市及び日本下水道事

業団を除く自治体等に対する出動要請を行うとともに、支援に参加する自府県及び管内の

自治体等の職員による支援隊の編成及び指示・総括を行う。 

 

（２）大都市及び日本下水道事業団の担当課長は、対策本部長の指揮に基づいて、それぞれ自

らの職員による支援隊の編成及び指示・総括を行う。 

（３）支援隊は、支援活動に必要な食料、飲料水及び寝具等を用意して、「自己完結型」の支援

活動を行う。 

 

（４）支援隊は、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意し、円滑、迅速かつ臨機応変に

支援活動を実施する。 

 

（５）民間団体の本部員は、対策本部長の指揮に基づき、被災した府県及び市町村等の被害調

査や復旧工事が円滑に実施出来るよう傘下民間各企業の連絡調整に当たる。 

 

 

６ 応援活動 

（１）応援する自治体は、被災した自治体と災害対策基本法第 67 条、第 68 条または第 74 条等

に基づく合意をしたうえで、必要な応援人員、応援期間及び帯同可能な資機材等の調整、

調達等を行い、被災した自治体に応援を行う。 

（２）応援活動に当たっては、被災した自治体の指揮のもと、対策本部とも緊密に連絡をとり

ながら、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意し、円滑、迅速かつ臨機応変に応援

活動を実施する。なお、実施の詳細については、（公社）日本下水道協会発行の「下水道の

地震対策マニュアル」を参考にする。 

 

 

７ 前線基地 

（１）対策本部は、被災した自治体と調整のうえ、支援・応援隊の受入場所、活動拠点として、

現地に前線基地を設けることができる。 

 

（２）支援・応援隊の前線基地は、原則として、被災した自治体内の終末処理場等に設置する。

ただし、これにより難い場合は、その周辺の自治体内に設置する。 

 

（３）支援・応援活動の統一、情報混乱の回避等のため、支援・応援隊の前線基地内に、現地

応援総括者を置く。なお、同一の前線基地に複数の自治体の支援・応援隊が入る場合は、

対策本部が現地応援総括者を指名する。 

 

（４）現地応援総括者は、対策本部との連絡調整を行うとともに、円滑かつ迅速な支援・応援

活動が行われるよう支援・応援隊を総括する。また、現地応援総括者は、被災した自治体

及び支援・応援する自治体との連絡調整について配慮する。 
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８ 被災した自治体の役割 

（１）被災した自治体は、可能な限り支援・応援隊の誘導や調査班等の円滑な活動の調整、作

業場の確保を行うとともに、支援・応援業務に関し対策本部と緊密な連携をとり円滑な支

援・応援活動の遂行に協力し、後日に必要な手続きをとる。 

 

（２）被災した自治体は、対策本部に対して被災情報、現地情報を可能な限り提供するととも

に、支援・応援隊に対して被災情報や下水道台帳等を提供する。 

 

 

９ 費用負担 

（１）被災した自治体の被害状況等を把握するための先遣調査までに要した費用は、支援する

自治体が負担する。 

 

（２）被災した自治体の災害復旧のための緊急措置以降の調査等業務に要した費用は、災害対

策基本法第 92 条の規定により、応援を受けた自治体が負担する。 

 

（３）前項（１）及び（２）について、被災規模かつ調査期間等を考慮し、別途協議により、定

めることができるものとする。 

 

（４）支援する自治体の職員が業務上第三者に損害を与えた場合、その損害が支援活動中に生

じたものについては、支援を受けた自治体が、また、支援する自治体への移動の途中にお

いて生じたものについては、支援する自治体がそれぞれ賠償の責を負う。 

 

 

１０ 近隣ブロックからの支援要請 

近隣ブロックから支援要請があった場合は、以下のとおり対応する。 

なお、連絡窓口は、近畿ブロック連絡会議幹事とする。 

（１）近隣ブロックから支援要請があった場合、ブロック窓口である近畿ブロック連絡会議幹

事は、必要に応じ、府県を通じてブロック内の自治体に支援活動可能体制の報告依頼を行

う。 

なお、（公社）日本下水道協会は、支援要請があった近隣ブロックの被災状況等の情報収

集にあたり、速やかに情報伝達等を行う。 

 

（２）支援活動可能体制の報告依頼を受けた自治体は、支援活動の可否を検討し、支援活動可

能体制を速やかに府県を通じて近畿ブロック連絡会議幹事に報告するとともに、概略の支

援人員、支援期間及び帯同可能な資機材等について報告する。 

 

（３）近隣ブロックから支援要請を受けた自治体は、近隣ブロックの対策本部の指示のもと、

支援活動を行う。 

 

 

１１ 支援連絡会議の開催等 
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（１）毎年 1 回、別表 4 に定める下水道事業災害時近畿ブロック支援連絡会議（以下「支援連

絡会議」という。）を開催する。 

 

（２）支援連絡会議は、災害時の支援に関する連絡調整を行うとともに、必要に応じ災害時を

想定した予行演習・訓練及び研修を実施する。 

 

（３）支援連絡会議の開催場所は大阪府を除く府県の支援連絡会議構成員（以下「構成員」と

いう。）の持ち回りとし、兵庫県→福井県→滋賀県→京都府→奈良県→和歌山県の順とする。

支援連絡会議は、会議開催の府県が召集、主催し、会議の議長を務める。 

 

（４）支援連絡会議の事務局は、会議開催の府県の下水道部局及び大阪府都市整備部下水道室

事業課に置く。 

大阪府は名簿作成等の支援連絡会議の基本的な事務を処理し、会議開催の府県は支援連絡

会議の開催及び災害時を想定した予行演習・訓練・研修に係る事務を行う。 

 

（５）構成員は、あらかじめ連絡窓口を定め、構成員又は連絡窓口に変更があった場合は、速

やかに支援連絡会議事務局に報告する。 

 

 

１２ その他 

（１）構成員は、災害発生の際、支援活動を実効あるものとするため、平素から構成員相互間

はもとより、構成員以外の自治体等及び関連民間団体との連携・情報交換に努め、災害発

生時の迅速・的格な対応に万全を期する。 

 

（２）府県の構成員は、対策本部が設置された場合に支援活動が本申し合わせに基づき円滑に

遂行されるよう、自府県関係部局と必要な調整を行っておくとともに、自治体等に対しこ

の申し合わせ事項を周知する。 

また、自治体等に対し、支援を受ける際に必要な下水道台帳や管内住宅地図を複数部整

備し、複数箇所に保管する等の対策を日頃から心掛けるよう指導する。 

 

（３）本申し合わせに定めのない事項及び内容に疑義を生じた場合は、支援連絡会議で協議し

て定める。 

 

 

付則 

  この申し合わせは、平成 16 年 4 月 1 日から適用する。 

付則 

  この申し合わせは、平成 18 年 8 月 4 日から適用する。 

付則 

  この申し合わせは、平成 19 年 8 月 27 日から適用する。 

付則 

  この申し合わせは、平成 20 年 9 月 11 日から適用する。 
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付則 

  この申し合わせは、平成 21 年 9 月 2 日から適用する。 

付則 

  この申し合わせは、平成 22 年 9 月 6 日から適用する。 

付則 

  この申し合わせは、平成 23 年 9 月 9 日から適用する。 

付則 

  この申し合わせは、平成 24 年 11 月 1 日から適用する。 

付則 

  この申し合わせは、平成 27 年 1 月 15 日から適用する。 

付則 

  この申し合わせは、平成 28 年 3 月 23 日から適用する。 

附則 

  この申し合わせは、平成 29 年 9 月 12 日から適用する。 

附則 

  この申し合わせは、平成 31 年１月 23 日から適用する。 

附則 

  この申し合わせは、令和 2 年 1 月 24 日から適用する。 
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別表 1 
下水道事業災害時近畿ブロック対策本部 
 

本 部 長 被災自治体を所管する府県下水道担当課長 

 

副 本 部 長 大阪府 都市整備部 下水道室 事業課長  

  〃   兵庫県 県土整備部 土木局 下水道課長（大阪府が被災した場合） 

 

本 部 員  福井県 土木部 河川課長 

  〃 滋賀県 琵琶湖環境部 下水道課長 

  〃 京都府 環境部 水環境対策課長 

  〃 奈良県 県土マネジメント部 下水道課長 

  〃 和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 下水道課長 

  〃 三重県 県土整備部 下水道課長 

  〃    徳島県 県土整備部 水・環境課長 

  〃    大阪市 建設局 下水道河川部 事業計画担当課長 

  〃    京都市 上下水道局 下水道部 管理課担当課長 

  〃    神戸市 建設局 下水道部 計画課長 

  〃     堺市 上下水道局 下水道部 下水道管路課長 

  〃    福井市 下水道部長 

  〃    大津市 企業局 技術部 技術事業長 

  〃    福知山市 上下水道部 総務課長 

  〃    姫路市 下水道局長 

  〃    奈良市企業局管理部次長 

  〃    和歌山市 企業局 下水道部長 

  〃    津市 下水道局長 

  〃    徳島市 土木部 下水道事務所保全課長 

  〃    日本下水道事業団 近畿総合事務所 施工管理課長  

  〃    (公社)日本下水道協会 技術研究部 技術指針課長 

  〃    (公社)全国上下水道コンサルタント協会 関西支部長 

  〃    (一社)日本下水道施設業協会 災害支援近畿地区担当委員（機械） 

  〃    (一社)日本下水道施設業協会 災害支援近畿地区担当委員（電気） 

  〃    (公社)日本下水道管路管理業協会 関西支部長 

  〃    (一社)日本下水道施設管理業協会 西部支部長 

  〃    全国管工事業協同組合連合会 近畿ブロック長 

  〃    対策本部長が必要と認めた者 

         （大阪市、京都市、神戸市又は堺市が被災した場合 

     東京都 下水道局 計画調整部 計画課長） 

 

特別本部員   国土交通省 近畿地方整備局 建政部 都市整備課長 

 

※本部長、副本部長及び幹事が被災し、速やかな対応が困難であると認められる場合は、近

畿ブロック支援連絡会の府県を代理・代行として指名できる。 
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別表 2 下水道事業災害時近畿ブロック支援本部緊急連絡系統（一斉連絡方式） 
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別表 3 下水道事業災害時近畿ブロック支援本部緊急連絡系統（順次連絡方式） 
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別表 4 
下水道事業災害時近畿ブロック支援連絡会議 

 

大阪府 都市整備部 下水道室 事業課長 

兵庫県 県土整備部 土木局 下水道課長 

福井県 土木部 河川課長 

滋賀県 琵琶湖環境部 下水道課長  

京都府 環境部 水環境対策課長 

奈良県 県土マネジメント部 下水道課長 

和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 下水道課長 

三重県 県土整備部 下水道課長 

徳島県 県土整備部水・環境課長 

大阪市 建設局 下水道河川部 事業計画担当課長 

京都市 上下水道局 下水道部 管理課担当課長 

神戸市 建設局 下水道部 計画課長 

堺市 上下水道局 下水道部 下水道管路課長 

日本下水道事業団 近畿総合事務所 施工管理課長 

国土交通省 近畿地方整備局 建政部 都市整備課長 

福井市 下水道部長 

大津市 企業局技術部 技術事業長 

福知山市 上下水道部 総務課長 

姫路市 下水道局長 

奈良市企業局管理部次長 

和歌山市 企業局 下水道部長 

津市 下水道局長 

徳島市 土木部 下水道事務所保全課長 

(公社)日本下水道協会 技術研究部技術指針課長 

(公社)全国上下水道コンサルタント協会 関西支部長 

(一社)日本下水道施設業協会 災害支援近畿地区担当委員（機械） 

(一社)日本下水道施設業協会 災害支援近畿地区担当委員（電気） 

(公社)日本下水道管路管理業協会 関西支部長 

(一社)日本下水道施設管理業協会 西部支部長 

全国管工事業協同組合連合会 近畿ブロック長 
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下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ 実施細則 

 

（趣旨） 

第１ この実施細則は、「下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ」（以下「申し

合わせ」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（連絡体制の整備） 

第２ 支援連絡会議構成員は、連絡担当部課名、担当責任者及び連絡窓口担当者の職氏名、電

話番号、緊急連絡電話番号、下水道関係部局の人数、支援に提供可能な資材、機器、車両等をあ

らかじめ支援連絡会議事務局に連絡する。 

２ 事務局は、支援連絡会議構成員及び連絡窓口担当者の連絡体制及び夜間・休日等緊急連絡体

制、資器材・車両等のリストを整備し、構成員に周知する。 

（支援要請の手続き） 

第３ 支援を要請する府県下水道担当課長は、次の事項を可能なかぎり明らかにし、原則として

文書により行うものとする。ただし、緊急でやむを得ない場合は、電話又は FAX 等により要

請を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）必要とする支援内容 

（３）支援場所 

（４）支援の期間 

（５）現地への交通・アクセス情報 

（６）資機材リスト（マンホール蓋開器具等）、水・食糧事情 

（７）その他、必要な事項 

（中継基地の設置） 

第４ 前線基地との連絡・情報及び物資の支援等を補佐するため、必要に応じて中継基地を置く。 

２ 中継基地は、原則として、被災した府県に隣接する府県に設置する。 

３  中継基地の長については、設置された府県下水道担当課長とする。 

４  中継基地の長は、被災自治体と連絡をとりながら、支援活動が円滑に進むよ 

う前線基地を支援する。 

（前線基地の設置） 

第５  前線基地を提供する自治体は、対策本部に前線基地の位置、規模、施設内容等を連絡する。 

（前線基地の運営） 

第６ 前線基地の運営は、原則として前線基地提供自治体が行うものとする。 

２ 対策本部は前線基地の運営を補佐する。 

（費用負担） 

第７ 申し合わせ「第９項」に定める費用負担については、次のとおりとする。 

（１）支援を受ける自治体が負担する経費の額は、支援する自治体が定める規定により算定した

当該支援する自治体職員の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。 

（２）支援する自治体職員が支援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における

公務災害補償に要する経費は、支援する自治体の負担とする。 

但し、被災地において応急治療する場合の治療費は、支援を受ける自治体の負担とする。 
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（３）前２号に定めるもののほか、支援する自治体職員に要する経費については、支援を受ける

自治体及び支援する自治体が協議して定める。 

（４）費用負担区分については、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広域支援） 

第８ 申し合わせ「第２項（４）①」に定めるアドバイザー都市については、支援活動の補佐、

支援調査隊への調査方法のレクチャー、被災自治体・支援隊との調整、技術アドバイス等を

行うものとする。状況に応じて先遣隊からアドバイザー都市に移行するものとする。 

なお、先遣隊としては現地情報の入手、被災状況の把握、支援規模の算定、支援体制構築の

補佐等を行うものとする。 

（事務局の運営） 

第９ 申し合わせ「第１１項」に定める会議開催の幹事府県と大阪府の事務分担の詳細は、別表

－１のとおりとする。 

（その他） 

第 10 この実施細目に定めのない事項及び内容に疑義が生じた場合は、支援連絡会議で協議し

て定める。 

 

 

付 則 

この実施細則は、平成 16 年 4 月 1 日から適用する。 

付 則 

   この実施細則は、平成 19 年 8 月 27 日から適用する。 

付 則 

   この実施細則は、平成 20 年 9 月 11 日から適用する。 

付 則 

   この実施細則は、平成 24 年 11 月 1 日から適用する。 

付 則 

この実施細則は、平成 29 年 9 月 12 日から適用する。 
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別表－１ 
会議開催の府県と大阪府の事務分担 

主 な 業 務 内 容 

事   務   分   担 

会議開催の府県 

（副幹事） 

大 阪 府 

（幹事） 

支援連絡会議の基本的事務 

申し合わせの改定 － ○ 

名簿作成、提供可能な資材、

機器   リストの作成 
－ ○ 

支援連絡会議の開催及び 

訓練、研修 

支援連絡会議の開催 

（召集・主催） 
○ － 

情報連絡訓練 ○ ○ 

災害時を想定した訓練・研修

（情報連絡訓練を除く） 
○ － 

全国代表者連絡会議への出席・報告 ○ ○ 

その他 ○ ○ 
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資料 5 神戸市及び岐阜市災害時相互応援に関する協定、同実施細目 

 

神戸市及び岐阜市災害時相互応援に関する協定 
 

 神戸市及び岐阜市（以下「協定市」という。）は、協定市の区域内において災害が発生した場合に、災害を受

けた都市に対する応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

  （応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（1）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

（2）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

（3）救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供 

（4）救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

（5）前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

  （応援要請の手続） 

第２条 応援を要請しようとする市（以下「応援要請市」という。）は、次の事項を明らかにし、第５条に定め

る連絡担当部局を通じて、電話又は電信等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

（1）被害の状況 

（2）前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名数量等 

（3）前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

（4）応援場所及び応援場所への経路 

（5）応援の期間 

（6）前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

  （応援の実施） 

第３条 応援を要請された市（以下「応援市」という。）は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極

力これに応じ、応援活動に努めるものとする。 

２ 前条の規定にかかわらず、協定市の市域において、地震等の大規模な災害が発生したことが明らかな場合

は、自らの判断により、自主応援活動を実施するものとする。 

  （応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、協定市が別に協議するところにより応援要請市又は応援市が負担するものとす

る。 

  （連絡担当部局） 

第５条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局をそれぞれ定め、災害が発生したときは、速や

かに情報を相互に交換するものとする。 

  （資料の交換） 

第６条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他参考資料を相

互に交換するものとする。 

  （訓練の参加) 

第７条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、協定市主催の防災訓練に相互に参加するよ

う努めるものとする。 

  （その他） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定市が協議して定めるものとする。 

第９条 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、署名押印のうえ、各１通を保有する。 

平成８年９月５日 

神戸市   代表者 神戸市長 笹山 幸俊 

岐阜市   代表者 岐阜市長 浅野 勇 

 

（参考）岐阜市の連絡担当部局：総務部防災対策課（058-265-3857） 
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神戸市及び岐阜市災害時相互応援に関する協定実施細目 

 （趣旨） 

第１条 この実施細目は、平成８年９月５日付けで神戸市と岐阜市（以下「協定市」という。）との間で締結し

た災害時相互応援に関する協定（以下「協定」という。）第８条の規定に基づき協定の実施に必要な事項を

定めるものとする。 

 （救援物資等の経費の負担等） 

第２条 協定第１条第１号から第３号までに掲げる応援業務に要する経費のうち、次に掲げる経費は、応援を

要請した市（以下「応援要請市」という。）の負担とし、その他の経費は、応援をした市（以下「応援市」と

いう。）の負担とする。 

 （1）協定第１条第１号及び第２号の業務に要する経費 購入費及び輸送費 

 （2）協定第１条第３号の業務に要する経費 借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修

理費 

 （応援職員の派遣等に要する経費の負担） 

第３条 協定第１条第４号に掲げる応援業務（以下「応援業務」という。）に要する経費の負担については、次

のとおりとする。 

 （1）応援要請市が負担する経費の額は、応援業務に従事した職員（以下「応援職員」という。）について応

援市の職員に関する法令の規定により算定した旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

 （2）応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合における公務

災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。 

 （3）応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたも

のについては応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたものについては応援市が賠償

の責めに任ずる。 

 （4）前３号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協議し

て定める。 

２ 応援職員は、応援市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 

３ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

４ 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 

  (経費の請求) 

第４条 前２条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書(関係書類添付)により、連絡担当部局を

経由して応援要請市の市長に対して行うものとする。 

  (自主応援活動に要する経費の負担及び請求) 

第５条 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、第２条から前条までの規定を準用する。 

  (訓練参加に要する経費の負担) 

第６条 協定第７条の規定により、他の市主催の防災訓練に参加する場合に要する経費は、参加しようとする

市側で負担するものとする。 

  (連絡担当部局) 

第７条 協定第５条の規定により、協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及び同代理

者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。 

  (その他) 

第８条 この実施細目により難い事項及びこの実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものと

する。 

第９条 この実施細目の締結を証するため、本書２通を作成し、署名押印のうえ、各１通を保有する。 

平成 8年 9月 5 日 

神 戸 市 代表者 神戸市長 笹山 幸俊 

岐 阜 市 代表者 岐阜市長 浅野 勇 
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資料 6 神戸市及び静岡市災害時相互応援に関する協定書 

 

  神戸市及び静岡市災害時相互応援に関する協定書 

 

 神戸市及び静岡市（以下「協定市」という。）は、協定市の区域内において大規模な災害が発生した場合に、

災害を受けた都市に対する応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 （1）食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 

 （2）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

 （3）救援及び救助活動に必要な車両、船艇等の提供 

 （4）救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

 （5）前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第２条 応援を要請しようとする市（以下「応援要請市」という。）は、次の事項を明らかにし、第５条に定め

る連絡担当部局を通じて、電話、電信等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

 （1）被害の状況 

 （2）前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 （3）前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数及び業務内容 

 （4）応援場所及び応援場所への経路 

 （5）応援期間 

 （6）前各号に掲げるもののほか､必要と認める事項 

（応援の実施） 

第３条 応援を要請された市（以下「応援市」という。）は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極

力これに応じ、応援活動に努めるものとする。 

２ 協定市は、前条の規定にかかわらず、協定市のいずれかの市域において地震等の大規模な災害が発生した

ことが明らかな場合は、自らの判断により自主応援活動を実施するものとする。 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、協定市が別に協議するところにより応援要請市又は応援市が負担するものとす

る。 

（連絡担当部局） 

第５条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局をそれぞれ定め、災害が発生したときは、速や

かに情報を相互に交換するものとする。 

（資料の交換） 

第６条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他参考資料を相

互に交換するものとする。 

（訓練の参加) 

策７条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、協定市主催の防災訓練に相互に参加するよ

う努めるものとする。 

（平常時の活動） 

第８条 協定市は、この協定に基づく応援その他災害時の救援活動等の円滑な実施のため、平常時において情

報の交換及び必要な研修を実施する。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定市が協議して定めるものとする。 

 この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、署名押印のうえ、各自１通を保有する。 

平成 9年 3月 10日 

神戸市長 笹山 幸俊 

静岡市長 小嶋 善吉 

（参考）静岡市の連絡担当部局：総務部防災課（054-221-1012） 
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資料 7 神戸市、洲本市及び徳島市の災害時相互応援に関する協定書、同実施細目 

 

神戸市、洲本市及び徳島市の災害時相互応援に関する協定書 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、神戸市、洲本市及び徳島市（以下「協定市」という。）の区域内において大規模な災害が

発生した場合に、災害を受けた協定市に対する応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するための事項について

定めるものとする。 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 （1）食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 

 （2）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

 （3）救援及び救助活動に必要な車両、船艇等の提供 

 （4）救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

 （5）前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第３条 応援を要請しようとする市（以下「応援要請市」という。）は、次の事項を明らかにし、第６条に定め

る連絡担当部局を通じて、電話等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

 （1）災害の状況 

 （2）前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

 （3）前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び業務内容 

 （4）応援場所及び応援場所への経路 

 （5）応援期間 

 （6）前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 

（応援の実施） 

第４条 応援を要請された市（以下「応援市」という。）は、極力これに応じ、応援活動に努めるものとする。 

２ 協定市は、前条の規定にかかわらず、協定市のいずれかの市域において地震等の大規模な災害が発生した

ことが明らかな場合は、自らの判断により自主応援活動を実施するものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、協定市が別に定めるところにより、応援要請市又は応援市が負担するものとす

る。 

（連絡担当部局) 

第６条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局をそれぞれ定め、災害が発生したときは、速や

かに情報を相互に連絡するものとする。 

（資料の交換) 

第７条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他参考資料等を

相互に交換するよう努めるものとする。 

（訓練の参加) 

第８条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、協定市主催の防災訓練に相互に参加するよ

う努めるものとする。 

（その他) 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定市が協議して定めるものとする。 

 この協定の成立を証するため、本協定書３通を作成し、署名押印のうえ、各自１通を保有する。 

平成 9年 8月 19日 

神戸市 代表者  神戸市長  笹山 幸俊 

洲本市 代表者 洲本市長  中川 啓一 

徳島市 代表者 徳島市長  小池 正勝 
 

（参考）締結先の連絡担当部局 
協定締結都市名 連絡担当部局 電話番号 

洲本市 総務部総務課 0799-22-7067 

徳島市 消防局警防課防災対策室 088-656-1199 



■ 協定関連資料 

［自治体との相互応援協定］ 

－510－ 

神戸市、洲本市及び徳島市の災害時相互応援に関する協定実施細目 

（趣 旨） 

第１条 この実施細目は、平成９年８月１９日付けで神戸市、洲本市及び徳島市（以下「協定市」という。）と

の間で締結した、災害時相互応援に関する協定（以下「協定」という。）第９条の規定に基づき協定の実施に

必要な事項を定めるものとする。 

（救援物資等の経費の負担等） 

第２条 協定第２条第１号から第３号までに掲げる応援業務に要する経費のうち、次に掲げる経費は、応援を

要請した市（以下「応援要請市」という。）の負担とし、その他の経費は、応援をした市（以下「応援市」と

いう。）の負担とする。 

 （1）協定第２条第１号及び第２号業務に要する経費中購入費及び輸送費 

 （2）協定第２条第３号の業務に要する経費中借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修

繕費 

（応援職員の派遣等に要する経費の負担等） 

第３条 協定第２条第４号に掲げる応援業務（以下「派遣応援業務」という。）に要する経費の負担について

は、次のとおりとする。 

 （1）応援要請市が負担する経費の額は、派遣応援業務に従事した職員（以下「応援職員」という。）につい

て応援市の職員に関する法令の規定により算定した旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

 （2）応援職員が派遣応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合における

公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。 

 （3）応援職員が派遣応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が派遣応援業務の従事中に

生じたものについては応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたもの、又は派遣応援

業務の従事中であっても、応援職員の故意若しくは重大な過失によって生じたものについては応援市

が賠償の責めに任ずる。 

 （4）前３号に定めるもののほか、派遣応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協

議して定める。 

２ 応援職員は、応援市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 

３ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服等及び３日間程度の食料等を携行するものとする。 

４ 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 

(経費の請求) 

第４条 前２条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書(関係書類添付)により、連絡担当部局を

経由して応援要請市の市長に対して行うものとする。 

(自主応援活動に要する経費の負担及び請求) 

第５条 協定第４条第２項の規定による自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、第２条から前

条までの規定を準用する。 

  (訓練参加に要する経費の負担) 

第６条 協定第８条の規定により、協定市主催の防災訓練に参加する場合に要する経費は、参加しようとする

市で負担するものとする。 

(連絡担当部局) 

第７条 協定市は、協定第６条の規定による相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及び同代理者

の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。 

(その他) 

第８条 この実施細目により難い事項及びこの実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものと

する。 

 

 この実施細目の締結を証するため、本協定書３通を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

平成 9年 8月 19日 

神戸市 代表者 神戸市長 笹山 幸俊 

洲本市 代表者 洲本市長 中川 啓一 

徳島市 代表者 徳島市長 小池 正勝 

 

  



■ 協定関連資料 

［自治体との相互応援協定］ 

－511－ 

資料 8 神戸市及び和歌山市災害時相互応援に関する協定、同実施細目 

 

神戸市及び和歌山市災害時相互応援に関する協定 

 

神戸市及び和歌山市（以下「協定市」という。）の区域内において災害が発生した場合に、災害を受けた都市

に対する応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両及び船艇等の提供 

（４）救助及び応急復旧に必要な職員の派遣  

（５）前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第２条 応援を要請しようとする市（以下「応援要請市」という。）は、次の事項を明らかにし、第５条に定め

る連絡担当部局を通じて、電話等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

（３）前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

（４）応援場所及び応援場所への経路 

（５）応援期間 

（６）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（実施） 

第３条 応援を要請された市（以下「応援市」という。）は、法令その他特別に定めのある場合を除くほか、極

力これに応じ応援活動に努めるものとする。 

２ 協定市は、前条の規定にかかわらず、協定市のいずれかの市域において地震等の大規模な災害が発生した

ことが明らかな場合は、自らの判断により自主応援活動を実施するものとする。 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、協定市が別に協議するところにより応援要請市又は応援市が負担するものとす

る。 

（連絡担当部局） 

第５条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報

を相互に連絡するものとする。 

（資料の交換） 

第６条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他参考資料を相

互に交換するものとする。 

（その他） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものと

する。 

 

この協定を証するため、本協定書２通を作成し、各都市は記名押印の上、各１通を保有する。 

 

附 則 

１ この協定は、平成２０年４月１日から効力を生ずる。 

平成２０年４月１日 

 

神戸市 

代表者 神戸市長 矢田 立郎 

和歌山市 

代表者 和歌山市長 大橋 建一 

  



■ 協定関連資料 

［自治体との相互応援協定］ 

－512－ 

神戸市及び和歌山市災害時相互応援に関する協定実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、平成２０年４月１日付で、神戸市と和歌山市（以下「協定市」という。）との間で締

結した災害時相互応援に関する協定（以下「協定」という。）第７条の規定に基づき協定の実施に必要な事

項を定めるものとする。 

（救援物資の経費の負担等） 

第２条 協定第１条第１号から第３号までに掲げる応援業務に要する経費のうち、次に掲げる経費は、応援を

要請した市（以下「応援要請市」という。）の負担とし、その他の経費は、応援をした市（以下「応援市」と

いう。）の負担とする。 

(１) 協定第１条第１号及び第２号の業務に要する経費 購入費及び輸送費 

(２) 協定第１条第３号の業務に要する経費 借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修

理費 

（応援職員の派遣等に要する経費の負担） 

第３条 協定第１条第４号に掲げる応援業務（以下「応援業務」という。）に要する経費の負担については、次

のとおりとする。 

（１）応援要請市が負担する経費の額は、応援業務に従事した職員（以下「応援職員」という。）について応

援市の職員に関する法令の規定により算定した旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

（２）応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合における公

務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。 

（３）応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたも

のについては応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたものについては応援市が賠償の責

に任ずる。 

（４）前３号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協議し

て定める。 

２ 応援職員は、応援市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 

３ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

４ 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与するものとする。 

（経費の請求） 

第４条 前２条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書（関係書類添付）により、連絡担当部局

を経由して応援要請市の市長に対して行うものとする。 

（自主応援活動に要する経費の負担及び請求） 

第５条 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、第２条から前条までの規定を準用する。 

（連絡担当部局） 

第６条 協定第５条の規定により、協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及び同代理

者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。 

（その他） 

第７条 この実施細目により難い事項及びこの実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものと

する。 

第８条 この実施細目の締結を証するため、本書２通を作成し、押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成２０年４月１日 

神戸市 

代表者 神戸市長 矢田 立郎 

  

和歌山市 

代表者 和歌山市長 大橋 建一 

 



■ 協定関連資料 

［自治体との相互応援協定］ 

－513－ 

資料 9 災害時における火葬等の相互応援に関する協定書（大阪市） 

 

災害時における火葬等の相互応援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 この協定は、火葬場を経営する神戸市又は大阪市において災害が発生し、両市のいずれか一方が単

独では十分な火葬等を行うことができない場合に、他方に対して、火葬等の応援を要請すること及びそ

の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定

する災害をいう。 

２ この協定において「被災自治体」とは、神戸市又は大阪市のうち、災害の発生により、単独では十分な

火葬等を行うことができなくなった自治体をいう。 

３ この協定において「応援自治体」とは、被災自治体の要請を受けて、火葬等の応援を行う自治体をいう。 

 

（応援の要請） 

第３条 被災自治体の長は、次のいずれかに該当する場合、応援自治体の長に対して、必要な応援を要請す

ることができる。 

 (1) 被災自治体の火葬施設が被災により稼働できなくなった場合 

 (2) 被災自治体の火葬施設の火葬能力を著しく超過する数の遺体を火葬する必要が生じた場合 

 (3) その他被災自治体の火葬施設の稼働に支障が生じた場合 

 

（応援の要請手続） 

第４条 被災自治体は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、応援自治体に対し、口頭、電話又はファッ

クスにより応援を要請し、応援自治体との調整後、速やかに書面を提出するものとする。 

 (1) 遺体の火葬を要請する場合にあっては、遺体数、同行者数、搬送手段、到着日時等 

 (2) 物資等の提供及び斡旋を要請する場合にあっては、その品名及び数量等 

 (3) 人員の派遣を要請する場合にあっては、業務内容と人数等 

 (4) 応援場所及び応援場所への経路並びに駐車場又はヘリ着陸場所等 

 (5) 応援を必要とする期間 

 (6) 前各号に定めるもののほか必要な事項 

２ 神戸市及び大阪市は、この協定に関する連絡責任者を定め、それぞれ相手方に通知する。連絡担当者を

変更したときも、同様とする。 

 

（応援自治体の責務） 

第５条 応援自治体は、自らの業務に支障がない範囲で、次の各号に規定する応援を行うものとする。 

 (1) 要請を受けた遺体の火葬及び遺骨の引渡し 

 (2) 必要な物資等の提供及び斡旋 

 (3) 人員の派遣 

 (4) その他要請のあった事項のうち必要と認められる事項 

２ 応援自治体は、前項に規定する応援を実施した後、被災自治体に対し、応援内容を報告するものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第６条 この協定に基づき、応援のために要した経費は、被災自治体の負担とする。 

２ 被災自治体が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、立替支弁を要請した場合、応援自治体は、予算

の範囲内で、相当な期間を定めて、当該経費を立替支弁するものとする。 

３ 前項の規定に基づき応援自治体が立替支弁した経費の償還方法その他必要な手続については、都度協議

の上、決定するものとする。 

 

 

 

（秘密の保持） 
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第７条 神戸市及び大阪市は、この協定に基づく応援により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

この協定が終了した後も同様とする。 

 

（個人情報等の保護） 

第８条 神戸市及び大阪市は、この協定に基づく応援により個人情報等を取り扱う場合、個人情報を取り扱

う自治体の個人情報保護に関する条例、規則その他規程及び関連する法令等の趣旨を踏まえ、当該個人情

報の漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じるものとす

る。 

 

（有効期間）  

第９条 この協定の有効期間は、平成29年３月31日までとする。ただし、有効期間満了日までに、神戸市又

は大阪市のいずれからも意思表示がないときは１年間更新されたものとみなし、以後も同様とする。 

 

（解除） 

第10条 この協定を解除する場合は、神戸市又は大阪市のいずれか一方が解除日の１か月前までに書面によ

り相手方に通知するものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第 11 条 この協定は、神戸市又は大阪市が他の自治体等との間で別に締結した相互応援に関する協定を排

除するものではない。 

 

（その他） 

第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し必要な事項は、協議の上、決定するものと

する。 

 

 

 この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成 28年 11月 28 日 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市長 久元 喜造 

 

大阪市北区中之島１丁目３番２０号 

大阪市長 吉村 洋文 
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資料 10 災害時における火葬等の相互応援に関する協定書（京都市） 

 

災害時における火葬等の相互応援に関する協定書 

（目的） 

第１条 この協定は、火葬場を経営する京都市又は神戸市において災害が発生し、両市のいずれか一方が単

独では十分な火葬等を行うことができない場合に、他方に対して、火葬等の応援を要請すること及びそ

の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定

する災害をいう。 

２ この協定において「被災自治体」とは、京都市又は神戸市のうち、災害の発生により、単独では十分な

火葬等を行うことができなくなった自治体をいう。 

３ この協定において「応援自治体」とは、被災自治体の要請を受けて、火葬等の応援を行う自治体をいう。 

（応援の要請） 

第３条 被災自治体の長は、次のいずれかに該当する場合、応援自治体の長に対して、必要な応援を要請す

ることができる。 

 (1) 被災自治体の火葬施設が被災により稼働できなくなったとき 

 (2) 被災自治体の火葬施設の火葬能力を著しく超過する数の遺体を火葬する必要が生じたとき 

 (3) その他被災自治体の火葬施設の稼働に支障が生じたとき 

（応援の要請手続） 

第４条 被災自治体は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、応援自治体に対し、口頭、電話、ファック

ス又は電子メールにより応援を要請し、応援自治体との調整後、速やかに書面を提出するものとする。 

 (1) 遺体の火葬を要請する場合にあっては、遺体数、同行者数、搬送手段、到着日時等 

 (2) 物資等の提供及び斡旋を要請する場合にあっては、その品名及び数量等 

 (3) 人員の派遣を要請する場合にあっては、業務内容と人数等 

 (4) 応援場所及び応援場所への経路並びに駐車場又はヘリ着陸場所等 

 (5) 応援を必要とする期間 

 (6) 前各号に定めるもののほか必要な事項 

２ 京都市及び神戸市は、この協定に関する連絡責任者を定め、それぞれ相手方に通知する。連絡担当者を

変更したときも、同様とする。 

（応援自治体の責務） 

第５条 応援自治体は、自らの業務に支障がない範囲で、次の各号に規定する応援を行うものとする。 

 (1) 要請を受けた遺体の火葬及び遺骨の引渡し 

 (2) 必要な物資等の提供及び斡旋 

 (3) 人員の派遣 

 (4) その他要請のあった事項のうち必要と認められる事項 

２ 応援自治体は、前項に規定する応援を実施した後、被災自治体に対し、応援内容を報告するものとする。 

（応援経費の負担） 

 

第６条 この協定に基づき、応援のために要した経費は、被災自治体の負担とする。 

２ 被災自治体が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、立替支弁を要請した場合、応援自治体は、予算
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の範囲内で、相当な期間を定めて、当該経費を立替支弁するものとする。 

３ 前項の規定に基づき応援自治体が立替支弁した経費の償還方法その他必要な手続については、都度協議

のうえ、決定するものとする。 

（秘密の保持） 

第７条 京都市及び神戸市は、この協定に基づく応援により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

この協定が終了した後も同様とする。 

（個人情報等の保護） 

第８条 京都市及び神戸市は、この協定に基づく応援により個人情報等を取り扱う場合、個人情報を取り扱

う自治体の個人情報保護に関する条例、規則その他規程及び関連する法令等の趣旨を踏まえ、当該個人情

報の漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じるものとす

る。 

（有効期間）  

第９条 この協定の有効期間は、平成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了日までに、京都

市又は神戸市のいずれからも意思表示がないときは１年間更新されたものとみなし、以後も同様とする。 

（解除） 

第10条 この協定を解除する場合は、京都市又は神戸市のいずれか一方が解除日の１か月前までに書面によ

り相手方に通知するものとする。 

（他の協定との関係） 

第 11 条 この協定は、京都市又は神戸市が他の自治体等との間で別に締結した相互応援に関する協定を排

除するものではない。 

（その他） 

第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し必要な事項は、協議のうえ、決定するもの

とする。 

 

 この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

  平成２９年 ７月 １日 

                京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 

                京都市長 門川 大作 

  

                神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

                神戸市長 久元 喜造 
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■消防組織にかかる応援協定 

資料 1 緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画 

 

緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画 

策定  平成１６年 ２月 ６日 

変更  平成１８年 ２月 ６日 

変更  平成１８年 ６月２２日 

変更  平成２０年 ３月２８日 

変更  平成２０年 ８月２７日 

変更  平成２１年 ３月１２日 

変更  平成２６年 ３月 ５日 

変更  平成３１年 ３月 ８日 

目  次 
第１章 総則 

第１節 本計画の目的 
第２節 緊急消防援助隊の任務 

第２章 緊急消防援助隊の編成 
第１節 緊急消防援助隊の構成単位 
第２節 都道府県大隊の編成 
第３節 都道府県大隊指揮隊及び中隊の任務 
第４節 小隊の装備等の基準 
第５節 部隊の任務 
第６節 部隊の隊の装備等の基準 

第３章 緊急消防援助隊の登録 
第４章 緊急消防援助隊の出動計画等 
第５章 緊急消防援助隊の施設の整備等 
第６章 緊急消防援助隊の教育訓練 

第１節 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練等 
第２節 消防大学校における教育訓練等 

第７章 その他 
 

第１章 総則 

第１節 本計画の目的 

この計画は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 45条第２項の規定に基づき、緊急消防援助隊の出動に関する

措置を的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項について定めることを目

的とする。 

 

第２節緊急消防援助隊の任務 

緊急消防援助隊は、国内における大規模災害又は特殊災害（当該災害が発生した市町村（以下「被災地」という。）の

属する都道府県内の消防力をもってしてはこれに対処できないものをいう。以下同じ。）の発生に際し、消防庁長官（以

下「長官」という。）の求めに応じ、又は指示に基づき、被災地の消防の応援等を行うことを任務とする。 

 
第２章緊急消防援助隊の編成 

第１節緊急消防援助隊の構成単位 

１ 基本的な構成単位 

緊急消防援助隊の基本的な構成単位は、都道府県大隊、中隊、小隊とし、各隊の長は、それぞれ都道府県大隊長、中

隊長、小隊長とする。 

２ 部隊 

被災地における緊急消防援助隊の活動を迅速かつ円滑に行うため、緊急消防援助隊に特別の任務を行う部隊として、

指揮支援部隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）、ＮＢＣ災

害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊及び航空部隊を編成するものとし、各部隊の長は、それぞれ指揮支援部隊長、

統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長とす

る。ただし、航空部隊にあっては、部隊の長を設けないものとする。 
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第２節都道府県大隊の編成 

１ 都道府県大隊は、当該都道府県又は当該都道府県内の市町村（東京都特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及

び広域連合を含む。以下同じ。）に設置された都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、

通信支援中隊、水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊のうち被災地において行う消防の応援等に必要な中隊をも

って編成する。 

２ 長官は、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき、当該都道府県大隊の出動に関する連絡調整を行う代表消防機

関を定めるものとする。 

３ 都道府県大隊長 

（１）都道府県大隊長は、都道府県大隊を統括して被災地に赴くとともに、指揮支援隊長の管理を受け、被災地におけ

る当該都道府県大隊の活動を指揮することを任務とする。 

（２）都道府県大隊長は、２の代表消防機関の職員である都道府県大隊指揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行する

ため、都道府県大隊指揮隊を編成するものとする。ただし、当該代表消防機関が被災等により出動できない場合は、

長官が別に定めるところによるものとする。 

 

第３節都道府県大隊指揮隊及び中隊の任務 

都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊、水上中隊、特殊災害中隊及び

特殊装備中隊の任務は、次のとおりとする。 

１ 都道府県大隊指揮隊主として被災地における都道府県大隊の活動の指揮を行うこと。 

２ 消火中隊主として被災地における消火活動を行うこと。 

３ 救助中隊主として被災地における要救助者の検索、救助活動を行うこと。 

４ 救急中隊主として被災地における救急活動を行うこと。 

５ 後方支援中隊主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して必要な輸送・補給活動等を行うこと。 

６ 通信支援中隊主として被災地における緊急消防援助隊の活動に関して通信の確保等に関する支援活動を行うこと。 

７ 水上中隊主として被災地における消防艇を用いた消防活動を行うこと。 

８ 特殊災害中隊主として被災地における特殊な災害に対応するための消防活動を行うこと。 

９ 特殊装備中隊主として被災地における特別な装備を用いた消防活動を行うこと。 

 

第４節小隊の装備等の基準 

都道府県大隊指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊、通信支援小隊、水上小隊、特殊災害小隊及び

特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりとする。 

 

１ 都道府県大隊指揮隊 

（１）都道府県大隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員４人以上で編成されるものであること。 

（２）都道府県大隊指揮隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。 

２ 消火小隊 

（１）消火中隊を構成する消火小隊は、隊員４人以上で編成されるものであること。 

（２）消火小隊は、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車又は化学消防ポンプ自動車を備えること。 

（３）消火小隊は、口径 65ミリメートルのホースを積載すること。 

３ 救助小隊 

（１）救助中隊を構成する救助小隊は、救助活動に関する基準（昭和 62年消防庁告示第３号）第６条に規定する救助隊

員の資格を有する隊員（以下「救助隊員」という。）５人以上で編成されるものであること。ただし、（２）イの車

両を備える救助小隊の隊員は、救助隊員であることを要しない。 

（２）救助小隊は、次のいずれかの車両を備えること。 

ア ウインチ、クレーン及び発電照明灯を装備した四輪駆動の救助工作車 

イ 四輪駆動の津波・大規模風水害対策車両 

（３）救助小隊は、（２）の車両の区分に応じ、それぞれ次の資機材を備えること。 

ア （２）アの救助工作車 

救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令（昭和 61年自治省令第 22号）別表第１及び別表第２に掲げる救

助器具並びに要救助者を検索するための高度救助用資機材 

イ （２）イの津波・大規模風水害対策車両 

浸水域での高度な救助活動を行うための資機材 

４ 救急小隊 

（１）救急中隊を構成する救急小隊は、救急救命士法（平成３年法律第 36号）第２条第２項に規定する救急救命士の資

格を有する隊員又は救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準（昭和 53年消防庁告示第２号）第２条第１項

に規定する隊員３人以上で編成されるものであること。 

（２）救急小隊は、四輪駆動の高規格救急自動車を備えること。 

（３）救急小隊は、高度救命処置用資機材を備えること。 

５ 後方支援小隊 
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（１）後方支援中隊を構成する後方支援小隊は、隊員２人以上で編成されるものであること。 

（２）後方支援小隊は、被災地において、消火中隊、救助中隊及び救急中隊等が発災直後から長期間活動することを可

能とするために必要な輸送・補給活動等を行うための設備等及び車両を備えること。 

６ 通信支援小隊 

（１）通信支援中隊を構成する通信支援小隊は、隊員２人以上で編成されるものであること。 

（２）通信支援小隊は、被災地において通信が途絶した場合に、緊急消防援助隊の通信確保を可能とするために必要な

設備、資機材及び車両を備えること。 

７ 水上小隊 

（１）水上中隊を構成する水上小隊は、船舶の種類に応じて必要とされる船長、機関長及び２人以上の隊員で編成され

るものであること。 

（２）水上小隊は、消火その他の消防活動に必要な設備を有する消防艇を備えること。 

８ 特殊災害小隊 

（１）特殊災害中隊を構成する毒劇物等対応小隊（毒性物質の発散等による特殊災害への対応隊を含む。以下同じ。）、

大規模危険物火災等対応小隊及び密閉空間火災等対応小隊は、それぞれの目的に応じ長官が別に定める隊員で編成

されるものであること。 

（２）毒劇物等対応小隊、大規模危険物火災等対応小隊及び密閉空間火災等対応小隊は、それぞれその目的に応じ長官

が別に定める必要な装備及び車両を備えること。 

９ 特殊装備小隊 

（１）特殊装備中隊を構成する遠距離大量送水小隊、消防活動二輪小隊、震災対応特殊車両小隊、水難救助小隊及びそ

の他の特殊な装備を用いた消防活動を行う小隊は、それぞれの目的に応じ長官が別に定める隊員で編成されるもの

であること。 

（２）遠距離大量送水小隊、消防活動二輪小隊、震災対応特殊車両小隊、水難救助小隊及びその他の特殊な装備を用い

た消防活動を行う小隊は、それぞれその目的に応じ長官が別に定める必要な装備及び車両を備えること。 

 

第５節部隊の任務 

指揮支援部隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊、ＮＢＣ災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部

隊及び航空部隊の任務等は、それぞれ１から６までのとおりとする。 

 

１ 指揮支援部隊 

（１）指揮支援部隊は、大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に被災地に赴き、災害に関する

情報を収集し、長官及び関係のある都道府県の知事等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援助隊に係る

指揮が円滑に行われるように支援活動を行うことを任務とする。 

（２）指揮支援部隊は、統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊をもって編成するものとし、各隊の長は、そ

れぞれ統括指揮支援隊長、指揮支援隊長及び航空指揮支援隊長とする。 

（３）指揮支援部隊長 

ア 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括し、当該被災地に係る都

道府県災害対策本部長又は消防応援活動調整本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の

活動を管理することを任務とする。 

イ 指揮支援部隊長は、統括指揮支援隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、長官が別に定めるところによ

り統括指揮支援隊を編成するものとする。 

ウ 指揮支援部隊長は、陸上（水上を含む。以下同じ。）の活動に関して、その指定する地区の緊急消防援助隊の活動

の管理を指揮支援隊長に委任することができる。 

エ 指揮支援部隊長は、航空の活動に関して、その指定する地区の緊急消防援助隊の活動の管理を航空指揮支援隊長

に委任することができる。 

（４）指揮支援隊長 

ア 指揮支援隊長は、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長（以下「指揮者」という。）を補佐

し、及び指揮者の指揮を受け被災地における陸上に係る緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする。 

イ 指揮支援隊長は、任務を遂行するため、長官が別に定めるところにより指揮支援隊を編成するものとする。 

（５）航空指揮支援隊長 

ア 航空指揮支援隊長は、航空機の活動拠点で航空機を用いた消防活動の指揮を行っている者（以下「ヘリベース指

揮者」という。）を補佐し、及びヘリベース指揮者の指揮を受け被災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動

を管理することを任務とする。 

イ 航空指揮支援隊長は、任務を遂行するため、長官が別に定めるところにより航空指揮支援隊を編成するものとす

る。 

２ 統合機動部隊 

（１）統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地において消防活動を緊急に行うとともに、

都道府県大隊が後続する場合に当該都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行うことを任務とす

る。 
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（２）統合機動部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。 

（３）統合機動部隊長は、原則として第２節２の代表消防機関の職員である統合機動部隊指揮隊長をもってこれに充て、

任務を遂行するため、統合機動部隊指揮隊を編成するものとする。 

３ エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット） 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の立地する地

域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊長をもってこれに充て、任

務を遂行するため、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊を編成するものとする。 

４ ＮＢＣ災害即応部隊 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊は、ＮＢＣ災害（緊急消防援助隊に関する政令（平成 15年８月 29日政令第 379号）第１条

に規定する原因により生ずる特殊な災害をいう。以下同じ。）に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に

行うことを任務とする。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。 

（３）ＮＢＣ災害即応部隊長は、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、ＮＢＣ災害

即応部隊指揮隊を編成するものとする。 

５ 土砂・風水害機動支援部隊 

（１）土砂・風水害機動支援部隊は、土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、重機等を用いた消防

活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする。 

（２）土砂・風水害機動支援部隊は、長官が別に定めるところにより編成するものとする。 

（３）土砂・風水害機動支援部隊長は、原則として第２節２の代表消防機関の職員である土砂・風水害機動支援部隊指

揮隊長をもってこれに充て、任務を遂行するため、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊を編成するものとする。 

６ 航空部隊 

（１）航空部隊は、被災地において航空に係る消防活動を行うことを任務とする。 

（２）航空部隊は、航空小隊をもって編成し、必要に応じて、航空後方支援小隊を加えるものとする。 

（３）航空小隊は、主として被災地における航空機を用いた情報収集活動及び消防活動を行うことを任務とする。 

（４）航空後方支援小隊は、主として航空機の活動拠点における緊急消防援助隊の活動に関して必要な輸送・補給活動

等を行うことを任務とする。 

 

第６節部隊の隊の装備等の基準 

統括指揮支援隊、指揮支援隊、航空指揮支援隊、統合機動部隊指揮隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、

ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、航空小隊及び航空後方支援小隊の装備等の基準は、お

おむね次のとおりとする。 

１ 統括指揮支援隊及び指揮支援隊 

（１）指揮支援部隊を構成する統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員４

人以上で編成されるものであること。 

（２）統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備え

ること。 

２ 航空指揮支援隊 

（１）指揮支援部隊を構成する航空指揮支援隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員３人以上で編成さ

れるものであること。 

（２）航空指揮支援隊は、災害時において情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。 

３ 統合機動部隊指揮隊 

（１）統合機動部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員４人以上で編成されるものであること。 

（２）統合機動部隊指揮隊は、発災後迅速に出動し、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えるこ

と。 

４ エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、特殊災害に関する知見を有し、指揮及び情報の収集伝達・通信等

を担当する隊員４人以上で編成されるものであること。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えるこ

と。 

５ ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、ＮＢＣ災害に関する知見を有し、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊

員３人以上で編成されるものであること。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。 

６ 土砂・風水害機動支援部隊指揮隊 

（１）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、指揮及び情報の収集伝達・通信等を担当する隊員４人以上で編成されるも

のであること。 
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（２）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、情報の収集伝達・通信等を確保可能な設備等及び車両を備えること。 

７ 航空小隊 

（１）航空小隊は、任務等に応じて必要とされる操縦士、整備士、救助隊員等で編成されるものであること。 

（２）航空小隊は、航空機を備えること。 

（３）航空小隊は、救助用資機材、救急用資機材、消火用タンク、ヘリコプターテレビ電送システム等のうちその任務

に応じて必要なものを備えること。 

８ 航空後方支援小隊 

（１）航空後方支援小隊は、隊員２人以上で編成されるものであること。 

（２）航空後方支援小隊は、航空機の活動拠点において、航空指揮支援隊及び航空小隊が長期間活動することを可能と

するために必要な輸送・補給活動等を行うための設備等及び車両を備えること。 

 

第３章緊急消防援助隊の登録 

１ 長官は、都道府県知事又は市町村長からの緊急消防援助隊の登録の申請に基づき、本計画に適合するかどうか審査

し、必要と認める緊急消防援助隊の登録を行うものとする。 

２ 登録する緊急消防援助隊の規模については、全国の消防機関の現有消防隊数等を考慮し、また、緊急消防援助隊の

施設の整備推進及び教育訓練の充実を図ることにより、2023 年度（平成 35 年度）末までに、都道府県及び市町村の

協力を得て、別表第１のとおり、おおむね 6,600隊規模とすることを目標とする。 

 

第４章緊急消防援助隊の出動計画等 

１ 出動決定のための措置等 

（１）長官は、被災地の属する都道府県の知事その他の関係地方公共団体の長等と密接な連携を図り、緊急消防援助隊

の出動の必要の有無を判断し、消防組織法第 44条の規定に基づき適切な措置をとるものとする。また、東海地震、

南海トラフ地震、首都直下地震又はＮＢＣ災害に対し、速やかに同条第５項の規定に基づき適切な措置をとるもの

とし、その他の大規模な災害に対しても、災害の状況、災害対策基本法第 24条第１項に規定する非常災害対策本部

又は同法第 28条の２第１項に規定する緊急災害対策本部の設置状況、応援の必要性等を考慮し、同様の措置をとる

ものとする。 

（２）緊急消防援助隊が被災地に出動した場合においては、当該緊急消防援助隊は、消防組織法第 47条又は第 48条の

規定に基づき、指揮者の指揮の下又は応援等を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に活動するもの

とする。また、被災地で消防活動を行う緊急消防援助隊以外の消防機関と密接に連携するものとする。 

（３）大規模な地震等が発生した場合においては、長官が別に定めるところにより、都道府県及び消防機関は、緊急消

防援助隊の出動の準備を行うものとする。 

２ 基本的な出動計画 

（１）第一次出動都道府県大隊 

大規模災害又は特殊災害が発生した場合に、原則として第一次的に応援出動する都道府県大隊を第一次出動都道府

県大隊とし、災害が発生した都道府県（以下「災害発生都道府県」という。）ごとの第一次出動都道府県大隊を別表第

２のとおりとする。 

（２）出動準備都道府県大隊 

（１）の第一次出動都道府県大隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合に速やかに応援

出動の準備を行う都道府県大隊を出動準備都道府県大隊とし、災害発生都道府県ごとの出動準備都道府県大隊を別表

第３のとおりとする。 

３ 出動及び活動における重要関係機関との連携 

緊急消防援助隊の出動及び活動に関しては、次に掲げる関係機関と密接な連携を図るものとする。 

（１）自衛隊、警察、海上保安庁、日本ＤＭＡＴ（厚生労働省の認めた専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療チー

ムをいう。以下「ＤＭＡＴ」という。）等 

（２）緊急消防援助隊の活動に必要な交通、輸送、通信、燃料及び物資の確保等に関する関係機関 

４ 南海トラフ地震等についての出動の考え方 

南海トラフ地震、首都直下地震その他の大規模地震については、著しい地震災害が想定され、上記２（１）及び（２）

の第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊だけでは、消防力が不足すると考えられることから、長官が別に

当該地震ごとにアクションプランを定め、各地域の被害の状況等を踏まえた上で、全国規模での緊急消防援助隊が出動

するものとする。この場合において、関係機関等との連携による迅速な移動手段の確保を図るものとする。 

 

５ ＮＢＣ災害についての出動の考え方 

ＮＢＣ災害により多数の負傷者が発生した場合においては、被災地を管轄する消防機関及び被災地が属する都道府県

内の消防機関だけでは、消防力が不足すると考えられることに加え、高度で専門的な消防活動を迅速かつ的確に行う必

要性があることから、長官が別に運用計画を定め、当該運用計画に基づき、迅速にＮＢＣ災害即応部隊等が出動するも

のとする。 
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第５章緊急消防援助隊の施設の整備等 

１ 緊急消防援助隊の施設の整備 

第２章で示した緊急消防援助隊の編成、装備等の基準に基づき、必要な隊の登録並びに的確かつ迅速な出動及び活動

を確保するため、消防組織法第 49条第２項の規定に基づき、都道府県及び市町村が行う緊急消防援助隊の施設の整備を

推進するものとする。2019 年度（平成 31 年度）から 2023 年度（平成 35 年度）末までに整備を推進する車両及び航空

機等の整備規模の目標は、別表第４のとおりとし、その他別表第５に掲げる施設の整備を推進するものとする。各年度

における整備を推進する施設の整備規模は、当該年度の予算の範囲内とする。 

この計画については、緊急消防援助隊の編成、装備等の状況を踏まえて、必要に応じて見直しを行うものとする。 

２ 消防用の国有財産・物品の無償貸与 

緊急消防援助隊の活動に必要があるときは、消防組織法第 50条の規定に基づき、消防用の国有財産・物品を都道府県

又は市町村に無償で使用させるものとする。 

 
第６章緊急消防援助隊の教育訓練 

第１節全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練等 
１ 全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練 

緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能力の向上を図るため、都道府県及び市町村の協力を得て、全国合同訓練

及び複数の都道府県を単位とした合同訓練（以下「地域ブロック合同訓練」という。）を定期的に実施するものとする。

全国規模の訓練については、当面、2021年度（平成 33年度）に図上訓練及び全国合同訓練を実施するものとする。 

２ 地域ブロック合同訓練に関する重点推進事項 

長官は、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等との連携、大規模災害時における通信確保、後方支援活動の充実そ

の他の緊急消防援助隊の技術の向上及び連携活動能力の向上のため、特に訓練が必要な事項について毎年度定めること

とする。 

第２節消防大学校における教育訓練等 

１ 消防大学校における教育訓練 

緊急消防援助隊の部隊運用能力の向上、航空隊の連携活動能力の向上及び毒性物質の発散等による特殊災害に対する

対応能力の向上等のため、消防大学校において必要な教育訓練を実施するものとする。 

２ その他の教育訓練 

緊急消防援助隊として登録された隊を設置している都道府県及び市町村は、大規模災害又は特殊災害が発生した場合

に、的確かつ迅速な出動及び活動が行えるように、平常時から必要な教育訓練に努めるものとする。 

 
第７章その他 

１ 緊急消防援助隊の編成については、大規模災害又は特殊災害の状況に応じ、この基本計画に定める事項を基本とし

つつ、弾力的かつ適切に行うものとする。 

２ この計画に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な事項は、長官が別に定める。 

 

附則 

この計画は、平成３１年４月１日から施行する。 
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資料 2 緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱 

 

緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱 

 
平成27年３月31 日 消防広第74 号 

改正 平成28年３月30 日 消防広第80 号 

改正 平成29年３月28 日 消防広第93 号 

改正 平成31年３月８ 日 消防広第35 号 

改正 令和２年７月17 日 消防広第190号 

 

目次 

第１章総則 

第２章応援等の要請 

第３章出動の求め又は指示等 

第４章受援体制 

第５章部隊移動及び増隊要請 

第６章応援等の引揚げの決定 

第７章大規模地震発生時における迅速出動基準 

第８章防災関係機関との連携 

第９章応援等実施計画及び受援計画 

第10 章応援に要した経費の負担区分 

第11 章その他 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条この要綱は、消防組織法（昭和22 年法律第226 号。以下「法」という。）、緊急消防援助隊に関する政令（平成

15 年政令第379 号。以下「援助隊政令」という。）及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項

に関する計画（平成16 年消防震第９号。以下「基本計画」という。）に定めるもののほか、緊急消防援助隊の応援等

の要請、出動の求め又は指示その他の緊急消防援助隊に関する都道府県及び市町村の対応について、必要な事項を定

めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）政令市等とは、地方自治法（昭和22 年法律第67 号）第252 条の19 第１項に規定する指定都市及び東京都の

特別区をいう。 

（２）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（３）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

（４）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（５）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動の拠点（以下「活

動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 



■ 協定関連資料 

［消防組織にかかる応援協定］ 

－524－ 

（６）応援等とは、法第44 条第１項の消防の応援等をいう。 

（７）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道府県をいう。 

（８）受援市町村とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた市町村をいう。 

（９）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（10）応援市町村とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた市町村をいう。 

（11）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任務を代行する消防

機関をいう。 

（12）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別区並びに市町村の消

防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（13）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（14）航空隊とは、法第30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活動を行う消防本部

の消防隊をいう。 

（15）消防庁ヘリコプターとは、法第50 条の規定に基づき、都道府県又は市町村が無償使用しているヘリコプター

（以下「消防庁ヘリ」という。）をいう。 

（16）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結する場所を含む。）

をいう。 

（17）迅速出動とは、法第44 条の規定に基づき、あらかじめ消防庁長官（以下「長官」という。）と都道府県知事及

び市町村長の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要求等の準備行為を行っておき、災害等の

規模が該当条件を満たした場合に当該措置要求等を行い、これに応じて出動することをいう。 

（18）震央管轄都道府県とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する都道府県をいう。 

（19）震央管轄消防本部とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する市町村を管轄する消防本部をいう。 

（20）最大震度都道府県とは、地震が発生した場合の、最大震度を計測した都道府県をいう。 

（21）部隊移動とは、法第44 条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災地において既に行動してい

る緊急消防援助隊が市町村（東京都の特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合は、一の市町村とみ

なす。以下この号において同じ。）若しくは都道府県をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第44 条の３の

規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村をまたいで当

該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 応援等の要請 

（都道府県知事による緊急消防援助隊の応援等の要請） 

第３条被災地の属する都道府県の知事は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び当該都道府県内の消防力

を考慮して緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断した場合は、法第44 条第１項の規定に基づき、長

官に対して、緊急消防援助隊の応援等の要請を行うものとする。 

２ 被災地の属する都道府県の知事は、災害による死者数その他の詳細な災害の状況が迅速に把握できない場合であっ

ても、甚大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断したときは、

法第44 条第１項の規定に基づき、長官に対して、緊急消防援助隊の応援等の要請を行うものとする。 

３ 前二項の要請は電話（災害時優先通信、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク、都道府県防災行政無線、衛星

携帯電話その他災害時に有効な通信を行える手段を含む。以下同じ。）により直ちに行うものとし、以下に掲げる事

項が明らかになり次第電話により報告するものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関

する書面による報告は、これらを把握した段階で、ファクシミリ（これと併せて電子メールによっても可能とする。

以下同じ。）により速やかに行うものとする（別記様式１－１）。 
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（１）災害の概況 

（２）出動を希望する区域及び活動内容 

（３）緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

４ 被災地の属する都道府県の知事は、自衛隊法（昭和29 年法律第165 号）第83 条の規定に基づく自衛隊の災害派遣

要請を行うに当たって、同時に緊急消防援助隊の応援等の必要性について検討するものとする。 

５ 被災地の属する都道府県の知事は、被災地及びその周辺地域に原子力施設、石油コンビナートその他の緊急消防援

助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、当該施設における災害の状況及び緊急消防援

助隊の活動上必要な事項について情報収集を行い、第１項及び第２項の要請と併せて報告するよう努めるものとする。

この場合において、当該報告を受けた長官は、当該都道府県に出動する指揮支援部隊長に対して情報提供するものと

する。 

（応援等の要請のための市町村長等の連絡） 

第４条被災地の市町村長は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び当該被災地の市町村の消防力を考慮し

て、大規模な消防の応援等が必要であると判断した場合は、都道府県知事に対して、当該応援等が必要である旨を直

ちに電話により連絡するものとし、前条第３項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。

詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファ

クシミリにより速やかに行うものとする（別記様式１－２）。 

２ 被災地の市町村長は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認めるときは、その旨及び当

該市町村の災害の状況を長官に直ちに電話により連絡することができるものとする。 

３ 被災地の市町村長は、都道府県知事に対して第１項の連絡ができない場合には、その旨を長官に直ちに電話により

連絡することができるものとし、前条第３項各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡することができる

ものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した

段階で、ファクシミリにより速やかに行うことができるものとする（別記様式１－２）。 

４ 前条第５項の規定は、前３項の連絡に準用する。 

 
第３章 出動の求め又は指示等 

（出動可能隊数の報告及び出動準備） 

第５条消防庁は、大規模災害若しくは特殊災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害等の状況を考慮

して必要と認めるときは、出動の可能性があると考えられる都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本

部に対して、緊急消防援助隊の出動可能隊数報告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県を経由して行

う。）するものとする（別記様式２－１）。 

２ 消防庁から出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、都道府県及び代表消防機関に対して、速や

かに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するとともに、出動準備を行うものとする（別記様式２－２）。この場合

において、当該都道府県は、当該都道府県内の出動可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助

隊の出動可能隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

３ 登録都道府県の航空消防隊及び登録市町村の消防本部は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に定める災害が発生した場合

は、同表に定めるところにより出動準備を行うものとする。この場合において、消防庁は、都道府県及び当該都道府

県に属する登録市町村の消防本部に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数報告及び出動準備を依頼（消防

本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別記様式２－１）。 

４ 前項の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた登録市町村の消防本部は、都道府県及び代表消防機関に対し

て、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとし、当該報告を受けた都道府県は、当該都道府県内の

出動可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別記
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様式２－２）。 

５ 都道府県は、消防庁から出動可能隊数報告の求めがない場合であっても、災害の状況を考慮して必要と判断したと

きは、当該都道府県内の出動可能隊数を調査し、消防庁に対して報告するものとする（別記様式２－２）。 

６ 消防庁は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に定める災害発生後、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の消防力並び

に当該被災地の属する都道府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が不要と判断した場合は、第３項の

規定に基づき出動準備を行っている登録都道府県及び登録市町村の消防本部に対して、出動準備の解除を連絡（消防

本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする。 

（長官による出動の求め、指示等） 

第６条長官は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の消防力並びに当該被災地

の属する都道府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が必要と判断した場合は、法第44 条及び基本計

画に基づき、緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行うものとする（別記様式３－１）。 

２ 前項の求め又は指示を行う場合において、長官は、原則として、応援先市町村を指定するものとする。ただし、被

災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階では応援先市町村を指定することが困難な場合は、応援先都道府

県を指定するものとし、その後、第14 条に規定する消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整の上、

応援先市町村を指定するものとする。 

３ 長官は、前項の指定を行う場合、原則として、都道府県大隊又は部隊（指揮支援部隊及び航空部隊を除く。）を単

位とし、指揮支援隊の属する消防本部が含まれる都道府県大隊については、当該指揮支援隊の応援先市町村と同一の

市町村を指定するものとする。ただし、水上小隊、航空小隊及び航空後方支援小隊については、調整本部と調整の上、

応援先市町村を指定するものとする。 

４ 長官は、複数の都道府県において大規模災害又は特殊災害が発生した場合その他多くの緊急消防援助隊の出動が必

要と判断する災害が発生した場合は、災害発生都道府県に対応する全ての指揮支援隊、第一次出動都道府県大隊、出

動準備都道府県大隊、第11 条に規定する第一次出動航空小隊及び出動準備航空小隊を第一次出動の求め又は指示の

対象とし、応援先都道府県を指定して出動の求め又は指示を行うものとする。ただし、アクションプランが適用され

た場合は、当該アクションプランに定めるところによるものとする。 

５ 長官は、第１項の緊急消防援助隊の出動の求めを行った場合において、時間経過とともに災害の情勢が明らかにな

り、基本計画第４章１（１）の規定を踏まえ、必要と認めるときは、従前の求めによる出動を指示によるものに変更

する。この場合において、長官は、受援都道府県の知事及び当該受援都道府県に属する被災地の市町村長並びに応援

都道府県の知事及び当該応援都道府県に属する緊急消防援助隊を出動させた市町村長に対して、速やかに通知（市町

村長にあっては、都道府県知事を経由して行う。）するものとする。 

（応援等決定通知） 

第７条長官は、法第44 条の規定に基づき必要な措置をとることを求め又は指示した場合は、受援都道府県の知事及び当

該受援都道府県に属する被災地の市町村長に対してその旨を通知（市町村長にあっては、都道府県知事を経由して行

う。）するものとする（別記様式３－２）。（都道府県知事による出動の求め又は指示） 

第８条長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた応援都道府県の知事は、登録市町村の長に対して、直ち

に緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行うものとする。 

（緊急消防援助隊の出動） 

第９条長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた登録都道府県の知事及び登録市町村の長は、速やかに緊

急消防援助隊を出動させるものとする。 

２ 緊急消防援助隊を出動させた消防本部は、都道府県及び代表消防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動隊

数を報告するものとし（別記様式２－２）、当該報告を受けた都道府県は、当該都道府県内の出動隊数を取りまとめ、

消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 
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３ 前項の報告を受けた消防庁は、受援都道府県及び当該受援都道府県内における被災地消防本部に対して通知（消防

本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別記様式３－３）。 

（指揮支援部隊の基本的な出動計画） 

第10 条指揮支援部隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた統括指揮支援隊指定順位第１位の消防本部が出

動することとする。ただし、被災等により当該消防本部が出動できない場合は、統括指揮支援隊指定順位第２位の

消防本部が出動する。 

（２）指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた消防本部のうち必要な隊が出動する。 

（３）航空指揮支援隊は、活動拠点ヘリベースにおいて多数の航空小隊の活動管理が必要な場合、原則として耐空検

査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から、活動拠点ヘリベースに迅速に到着可能な隊が出動する。 

（航空小隊の基本的な出動計画） 

第11 条航空小隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとし、あらかじめ任務を指定しておくものとする。 

（１）原則として第一次的に応援出動する航空小隊を第一次出動航空小隊とし、別表Ｃに定める災害発生都道府県に

応じて必要な隊が出動することとする。 

（２）原則として第一次出動航空小隊のほか、速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準備航空小隊とし、別

表Ｄに定める災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動の準備を行うこととする。 

２ 航空小隊の任務は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊輸送航空小隊及び指揮支援隊輸送航空小隊は、統括指揮支援隊及び指揮支援隊の輸送を任務と

する。 

（２）情報収集航空小隊は、ヘリコプター衛星通信システム（以下「ヘリサット」という。）又はヘリコプターテレ

ビ電送システムを活用した情報収集及び映像配信を任務とする。 

（３）救助・救急・輸送航空小隊は、救助用資機材及び救急用資機材を活用した救助・救急活動又は統括指揮支援隊

及び指揮支援隊以外の人員、物資等の輸送を任務とする。 

（４）消火航空小隊は、ヘリコプター消火用タンク等を活用した空中消火を任務とする。 

３ 次に掲げる任務に対して、消防庁ヘリを優先的に使用するものとする。 

（１）ヘリサットを活用した情報収集及び映像配信 

（２）第15 条に規定する現地派遣職員の輸送 

（航空小隊の出動に関する留意事項） 

第12 条航空小隊は、原則として、前条により指定された任務を行うものとする。ただし、災害の種別、規模、受援都道

府県からの要請内容等により、消防庁は任務指定の変更を行うものとする。 

２ 航空小隊の出動順位は、原則として、被災地又は航空小隊の進出拠点からの直近順とし、当該航空小隊の装備品等

を考慮し、出動の求め又は指示を行うものとする。 

３ 指揮支援隊輸送航空小隊及び情報収集航空小隊の両任務を指定されている航空小隊は、兼務するものとする。 

４ 指揮支援隊輸送航空小隊及び救助・救急・輸送航空小隊又は消火航空小隊の両任務を指定されている航空小隊は、

指揮支援隊の輸送任務を優先するものとする。 

５ 航空小隊は、複数の任務が遂行可能な体制で出動するよう努めるものとする。 

６ 各地域ブロックに、原則として、残留する航空小隊を１隊以上確保するものとする。 

７ 航空指揮支援隊の輸送は、各任務の指定状況を踏まえ、消防庁が別に指定するものとする。 

８ 航空隊は、前各項により難い場合は、消防庁と調整するものとする。 

（航空後方支援小隊の基本的な出動計画） 

第13 条航空後方支援小隊は、活動拠点ヘリベース等において輸送・補給活動等が必要な場合に、原則として、耐空検査
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等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から出動することとする。 

 

第４章 受援体制 

（消防応援活動調整本部の設置） 

第14 条受援都道府県の知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資するため、被災地が２以上あ

る場合において緊急消防援助隊が出動したときは、直ちに法第44 条の２の規定に基づく調整本部を設置するものと

する。なお、被災地が１の場合であっても、受援都道府県の知事が必要と認めるときは、調整本部と同様の組織を設

置することができるものとする。 

２ 調整本部（調整本部と同様の組織を含む。以下同じ。）は、都道府県災害対策本部と緊密な連携を図る必要がある

ことから、原則として、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部（災害対策基本法（昭和36 年法律第223 号）第

25 条第６項若しくは第28 条の３第８項の規定に基づく非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部をいい、こ

れらが設置された場合に限る。）に近接した場所に設置するものとする。 

３ 調整本部は、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関と緊密な連携を図ることができる場所に設置するも

のとする。 

４ 調整本部の本部員は、次の例を参考に、第39 条に規定する都道府県緊急消防援助隊受援計画（以下「受援計画」と

いう。）に定めておくものとする。 

（１）法第44 条の２第５項第１号の「部内の職員」については、当該都道府県の消防防災主管課等の職員及び航空消

防隊員 

（２）法第44 条の２第５項第２号の「消防本部」については、当該都道府県内の代表消防機関又は代表消防機関代行 

（３）法第44 条の２第５項第３号の「災害発生市町村の長の指名する職員」については、被災地消防本部の職員 

（４）法第44 条の２第５項第４号の「緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命する者」については、当

該都道府県に出動した指揮支援部隊長 

５ 調整本部は、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、次に掲げる事務をつかさどる

ものとする。 

（１）被害状況、都道府県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、当該都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の活動調整に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の都道府県内での部隊移動に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）当該都道府県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。 

（６）第16 条に規定する航空運用調整班との連絡調整に関すること。 

（７）都道府県災害対策本部に設置された災害医療本部との連絡調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

６ 調整本部長は、法第44 条の２第８項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整本部の会議に出席させる必要があ

ると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対してその旨を連絡するものとする。 

７ 調整本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県消防応援活動調整本部」と呼称する。 

８ 受援都道府県の知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、構成員及び連絡先について、長官に対

して速やかに報告するものとする。 

９ 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官に対して、速やかにそ

の旨を報告するものとする。 

（消防庁職員の現地派遣） 

第15 条長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調整本部又は都道府県災害
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対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するものとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は航空指揮支援本部に現

地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職員を派遣するものとす

る。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 
（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 

（航空運用調整班の設置） 

第16 条受援都道府県の知事は、航空小隊と関係機関の航空機との活動調整を図るため、都道府県災害対策本部に、航空

運用調整班を設置するものとする。 

（進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第17 条進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおりとする。 

（１）進出拠点 

消防庁は、災害の状況、道路の状況、都道府県大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設

置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の後方支援本部）に

対して連絡するものとする。 

（２）宿営場所 

消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置されない場合は被災地）

と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（情報共有等） 

第18 条消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、都道府県大隊本部及び後

方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式７）により情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大隊本部、後方支援本

部及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共有ツール、ヘリコプター動態管理システム

等を積極的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るものとする。特に、緊急消防援助隊動

態情報システム及び支援情報共有ツールを活用し、被害状況や活動状況を撮影した動画及び静止画の共有に努めるも

のとする。 

 

第５章 部隊移動及び増隊要請 

（部隊移動の基本） 

第19 条部隊移動は、緊急消防援助隊の隊員の負担軽減及び安全管理上の観点を考慮し、原則として、新たな緊急消防援

助隊の投入によりがたい、次に掲げる場合に行うものとする。 

（１）地理的要因により、新たな緊急消防援助隊の投入には時間を要し、人命救助のためそのいとまがない場合 

（２）市街地が連たんした複数市町村が被災するなど、市町村境界をまたぎ、多数の災害が発生している場合 

（３）緊急消防援助隊が不足し、新たな緊急消防援助隊の投入が不可能な場合 

２ 前項の部隊移動については、都道府県大隊又は部隊単位を原則とする。ただし、水上小隊、航空小隊、特別の資機
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材を有している中隊の部隊移動を行う場合等、被害状況を考慮し特別の事情がある場合は、この限りでない。 

（長官による部隊移動の求め又は指示） 

第20 条長官による部隊移動の求め又は指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）長官は、移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府県の知事（以下「緊

急消防援助隊行動都道府県知事」という。）及び緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、緊急消防援助隊行

動市町村の長に対して、部隊移動に関する意見を求めるものとする（別記様式６－１）。 

（２）前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村の長は、緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、

長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする（別記様式６－２）。 

（３）第１号により意見を求められた緊急消防援助隊行動都道府県知事は、当該都道府県内の被害状況、緊急消防援

助隊及び都道府県内消防応援隊の活動状況を考慮し、前号の緊急消防援助隊行動市町村の長の意見を付して、長官

に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする（別記様式６－２）。 

（４）長官は、前号の意見を踏まえ、緊急消防援助隊が都道府県に属する場合にあっては当該都道府県の知事に対し

て、市町村に属する場合にあっては当該市町村が属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、部隊

移動の求め又は指示を行うものとする（別記様式６－３）。 

（５）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動都道府県知事及び緊急消防援助隊行動

都道府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、その旨を通知するものとする（別記様式６－

４）。 

（６）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、部隊移動先の都道府県の知事及び当該都道府県知事を経由

して、部隊移動先の市町村の長に対して、その旨を通知するものとする（別記様式６－５）。 

（受援都道府県の知事による部隊移動の指示） 

第21 条受援都道府県の知事による部隊移動の指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）受援都道府県の知事は、移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動に関する意見を求め

るものとする。 

（２）前号により意見を求められた調整本部は、緊急消防援助隊行動市町村の意見等を把握するよう努めるとともに、

当該都道府県内の被害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援隊の活動状況を考慮し、受援都道府県の知事

に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする。 

（３）受援都道府県の知事は、前号の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して、都道府県大隊及び部隊の長に対し

て、部隊移動の指示を行うものとする（別記様式６－６）。 

（４）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、移動先の市町村の長に対して、速やかにその旨を通

知するものとする（別記様式６－７）。 

（５）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかにその旨を通知するものとする

（別記様式６－８）。 

（６）前号の通知を受けた長官は、部隊移動の指示を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属する場合にあっては当

該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村の属する都道府県の知事を経由して当該市

町村の長に対して、速やかにその旨を通知するものとする（別記様式６－９）。 

（７）調整本部は、部隊移動の指示の内容を適切に記録しておくものとする。 

（８）調整本部は、部隊移動を行う場合は、都道府県災害対策本部に対して、移動先、規模、経路等を連絡し、道路

啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。 

（受援都道府県の知事による増隊要請） 

第22 条受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊急消防援助隊を増隊

する必要があると判断した場合には、長官に増隊の要請を行うものとする（別記様式１－１）。 
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第６章 応援等の引揚げの決定 

（活動終了に関する市町村長の連絡） 

第23 条被災地の市町村長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等を総合的に勘案し、

当該市町村の区域内における緊急消防援助隊の活動終了を判断するものとし、当該市町村が属する都道府県の知事へ

直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。 

（都道府県知事による緊急消防援助隊の引揚げの決定） 

第24 条前条の連絡を受けた受援都道府県の知事は、政府現地対策本部等と調整の上、当該都道府県内からの緊急消防援

助隊の引揚げを決定する。この場合において、長官、被災地の市町村長及び当該都道府県に出動した指揮支援部隊長

に対して直ちに電話によりその旨を通知するものとし、書面による通知をファクシミリにより速やかに行うものとす

る（別記様式４－１）。 

（指揮支援部隊長による部隊への引揚げ決定連絡） 

第25 条前条の通知を受けた指揮支援部隊長は、指揮支援本部長及び航空指揮支援本部長に対して、直ちに緊急消防援助

隊の引揚げ決定を連絡する。 

２ 前項の連絡を受けた指揮支援本部長は、活動を管理している都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業

基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長に対して、直ちに緊急消防援助隊の引

揚げ決定を連絡する。 

３ 前項の連絡を受けた都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部

隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地における活動を終了するとともに、指揮支援本部長に対して次に掲

げる事項を報告し、指揮支援本部長の了承を得て引揚げるものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

４ 前項の報告を受けた指揮支援本部長は、指揮者及び指揮支援部隊長に対してその旨を報告し、指揮支援部隊長の了

承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支援部隊長は、消防庁及び調整本部長に対して、指揮支援本部

長からの本項の報告及び指揮支援本部長の引揚げについて報告するものとする。 

５ 第１項の連絡を受けた航空指揮支援本部長は、活動を管理している航空部隊の各小隊長に対して、直ちに緊急消防

援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

６ 前項の連絡を受けた航空部隊の各小隊長は、被災地における活動を終了するとともに、航空指揮支援本部長に対し

て次に掲げる事項を報告し、航空指揮支援本部長の了承を得て引揚げるものとする。 
（１）活動概要（場所、時間、隊員数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）航空機、車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

７ 前項の報告を受けた航空指揮支援本部長は、ヘリベース指揮者及び指揮支援部隊長に対してその旨を報告し、指揮

支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支援部隊長は、消防庁及び調整本部長に対して、

航空指揮支援本部長からの本項の報告及び航空指揮本部長の引揚げについて報告するものとする。 
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８ 指揮支援部隊長は、活動を管理する全ての緊急消防援助隊の活動が終了した場合は、長官及び受援都道府県の知事

に対してその旨を報告し、受援都道府県の知事の了承を得て引揚げるものとする。 

（長官による応援都道府県の知事への引揚げ決定通知） 

第26 条第24 条の通知を受けた長官は、引揚げ決定を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属する場合にあっては当該

都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村が属する都道府県の知事を経由して当該市町村

の長に対して、書面による通知をファクシミリにより速やかに行うものとする（別記様式４－２）。 

（帰署（所）報告） 

第27 条緊急消防援助隊として出動した小隊等の属する消防本部は、当該小隊等の最終帰署（所）後、応援都道府県及び

後方支援本部に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 応援都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の消防本部に属する小隊等の最終帰署（所）後、消防庁に対し

て、速やかにその旨を報告するものとする。 

（活動結果報告） 

第28 条応援都道府県は、当該都道府県内の緊急消防援助隊として出動した小隊等の最終帰署（所）後、速やかに都道府

県内の消防本部の意見等を取りまとめるとともに、当該都道府県の代表消防機関と連携して、緊急消防援助隊活動報

告書（別記様式５－１、５－２）を作成し、消防庁及び受援都道府県に対して、報告するものとする。 

 

第７章 大規模地震発生時における迅速出動基準 

（迅速出動の適用条件） 

第29 条迅速出動の対象となる災害は地震とし、最大震度６弱（政令市等は５強）以上の地震が発生した場合に適用する

ものとする。ただし、次に掲げる場合は適用しない。 

（１）基本計画第４章４に基づき定められたアクションプランを適用する場合 

（２）発生した地震の震央が海域の場合 

（迅速出動に係る措置要求等の内容） 

第30 条迅速出動に係る措置要求等の内容は、別表Ｅ－１及び別表Ｅ－２のとおりとし、登録都道府県の知事及び登録市

町村の長は、地震発生と同時に行われる長官からの出動の求め又は指示に基づき、第33 条に規定する出動先へ、速や

かに緊急消防援助隊を出動させるものとする。この場合において、被災等により緊急消防援助隊の全部又は一部が出

動することができない場合、当該都道府県の知事は、長官に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 前項の場合において、後方支援本部は、統括指揮支援隊、指揮支援隊、都道府県大隊及び統合機動部隊が出動する

前に消防庁に対して、電話により出動の要否を確認するものとする。 

３ 消防庁は、迅速出動の適用となる地震発生後、別表Ｅ－１及び別表Ｅ－２に基づき、登録都道府県及び登録市町村

に対して、速やかに迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとともに、その後、様式（別記様式３－１又は３

－４）を送付するものとする。 

４ 長官は、災害の状況等により必要があると判断した場合、速やかに応援規模の増強等の措置を講ずるものとする。 

（迅速出動に係る応援等決定通知） 

第31 条長官は、迅速出動の適用となる地震発生後、震央管轄都道府県の知事に対して、速やかに迅速出動の適用である

旨を電話により連絡するとともに、その後、出動の求め又は指示を行った旨を通知するものとする（別記様式３－２）。 

（迅速出動の中止） 

第32 条長官は、災害の状況等により、明らかに人的、住家被害等がないと判断した場合は、速やかに迅速出動の中止を

連絡するものとする。 

（迅速出動適用時の出動先） 

第33 条迅速出動適用時の緊急消防援助隊の出動先（進出拠点を兼ねる。）は、原則として、次に掲げるとおりとする。 
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（１）指揮支援部隊 

ア統括指揮支援隊 

震央管轄都道府県の都道府県庁舎 

イ指揮支援隊 

消防庁又は指揮支援部隊長が連絡する消防本部の庁舎（消防本部を置かない町村にあっては、町村役場。以下

同じ。） 

（２）統合機動部隊及び都道府県大隊 

震央管轄消防本部の庁舎 

（３）航空小隊 

震央管轄都道府県又は震央管轄消防本部の航空隊基地等 

（迅速出動適用時の出動先の変更等） 

第34 条震央管轄都道府県の知事は、迅速出動の適用となる地震が発生した場合、速やかに被害状況等を確認し、長官に

報告するものとする。 

２ 長官は、迅速出動により出動した緊急消防援助隊の出動途上において、被害状況等により、出動先の変更、応援規

模の縮小等の必要があると判断した場合は、震央管轄都道府県の調整本部と調整の上、指揮支援部隊長、指揮支援隊

長、統合機動部隊長、都道府県大隊長及び応援都道府県に対して連絡するものとする。 

（迅速出動適用時の出動可能隊数等の報告） 

第35 条応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内の緊急消防援助隊が出動準備を行う場合は、消防庁に対し

て、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

２ 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内から緊急消防援助隊が出動した場合は、消防庁に対して、当該

出動した緊急消防援助隊の隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

 

第８章 防災関係機関との連携 

（防災関係機関等との連絡調整等） 

第36 条長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等との連絡調整を行うもの

とする。 

（調整本部等における防災関係機関との連携） 

第37 条調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本部は、緊急消防援助隊の

活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防

災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部に依頼するものと

する。 

 

第９章 応援等実施計画及び受援計画 

（応援等実施計画） 

第38 条都道府県知事は、当該都道府県内の緊急消防援助隊の登録状況等を踏まえて、緊急消防援助隊が参集し、被災地

に出動するための応援等実施計画を策定するものとする。 

２ 応援等実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）都道府県大隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（２）統合機動部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 
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（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（４）ＮＢＣ災害即部隊の編成及び出動体制に関すること。 

（５）土砂・風水害機動支援部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（６）航空部隊の編成及び出動体制に関すること。 

（７）情報連絡体制に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県知事は、応援等実施計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うものとし、当該代

表消防機関の長は、登録市町村の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、応援等実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告するとともに、当該都

道府県が第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊に該当する都道府県の知事に対して策定又は変更した旨

を連絡するものとする。 

（受援計画） 

第39 条都道府県知事は、当該都道府県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合の受援計画を策定す

るものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）調整本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14 年法律第92 号）

に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）航空運用調整班、空港・基地施設管制との調整、無線運用、安全管理、ヘリコプターの離着陸場、燃料補給等

の航空機の受援に関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うものとし、当該代表消防

機関の長は、当該都道府県内の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合を図るものとする。 

５ 都道府県知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告するとともに、当該都道府県

に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊の都道府県の知事並びに当該都道府県に対応する統括

指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

（都道府県知事の事務の委任等） 

第40 条地方自治法第153 条に基づき、調整本部又は部隊移動に係る都道府県知事の権限に属する事務を、その補助機

関である職員に委任等する場合は、受援計画にその旨を明記するものとする。 

 

第10 章 応援に要した経費の負担 

（長官の求めにより出動した場合における応援経費の負担） 

第41 条法第44 条第1 項、第2 項及び第4 項の規定に基づき、長官の出動の求めを受けて出動した緊急消防援助隊の活

動により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定め

るものとする。 
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（１）受援市町村において負担する経費法第49 条第1 項に規定する経費及び援助隊政令第5 条各号に掲げる経費 

（２）応援都道府県又は応援市町村（以下「応援都道府県等」という。）において負担する経費緊急消防援助隊の活

動により生じた公務災害補償に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議により当該経費の負担

を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原則的な考え方については、消防庁が別に定め

る。 

（長官の指示により出動した場合における応援経費の負担） 

第42 条法第44 条第５項の規定に基づき、長官の指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動により増加し、又は新た

に必要となる消防に要する費用は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）消防庁において負担する経費法第49 条第1 項に規定する経費及び援助隊政令第5 条各号に掲げる経費 

（２）応援都道府県等において負担する経費緊急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議により当該経費の負担

を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原則的な考え方については、消防庁が別に定め

る。 

 

第11章 その他 

（都道府県の訓練） 

第43 条都道府県は、都道府県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等において、関係機関と合同で調整本部

の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るものとする。 

（都道府県の即応体制等の強化） 

第44 条都道府県は、都道府県知事、危機管理担当幹部等に常時連絡可能な体制を確保するとともに、都道府県知事が不

在時の職務の代理者を事前指定するなど、状況に応じた判断及び決定を適切にできる体制を確保するものとする。 

２ 都道府県は、調整本部の運営にあたる責任者等については庁舎近傍に居住させるなど、緊急参集できる体制を整備

するものとする。 

（その他） 

第45 条この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成27 年４月１日から施行する。 

附則（平成28 年３月30 日消防広第80 号） 

この要綱は、平成28 年４月１日から施行する。 

附則（平成29 年３月28 日消防広第93 号） 

この要綱は、平成29 年４月１日から施行する。 

附則（平成31 年３月８日消防広第35 号） 

この要綱は、平成31 年４月１日から施行する。 

附則（令和２年７月17 日消防広第190 号） 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 
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資料 3 緊急消防援助隊の運用に関する要網 

 

緊急消防援助隊の運用に関する要綱 

 
  平成16 年３ 月26 日消防震第19  号 

改正 平成17 年３ 月30 日消防震第14  号 

改正 平成18 年２ 月14 日消防応第15  号 

改正 平成18 年６ 月22 日消防応第94  号 

改正  平成20 年７ 月２ 日消防応第109 号 

改正 平成20 年８ 月27 日消防応第152 号 

改正 平成24 年11 月28 日消防広第95  号 

改正 平成26 年３ 月26 日消防広第75  号 

改正 平成27 年３ 月31 日消防広第74  号 

改正 平成28 年３ 月30 日消防広第80  号 

改正 平成29 年３ 月28 日消防広第93  号 

改正 平成31 年３ 月８ 日消防広第35  号 

   改正 令和２ 年７月17 日消防広第190 号 

 

目次 

目次 

第１章総則 

第２章編成及び装備等の基準 

第３章出動 

第４章指揮活動 

第５章防災関係機関との連携 

第６章指揮支援実施計画及び受援計画 

第７章その他 

 

第１章総則 

（目的） 

第１条この要綱は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。）、緊急消防援助隊に関する政令（平成

15 年政令第 379 号）及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画（平成 16 年消

防震第９号。以下「基本計画」という。）に定めるもののほか、出動、指揮活動その他の緊急消防援助隊及び被災地の

消防本部の対応について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（２）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

（３）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（４）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動の拠点（以下「活動

拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 

（５）応援等とは、法第 44 条第１項の消防の応援等をいう。 

（６）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道府県をいう。 

（７）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（８）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任務を代行する消防

機関をいう。 

（９）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別区並びに市町村の消

防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（10）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（11）航空隊とは、法第 30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活動を行う消防本部

の消防隊をいう。 

（12）Ｃ災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがある事故により生ずる

災害をいう。 

（13）Ｂ災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。 

（14）Ｎ災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故により生ずる災害をい

う。 
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（15）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結する場所を含む。）を

いう。 

（16）部隊移動とは、法第 44 条の規定に基づく消防庁長官（以下「長官」という。）の措置の求め又は指示により、

被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及

び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号において同じ。）若しくは都道府県をまたいで別の被災地に出動す

ること、又は法第 44 条の３の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消

防援助隊が市町村をまたいで当該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。 

 
第２章編成及び装備等の基準 

（都道府県大隊の編成） 

第３条 都道府県大隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、緊急消防援助隊の応援等の要

請等に関する要綱（平成 27 年消防広第 74 号。以下「要請要綱」という。）第 38 条に規定する緊急消防援助隊都道

府県応援等実施計画（以下「応援等実施計画」という。） 

に定めておくものとする。 

（１）都道府県大隊指揮隊は、原則として、代表消防機関（代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場

合は、代表消防機関代行。以下同じ。）の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）大隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）大隊」と呼称する。 

（３）中隊は、都道府県内の緊急消防援助隊登録状況に応じて、複数の消防本部からなるブロックごと、消防本部ご

と、消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「（第○）中隊」、「（○○消防本部）中隊」、「（消火）中

隊」等と呼称する。なお、各中隊長は、都道府県大隊長が指定するものとする。 

（４）小隊は、車両若しくは消防艇又は付加された任務ごとに編成するものとし、「（○○）小隊」と呼称する。 

（５）Ｃ災害、Ｂ災害及びＮ災害に対応する中隊は、毒劇物等対応小隊等特別の装備を保有し、かつ特別な教育訓練

を受けた小隊により編成するものとする。 

（６）水上中隊は、船艇特性等を考慮し、別に編成することができるものとする。 
（指揮支援部隊の編成） 

第４条 指揮支援部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、第 38 条に規定する指揮支援

実施計画に定めておくものとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、東京都特別区又は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第

１項に規定する指定都市を管轄する消防本部の職員をもって編成するものとする。 

（２）航空指揮支援隊は、航空隊員をもって編成するものとする。 

（３）統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、それぞれ「○○消防本部統括指揮支援隊」、「○○消防本

部指揮支援隊」、「○○消防本部（○○都道府県）航空指揮支援隊」と呼称する。 

（統合機動部隊の編成） 

第５条 統合機動部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実施計画に定めておく

ものとする。 

（１）統合機動部隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）統合機動部隊は、原則として、統合機動部隊指揮隊、消火小隊３隊程度、救助小隊３隊程度、救急小隊３隊程

度、後方支援小隊及び通信支援小隊をもって編成するものとする。 

（３）統合機動部隊は、迅速な集結及び出動が可能な小隊の中から、応援先都道府県に応じて、事前に指定しておく

ものとする。 

（４）統合機動部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）統合機動部隊」と呼称する。 

（５）統合機動部隊長は都道府県大隊長を兼ねることができるものとする。 

（エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の編成） 

第６条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実施計

画に定めておくものとする。 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長の属する消防本部の指揮

隊をもって編成するものとする。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、特殊災害中隊（大容量送

水ポンプ車、大型放水砲搭載ホース延長車、大型化学車、大型高所放水車及び泡原液搬送車を備えたもの）、消火中

隊（化学消防ポンプ自動車を備えたもの）を中心として編成するものとし、地域の実情に応じて、特殊装備小隊、

後方支援小隊、通信支援小隊及び水上小隊を加えるものとする。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）エネルギー・産

業基盤災害即応部隊」と呼称する。 

（ＮＢＣ災害即応部隊の編成） 

第７条 ＮＢＣ災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実施計画に定めておく

ものとする。 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、ＮＢＣ災害即応部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊は、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊、毒劇物等対応小隊を中心として編成するものとし、地域

の実情に応じて、後方支援小隊等を加えるものとする。 
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（３）ＮＢＣ災害即応部隊は、消防本部ごとに編成するものとし、「（○○消防本部）ＮＢＣ災害即応部隊」と呼称す

る。 

（土砂・風水害機動支援部隊の編成） 

第８条 土砂・風水害機動支援部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実施計画に定め

ておくものとする。 

（１）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、土砂・風水害機動支援部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって編成す

るものとする。 

（２）土砂・風水害機動支援部隊は、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、救助小隊（津波・大規模風水害対策車及び

救助工作車を備えたもの）、特殊装備小隊（重機及び重機搬送車、水陸両用車及び搬送車を備えたもの）、後方支援

小隊を中心として編成するものとし、地域の実情に応じて、必要な小隊を加えるものとする。 

（３）土砂・風水害機動支援部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）土砂・風水害機動支援部

隊」と呼称する。 

（特殊災害小隊の装備等の基準） 

第９条 基本計画第２章第４節８に定める特殊災害小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりとする。 

（１）毒劇物等対応小隊 

ア 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害、Ｂ災害又はＮ災害に対応するための特別な教育訓練を受け

た隊員５人以上で編成されるものであること。 

イ 毒劇物等対応小隊は、ウの資機材を搬送することのできる車両を備えること。 

ウ 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害及びＢ災害又はＮ災害に対応した次に掲げる資機材を備える

こと。 

（ア）一般の毒劇物災害対応小隊 

呼吸保護用器具、防毒マスク及び化学防護服（又は陽圧式化学防護服） 

（イ）Ｃ災害及びＢ災害対応小隊 

陽圧式化学防護服、化学防護服、携帯型生物剤検知装置、有毒ガス検知管、化学剤検知紙、携帯型化学剤検

知機、除染シャワー、除染剤散布器及び防毒マスク 

（ウ）Ｎ災害対応小隊 

簡易型防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、空間線量計、表面汚染計、除染設備、中性子線測定器及び放

射線防護服又は陽圧式化学防護服 

（２）大規模危険物火災等対応小隊 

ア 大規模危険物火災等対応小隊は、石油コンビナート施設等の大規模危険物施設での火災等に対応することので

きる隊員２人以上で編成されるものであること。 

イ 大規模危険物火災等対応小隊は、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車、屈折放水塔車、耐熱装甲型救

助活動車、大容量送水ポンプ車又は大型放水砲搭載ホース延長車を備えること。 

ウ 大規模危険物火災等対応小隊は、大規模危険物火災等に対応する耐熱防護服を備えること。 

（３）密閉空間火災等対応小隊 

ア 密閉空間火災等対応小隊は、地下街等の密閉空間で発生した消火困難な火災等に対応することのできる隊員２

人以上で編成されるものであること。 

イ 密閉空間火災等対応小隊は、高発泡車を備えること。 

ウ 密閉空間火災等対応小隊は、呼吸保護用器具及び排煙用資機材を備えること。 

（特殊装備小隊の装備等の基準） 

第 10 条 基本計画第２章第４節９に定める特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおりとする。 

（１）水難救助小隊 

ア 水難救助小隊は、潜水業務を行うことのできる隊員等５人以上で編成されるものであること。 

イ 水難救助小隊は、ウの資機材を安全に積載することができる構造を備えた車両又は船舶を備えること。 

ウ 水難救助小隊は、潜水器具一式、水中投光器その他水難救助活動に必要な資機材を備えること。 

（２）遠距離大量送水小隊 

ア 遠距離大量送水小隊は、遠距離大量送水システム及びそれを搬送可能な車両並びに必要な隊員で構成されるも

のであること。 

イ アの遠距離大量送水システムは、自然水利を利用して、１キロメートル以上の離れた場所に毎分 3,000 リッ

トル以上の水又は海水を送水することができるものであること。 

（３）消防活動二輪小隊 

ア 消防活動二輪小隊は、オフロード走行が可能な仕様の自動二輪車及び隊員で構成されるものであること。 

イ 消防活動二輪小隊は、消火器及び可搬式消火器具、簡易救助器具又は応急手当資機材のいずれかを備えること。 

（４）震災対応特殊車両小隊 

震災対応特殊車両小隊は、地震災害等における救助活動に必要な重機その他の設備又は資機材を備えた車両及び

必要な隊員で構成されるものであること。 

（５）その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊 

その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊は、次に掲げるいずれかの車両又は資機材及び必要な隊員で構

成されるものであること。 
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アはしご車 

イ照明車 

ウ空気ボンベ充填車 

エ無人消火ロボット 

オその他長官が緊急消防援助隊の活動に必要と認めた特殊な装備を備えた消防車両 

 
第３章 出動 

（指揮本部の設置） 

第 11 条被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活

動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

２ 指揮本部は、被災地における消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整を図るため、

市町村災害対策本部と緊密に連携を図るものとし、当該市町村災害対策本部に職員を派遣するものとする。 

（航空指揮本部の設置） 

第 12 条被災地の属する都道府県内の航空隊は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助隊

の迅速かつ的確な活動等に資するため、航空指揮本部を設置するものとする。 

２ 航空指揮本部は、被災地における航空に係る消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務をつかさどるものと

する。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況及び受援都道府県内の航空隊の活動に係る記録に関すること。 

（３）航空に係る緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他航空に係る緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

（後方支援本部の設置） 

第 13 条応援都道府県に属する代表消防機関は、円滑な後方支援体制を確立するため、当該代表消防機関に後方支援本

部を設置するものとする。ただし、都道府県に属する緊急消防援助隊のみが出動した場合等においては、この限りで

ない。 

２ 後方支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）緊急消防援助隊の出動、活動等に関する連絡調整に関すること。 

（２）後方支援体制の確立に関すること。 

（３）関係機関との連絡調整に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の交替に関すること。 

（５）物資等の搬送計画に関すること。 

（６）緊急消防援助隊を出動させた消防本部に対する、情報提供に関すること。 

（７）消防庁に対する被災状況や緊急消防援助隊の活動に係る動画及び静止画の提供に関すること。 

（８）緊急消防援助隊の隊数及び人員数の集計に関すること。 

（９）その他緊急消防援助隊の活動支援に必要な事項に関すること。 

（都道府県大隊の出動） 

第 14 条都道府県大隊長は、当該都道府県大隊が迅速に被災地に到着するために必要と判断した場合は、ブロック単位

での出動又は車両特性に応じた中隊編成による出動を指示するなど、必要な措置を講じるものとする。 

（指揮支援部隊の出動） 

第 15 条統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、原則として、航空小隊による輸送により出動するものと

する。 

（統合機動部隊の出動等） 

第 16 条統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、おおむね１時間以内に迅速に出動し、次に掲げる任務を行う

ものとする。 

（１）被災地までの道路状況、給油可能施設等の情報の収集に関すること。 

（２）被害状況、活動場所、任務、必要な大隊規模等の情報の収集に関すること。 

（３）都道府県大隊が後続する場合の（１）及び（２）に規定する情報の提供に関すること。 

（４）被災地消防本部との連絡調整に関すること。 

（５）被災地における通信の確保に関すること。 

（６）初期の消火、救助及び救急活動に関すること。 

（７）航空消防活動の支援に関すること。 

（８）宿営場所の設営に関すること。 

（９）被害状況、部隊の活動等の記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関すること。 

２ 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する都道府県大隊が被災地に到着後は当該都道府県大隊に帰属し、都道府
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県大隊長の指揮の下、都道府県大隊を構成する小隊等として活動するものとする。 

（エネルギー・産業基盤災害即応部隊の出動） 

第 17 条エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート等における特殊災害が発生した場合において、当該

部隊が属する都道府県の大隊と別に出動するものとする。 

（ＮＢＣ災害即応部隊の出動） 

第 18 条ＮＢＣ災害即応部隊は、長官が別に定める運用計画に基づき、ＮＢＣ災害等が発生した場合において、長官の

出動の指示後、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に迅速に出動するものとする。 

（土砂・風水害機動支援部隊の出動等） 

第 19 条土砂・風水害機動支援部隊は、当該部隊が属する都道府県の大隊の出動を伴わず、単独で出動するものとし、

被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び他の都道府県大隊と連携して活動するものとする。 

（航空部隊の出動） 

第 20 条航空小隊は、航空機により、原則として、進出拠点となる活動拠点ヘリベースに出動するものとする。 

２ 航空後方支援小隊は、原則として、自隊の保有する車両により出動するものとする。 

（集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第 21 条集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおりとする。 

（１）集結場所 

代表消防機関は、応援等実施計画に定めるところにより、災害の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、

応援先市町村又は応援先都道府県に応じて、都道府県大隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊及

び土砂・風水害機動支援部隊の集結場所及び集結時刻を決定し、登録市町村の消防本部に対して連絡するものとす

る。 

なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道府県の消防応援活動調

整本部（以下「調整本部」という。）と調整するものとする。ただし、アクションプランが適用された場合は、当

該アクションプランに定めるところによるものとする（以下、第２号及び第３号について同じ。）。 

（２）進出拠点 

消防庁は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置されな

い場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の後方支援本部）に対して連

絡するものとする。 

（３）宿営場所 

消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置されない場合は被災地）

と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（４）出動ルート 

都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風

水害機動支援部隊長は、応援先都道府県又は進出拠点に応じて出動ルートを決定し、消防庁、調整本部及び後方支

援本部に対して報告するものとする。 

なお、道路の状況等により、出動途上において出動ルート及び進出拠点を変更する必要がある場合は、消防庁、

調整本部及び後方支援本部に対してその旨を報告するものとする。 

（進出拠点到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 22 条都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・

風水害機動支援部隊長は、進出拠点到着後、調整本部に対して、速やかに当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資

機材等について報告するものとする。 

２ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水

害機動支援部隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無にかかわらず、調整本部に対して応援先市町村

を確認するものとする。 

３ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、進

出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、当該都道府県大隊長又は部隊長のみが先行して第１項及び第２項

の任務を実施し、無線等により当該都道府県大隊又は部隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するた

めの措置を講ずるものとする。 

（被災地到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 23 条都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・

風水害機動支援部隊長は、被災地到着後、指揮者及び第 25 条に規定する緊急消防援助隊指揮支援本部の本部長（以

下「指揮支援本部長」という。）に対して、速やかに当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告す

るとともに、次に掲げる事項について確認するものとする。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務 

（４）安全管理に関する体制 

（５）使用無線系統 

（６）地理及び水利の状況 

（７）その他活動上必要な事項 
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２ 統合機動部隊長は、確認した事項について、後続の都道府県大隊及び後方支援本部に対して報告するものとする。 

 
第４章 指揮活動 

（指揮体制） 

第 24 条指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括し、当該被災地に係る

都道府県災害対策本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における緊急消防援助隊の活動の管

理を行うものとする。 

２ 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における陸上（水上を含

む。以下同じ。）に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

３ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における航空に係る緊急消防援助

隊の活動の管理を行うものとする。 

４ 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該都道府県大

隊の活動の指揮を行うものとする。 

５ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該統合機動部

隊の活動の指揮を行うものとする。 

６ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

７ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該ＮＢ

Ｃ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

８ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当

該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。 

９ 中隊長は、都道府県大隊長又は部隊長（指揮支援部隊長を除く。）の指揮の下で、小隊長以下の指揮を行うものとす

る。 

（緊急消防援助隊指揮支援本部の設置） 

第 25 条指揮支援部隊長は、被災地ごとに緊急消防援助隊指揮支援本部（以下「指揮支援本部」という。）を設置するも

のとする。 

２ 指揮支援部隊長は、次に掲げる順位により、指揮支援本部長を指名するものとする。 

（１）第１順位指揮支援隊長 

（２）第２順位都道府県大隊長 

（３）第３順位統合機動部隊長 

（４）第４順位代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長 

３ 指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、市町村が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の陸上に係る活動調整に関すること。 

（３）陸上に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整に関すること。 

（５）指揮本部又は市町村災害対策本部への隊員の派遣に関すること。 

（６）調整本部に対する報告に関すること。 

（７）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

４ 指揮支援本部は、指揮本部及び市町村災害対策本部と緊密な連携を図ることができる場所に設置するものとする。

この場合において、指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、指揮本部又は市町村災害

対策本部へ隊員を派遣するものとする。 

５指揮支援本部長は、同一の災害現場において複数の統合機動部隊又は都道府県大隊が活動する場合、必要に応じて、

これらの複数の隊との間で中心となって調整し、指揮支援本部長へ報告等を行う統括統合機動部隊長又は統括都道

府県大隊長を指名するものとする。 

６ 指揮支援本部長は、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るとともに、当該市町村災害対策本部の会議に参画し、

市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整を行うものとする。 

７ 指揮支援本部長は、指揮本部及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

８ 指揮支援本部は、受援市町村名を冠称し、「○○市町村緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称する。 

（緊急消防援助隊航空指揮支援本部の設置） 

第 26 条指揮支援部隊長は、活動拠点ヘリベースに緊急消防援助隊航空指揮支援本部（以下「航空指揮支援本部」とい

う。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、航空指揮支援隊長を航空指揮支援本部長に指名するものとする。 

３ 航空指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動調整に関すること。 

（２）航空に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（３）調整本部に対する報告に関すること。 

（４）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 
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（５）その他必要な事項に関すること。 

４ 航空指揮支援本部は、航空指揮本部と同一の場所に設置するものとする。この場合において、航空指揮支援本部長

は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、調整本部又は航空運用調整班等へ隊員を派遣するものとする。 

５ 航空指揮支援本部長は、航空指揮本部と緊密に連携するものとする。 

６ 航空指揮支援本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県緊急消防援助隊航空指揮支援本部」と呼称する。 

７ 航空指揮支援本部長は、航空指揮支援隊及び航空小隊に対する輸送・補給活動等が必要な場合には、指揮支援部隊

長に対し、航空後方支援小隊又は後方支援小隊を活動拠点ヘリベース等に派遣するよう要請するものとする。 

（消防庁職員の現地派遣） 

第 27 条長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調整本部又は都道府県災

害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するものとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は航空指揮支援本部に現

地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職員を派遣するものとす

る。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 

（都道府県大隊本部の設置） 

第 28 条都道府県大隊長は、災害現場付近の活動上適当な場所に都道府県大隊本部を設置するものとする。この場合に

おいて、都道府県大隊長を本部長とする。 

２ 都道府県大隊本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）都道府県大隊の活動管理に関すること。 

（２）隊員の安全管理に関すること。 

（３）都道府県大隊の後方支援に関すること。 

（４）被害状況及び都道府県大隊の活動に係る記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関すること。 

（５）被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊との活動調整に関すること。 

（６）指揮支援本部に対する報告に関すること。 

（７）他の都道府県大隊等との調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県大隊本部は、応援都道府県名を冠称し、「○○都道府県大隊本部」と呼称する。 

（現地合同調整所の設置） 

第 29 条指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間における情報共有及び活動

調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとする。 

２ 指揮支援本部長は、必要に応じて、現地合同調整所の設置について指揮者に進言するものとする。 

３ 現地合同調整所が設置された場合、指揮支援本部長は、都道府県大隊長、統合機動部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長、

土砂・風水害機動支援部隊長、代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長の中から必要な者を現地合同調整

所の会議に参画させるものとする。 

４ 前項において参画した者は、現地合同調整所において、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、自衛

隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間の情報共有及び活動調整、必要に応じた関係機関間の相互協力を行う。 

（情報共有等） 

第 30 条消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、都道府県大隊本部及び

後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式１）により情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大隊本部、後方支援本

部及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共有ツール、ヘリコプター動態管理システム

等を積極的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るものとする。特に、緊急消防援助隊動

態情報システム及び支援情報共有ツールを活用し、被害状況や活動状況を撮影した動画及び静止画の共有に努めるも

のとする。 

（活動報告等） 

第 31 条指揮支援部隊長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに緊急消防援助隊の活

動状況その他必要な事項について、消防庁及び調整本部長に対して適宜報告するものとする。 

２ 指揮支援本部長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに陸上に係る緊急消防援助

隊の活動状況その他必要な事項について、指揮者及び調整本部に対して適宜報告するものとする。 

３ 航空指揮支援本部長は、被害状況、受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動状況その他必要

な事項について、ヘリベース指揮者及び調整本部に対して適宜報告するものとする。 

４ 都道府県大隊長は、被害状況、当該都道府県大隊の活動状況その他必要な事項について、指揮支援本部長に対して
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適宜報告するものとする。 

５ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水

害機動支援部隊長は、活動規模、活動結果、活動予定その他必要な事項を記載した活動日報（別記様式２）を作成し、

指揮支援本部長に対して報告するものとする。ただし、第 16 条第２項の規定に基づき、統合機動部隊を編成する小

隊等が後続する都道府県大隊に帰属し、都道府県大隊を編成する小隊として活動を開始する翌日からは統合機動部隊

長の報告は不要とするものとする。 

６ 指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取りまとめ、指揮支援部隊長

に対して報告するものとする。 

７ 航空小隊長及び航空後方支援小隊長は、活動日報（別記様式２）を作成し、航空指揮支援本部長に対して報告する

ものとする。 

８ 航空指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取りまとめ、指揮支援部

隊長に対して報告するものとする。 

９ 指揮支援部隊長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、第６項及び第８項の活動日報を取りまとめ、長

官に対して報告するものとする。 

（通信連絡体制等） 

第 32 条緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として、次のとおり行うものとする。 

（１）消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び関係機関相互の通信連絡

は、有線回線、衛星携帯電話、消防防災無線、防災行政無線、地域衛星通信ネットワーク、防災相互通信用無線（以

下「防災相互波」という。）その他無線を使用する。 

（２）調整本部、指揮支援本部、指揮本部及び都道府県大隊本部相互の無線通信は、統制波１を使用する。 

（３）指揮支援部隊長は、被災地が複数に及び、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、統制波２又は統制波

３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波を指定する。 

（４）指揮支援部隊長は、陸上隊と航空隊の間の情報共有を図るため、必要がある場合は、統制波２又は統制波３の

いずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波を指定するとともに、衛星携帯電話等を活

用する。 

（５）指揮支援本部長は、さらに指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援部隊長と協議し、指定波以

外の統制波を指定することができる。 

（６）都道府県大隊本部、当該都道府県大隊に属する中隊及び統合機動部隊相互の無線通信は、別表のとおり、隊の

属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。 

（７）同一中隊に属する小隊相互、同一統合機動部隊に属する隊相互、同一エネルギー・産業基盤災害即応部隊に属

する隊相互、同一ＮＢＣ災害即応部隊に属する隊相互及び同一土砂・風水害機動支援部隊に属する隊相互の無線通

信は、別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。 

（８）指揮支援本部長は、同一の主運用波を使用する大隊、部隊又は都道府県内応援隊が近接して活動している場合

等においては、指揮支援部隊長と協議し、指定波以外の主運用波を指定することができる。 

（９）航空指揮支援本部、航空指揮本部及び航空部隊に属する小隊相互の無線通信は、航空波を使用する。 

（10）都道府県大隊等に属する小隊の隊員相互の無線通信は、署活動用無線機を使用する。署活動用無線機の使用に

係る事前手続や運用上遵守すべき事項については、消防庁が別で定める。 

（11）無線通信の呼出応答においては、必ず呼出名称を使用する。 

２ 統制波の運用に際し輻輳が確認された場合は、原則として、次のとおり運用するものとする。 

（１）無線統制は、指揮支援部隊長の指示により行う。 

（２）無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、次に掲げる場合を除き、調整本部又

は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。 

ア応援要請を行う場合 

イ隊員、消防車両等の重大な事故が発生した場合 

ウ新たな災害が発生した場合 

エ調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合 

３ 指揮支援部隊長は、防災相互波の使用に関し、関係機関と調整を行うものとする。 

 
第５章防災関係機関との連携 

（防災関係機関等との連絡調整等） 

第 33 条長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等 

との連絡調整を行うものとする。 

（実動関係機関との連携） 

第 34 条緊急消防援助隊は、被災地への出動及び被災地での活動に関して、自衛隊、警察、海上保安庁、ＴＥＣ－ＦＯ

ＲＣＥ（国土交通省が派遣する緊急災害対策派遣隊をいう。）等と連携するものとする。 

なお、被災地での活動に当たっては、防災相互波等の共通の通信手段を活用し、情報共有に努めるものとする。 

（医師等との連携） 

第 35 条緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師、ＤＭＡＴ、ドクターヘリ（救急医療用ヘリコプ

ターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成 19 年法律第 103号）に規定する救急医療用ヘリコプターを
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いう。）等と連携して活動するものとする。 

（調整本部等における防災関係機関との連携） 

第 36 条調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本部は、緊急消防援助隊

の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する

防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部に依頼するものと

する。 

（消防機関との連携） 

第 37 条緊急消防援助隊は、効果的な活動を実施するため、道路、住家位置等の情報提供を受けるなど、被災地消防本

部、消防団及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

 

 

第６章指揮支援実施計画及び受援計画 

（指揮支援実施計画） 

第 38 条統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、統括指揮支援隊及び指揮支援隊の活動を円滑に行う

ための指揮支援実施計画を策定するものとする。 

２ 指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）関係機関との活動調整に関すること。 

（４）現地合同調整所への参画に関すること。 

（５）情報連絡体制に関すること。 

（６）通信支援小隊との連携に関すること。 

（７）その他必要な事項に関すること。 

３ 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、指揮支援実施計画を策定又は変更した場合は、長官及び

当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告するとともに、当該統括指揮支援隊及び指揮支援隊が出動対象と

なる都道府県の知事に対して情報提供するものとする。 

４ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空指揮支援隊の活動を円

滑に行うための航空指揮支援実施計画を策定するものとする。 

５ 航空指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）航空指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）航空指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）情報連絡体制に関すること。 

（４）その他必要な事項に関すること。 

６ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空指揮支援実施計画を策

定又は変更した場合は、長官に対して報告するとともに、航空指揮支援隊が消防本部に属する場合においては、当該

消防本部が属する都道府県の知事に対して報告する。 

（消防本部の受援計画） 

第 39 条消防本部の長は、当該消防本部が管轄する市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合の受援計画

を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）

に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３消防本部の長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、都道府県の受援計画及び地域防災計画の内容と整合を図る

ものとする。 

４ 消防本部の長は、受援計画を策定又は変更した場合は、都道府県知事に報告する。 

 

第７章その他 

（消防本部等の訓練） 

第 40 条登録市町村の消防本部及び登録都道府県の航空消防隊は、平常時から緊急消防援助隊の連携活動能力の向上に
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必要な訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るものとする。 

（緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗） 

第 41 条長官は、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に対して、緊急消防援助隊登録証及び緊

急消防援助隊旗を交付するものとする。 

２ 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。 

（その他） 

第 42 条この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定める。 

 

 

附則 

この要綱は、平成27 年４月１日から施行する。 

附則（平成28 年３月30 日消防広第80 号） 

この要綱は、平成28 年４月1 日から施行する。 

ただし、第22 条第１項第２号から第７号まで（第４号を除く。）及び同条第２項の規定は、平成 

28 年６月１日から施行する。 

附則（平成29 年３月28 日消防広第93 号） 

この要綱は、平成29 年４月１日から施行する。 

附則（平成31 年３月８日消防広第35 号） 

この要綱は、平成31 年４月１日から施行する。 

附則（令和２年７月17 日消防広第190 号） 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 
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資料 4 五都市消防相互応援協定 

 

五都市消防相互応援協定 

（目的） 

第１条 この協定は，消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３９条の規定に基づき，名古屋市，

京都市，大阪市，堺市及び神戸市（以下「協定市」という。）が相互の消防応援体制を確立して，災

害に対処することを目的とする。 

（対象とする災害） 

第２条 この協定の対象とする災害は，次に掲げるものとする。 

⑴ 地震による災害，風水害その他の大規模な自然災害 

⑵ 高層建築物，危険物施設，林野等に係る大規模又は特殊な災害 

⑶ 船舶，航空機，列車，自動車その他の交通機関に係る大規模又は特殊な災害 

⑷ その他特異な消防活動を要する災害 

（応援要請） 

第３条 応援要請は，前条各号に規定する災害が発生した市（消防事務を受託している区域を含む。以

下「受援市」という。）の消防長が受援市の消防力によっては，災害の防御，救助，救急活動等が著

しく困難であると認める場合に，他の協定市（以下「応援市」という。）の消防長に対して行うもの

とする。 

２ 応援市は，災害の規模，状況等により，応援の必要があり，かつ，受援市が応援要請を行うことが

特に困難であると認めた場合は，当該要請を待つことなく，応援することができるものとする。 

３ 応援市の消防長は，前項の規定による応援を行う場合は，その旨を速やかに受援市の消防長に通報

するものとする。 

（応援隊の派遣） 

第４条 応援市の消防長は，前条第１項の応援要請を受けた場合は，業務に重大な支障がある場合を除

き応援隊を派遣するものとする。 

２ 応援市の消防長は，前条第１項の応援要請に応じることができない場合は，その旨を 速やかに受

援市の消防長に通報するものとする。 

３ 応援隊は，消防隊，救急隊，救助隊，指揮隊，航空隊その他の隊により必要に応じて編成するもの

とする。 

（応援隊の指揮） 

第５条 受援市における応援隊は，受援市の消防長の指揮の下に活動するものとする。 

（経費の負担） 

第６条 応援活動に要する経費の負担については，次の区分によるものとする。 

 ⑴ 応援市において負担する経費 

  ア 応援職員の人件費 

  イ 燃料，資器材，食料，宿泊等の経費。ただし，受援市が調達したものは受援市の 

   負担とする。 

  ウ 車両，航空機，資器材等の修理費 

  エ 応援職員の公務災害に係る災害補償費 

 ⑵ 受援市において負担する経費 
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  ア 受援市が応援市に対して特別に調達を要請した燃料，資器材，食料等の経費 

  イ 受援市の指揮下における活動中に発生した第三者に対する損害補償及び損失補償に要する経費。

ただし，応援市の重大な過失により発生した損害は応援市の負担とする。 

２ 前項各号に掲げるもの以外の経費の負担については，そのつど応援市及び受援市が協議のうえ，決定

するものとする。 

（実施細目） 

第７条 この協定の実施について必要な事項は，協定市の消防長が協議のうえ，決定するものとする。 

（疑義の協議） 

第８条 この協定に規定していない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については，そのつど

協定市が協議のうえ，決定するものとする。 

   附 則 

１ この協定は，平成２４年３月１日から効力を生じる。 

２ この協定の締結に伴い，平成１８年９月１日名古屋市，京都市，大阪市及び神戸市において締結した

四都市消防相互応援協定は廃止する。 

３ この協定の成立を証明するため，正本５通を作成し，協定市の長が記名押印のうえ，各自１通を保管

する。 

 

    平成２４年３月１日 

 

 

 

                 名古屋市長  河 村 た か し 

 

                 京 都 市 長       門 川 大 作 

 

                 大 阪 市 長       橋 下  徹 

 

堺 市 長  竹 山 修 身 

 

                 神 戸 市 長       矢 田 立 郎 
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資料 5 兵庫県広域消防相互応援協定 

 

兵庫県広域消防相互応援協定 

 

（目的） 
第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39 条の規定に基づき、兵庫県下の市

町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合（以下「市町等」という。）相互の消防広域応
援体制を確立して、大規模又は特殊な災害（以下「大規模災害等」という。）に対処することを目的
とする。 

（地域区分） 
第２条 兵庫県下を次の地域に区分するものとする。 
(1) 阪神地域 
   尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、篠山市、丹波市及び猪名川町 
(2) 神戸地域 
   神戸市 

(3) 東播地域 
   明石市、淡路広域消防事務組合、加古川市、北はりま消防組合、三木市、高砂市及び小野市 
(4) 西播地域 
     姫路市、西はりま消防組合及び赤穂市 
(5) 但馬地域 

豊岡市、南但広域行政事務組合及び美方郡広域事務組合 
（災害種別及び規模） 
第３条 この協定において、大規模災害等とは次の各号に掲げるもののうち、応援活動を必要とするも

のをいう。 
(1) 大規模林野火災、高層建築物火災、危険物火災その他特殊火災 
(2) 地震、風水害その他大規模な自然災害 
(3) 航空機事故及び列車事故等で、大規模又は特殊な救急・救助事故 
(4) 毒性物質、生物剤、放射性物質に係る事故による災害 

（応援の種別） 
第４条 応援の種別は、次のとおりとする。 
(1) 地域内応援 
   第２条に規定する地域内の市町等に対する応援 
(2) 県内応援 
   前号に規定する地域以外の市町等に対する応援 

（応援要請の手続） 
第５条 応援要請は、被災した場所を管轄する市町等（以下「被災地」という。）の消防長が行うもの

とする。ただし、災害の規模等により被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合には、要請
があったものとみなす。 

２ 要請は、被災地の消防長が、あらかじめ定められた地域の代表消防本部を通じて、応援を求めよう
とする市町等の消防長に対し、電話、ファクシミリ又は兵庫県衛星通信ネットワークにより行うもの
とする。 

３ 応援の要請に際しては、次の各号に定める事項を連絡するものとする。 
(1) 災害の発生場所及び概要 
(2) 必要とする車両、人員及び資機材 
(3) 集結場所及び活動内容 
(4) その他必要事項 
４ 応援要請を行った市町等は、その旨を兵庫県消防主管課に対して通報するものとする。 

（応援隊の手続） 
第６条 前条の規定により応援要請を受けた市町等の消防長は、応援を行うことが可能と判断した場

合は、被災地の消防長に対してその旨を連絡するものとする。 
（応援の中断） 
第７条 応援を行った市町等（以下「応援市町等」という。）に応援隊を帰還させるべき特別の事態が

生じた場合においては、応援市町等は、応援を受けた市町等（以下「受援市町等」という。）と協議
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のうえ応援を中断することができるものとする。 
（応援隊の指揮） 
第８条 応援隊は、消防組織法第 47 条の規定に基づき、受援市町等の長の指揮の下に行動するものと

する。 
（応援経費） 
第９条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。 
(1) 応援市町等において負担する経費 
ア 公務災害補償に要する経費 
イ 旅費及び出動手当 
ウ 受援市町等との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 
エ 被服の損料等 
オ 上記以外の人件費その他の経費 
(2) 受援市町等において負担する経費 
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 
イ 宿泊費及び食料費 
ウ 当該応援のために特別に必要になった車両及び機械器具の修理費 
エ 賞じゅつ金、賞慰金 
オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市町等に対して当該損害を対象

として保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額） 
ただし、応援市町等の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は応援市町等の負担と

する。 
カ 化学消火薬剤等の資機材費 

２ 本条において、受援市町等において負担する経費については、応援市町等は特段の事情がない限
り、部隊の帰庁後 3ヶ月以内に別記様式により請求するものとする。 

（航空消防隊の要請） 
第 10条 航空消防隊を要請する場合は、兵庫県が定める要綱によるものとする。 

（協議） 
第 11条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、そのつど市町等が協議のうえ

決定するものとする。 
（委任） 
第 12条 この協定の実施に関し、必要な事項については市町等の消防長等が協議して定めるものとす

る。 
（実施期日） 
第 13条 この協定は、平成 25年 10月 23日から実施する。 

 
附 則 
１ 兵庫県広域消防相互応援協定（平成 24年 3月 27日締結）は、廃止する。 
２ 本協定の成立を証するため、協定書 24 通を作成し、市町等において記名押印のうえ、各１通を
保有するものとする。 
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資料 6 神戸市・芦屋市消防相互応援協定書 

 

神戸市・芦屋市消防相互応援協定書 
 

（目的） 
第 1条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39条の規定に基づき、神戸市（以下「甲」

という。）又は芦屋市（以下「乙」という。）の区域内において火災、水災若しくはその他の災害又は救
急事故（以下「災害等」という。）が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万
全を期することを目的とする。 

（応援の種別・区域） 
第２条 災害等の相互応援は、次の区分により行うものとする。 
 (1) 通常応援 

別表第 1に定める区域内において災害等が発生し、又は発生するおそれがあることを甲乙いずれ
かが覚知した場合に、災害等の発生場所を管轄する市（以下「被災地」という。）の消防長からの要
請を待たずに出動する応援 

 (2) 特別応援 
別表第 2に定める区域内において災害等が発生した場合に、被災地の消防長の要請に基づき出動

する応援（ただし、災害等の状況により、被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合は、
被災地の消防長から要請があったものとみなす。） 

（通常応援の方法） 
第 3 条 前条第 1 号の場合において、応援を行う市の消防長は、被災地の消防長に通知するとともに、
その災害等に応じた消防隊又は救急隊（以下「消防隊等」という。）を出動させて必要な措置を行うも
のとする。 

（特別応援の方法） 
第 4 条 第 2 条第 2 号の場合において、応援要請を受けた市の消防長は、その災害等に応じた消防隊等

を応援出動させるものとする。ただし、応援要請を受けた市の区域内において災害等が発生し、消防隊
等を応援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。 

２ 被災地の消防長は、応援要請に際して、次の事項を、応援を求めようとする市の消防長に通知するも
のとする。 

 (1) 災害等の種別及びその概要並びに発生場所 
 (2) 必要な機械器具及び化学消火薬剤 
 (3) 誘導員の配置の有無及びその位置 
 (4) 応援要請に係る連絡担当者の所属及び氏名 
 (5) その他応援要請に必要な事項 
（通報義務） 
第 5条 応援を受けた市（以下｢受援市｣という。）の区域内において災害等が発生したことを覚知した応
援を行った市（以下｢応援市｣という。）の消防長は、遅滞なく受援市の消防長に通報するものとする。 

（指揮権） 
第 6条 応援市の消防隊等は、受援市長の委任を受けた消防長の指揮のもとに活動するものとする。 
（応援に係る経費） 
第 7条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。 
 (1) 応援市において負担する経費 
  ア 公務災害補償に要する経費 
  イ 旅費及び出動手当 
  ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 

エ 被服の損料等 
オ 上記以外の人件費その他の経費 

 (2) 受援市において負担する経費 
  ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 

イ 宿泊費及び食料費 
ウ 特別に必要になった車両及び機械器具の修理費 

  エ 賞じゅつ金、賞慰金 
  オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市に対して当該損害を対象とし

て保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額）。ただし、応援市の故意又は
重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は、応援市の負担とする。 

  カ 化学消火薬剤等の資機材費 



■ 協定関連資料 

［消防組織にかかる応援協定］ 

－551－ 

２ 前項に規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。 
（資料の交換） 
第 8条 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料
の内容に変更があった場合も同様とする。 

（情報交換会） 
第 9条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。 
（協議） 
第 10条 甲又は乙が協定の内容について疑義が生じた場合、又は改正する必要があると認めた場合、甲

及び乙は協議のうえ決定するものとする。 
（委任） 
第 11条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の消防長が協議して定めるものとする。 
附  則 
１ この協定は、締結の日から施行する。 
２ 神戸市・芦屋市消防相互応援協定書（昭和 45年 3月 9日締結）は廃止する。 
３ この協定の締結前に廃止前の神戸市・芦屋市消防相互応援協定書（以下「旧協定」という。）に基づ

いて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。 
 本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとす
る。 
 

  平成 18年 9月 6日 
 

甲   神戸市長  矢 田  立 郎 
乙   芦屋市長  山 中   健 

 
別表第 1（第 2条第 1号関係） 
通常応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 

１ 神戸市と芦屋市の境界に係る神戸市域 
２ 兵庫県道高速湾岸線（以下「５号湾岸線」
という。）下り線のうち深江浜ランプウェイ以
東の神戸市域に係る区域 

災害等に応じた消防隊等 

芦屋市 
１ 芦屋市と神戸市の境界に係る芦屋市域 
２ 兵庫県道高速神戸西宮線上り線及び５号
湾岸線上り線のうち芦屋市域に係る区域 

 
別表第２（第 2 条第 2 号関係） 
特別応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 神戸市域 
災害等に応じた消防隊等 

芦屋市 芦屋市域 

注 災害等の規模により両市の消防力のみでは対応が困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援協定により兵庫

県下の消防本部からの出動を要請するものとする。 

 

 

（参考）芦屋市の連絡担当部局：警防課（℡ 0797-32-2345,Fax 0797-32-0119） 
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資料 7 神戸市・西宮市消防相互応援協定書 

 

神戸市・西宮市消防相互応援協定書 
（目的） 
第 1条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39条の規定に基づき、神戸市（以下「甲」

という。）又は西宮市（以下「乙」という。）の区域内において火災、水災若しくはその他の災害又は救
急事故（以下「災害等」という。）が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万
全を期することを目的とする。 

（応援の種別・区域） 
第２条 災害等の相互応援は、次の区分により行うものとする。 

(1) 通常応援 
別表第 1に定める区域内において災害等が発生し、又は発生するおそれがあることを甲乙いずれ

かが覚知した場合に、災害等の発生場所を管轄する市（以下「被災地」という。）の消防長からの要
請を待たずに出動する応援 

(2) 特別応援 
別表第 2に定める区域内において災害等が発生した場合に、被災地の消防長の要請に基づき出動

する応援（ただし、災害等の状況により、被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合は、
被災地の消防長から要請があったものとみなす。） 

（通常応援の方法） 
第 3 条 前条第 1 号の場合において、応援を行う市の消防長は、被災地の消防長に通知するとともに、
その災害等に応じた消防隊又は救急隊（以下「消防隊等」という。）を出動させて必要な措置を行うも
のとする。 

（特別応援の方法） 
第 4 条 第 2 条第 2 号の場合において、応援要請を受けた市の消防長は、その災害等に応じた消防隊等

を応援出動させるものとする。ただし、応援要請を受けた市の区域内において災害等が発生し、消防隊
等を応援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。 

（通報義務） 
第 5条 応援を受けた市（以下｢受援市｣という。）の区域内において災害等が発生したことを覚知した応
援を行った市（以下｢応援市｣という。）の消防長は、遅滞なく受援市の消防長に通報するものとする。 

（指揮権） 
第 6条 応援市の消防隊等は、受援市長の委任を受けた消防長の指揮のもとに活動するものとする。 
（応援に係る経費） 
第 7条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 応援市において負担する経費 
  ア 公務災害補償に要する経費 
  イ 旅費及び出動手当 
  ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 

エ 被服の損料等 
オ 上記以外の人件費その他の経費 

(2) 受援市において負担する経費 
  ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 

イ 宿泊費及び食料費 
ウ 特別に必要になった車両及び機械器具の修理費 

  エ 賞じゅつ金、賞慰金 
  オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市に対して当該損害を対象とし

て保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額）。ただし、応援市の故意又は
重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は、応援市の負担とする。 

  カ 化学消火薬剤等の資機材費 
２ 前項に規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。 
（資料の交換） 
第 8条 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料
の内容に変更があった場合も同様とする。 

（情報交換会） 
第 9条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。 
（協議） 
第 10条 甲又は乙が協定の内容について疑義が生じた場合、又は改正する必要があると認めた場合、甲
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及び乙は協議のうえ決定するものとする。 
（委任） 
第 11条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の消防長が協議して定めるものとする。 
附 則 
 （施行期日） 
１ この協定は、締結の日から施行する。 
 （旧協定の廃止） 
２ 神戸市・西宮市消防相互応援協定書（平成 15年 7月 1日締結）は廃止する。 
 （締結前の経費負担） 
３ この協定の締結前に廃止前の神戸市・西宮市消防相互応援協定書（以下「旧協定」という。）に基づ
いて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。 
 （保管） 
４ 本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとす
る。 
 
  平成 19年 1月 18日 

甲   神戸市長  矢 田  立 郎 
乙   西宮市長  山 田   知 

 
別表第１（第２条第１号関係） 

通常応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 

１ 北区道場町のうちＪＲ福知山線以南に係る区域 
２ 北区八多町のうち県道市野瀬有馬線以北及び上小名田以東に係
る区域 
３ 北区菖蒲が丘 
４ 北区西山 
５ 北区京地 
６ 北区藤原台北町 
７ 北区藤原台中町 
８ 北区藤原台南町 
９ 北区有野町のうち県道市野瀬有馬線以北に係る区域 
10 北区有野台 
11 北区東有野台 
12 北区有馬町 
13 北区有野中町 
14 兵庫県道高速神戸西宮線（以下「３号神戸線」という。）下り線
のうち深江ランプウェイ以東の神戸市域に係る区域 
15 兵庫県道高速北神戸線（以下「７号北神戸線」という。）上り線
のうち有馬口ランプウェイ以東の神戸市域に係る区域 

災害等に 
応じた隊 

西宮市 

１ 山口町 
２ 北六甲台 
３ すみれ台 
４ 兵庫県道高速湾岸線（以下「５号湾岸線」という。）上り線のう
ち西宮浜ランプウェイ以西の西宮市域に係る区域 
５ ７号北神戸線下り線のうち西宮山口南ランプウェイ以西の西宮
市域に係る区域 

災害等に 
応じた隊 

 
別表第２（第２条第２号関係） 

特別応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 神戸市域 
災害等に応じた隊 

西宮市 西宮市域 

注 災害の規模により両市の消防力のみの対応では困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援協定により兵庫県下の消防本

部からの出動を要請するものとする。 

（参考）西宮市の連絡担当部局：消防課（℡ 0798-26-0119,Fax 0797-36-2460） 
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資料 8 神戸市・三田市消防相互応援協定書 

 

神戸市・三田市消防相互応援協定書 
 

（目的） 
第 1条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39条の規定に基づき、神戸市（以下「甲」

という。）又は三田市（以下「乙」という。）の区域内において火災、水災若しくはその他の災害又は救
急事故（以下「災害等」という。）が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万
全を期することを目的とする。 

（応援の種別・区域） 
第２条 災害等の相互応援は、次の区分により行うものとする。 

(1) 通常応援 
別表第 1に定める区域内において災害等が発生し、又は発生するおそれがあることを甲乙いずれ

かが覚知した場合に、災害等の発生場所を管轄する市（以下「被災地」という。）の消防長からの要
請を待たずに出動する応援 

(2) 特別応援 
別表第 2に定める区域内において災害等が発生した場合に、被災地の消防長の要請に基づき出動

する応援（ただし、災害等の状況により、被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合は、
被災地の消防長から要請があったものとみなす。） 

（通常応援の方法） 
第 3 条 前条第 1 号の場合において、応援を行う市の消防長は、被災地の消防長に通知するとともに、
その災害等に応じた消防隊又は救急隊（以下「消防隊等」という。）を出動させて必要な措置を行うも
のとする。 

（特別応援の方法） 
第 4 条 第 2 条第 2 号の場合において、応援要請を受けた市の消防長は、その災害等に応じた消防隊等

を応援出動させるものとする。ただし、応援要請を受けた市の区域内において災害等が発生し、消防隊
等を応援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。 

（通報義務） 
第 5条 応援を受けた市（以下｢受援市｣という。）の区域内において災害等が発生したことを覚知した応

援を行った市（以下｢応援市｣という。）の消防長は、遅滞なく受援市の消防長に通報するものとする。 
（指揮権） 
第 6条 応援市の消防隊等は、受援市長の委任を受けた消防長の指揮のもとに活動するものとする。 
（応援に係る経費） 
第 7条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 応援市において負担する経費 
  ア 公務災害補償に要する経費 
  イ 旅費及び出動手当 
  ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 

エ 被服の損料等 
オ 上記以外の人件費その他の経費 

(2) 受援市において負担する経費 
  ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 

イ 宿泊費及び食料費 
ウ 特別に必要になった車両及び機械器具の修理費 

  エ 賞じゅつ金、賞慰金 
  オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市に対して当該損害を対象とし

て保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額）。ただし、応援市の故意又は
重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は、応援市の負担とする。 

  カ 化学消火薬剤等の資機材費 
２ 前項に規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。 
（資料の交換） 
第 8条 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料
の内容に変更があった場合も同様とする。 

（情報交換会） 
第 9条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。 
（協議） 



■ 協定関連資料 

［消防組織にかかる応援協定］ 

－555－ 

第 10条 甲又は乙が協定の内容について疑義が生じた場合、又は改正する必要があると認めた場合、甲
及び乙は協議のうえ決定するものとする。 

（委任） 
第 11 条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の消防長が協議して覚書に定めるものとする。 
附 則 
 （施行期日） 
１ この協定は、締結の日から施行する。 
 （旧協定の廃止） 
２ 神戸市・三田市消防相互応援協定書（平成 16年 12月 1日締結）は廃止する。 
 （締結前の経費負担） 
３ この協定の締結前に廃止前の神戸市・三田市消防相互応援協定書（以下「旧協定」という。）に基づ
いて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。 
 （保管） 
４ 本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとす
る。 
 
  平成 19年 1月 12日 
 

甲   神戸市長  矢 田  立 郎 
乙   三田市長  岡 田  義 弘 

 
別表第 1（第 2条第 1号関係） 
通常応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 

１ 北区長尾町 
２ 北区道場町（生野字南山を除く。） 
３ 北区鹿の子台北町 
４ 北区鹿の子台南町 
５ 北区上津台 
６ 北区赤松台 災害等に応じた消防隊等 

三田市 

神戸市及び三木市と三田市との境界線、県道下
相野東条線、県道福住三田線、国道 176 号並び
に三輪交差点と山田川滑谷えん堤と大岩岳とを
結ぶ線によって囲まれた区域 

 
 
 
別表第２（第 2 条第 2 号関係） 
特別応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 神戸市域 
災害等に応じた消防隊等 

三田市 三田市域 

注 災害等の規模により両市の消防力のみでは対応が困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援協定等により兵

庫県下の消防本部からの出動を要請するものとする。 

 

（参考）三田市の連絡担当部局：通信司令室（℡ 079-564-0119,Fax 079-563-1230） 
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資料 9 神戸市・三木市消防相互応援協定書 

 

神戸市・三木市消防相互応援協定書 
 

（目的） 
第 1条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39条の規定に基づき、神戸市（以下「甲」

という。）又は三木市（以下「乙」という。）の区域内において火災、水災若しくはその他の災害又は救
急事故（以下「災害等」という。）が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万
全を期することを目的とする。 

（応援の種別・区域） 
第２条 災害等の相互応援は、次の区分により行うものとする。 

(1) 通常応援 
別表第 1に定める区域内において災害等が発生し、又は発生するおそれがあることを甲乙いずれ

かが覚知した場合に、災害等の発生場所を管轄する市（以下「被災地」という。）の消防長からの要
請を待たずに出動する応援 

(2) 特別応援 
別表第 2に定める区域内において災害等が発生した場合に、被災地の消防長の要請に基づき出動

する応援（ただし、災害等の状況により、被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合は、
被災地の消防長から要請があったものとみなす。） 

（通常応援の方法） 
第 3 条 前条第 1 号の場合において、応援を行う市の消防長は、被災地の消防長に通知するとともに、
その災害等に応じた消防隊又は救急隊（以下「消防隊等」という。）を出動させて必要な措置を行うも
のとする。 

（特別応援の方法） 
第 4 条 第 2 条第 2 号の場合において、応援要請を受けた市の消防長は、その災害等に応じた消防隊等

を応援出動させるものとする。ただし、応援要請を受けた市の区域内において災害等が発生し、消防隊
等を応援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。 

（通報義務） 
第 5条 応援を受けた市（以下｢受援市｣という。）の区域内において災害等が発生したことを覚知した応
援を行った市（以下｢応援市｣という。）の消防長は、遅滞なく受援市の消防長に通報するものとする。 

（指揮権） 
第 6条 応援市の消防隊等は、受援市長の委任を受けた消防長の指揮のもとに活動するものとする。 
（応援に係る経費） 
第 7条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 応援市において負担する経費 
ア 公務災害補償に要する経費 
イ 旅費及び出動手当 
ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 
エ 被服の損料等 
オ 上記以外の人件費その他の経費 

(2) 受援市において負担する経費 
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 
イ 宿泊費及び食料費 
ウ 特別に必要になった車両及び機械器具の修理費 
エ 賞じゅつ金、賞慰金 
オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市に対して当該損害を対象とし
て保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額）。ただし、応援市の故意又は
重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は、応援市の負担とする。 

カ 化学消火薬剤等の資機材費 
２ 前項に規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。 
（資料の交換） 
第 8条 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料
の内容に変更があった場合も同様とする。 

（情報交換会） 
第 9条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。 
（協議） 
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第 10条 甲又は乙が協定の内容について疑義が生じた場合、又は改正する必要があると認めた場合、甲
及び乙は協議のうえ決定するものとする。 

（委任） 
第 11条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の消防長が協議して定めるものとする。 
附 則 
（施行期日） 
１ この協定は、締結の日から施行する。 
（旧協定の廃止） 
２ 神戸市・三木市消防相互応援協定書（平成 17年 10月 24日締結）は廃止する。 
（締結前の経費負担） 
３ この協定の締結前に廃止前の神戸市・三木市消防相互応援協定書（以下「旧協定」という。）に基づ

いて行った応援の経費の負担については、旧協定の例による。 
（保管） 
４ 本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとす
る。 
平成 19年 1月 19日 
 

甲   神戸市長  矢 田  立 郎 
乙   三木市長  藪 本  吉 秀 

 
別表第 1（第 2条第 1号関係） 
通常応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 神戸市と三木市の境界に係る神戸市域 
災害等に応じた消防隊等 

三木市 三木市と神戸市の境界に係る三木市域 

 
別表第２（第 2条第 2号関係） 
特別応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 神戸市域 
災害等に応じた消防隊等 

三木市 三木市域 

注 災害等の規模により両市の消防力のみでは対応が困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援協定によ
り兵庫県下の消防本部からの出動を要請するものとする。 

 

（参考）三木市の連絡担当部局：警備課通信係（℡ 0794-82-0119,Fax 0794-82-9167） 
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資料 10 神戸市・加古川市消防相互応援協定書 

 

神戸市・加古川市消防相互応援協定書 
 

（目的） 
第 1条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39条の規定に基づき、神戸市（以下「甲」

という。）及び加古川市（以下「乙」という。）の管轄区域内において火災、水災若しくはその他の災害
又は救急事故が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万全を期することを目
的とする。 
（管轄区域及び管轄区域内の消防事務を統括する消防機関の名称等） 

第２条 この協定における甲及び乙の管轄区域並びにその区域内の消防事務を処理する行政機関の名称
及びその消防事務を統括する長は、次の各号に揚げるとおりとする。 
(1) 甲の管轄区域は、神戸市全域とし、区域内の消防事務は、神戸市消防局が処理し、神戸市消防長

が統括する。 
(2) 乙の管轄区域は、加古川市、稲美町及び播磨町の全域とし、区域内の消防事務は加古川市消防本

部が処理し、加古川市消防長が統括する。 
なお、稲美町及び播磨町の区域の消防事務は、「加古郡稲美町と加古川市との間における消防事務

委託に関する規約」（昭和５７年４月１日締結）及び「加古郡播磨町と加古川市との間における消防
事務委託に関する規約」（昭和５３年４月１日締結）に基づき行うものとする。 

（応援隊） 
第 3条 この協定における応援は、甲及び乙の消防本部の消防隊又は救急隊（以下「消防隊等」という。）
により行うものとする。 
（応援の種別及び区域） 

第 4条 火災、水災若しくはその他の災害（稲美町及び播磨町における水防に関するものは除く。）又は
救急事故（以下これらを「災害等」という。）の相互応援は、次の区分により行うものとする。 
(1) 通常応援 

別表第１に定める区域内において災害等が発生し、若しくは発生のおそれがあることを甲乙いず
れかが覚知した場合に、災害等の発生場所を管轄する市（以下「被災地」という。）の消防長からの
要請を待たずに出動する応援 

(2) 特別応援 
別表第２に定める区域内において災害等が発生した場合に、被災地の消防長の要請に基づき出動

する応援（ただし、災害等の状況により、被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合は、
被災地の消防長から要請があったものとみなす。） 

（通常応援の方法） 
第 5 条 前条第 1 号の場合において、応援を行う市の消防長は、被災地の消防長に通知するとともに、
その災害等に応じた消防隊等を出動させて必要な措置を行うものとする。 
（特別応援の方法） 

第 6 条 第 4 条第 2 号の場合において、応援要請を受けた市の消防長は、その災害等に応じた消防隊等
を応援出動させるものとする。ただし、応援要請を受けた市の区域内において災害等が発生し、消防隊
等を応援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。 
（通報） 

第 7条 応援を行った市（以下「応援市」という。）の消防長は、応援を受けた市（以下「受援市」とい
う。）の区域内において災害等が発生したことを覚知した場合は、遅滞なく受援市の消防長に通報する
ものとする。 
（指揮権） 

第 8条 応援市の消防隊等は、受援市長から委任を受けた消防長の指揮のもとに活動するものとする。 
（応援に係る経費） 

第 9条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。 
(1) 応援市において負担する経費 
ア 公務災害補償に要する経費 
イ 旅費及び出動手当 
ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 
エ 被服の損料等 
オ 上記以外の人件費その他の経費 

(2) 受援市において負担する経費 
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 
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イ 宿泊費及び食料費 
ウ 特別に必要になった車両及び機械器具の修理費 
エ 賞じゅつ金、賞慰金 
オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市に対して当該損害を対象とし
て保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額） 
ただし、応援市の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は応援市の負担とする。 

カ その他化学消火薬剤等の資機材費 
２ 前項に規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。 
（資料の交換） 
第 10条 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資

料の内容に変更があった場合も同様とする。 
（情報交換会） 
第 11条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。 
（協議） 
第 12条 甲又は乙が協定の内容について疑義が生じた場合、又は改正する必要があると認めた場合、甲

及び乙は協議のうえ決定するものとする。 
（委任） 
第 13条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の消防長が協議して定めるものとする。 
附 則 
１ この協定は、締結の日から施行する。 
２ 神戸市・加古川市消防相互応援協定書（昭和 59年 3月 30日締結）は廃止する。 
３ この協定の締結前に廃止前の神戸市・加古川市消防相互応援協定に基づいて行った応援の経費の負
担については、旧協定の例による。 
本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとす
る。 

平成 19年 3月 22日 
 

甲    神戸市長     矢田 立郎 
乙    加古川市長    樽本 庄一 

 
別表第 1（第 3条第 1号関係） 
通常応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 

１ 神戸市西区神出町 
２ 神戸市西区岩岡町 
３ 神戸市西区福吉台 
４ 神戸市西区上新地 
５ 神戸市西区竜が岡 
６ 神戸市西区大沢 

災害等に応じた消防隊等 

加古川市 稲美町全域 

 
別表第 2（第 3条第 2号関係） 
特別応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 神戸市全域 

災害等に応じた消防隊等 
加古川市 

１ 加古川市全域 
２ 稲美町全域 
３ 播磨町全域 

注 災害等の規模により両市の消防力のみでは対応が困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援協定等に
より兵庫県下の消防本部からの出動を要請するものとする。 

 

（参考）加古川市の連絡担当部局：指令課（℡ 079-424-0119,Fax 079-424-0530） 
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資料 11 神戸市・明石市消防相互応援協定書 

 

神戸市・明石市消防相互応援協定書 

 
（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39条の規定に基づき、神戸市（以下「甲」
という。）又は明石市（以下「乙」という。）の区域内において火災及び火災を除く災害又は救急事故（以
下「災害等」という。）が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万全を期する
ことを目的とする。 
（応援の種別・区域） 

第２条 災害等の相互応援は、次の区分により行うものとする。 
（１）通常応援 
   別表第 1 に掲げる区域内において災害等が発生し、若しくは発生する恐れがあることを甲乙いず

れかが覚知した場合に、災害等の発生場所を管轄する市（以下「被災地」という。）の消防長からの
要請を待たずに出動する応援 

（２）特別応援 
別表第 2 に掲げる区域内において災害等が発生した場合に、被災地の消防長の要請に基づき出

動する応援（ただし、災害等の状況により、被災地の消防長からの要請を待たずに応援出動した場
合は、被災地の消防長から要請があったものとみなす。） 

（通常応援の方法） 
第３条 前条第 1号の場合において、応援を行う市の消防長は、被災地の消防長に通知するとともに、そ
の災害等に応じた消防隊又は救急隊（以下「消防隊等」という。）を出動させて必要な措置を行うもの
とする。 

（特別応援の方法） 
第４条 第 2 条第 2 号の場合において、応援要請を受けた市の消防長は、その災害等に応じた消防隊等

を出動させるものとする。ただし、応援要請を受けた市の区域内において災害が発生し、消防隊等を応
援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。 
（通報義務） 

第５条 応援を受けた市（以下「受援市」という。）の区域内において災害等が発生したことを覚知した
応援を行った市（以下「応援市」という。）の消防長は、遅滞なく受援市の消防長に通報するものとす
る。 
（指揮権） 

第６条 応援市の消防隊等は、受援市長の委任を受けた消防長の指揮の下に活動するものとする。 
（応援に係る経費） 

第７条 この協定に基づく応援に係る経費の負担は、次の各号に定めるところによる。 
（１）応援市において負担する経費 

ア 公務災害補償に要する経費 
イ 旅費及び出動手当 
ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 
エ 被服の損料等 
オ 上記以外の人件費その他の経費 

（２）受援市において負担する経費 
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 
イ 宿泊費及び食料費 
ウ 特別に必要になった車両及び機械器具の修理費 
エ 賞じゅつ金、賞尉金 
オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市に対して当該損害を対象とし
て保険金等が支払われ場合には、当該保険金等の額を控除した額）。ただし、応援市の故意又は重
大な過失に基づく損害賠償に要する経費は、応援市の負担とする。 

カ 化学消火薬剤等の資機材費 
２ 前項の規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。 

（資料の交換） 
第８条 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料
の内容に変更があった場合も同じとする。 
（情報交換会） 

第９条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。 
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（協定の改正） 
第 10条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙が協議のうえ決定

するものとする。 
２ 前項の協議の結果、改正を行う場合、本協定書を破棄し、新たに協定を締結するものとする。 

（委任） 
第 11条 この協定の実施に関する必要事項は、甲及び乙の消防長が協議して定めるものする。 
（実施期日） 

第 12条 この協定は、平成 19年 2月 6日から実施する。 
 
附 則 
１ 神戸市・明石市消防相互応援協定書（平成 15年 2月 12日締結）は廃止する。 
２ この協定の締結前に廃止前の神戸市・明石市消防相互応援協定書（以下「旧協定書」という。）に基

づいて行った応援の経費の負担については、旧協定書の例による。 
本協定の成立を証するため、協定書を 2 通作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものと
する。 

 
平成 19年 2月 6日 
 

甲  神戸市長  矢田 立郎 
乙  明石市長  北口 寛人 

 
別表第 1 
通常応援出動区分表 

応援市 出動区域 出動隊 

神戸市 

１ 神戸市と明石市の境界に係る明石市域 
２ 第二神明道路下り高丸 IC から大蔵谷 IC まで
の間及び玉津 IC から大久保 IC までの間並びに第
二神明道路上り大蔵谷 IC から高丸 IC までの間の
明石市域 

災害等に応じた消防隊等 

明石市 

１ 神戸市と明石市の境界に係る神戸市域 
２ 第二神明道路下り大久保 IC から明石西 IC ま
での間及び第二神明道路上り明石西 ICから玉津 IC
までの間の神戸市域 

災害等に応じた消防隊等 

注 1．表中の「IC」はインターチェンジをいう。 
注２．表中の「隊」は、消火隊、救急隊、救助隊などをいい、応援隊の判断によりその数を決定すること

ができる。 
 
別表第２ 
特別応援出動区分表 

応援市 出動区域 出動隊 

神戸市 明石市域 
災害等に応じた消防隊等 

明石市 神戸市域 

注 災害の規模により両市の消防力のみの対応では困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援協定等によ
り兵庫県下の消防本部からの出動を要請する。 

 

（参考）明石市の連絡担当部局：情報指令室（℡ 078-921-0119,Fax 078-927-0119） 
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資料 12 神戸市・宝塚市消防相互応援協定書 

 

神戸市・宝塚市消防相互応援協定書 
（目的） 

第 1条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39条の規定に基づき、神戸市（以下「甲」
という。）又は宝塚市（以下「乙」という。）の区域内において火災、水災若しくはその他の災害又は救
急事故（以下「災害等」という。）が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、応急対策活動の万
全を期することを目的とする。 
（応援の種別・区域） 

第２条 災害等の相互応援は、次の区分により行うものとする。 
(1) 通常応援 

別表第 1に定める区域内において災害等が発生し、又は発生するおそれがあることを甲乙いずれか
が覚知した場合に、災害等の発生場所を管轄する市（以下「被災地」という。）の消防長からの要請を
待たずに出動する応援 
(2) 特別応援 

   別表第 2 に定める区域内において災害等が発生した場合に、被災地の消防長の要請に基づき出動
する応援（ただし、災害等の状況により、被災地の消防長の要請を待たずに応援出動した場合は、被
災地の消防長から要請があったものとみなす。） 

（通常応援の方法） 
第 3 条 前条第 1 号の場合において、応援を行う市の消防長は、被災地の消防長に通知するとともに、
その災害等に応じた消防隊又は救急隊（以下「消防隊等」という。）を出動させて必要な措置を行うも
のとする。 
（特別応援の方法） 

第 4 条 第 2 条第 2 号の場合において、応援要請を受けた市の消防長は、その災害等に応じた消防隊等
を応援出動させるものとする。ただし、応援要請を受けた市の区域内において災害等が発生し、消防隊
等を応援出動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。 
（通報義務） 

第 5条 応援を行った市（以下「応援市」という。）の消防長は、応援を受けた市（以下「受援市」とい
う。）の区域内において災害等が発生したことを覚知し、当該災害に対し応援出動を行った場合は、遅
延なく受援市の消防長に通報するものとする。 
（指揮権） 

第 6条 応援市の消防隊等は、受援市の消防長の指揮のもとに活動するものとする。 
（応援に係る経費） 

第 7条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。 
(1) 応援市において負担する経費 

  ア 公務災害補償に要する経費 
  イ 旅費及び出動手当 
  ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 

エ 被服の損料等 
オ 上記以外の人件費 

(2) 受援市において負担する経費 
  ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 

イ 宿泊費及び食料費 
  ウ 賞じゅつ金又は賞慰金 
  エ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援市に対して当該損害を対象とし

て保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額）。ただし、応援市の故意又は
重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は、応援市の負担とする。 

  オ 化学消火薬剤等の資機材費 
２ 前項に規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。 
（資料の交換） 

第 8条 甲及び乙の消防長は、消防活動、救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料の
内容に変更があった場合も同様とする。 
（情報交換会） 

第 9条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。 
（協議） 

第 10条 甲又は乙が協定の内容について疑義が生じた場合、又は改正する必要があると認めた場合、甲
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及び乙は協議のうえ決定するものとする。 
（委任） 

第 11 条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙の消防長が協議して覚書に定めるものとする。 
附 則 
 （施行期日） 
１ この協定は、締結の日から施行する。 
  （保管） 
２ 本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとす
る。 
 
 
                                    平成 24年３月 30日 

 
甲   神戸市長  矢 田  立 郎 
 
乙   宝塚市長  中 川  智 子 
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別表第 1（第 2条第 1号関係） 

通常応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 北区道場町生野 

災害等に応じた消防隊等 

宝塚市 波豆、境野、玉瀬 

 

 

 

別表第２（第 2 条第 2 号関係） 

特別応援出動区分表 

受援市 出動区域 出動隊 

神戸市 
神戸市域 

（別表第１の区域を除く） 
災害等に応じた消防隊等 

宝塚市 
宝塚市域 

（別表第１の区域を除く） 

注 災害等の規模により両市の消防力のみでは対応が困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援協定等により兵

庫県下の消防本部からの出動を要請するものとする。 
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資料 13 神戸市・淡路広域消防事務組合消防相互応援協定書 

 

神戸市・淡路広域消防事務組合消防相互応援協定書 
 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39 条の規定に基づき、神戸市（以下「甲」と

いう。）又は淡路広域消防事務組合（以下「乙」という。）の管轄区域内において、火災、水災若しくはその

他の災害又は救急事故（以下「災害等」という。）が発生した場合に甲乙相互の消防力を活用して、応急対策

活動の万全を期することを目的とする。 

（応援の区域） 

第２条 災害等の相互応援は、別表に定める区域内において災害等が発生した場合に、被災地の消防長の要請

に基づき行うものとする。ただし、災害等の状況により、被災地の消防長からの要請を待たずに応援出動し

た場合は、被災地の消防長から要請があったものとみなす。 

（応援の方法） 

第３条 第２条の場合において、応援要請を受けた消防長は、その災害等に応じた消防隊等を出動させるもの

とする。ただし、応援要請を受けた市又は事務組合の管轄区域内において災害が発生し、消防隊等を応援出

動させることができない場合は、その旨を速やかに通知するものとする。 

２ 被災地の消防長は、応援要請に際し次の事項を、応援側の消防長に通知するものとする。 

（１）災害等の種別及びその概要並びに発生場所 

（２）必要な機械器具及び化学消火薬剤 

（３）誘導員の配置の有無及びその位置 

（４）応援要請に係る連絡担当者の所属及び氏名 

（５）その他応援要請に必要な事項 

（指揮権） 

第４条 応援側の消防隊等は、受援側の市長又は管理者の委任を受けた消防長の指揮の下に活動するものとす

る。 

（応援に係る経費） 

第５条 この協定に基づく応援に係る経費の負担は、次の各号に定めるところによる。 

（１）応援側の市又は事務組合において負担する経費 

  ア 公務災害補償に要する経費 

  イ 旅費及び出動手当 

  ウ 受援市との間の移動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等 

  エ 被服の損料等 

  オ 上記以外の人件費その他の経費 

（２）受援側の市又は事務組合において負担する経費 

  ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費 

  イ 宿泊費及び食料費 

  ウ 特別に必要になった車両及び機械器具の修理費 

  エ 賞じゅつ金、賞尉金 
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  オ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援側の市又は事務組合に対して当該

損害を対象として保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額）。ただし、

応援側の市又は事務組合の故意又は重大な過失に基づく損害賠償に要する経費は、応援側の市又

は事務組合の負担とする。 

  カ 化学消火薬剤等の資機材費 

２ 前項の規定する以外の経費又は前項の規定により難いときは、甲乙協議のうえ定める。 

（資料の交換） 

第６条 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料の内

容に変更があった場合も同じとする。 

（情報交換会） 

第７条 甲及び乙の消防長は、応援活動を円滑に行うため、定期的に情報交換会を開催するものとする。 

（協定の改正） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、そのつど甲及び乙が協議のうえ決定す

るものとする。 

２ 前項の協議の結果、改正を行う場合、本協定書を破棄し、新たに協定を締結するものとする。 

（委任） 

第９条 この協定の実施に関する必要事項は、甲及び乙の消防長が協議して定めるものする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この協定は、締結の日から施行する。 

 （保管） 

２ 本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有するものとす

る。 

 令和３年 12月３日 

 

甲  神戸市長          

            久元 喜造 

 

乙  淡路広域消防事務組合管理者 

               門  康彦 
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別表 

応援区域表 

受援側 出動区域 出動隊 

神戸市 神戸市域 
災害等に応じた 

消防隊等 
淡路広域 

消防事務組合 
洲本市、南あわじ市、淡路市の各市域 

注 災害の規模により甲乙の消防力のみの対応では困難な場合は、兵庫県広域消防相互応援

協定により兵庫県下の消防本部からの出動を要請する。 
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資料 14 東京消防庁・神戸市航空機消防相互応援協定、同協定に関する覚書 

 

東京消防庁・神戸市 航空機消防相互応援協定 
 （目的） 
第１条 この協定は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３９条の規定に基づき、東京消防庁及

び神戸市（以下「協定都市」という。）に属する回転翼航空機及び乗組員（以下「航空隊」という。）に
係る消防の相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （応援要請） 
第２条 この協定に基づく応援要請は、協定都市の区域における次に掲げる災害であって、応援要請都市
（以下「要請側」という。）の長又は消防長が前条に規定する協定都市の長又は消防長に行うものとす
る。 
(1) 水火災又は地震等の大規模特殊災害の発生により消防活動を必要とする災害 
(2) 要請側の長又は消防長が消防活動上特に必要と認める災害 

 （応援） 
第３条 応援は、要請側の長又は消防長の要請によるものとする。 
２ 応援要請があったときは、協定都市は、所掌業務、気象状況等により飛行に支障がある場合を除き、

応援するものとする。 
３ 応援要請に応ずることができないときは、その旨を速やかに要請側の消防長に通報するものとする。 
４ 第１項の規定にかかわらず、協定都市の消防長は、応援要請のある前であっても、一方の協定都市に

おいて災害が発生したことを覚知し、かつ、その応援が可能なときは、航空隊の出場等必要な措置をと
ることができるものとする。 

 （航空隊の指揮） 
第４条 出場した航空隊は、要請側の長若しくは消防長又はこれらの者が災害現場ごとに指定した者の
指揮の下に活動するものとする。 

 （経費の負担） 
第５条 応援に当たって要した通常的経費のうち、人件費、消費燃料費等、公務災害補償費及び事故によ
り生じた経費は、応援都市（以下「応援側」という。）の負担とする。ただし、応援側と要請側が協議
して定める経費についてはこの限りではない。 

（補則） 
第６条 この協定に定めるもののほか、応援に関する必要事項は、別に定めるものとする。 
 （疑義の決定） 
第７条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度協定都市が協議の上、決
定するものとする。 

（協定書の保管） 
第８条 本協定を証するため、正本２通を作成し、協定都市で各１通を保管するものとする。 
 

附 則 
この協定は、平成１８年１２月２６日から効力を生ずる。 
   
平成１８年１２月２６日 

 
東京消防庁 
消防総監   関 口  和 重 
神 戸 市 
市  長   矢 田  立 郎 
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東京消防庁・神戸市消防局 航空機消防相互応援協定に関する覚書 

（目的） 

第１条 この覚書は、東京消防庁及び神戸市航空機消防相互応援協定（以下「協定」という。）第６条の規定に

基づき、東京消防庁及び神戸市（以下「協定都市」という。）相互間の消防応援について必要な事項を定める

ものとする。 

（対象とする災害） 

第２条 対象とする災害は、次に掲げる大規模特殊災害とする。 

  (1) 大規模な地震、風水害等の自然災害 

 （2）街区火災、石油コンビナート火災、船舶火災及び高層建築物の火災 

 （3）航空機事故、列車事故等の多数傷病者発生時の救助救急事故 

 （4）その他前各号に掲げる災害に準ずる災害で、協定都市の消防長が特に必要と認めた災害 

（応援の種別） 

第３条 応援の種別及び任務は次の区分とする。 

 （1）火災出場 消火活動のための出場 

 （2）救助出場 人命救助のための出場 

 （3）救急出場 傷病者搬送のための出場 

 （4）情報出場 指揮支援、情報収集及び現場把握のための出場 

 （5）救援出場 救援物資、資器材及び人員の輸送のための出場 

（応援要請） 

第４条 応援要請都市（以下「要請側」という。）の消防長は、応援要請をする場合、応援都市（以下「応援

側」という。）の消防長に対して次の事項を明らかにして行うものとする。 

 （1）要請者及び要請日時 

 （2）災害の発生日時、場所及び概要 

 （3）必要とする応援の具体的内容 

 （4）指定する飛行場、飛行場外離着陸場及び緊急離発着場(以下｢離着陸場等｣という。) 

 （5）応援活動に必要な資器材 

 （6）気象状況 

 （7）その他必要な事項 

２ 協定都市は応援要請を行う場合、別表第１に定める通報指定場所へ電話等で行うものとする。 

（応援の中断） 

第５条 応援側の消防長は、自己の管轄区域に大規模な火災の発生等、回転翼航空機（以下「航空機」という。）

を復帰させるべく特別な事態が発生した場合は、要請側の消防長と協議し、応援側の所掌業務に復帰させる

ことができるものとする。 

（応援の始期及び終期） 

第６条 応援の始期は、航空機及びその乗組員（以下「航空隊」という。）の定置場所（以下「ヘリポート」と

いう。）を離陸したときとする。ただし、航空隊がヘリポート以外にあるときの始期は、応援出場の命令を

受けたときとする。 

２ 応援の終期は、航空隊がヘリポートに帰隊したときとする。ただし、応援を中断したときはその時点とす

る。 
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（応援活動要領） 

第７条 航空隊と現場において指揮をとる者との通信連絡は、全国共通波（全共１）とし、他の通信連絡につ

いては、別表第２に定めるところによるものとする。 

２ 要請側の消防長は、応援要請後に離着陸場等を変更するときは、速やかに応援側の消防長へ通報するもの

とする。 

（経費の負担） 

第８条 協定第５条ただし書きの規定に基づき、要請側が負担する経費は次のとおりとし、これ以外で特に多

額の経費を要した場合における経費の負担については、協定都市間で協議し、定めるものとする。 

 （1）要請側管轄区域内で給油する場合の燃料費 

 （2）空中消火薬剤等の応援に特別に必要とする資器材の経費 

（事前計画） 

第９条 協定都市は、応援要請に係わる次の事項について計画を作成しておくものとする。 

 （1）航空隊の活動拠点としての離着陸場等 

 （2）離着陸場等への職員等の派遣要領 

 （3）その他必要と認める事項 

（離着陸場等の措置） 

第10条 協定都市は、応援活動中の航空機が離着陸場等に離着陸する場合は、当該場所へ所要の職員等を派遣

し、航空機の離着陸に必要な措置を講ずるものとする。 

（事故発生時の措置） 

第11条 要請側の消防長は、応援中の航空機に次の事故が発生した場合は、速やかに応援側の消防長に必要な

事項を通報するものとする。 

 （1）人身にかかわる事故 

 （2）航空機の重大な損傷を伴う事故 

 （3）救難対策を必要とする事故 

（疑義の決定） 

第12条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定都市がその都度協議して定めるも

のとする。 

（協議書の保管） 

第13条 この覚書を証するため正本２通を作成し、協定都市の消防長が各１通を保管するものとする。 

 

  附 則 

この協定は、平成９年２月１９日から効力を生じる。 

平成9年2月19日 

 

  附 則 

この覚書は平成12年４月１日から効力を生ずる。 

 

東京消防庁 

消防総監    小宮 多喜次 

神戸市消防局長 

消防司監    園辺 栄五郎 
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別表第1（第4条関係） 

通報指定場所一覧表 

協定機関名  所在地  電話番号、FAX番号  通報先  

東京消防庁 千代田区大手町 

１丁目３番５号 

電話番号 03‐3211‐2920 

FAX番号  03‐3213‐1476 

警防部総合指令室 

災害救急情報センター 

神戸市消防局 神戸市中央区加納町 

６丁目５番１号 

電話番号 078‐333‐0119 

FAX番号  078‐325‐8529 

警防部 

司令課管制室  

 

別表第2（第7条関係） 

保有無線機等一覧表 

（1）航空波 

協定機関名 周波数 備考 

東京消防庁 131．875 MHz  

131．925 MHz  

131．975 MHz  

129．750 MHz  

131．150 MHz 東京消防庁指定波 

神戸市消防局 131．875 MHz  

131．925 MHz  

131．975 MHz  

129．750 MHz 神戸市消防局指定波 

131．150 MHz  

 

（2）消防波（全国共通波） 

協 定 機 関 名 周 波 数 備 考 

東京消防庁  1Ch  150．73 MHz  

2Ch  148．75 MHz  

3Ch  154．15 MHz  

神戸市消防局  1Ch  150．73 MHz  

2Ch  148．75 MHz  

3Ch  154．15 MHz  

 

（3）ヘリコプターテレビ電送システム 

協定機関名 回線名 周波数 備考 

東京消防庁 Ach  映像周波数 14．80GHz  

音声連絡用周波数 382．925MHz  

Bch  映像周波数 14．82GHz 東京消防庁主運用波  

音声連絡用周波数 383．650MHz 

Cch  映像周波数 14．84GHz  

音声連絡用周波数 398．925MHz  

Dch  映像周波数 14．86GHz  

音声連絡用周波数 399．650MHz  

神戸市消防局  Ach  映像周波数 14．80GHz   

音声連絡用周波数 382．925MHz  

Bch  映像周波数 14．82GHz  

音声連絡用周波数 383．650MHz  

Cch  映像周波数 14．84GHz  

音声連絡用周波数 398．925MHz  

Dch  映像周波数 14．86GHz 神戸市消防局 主運用波  

音声連絡用周波数 399．650MHz 
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資料 15 神戸市・岡山市航空機消防相互応援協定、同協定に関する覚書 

神戸市岡山市航空機消防相互応援協定 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２１条の規定に基づき、神戸市及び岡山市

（以下「協定都市」という。）に属する回転翼航空機及び乗組員（以下「航空隊」という。）に係る消防の相

互応援について必要な事項を定めることを目的とする。 

（応援要請） 

第２条 この協定に基づく応援要請は、協定都市の区域における次の各号に掲げる災害であって、応援要請都

市（以下「要請側」という。）の消防長が前条に規定する協定都市の消防長に行うものとする。 

 （1）水火災又は地震等の大規模特殊災害の発生により消防活動を必要とする災害 

 （2）要請側の消防長が消防活動上特に必要と認める災害 

（応援） 

第３条 応援は、要請側の消防長の要請によるものとする。 

２ 応援要請があったときは、協定都市は、所掌業務、気象状況等により飛行に支障がある場合を除き、応援

するものとする。 

３ 応援要請に応ずることができないときは、その旨を速やかに要請側の消防長に通報するものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、協定都市の消防長は、応援要請のある前であっても、一方の協定都市におい

て災害が発生したことを覚知し、かつ、その応援が可能なときは、航空隊の出動等必要な措置をとることが

できるものとする。 

（航空隊の指揮） 

第４条 出動した航空隊は、要請側の消防長又は消防長が災害現場ごとに指定した者の指揮の下に活動するも

のとする。 

（経費の負担） 

第５条 この協定に基づく応援経費の負担は、次の各号に掲げるところによる。 

 （1）乗組員の公務災害補償 

   地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の規定に基づき応援を行った応援都市（以下「応

援側」という。）が負担する。 

 （2）回転翼航空機の消費燃料費等 

   消費燃料費並びに現場活動中における故障又は小破損の修理費は、応援側の負担とするが、消費燃料費

のうち要請側管轄区域で給油する燃料費については、要請側の負担とする。 

 （3）旅費及び出勤手当 

   乗組員の旅費及び出動手当に要する費用は、応援側が負担する。 

 （4）空中消火薬剤等の経費 

   応援に特別必要とした空中消火薬剤等の経費は、要請側が負担する。 

 （5）現場活動中において第三者に生じた損失補償 

   現場において応援業務従事中に生じた第三者に対する損失の補償は、要請側が負担する。 

 （6）事故による損害賠償等 

   応援のため要請側への往復途上における事故により自ら損害を蒙り、又は第三者に損害を与えた場合の

賠償等については、応援側が負担する。 

２ 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、応援側と要請側が協議のうえ定めるものとする。 
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（委任） 

第６条 この協定の実施要領その他応援に関する必要な事項は、協定都市の消防長が協議して別に定めるもの

とする。 

（疑義の決定） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度協定都市が協議のうえ、決定

するものとする。 

（協定書の保管） 

第８条 本協定を証するため、正本２通を作成し、協定都市の長が記名押印のうえ、各１通を保管するものと

する。 

   附 則 

 この協定は、平成１０年３月１日から効力を生じる。 

平成１０年３月１日 

神 戸 市 長  笹 山  幸 俊 

岡 山 市 長  安 宅  敬 祐 
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神戸市岡山市航空機消防相互応援協定に関する覚書 
（目的） 

第１条 この覚書は、神戸市岡山市航空機消防相互応援協定（以下「協定」という。）第６条の規定に基づき、

神戸市及び岡山市（以下「協定都市」という。）相互間の消防応援について必要な事項を定めるものとする。 

（対象とする災害） 

第２条 対象とする災害は、次に掲げる大規模特殊災害とする。 

 （1）大規模な地震、風水害等の自然災害 

 （2）街区火災、石油コンビナート火災、船舶火災及び高層建築物の火災 

 （3）航空機事故、列車事故等の多数傷病者発生時の救助救急事故 

 （4）その他前各号に掲げる災害に準ずる災害で、協定都市の消防長が特に必要と認めた災害 

（応援種別） 

第３条 応援の種別及び任務は次の区分とする。 

 （1）火災出動 消火活動のための出動 

 （2）救助出動 人命救助のための出動 

 （3）救急出動 傷病者搬送のための出動 

 （4）情報出動 指揮支援、情報収集及び現場把握のための出動 

 （5）救援出動 救援物資、資器材及び人員の輸送のための出動 

（応援要請） 

第４条 応援要請都市（以下「要請側」という。）の消防長は、応援要請をする場合、応援都市（以下「応援

側」という。）の消防長に対して次の事項を明らかにして行うものとする。 

 （1）要請者及び要請日時 

 （2）災害の発生日時、場所及び概要 

 （3）必要とする応援の具体的内容 

 （4）指定する飛行場、飛行場外離着陸場及び緊急離発着場（以下「離着陸場等」という。） 

 （5）応援活動に必要な資器材 

 （6）気象状況 

 （7）その他必要な事項 

２ 協定都市は応援要請を行う場合、別表第１に定める通報指定場所へ電話等で行うものとする。 

（応援の中断） 

第５条 応援側の消防長は、自己の管轄区域に大規模な火災の発生等、回転翼航空機（以下「航空機」という。）

を復帰させるべく特別な事態が発生した場合は、要請側の消防長と協議し、応援側の所掌業務に復帰させる

ことができるものとする。 

（応援の始期及び終期） 

第６条 応援の始期は、航空隊が定置場所（以下「ヘリポート」という。）を離陸したときとする。ただし、航

空隊がヘリポート以外にあるときの始期は、応援出動の命令を受けたときとする。 

２ 応援の終期は、航空隊がヘリポートに帰隊したときとする。ただし、応援を中断したときはその時点とす

る。 

（応援活動要領） 

第７条 航空隊と現場において指揮をとる者との通信連絡は、全国共通波（全共１）とし、他の通信連絡につ

いては、別表第２に定めるところによるものとする。 

２ 要請側の消防長は、応援要請後に離着陸場等を変更するときは、速やかに応援側の消防長へ通報するもの

とする。 

（事前計画） 

第８条 協定都市は、応援要請に係る次の事項について計画を作成しておくものとする。 

 （1）航空隊の活動拠点としての離着陸場等 

 （2）離着陸場等への職員等の派遣要領 

 （3）その他必要と認める事項 

（離着陸場等の措置） 

第９条 要請側の消防長は、応援活動中の航空隊が離着陸場等に離着陸する場合は、当該場所へ所要の職員等
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を派遣し、航空隊の離着陸に必要な措置を講ずるものとする。 

（事故発生時の措置） 

第10条 要請側の消防長は、応援中の航空機に次の事故が発生した場合は、速やかに応援側の消防長に必要な

事項を通報するものとする。 

 （1）人身にかかわる事故 

 （2）航空機の重大な損傷を伴う事故 

 （3）救難対策を必要とする事故 

（疑義の決定） 

第11条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定都市がその都度協議して定めるも

のとする。 

（協議書の保管） 

第12条 この覚書を証するため、正本２通を作成し、協定都市の消防長が記名押印のうえ、各１通を保管する

ものとする。 

   附 則 

 この協定は、平成１０年３月１日から効力を生じる。 

平成１０年３月１日 

神戸市消防長  田 野 育 利 

岡山市消防長  太 田 力 男 

 

別表第1（第4条関係） 

通報指定場所一覧表 

協定機関名 所  在  地 電話、ファクシミリ番号 通報先 

神戸市消防局  神戸市中央区加納町 

６丁目５番１号 

電話番号  078‐333‐0119 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 078‐392‐2119 

警防部司令課 

管制室 

岡山市消防局   岡山市大供 

１丁目１番１号 

電話番号  086‐234‐0119 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 086‐234‐1059 

警防課消防情報

通信センター 

 

別表第2（第7条関係） 

保有無線等一覧表 
協 定 機 関 名 無 線 波 名 周 波 数 電 波 の 形 式 

神 戸 市 消 防 局 

全 国 共 通 波  

全 共 1 150.730MHz F3E  

全 共 2 148.750MHz F3E  

全 共 3 154.150MHz F3E  

航 空 波  129.750MHz A3E  

ヘリコプター 
テ レ ビ 電 送 
シ ス テ ム  

映 像 波  

14.800GHz F8W  

14.820GHz F8W  

14.840GHz F8W  

14.860GHz F8W  

音 声 波  

382.925MHz F3E  

383.650MHz F3E  

398.925MHz F3E  

399.650MHz F3E  

岡 山 市 消 防 局 
全 国 共 通 波  

全 共 1 150.730MHz F3E  

全 共 2 148.750MHz F3E  

全 共 3 154.150MHz F3E  

航 空 波  131.875MHz A3E  
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資料 16 大阪湾消防艇相互応援協定、同協定に基づく覚書 

 

大阪湾消防艇相互応援協定 
（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226 号）第 39条の規定に基づき、大阪市、堺市（同市

に消防事務を委託している高石市を含む。）及び神戸市（以下「協定市」という。）の各々に属する消防艇

及びその乗組員（以下「応援隊」という。）に係る相互応援体制を確立して、大規模又は特殊な災害に対

処することを目的とする。 

（応援区域） 

第２条 この協定に基づく消防艇の応援は、協定市の港内及びこれに関連する沿岸施設で別表に掲げる区域

とする。 

（災害種別） 

第３条 この協定において、大規模又は特殊な災害とは次のとおりとし、応援活動、救援活動又は後方支援

活動を必要とするものをいう。 

(1) 地震、風水害等による大規模災害又は特殊災害 

(2) 石油コンビナート火災又は危険物等の流出事故 

(3) 船舶火災又は海難事故 

(4) 要請側（以下「受援市」という。）の消防長が、消防活動上特に必要と認める場合 

（応援要請） 

第４条 応援要請は、発災地の消防長が協定市の消防長に電話、ファクシミリ又は無線等適切な方法で行う

ものとする。 

２ 前条の応援要請があったときは、他の協定市（以下「応援市」という。）は、業務又は気象状況等により

重大な支障がある場合を除き、応援を行うものとする。 

（指揮） 

第５条 応援隊は、応援活動を行う場合は、受援市の消防長の指揮の下に活動するものとする。 

（経費の負担） 

第６条 応援活動に要する経費の負担については、次の区分によるものとする。 

(1) 応援市において負担する経費 

ア 応援隊の出動手当及び被服等についての諸経費（応援が長時間にわたる場合を除く。） 

イ 船舶及び機械器具の燃料費等経常経費（受援市が調達したものを除く。） 

ウ 船舶及び機械器具の小破損の修理費 

(2) 受援市において負担する経費 

ア 消火薬剤、流出油処理剤、オイルフェンス及び吸着剤等 

イ 前号に定める小破損の程度を超える船舶及び機械器具の修理費 

ウ 受援市の指揮下における活動中に発生した第三者に対する損害賠償及び損失補償に要する経費。ただ

し、応援市の重大な過失により発生した損害は、応援市の負担とする。 

エ 受援市の指揮下における応援隊員の公務上の災害補償費及び賞じゅつ金等 

２ 前項第２号エの応援隊員に対する災害補償費及び賞じゅつ金等は、応援市の定める例により、応援市に

対して支払うものとする。 

３ 経費の負担について、第１項の定めにより難いとき又は第１項各号に定めるもの以外の経費の負担につ

いては、そのつど相互が協議のうえ、決定するものとする。 

（実施細目） 

第７条 この協定の実施について必要な事項は、協定市の消防長が協議して覚書で定めるものとする。 

（疑義の協議） 

第８条 この協定に規定していない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、そのつど相互

が協議のうえ、決定するものとする。 

附 則 

１ この協定は、平成 21年３月 31日から効力を生ずる。 

２ この協定の成立を証明するため、正本３通を作成し、協定市の長が記名押印のうえ、各１通を保有する

ものとする。 
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平成 21年３月 31日 

大阪市長 平松 邦夫 

堺市長  木原 敬介 

神戸市長 矢田 立郎 

 

別 表 

大阪湾消防艇相互応援区域 

協 定 市 名 区 域 

大 阪 市 
港則法（昭和 23年法律第 174号）で定める阪神港大阪区及びその沿

岸施設 

堺 市 
港則法（昭和 23年法律第 174号）で定める阪神港堺泉北区内の堺市

及び高石市の地先海面並びにその沿岸施設 

神 戸 市 
港湾法（昭和 25年法律第 218号）第２条第３項の規定による神戸港

港湾区域及びその沿岸施設 
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大阪湾消防艇相互応援協定に基づく覚書 
 
（目的） 

第１条 この覚書は、大阪湾消防艇相互応援協定（以下「協定」という。）第７条に基づき協定市間の消防

艇相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。 

（応援要請の手続き） 

第２条 協定第４条の応援要請は、次の事項を明らかにして行うものとする。ただし、口頭による場合は、

事後速やかに消防艇応援要請書（様式第１号）を送付するものとする。 

(1) 災害の種別 

(2) 災害発生の場所及び被害の状況 

(3) 着岸場所 

(4) 必要な応援活動の概要 

（応援の決定通知） 

第３条 協定第４条第２項に基づく応援隊の派遣の決定通知は、電話、ファクシミリ又は無線等により行う

ものとする。ただし、口頭による場合は、事後速やかに消防艇応援派遣決定通知書（様式第２号）を送付

するものとする。 

（経費） 

第４条 協定第６条第１項第１号中「応援が長時間にわたる場合」とは、協定第３条に係る活動作業が５時

間以上にわたる場合とし、「小破損の修理費」とは、５万円以内（人件費及び材料費を含む。）の修理費と

する。 

２ 協定第６条第２項中「賞じゅつ金等」とは、賞じゅつ金又は特別救慰金及び弔慰金をいい、「応援市の

定める例」とは、応援市の定める条例、規則等の規定をいう。 

（情報交換、連絡等） 

第５条 応援隊の活動を円滑に行うため、あらかじめ次の事項について情報交換等を行うものとする。 

(1) 着岸可能場所 

(2) 消防艇との連絡方法 

(3) 消防艇の整備、修理等により運行不能が予測される場合の期間 

(4) その他必要な事項 

（報告） 

第６条 応援市の消防長は、応援隊が帰庁したとき、速やかに応援活動の概要を様式第３号によりファクシ

ミリで受援市の消防長に通知するものとする。 

２ 受援市の消防長は、災害活動終了後、速やかに当該災害の概要を様式第４号によりファクシミリで応援

市の消防長に通知するものとする。 

（訓練） 

第７条 消防艇相互応援を迅速かつ円滑に実施するため、必要に応じて訓練を実施するものとする。 

（協議） 

第８条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じたときは、そのつど相互が協議して定めるものとする。 

附 則 

１ この覚書は、平成 21年３月 31日から効力を生ずる。 

２ この覚書の成立を証明するため、正本３通を作成し、協定市の消防長が記名押印のうえ、各１通を保有

するものとする。 

平成 21年３月 31日 

大阪市消防長 森口 清太郎 

堺市消防長  玉﨑 和実 

神戸市消防長 小野田 敏行 
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資料 17 船舶における消防活動等に関する業務協定 

 

船舶における消防活動等に関する業務協定 

 

神戸海上保安部長（以下「甲」という。）と神戸市長（以下「乙」という。）は船舶（消防

法第２条第６項に定める「舟」を含む。以下同じ。）火災の消火及びその他の救急・救助業

務等（以下「消防活動等」という。）に関する協力業務について、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書（昭和４

３年３月２９日）に基づき神戸海上保安部（以下「海上保安部」という。）と神戸市消防

局（以下「消防機関」という。）が消防活動等について協力体制を確立し、相互が協力し

て業務を円滑に行うことを目的とする。 

（協定適用区域） 

第２条 この協定を適用する区域は、港湾法第２条第３項の規定による神戸港港湾区域全域

及びその他の神戸市域（海域に限る）とする。 

（担任区分） 

第３条 次に掲げる船舶の消防活動等は主として消防機関が担任し、海上保安部はこれに協

力するものとする。 

（１）ふ頭又は岸壁にけい留された船舶及び上架又は入渠中の船舶 

（２）河川又は運河における船舶 

２ 前項以外の船舶の消防活動等は主として海上保安部が担任し、消防機関はこれに協力す

るものとする。 

（通報義務） 

第４条 協定適用区域内で消防活動等を必要とする事案の発生を知ったときは、相互に直ち

に通報しなければならない。 

前項の通報場所は次のとおりとする。 

区分 通報場所 

海上保安部 

 

消防機関 

神戸海上保安部運用司令室（専用電話） 

 

神戸市消防局管制室（専用電話） 

（連絡調整所） 

第５条 海上保安部及び消防機関が消防活動等に出動し連絡調整所を設ける場合は、双方の

職員は連絡調整所に所在し、必要な打合せ、指示等が円滑に行われるよう努めるものとす

る。 

（原因等の調査） 

第６条 船舶の火災原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査は、海上保安部及び消

防機関が相互に協力して行うものとする。 

２ 海上保安部又は消防機関が、船舶火災の調査に必要な情報の交換又は調査の目的達成

上一方から要請があったときは、資料の提供、意見の交換その他必要な協力をするもの



■ 協定関連資料 

［消防組織にかかる応援協定］ 

－580－ 

とする。 

（火災の予防） 

第７条 船舶の火災予防業務については、必要に応じ協力してこれを実施するものとする。 

（経費負担） 

第８条 消防活動等に要した経費は、原則として出動した機関がそれぞれ負担するものとす

る。ただし特に多額の経費を要した場合における当該特別に要した経費の負担は、甲及び

乙が協議のうえ決定するものとする。 

２ 海上保安部又は消防機関の要請により協力援助した第三者が要した経費は、当該協力援

助を要請した機関において調整するものとする。 

（情報・資料の交換） 

第９条 法令で定めるもののほか入港船舶の危険物積載状況、化学消火薬剤の備蓄状況、そ

の他消防活動等を実施するうえであらかじめ掌握しておくことが必要と認められる資料

及び情報については、相互に交換するものとする。 

（大型タンカー対策） 

第１０条 大型タンカー等の事故の場合における消防活動等を効果的に行うため、海上保安

部及び消防機関は次の事項につき連絡調整を行うものとする。 

（１） 情報及び資料の交換 

（２） 消火活動要領の作成 

（３） 必要な器材、器具等の整備計画の作成及びその実施の推進 

（災害補償等の責任） 

第１１条 この協定に基づく業務の遂行によって職員（消防団員を含む。以下同じ。）が受

けた災害の補償等については、その職員が所属する機関において処理するものとする。 

２ 海上保安部又は消防機関の要請により協力援助した第三者が受けた災害補償は、当該協

力援助を要請した機関において調整するものとする。 

（協議） 

第１２条 この協定書に定めがない事項又は疑義が生じたときは、そのつど甲及び乙が協議

して決定するものとする。 

（細目の委任） 

第１３条 この協定に基づく業務上必要な細目は、甲と神戸市消防長が相互にとりかわす覚

書によって定めるものとする。 

 （協定の改正） 

第１４条 甲又は乙が、この協定の改正を行なう必要があると認めるときは、協議するもの

とする。 

 

附  則 

１ この協定は、締結の日から効力を生ずる。 

２ 船舶消防に関する業務協定（昭和４６年８月１７日締結）は廃止する。 
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本協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上各１通を保有す

るものとする。 

 

令和２年７月２７日 

甲 兵庫県神戸市中央区波止場町１－１ 

    神戸海上保安部長      加瀬 和浩 

 

乙 兵庫県神戸市中央区加納町６－５－１ 

    神戸市長          久元 喜造 
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資料 18 大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定 

 

大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定 

消防救第３号 

防運第１５３号 

平成８年１月17日 

 

 消防庁及び防衛庁は、大規模災害に関し、迅速かつ円滑な応急対策の実施等に資するため、消防及び自衛

隊の相互協力に関し、次のように協定する。 

消防庁次長 成瀬 宣孝 

防衛庁防衛局長 秋山 昌廣 

 

（協定の目的） 

第１条 この協定は、大規模災害（消防及び自衛隊の相互の協力が必要となるその他の事態を含む。以下同じ｡）

に際し、消防及び自衛隊がその任務を遂行するため、相互の連絡調整及び消防職員等（「消防組織法（昭和

22年法律第226号）第24条の３の規定に基づき、災害が発生した市町村のため応援出動する消防機関の職員

及び当該応援出動に必要な資機材」をいう。第２条３において同じ｡）の大規模災害の発生地その他他の目

的地（「被災地等」という。第２条２及び３において同じ｡）への迅速な移動に係る協力に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 

(大規模災害に際しての協力の内容) 

第２条 消防庁及び防衛庁は、次の事項に関し、相互に協力するものとする。 

 １ 情報交換 

  消防及び自衛隊は、速やかに、当該大規模災害に係る情報を収集し、相互に提供するものとする。 

 ２ 連携のための調整 

  消防及び自衛隊は、被災地等における人命救助その他の救援活動をより効果的に行うため、連携してその

任務に当たるよう相互に調整を行うものとする。 

 ３ 消防職員等の移動のための協力 

  自衛隊は、応援出動を行うことを命ぜられた消防職員等の被災地等への迅速な移動を確保するため、当該

消防職員等の航空輸送その他の輸送支援を行うものとする。 

 

(平素の連絡) 

第３条 消防庁及び防衛庁は、大規模災害に際し迅速かつ適切にその任務を遂行することができるように、平

素から消防及び自衛隊の密接な連絡調整が行われるよう協力するものとする。 
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■ 防災関連機関等との応援協定 

 

(1) 救助・医療体制等に関する機関との応援協定 

資料 1-1 災害時における応急医療及び救護の協力に関する神戸市と神戸市医師会との協定 

災害時における応急医療及び救護の協力に関する神戸市と神戸市医師会との協定 

 
 神戸市（以下「甲」という。）と社団法人神戸市医師会（以下「乙」という。）とは、災害時におけ

る応急 

医療及び救護（以下「医療救護」という。）の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき、甲が実施する医療救護活動及び災害救助法に基

づき甲が実施する他の被災自治体での医療救護活動にかかる乙の協力に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（協力要請） 

第2条 甲は、神戸市地域防災計画または災害救助法に基づき医療救護活動を行う必要が生じたときは、 

乙に対し協力を要請することができる。 

２ 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

第 3 条 前条に規定する甲の協力要請は、健康局長（神戸市災害対策本部健康部長）が行う。 

（医療救護班の派遣） 

第 4 条 甲から協力の要請を受けたときは、乙が別に定める医療救護計画に基づき、乙は医療救護班

を編成し派遣するものとする。 

（医療救護班に対する指揮命令等） 

第５条 乙が派遣する医療救護班に対する指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定するも

のが行うものとする。 

（医療救護班の輸送） 

第６条 医療救護班の輸送は、甲乙が共同して行うものとする。 

（医療救護班の業務） 

第７条 医療救護班は、甲の要請により次の各号に揚げる業務を行うものとする。 

（1） 傷病者に対する応急措置 

（2） トリアージ（被災負傷者・病人の治療優先順位に基づいて分類） 

（3） 広域救急医療機関への転送の要否、及び転送順位の決定 

（4） 輸送困難な患者、軽症患者等に対する医療 

（5） 助産救護 

（6） 死亡の確認 

（医療救護班の統括） 

第８条 医療救護班の責任者は、乙の定める医療救護計画に基づき、乙が指名した会員が行うものと

する。 

（医薬品等の供給） 

第９条 乙が使用する医薬品等は、原則として甲が調達する。 

（報告） 
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第 10 条 医療救護班の責任者は、第７条に規定する医療救護活動を行ったときは、その状況を記録

するとともに、医療救護活動の終了後、所定の様式により乙に報告するものとする。 

2 乙は、前項の報告を取りまとめ、甲に提出するものとする。 

（医事紛争） 

第 11 条 医療救護活動を行うに際し、傷病者との間に紛争が生じたときは、甲は速やかにその原因

を調査し、乙と協議のうえ、紛争解決のために適切な措置を講じるものとする。 

（訓練） 

第 12 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研修会等

に乙の参加を要請することができる。 

（実施細目） 

第 13 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。 

（協議） 

第 14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるも

のとする。 

（有効期間） 

第 15 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。ただし、この

協定の有効期間が満了する１か月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、期間満了

の日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。 

 

平成 24 年 3 月 19 日 

 

 

甲 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 

                 神戸市 

                 神戸市長 矢田 立郎 

 

 

 

乙 神戸市中央区橘通 4 丁目 1 番 20 号 

                 社団法人 神戸市医師会 

                 会長   本庄 昭 

 

 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－585－ 

資料 1-2 災害時における応急歯科医療及び口腔ケアの協力に関する神戸市と神戸市歯科医師会 

との協定 

 

災害時における応急歯科医療及び口腔ケアの協力に関する神戸市と 

神戸市歯科医師会との協定 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と社団法人神戸市歯科医師会（以下「乙」という。）とは、災害時に

おける応急歯科医療及び口腔ケアの協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき、甲が実施する応急歯科医療及び口腔ケア(以下

「歯科救護活動」という。）、及び災害救助法に基づき甲が実施する他の被災自治体での歯科救護活

動にかかる乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第 2 条 甲は、神戸市地域防災計画または災害救助法に基づき歯科救護活動を行う必要が生じたとき

は、乙に対し協力を要請することができる。 

２ 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

第 3 条 前条に規定する甲の協力要請は、健康局長（神戸市災害対策本部健康部長）が行う。 

（歯科救護班の派遣） 

第 4 条 甲から協力の要請を受けたときは、乙が別に定める歯科救護計画に基づき、乙は歯科救護班

を編成し派遣するものとする。 

（歯科救護班に対する指揮命令等） 

第 5 条 乙が派遣する歯科救護班に対する指揮命令及び歯科救護活動の連絡調整は、甲が指定するも

のが行うものとする。 

（歯科救護班の輸送） 

第６条 歯科救護班の輸送は、甲乙が共同して行うものとする。 

（歯科救護班の業務） 

第７条 歯科救護班は、甲の設置する歯科救護所等において、甲の要請により次の各号に揚げる業務

を行うものとする。 

（7） 被災者に対する応急措置及び口腔ケア 

（8） 後送医療機関への後送の要否、及び後送順位の決定 

（歯科救護班の統括） 

第 8 条 歯科救護班の責任者は、乙の定める歯科救護計画に基づき、乙が指名した会員が行うものと

する。 

（医薬品等の供給） 

第 9 条 乙が使用する医薬品等は、原則として甲が調達する。 

（報告） 

第 10 条 歯科救護班の責任者は、第７条に規定する歯科救護活動を行ったときは、その状況を記録

するとともに、歯科救護活動の終了後、所定の様式により乙に報告するものとする。 

２ 乙は、前項の報告を取りまとめ、甲に提出するものとする。 

（医事紛争） 

第 11 条 歯科救護活動を行うに際し、受診者との間に紛争が生じたときは、甲は速やかにその原因

を調査し、乙と協議のうえ、紛争解決のために適切な措置を講じるものとする。 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－586－ 

（訓練） 

第 12 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研修会等

に乙の参加を要請することができる。 

（実施細目） 

第 13 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。 

（協議） 

第 14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるも

のとする。 

（有効期間） 

第 15 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。ただし、この

協定の有効期間が満了する１か月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、期間満了

の日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。 

 

平成 24 年 10 月 10 日 

 

甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

                 神戸市 

                 神戸市長 矢 田 立 郎 

 

乙 神戸市中央区山本通５丁目７番１８号 

                 社団法人 神戸市歯科医師会 

                 会  長  住 谷 幸 雄 

 

 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－587－ 

資料 1-3 災害時における応急医療及び救護の協力に関する神戸市と神戸市薬剤師会との協定 

 

災害時における応急医療及び救護の協力に関する神戸市と神戸市薬剤師会との協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人神戸市薬剤師会（以下「乙」という。）との間に、災

害時における応急医療及び救護（以下「医療救護」という。）の協力に関し、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき、甲が実施する医療救護及び災害救助法に基づき

甲が実施する他の被災自治体での医療救護にかかる乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（協力要請） 

第２条 甲は、神戸市地域防災計画または災害救助法に基づき医療救護を行う必要が生じたときは、

乙に対し協力を要請することができる。 

２ 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

第３条 前条に規定する甲の協力要請は、健康局長（神戸市災害対策本部健康部長）が行う。 

（医療救護班員の派遣） 

第４条 乙は、甲から協力の要請を受けたときは、別に定める医療救護計画に基づき、医療救護活動

を行うための要員（以下「医療救護班員」という。）として、薬剤師を派遣するものとする。 

（医療救護班員に対する指揮命令等） 

第５条 乙が派遣する医療救護班員に対する指揮命令及び医療救護の連絡調整は、甲が指定するもの

が行うものとする。 

（医療救護班員の輸送） 

第６条 医療救護班員の輸送は、甲乙が共同して行うものとする。 

（業務） 

第７条 乙が行う業務は、医療救護班が行う医療救護活動にかかる、次の各号に揚げる業務とする。 

（１）医師の指示に基づく調剤、服薬指導 

（２）その他医薬品等にかかる必要な業務 

（医薬品等の供給） 

第８条 前条に規定する業務に使用する医薬品等は、原則として甲が調達するが、調達が困難と認め

られる場合には、甲乙が別途定める協定に基づき、乙が提供する医薬品等を受けることができるも

のとする。 

（報告） 

第９条 乙は、第７条に規定する業務を行ったときは、その状況を記録するとともに、医療救護の終

了後、所定の様式により甲に報告するものとする。 

（紛争処理） 

第 10 条 本協定に基づく医療救護活動を行うに際し、傷病者との間に紛争が生じたときは、甲は速や

かにその原因を調査し、乙と協議のうえ、紛争解決のために適切な措置を講じるものとする。 

 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－588－ 

（訓練） 

第 11 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研修会等

に乙の参加を要請することができる。 

（実施細目） 

第 12 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。 

（協議） 

第 13 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるも

のとする。 

（有効期間） 

第 14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年３月 31 日までとする。ただし、この協

定の有効期間が満了する１か月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、期間満了の

日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成 24 年５月 21 日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

神戸市長  矢 田  立 郎 

 

神戸市中央区下山手通６丁目４番３号 

乙 一般社団法人 神戸市薬剤師会 

会  長  松 岡 一 典 

 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－589－ 

資料 1-4 災害時医薬品集積センター等における業務協力に関する神戸市と一般社団法人神戸市薬剤師会 

との協定(一般社団法人神戸市薬剤師会) 

 

災害時医薬品集積センター等における業務協力に関する 

神戸市と一般社団法人神戸市薬剤師会との協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人神戸市薬剤師会（以下「乙」という。）との間に、甲

が開設する災害時医薬品集積センター及びその他の医薬品保管場所（以下「医薬品集積センター等」

という。）における業務協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき甲が開設する医薬品集積センター等における医薬

品、衛生材料、医療機器（以下「医薬品等」という。）に係る業務に関する乙の協力に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、神戸市地域防災計画に基づき医薬品集積センター等を開設し、医薬品等に係る業務を

行う必要が生じたときは、乙に対し協力を要請することができる。 

２ 甲は、前項の協力要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

 

第３条 前条に規定する甲の協力要請は、健康局長（神戸市災害対策本部健康部長）が行う。 

 

（薬剤師の派遣） 

第４条 乙は、甲からの協力の要請を受けたときは、医薬品集積センター等における業務を行   

うための要員として、薬剤師を派遣するものとする。 

 

（薬剤師に対する指揮命令等） 

第５条 乙が派遣する薬剤師に対する指揮命令及び連絡調整は、甲が指定するものが行うもの  

とする。 

 

（薬剤師の輸送） 

第６条 薬剤師の輸送は、甲乙が共同して行うものとする。 

 

（業務） 

第 7 条 乙が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。 

（１）医薬品等の受け入れ、整理及びリストの作成 

（２）医薬品保管場所又は救護所への医薬品等の払い出し 

（３）不足医薬品等のリスト作成と報告 

（４）医薬品等の出納伝票の管理 

（５）医薬品情報の提供 

（６）各種記録簿の作成 

（７）その他医薬品等にかかる必要な業務 

 

（報告） 

第８条 乙は、第７条に規定する業務を行ったときは、その状況を記録するとともに、業務の 

終了後、所定の様式により甲に報告するものとする。 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－590－ 

（費用弁償等） 

第９条 甲は、甲の要請に基づき乙の派遣する薬剤師が業務を実施した場合に要する経費を負   

担するものとする。 

（災害補償） 

第 10 条  甲は、乙の派遣する薬剤師が本業務において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合に

は、災害救助法及び災害救助法施行令の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として、扶助金

相当額を乙に支払う。ただし、扶助金支払いのために加入する保険により支払われる保険金の額を

上限とする。 

 

（紛争処理） 

第 11 条 本協定に基づく業務に関して紛争が生じたときは、甲は速やかにその原因を調査し、乙と協

議のうえ、紛争解決のために適切な措置を講じるものとする。 

 

（訓練） 

第 12 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研修会等

に乙の参加を要請することができる。 

 

（実施細目） 

第 13 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

（協議） 

第 14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるも

のとする。 

 

（有効期間） 

第 15 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年３月 31 日までとする。ただ   

し、この協定の有効期間が満了する１か月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、

期間満了の日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

平成 25 年 3 月 27 日 

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲  神戸市 

神戸市長  矢 田 立 郎 

 

  神戸市中央区下山手通６丁目４番３号 

乙  一般社団法人神戸市薬剤師会 

会 長      伊 藤 清 彦  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－591－ 

資料 1-5 災害時の医療救護活動における医薬品等の供給協力に関する神戸市と一般社団法人神戸市薬剤師会 

との協定(一般社団法人神戸市薬剤師会) 

 

災害時の医療救護活動における医薬品等の供給協力に関する 

神戸市と一般社団法人神戸市薬剤師会との協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人神戸市薬剤師会（以下「乙」という。）とは、 

災害時における応急医療及び救護（以下「医療救護」という。）に必要な医薬品、衛生材料、医療機器

（以下「医薬品等」という。）の供給に係る協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき甲が実施する医療救護活動において、初 

動時に必要な医薬品等の供給に係る乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、神戸市地域防災計画に基づき医療救護活動を行う必要が生じたときは、乙に 

対し、乙の会員が保有する医薬品等の供給について協力を要請することができる。 

２ 甲は、前項の協力要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

 

第３条 前条に規定する甲の協力要請は、健康局長（神戸市災害対策本部健康部長）が行う。 

 

（協力の実施） 

第４条 乙は、甲からの協力の要請を受けたときは、甲の指定する救護所、災害時医薬品集積センタ

ー又はその他の医薬品保管場所（以下「救護所等」という。）への医薬品等の供給に関して積極的に

協力するものとする。 

２ 乙は、地震等災害により電話連絡網が途絶したときは、甲の協力要請を待たずに救護所等へ乙の

会員が保有する医薬品等を乙自らが運搬し供給できるように、必要な事項を定めておくものとする。 

３ 乙が前項の規定に基づき医薬品等を供給した場合は、甲が協力を要請したものとみなす。 

 

（医薬品等の供給及び運搬） 

第５条 乙が供給する医薬品等は、災害の状況等に応じて甲が予め定めておいた災害時供給医薬品等

及び甲から特に要請があった個別の医薬品等のうち、乙が保有している医薬品等とする。 

２ 供給要請した医薬品等の運搬は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。なお、必要に応じて、

甲は乙に対して運搬の協力を求めることができる。 

３ 乙は、前項の規定に基づき医薬品等の運搬の協力を行うにあたり、円滑な運搬ができるよう甲に

必要な協力を求めることができる。 

 

（費用弁償等） 

第６条 乙が供給した医薬品等の代金及び乙が運搬の協力を行った場合の経費については、甲が費用

弁償等を行うものとする。 

 

（医薬品等の価格の決定） 

第７条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、甲乙両者協議のうえ災害発生時直前にお

ける適正価格を基準として決定するものとする。 

 

（災害補償） 

第８条 甲は、乙の会員の薬剤師が本業務において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、

災害救助法及び災害救助法施行令の規定に基づき支給される扶助金の例を参考にして、扶助金相当

額を乙に支払う。ただし、扶助金支払のために加入する保険により支払われる保険金の額を上限と

する。 

 

 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－592－ 

（協定実施の円滑化） 

第９条 乙は、この協定に基づく協力が円滑に行われるよう、甲の主催する防災訓練及び研修会に積

極的に参加するものとする。 

 

（実施細目） 

第 10 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるも

のとする。 

 

（有効期間） 

第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。ただ    

し、この協定の有効期間が満了する１か月前までに甲又は乙から何らの意思表示がないと 

きは、期間満了の日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

平成 25 年 3 月 27 日 

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲  神戸市 

神戸市長  矢 田 立 郎 

 

  神戸市中央区下山手通６丁目４番３号 

乙  一般社団法人神戸市薬剤師会 

会 長   伊 藤 清 彦 
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資料 1-6 災害時の医薬品集積センターとしての一時使用に関する協定書 

 

災害時の医薬品集積センターとしての一時使用に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と 学校法人兵庫医科大学 兵庫医療大学（以下「乙」という。）と

の間に、甲が乙の所有する施設において、災害時に医薬品、衛生資機材及び医療機器等の集積・配

送拠点として使用することについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき甲が実施する医薬品、衛生資機材及び医療機器等

の集積・配送拠点である医薬品集積センター（以下「センター」という。）として、乙が所有する施

設を使用するにあたって必要な事項を定めることとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、神戸市地域防災計画に基づきセンターを設置する必要が生じたときは、乙に対し乙が

保有する施設の使用について要請することができる。 

２ 甲は、前項の使用要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

 

第３条 前条に規定する甲の使用要請は、健康局長（神戸市災害対策本部健康部長）が行う。 

 

（使用施設） 

第４条 集積・配送拠点として使用する集積配送場所は、乙（神戸市中央区港島 1 丁目 3 番 6）の体

育館棟とし、電話・FAX 等の通信施設については乙が指定するものとする。 

２ 甲が行う医薬品等の集積・配送に必要な医薬品等の受け渡し場所及び通路については、甲乙が協

議するものとする。 

 

（免責・損害賠償） 

第５条 甲は、乙の施設の使用に伴い発生する事故等について、全て甲の責任において対応、処理す

ることとする。ただし、甲の責に起因しない場合においてはこの限りではない。 

２ 甲は、乙の施設及び付帯設備・器具等を汚損・毀損又は紛失した場合は、その損害を賠償する。

ただし、甲の責に起因しない場合においてはこの限りではない。 

 

（費用負担） 

第６条 乙は、甲が使用要請する施設を無償で貸与することとし、施設の使用に要する費用は甲が負

担するものとする。 

 

（使用手続） 

第７条 乙は、第２条に規定する甲からの施設使用要請を受けた場合は、第４条で指定する施設を甲

に提供するものとする。 

 

（使用期間） 

第８条 乙は、第２条第２項に規定する甲が終了の通知をするまで、その施設を提供するものとする。

但し、乙が施設運営上その施設を提供することが困難となった場合は、この限りではない。 

 

（指定用途の遵守） 

第９条 甲は、乙が提供する施設を、この協定に定める目的以外に使用してはならない。 

 

（疑義の解釈） 

第 10 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議して定め

るものとする。 
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（有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から翌年 3 月 31 日までとする。ただし、この協定の

有効期間が満了する１か月前までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、期間満了の日の翌

日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成２９年３月１５日 

甲 神戸市 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

 

代表者 神戸市長 久元 喜造 

 

 

 

乙 学校法人兵庫医科大学 兵庫医療大学 

神戸市中央区港島 1 丁目 3 番 6 

 

代表者 学長 馬場 明道 
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資料 1-7 災害時における応急医療及び救護の協力に関する神戸市と兵庫県看護協会との協定 

 

災害時における応急医療及び救護の協力に関する神戸市と兵庫県看護協会との協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と公益社団法人兵庫県看護協会（以下「乙」という。）との間に、災

害時における応急医療及び救護（以下「医療救護」という。）の協力に関し、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき、甲が実施する医療救護及び災害救助法に基づき

甲が実施する他の被災自治体での医療救護にかかる乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（協力要請） 

第２条 甲は、神戸市地域防災計画または災害救助法に基づき医療救護を行う必要が生じたときは、

乙に対し協力を要請することができる。 

２ 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

第３条 前条に規定する甲の協力要請は、健康局長（神戸市災害対策本部健康部長）が行う。 

（医療救護班員の派遣） 

第４条 乙は、甲から協力の要請を受けたときは、別に定める医療救護計画に基づき、医療救護活動

を行うための要員（以下「医療救護班員」という。）として、看護職（看護師、准看護師、助産師、

保健師を指す。以下同じ。）を派遣するものとする。 

（医療救護班員に対する指揮命令等） 

第５条 乙が派遣する医療救護班員に対する指揮命令及び医療救護の連絡調整は、甲が指定するもの

が行うものとする。 

（医療救護班員の輸送） 

第６条 医療救護班員の輸送は、甲乙が共同して行うものとする。 

（業務） 

第７条 乙が行う業務は、医療救護班が行う医療救護活動にかかる、次の各号に揚げる業務とする。 

（１）傷病者に対する応急看護及び診療の補助 

（２）その他の医療救護にかかる必要な看護業務 

（衛生材料等の供給） 

第８条 前条に規定する業務に使用する資材等は、原則として甲が調達するが、調達が困難と認めら

れる場合には、乙が備蓄又は所有する資材等を使用することができるものとする。 

（報告） 

第９条 乙は、第７条に規定する業務を行ったときは、その状況を記録するとともに、医療救護の終

了後、所定の様式により甲に報告するものとする。 

（紛争処理） 

第 10 条 本協定に基づく医療救護活動を行うに際し、傷病者との間に紛争が生じたときは、甲は速や

かにその原因を調査し、乙と協議のうえ、紛争解決のために適切な措置を講じるものとする。 
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（訓練） 

第 11 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研修会等

に乙の参加を要請することができる。 

（実施細目） 

第 12 条 この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。 

（協議） 

第 13 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるも

のとする。 

（有効期間） 

第 14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年３月 31 日までとする。ただし、この協

定の有効期間が満了する１か月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、期間満了の

日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成 24 年 10 月 1 日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神 戸 市 

神戸市長  矢 田  立 郎 

 

神戸市中央区下山手通５丁目６番 24 号 

乙 公益社団法人 兵庫県看護協会 

会  長  大 森  綏 子 
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資料 1-8 災害救助犬の出動に関する協定書、同実施細目 

 

災害救助犬の出動に関する協定書 

 

神戸市消防局（以下「甲」という。）と日本レスキュー協会（以下「乙」という。）とは，「災害救助

犬の出動」に関し、次のとおり協定を締結する。 

（業務範囲） 

第１条 この協定による業務は、神戸市域の災害現場で、救助を要する者の存在を災害救助犬により

確認する作業（以下「検索作業」という。）とする。 

（出動の要請） 

第２条 甲は、検索作業のため必要があると認める場合は、乙に対し、災害救助犬の出動を要請する

ものとする。 

２ 乙は、前項の出動要請を受けたときは、速やかに災害救助犬を出動させるものとする。この場合

において、災害救助犬の頭数は、災害の種別及び規模等を考慮し、甲乙協議のうえ決定するものと

する。 

（現場指揮） 

第３条 乙は災害発生地を管轄する消防長又は消防署長の指揮のもとに検索作業を行うものとする。 

（業務の終了） 

第４条 この協定による業務の終了は、次に定めるところによるものとする。 

（1）甲が、検索作業の終息を告げたとき 

（2）乙の都合により、検索作業の続行が不可能となったとき 

（訓練） 

第５条 甲及び乙は、定期又は随時に合同訓練を行うものとする。 

（費用負担） 

第６条 第２条第２項に基づく出動に要する費用は、乙の負担とする。 

（損害補償） 

第７条 この協定の実施にともなって生じる損害補償の負担については、次に定めるところによるも

のとする。 

（1）甲が負担するもの 

乙の会員が、検索作業中に死亡若しくは負傷し、又は検索作業に起因した疾病により死亡若し

くは障害の状態となった場合の損害補償 

（2）乙が負担するもの 

ア 乙の会員が出動時の往復途上における交通事故により、自ら損害を被り、又は第三者に損

害を与えた場合の損害補償 

イ 災害救助犬が出動時の往復途上又は検索作業中に与えた第三者に対する損害補償 

ウ 災害救助犬の負傷等の損害補償 

(疑義の措置) 

第８条 この協定に定めがない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ定

めるものとする。 

(実施細目) 

第９条 この協定の実施に必要な事項は、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

(実施期日) 

第10条 この協定は、平成８年７月４日から実施する。 

 

本協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通保有するものとす

る。 

 

平成８年７月４日 

甲 神 戸 市 消 防 局 長 園辺栄五郎 

乙 日本レスキュー協会会長 打間奈津子 
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「災害救助犬の出動に関する協定」実施細目 
（趣旨） 

第１条 この実施細目は、災害救助犬の出動に関する協定（平成８年７月４日締結。以下「協定」と

いう。）第９条の規定に基づき、神戸市消防局（以下「消防局」という。）と日本レスキュー協会

（以下「協会」という。）との協定の実施に必要な事項を定める。 

（通報） 

第２条 消防局は大規模な災害が発生する恐れのあるとき、又は大規模な災害が発生したときで、神

戸市防災指令規程（昭和４３年４月１日。訓令甲第１号）第３条第１項に基づく全市防災指令第

３号が発令されたときは協会へ通報するものとする。 

（出動要請、協議等） 

第３条 消防局は、協定第２条第１項に規程する出動要請を行うときは、次の各号に掲げる事項を明

示して行なうものとする。 

（１）災害種別、場所及びその概要 

（２）出動場所 

（３）連絡・誘導担当者の所属、氏名 

（４）その他要請に必要な事項 

２ 協定第２項後段に規定する災害救助犬の頭数は、災害種別、規模及び検索範囲並びに出動可能

な頭数等を考慮し、その都度消防局及び協会が協議するものとする。 

３ 協会は、協定第２条第１項に基づく要請を受け、出動態勢が整ったときは、速やかに出動隊及

び出動場所への到着予定時刻等必要な事項を消防局へ連絡するものとする。 

４ 第１項及び第３項に定める出動要請の連絡先など必要な事項は、様式１により毎年度当初に確

認する。また、変更があった場合はその都度相互に交換するものとする。 

（活動状況の通報） 

第４条 協会は、出動隊が帰還したあとすみやかに次の事項を消防局に通報するものとする。 

ア 出動部隊（車両、人員、災害救助犬の頭数） 

イ 活動時間経路 

ウ 活動内容 

エ その他必要な事項 

（連携活動） 

第５条 消防局及び協会は、相互に、救助活動における連携活動のあり方を研究、検討するとともに、

協定第５条の規定による訓練を通じて、円滑な救助活動が実施できるよう努めるものとする。 

（損害賠償事案の速報及び書類提出） 

第６条 協会は、協定第７条第１号に基づき消防局が負担することとなる事案が発生したときは速

やかに連絡するとともに、消防局の求めに応じ必要な書類等を提出するものとする。 

（協議） 

第７条 この実施細目に定めのない事項及び内容に疑義が生じたときは、消防局及び協会が別に協

議して定めるものとする。 

 

附則 

この実施細目は、平成８年７月４日から適用する。 

 

附則 

この実施細目は、平成２４年３月１日から適用する。 

 

この実施細目に定める事項を確認するため、本書を２通作成し、記名押印のうえ、各１通を保有

するものとする。 

 

平成２４年３月１日 

 

神 戸 市 消 防 局 長     村 上 正 彦 

日 本 レ ス キ ュ ー 協 会 会 長     伊 藤 裕 成  
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資料 1-9 大規模災害時における救急活動及び救護所等での医療救護活動に必要な医薬品等の調

達に関する協定書（兵庫県医薬品卸業協会） 

 

大規模災害時における救急活動及び救護所等での医療救護活動 

に必要な医薬品等の調達に関する協定書 
 

神戸市（以下「甲」という。）と兵庫県医薬品卸業協会（以下「乙」という。）とは、大規模災

害時における救急活動及び救護所等での医療救護活動に必要な医薬品、衛生材料、医療機器（以

下「医薬品等」という。）の調達に係る協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、震災等の大規模災害時において、甲と乙との間に、救急活動及び救護所等

での医療救護活動に必要となる医薬品等の調達に関して必要な事項を定め、もって救急活動及び

医療救護活動の円滑化を図るものとする。 

（供給の要請） 

第２条 甲は、震災等の大規模災害時において、多数の負傷者が発生し、救急活動及び医療救護

活動に必要となる医薬品等が不足し、または不足が予測される場合に、乙に対し、医薬品等の品

目、数量及び納品場所を指定し、文書又は電話等の方法により、供給の要請を行うものとする。 

２ 乙は、前項の要請があった場合、乙に属する会員（以下「会員」という。）を活用し、甲の指

定する消防署及び医薬品集積センター等に供給するものとする。ただし、事故その他の理由によ

り供給が困難な場合は、供給の要請を受け入れないことができる。 

（走行の確保） 

第３条 乙は、医薬品等の円滑な搬送を図るため、必要に応じ、誘導車両の派遣を甲に依頼する

ことができる。 

（協議事項等） 

第４条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。ただし、 

この協定の有効期間が満了する１か月前までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、期間

満了の日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を保有す

る。 

 

平成 25 年９月１日 

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲  神戸市 

神戸市長  矢 田 立 郎 

 

  神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号 

                  乙  兵庫県医薬品卸業協会 

                     会 長   長 家 正 明 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－600－ 

資料 1-10 大規模災害時における救急活動及び救護所等での医療救護活動に必要な医療機器等の

調達に関する協定書（兵庫県医療機器協会） 

 

大規模災害時における救急活動及び救護所等での医療救護活動 

に必要な医療機器等の調達に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と兵庫県医療機器協会（以下「乙」という。）とは、大規模災害

時における救急活動及び救護所等での医療救護活動に必要な医療機器、衛生材料、その他資器材

（以下「医療機器等」という。）の調達に係る協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、震災等の大規模災害時において、甲と乙との間に、救急活動及び救護所等

での医療救護活動に必要となる医療機器等の調達に関して必要な事項を定め、もって救急活動及

び医療救護活動の円滑化を図るものとする。 

（供給の要請） 

第２条 甲は、震災等の大規模災害時において、多数の負傷者が発生し、救急活動及び医療救護

活動に必要となる医療機器等が不足し、または不足が予測される場合に、乙に対し、医療機器等

の品目、数量及び納品場所を指定し、文書又は電話等の方法により、供給の要請を行うものとす

る。 

２ 乙は、前項の要請があった場合、乙に属する会員（以下「会員」という。）を活用し、甲の指

定する消防署及び医薬品集積センター等に供給するものとする。ただし、事故その他の理由によ

り供給が困難な場合は、供給の要請を受け入れないことができる。 

（走行の確保） 

第３条 乙は、医療機器等の円滑な搬送を図るため、必要に応じ、誘導車両の派遣を甲に依頼す

ることができる。 

（協議事項等） 

第４条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。ただし、 

この協定の有効期間が満了する１か月前までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、期間

満了の日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を保有す

る。 

 

平成 25 年９月１日 

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲  神戸市 

神戸市長  矢 田 立 郎 

 

  兵庫県揖保郡太子町東保 160－4 

                  乙  兵庫県医療機器協会 

                     会 長   髙 井 國 昭  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－601－ 

資料 1-11 大規模災害時における医療用酸素の調達に関する協定書 

（一般社団法人日本産業・医療ガス協会） 

大規模災害時における医療用酸素の調達に関する協定書 

（目的） 

第１条 この協定は、震災等の大規模災害時において、神戸市（以下「甲」という。）と一般社団

法人 日本産業・医療ガス協会近畿地域本部兵庫県支部（以下「乙」という。）との間に、救急

活動に使用する医療用酸素の調達に関して必要な事項を定め、もって災害救急活動の円滑化を

図ることを目的とする。 

（供給の要請） 

第２条 甲は、震災等の大規模災害時において、多数の負傷者が発生し、医療用酸素が不足し、

または不足が予測される場合に、乙に対し、医療用酸素の数量及び場所を指定し、文書又は電

話等の方法により、供給の要請を行うものとする。 

２ 乙は、前項の要請があった場合、乙に属する会員を活用し、甲の指定する場所に供給するも

のとする。ただし、事故その他の理由により供給が困難な場合は、供給の要請を受け入れない

ことができる。 

（走行の確保） 

第３条 乙は、医療用酸素の円滑な搬送を図るため、必要に応じ、誘導車両の派遣を甲に依頼す

ることができる。 

（協議事項等） 

第４条 この協定の定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙双方が協議のうえ定めるも

のとする。 

（協定の破棄） 

第５条 この協定を甲、乙いずれか一方より破棄する場合は、１ケ月前までに書面をもってその

旨を相手方に通知するものとする。 

 

本協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保管するもの

とする。 

 

 

平成 22 年 11 月 11 日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎 

 

 

神戸市東灘区魚崎南町３丁目２番２号 

乙 一般社団法人 日本産業・医療ガス協会 

近畿地域本部兵庫県支部 

代表者 支部長 岡 野 洋 太 郎 

 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－602－ 

資料 1-12 大規模災害時における医療用衛生材料の調達に関する協定書（大阪衛生材料協同組合） 

 

大規模災害時における医療用衛生材料の調達に関する協定書 
（目的） 

第１条 この協定は，震災等の大規模災害時において、神戸市（以下「甲」という。）と大阪衛生材料

協同組合（以下「乙」という。）との間に、救急活動に使用する医療用衛生材料の調達に関して必要

な事項を定め、もって災害救急活動の円滑化を図ることを目的とする。 

（供給の要請） 

第２条 甲は、震災等の大規模災害時において、多数の負傷者が発生し、医療用衛生材料が不足し、

または不足が予測される場合に、乙に対し、別紙に定める医療用衛生材料の品目及び場所を指定し、

文書又は電話等の方法により、供給の要請を行うものとする。 

２ 乙は、前項の要請があった場合、乙に属する組合員を活用し、甲の指定する場所に供給するもの

とする。ただし、事故その他の理由により供給が困難な場合は、供給の要請を受け入れないことが

できる。 

（走行の確保） 

第３条 乙は、医療用衛生材料の円滑な搬送を図るため、必要に応じ、誘導車両の派遣を甲に依頼す

ることができる。 

（協議事項等） 

第４条 この協定の定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙双方が協議のうえ定めるものと

する。 

（協定の破棄） 

第５条 この協定を甲、乙いずれか一方より破棄する場合は、１ケ月前までに書面をもってその旨を

相手方に通知するものとする。 

（実施期日） 

第６条 この協定は、平成９年１月13日から実施する。 

 

 本協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保管するものと

する。 

平成９年１月13日 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

神戸市長  笹  山  幸  俊 

大阪市中央区瓦町１丁目４－１１ 

乙 大阪衛生材料協同組合 

理事長 佐 々 木   宏 

 

別 紙 

医療用衛生材料リスト 

１ ガーゼ類等 

①三角巾、②サージカルテープ（12.5㎜・25㎜）、③ネット包帯、④ガーゼ、⑤滅菌ガーゼ、 

⑥ディスポ手袋（Ｍ・Ｌ）、⑦切ガーゼ、⑧包帯 

 

２ 救急処置用 

①  瞬間冷却パック（大・小） 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－603－ 

資料 1-13 災害時における応急救護活動についての協定書（社団法人兵庫県柔道接骨師会） 

 

災害時における応急救護活動についての協定書 

 

 神戸市を「甲」とし、社団法人兵庫県柔道接骨師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定

を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

(協力の内容) 

第２条 災害時において、乙は、甲からの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。 

 (1)傷病者に対する応急救護（柔道整復師法（昭和45年法律第19号）に規定された業務の範囲） の

実施 

 (2)傷病者に対する応急救護に関する衛生材料等の提供 

(費用弁償等) 

第３条 甲の要請に基づき、乙が応急救護活動を実施するため派遣に要する経費は、甲が負担するも

のとする。 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

(損害補償) 

第４条 甲の要請に基づき、乙が行った救護活動に係る従事者の損害補償については、「神戸市消防団

員等災害補償条例」(昭和41年10月19日条例第26号）の例による。 

(応急救護計画の策定) 

第５条 乙は、本協定で定める救護活動を実施するため、災害応急救護計画を策定し、これを甲に提

出するものとする。 

(指揮命令) 

第６条 乙の協力に係る指揮命令及び連絡調整については、甲が指定する者が行うものとする。 

(協議) 

第７条 この協定の条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項について

は、その都度甲・乙協議の上、定めるものとする。 

(有効期間) 

第８条 この協定の有効期間は平成９年11月７日から平成10年11月６日までとする。ただし、期間満

了の日の３ヶ月前までに、甲・乙間において何らかの申し出が無いときは、更に１年間延長された

ものとみなし、以降この例によるものとする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各１通保有する。 

 

平成9年11月7日 

神戸市中央区加納町６丁目５－１ 

甲 神戸市 

代表者 神戸市長  笹 山 幸 俊 

神戸市兵庫区塚本通２丁目２－２５ 

乙 社団法人 兵庫県柔道接骨師会 

会 長  上 田 勉 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－604－ 

資料 1-14 災害時における災害対応病院が実施する災害医療への対応等に関する協定（甲南医療

センター、川崎病院、済生会兵庫県病院、西市民病院、神戸掖済会病院、西神戸医療

センター） 

 

災害時における災害対応病院が実施する災害医療への対応等に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般財団法人甲南会甲南医療センター（以下「乙」という。）

とは、災害時における災害医療への対応に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、災害対応病院が実施する災害医療の対応等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（協力要請） 

第 2 条 甲は神戸市地域防災計画または災害救助法に基づき医療救護を行う必要が生じたとき

は、甲が設置する神戸市災害対策本部健康部医療救護班から乙に対し協力を要請することが

できる。 

2 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

（災害対応病院等の役割） 

第 3 条 乙は甲より第 2 条第 1 項に基づく要請があった場合、災害対応病院として、被災患者

の受入れ、治療を行うほか、甲が設置する医療救護所に対して備蓄している医薬品・衛生資

材（以下「医薬品等」という。）の提供を行うとともに、甲が受け入れた応援医師等の受入れ

るとともに、避難所・福祉避難所への医療提供を行う。 

2 乙は、当協定締結後すみやかに、前項の対応のための医薬品等の備蓄や受入れ患者対応機材

等の整備を行うこととする。整備にあたり、甲は別に定める「神戸市災害対応病院設備等整

備補助金交付要綱」に基づく財政的支援を行う。 

（医薬品・衛生資材の備蓄・提供） 

第 4 条 前条に規定する備蓄する医薬品等の種類・分量等及び医療救護所への提供方法等の詳

細については、甲乙別途協議を行い定めるものとする。 

（訓練） 

第 5 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研

修会、市地域災害救急医療対策会議等に乙の参加を要請することができる。 

（協議） 

第 6 条 この協定の定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める

ものとする。 

（期間） 

第 7 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から甲が災害対応病院の指定の取り消しを行う

日までとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自 1 通保有

する。 

 

平成 27 年１月 13 日 

 

甲 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号  乙 神戸市東灘区鴨子ケ原 1 丁目 5 番 16 号 

  神戸市                 一般財団法人甲南会 

 神戸市長 久元 喜造          理事長 平生 誠三  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－605－ 

災害時における災害対応病院が実施する災害医療への対応等に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と医療法人川崎病院（以下「乙」という。）とは、災害時にお

ける災害医療への対応に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、災害対応病院が実施する災害医療の対応等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（協力要請） 

第 2 条 甲は神戸市地域防災計画または災害救助法に基づき医療救護を行う必要が生じたとき

は、甲が設置する神戸市災害対策本部保健福祉部医療救護班から乙に対し協力を要請するこ

とができる。 

2 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

（災害対応病院等の役割） 

第 3 条 乙は甲より第 2 条第 1 項に基づく要請があった場合、災害対応病院として、被災患者

の受入れ、治療を行うほか、甲が設置する医療救護所に対して備蓄している医薬品・衛生資

材（以下「医薬品等」という。）の提供を行うとともに、甲が受け入れた応援医師等の受入れ

るとともに、避難所・福祉避難所への医療提供を行う。 

2 乙は、当協定締結後すみやかに、前項の対応のための医薬品等の備蓄や受入れ患者対応機材

等の整備を行うこととする。整備にあたり、甲は別に定める「神戸市災害対応病院設備等整

備補助金交付要綱」に基づく財政的支援を行う。 

（医薬品・衛生資材の備蓄・提供） 

第 4 条 前条に規定する備蓄する医薬品等の種類・分量等及び医療救護所への提供方法等の詳

細については、甲乙別途協議を行い定めるものとする。 

（訓練） 

第 5 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研

修会、市地域災害救急医療対策会議等に乙の参加を要請することができる。 

（協議） 

第 6 条 この協定の定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める

ものとする。 

（期間） 

第 7 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から甲が災害対応病院の指定の取り消しを行う

日までとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自 1 通保有

する。 

 

平成 27 年１月 13 日 

 

甲  神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号   乙 神戸市兵庫区東山町 3 丁目 3 番 1 号 

神戸市                  医療法人 川崎病院 

 神戸市長 久元 喜造           理事長 市原 紀久雄 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－606－ 

災害時における災害対応病院が実施する災害医療への対応等に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院（以下「乙」という。）

とは、災害時における災害医療への対応に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、災害対応病院が実施する災害医療の対応等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（協力要請） 

第 2 条 甲は神戸市地域防災計画または災害救助法に基づき医療救護を行う必要が生じたとき

は、甲が設置する神戸市災害対策本部保健福祉部医療救護班から乙に対し協力を要請するこ

とができる。 

2 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

（災害対応病院等の役割） 

第 3 条 乙は甲より第 2 条第 1 項に基づく要請があった場合、災害対応病院として、被災患者

の受入れ、治療を行うほか、甲が設置する医療救護所に対して備蓄している医薬品・衛生資

材（以下「医薬品等」という。）の提供を行うとともに、甲が受け入れた応援医師等の受入れ

るとともに、避難所・福祉避難所への医療提供を行う。 

2 乙は、当協定締結後すみやかに、前項の対応のための医薬品等の備蓄や受入れ患者対応機材

等の整備を行うこととする。整備にあたり、甲は別に定める「神戸市災害対応病院設備等整

備補助金交付要綱」に基づく財政的支援を行う。 

（医薬品・衛生資材の備蓄・提供） 

第 4 条 前条に規定する備蓄する医薬品等の種類・分量等及び医療救護所への提供方法等の詳

細については、甲乙別途協議を行い定めるものとする。 

（訓練） 

第 5 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研

修会、市地域災害救急医療対策会議等に乙の参加を要請することができる。 

（協議） 

第 6 条 この協定の定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める

ものとする。 

（期間） 

第 7 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から甲が災害対応病院の指定の取り消しを行う

日までとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自 1 通保有

する。 

 

平成 27 年１月 13 日 

 

甲 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 乙 神戸市北区藤原台中町 5 丁目 1 番 1 号 

神戸市                社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院 

神戸市長 久元 喜造         院長 山本 隆久 

 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－607－ 

災害時における災害対応病院が実施する災害医療への対応等に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と地方独立行政法人 神戸市民病院機構（以下「乙」という。）

とは、神戸市立医療センター西市民病院の災害時における災害医療への対応に関し、次のとお

り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、災害対応病院が実施する災害医療の対応等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（協力要請） 

第 2 条 甲は神戸市地域防災計画または災害救助法に基づき医療救護を行う必要が生じたとき

は、甲が設置する神戸市災害対策本部保健福祉部医療救護班から乙に対し協力を要請するこ

とができる。 

2 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

（災害対応病院等の役割） 

第 3 条 乙は甲より第 2 条第 1 項に基づく要請があった場合、災害対応病院として、被災患者

の受入れ、治療を行うほか、甲が設置する医療救護所に対して備蓄している医薬品・衛生資

材（以下「医薬品等」という。）の提供を行うとともに、甲が受け入れた応援医師等の受入れ

るとともに、避難所・福祉避難所への医療提供を行う。 

2 乙は、当協定締結後すみやかに、前項の対応のための医薬品等の備蓄や受入れ患者対応機材

等の整備を行うこととする。整備にあたり、甲は別に定める「神戸市災害対応病院設備等整

備補助金交付要綱」に基づく財政的支援を行う。 

（医薬品・衛生資材の備蓄・提供） 

第 4 条 前条に規定する備蓄する医薬品等の種類・分量等及び医療救護所への提供方法等の詳

細については、甲乙別途協議を行い定めるものとする。 

（訓練） 

第 5 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研

修会、市地域災害救急医療対策会議等に乙の参加を要請することができる。 

（協議） 

第 6 条 この協定の定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める

ものとする。 

（期間） 

第 7 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から甲が災害対応病院の指定の取り消しを行う

日までとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自 1 通保有

する。 

 

平成 27 年１月 13 日 

 

甲 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号  乙 神戸市中央区港島南町 2 丁目 1 番 11 号 

神戸市                 地方独立行政法人 神戸市民病院機構 

神戸市長 久元 喜造          理事長 菊池 晴彦 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－608－ 

災害時における災害対応病院が実施する災害医療への対応等に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本海員掖済会神戸掖済会病院（以下「乙」と

いう。）とは、災害時における災害医療への対応に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、災害対応病院が実施する災害医療の対応等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（協力要請） 

第 2 条 甲は神戸市地域防災計画または災害救助法に基づき医療救護を行う必要が生じたとき

は、甲が設置する神戸市災害対策本部保健福祉部医療救護班から乙に対し協力を要請するこ

とができる。 

2 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

（災害対応病院等の役割） 

第 3 条 乙は甲より第 2 条第 1 項に基づく要請があった場合、災害対応病院として、被災患者

の受入れ、治療を行うほか、甲が設置する医療救護所に対して備蓄している医薬品・衛生資

材（以下「医薬品等」という。）の提供を行うとともに、甲が受け入れた応援医師等の受入れ

るとともに、避難所・福祉避難所への医療提供を行う。 

2 乙は、当協定締結後すみやかに、前項の対応のための医薬品等の備蓄や受入れ患者対応機材

等の整備を行うこととする。整備にあたり、甲は別に定める「神戸市災害対応病院設備等整

備補助金交付要綱」に基づく財政的支援を行う。 

（医薬品・衛生資材の備蓄・提供） 

第 4 条 前条に規定する備蓄する医薬品等の種類・分量等及び医療救護所への提供方法等の詳

細については、甲乙別途協議を行い定めるものとする。 

（訓練） 

第 5 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研

修会、市地域災害救急医療対策会議等に乙の参加を要請することができる。 

（協議） 

第 6 条 この協定の定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める

ものとする。 

（期間） 

第 7 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から甲が災害対応病院の指定の取り消しを行う

日までとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自 1 通保有

する。 

 

平成 27 年１月 13 日 

 

甲 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号   乙 神戸市垂水区学が丘 1 丁目 21 番 1 号 

神戸市                  一般社団法人日本海員掖済会 

神戸市長 久元 喜造           神戸掖済会病院 院長 島津 敬 

 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－609－ 

災害時における災害対応病院が実施する災害医療への対応等に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と西神戸医療センター（以下「乙」という。）とは、災害時に

おける災害医療への対応に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、災害対応病院が実施する災害医療の対応等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（協力要請） 

第 2 条 甲は神戸市地域防災計画または災害救助法に基づき医療救護を行う必要が生じたとき

は、甲が設置する神戸市災害対策本部保健福祉部医療救護班から乙に対し協力を要請するこ

とができる。 

2 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に終了を通知するものとする。 

（災害対応病院等の役割） 

第 3 条 乙は甲より第 2 条第 1 項に基づく要請があった場合、災害対応病院として、被災患者

の受入れ、治療を行うほか、甲が設置する医療救護所に対して備蓄している医薬品・衛生資

材（以下「医薬品等」という。）の提供を行うとともに、甲が受け入れた応援医師等の受入れ

るとともに、避難所・福祉避難所への医療提供を行う。 

2 乙は、当協定締結後すみやかに、前項の対応のための医薬品等の備蓄や受入れ患者対応機材

等の整備を行うこととする。整備にあたり、甲は別に定める「神戸市災害対応病院設備等整

備補助金交付要綱」に基づく財政的支援を行う。 

（医薬品・衛生資材の備蓄・提供） 

第 4 条 前条に規定する備蓄する医薬品等の種類・分量等及び医療救護所への提供方法等の詳

細については、甲乙別途協議を行い定めるものとする。 

（訓練） 

第 5 条 甲は、この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう、甲が主催する防災訓練、研

修会、市地域災害救急医療対策会議等に乙の参加を要請することができる。 

（協議） 

第 6 条 この協定の定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める

ものとする。 

（期間） 

第 7 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から甲が災害対応病院の指定の取り消しを行う

日までとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自 1 通保有

する。 

 

平成 27 年１月 13 日 

 

甲 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号  乙 神戸市西区糀台 5 丁目 7 番 1 号 

神戸市                 一般財団法人神戸市地域医療振興財団 

神戸市長 久元 喜造          西神戸医療センター 理事長 深谷 隆 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－610－ 

(2) 情報収集・伝達、広報等に関する機関との応援協定 

資料 2-1 災害時における放送要請に関する協定（NHK） 

災害時における放送要請に関する協定（NHK） 

 

 （協定の主旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第233号、以下「法」という｡）第57条の規定及

び兵庫県地域防災計画（以下「県計画」という｡）に基づき兵庫県知事（以下「甲」という｡）が日

本放送協会神戸放送局長（以下「乙」という｡）に放送を行うことを求めるときの手続きを定めるも

のとする。 

 （放送の要請） 

第２条 甲は、法第55条の規定に基づく通知又は要請等が、緊急を要する場合で、かつ、他の通信施

設によることが著しく困難であり、その通信のため特に放送を必要とするときは、乙に対し放送を

行うことを求めることができる。 

２．法第56条に基づき市町長が行う通知又は要請等に関しては、県計画の定めるところにより、やむ

を得ぬ場合を除き、知事から行うものとする。 

 （要請の手続） 

第３条 甲は乙に対し次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。 

 （1）放送要請の理由 

 （2）放送事項 

 （3）放送希望日時 

 （4）その他必要な事項 

２．要請は原則として文書（別紙様式）によるものとする。ただし緊急やむを得ない場合は、電話又

は口頭によることができるものとする。 

 （放送の実施） 

第４条 乙は、甲から要請を受けた事項に関し、放送の形式、内容、時刻をそのつど決定し、放送す

る。 

 （連絡責任者） 

第５条 放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡を確実、円滑に行うため、甲にあっては

消防交通安全課長、乙にあっては放送部長を連絡責任者とする。 

 （緊急警報放送） 

第６条 電波法施行規則（昭和25年電波管理委員会規則第14号）第２条第１項第84の２号に定める緊

急警報信号による災害に関する放送の要請については、この協定に定めるところによるほか、別に

とりかわす覚書の定めるところにより実施する。 

 （雑  則） 

第７条 本協定によるもののほか、特に必要が生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 （協定の適用） 

第８条 この協定は、昭和53年４月１日から適用する。 

 

 この協定の証として、本２通を作成し、双方記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。 

  昭和53年４月１日 

  昭和60年９月１日一部変更（昭和60年９月１日適用） 

 甲 兵庫県知事 

 乙 日本放送協会 

 神戸放送局長  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－611－ 

資料 2-2 緊急警報放送の要請に関する覚書（NHK） 

 

緊急警報放送の要請に関する覚書 
 

 災害時における放送要請に関する協定（昭和53年４月１日締結、以下「協定」という｡）第６条に基

づき、兵庫県知事（以下「甲」という。）と日本放送協会神戸放送局長（以下「乙」という。）は、電

波法施行規則（昭和25年電波監理委員会規則第14号）第２条第１項第84条の２号に定める緊急警報信

号により災害に関する放送（以下「緊急警報放送」という。）を要請する場合の協定の実施について、

必要な事項を次のとおり定める。 

 （放送要請） 

第１条 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第57条に基づく緊急警報放送の放送要請は、次に掲

げる場合とする。 

 （1）災害が発生し、又は発生するおそれのある場合で、多くの人命、財産を保護するため、避難勧

告等緊急に住民に対し周知する必要のあるとき。 

 （2）緊急警報放送により放送要請をすることができるのは次に掲げる事項とする。 

    ア．住民への警報、通知等 

    イ．災害時における混乱を防止するための指示等 

    ウ．前各号のほか、知事が特に必要と認めるもの 

 （放送要請の手続） 

第２条 市町長からの緊急警報放送の要請については、協定第２条に規定するとおり、やむを得ない

場合を除き知事から行うものとする。 

２．緊急警報放送の放送を要請するときは、甲は乙に対して予め電話等により放送要請の予告をした

後、文書（様式１）により行うものとする。 

  ただし、緊急を要し文書による要請をするいとまのない場合は、電話等により様式１に定める事

項を明らかにして要請し、事後において速やかに文書を提出するものとする。 

 （連絡責任者） 

第３条 放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡を確実、円滑に行うため、甲にあっては

消防交通安全課長、乙にあっては放送部長を連絡責任者とする。 

 （施行期日等） 

第４条 この覚書は、昭和60年９月１日から施行する。 

 

 この覚書の証として、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。 

昭和60年９月１日 

甲  兵庫県知事 

乙  日本放送協会 

神戸放送局長 
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様式１ 

 

 

消 第        号 

令和 年 月 日 

 

日本放送協会 

 神戸放送局長様 

 

兵 庫 県 知 事 

 

 

 

緊急警報放送の放送要請について 

 

 

災害対策基本法（昭和63年法律第223号）第57条の規定により､次のとおり放送要請します。 

 

 

１．要請の理由 

 

 

２．放送事項 

 

 

３．放送希望日時 

 

 

４．災害の状況 

 （1）災害の種類 

 （2）災害発生日時 

 （3）災害の発生場所 

 （4）その他 

 

 

５．備考 
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資料 2-3 災害時における放送要請に関する協定（ラジオ関西、サンテレビ他） 

 

災害時における放送要請に関する協定（ラジオ関西、サンテレビ） 

 

 （協定の主旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第233号、以下「法」という｡）第57条の規定及

び兵庫県地域防災計画（以下「県計画」という。）に基づき兵庫県知事（以下「甲」という｡）が㈱

ラジオ関西・㈱サンテレビジョン（以下「乙」という｡）に放送を行うことを求めるときの手続きを

定めるものとする。 

 （放送の要請） 

第２条 甲は、法第55条の規定に基づく通知又は要請等が、緊急を要する場合で、かつ、他の通信施

設によることが著しく困難であり、その通信のため特に放送を必要とするときは、乙に対し放送を

行うことを求めることができる。 

２．法第56条に基づき市町長が行う通知又は要請等に関しては、県計画の定めるところにより、やむ

を得ぬ場合を除き、知事から行うものとする。 

 （要請の手続） 

第３条 甲は乙に対し次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。 

 （1）放送要請の理由 

 （2）放送事項 

 （3）放送希望日時 

 （4）その他必要な事項 

２．要請は原則として文書（別紙様式）によるものとする。ただし緊急やむを得ない場合は、電話又

は口頭によることができるものとする。 

 （放送の実施） 

第４条 乙は、甲から要請を受けた事項に関し、放送の形式、内容、時刻をそのつど決定し、放送す

る。 

 （連絡責任者） 

第５条 放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡を確実、円滑に行うため、甲にあっては

兵庫県消防防災課長、乙にあっては報道部長を連絡責任者とする。 

 （雑  則） 

第６条 本協定によるもののほか、特に必要が生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 （協定の適用） 

第７条 この協定は、昭和53年４月１日から適用する。 

 

 この協定の証として、本２通を作成し、双方記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。 

 昭和53年４月１日 

 甲 兵庫県知事 

 乙 ㈱ラジオ関西 

 代表取締役社長 

 ㈱サンテレビジョン 

 代表取締役社長 

 

＊兵庫県は同内容の協定を以下の放送機関と締結している。 

・兵庫エフエムラジオ放送㈱  Ｈ3.4. 1付 

・㈱毎日放送         Ｈ8.6.14付 

・朝日放送㈱         Ｈ8.6.14付 

・関西テレビ放送㈱      Ｈ8.6.14付 

・読賣テレビ放送㈱      Ｈ8.6.14付 

・大阪放送㈱         Ｈ8.6.14付 

・㈱FM802           Ｈ8.7.18付  
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(様 式) 

令和  年  月  日  時  

分 

整理番号N0．  

 

放 送 要 請 書 

1．要請の理由  

 

 

 

2．放 送 事 項  

 

 

 

3．放送希望日時 

 

 

 

4．県連絡責任者 

 

 

 

 

5．備 考 

 

 

 

 

令和 年 月 日   

 

様                 

 

兵庫県知事 井戸敬三   
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資料 2-4 災害時等の緊急放送に関する協定書（ジェイコムウエスト） 

 

災害時等の緊急放送に関する協定書 

（協定の主旨） 

第１条 本協定は災害対策基本法第５７条及び大規模地震対策特別措置法第２０条の規定により、

大地震、台風などの自然災害またその他の緊急事態発生時に市民に対して緊急情報の伝達の必

要がある場合において、神戸市（以下「甲」という）が株式会社ジェイコムウエスト（以下「乙」

という）に緊急放送を要請し、乙の委託事業者である株式会社ジュピターテレコム（以下「丙」

という）が緊急放送を実施する手続きを定めるものとする。 

 

（緊急放送要請の手続き） 

第２条 甲が緊急放送を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面にて乙

の委託事業者である丙に要請するものとする。 

（１）緊急放送要請の理由 

（２）依頼する放送の内容 

（３）希望する放送の日時 

（４）その他必要な事項 

 ２ 要請の際の連絡先は丙が指定する放送拠点とし、別紙のとおり定めるものとする。  

 ３ 要請の際の連絡先に変更が生じた場合、丙は直ちに甲に申し出るものとする。 

 ４ 連絡はファックスやメールを用いて行うが、このような手段では間に合わないと判断され

る場合は電話にて要請することができるものとする。この場合は、事後速やかに甲は丙に書

面を提出するものとする。 

 

（緊急放送の実施） 

第３条 丙は甲から要請を受けた事項に関し、形式、内容、時刻を自主的に決定して放送するもの

とする。 

 

（情報の活用） 

第４条 甲がインターネットや広報紙等で発信済の情報および第２条で丙に要請した情報につい

て、緊急性の如何に関わらず乙および丙は自ら運営する放送やインターネット等を通じて発信

できるものとする。 

（疑義の発生について） 

第５条 本協定に定めのない事項又は本協定の記載事項に関して疑義が生じた場合は、甲・乙・丙

が協議して定めるものとする。 
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（協定の期間） 

第６条 本協定は締結の日をもって開始し、期間を１年間とする。なお、期間満了の３ヶ月前まで

に甲・乙・丙のいずれからも意思表明がなければ、更に１年間延長されるものとし、その後も

同様とする。 

 

 この協定の証として本書３通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各々１通を保有する。 
 
 
 
平成２６年７月１７日 
 
 
 

（甲）神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
             神戸市長 久元 喜造 
 
 
 

（乙）大阪市中央区谷町２丁目３番１２号 マルイト谷町ビル 
             株式会社ジェイコムウエスト 
             代表取締役社長 中井芳紀 
 
 

（丙）大阪市中央区城見１丁目２番２７号 クリスタルタワー５階 
             株式会社ジュピターテレコム 

関西メディアセンター 
メディアセンター長 山下幸之 
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資料 2-5 防災行政無線の再送信にかかる覚書（ジェイコムウエスト） 

 

防災行政無線の再送信にかかる覚書 
 

神戸市（以下「甲」という）と、株式会社ジェイコムウエスト（以下「乙」という）とは、甲

が防災行政用無線により市民向けに実施している行政告知放送を乙の設備を利用し再送信を行

うことに関して合意したので本覚書を締結する。 

 

第１条（再送信の同意） 

1. 甲及び乙は、防災行政用無線により市民向けに実施している行政告知放送を乙の設備

（第６条に定義する）を利用し、乙の緊急地震速報サービスに加入している者に貸与し

ている専用端末を通して、再送信を行うことに同意する。 

2. 乙は、甲が提供する行政告知放送の内容について、変更を加えないものとする。 

第２条（有効期間） 

本覚書の有効期間は、平成２７年８月２６日から平成２８年３月３１日までとする。た

だし、甲・乙双方から期間満了１ヶ月前までに書面による申し出がない場合は、期間満

了の翌日から有効期間を１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

第３条（提供エリア） 

本覚書で合意した再送信の提供エリアは、別紙１に規定する乙が運営するサービス提

供エリアとする。これ以外の地域に関しては再送信を行わないものとする。 

第４条（費用） 

1. 本覚書による再送信の情報提供の対価は無償とする。 

2. 乙は、乙の緊急地震速報サービス加入者に対して、無償で再送信するものとする。ただ

し、乙が提供している緊急地震速報サービスに関しては、利用料金を含め乙所定の契約

条件によるものとし、甲は乙に対して制限をかけないものとする。 

3. 甲及び乙は、再送信を実施するに当り必要な甲の設備及び乙の設備の改修等の費用に

関して、自らの責任と負担において実施するものとする。 

4. 甲の設備の改修等の費用の一部（￥1,296,000 税込）を乙が負担するものとする。 

第５条（免責事項） 

1. 乙は、乙の設備の維持管理を乙の責任において実施するが、天変地災その他事故等によ

り、再送信が実施できなかった場合でも、なんら責任を負わないものとする。 

2. 甲が実施する再送信の内容に関しては、甲の責任とし、乙は責任を負わないものとする。

乙は、乙の緊急地震速報サービス加入者から再送信の内容に関する質疑、異議、請求等

があるときは、これを甲に引き継ぐ。 

 

第６条（設備の維持管理） 
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1. 甲の設備及び乙の設備は、別紙２に規定する。 

2. 本覚書で合意した再送信のため、甲及び乙は、各々の設備について各々の責任と負担に

おいて、維持管理を行うものとする。なお、甲は甲の施設内において乙の設備設置に必

要な場所を無償で提供し、乙の設備にかかる電気料金等は甲が負担するものとする。 

3. 乙は、再送信のために、甲の設備の点検が必要と判断した場合、甲の設備に立ち入り点

検を実施することができるものとする。この場合、事後速やかに甲に点検の結果を報告

するものとする。 

第７条（守秘義務） 

甲及び乙は、本覚書に規定する業務の遂行にあたり知りえた相手方の事業上、技術上の

事項について、第三者に開示してはならない。ただし、事前に甲・乙合意した事項に関

してはこの限りではない。 

第８条（解除） 

甲又は乙が、第２条の有効期間中に本覚書を解除しようとする場合には、２ヶ月前に相

手方に書面にて通知することにより、本覚書を将来に向かって解除することができる。 

第９条（権利義務） 

甲及び乙は、相手方の事前の承諾なく、本覚書上の地位、及び権利義務を第三者に譲渡

し、引き受けさせ、その他処分しないものとする。 

第１０条（協議事項） 

本覚書に定めのない事項については、誠意を持って甲及び乙協議の上定めるものとす

る。 

 

本覚書合意の証として、本書を２通作成し甲・乙それぞれ各１通を保有する。 

 

平成２７年８月２６日 

 

甲：神戸市 

市長 久元 喜造 

 

乙：株式会社ジェイコムウエスト 

  代表取締役 
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別紙１ サービス提供エリア 

 

ジェイコムウエスト 神戸芦屋局エリア 

神戸市東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区 

 

ジェイコムウエスト 神戸三木局エリア 

神戸市兵庫区(一部)・長田区・須磨区・垂水区・西区 

 

 

 

 

 

別紙２ 甲の設備及び乙の設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

放送設備 
告知放送送出装置 

告知放送センター装置など 

 

乙の設備 

乙 甲 

甲の設備 

（設備区分） 

CATV 網 
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資料 2-6 災害時に係る情報発信等に関する協定（ヤフー株式会社） 

 

災害に係る情報発信等に関する協定 

 
神戸市およびヤフー株式会社（以下「ヤフー」という）は、災害に係る情報発信等に関し、

次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結する。  
 
第 1 条（本協定の目的） 

本協定は、神戸市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、神戸市

が神戸市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ神戸市の行政機能の低下を軽減させる

ため、神戸市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。 

第 2 条（本協定における取組み）  

1. 本協定における取組みの内容は次のとおりとする。  

(1) ヤフーが、神戸市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、

神戸市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般

の閲覧に供すること。  

(2) 神戸市が、神戸市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報

を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。  

(3) 神戸市が、神戸市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、

これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。  

(4) 神戸市が、災害発生時の神戸市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所

におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフー

サービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。  

(5) 神戸市が、神戸市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、

ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一

般に広く周知すること。 

2. 前項各号の取組みの具体的な内容および方法については、災害の状況等を考慮に入れ、神戸

市およびヤフーの両者の協議により決定するものとする。  

3. 神戸市およびヤフーは、第 1 項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡

先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相

手方に連絡するものとする。  

4. 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、神戸市およびヤフーは、

両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

第 3 条（費用）  
第 2 条に基づく神戸市およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものと
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し、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。  
第 4 条（情報の周知）  

ヤフーは、神戸市から提供を受ける情報について、神戸市が特段の留保を付さない限り、

本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサー

ビス以外のサービス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただ

し、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。  
第 5 条（本協定の公表） 

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、神戸市およびヤフーは、その時期、

方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。  
第 6 条（本協定の期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者か

ら他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限

り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。  
第 7 条（協議）  

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、神戸市およ

びヤフーは、誠実に協議して解決を図る。  
 

以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、神戸市とヤフー両者記名押印のうえ各 1 通

を保有する。  
 
2012 年９月１日  
 

神戸市：神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号  
神戸市  
代表者 神戸市長 矢 田 立 郎  
 
 
ヤフー：東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号  

ヤフー株式会社  
代表取締役  宮 坂 学 
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資料 2-7 災害時における情報の提供に関する覚書（近畿自動車無線協会） 

災害時における情報の提供に関する覚書 

 

 神戸市消防局（以下「甲」という。）と近畿自動車無線協会神戸分会（以下「乙」という｡)は、災害

時における情報の提供について、以下のとおり覚書を締結する。 

(目的) 

第１条 本覚書は、災害発生時において乙に加入している会員のタクシー無線を介し乙が市内の被害

状況等を収集し、甲に対して提供することに関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（対象となる災害） 

第２条 本覚書を適用する災害とは、電波法（昭和２５年法律第１３１号）第５２条第４号で定める

非常通信として運用することについて認められている災害で、次のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 神戸市内あるいはその近傍地域における気象庁発表震度が震度階５弱以上の地震災害 

(2) 市内において甚大な被害が認められ、消防局長が必要と認める大規模な災害 

(提供する情報) 

第３条 本覚書を適用する情報とは、神戸市内における次の情報とする。 

(1) 道路、橋梁、トンネルの被害状況 

(2) 劇場、映画館、百貨店、病院、地下街等多数の者を収容する建築物の被害状況 

(3) 鉄道、駅舎の被害状況 

(4) 列車、電車の衝突・転覆事故状況 

(情報提供の要請) 

第４条 甲は、第２条に規定する災害が発生し、市内の被害状況を把握する必要があると認めたとき

は、乙に対し第３条に掲げる情報の提供を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請があった時は、業務に支障のない限り、要請に応じるものとする。 

(要請の連絡) 

第５条 甲は、前条第１項に基づく情報の提供を要請する時は、要請の理由その他必要事項を明らか

にし、乙に電話で連絡するものとする。 

(情報提供) 

第６条 乙は、第４条の規定により情報を提供する時は、タクシー移動局からの情報を集約し甲に電

話等で行うものとする。 

２ 情報の提供は、場所、対象物名等を明示して行うものとする。 

３ 甲は、必要に応じ甲の持つ道路情報、交通情報等を、乙に対して提供するものとする。 

(費用負担) 

第７条 情報の提供要請及び情報の提供に係る電話やファックスの使用料は、甲、乙それぞれの負担

とする。 

(有効期限) 

第８条 本覚書の有効期限は、平成９年３月２５日から平成１０年３月２４日までとする。なお期限

満了日の１月前までに、甲、乙いずれからも申し出がない場合は、本覚書はさらに１年延長するも

のとし、以後この例による。 

(疑義の協議) 

第９条 本覚書に定めがない事項又は覚書内容に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとす

る。 

(実施要領) 

第１０条 この覚書の実施に関する細部の要領については、別に定める。 

 

 本覚書の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通保有するものとする。 

平成９年３月25日 

                    甲  神戸市消防局 

                       消防局長  園辺栄五郎 

                    乙  社団法人 近畿自動車無線協会神戸分会 

                       会 長  松本奈良雄 
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資料 2-8 災害時における多言語放送に関する協定（エフエムわいわい） 

 

災害時における多言語放送に関する協定 
 
神戸市（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人エフエムわいわい（以下「乙」という。）は、

災害時における多言語放送に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、神戸市に地震・風水害等の災害が発生した場合に、神戸市地域に多言語によ

る緊急情報や生活関連情報等を放送（以下「多言語放送」という。）することによって、在住外国

人等に必要な情報を迅速、確実に情報を提供し、もって安全、安心に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定における用語の定義は次のとおりとする。 

(1)「災害」地震、豪雨、洪水、暴風、大規模火災、武力攻撃事態その他非常の事態をいう。 

(2)「緊急情報」前条の目的を達成するために行う災害及び防災に関する情報をいう。 

(3)「生活関連情報等」遭難情報、道路状況、交通情報、停電情報、救援物資情報等をいう。 

(4)「臨時災害放送局」災害が発生した場合に、その被害を軽減するために、地方公共団体等が開設

する臨時かつ一時の目的のためのエフエム放送局をいう。 

 

（多言語放送の実施） 

第３条 多言語放送は、次に掲げる方法により実施するものとする。 

(1) 甲は、災害発生時に多言語による放送が必要と判断し、その実施を乙に要請した場合は、乙は

甲と必要な協議を行った後、速やかに開設の準備を行い、使用できる周波数、空中線電力（送信

出力）の範囲とアンテナ送信機の設置場所について甲に報告するものとする。なお、要請及び報

告は文書を原則とするが、電話、ＦＡＸ、電子メール等によっても行うことができる。 

(2) 甲は、乙と協議のうえ多言語による放送が必要と判断した場合、臨時災害放送局の開設につい

て近畿総合通信局に申請を行う。申請後、近畿総合通信局から甲に対して臨時災害放送局の開設

の可否、可のときは、使用できる周波数、空中線電力、呼出名称（識別信号）等の連絡があった

場合は、甲は乙にその内容を伝えるものとする。 

(3) 乙は、甲が伝える近畿総合通信局からの連絡内容をもとに、機材の調整を整えたうえで放送を

行う。 

(4) 第１条の目的を達成したと認められる場合、甲、乙は協議のうえ臨時災害放送局の廃止を決定

する。その場合、甲は遅滞なく近畿総合通信局に報告すること。 

 

（多言語放送の内容） 

第４条 多言語放送の内容は、次に掲げる点に留意するものとする。 

(1) 甲は、必要と認める緊急情報及び生活関連情報等を乙に提供すること。また、情報提供に必要

な防災行政無線等の設置、管理を無償で行うこと。 

(2) 乙は、甲が提供する情報をもとに、自身が所有、管理するエフエム放送に必要な機材を利用し

て多言語放送を実施するものとする。 

(3) 放送する言語種別については、甲との協議のもと乙の判断で決定する。ただし、協議する暇が

ない場合は、放送後に甲に報告するものとする。 

(4) 乙は、地域に密着したエフエム放送としての理念に基づき多言語放送を行うように努めるもの

とする。特に個人情報の取扱いに留意するとともに、放送する情報については十分な確認を行う

こと。 

 

（連絡責任者） 

第５条 甲及び乙は、多言語放送を円滑に実施するため、それぞれの連絡責任者を定めるものとし、

連絡責任者等を決定又は変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 

 

（連絡調整会議） 

第６条 甲及び乙は、本協定の運営に必要な調整を図るため、連絡調整会議を設置する。 
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(1) 連絡調整会議は、本協定の有効期間が満了する１か月前を目途に開催する。 

(2) その他、緊急を要する場合等に、甲、乙双方からの申出により開催することができる。 

 

（協定の期間） 

第７条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して１年間とする。ただし、この期間満

了の日までに、甲、乙双方から文書による意思表示がないときには、この協定の期間満了の日の

翌日から起算して１年間延長するものとする。 

 

（機能の維持） 

第８条 本協定の目的を達成するために必要な物件（知的財産を含む）については、甲、乙双方が

管理する物件の範囲において、可能な限り機能を維持できるように努めること。 

 

（費用の負担） 

第９条 多言語放送にかかる費用は無償とする。ただし、本協定を運用するにあたり必要な費用が

発生した場合は、甲、乙別途協議して定めるものとする。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の条項に疑義が生じたときは、甲、乙協議して

決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

平成 28 年３月 30 日 

 

甲：神戸市             

市長 久元 喜造          

 

 

乙：特定非営利活動法人 エフエムわいわい 
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資料 2-9 災害時等における無人航空機の運用に関する協定（一般社団法人ドローン撮影クリエ

イターズ協会、株式会社日本インシーク、国土防災技術株式会社神戸支店、日本コンピュ

ーターネット株式会社） 

 

災害時等における無人航空機の運用に関する協定 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、「災害時等における無人

航空機の運用」に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、災害発生時等に無人航空機による災害情報の収集等の業務に関し、甲が乙に

協力を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第 2 条 甲は、災害時において情報収集等のため必要があると認める場合は、乙に対し協力を要請

することができる。 

（協力業務） 

第 3 条 甲が乙に対し協力を要請する業務の内容は、次のとおりとする。 

（1）災害対応等に必要な映像・画像等の情報収集に関すること 

（2）災害地図作成等の災害支援に関すること 

（3）その他、甲及び乙の協議により決定する必要な事項 

2 乙は、特別の理由があるときは、甲の要請に協力しないことができる。この場合において、乙

はこの協定違反等の責任を負わないものとする。 

（業務の実施） 

第 4 条 乙は第 2 条に定める災害協力要請を受けたときは、直ちに業務に必要な無人航空機及び資

機材並びに人員を出動させ、甲が指定する指揮者の指示に従い業務を実施するものとする。 

（安全の確保等） 

第 5 条 甲が指定する指揮者は、乙の構成員に対し、協力の内容に応じ安全の確保等に十分配慮す

るものとする。 

（業務報告） 

第 6 条 乙が協力業務を実施したときは、当該業務の完了後速やかに、その実施した業務内容を甲

に報告するものとする。 

（映像等の所有権） 

第 7 条 当該協定に基づく協力業務による映像や画像等の所有権は、甲に帰属するものとする。 

2 乙は、協力業務により撮影した映像は、甲の許可無くインターネット、テレビ放送その他の特

定の発信者から不特定多数の受け手へ向けての情報伝達手段で公開しないものとする。 

（費用の負担） 

第 8 条 第 3 条による協力業務に要する費用負担は、甲乙協議のうえ決定する。 

（協定業務の責任負担） 

第 9 条 この協定に基づく協力業務における事故発生時の一切の責任は乙が負い、乙の名において

誠実に処理しなければならない。 

2 乙は収集した情報の正確さに最大限配慮し、その情報の利用については、甲の指揮者が判断

を行い、乙に責任を問わない。 

（平常時の準備） 

第 10 条 乙は、無人航空機の運用方法等をマニュアルに定めるとともに、平常時から乙の構成員

の無人航空機の活用技術維持向上に努め、災害時における緊急連絡体制を整備するものとする。 

（訓練の参加） 

第 11 条 乙は、この協定による協力業務が円滑に行われるよう、甲が行う防災訓練等への参加に

努めるものとする。 

（実施細目） 
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第 12 条 この協定の実施に必要な事項は、甲乙協議のうえ別に定める。 

（協議） 

第 13 条 この協定に定めのない事項またはこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲

乙が協議して定めるものとする。 

（有効期限） 

第 14 条 この協定の期間は、協定締結日からその効力を有するものとし、甲乙のいずれかが文書

をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通保有するものと

する。 

 

平成 29 年 3 月 21 日 

 

甲 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 

神 戸 市 長  久 元  喜 造 

 

乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ 

※日本コンピューターネット株式会社は令和 4 年 4 月 1 日付で協定を締結している。 
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資料 2-10 防災推進に関する協定書（株式会社フェリシモ）） 

 

神戸市及び株式会社フェリシモとの防災推進に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と株式会社フェリシモ（以下「乙」という。）は、市民に対して、

市民備蓄を推進し、広く防災情報等を発信するため、本協定を締結する。  

 

（推進事項） 

第１条 甲及び乙は、前文の目的を達成するため、次の事項について推進し協力する。 

(１) 甲乙が協力して企画開発する商品（以下「本商品」という。）の広報に関すること 

(２) ローリングストック法の啓発など、その他目的達成のため必要な事項に関すること 

(３）災害復興支援活動など、社会貢献活動に関すること 

 

（事業の実施） 

第２条 乙は、甲の事前の承諾を得たうえで、本商品の開発や販売を行うものとし、甲は当該承

諾を不当に留保してはならない。 

２ 本商品の価格、販売促進方法、販売ルート及び販売期間等の販売に関する諸条件は、甲乙協

議のうえ、決定する。 

３ その他、具体的な実施事項についても、甲乙協議のうえ、決定する。 

 

（リスクの分担） 

第３条 本商品の販売に関する訴訟、苦情、要望への対応及び第三者に損害を与えた場合の賠償

責任等については、乙が一切の責めを負う。 

２ 乙の責めに帰すべき事由により、乙が第１条に規定する推進事項を中断した場合、乙は、当

該中断によって甲及び第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

（期間） 

第４条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から１年間とする。ただし、本協定の有効期間が

満了する日の１ヶ月前までに、甲又は乙から書面による特段の申出のないときは、さらに１年間こ

の協定は更新されるものとし、その後も同様とする。 

 

（疑義の解決） 

第５条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定

する。また、甲又は乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ変更を

行う。 
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本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙において記名押印または署名の上、各

自その１通を保有するものとする。 

 

 

 

平成２９年１２月１日 

 

神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号       

甲 神戸市               

神戸市長 久元 喜造                

 

 

                    神戸市中央区浪花町 59 番地 

乙 株式会社フェリシモ  

代表取締役 矢崎 和彦 
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資料 2-11 防災啓発推進に関する協定書（ＮＰＯ法人プラス・アーツ）） 

 

神戸市及びＮＰＯ法人プラス・アーツとの防災啓発推進に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）とＮＰＯ法人プラス・アーツ（以下「乙」という。）は、阪神・淡

路大震災の経験・教訓をふまえて、市民や事業者等に対して、クリエイティブな視点を活用しなが

ら、日常的に取り組める防災について広く啓発していくため、本協定を締結する。 

 

（推進事項） 

第１条 甲及び乙は、前文の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協力し、推進

する。 

(１) 防災の知識や技術を伝承できる人材の育成に関すること 

(２) 阪神・淡路大震災をはじめとした災害の経験・教訓の伝承や防災の啓発に関すること 

(３) 神戸市内の地域団体の防災訓練・教育の実施支援に関すること  

(４) 災害復興支援活動など、社会貢献活動に関すること 

 

（費用の負担） 

第２条 前条第１号から第３号に規定する事項について、事業の実施にかかる経費については、

甲乙協議のうえ、その都度定めるものとする。 

 

（期間） 

第３条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から１年間とする。ただし、本協定の有効期間が

満了する日の１ヶ月前までに、甲又は乙から書面による特段の申出のないときは、さらに１年間こ

の協定は更新されるものとし、その後も同様とする。 

 

（疑義の解決） 

第４条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定

する。また、甲又は乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ変更を

行う。 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙において記名押印または署名の上、各

自その１通を保有するものとする。 

 

平成３０年３月７日 

神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号   

甲 神戸市               

神戸市長 久元 喜造 

 

神戸市中央区小野浜町１－４ 

デザイン・クリエイティブセンター神戸３０７ 

乙 ＮＰＯ法人プラス・アーツ  

理事長 永田 宏和 
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資料 2-12 災害時避難施設に係る情報の提供に関する協定（株式会社バカン） 

 

災害時避難施設に係る情報の提供に関する協定 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と株式会社バカン（以下「乙」という。）は、災害時の避

難施設に係る情報提供等に関し、次のとおり、協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時の避難施設について、甲が市民及び来訪者（以下「市民等」とい

う。）に対して必要な情報を提供する手段を充実させるため、甲と乙が互いに協力するこ

とを目的とする。 

 

（実施内容） 

第２条 前条の目的を達成するため、本協定で実施する協力内容は、次のとおりとする。 

(1) 甲は、災害時の避難施設に係る情報を乙に提供すること。 

(2) 乙は、甲から提供された情報を自社サービス上にすみやかに掲載するなどし、市民等

に対し周知すること。 

 

（費用の負担） 

第３条 本協定の運用にかかる一切の費用は甲乙間で別段の協議がない限り、乙が負担する

ものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害時の避難施設に係る情報を乙に提供する際にかかる費用

については、甲の負担とする。 

 

（２次利用） 

第４条 乙は、本協定で得た情報を、第三者に提供する場合は、あらかじめ甲に通知しなけ

ればならない。 

 

（緊急連絡体制） 

第５条 第２条の内容を円滑に行うために、甲及び乙は、この協定に関する担当部署を定め

るとともに、連絡責任者を選任して緊急連絡体制を確立し、電話番号その他連絡に必要な

事項をあらかじめ定めるものとする。緊急連絡体制に変更が生じた場合は、遅延なく相手

方に通知しなければならない。 

 

（協定の有効期間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和６年３月３１日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の１か月前に、甲又は乙から何ら意思表示がな

いときは、協定期間は更に１年延長するものとし、その後もこの例による。 

 

（契約の解除） 

第７条 甲は、この協定を継続しがたい事由が発生した場合に本協定の全部または一部を解

除することができる。その場合、甲は、１か月以上の予告期間をもって乙に書面にて通知

することにより、本協定を解除することができる。 

 

 

（疑義等の決定） 

第８条 この協定について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲
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乙協議の上、これを定めるものとする。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有す

る。 

 

令和４年３月 24 日 

 

甲 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

 

神戸市 

神戸市長   久 元 喜 造 

 

 

                  乙 東京都千代田区永田町二丁目 17 番地３ 

住友不動産永田町ビル２階 

 

株式会社バカン 

代表取締役  河 野 剛 進 
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(3) 輸送・物資供給等に関する機関との応援協定 

資料 3-1 災害時における自動車輸送等の業務の協力に関する協定（赤帽兵庫県軽自動車運送協

同組合） 

 

災害時における自動車輸送等の業務の協力に関する協定 

 神戸市（以下「甲」という｡）と赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合（以下「乙」という。）との間に

おいて風水害・地震等による災害（以下「災害」という｡）時における自動車輸送等の業務の協力につ

いて、つぎのとおり協定を締結する。  
(協力の要請) 

第１条 神戸市内に災害が発生し、災害対策業務を実施するため自動車輸送が必要とするときは、甲

は、乙に対し次に掲げる事項を明らかにして、業務の協力を要請することができる。  
 （1）災害の状況及び協力を要請する事由 

 （2）協力を必要とする車両数、車両種類、大きさ及び人員 

 （3）協力を必要とする場所 

 （4）協力する業務の内容 

 （5）その他必要となる事項  
(協力の実施) 

第２条 乙は、前条による甲の要請を受けたときは、速やかに協力するものとする。  
(業務の報告) 

第３条 乙は、前条に基づき協力した場合は、速やかに甲に対し、次の事項を報告するものとする。 
 （1）業務に従事した車両数、車両種類、大きさ及び人員 

 （2）走行距離及び地点 

 （3）その他必要な事項  
(経費の負担) 

第４条 自動車輸送の協力に要した経費は、甲が負担するものとし、その額についてはその都度甲乙

協議のうえ決定する。  
(経費の支払) 

第５条 乙は、甲に対し第３条に定める報告を行い、確認を受けたのち、甲に対し運賃等の請求を行

う。  
(事故等) 

第６条 乙の使用した車両が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は、速やかに当該車

両を交換してその業務の継続に努めるものとする。  
２ 乙は、その車両の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告するも

のとする。  
(第三者に対する責任) 

第７条 乙は、その車両の運行に際し、乙の責に帰する理由により、第三者に損害を与えたときは、

その賠償の責を負うものとする。  
(協定の有効期間) 

第８条 この協定は、平成 11 年７月１日から実施する。  
(疑義の解釈) 

第９条 この協定書に定めのない事項又はこの協定に疑義を生じたときは、甲乙協議してその都度定

める。  
 
甲と乙とは，本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通を保有する。  
平成 11 年７月１日 

神戸市中央区加納町６丁目５－１  
甲 神戸市  

代表者 神戸市長 笹山 幸俊  
神戸市西区大津和３丁目３－１０  
乙 赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合  

理事長  井垣 俊秋 
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資料 3-2 災害時における自動車輸送等の業務の協力に関する協定（社団法人兵庫県トラック協

会） 

 

災害時における自動車輸送等の業務の協力に関する協定 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人兵庫県トラック協会（以下「乙」という。）と

の間において風水害・地震等による災害（以下「災害」という。）時における自動車輸送等の業

務協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力の要請） 

第１条 災害が発生し、災害対策業務や災害対策支援業務を実施するため、自動車が必要とな

るときは、甲は、乙に対し次に掲げる事項を明らかにして、業務の協力を要請することがで

きる。 

(1) 災害の状況及び協力を要請する事由 

(2) 協力を必要とする車両数、車両種類、大きさ及び人員 

(3) 協力を必要とする場所 

(4) 協力する業務の内容 

(5) その他必要となる事項 

（協力の実施） 

第２条 乙は、前条による甲の申請を受けたときは、速やかに協力するものとする。 

（業務の報告） 

第３条 乙は、前条に基づき協力した場合は、速やかに甲に対し、次の事項を報告するものと

する。 

(1) 業務に従事した車両数、車両種類、大きさ及び人員 

(2) 走行距離及び地点 

(3) その他必要な事項 

（費用負担） 

第４条 自動車輸送の協力に要した費用は、甲が負担するものとし、その額についてはその都

度甲乙協議のうえ決定する。 

（経費の支払） 

第５条 乙は、甲に対し第３条に定める報告を行い、確認を受けたのち、甲に対し運賃等の請

求を行う。 

（事故等） 

第６条 乙の使用した車両が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は、速やかに

当該車両を交換してその業務の継続に努めるものとする。 

２ 乙は、その車両の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告

するものとする。 

（第三者に対する責任） 

第７条 乙は、その車両の運行に際し、乙の責に帰する理由により、第三者に損害を与えたと

きは、その賠償の責を負うものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」

（別 

紙様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告する

ものとする。 

（協定締結日） 

第９条 この協定は、平成２７年１２月４日から実施する。 

（疑義の解釈） 

第１０条 この協定書に定めのない事項又はこの協定に疑義を生じたときは、甲乙協議してそ

の都度定める。 
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甲と乙とは、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通を保有する。 

 

 

平成２７年１２月４日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５－１ 

甲 神 戸 市 

代表者 神戸市長  久元 喜造 

 

 

神戸市灘区大石東町２丁目４－２７ 

乙 一般社団法人兵庫県トラック協会 

会 長   福永 征秀 
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資料 3-3 災害時における支援協力に関する協定（兵庫県石油商業組合） 

 

災害時における支援協力に関する協定 

 神戸市（以下「甲」という。）と兵庫県石油商業組合（以下「乙」という。）は、地震、風水害その
他の災害時における支援協力について、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、神戸市内に地震、風水害等による大規模な災害が発生し又は発生する恐れがあ
る場合（以下「災害時」という）において、被災者救援に関する支援活動への協力について、必要
な事項を定めるものである。 

 
（支援の内容） 
第２条 甲は、乙に対し、乙の組合員（以下「組合員」という。）の給油取扱所における次の事項の実
施について協力を要請することができるものとする。 

（１） 災害時の応急・復旧対策、被災者等への支援のため、緊急通行車両への優先的な給油を行うと
ともに、当該車両の運転者に対して道路、避難場所その他必要な情報を提供すること。 

（２） 徒歩で帰宅する被災者等に対して、甲が提供する情報のほか、ラジオ、テレビ等で知り得た情
報を提供するとともに、当該給油取扱所を一時休憩所として、水道水及びトイレを提供するこ
と。 

（３） 避難所における炊き出し、暖房等に使用する石油類燃料を優先的に供給すること。 
２ 乙は、災害時に甲から石油類燃料の提供を求められたときは、優先的に供給するものとし、石油

類燃料の供給に当たっては次のとおりとする。 
（１） 甲が石油類燃料の運搬を求めたときは、乙は積極的に協力するものとし、甲又は乙の指定する

者が運搬するものとする。 
（２） 石油類燃料の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は当該引渡し場所に職員を派遣し、数

量その他必要な事項を確認のうえ引き取るものとする。 
３ 乙は、組合員に対し、災害時に次の事項について協力するよう指導するものとする。 
（１） 火災又は救急事故発生時における 119 番通報の実施 
（２） 火災発生時における初期消火活動の実施 
（３） 救助活動に活用できるジャッキ等の資機材等の貸出 
（４） 救急措置その他の協力できること 
（５） 石油類燃料の価格の高騰の防止 
 
（支援の実施） 
第３条 乙は前条第１項の規定により甲から要請を受けたときは、組合員に対し、可能な範囲におい

て支援を実施するよう指導するものとする。ただし、乙は、通信の途絶により甲が乙に協力
を要請できないと判断したときは、甲の要請を待たないで支援を実施するよう指導するもの
とする。 

 
（経費の負担） 
第４条 第２条第１項に規定する給油及び石油類燃料の供給に要する費用については、通常の商取引

の例によるものとする。 
２ 第２条第２項に規定する支援の実施に要した経費については、甲が負担するものとし、その費用

は、乙の指定する者が提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格を基準として、
甲は乙と協議のうえ決定するものとする。 

３ 前２項に定めないものについては、乙の負担とする。 
 
（防災情報の発信） 
第５条 乙は、組合員に対し、給油取扱所において平常時より地震・洪水等の被害想定、避難場所及
び緊急輸送路その他防災に関する情報の発信に努めるよう指導するものとする。 

２ 甲は、前項の情報の発信及び第２条第１項第２号の情報の提供に関して必要な協力を行うものと
する。 

 
（事業継続計画） 
第６条 乙は、組合員に対し、災害時における事業を円滑に継続するため、事業継続計画の策定を指
導するものとする。 
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（情報の交換） 
第７条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため平素から情報交換を行い、緊急時
に備えるものとする。 

 

（協力体制の構築） 
第８条 甲及び乙は、あらかじめ連絡責任者を定めて相手方に報告し、災害が発生したときは、速や
かに相互に連絡をとるものとする。 

（１） 甲及び乙は、連絡責任者等を定め様式１により報告するものとする。 
（２） 前項に定める甲及び乙の連絡責任者等に変更があった場合は、速やかに相手方に通知するもの

とする。 
２ 乙は、組合員と非組合員（未加入業者）の明確化を期するため、毎年 4 月１日現在の組合員名簿

を甲に提出するものとする。 
３ 甲は、災害時に、乙の組合員が石油類燃料等の供給能力を十分発揮できるよう、平時の燃料油調

達において、受注機会の確保について配慮するものとする。 
（協議） 
第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲、乙協議して定
めるものとする。 

 
（有効期間） 
第１０条  この協定は、協定締結日の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって
協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 
 
 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 
 
 平成２５年４月１日 
 
 
                       甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
                         神戸市 
                         神戸市長    矢 田  立 郎  
               

     
                                           乙 神戸市中央区栄町通 2 丁目 5 番 1 号 
                         りそな神戸ビル５階 
                         兵庫県石油商業組合 
                         理事長     中 村  彰 一 郎 
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資料 3-4 災害時における物資供給に関する協定書（NPO 法人コメリ災害対策センター） 

 

災害時における物資供給に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と NPO 法人コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）は、災

害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給及び甲が行う災

害対策業務で必要な物資の調達のために必要な事項を定めるものとする。 

（協定事項の発効） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が乙に対して要請を行ったときをもっ

て発動する。 

（供給等の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の

供給を要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とす

る。 

(1) 別表に掲げる物資 

(2) その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うも

のとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに

文書を交付するものとする。 

（物資の供給の協力） 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書によ

り甲に報告するものとする。 

（引渡し等） 

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行う

ものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬す

るものとする。 

２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮する

ものとする。 

（費用の負担） 

第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担す

るものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やか

に決定する。 

（費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。 

（情報交換） 

第１０条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害

時に備えるものとする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するも

のとする。 
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（有効期間） 

第１２条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終

了を 1 カ月以上前に通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

  平成 28 年 3 月 29 日 

 

 

 

              甲   兵庫県神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 

                  神戸市 

                  代表者 神戸市長 久元 喜造 

 

 

                  新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 

              乙   NPO 法人 コメリ災害対策センター 

                   理事長  捧   雄 一 郎 
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別表 

災害時における緊急対応可能な物資 

  大分類 主な品種 

作業関係   作業シート、標識ロープ、    

     ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、   

     

長靴、軍手、ゴム手袋、皮手

袋、    

     雨具、土のう袋、ガラ袋、    

     スコップ、ホースリール    

           

日用品等   毛布、タオル、衣類     

     

割箸、使い捨て食

器、     

     ポリ袋、ホイル、ラップ、    

     

ウェットティシュ、マスク、衛生用ポリ手袋（使い捨

て）、 

     生理用品、紙おむつ（子供用・大人用）、おしり拭き、 

     バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、   

     

簡易ライター、使い捨てカイ

ロ、    

     粉ミルク（アレルギー非対応）    

           

水関係   飲料水（ペットボトル）、生活用水用ポリタンク 

           

冷暖房機器等   大型石油ストーブ、木炭､木炭コンロ   

           

電気用品等   投光器、懐中電灯、乾電池、    

     

カセットコンロ、カセットボン

ベ    

           

トイレ関係等   救急ミニトイレ、トイレットペーパー   
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災害時に緊急対応可能な物資の数量について 

  大分類 主な品種 数量（単位）含め 

作業関係 

作業シート   

標識ロープ   

ヘルメット   

防塵マスク   

簡易マスク   

長靴   

軍手   

ゴム手袋   

皮手袋   

雨具   

土のう袋   

がら袋   

スコップ   

ホースリール   

日用品等 

毛布   

タオル   

衣類   

割箸、使い捨て食器   

使い捨て食器   

ポリ袋、ホイル、ラップ   

ホイル   

ラップ   

ウェットティシュ   

マスク   

衛生用ポリ手袋（使い捨て）   

生理用品   

紙おむつ（子供用）   

紙おむつ（大人用）   

おしり拭き   

バケツ   

水モップ   

デッキブラシ   

雑巾   

簡易ライター   

使い捨てカイロ   

粉ミルク   

水関係 
飲料水（ペットボトル）   

生活用水用ポリタンク   

冷暖房機器等 

大型石油ストーブ   

木炭   

木炭コンロ   

電気用品等 

投光器   

懐中電灯   

乾電池   

カセットコンロ   

カセットボンベ   

トイレ関係等 
救急ミニトイレ   

トイレットペーパー   
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資料 3-5 災害時における物資供給に関する協定書（株式会社ナフコ） 

 

災害時における物資供給に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と株式会社ナフコ（以下「乙」という。）とは、災害対策基本法（昭

和 36 年法律第 223 号）に規定する地震、津波、風水害、その他の災害により甚大な被害が発生し、

又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）に必要な物資（以下「物資」という。）

の供給等について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時における救援物資の調達などに関する甲の計画に対する乙の協力につ

いて必要な事項を定める。  

 

（要請） 

第２条 甲は、次の各号に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に

対しその保有する物資の供給を要請することができる。 

（１）神戸市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（２）神戸市以外の災害の救助のため、国又は関係都道府県から物資の調達の斡旋を 

要請され、または特に必要を認めて斡旋を行うとき。 

 

（協力） 

第３条 乙は、甲から前条の規定による要請があったときは、当該要請に対し可能な範囲において

協力する。 

 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が乙に供給を要請する物資は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）供給要請対象物資一覧（別紙①）に掲げる物資 

（２）その他甲が指定する物資 

 

（要請の方法） 

第５条 第２条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急の場合で、文書をもって要

請することができない場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

２ 前項ただし書の場合にあっては、第６条の措置を執るものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第６条 乙は、第２条の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を執るとともに、

その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（価格） 

第７条 物資の取引価格は、災害発生直前時における適正な価格（引渡しまでの運賃を含む。災害

発生前の取引については、取引時の適正な価格）を基準として、甲及び乙が協議して定めるもの
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とする。 

 

（運搬および引渡し） 

第８条 乙は、物資の運搬及び引渡しについては、甲の指示に従うものとする。 

２ 物資の搬送は、原則として乙が行うものとし、甲は、甲の指定する場所に職員を派遣し、物資

を確認のうえ、引渡しを受けるものとする。ただし、乙が搬送できない場合は、甲の指定する運

送業者が、乙の指定する場所において物資を確認のうえ、引渡しを受けるものとする。 

３ 甲は、前項の職員を派遣できない場合は、その他甲の指定する者に代行させることができる。 

 

（車両の通行） 

第９条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際は、乙及び乙の業務委託先の車両を緊急又は優先車

両として通行できるように可能な範囲で支援する。 

 

（代金の支払い） 

第１０条 乙は、第８条第２項の引渡し後に物資の代金（引渡し場所までの運賃を含む。以下同じ。）

を甲に請求するものとし、甲は速やかに物資の代金を支払うものとする。 

 

（連絡責任者の選任） 

第１１条 甲及び乙は、この協定に基づく甲に対する乙の支援が円滑に行われるよう、あらかじめ

連絡責任者を定めるものとする。 

 

（担当者名簿の作成） 

第１２条 甲及び乙は、この協定の成立の日および毎年４月１日現在の事務担当者名簿（別紙②）

を作成し、相互に交換するものとする。 

２ 前項の規定は、年度途中において記載事項に変更が生じた場合に準用する。 

 

（情報の交換） 

第１３条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を

行うものとする。 

 

（協議） 

第１４条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要があ

る場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１５条 この協定は、締結日から平成３１年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の１か月前までに、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知し、双方が合意

しない限り、本協定はさらに１年間延長するものとし、その後においても同様とする。   

 

（その他） 

第１６条 以上のとおり、本協定の締結を証するため、本協定２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、
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各自 1 通を保有する。 

 

平成３０年３月３０日 

甲  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

   神戸市長  久 元 喜 造 

 

乙  福岡県北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号 

   株式会社 ナフコ 

   代表取締役 石 田 卓 巳 
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別紙① 

 

供給要請対象物資一覧 

 

分類 主な品種 

作業関係 
作業シート、土嚢袋、標識ロープ、ヘルメット、防塵マス

ク、長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、ガラ袋など 

工具類 

スコップ、つるはし、バール、ハンマー、のこぎり、鍬、

チェーンソー、バケツ、電動ハンマードリル、発電機、燃

料携行缶、延長コード、ホースリールなど 

食料、飲料水 飲料水（ペットボトル）、水、即席めん、缶詰など 

生活必需品 

毛布、タオル、下着、紙オムツ（大人用・子供用）、ちり

紙、ウェットティッシュ、ボディタオル、鍋、やかん、食

器類、割り箸、ポリ袋、マッチ、ライター、ローソク、雑

巾、使い捨てカイロ、携帯トイレ、水缶など 

調理・電気用品 
カセットコンロ、カセットボンベ、投光器、懐中電灯、乾

電池など 

暖房機器 石油ストーブ、湯たんぽ、木炭、木炭コンロなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－645－ 

資料 3-6 災害時の物資供給に関する協定書（合同会社西友） 

 

災害時の物資供給に関する協定書  

神戸市（以下「甲」という）と 合同会社西友（以下「乙」という）は、地震、風水害その他災

害が発生した場合、被災住民を救助するための生活物資（以下「物資」という）の調達、及び供給

に関して次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、「神戸市民の安全推進に関する条例」に基づき、風水害・地震などの緊急時に、「神

戸市地域防災計画」に定める被災者救援及び救助活動が円滑に実施されることを目的とする。なお、

「緊急時」の認定は甲が行う。 

（協力の内容） 

第２条 乙は、緊急時において、下記の事項について、可能な限り協力できるよう努力するものとす

る。 

（１） 店舗の早期開店 

（２） 物資の安定供給 

（３） 市場価格による物資の販売 

（物資調達の要請） 

第３条 甲は、災害発生時における物資の確保を図るため、必要があると認める時は、乙の保有する

物資の供給を要請することができる。 

２  甲は乙に対して前項に定める要請を行う場合には、要請する物資及びその数量等については、

文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法で要請し、事後、

速やかに文書を交付する。 

（要請事項に対する措置） 

第４条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項に対して可能な限り要請に応じるものと

する。 

（物資の範囲） 

第５条 甲が乙に供給を要請する物資の範囲は次のとおりにする。ただし、乙は常に在庫することを

保障するものではない。 

（１） 別表１「災害救助物資の品目」に掲げる物資 

（２） その他甲が指定する物資で、乙が承認した物資 

（物資の数量） 

第６条 甲は必要がある場合に、乙に対し、供給できる数量について照会することができる。 乙は

可能な限りこの照会に回答する。 

（物資の運搬） 

第７条 物資の運搬は、乙の協力を得て、甲が行う。ただし、甲の運搬が困難な場合は、乙又 

は乙の指定する者が行うものとする。 

２  乙が物資を運搬、及び供給する際には、車両を緊急車両として通行できるよう、甲は配慮する。 

（物資の費用） 

第８条 乙が供給した物資の対価及び前条の規定により行った、運搬等の費用については、甲が負担

するものとする。 

２  物資の取引価格は、引渡し場所への運搬終了後、乙の提出する出荷確認等に基づき、災害発生

時直前の乙の店舗での通常価格とする。 
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（代金の支払） 

第９条 甲は、物資の納入を受け、乙からの請求書を受理した後、前条による対価及び費用を、請求

書受理日の翌月末日までに、乙が指定する銀行口座に振り込み支払いするものとする。但し、災害

発生時において、期日までの履行が困難である場合には、甲乙間で協議するものとする。 

２  この振込み手数料は甲が負担する。 

（連絡責任者の報告） 

第１０条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後、速やかに「連絡担当責任者

確認書」（別表２）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告す

るものとする。 

（履行義務の免除） 

第１１条 乙が被災した場合、乙がこの協定を履行できない場合があることを甲はあらかじめ了承す

る。 

（協議事項） 

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解決について疑義が生じたときは、その都度甲

乙双方が誠意をもって協議し、決定する。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から２０２０年３月３１日までとする。ただ

し、この期間満了の一箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに１年

間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものとす

る。 

 

甲：  乙：  

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市 

神戸市長 久元 喜造 

            

  

東京都北区赤羽二丁目１番 1 号 

会社名 合同会社西友 

代表者 代表社員 ウォルマート・ジャパン・ホー

ルディングス株式会社 

職務執行者 リオネル・ディクスリー 

捺印日： 2020 年１月 10 日  捺印日： 2019 年 12 月 27 日  

 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－647－ 

別表１ 

 

災害救助物資の品目 

 

 

 

 

 

 

 

区    分 主   な   品   目 

食    料 
米、パン、牛乳、缶詰、インスタント麺、レトルト食品、魚肉缶詰、

容器入飲料水 など 

日  用  品 
ポリタンク、乾電池、ライター、トイレットペーパー、 

ティッシュペーパー、ごみ袋、洗剤、ガムテープ、軍手  など 

そ  の  他 ビニールシート など 
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別表２ 

連絡担当責任者・緊急連絡先確認書 

（2020 年 月 日現在） 

○ 甲【神戸市】 

１．連絡担当者 

担当部署・室名  

役職・氏名  

住所  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

E-mail  

 ２．緊急連絡先 

 第１優先 第２優先 

担当部署・室名   

役職・氏名   

ＴＥＬ   

携帯電話   

ＦＡＸ   

 

○ 乙【 合同会社 西友 】 

１．連絡担当者 

担当部署・室名  

役職・氏名  

住所  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

E-mail  

 ２．緊急連絡先 

 第１優先 第２優先 

役職・氏名   

携帯電話   

ＦＡＸ   

※人事異動などで記載事項に変更が生じた場合は、改めてこの確認書を送付願います。 
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資料 3-7 災害時における食糧・物資の安定供給等に関する協定書（株式会社万代）  

 

災害時における食糧・物資の安定供給等に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と株式会社万代（以下「乙」という。）は、風水害・地震等の緊急

時における被災者及び救助要員等に対する、食糧・物資の優先供給に関して、次のとおり協定を締

結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、「神戸市民の安全の推進に関する条例」に基づき、風水害・地震等の緊急時に、

「神戸市地域防災計画」に定める被災者救援及び救助活動が円滑に実施されることを目的とする。 

（緊急時の認定） 

第２条 緊急時の認定は甲が行う。 

（協力） 

第３条 乙は、緊急時においては甲の要請がなくても以下の内容について協力するものとする。 

（１） 店舗の早期開店 

（２） 食糧・物資の安定供給 

（３） 通常価格による販売 

（食糧・物資の提供） 

第４条 第３条に定めるもののほか、甲は乙に対して、調達を必要とする物資・日時・場所等を指示

して、食糧・物資の提供を求めることができるものとする。 

２ 乙は甲の要請があったときは、可能な範囲において、食糧・物資の提供に努めるものとする。 

３ 引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙または乙が指定する者が行なうものとする。た

だし、乙の運搬が困難な場合は、甲または甲の指定する者が行なうものとする。 

4 甲は、指定した引渡し場所に職員を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。 

（価格、請求及び支払い） 

第５条 乙が甲に提供する食糧・物資の価格は、災害が発生した直前の標準価格（乙の店頭小売価格）

とする。 

２ 乙は第４条の規定により、甲に対して食糧・物資を提供したときは、前項の規定に基づく代金

を甲に対し請求するものとする。 

３ 甲は前項の請求が乙からあったときは、速やかに代金を支払うものとする。 

（情報交換） 

第６条 甲及び乙は、平素から「神戸市地域防災計画」をはじめ、甲の防災体制の状況、その他災害

対策上必要な事項について情報交換に努め、緊急時に備えることとする。 

2 甲と乙は、この協定にかかる連絡責任者を協定締結後、速やかに別途指定する様式により、相手

方に報告するものとし、変更があった際には直ちに相手方に報告するものとする。 

（疑義の解釈） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して定め

るものとする。 

（有効期間）  

第８条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和３年３月 31 日までとする。ただし、
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この期間満了の二箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに１年間

延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

 

令和２年１月 10 日 

 

 

甲 神戸市 

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

代表者 神戸市長 久元 喜造 

 

 

乙 株式会社万代 

  大阪府東大阪市渋川町３丁目９-25 

代表取締役社長 阿部 秀行 
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連絡責任者届 

【神戸市】 

１．連絡責任者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

FAX  

 

２．時間外及び休日の連絡先 

 第1連絡先 第2連絡先 

役職・氏名   

電話番号   

携帯電話番号   

FAX   

 

【株式会社万代】 

１．連絡責任者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

FAX  

 

２．時間外及び休日の連絡先 

 第1連絡先 第2連絡先 

役職・氏名   

電話番号   

携帯電話番号   

FAX   

 

３．勤務時間及び休日 

  勤務時間： 

  休  日： 

 

４．特記事項（店舗の開店・閉店など共有しておくべき情報等） 
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資料 3-8 災害時における食糧・物資の安定供給等に関する協定書 

 

災害時における食糧・物資の安定供給等に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）は、風水害・地震等の緊急時におけ

る被災者及び救助要員等に対する、食糧・物資の優先供給に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、「神戸市民の安全の推進に関する条例」に基づき、風水害・地震等の緊急時に、

「神戸市地域防災計画」に定める被災者救援及び救助活動が円滑に実施されることを目的とする。 

（緊急時の認定） 

第２条 緊急時の認定は甲が行う。 

（協力） 

第３条 乙は、緊急時においては甲の要請がなくても以下の内容について協力するものとする。 

 （１） 店舗の早期開店 

 （２） 食糧・物資の安定供給 

 （３） 通常価格による販売 

（食糧・物資の提供） 

第４条 第３条に定めるもののほか、甲は乙に対して、調達を必要とする物資・日時・場所等を指示

して、食糧・物資の提供を求めることができるものとする。 

２ 乙は甲の要請があったときは、可能な範囲において、食糧・物資の提供に努めるものとする。 

（価格、請求及び支払い） 

第５条 乙が甲に提供する食糧・物資の価格は、災害が発生した直前の標準価格とする。 

２ 乙は第４条の規定により、甲に対して食糧・物資を提供したときは、前項の規定に基づく代金を

甲に対し請求するものとする。 

３ 甲は前項の請求が乙からあったときは、速やかに代金を支払うものとする。 

（情報交換） 

第６条 甲及び乙は、平素から「神戸市地域防災計画」をはじめ、甲の防災体制の状況、その他災害

対策上必要な事項について情報交換に努め、緊急時に備えることとする。 

（疑義の解釈） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して定める

ものとする。 

  この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有す

る。 

平成１０年９月１日 

             神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

             代表者 神戸市長    笹 山 幸 俊 

乙 （協定締結団体は、次ページの「調達食糧・物資 指定業者一覧」参照） 
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調達食糧・物資 指定業者一覧 

（令和3年12月31日現在） 

№ 指定業者名 
担当部署 

（災害発生時） 
所在地 連絡先 

○関係団体    

1 
兵庫六甲 
農業協同組合 

営農経済事業部 
〒651-1313 
神戸市北区 
有野中町 2 丁目 12－13 

TEL：078（981）6871 
FAX：078（981）0997 

2 
神戸市 
商店街連合会 

 
〒650-0044 
神戸市中央区 
東川崎町 1 丁目 8－4 

TEL：078（360）3232 
FAX：078（360）3231 

3 
神戸市 
小売市場連合会 

 
〒650-0044 
神戸市中央区 
東川崎町 1 丁目 8－4 8 階 

TEL：078（341）9666 
FAX：078（341）9667 

○市内百貨店 
   

4 
株式会社阪急阪
神百貨店 
神戸阪急 

総務部 
〒651-8511 
神戸市中央区 
小野柄通 8 丁目 1－8 

TEL：078（200）7011 
FAX：078（200）7434 

5 
株式会社 
大丸神戸店 

業務推進部 
〒650-0037 
神戸市中央区 
明石町 40 

TEL：078（331）8121 
FAX：078（333）2281 

6 
株式会社 
大丸須磨店 

 
〒654-0154 
神戸市須磨区 
中落合 2 丁目 2－4 

TEL：078（791）3111 
FAX：078（792）4468 

○日本チェーンストア協会関西支部会員 
  

7 
イズミヤ 
株式会社 

総務部 
〒557-0015 
大阪市西成区 
花園南 1 丁目 4－4 

TEL：06（6657）3324 
FAX：06（6657）3398 

8 
株式会社 
関西スーパー 

マーケット 

総務グループ 
総務チーム 

〒664-0851 
伊丹市 
中央 5 丁目 3－38 

TEL：072（772）0341 
FAX：072（772）1713 

9 
イオンリテール 
株式会社 
西日本カンパニー 

総務部 
〒553-0001 
大阪市福島区 
海老江 1 丁目 1－23 

TEL：06（6457）6111 
FAX：06（6457）6200 

10 
株式会社 
ダイエー 

総務部 

〒135-0016 
東京都江東区 
東陽 2 丁目 2－2 東陽駅前ビ
ル 

TEL：03（6388）7340 
FAX：03（5606）6247 

11 
株式会社 
ピーコックスト
ア 

関西業務推進部 
〒565-0874 
大阪府吹田市 
古江台 4 丁目 2 D4-101 

TEL：06（6872）0011  
FAX：06（6872）0581 

12 
株式会社 
トーホー 

ＣＳＲ推進部 
〒658-0033 
神戸市東灘区 
向洋町西 5 丁目 9 

TEL：078（845）2456 
FAX：078（845）2473 
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資料 3-9 災害時における物資供給に関する協定書（株式会社ファーストリテイリング） 

 

 

協定名 締結先 締結日 

災害時における物資供給に関す

る協定書 

株式会社ファーストリテイリング 令和3年4月28日 

詳細については非掲載（所管：経済観光局） 
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資料 3-10 災害時における物資供給に関する協定書（コーナン商事株式会社） 

 

災害時における物資供給に関する協定書 
 

神戸市（以下「甲」という。）とコーナン商事株式会社(以下「乙」という。）とは、地震、津波、

風水害、その他の災害により甚大な被害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」

という。）に必要な物資（以下「物資」という。）の供給等について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に甲と乙が協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給及び甲が行

う災害対応業務で必要な物資の調達のため、乙の協力について必要な事項を定めるものとする。  

（要請） 

第２条 甲は、次の各号に掲げる場合において、物資を調達する必要があるときは、乙に対しその

保有する物資の供給を要請することができる。 

（１）神戸市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（２）神戸市以外の災害について、国及び関係地方公共団体から、物資の調達斡旋を 

要請されたとき、または救助の必要があるとき。 

（調達物資の範囲） 

第３条 甲が乙に要請する物資は、別表①の品目を基準とする。ただし、甲と乙が協議し、乙は可

能な範囲で甲に対して災害時に必要な物資の供給に協力するものとする。 

（要請の方法） 

第４条 第２条の要請は、「物資発注書」（別紙第１号様式）をもって行うものとする。 

ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交

付するものとする。 

（要請事項に基づく乙の措置） 

第５条 乙は、第２条の要請を受けたときは、当該要請に対し可能な範囲において協力する。 

２ 乙は物資の供給を実施したときは、速やかにその実施状況を「物資供給報告書」（別紙第２号様

式）により甲に提出するものとする。 

（物資の運搬） 

第６条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲乙協議の上決定する。 

２ 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際は、乙及び乙の業務委託先の車両を緊急又は優先車両と

して通行できるように配慮する。 

（費用の負担） 

第７条 乙が供給した物資の対価及び引渡し場所までの運搬に係る費用実費は、甲が負担するもの

とする。 

２ 物資の取引価格は、災害発生直前における小売価格等適正な価格を基準として、甲と乙が協議

の上速やかに決定する。 

（代金の支払い） 

第８条 乙は、第６条の規定により甲に対して物資を提供したときは、前項の規定に基づく物資の

代金を甲に請求するものとし、甲は速やかに物資の代金を支払うものとする。 

（連絡責任者の報告） 

第９条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」（別
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紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告す

るものとする。 

（情報交換） 

第１０条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行

うものとする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、

必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１２条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の

終了を 1 カ月以上前に通知し、双方が合意しない限り、同一内容でもって継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する

ものとする。 

 

令和３年 11 月 11 日 

甲  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

   神戸市長  久 元 喜 造 

 

乙  大阪府堺市西区鳳東町４丁 401 番地１ 

   コーナン商事株式会社 

   代表取締役社長 疋田 直太郎 
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別表① （第３条関係） 

災害時における供給物資 

  

種 類  物資名  

作業関係  作業シート、標識ロープ、ヘルメット、防塵マスク、簡

易マスク、長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、土のう

袋  

日用品等  毛布、タオル、割り箸、使い捨て食器、ポリ袋、ホイル、

ラップ、ウエットティシュ、マスク、バケツ、水モップ、

デッキブラシ、雑巾、簡易ライター、使い捨てカイロ、ト

イレットペーパー、ティッシュペーパー、生理用品  

食品等  飲料水、水缶、カップラーメン、菓子  

冷暖房器具等  大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ  

電気用品等  投光機、懐中電灯、乾電池、カセットコンロ、カセット

ボンベ  

トイレ関係  救急ミニトイレ  
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資料 3-11 災害時における物資供給に関する協定書（株式会社ほっかほっか亭総本部） 

 

災害時における物資供給に関する協定書 
 

神戸市（以下「甲」という。）と株式会社ほっかほっか亭総本部（以下「乙」という。）とは、地

震・風水害その他が発生または発生のおそれがある場合に必要な食料・物資（以下「物資」という。）

の供給等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があるときは、乙に対し、乙が保有

する物資の供給を要請することができる。 

（１）神戸市内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（２）神戸市域外の災害について、国及び関係地方公共団体から、物資の調達斡旋を要請されたと

き、または救助の必要があるとき。 

（物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達・製造が可

能な物資とする。但し、甲より乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶等により物資の供給

ができないことがある場合、物資の調達の可否・日時・種類・個数は甲乙別途協議の上、これを

定める。 

（１）弁当類を中心とする食料品 

（２）飲料水 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「物資発注書」（別紙第１号様式）をもって行なうものとする。 

ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交

付するものとする。 

（物資供給の協力） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の供給及び運搬に対する協力等

に積極的に努めるものとする。 

２ 乙は物資の供給を実施したときは、速やかにその実施状況を「物資供給報告書」（別紙第２号様

式）により甲に提出するものとする。 

３ この協定の目的を達成するため、乙はその供給可能商品、数量等について、甲の求めに応じて

報告する。 

（物資の引渡し） 

第５条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡場所までの物

資の運搬は、原則として乙または乙が指定する者が行なうものとする。ただし、乙の運搬が困難

な場合は、甲または甲の指定する者が行なうものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員又は避難所運営責任者を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。 

（安全衛生管理） 

第６条 甲及び乙は、物資が安全安心に消費されるために、物資の特性を十分に考慮し、製造・運

搬・供給・保管・配布の各過程において、安全衛生管理面に特に注意しなければならず、第５条

の引渡前については乙が、引渡後については甲が、それぞれ責任をもって安全衛生管理を行う。 
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２ 消費期限内に物資が消費されなかったことにより、又は引渡し後の安全衛生管理の瑕疵により、

食中毒等安全衛生管理上の問題が生じた場合は、乙は一切の責任は負わない。 

（車両の通行） 

第７条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急または優先車両として通行できる

ように可能な範囲で支援するものとする。 

（物資の代金等） 

第８条 乙が供給した物資の対価及び引渡し場所までの運搬に係る費用実費は、甲が負担するもの

とし、甲は乙からの請求後速やかにその代金を支払うものとする。 

２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前の乙の店舗での販売推奨価格（災害発生前の取引に

ついては取引時の販売推奨価格）を基準として甲と乙が協議して決定する。 

（連絡責任者の報告） 

第９条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」（別

紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告す

るものとする。 

（協議） 

第 10 条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に

応じて甲乙協議して定めるものとする。 

（効力） 

第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了

日までに、甲、乙双方いずれからも意思表示がないときは同一条件にて１年間更新されたものと

し、以後も同様とする。 

 

（解除） 

第 12 条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１カ月前までに書面により相手

方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名の上、各自その１通を保有するも

のとする。 

 

令和３年 11 月 18 日 

                   

              甲 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市長 久元 喜造         

 

 

               乙 大阪市北区鶴野町 3 番 10 号 

       株式会社ほっかほっか亭総本部 

                代表取締役 岩嵜 智彦 
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資料 3-12 災害時における物資供給に関する協定書（株式会社カインズ） 

 

災害時における物資供給に関する協定書 
 

神戸市（以下「甲」という。）と株式会社カインズ（以下「乙」という。）とは、地震、津波、風

水害、その他の災害により甚大な被害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」

という。）に必要な物資（以下「物資」という。）の供給等について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に甲と乙が協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給及び甲が

行う災害対応業務で必要な物資の調達のため、乙の協力について必要な事項を定めるものとする。  

（要請） 

第２条 甲は、次の各号に掲げる場合において、物資を調達する必要があるときは、乙に対しその

保有する物資の供給を要請することができる。 

（１）神戸市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（２）神戸市以外の災害について、国及び関係地方公共団体から、物資の調達斡旋を 

要請されたとき、または救助の必要があるとき。 

（調達物資の範囲） 

第３条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資

とする。 

（１）日用品等の生活必需品 

（２）災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの 

（要請の方法） 

第４条 第２条の要請は、「物資発注書」（別紙第１号様式）をもって行うものとする。 

ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交

付するものとする。 

（物資供給の協力） 

第５条 乙は、第２条の要請を受けたときは、物資の供給及び運搬に対する協力等に積極的に努め

るものとする。 

２ 乙は物資の供給を実施したときは、速やかにその実施状況を「物資供給報告書」（別紙第２号様

式）により甲に提出するものとする。 

（物資の運搬） 

第６条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡場所までの物資

の運搬は、原則として乙または乙が指定する者が行なうものとする。ただし、乙の運搬が困難な

場合は、甲または甲の指定する者が行なうものとする。 

２ 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際は、乙及び乙の業務委託先の車両を緊急又は優先車両と

して通行できるように配慮する。 

（費用の負担） 

第７条 乙が供給した物資の対価及び引渡し場所までの運搬に係る費用実費は、甲が負担するもの

とする。 

２ 物資の取引価格は、災害発生直前における小売価格等適正な価格を基準として、甲と乙が協議
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の上速やかに決定する。 

（代金の支払い） 

第８条 乙は、第６条の規定により甲に対して物資を提供したときは、前項の規定に基づく物資の

代金を甲に請求するものとし、甲は速やかに物資の代金を支払うものとする。 

（連絡責任者の報告） 

第９条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」（別

紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告す

るものとする。 

（情報交換） 

第１０条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行

うものとする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、

必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１２条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の

終了を 1 カ月以上前に通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本協定２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する

ものとする。 

 

 

令和４年２月９日 

甲  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

   神戸市長  久元 喜造 

 

乙  埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目 2 番 1 号 

株式会社カインズ 

代表取締役社長  高家 正行 
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資料 3-13 緊急時における生活物資確保に関する協定（生活協同組合コープこうべ） 

 

緊急時における生活物資確保に関する協定 
 

神戸市（以下「甲」という。）と生活協同組合コープこうべ（以下「乙」という。）は，緊急時

における生活物資の確保に関して，次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第 1 条 この協定は，緊急時に際し，生活物資の確保及び安定供給を行うことにより物価の高騰及

びパニックの防止を図り，もって市民生活の安定に寄与することを目的とする。 

（法令の遵守） 

第２条 この協定の施行にあたっては，消費生活協同組合法（昭和 23 年法第 200 号）その他法令

を遵守しなければならない。 

（定義） 

第３条 この協定における「緊急時」とは，風水害など天災による災害やその他社会情勢などによ

り一時的に流通が阻害され，市民に混乱が生じると予測されるときで，神戸市長が認めた場合を

いう。 

２ この協定における「生活物資」とは，神戸市民のくらしをまもる条例（平成 17 年４月条例第２

号）第 46 条に規定する重要物資及びその他必要と認める物資をいう。 

（緊急時の認定） 

第４条 緊急時の認定は，甲乙協議のうえ，甲が行う。 

（生活物資の指定） 

第５条 生活物資は，別表１のとおりとする。 

２ 前項に定めるもののほか，必要に応じて甲乙協議のうえ，指定できるものとする。 

（情報交換） 

第６条 甲及び乙は，平素から物価及び需給の動向，神戸市内の各店舗状況その他必要な事項につ

いて調査研究及び情報交換に努め，緊急時に備えるものとする。 

２ 甲及び乙は，緊急時に関する情報を知り得た時は，直ちに情報共有に努めなければならない。 

３ 甲及び乙は，この協定に定める事項を円滑に推進するため，必要に応じて情報交換会などを開

催し，万全の体制を整えるよう努めるものとする。  

（生活物資の確保及び安定供給） 

第７条 甲は，緊急時に際し，乙に対し生活物資の確保及び安定供給について要請するものとする。 

２ 乙は，前項の要請を受けたときは，直ちに必要な措置を行うものとする。 

３ 物資の供給にあたっては，神戸市内にある乙の各事業所からの供給を主とする。 

４ 緊急時における物資調達等の伝達経路は，別途定める。 

（情報提供） 

第８条 甲及び乙は，緊急時に際し，甲乙協力して，迅速かつ的確な物価，商品等の情報を市民及

び報道機関等に提供するものとする。 

（支援体制の整備） 

第９条 乙は，緊急時における広域的な支援体制の整備に努めるものとする。 

（その他） 
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第 10 条 この協定に定めのない事項または疑義を生じた事項については，甲乙協議のうえ決定す

るものとする。 

 

附 則 

１ 平成７年 9 月 11 日に締結した「緊急時における生活物資確保に関する協定」は、廃止する。 

  

この協定の締結を証するため，本書２通作成し，甲乙それぞれ記名押印の上，各自その１通を保

有する。 

 

平成３１年４月１日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲     神戸市 

代表者  神戸市長   久 元 喜 造     

          

神戸市東灘区住吉本町１丁目３番 19 号 

乙     生活協同組合コープこうべ 

            代表者  組合長理事  木 田 克 也    
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別表１  生活物資  

  ア 神戸市民のくらしをまもる条例（平成 17年４月条例第２号）第 46条の規定に基づき，神戸市告示

第 362号（平成 20 年９月 12 日）により告示された品目のうち灯油を除く 11品目 

    米，食パン，小麦粉，牛乳，育児用粉ミルク，食用油，しょうゆ，上白糖，ラップ，トイレットペ

ーパー，洗剤 の 11品目 

  イ 緊急時に必要とされる品目 

    パン製品（食パンを除く。），ハム，インスタント麺，魚肉缶詰，容器入飲料水，せっけん，ポ

リバケツ，飲料用ポリタンク，乾電池，懐中電灯，カセットガスボンベ及びカセット式

ガスコンロ，ゴミ袋，ローソク，軍手，運動靴，タオル，紙おむつ，紙コップ及び紙皿，

生理用品，毛布，肌着，歯ブラシ の 22 品目 

以上 33 品目 
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資料 3-14 災害時における飲料の提供・調達に関する協定書（近畿コカ・コーラボトリング株式会社） 

 

災害時における飲料の提供・調達に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と近畿コカ・コーラボトリング株式会社（以下「乙」という。）は、風水害・地震等の

緊急時に必要な飲料の提供及び調達に関し、次のとおり協定する。 

（飲料の提供） 

第１条 甲は、神戸市内で風水害・地震等により大規模災害が発生した場合等において、飲料の提供が必要となるときに

は、乙に対し次の事項について、協力を要請することができる。 

  (1) 災害発生時において、乙の指定した物流拠点(別表)で保有する在庫飲料 

  (2) 災害発生時において、乙の設置した災害対応型自動販売機の機内在庫飲料 

２ 前項の要請は文書（様式１）をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要

請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。 

（飲料の調達） 

第２条 甲は、神戸市内に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、飲料の調達の必要があると認める

ときは、乙に対し、その保有する飲料の供給を要請することができる。 

２ 前項の要請は文書（様式２）をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要

請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲の要請を受けたときは、特別の理由がない限り、他の業務に優先して甲に協力するものとする。 

（費用負担） 

第４条 第１条第１項に定める飲料の提供により発生した費用は、乙の負担とする。 

２ 第２条第１項に定める飲料の調達に要した費用は、引渡しまでの運賃を含む災害発生直前時における適正な価格（災

害発生前の取引については取引時の適正な価格）を基準として、甲、乙協議して定める。 

（運搬） 

第５条 飲料の運搬は、甲乙相互に協力し、第１条第１項に定める場合にあっては甲が、第２条第１項に定める場合にあ

っては乙が、これを行うものとする。 

（不可抗力等） 

第６条 甲は災害発生時における飲料提供である事を鑑み、乙が不可抗力等により、第１条第２項、第２条第２項、第３

条及び第５条に定める乙の義務を履行できない場合であっても、乙はその責任を負わないものとする。 

（代金の支払い） 

第７条 甲が第２条第１項の規定に基づき引取った飲料の代金は、引取り後、すみやかに支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては危機管理室長、乙においては近畿コカ・コーラボトリングＣＳＲ

リスク管理委員長とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。 

 

  この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

  平成１８年３月９日 

甲  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市長    矢 田  立 郎 

乙  摂津市千里丘７丁目９番３１号 

近畿コカ・コーラボトリング株式会社 

代表取締役社長 吉 松  民 夫 

別表(第１条第１項第１号関係) 

名称 所在地 在庫数量 

長田物流拠点 神戸市灘区灘浜町１-２ １２，０００ケース 
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資料 3-15 災害時における飲料の提供・調達に関する協定書（ダイドードリンコ株式会社） 

 

災害時における飲料の提供・調達に関する協定書 

 
 神戸市（以下「甲」という。）とダイドードリンコ株式会社（以下「乙」という。）は、風水害・地震等の緊急時に必

要な飲料の提供及び調達に関し、次のとおり協定する。 

（飲料の提供） 

第１条 甲は、神戸市内で風水害・地震等により大規模災害が発生した場合等において、飲料の提供が必要となるときに

は、乙に対し次の事項について、協力を要請することができる。 

  (1) 災害発生時において、乙の指定した営業拠点(別表)で保有する在庫飲料 

  (2) 災害発生時において、乙の設置した災害対応型自動販売機の機内在庫飲料 

２ 前項の要請は文書（様式１）をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要

請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。 

（飲料の調達） 

第２条 甲は、神戸市内に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、飲料の調達の必要があると認める

ときは、乙に対し、その保有する飲料の供給を要請することができる。 

２ 前項の要請は文書（様式２）をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要

請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲の要請を受けたときは、特別の理由がない限り、他の業務に優先して甲に協力するものとする。 

（費用負担） 

第４条 第１条第１項に定める飲料の提供により発生した費用は、乙の負担とする。 

２ 第２条第１項に定める飲料の調達に要した費用は、引渡しまでの運賃を含む災害発生直前時における適正な価格（災

害発生前の取引については取引時の適正な価格）を基準として、甲、乙協議して定める。 

（運搬） 

第５条 飲料の運搬は、第１条第１項に定める場合にあっては、甲乙相互の協力のもとこれを行うものとし、第２条第１

項に定める場合にあっては、乙がこれを行うものとする。 

２ 第１条第２項に定める場合にあっては、甲は乙に対して、必要とする飲料の種類・日時・運搬場所等を指示して、飲

料の提供を求めることができるものとする。 

（不可抗力等） 

第６条 甲は災害発生時における飲料提供である事を鑑み、乙が不可抗力等により、第１条第２項、第２条第２項、第３

条及び第５条に定める乙の義務を履行できない場合であっても、乙はその責任を負わないものとする。 

（代金の支払い） 

第７条 甲が第２条第１項の規定に基づき引取った飲料の代金は、引取り後、すみやかに支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては危機管理室長、乙においては近畿支店 支店長とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。 

 

  この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

  平成２２年３月２１日 

甲  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市長      矢 田 立 郎 

乙  大阪市平野区長吉長原東３丁目１番５５号 

ダイドードリンコ株式会社 

西日本営業部 部長 尾 崎 惠 二 

別表(第１条第１項第１号関係) 

名称 所在地 在庫数量 

ダイドードリンコ㈱ 神戸西営業所 神戸市西区伊川谷町潤和848番地５号 ６,０００ケース 
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資料 3-16 災害時における飲料の提供・調達に関する協定書（株式会社伊藤園） 

 

災害時における飲料の提供・調達に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と株式会社伊藤園（以下「乙」という。）は、風水害・地震等の緊急時に必要な飲料の

提供及び調達に関し、次のとおり協定する。 

（飲料の提供） 

第１条 甲は、神戸市内で風水害・地震等により大規模災害が発生した場合等において、飲料の提供が必要となるときに

は、乙に対し次の事項について、協力を要請することができる。 

  (1) 災害発生時において、乙の指定した営業拠点(別表)で保有する在庫飲料 

   (2) 災害発生時において、乙の設置した災害対応型自動販売機の機内在庫飲料 

２ 前項の要請は文書（様式１）をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要

請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。 

（飲料の調達） 

第２条 甲は、神戸市内に災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、飲料の調達の必要があると認める

ときは、乙に対し、その保有する飲料の供給を要請することができる。 

２ 前項の要請は文書（様式２）をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要

請し、その後すみやかに文書を交付するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲の要請を受けたときは、特別の理由がない限り、他の業務に優先して甲に協力するも のとする。 

（費用負担） 

第４条 第１条第１項に定める飲料の提供により発生した費用は、乙の負担とする。 

２ 第２条第１項に定める飲料の調達に要した費用は、引渡しまでの運賃を含む災害発生直前時における適正な価格（災

害発生前の取引については取引時の適正な価格）を基準として、甲、乙協議して定める。 

（運搬） 

第５条 飲料の運搬は、第１条第１項に定める場合にあっては、甲乙相互の協力のもとこれを行うものとし、第２条第１

項に定める場合にあっては、乙がこれを行うものとする。 

２ 第１条第２項に定める場合にあっては、甲は乙に対して、必要とする飲料の種類・日時・運搬場所等を指示して、飲

料の提供を求めることができるものとする。 

（不可抗力等） 

第６条 甲は災害発生時における飲料提供である事を鑑み、乙が不可抗力等により、第１条第２項、第２条第２項、第３

条及び第５条に定める乙の義務を履行できない場合であっても、乙はその責任を負わないものとする。 

（代金の支払い） 

第７条 甲が第２条第１項の規定に基づき引取った飲料の代金は、引取り後、すみやかに支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては危機管理室長、乙においては関西本部（兵庫地区管理課長）とす

る。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。 

 

  この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

  平成１９年１月１７日 

甲  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市長    矢 田 立 郎 

 

乙  東京都渋谷区本町３－４７－１０ 

株式会社伊藤園 

総務部長    大久保   強 

 

別表(第１条第１項第１号関係) 

名称 所在地 

伊藤園 神戸支店 神戸市須磨区弥栄台３－１－４ 

伊藤園 神戸東支店 神戸市東灘区深江浜町103－１ 

伊藤園 神戸西支店 神戸市兵庫区明和通１－２－５ 
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資料 3-17 災害時における精米等の供給に関する協定書（兵庫六甲農業協同組合） 

 

災害時における精米等の供給に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と兵庫六甲農業協同組合（以下「乙」という。）は、風水害・地震等の緊急時

における被災者及び救助要員等に対する、食糧確保のために、精米等の優先供給に関して、次のとおり協定を

締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、「神戸市民の安全の推進に関する条例」に基づき、風水害・地震等の緊急時に、「神戸市

地域防災計画」に定める被災者救援及び救助活動が円滑に実施されることを目的とする。 

（緊急時の認定） 

第２条 緊急時の認定は甲が行う。 

（協力） 

第３条 乙は、緊急時においては甲の要請がなくても、市民に対する食糧供給のため、通常の経済活動の早期

回復に努めることとする。 

（精米等の提供） 

第４条 第３条に定めるもののほか、甲は乙に対して、調達を必要とする精米等を、日時・場所等を指示して、

提供を求めることができるものとする。 

２ 乙は甲の要請があったときは、可能な範囲において、精米等の提供に努めるものとする。 

（価格、請求及び支払い） 

第５条 乙が甲に提供する精米等の価格は、災害が発生した直前の標準価格とする。 

２ 乙は第４条の規定により、甲に対して精米等を提供したときは、前項の規定に基づく代金を甲に対し請求

するものとする。 

３ 甲は前項の請求が乙からあったときは、速やかに代金を支払うものとする。 

（災害時の支援体制） 

第６条 甲は、災害時において、乙が物資を配送する車両を優先車両として通行できるように配慮に努めるも

のとする。 

２ 甲は災害時において、乙の事務所が被災した場合、乙の事業所の業務再開に可能な範囲において協力する

ものとする。 

（情報交換） 

第７条 甲及び乙は、平素から「神戸市地域防災計画」をはじめ、甲の防災体制の状況、その他災害対策上必

要な事項について情報交換に努め、緊急時に備えることとする。 

（疑義の解釈） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して定めるものとす

る。 

  この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有する。 

平成１２年４月１日 

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号    

甲 神戸市                 

  代表者 神戸市長    笹 山 幸 俊 

神戸市中央区海岸通１番地        

乙 兵庫六甲農業協同組合          

代表者 代表理事組合長 橋 本 行 雄 
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資料 3-18 災害時における食糧・物資の供給等に関する協定書（株式会社ファミリーマート） 

 

災害時における食糧・物資の供給等に関する協定書 
 

 神戸市（以下「甲」という。）と株式会社ファミリーマート（以下「乙」という。）とは、災

害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に規定する地震・風水害その他の災害時に必要な食

糧・物資（以下「物資」という。）の供給等について、次のとおり協定を締結する。 

  

 （要請） 

第１条 甲は、神戸市の区域内において災害が発生し、又は発生するおそれがあり、物資を調達する

必要があると認めるときは、乙に対し、乙が保有する物資の供給、又は乙以外の者が保有する物

資のあっせんを要請することができるものとする。 

２ 前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によること

ができない場合は、口頭又は電信若しくは電話その他の方法によることができる。 

３ 前項ただし書の場合において、甲は、事後に速やかに要請の内容を記載した文書を乙に提出す

るものとする。 

 

 （協力） 

第２条 乙は、甲から前条第１項の規定による要請があったときは、当該要請に対し、できる限り協

力するものとする。 

 

 （物資の範囲） 

第３条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達また

は製造可能な物資とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加

盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがある場合、乙にて物資

の調達の可否・日時・個数を決定することを甲は了承する。 

 （１）食料品 

 （２）飲料水 

 （３）日用品 

 （４）その他甲が指定する物資 

 

 （物資の引渡し） 

第４条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲が状況に応じ指定するものとし、当該引渡場所までの

物資の運搬は、乙又は乙があっせんする者が行うものとする。ただし、乙又は乙があっせんする

者が当該運搬を行うことができない場合は、甲が指定する者が当該運搬を行うものとする。 

 

 （車両の通行） 

第５条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるよ

うに可能な範囲で支援するものとする。 
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 （物資の代金等） 

第６条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。 

２ 物資の代金は、災害発生時の直前における仕入れ価格を基準として、甲と乙又は乙があっせん

する者とが協議して決定するものとする。 

３ 乙が行った運搬に係る費用は、乙による通常の商品配送業務とみなし、原則として乙が負担す

るものとする。ただし、乙の通常の商品配送業務の範疇を著しく超えると認められる場合は、甲が

負担するものとする。 

 

 （供給可能数量等の報告） 

第７条 乙は、この協定の締結後速やかに、第３条に規定する物資の供給可能数量及び災害時の緊

急連絡先について、甲に報告するものとする。供給可能数量又は緊急連絡先を変更した場合も、同

様とする。 

 

 

 （協議） 

第８条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に応

じて甲乙協議して定めるものとする。 

 

（効力） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日

までに、甲、乙双方いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。 

 

（解除） 

第１０条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１カ月前までに書面により相手

方に通知するものとする。 

  

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有

するものとする。 

 

 

  平成２５年９月５日 

 

 

 

               甲 兵庫県神戸市中央区加納町六丁目５番１号 

                 神戸市 

代表者 神戸市長 矢田 立郎 

 

 

 

               乙 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 

                 株式会社ファミリーマート 

                 代表取締役社長 中山 勇 
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資料 3-19 災害時における食糧・物資の供給等に関する協定書（株式会社ローソン） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神   戸   市 
株式会社ローソン 

 
 

災害時における食糧・物資の供給等 
に関する協定書 
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災害時における食糧・物資の供給等に関する協定書 
 
神戸市（以下「甲」という。）と株式会社ローソン（以下「乙」という。）とは、地震・風水害その他が

発生または発生のおそれがある場合に必要な食糧・物資（以下「物資」という。）の供給等に関し、次の

とおり協定を締結する。 
 

（要請） 
第１条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があるときは、乙に対し、その調達・製造

が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。 
（１）神戸市内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 
（２）神戸市域外の災害について、国及び関係地方公共団体から、物資の調達斡旋を要請されたとき、ま

たは救助の必要があるとき。 
 

（物資の範囲） 
第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達・製造が可能な物

資とする。但し、甲より乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先

する必要性等、により物資の供給ができないことがある場合、乙にて物資の調達の可否・日時・種類・

個数を決定することを甲は了承する。 
（１）食料品 
（２）飲料水 
（３）日用品 
（４）その他甲が指定する物資 

 
（要請の方法） 
第３条 第１条の要請は、「物資発注書」（別紙１号様式）をもって行なうものとする。 
ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付する

ものとする。 
 
（要請に基づく乙の措置） 
第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措

置の状況を「物資可能数量・措置の状況報告書」（別紙第２号様式）により甲に提出するものとする。 
 
（物資の引渡し） 
第５条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の

運搬は、原則として乙または乙が指定する者が行なうものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、

甲または甲の指定する者が行なうものとする。 
２ 甲は、当該場所に職員を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。 
 
３ 乙は、物資の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告す 
るものとする。 
（１）引渡しの日時及び場所 
（２）引渡しに係わる物資の品目及び数量 
 

（車両の通行） 
第６条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急または優先車両として通行できるように

可能な範囲で支援するものとする。 
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（物資の代金等） 
第７条 乙が供給した物資の対価及び引渡し場所までの運搬に係る費用実費は、甲が負担するものとし、

乙からの請求後１ヶ月以内に、甲または甲の指定する地方自治体から乙指定口座に振り込みにより支

払うものとする。 
２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前の乙の店舗での販売推奨価格（災害発生前 

の取引については取引時の販売推奨価格）とする。 
 
（連絡責任者の報告） 
第８条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」（別紙第

３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとす

る。 
 
（その他） 
第９条 乙は、自己の加盟店もしくは関係者（配送業者等）に最大限の努力をもってこの協定を履行する

よう求めるが、フランチャイズ契約等の制限から、強制することが困難な事情がある場合､甲はこれを

承諾する。 
 
（協議） 
第 10条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じて

甲乙協議して定めるものとする。 
 

（効力） 
第 11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日ま

でに、甲、乙双方いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。 
 
（解除） 
第 12 条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１カ月前までに書面により相手方

に通知するものとする。 
 
 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名の上、各自その１通を保有するものとす

る。 
 
 
 
平成２６年３月１０日 

                   
             甲 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
               神戸市 
               代表者 神戸市長 久元 喜造        印 

 
 
 

 
              乙 東京都品川区大崎１丁目１１番２号 

株式会社ローソン          
               代表取締役ＣＥＯ 新浪 剛史        印 
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別紙第１号様式 
物 資 発 注 書 

令和  年  月  日 
株式会社ローソン 
代表取締役 殿 
担当部署 
コンプライアンス・リスク統括室 
 

                              神戸市長 
 

災害時における食糧・物資の調達要請について 
 

「災害時における食糧・物資の供給等に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、協定

書第３条の規定により、本要請に対する貴社の措置状況を報告願います。 
 

記 
要請する物資 

要請期日 要請品目 要請数量 搬入希望場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

※ 要請数量は、１日あたり数量とする。 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ先         
市    室   課   
電話  ―    ―     
FAX    ―    ―    
担当                
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別紙第２号様式 
物資可能数量・措置の状況報告書 

 
令和  年  月  日 

神戸市長 様  
 

 株式会社ローソン 
担当部署 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ﾘｽｸ統括室 

 
「災害時における食糧・物資の供給等に関する協定」（第４条）に基づき、当社の（物資可能数量・措

置の状況）を下記のとおり報告します。 
 
記 

１．調達可能数量 
発災直後 発災後３日以降 
品 名 調達可能数量 品 名 調達可能数量 
（調理不要の食品） （主食＋副食品） 
おにぎり 
弁 当 
パ ン 
飲料水（お茶等） 
その他 

 おにぎり 
弁 当 
パ ン 
缶 詰 
カップラーメン 
カップ味噌汁 
飲料水（お茶等） 
その他 

 

下着類（   ）タオル（    ）懐中電灯（    ）乾電池（     ） 
軍手 （  ）ちり紙（   ）ろうそく（   ）ウエットテッィシュ（     ） 
カセットボンベ（     ） 
※その他 
（         ）（    ）    （        ）（    ） 
（         ）（    ）    （        ）（    ） 
（         ）（    ）    （        ）（    ） 

注：協定書第４条による報告は、被災がないと想定した場合の１日あたりの最大調達・製造可能数量の概

数を記入する。 
 
２．物資の搬入場所・方法（いずれかに○をつける） 

① 神戸市災害対策本部まで当社が搬入する。 
② 当社指定場所で神戸市に引渡し。 
③ その他（神戸市が指定する場所で引渡し等） 

搬入方法（陸路、空路、海路） 
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別紙第３号様式 
連 絡 責 任 者 届 

【神戸市】 
   １ 連絡責任者 

 役職・氏名  
 Ｔ Ｅ Ｌ  
  携      帯  
  Ｆ Ａ Ｘ  

       
２ 時間外及び休日の場合の連絡先 
 項  目    第１連絡先      第２連絡先 
 役職・氏名   
 Ｔ  Ｅ  Ｌ   
 携     帯   
Ｆ Ａ Ｘ   

       
３ 勤務時間及び休日 

     ・勤務時間： 
     ・休  日： 
 
【株式会社ローソン】 
   １ 連絡責任者 

 役職・氏名  
 Ｔ Ｅ Ｌ  
 携   帯  
  Ｆ Ａ Ｘ  

       
２ 時間外及び休日の場合の連絡先 
 項  目    第１連絡先      第２連絡先 
 役職・氏名   
Ｔ Ｅ Ｌ   
携   帯   
Ｆ Ａ Ｘ   

       
３ 勤務時間及び休日 

     ・勤務時間： 
     ・休  日： 
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資料 3-20 災害時における食料品等の供給等に関する協定書（スターフェスティバル株式会社） 

 

災害時における食料品等の供給等に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）とスターフェスティバル株式会社（以下「乙」という。）とは、地震・風水

害その他が発生または発生のおそれがある場合に必要な食料・物資（以下「物資」という。）の供給等に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 

 

（要請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があるときは、乙に対し、その調達・製造が

可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。 

（１）神戸市内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（２）神戸市域外の災害について、国及び関係地方公共団体から、物資の調達斡旋を要請されたとき、ま

たは救助の必要があるとき。 

 

（物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達・製造が可能な物資

とする。但し、甲より乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶等により物資の供給ができないことが

ある場合、物資の調達の可否・日時・種類・個数は甲乙別途協議の上、これを定める。 

（１）食料品 

（２）飲料水 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「物資発注書」（別紙１号様式）をもって行なうものとする。 

ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するも

のとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置

の状況を「物資可能数量・措置の状況報告書」（別紙第２号様式）により甲に提出するものとする。 

 

（物資の引渡し） 

第５条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡場所までの物資の運搬

は、原則として乙または乙が指定する者が行なうものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲また

は甲の指定する者が行なうものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員又は避難所運営責任者を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 乙は、物資の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告するものとする。 

（１）引渡しの日時及び場所 

（２）引渡しに係わる物資の品目及び数量 

 

（車両の通行） 

第６条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急または優先車両として通行できるように可

能な範囲で支援するものとする。 

 

（物資の代金等） 

第７条 乙が供給した物資の対価及び引渡し場所までの運搬に係る費用実費は、甲が負担するものとし、乙

からの請求後１ヶ月以内に、甲または甲の指定する地方自治体から乙指定口座に振り込みにより支払うも

のとする。 

２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前の乙の店舗での販売推奨価格（災害発生前の取引については

取引時の販売推奨価格）とする。 

 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－678－ 

 

（災害時に備えての体制作り） 

第８条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」（別紙第３

号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。 

２ 乙は甲の要請する食料供給の実現のため、平常時よりその供給体制の構築に努めるものとし、その費用

は乙が負担することとする。 

 

（その他） 

第９条 乙は、可能な限り神戸市内の加盟業者に発注するよう努める。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じて甲

乙協議して定めるものとする。 

 

（効力） 

第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に、甲、乙双方いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。 

 

（解除） 

第 12 条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１カ月前までに書面により相手方に通知

するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名の上、各自その１通を保有するものとす

る。 

 

 

 

平成 28年 1 月 17日 

                   

             甲 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

               神戸市 

                代表者 神戸市長 久元 喜造         

 

 

 

 

              乙 東京都渋谷区恵比寿４丁目２０番３号 

 スターフェスティバル株式会社          

               代表取締役 岸田 祐介         
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様式１ 

 

  第   号 

年  月  日 

 

指 定 業 者  様 

（      ）様 

 

神戸市長  久元 喜造 

 

災害時における物資などの調達要請について 

 

本市と貴社における災害時の協定に基づき、下記のとおり要請いたします。なお、本要請に対する貴社

の措置状況をご報告願います。 

 

記 
要請する物資 

要請期日 要請品目 要請数量・単位 配達希望場所 配達先連絡担当者 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※「○●人分」という表記は行わない。 

問い合わせ先 

神戸市産業振興局 

℡：078－  －     

FAX：078－  －    

担当           
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様式 2 

物資可能数量・措置の状況報告書 
 

令和  年  月  日 
神戸市長 宛  

 

 指定業者 
（         ） 

 
災害時に関する協定に基づき、当社の（物資可能数量・措置の状況）を下記のとおり報告します。 

 
記 

１． 調達可能数量 

物資名 数量 物資配達先 配達先日時 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

２． 物資の搬入場所・方法（いずれかに○をつける） 
① 神戸市災害対策本部まで当社が搬入する。 
② 当社指定場所で神戸市に引渡し。 
③ その他（神戸市が指定する場所で引渡し等） 
搬入方法（陸路、空路、海路） 
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資料 3-21 災害救助用副食、調味料在庫業者一覧表（神戸市中央卸売市場） 

災害救助用副食、調味料在庫業者一覧表 

品名 
即時調達 

在庫場所 
単位 調達先 

副食調味料の 

在庫場所 

沢 庵  

梅 干  

漬 物 類 

味 噌 

4.5ｔ 

1ｔ 

2.8ｔ 

3.5ｔ 

30kg 

1～10kg 

1～20kg 

10～20kg 

神戸漬物㈱ 

兵漬兵庫食品㈱ 

神戸市中央卸売市場 

本場内保管 

（672）8152 

鶏 卵 5ｔ 10kg 兵庫鶏卵㈱ 

サ ケ ・ マ ス 150ｔ  
㈱大水神戸支社 

神港魚類㈱ 

ス ル メ 150ｔ 10kg 

㈱大水神戸支社 

神港魚類㈱ 

㈱合食 

塩 3ｔ 1～25kg 
㈲戎屋岩井商店 

し ょ う ゆ 468 ℓ 1.8～18 ℓ 

び ん ・ 缶 詰 30,000個  ㈱合食 

り ん ご 

柑 橘 類 

バ ナ ナ 

梨 類 

缶 ジ ュ ー ス 

飲 料 水 

10ｔ 

16ｔ 

6.5ｔ 

5ｔ 

18,000本 

1,200 ℓ 

10kg 

10～15kg 

13kg 

10kg 

 

2 ℓ 

神果神戸青果㈱ 

沢 庵 

梅 干 

味 噌 

4ｔ 

1ｔ 

10ｔ 

 
兵漬兵庫食品㈱ 

神戸東支店 

東部市場内保管 

（413）7071～2 

鶏 卵 5ｔ 10kg 
沼田鶏卵㈱ 

㈲西山鶏卵  

サ ケ ・ マ ス 

ス ル メ 

冷 凍 魚 

5ｔ 

5ｔ 

10ｔ 

10kg 

10kg 

10kg 

㈱大水神戸支社 

神港魚類㈱東部支社 

キ ャ ベ ツ 

た ま ね ぎ 

馬 鈴 薯 

野 菜 一 般 

り ん ご 

柑 橘 類 

バ ナ ナ 

5ｔ 

5ｔ 

5ｔ 

5ｔ 

7ｔ 

7ｔ 

6.5ｔ 

 神戸中央青果㈱ 

冷 凍 食 品 
2,000食 

20kg 
 ㈱神港食品 

ラ ー メ ン 類 

ジ ュ ー ス 類 

15,000食 

15,000本 
 ㈱東神 
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資料 3-22 災害時における生鮮食品等の供給協力等相互応援に関する協定（各都市中央卸売市場） 

 

災害時における生鮮食品等の供給協力等相互応援に関する協定 

 
（主 旨） 

第１条 この協定は、京都市、大阪府、大阪市、神戸市、姫路市、尼崎市、奈良県及び和歌山市の各都市にお

いて災害（災害対策基本法（昭和３６年法律第２３３号）第２条第１号に定める災害をいう。以下同じ。）が

発生し、災害を受けた都市（以下「甲」という。）の中央卸売市場独自では生鮮食品等を被災者に対して十分

に供給できない場合において、災害を受けていない都市（以下「乙」という。）に対して行う生鮮食品等の供

給等の協力要請及び支援に関して定めるものとする。 

（供給協力の要請等） 

第２条 甲は、緊急に生鮮食料品等の確保をはかる必要のあるときは、乙に対して生鮮食料品等の供給につい

て協力を要請することができる。ただし、甲が要請をすることが困難な場合には、乙間で協議して必要な支

援を行うものとする。 

（供給協力） 

第３条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、速やかにこれに応じ、極力その要請内容の実現

に努めるものとする。 

（供給協力要請の手続） 

第４条 甲は、乙に対して第２条の規定による要請を行うときは、被害の状況及び必要とする生鮮食料品等の

品名・数量等を明らかにし、第７条に定める連絡担当部局を通じて口頭・電話・電信等により要請し、後日、

速やかに文書を送付するものとする。 

(運搬協力の要請) 

第５条 甲は、必要に応じ、生鮮食料品等の運搬につき乙に対して協力を求めることができるものとする。 

(協力経費の負担) 

第６条 第２条及び前条に基づく協力及び支援に要した経費負担は、甲乙協議のうえ決定する。なお、乙が自

主的に行う救援物資の供給に伴う費用は乙の負担とする。 

(連絡担当部局) 

第７条 この協定を締結する都市の中央卸売市場は、あらかじめ連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、

速やかに相互に連絡をとるものとする。 

(協 議) 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、この協定を締結する都

市の中央卸売市場が協議して定めるものとする。 

(雑 則) 

第９条 この協定の締結を証するため、本協定書９通を作成し、各中央卸売市場は記名押印のうえ、各１通を

保有する。 

附 則 

 この協定は、平成８年５月２８日から効力生ずる。 

平成８年５月２８日 

京都市卸売市場    第一市場長 八田 逸三 

大阪府中央卸売市場  場長    杉本 信夫 

大阪市中央卸売市場  市場長   河野 猛 

神戸市中央卸売市場  本場長   井山 忠行 

東部市場長 井筒 茂夫 

姫路市中央卸売市場  場長    勝岡 郁夫 

尼崎市中央卸売市場  市場長   本間 英雄 

奈良県中央卸売市場  場長    梅村 信嘉 

和歌山市中央卸売市場 市場長   山名 康和 
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資料 3-23 全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定（各都市中央卸売市場） 

 

全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定 

 
（目的） 

第１条 この協定は、全国中央卸売市場協会に加盟する中央卸売市場を開設する都市で次に掲げる災害

が発生し、災害を受けた都市（ 以下「被災都市」という。）の中央卸売市場開設者（以下「甲」と

いう。）独自では生鮮食料品を被災都市の住民に十分供給できない場合において、災害を受けていな

い都市の中央卸売市場開設者（以下「乙」という。）が友愛的精神に基づき、相互に救援協力し、緊

急・応急措置として、被災都市における生鮮食料品の確保を図るため、必要な事項を定めるものとす

る。 

（１） 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害 

（２） 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）

に定める武力攻撃災害又は緊急対処事態における災害 

 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１） 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供 

（２） 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供に係る搬送 

（３） 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供に関し特に要請のあったもの 

 

（応援要請の手続） 

第３条 甲は、次に掲げる事項を明らかにして、第６条に定める連絡担当部局を通じ、ファクシミリま

たは電子メール等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 

（１） 前条第１号に掲げる応援を要請する場合においては、その品名及び数量 

（２） 前条第２号に掲げる応援を要請する場合においては、被害の状況に応じた有効な搬送手段 

（３） 被災都市に開設されている中央卸売市場が複数にわたる場合、応援を要する中央卸売市場の特

定及び当該市場への経路 

（４） 応援の期間 

（５） 人的応援を要請する場合においては、宿泊施設の確保 

（６） 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（協定の遵守） 

第４条 乙は、信義誠実の原則に則り、速やかに要請に応じ、その応援の実現に努めるものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、甲の負担とする。ただし、乙の自主的な応援に伴う経費は無償とする。 

 

（連絡担当部局） 

第６条 この協定を締結する中央卸売市場の開設者は、相互応援のための連絡担当部局を別に定め、災

害が発生した時は、速やかに相互に連絡をとるものとする。 

 

（協議） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項は別に定める。また、この協定に定めない事項は、この協定

を締結する中央卸売市場の開設者が協議して決定する。 

 

上記協定締結の証として本協定書４７通を作成し、各中央卸売市場の開設者が記名押印の上、各々

１通を保有する。 

 

附 則 
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この協定は、平成２０年９月１日から効力を生ずる。 

 

札幌市長    上 田 文 雄   青森市長   佐々木 誠造 

八戸市長    小 林   眞   盛岡市長   谷 藤 裕 明 

仙台市長    梅 原 克 彦   秋田市長   佐 竹 敬 久 

山形市長    市 川 昭 男   福島市長   瀬 戸 孝 則 

いわき市長   櫛 田 一 男   宇都宮市長  佐 藤 栄 一 

さいたま市長  相 川 宗 一   千葉市長   鶴 岡 啓 一 

船橋市長    藤 代 孝 七   東京都知事 石原 慎太郎 

横浜市長    中 田   宏   川崎市長   阿 部 孝 夫 

甲府市長    宮 島 雅 展   静岡市長   小 嶋 善 吉 

浜松市長    鈴 木 康 友   新潟市長   篠 田  昭 

富山市長    森   雅 志   金沢市長   山 出  保 

福井市長    東 村 新 一   岐阜市長   細 江 茂 光 

名古屋市長   松 原 武 久   京都市長   門 川 大 作 

大阪府知事   橋 下   徹   大阪市長   平 松 邦 夫 

神戸市長    矢 田 立 郎   姫路市長   石 見 利 勝 

奈良県知事   荒 井 正 吾   和歌山市長  大 橋 建 一 

岡山市長    髙 谷 茂 男   広島市長   秋 葉 忠 利 

宇部市長    藤 田 忠 夫   徳島市長   原   秀 樹 

高松市長    大 西 秀 人   松山市長   中 村 時 広 

高知市長    岡 﨑 誠 也   北九州市長  北 橋 健 治 

福岡市長    吉 田   宏   久留米市長  江 藤 守 國 

長崎市長    田 上 富 久   佐世保市長  朝 長 則 男 

宮崎市長    津 村 重 光   鹿児島市長  森   博 幸 

沖縄県知事   仲井眞 弘多 
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資料 3-24 災害時における物資調達に関する協定書（コストコホールセールジャパン株式会社） 
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資料 3-25 災害時における簡易ベッド等の調達に関する協定（セッツカートン株式会社） 

 

災害時における簡易ベッド等の調達に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）とセッツカートン株式会社（以下「乙」という。）は、災害時

等における簡易ベッド等の調達に関して、次のとおり協定を締結する。 

  

（趣旨）  

第１条 この協定は、神戸市内において、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に規定する災害が発生又は発生するおそれがある時において、避難所の設営等に必要

な物資の調達に関し、必要な事項を定める。 

（協力の要請及び受諾）  

第２条 甲は、災害時等に物資の調達が必要となった場合は、救援物資供給要請書（様式第１

号）により、乙に協力を要請できるものとする。ただし、緊急を要する時は、口頭又は電話等

により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。 

３ 乙は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害以外の災

害等について、甲の要請があった場合は、可能な限り第２項に準じて協力を行うものとする。 

（物資の種類）  

第３条 前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。  

（１） 段ボール製簡易ベッド 

（２） 段ボール製シート 

（３） 段ボール製間仕切り 

（４） 段ボール製簡易トイレ 

（５） その他乙の取扱商品 

（手続等）  

第４条 乙は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、甲は職員をも

ってこれを確認させ、受け取るものとする。 

２ 乙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書（様式第２号）により甲に報告するも

のとする。 

（経費の負担）  

第５条 甲は、乙に対し、前条の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬に要する費用

について負担するものとする。 

２ 前項に掲げる経費の価格は、災害時の直近の価格を基準とし、甲乙協議のうえ定めるものと

する。 

（経費の支払） 

第６条 経費は、乙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取ったときは、その内容を確認

し、速やかに費用を乙に支払うものとする。 
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（平常時の協力） 

第７条 平常時においても、甲が防災訓練等を実施するにあたり、乙の協力を要請した場合、乙

は業務に支障をきたさない範囲で参加するものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては神戸市福祉局調査担当課長、乙において

は、伊丹工場総務部課長とする。 

２ 甲及び乙は、連絡責任者を変更したときは、速やかに相手方に通知しなければならない。 

（有効期間）  

第９条 この協定書の有効期間は締結の日から平成 26年３月 31日までとする。 

ただし、期間満了の日の 30日前までに、相手方に対し文書による終了の意思表示が無い場合は、

更に１年間継続するものとし、以後この例による。 

（疑義の解決）  

第 10条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたときは、その都度

甲乙協議のうえ、定めるものとする。  

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１

通を所持する。 

 

 

平成 26年３月 20日  

 

 

（甲）兵庫県神戸市中央区加納町 6-5-1  

神戸市 

神戸市長   久 元 喜 造 

 

（乙）兵庫県伊丹市東有岡５丁目３３番地  

セッツカートン株式会社 

代表取締役 丹 羽  俊 雄 
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様式第１号（第２条関係） 

 

                                   年   月   日 

 

 社 名 セッツカートン株式会社 

 代表取締役 丹 羽 俊 雄 様 

 

                          神戸市長 

 

 

救 援 物 資 供 給 要 請 書 
 

災害発生時におけるダンボール製品の調達に関する協定第２条の規定に基づき、次のとおり協力

を要請します。 

物資の種類 数量 搬送日時 搬送場所 備考 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 
                 （神戸市連絡担当者） 

所 属 
 
 

職 名 ・ 氏 名  
 
 

電 話 番 号 
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様式第２号（第４条関係） 

 

                                  年   月   日 

 

 神戸市長         様 

 

                         社 名 セッツカートン株式会社 

                            代表取締役 丹 羽 俊 雄 

 

救 援 物 資 供 給 完 了 報 告 書 
 

災害発生時におけるダンボール製品の調達に関する協定第４条の規定に基づき、次のとおり供給

したことを報告します。 

物資の種類 数量 搬送日時 搬送場所 備考 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
                 （セッツカートン株式会社連絡担当者） 

所 属 
 
 

職 名 ・ 氏 名  
 
 

電 話 番 号 
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資料 3-26 災害時における畳の提供等に関する協定書（5日で 5000 枚の約束。プロジェクト実行委員会） 

 

災害時における畳の提供等に関する協定書 
 

神戸市（以下「甲」という。）と 5 日で 5000 枚の約束。プロジェクト実行委員会（以下「乙」とい

う。）は、風水害・地震等の災害発生時における避難所等に対する、畳の優先提供に関して、次のとお

り協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、「神戸市民の安全の推進に関する条例」に基づき、風水害・地震等の災害発生時に、

「神戸市地域防災計画」に定める被災者救援及び救助活動が円滑に実施されることを目的とする。 

（災害発生時の協力依頼） 

第２条 災害発生時には、甲から乙に畳の提供に関する協力を依頼するものとする。 

（災害発生時の協力内容） 

第３条 第２条の場合には、甲と乙は協力して次の作業を行う。なお、緊急時において乙は甲の要請が

なくても協力できるものとする。 

（１） 畳の調達 

（２） 避難所までの畳の輸送 

（３） 利用後の畳の処理 

（畳の調達） 

第４条 甲は乙に対して、調達を必要とする必要数・日時・場所等を指示して、畳の提供を求めること

ができるものとする。 

２ 乙は甲の要請があったときは、可能な範囲において、畳の提供に努めるものとする。 

（対価） 

第５条 乙が甲に提供する畳の対価は、無償とする。 

（情報交換） 

第６条 第３条に定めるほか、甲及び乙は、平素から「神戸市地域防災計画」をはじめ、甲の防災体制

の状況、その他この協定を実施するにあたり、必要な事項について情報交換に努め、緊急時に備えるこ

ととする。 

（疑義の解釈） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議して定めるも

のとする。 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有する。 

平成２６年 1月１4日 

 

神戸市中央区加納町六丁目５番１号 

甲  神戸市 

代表者 神戸市長 久元 喜造 

 

                     神戸市兵庫区永沢町３－８－８ 

乙 5日で 5000 枚の約束。プロジェクト実行委員会 

委員長 前田 敏康  
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資料 3-27 災害時のテント等の供給に関する協定書（太陽工業株式会社） 
 
 

災害時のテント等の供給に関する協定書 
 

神戸市（以下「甲」という。）と太陽工業株式会社（以下「乙」という。）とは、災害時のテント

等の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に規定する災害及び武力攻撃

事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）に規定する

武力攻撃災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において、

甲が乙と協力して、テント等（以下「物資」という。）を防災拠点等へ供給するために、その必要

な事項を定めるものとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害時における物資の確保を図るため必要があると認めるときは、乙に対し、調達

可能な物資の供給を要請することができる。 

２ 前項の要請は、原則として、別記第１号様式により行うものとする。ただし、文書をもって要

請する時間がないときは、口頭、電話その他の方法で要請し、事後速やかに文書を交付するもの

とする。 

 

（物資の種類） 

第３条 前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。（別表のとおり） 

（１） エアテント（マク・クイックシェルター） 

（２） 間仕切り（クイックパーテーション） 

（３） 天幕大型テント 

（４） その他甲が指定する物資 

 

（物資供給への協力） 

第４条 乙は、甲からの要請を受けたときは、速やかに物資の供給に努めるものとする。 

２ 乙は甲に物資の供給を実施したときは、別記第２号様式により、その実施状況を甲に報告す

るものとする。 

 

（物資の引渡し） 

第５条 物資の引渡しは、原則として甲が指定する場所において行うものとする。ただし、乙が運

搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 甲は、第４条の規定により、乙が供給した物資の代金及び運搬等に係る経費（以下「費用」

という。）を負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議のうえ決
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定するものとする。 

３ 甲は、乙から前項の規定による請求があったときは、速やかに支払うものとする。 

 

（連絡担当者の指定） 

第７条 協力要請の手続を円滑に行うため、甲乙は、連絡担当者を定め、相互に別記第３号様式に

より文書で報告するものとする。 

２ 甲乙は、連絡担当者に変更があった場合には、その都度文書で報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が災害時に物資を運搬する際には、乙の車両を緊急又は優先車両として通行で

きるように配慮するものとする。 

 

（平時の活動） 

第９条 甲乙は、この協定に基づく物資の供給が災害時において迅速かつ円滑に行われるよう、

平時から情報交換及び必要な訓練を適時行うよう努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、2023年（令和５年）３月 31日までとする。ただし、有効期

間満了日の１月前までに、甲乙のいずれからも文書による意思表示がないときは、当該有効期

間満了日の翌日から起算して１年間延長するものとし、以降もまた同様とする。 

 

（雑則） 

第１１条 この協定に定めのない事項、または疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるも

のとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

2023 年（令和５年）２月 10日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

神戸市長     久 元 喜 造 

 

 

大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 

乙 太陽工業株式会社 

代表取締役社長  能 村 祐 己 
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第１号様式（第２条関係）                      第     号 

                                  年  月  日 

 

 

 

太陽工業株式会社 様 

神戸市 

 

 

物資の供給要請 

 

「災害時のテント等の供給に関する協定書」第２条に基づき、下記のとおり物資の供給を要請します。 

 なお、本要請書に対する実施の状況を、協定書第４条に定める実施状況報告書により報告願います。 

 

第１条 災害及び応援を必要とする状況 

 

 

 

 

第２条 応援を必要とする物資の内容等 

要請する物

資 

要請する期間 数

量 

納入場所 備考 

     

※注 レンタル期間は１月単位とします。 

 

問い合わせ先 

担当 

TEL 

FAX 

E-mail 
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別表（第３条関係） 

 

物資の種類 

 

項 目 用 途、概 要 備考 

エアテント 

（マク・クイックシェル

ター） 

エアーテント 受付、救護所 等 
レンタル

も可 

間仕切り（クイックパー

テーション） 
避難所用の間仕切り  

天幕大型テント 現地対策本部、物資拠点 
レンタル

も可 

コインシャワー（移動

式） 
組み立て式コインシャワー 避難所 等 

レンタル

も可 

マックスバック 大型土のう 容量1.0㎥   

クロスラムシート 養生用シート（ブルーシート同様）   

遮水シート 類 遮水シート 養生、遮水 等  

コンクリートキャンバ

ス 

コンクリートとキャンバス（布地）の複合材料 

水の散水等で硬化し、堰堤等の保護などに使

用 

 

マックスウォール 

（連続箱型鋼製枠） 
隙間の無く土堤等を設置できる  

デルタチューブ 

（三角水のう） 
浸水対策 大型水のう  

デルタパネル 浸水対策 建物等の入口の浸水を防止  

タコム（布製型枠） 
布製の型枠の中にモルタルやコンクリートを

注入し、法面等を養生 
 

その他 甲が指示する物資で調達可能なもの  

 

 

 

 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－700－ 

第２号様式（第４条関係） 

   年  月  日 

 

 

神戸市 様 

 

太陽工業株式会社  

 

 

実施状況報告書 

 

 「災害時のテント等の供給に関する協定書」第４条に基づき、下記のとおり実施の状況を報告します。  

 

実施年月日 出荷物資 数

量 

納入場所 運搬方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

問い合わせ先         

担当      

TEL    

FAX    

E-mail   
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第３号様式（第７条関係） 

年  月  日 

 

連 絡 担 当 者 届 
 

【 神戸市 】 

１ 連絡担当者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

FAX番号  

メールアドレス  

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第一連絡先 第二連絡先 

役職・氏名   

電話番号   

携帯電話番号   

３ 勤務時間及び休日 

・勤務時間：９：００～１７：３０ 

・休  日：土日祝日、年末年始 

 

【 太陽工業株式会社 】 

１ 連絡担当者 

役職・氏名  

電話番号  

携帯電話番号  

FAX番号  

メールアドレス  

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第一連絡先 

 

第二連絡先 

 

役職・氏名   

電話番号   

携帯電話番号   

３ 勤務時間及び休日 

・勤務時間：９：００～１７：３０ 

・休  日：土日祝日、盆、年末年始 
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資料 3-28 災害時における輸送業務に関する協定（一般社団法人兵庫県タクシー協会） 

 

災害時における輸送業務に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人兵庫県タクシー協会（以下「乙」という。）との間におい

て、災害時における人員等の輸送について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、神戸市内において、災害等が発生し、または発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）に、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その手続きを定め、災害応急対策

を円滑に遂行することを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において、乙に対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。 

(1)応急対策を行うために必要な人員、要援護者等の輸送業務 

(2)応急対策を行うために必要な物資の輸送業務 

(3)災害の状況及び被害情報の収集 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、公共輸送機関としての責務を十分に自覚

し、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して輸送業務等の協力を行うものとする。 

２ 乙は、平常時においても甲が実施する防災訓練等へ業務に支障をきたさない範囲で参加するものと

する。 

（要請の方法） 

第４条 第２条の要請は、文書（様式第１号又は第２号）により行うものとする。ただし、緊急を要する

場合は、電話等により支援要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（経費の負担） 

第５条 この協定に基づき、乙が甲の要請により輸送等に要した経費については、甲が負担するものとす

る。 

２ 前項に規定する経費は、輸送等終了後、乙の提出する報告書（様式第３号又は第４号）に基づき、災

害等が発生する直前における運賃・料金及び輸送等に要した経費を基準として、甲乙協議の上、決定す

る。 

（経費の支払い） 

第６条 輸送協力に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。 

（旅客及び第三者に対する責任等） 

第７条 乙は、第２条により要請された業務の運行に際し、乙の責に帰する理由により、旅客及び第三者

に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。また、その際に生じた業務従事者に対する災

害補償も乙が負うものとする。 

（燃料確保及び車両の通行） 
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第８条 甲は、乙が第２条により要請された業務の運行に際し、必要な燃料を確保できるように努める。 

２ 甲は、乙が第２条により要請された業務の運行に際し、車両を緊急又は優先車両として通行できるよ

うに可能な範囲で支援するものとする。 

（連絡担当者） 

第９条 この協定の実施に当たり、甲乙あらかじめ連絡担当者を決め、災害時には速やかに相互に連絡を

とるものとする。（期間及び改廃） 

第 10条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲または乙が、この協定を改正し、 

または廃止しようとするときは、その３か月前までに相手方に文書をもって通知しなければならない。 

２ 協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者押印の上、各１通を保有する。 

 

平成 26年 7月 1日  

 

甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

  神 戸 市 

  市長 久元 喜造 

 

              乙  

 

 

 

 

 

  

神戸市中央区中山手通６丁目１番３４号 

一般社団法人 兵庫県タクシー協会 

会長 吉川 紀興 
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様式第１号（第４条関係） 

第      号 

令和 年 月 日 

 

一般社団法人兵庫県タクシー協会 

会 長 様 

神 戸 市 長 
輸送協力要請書 

 

 災害時における輸送業務に関する協定第４条の規定により、下記のとおり要請します。 

 なお、輸送を実施したときは、同協定第５条第２項に規定する報告書（様式第３号）の

提出をお願いします。 
 

記 
 

１ 
輸送を依頼する 
人 員 ・ 物 資 

 

２ 配車希望日時  

３ 配 車 場 所   

４ 輸 送 先  

５ 備  考  

 
 

依頼担当者 
                   所 属： 
                   名 前： 
                   連絡先： 
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様式第２号（第４条関係） 

第      号 

令和 年 月 日 
 

一般社団法人兵庫県タクシー協会 
会 長 様 
 

神 戸 市 長 
 
 

災害の状況・被害情報の収集に関する協力要請書 
 
 

 災害時における輸送業務に関する協定第４条の規定により、下記のとおり要請します。 

 なお、災害の状況・被害情報の収集を実施したときは、同協定第５条第２項に規定する報

告書（様式第４号）の提出をお願いします。 
 

記 
 

１ 
災害の状況・被

害情報の収集を

依頼する場所  
 

２ 備 考  

 

依頼担当者 

                   所 属： 

                   名 前： 

                   連絡先： 
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様式第３号（第５条関係） 

第      号 

令和 年 月 日 

 

神 戸 市 長 宛 

一般社団法人兵庫県タクシー協会会長 

 

輸送実施報告書 

 

 災害時における輸送業務に関する協定第５条第２項の規定により、下記のとおり報告し

ます。 

 
記 

 

１ 配 車 日 時     月   日   時   分 

２ 配 車 場 所   

３ 配 車 車 両   

４ 輸 送 先  

５ 到 着 日 時     月   日   時   分 

６ 帰 社 日 時     月   日   時   分 

７ 走 行 距 離   

８ 備  考  

 

連絡担当者 

                   所 属： 

                   名 前： 

                   連絡先： 
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様式第４号（第５条関係） 

第      号 

令和 年 月 日 

 

神 戸 市 長 宛 

一般社団法人兵庫県タクシー協会会長 

 

災害の状況・被害情報の収集に関する報告書 

 

 災害時における輸送業務に関する協定第５条第２項の規定により、下記のとおり報告し

ます。 

  
記 

１ 情報収集日時     月   日   時   分 

２ 
災害の状況・被

害情報の収集を

行 っ た 場 所  
 

３ 到 着 日 時    月   日   時   分 

４ 帰 社 日 時    月   日   時   分 

５ 走 行 距 離  

６ 内 容 

（※概略は、別紙のとおり） 

７ 備 考  

 

連絡担当者 

                   所 属： 

                   名 前： 

                   連絡先：             
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資料 3-29 災害時等における船舶による輸送等に関する協定（神戸旅客船協会） 

 

災害時等における船舶による輸送等に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と神戸旅客船協会（以下「乙」という。）は、災害時等（地震、風水害そ

の他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他住民が緊急に避難する必要が生じた場合をい

う。以下同じ。）における船舶による輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき、災害時等に甲が乙に対して船舶による輸送等の協力を

求める手続等について定めるものとする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時等において、次に掲げる業務を遂行するために必要があるときは、乙に対し、日時、

場所、業務内容等を指定して文書（様式第１号）で協力要請を行うものとする。ただし、やむを得

ない事由で文書により行うことができない場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付する

ものとする。 

（１） 被災者及び救援者等の人員の輸送業務 

（２） 救援物資又は応急対策資機材等の貨物の輸送業務 

（３） 被災者及び救援者等の臨時宿泊施設の業務 

（４） その他船舶による支援業務 

 ２ 乙は、前項の規定により甲から協力要請を受けたときは、乙の会員が甲の必要とする業務を可能な限

り実施するように努めるものとし、その措置の状況を速やかに甲に報告するものとする。 

 

（報告） 

第３条 乙又は乙の会員（以下乙等という）は、甲から要請のあった業務を実施したときは、速やかに甲に

報告（様式第２号）するものとする。 

 

（経費の負担及び支払） 

第４条 第２条第１項の規定により乙等が実施した業務に要した費用（人件費、輸送費、燃料費等）のうち

甲が負担する経費については、甲乙協議して決定するものとする。 

 

（事故等） 

第５条 乙の会員の提供した船舶が故障その他の理由により運航出来なくなったときは、乙等は当該船舶を

交換するなどの措置を講じ、その提供に努めるものとする。  

２ 乙等は、第２条第１項各号に規定する業務の実施に際し、事故が発生したときは、甲に対し、速やか

にその状況を報告するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第６条 甲及び乙は、この協定の内容を円滑に実施するため、あらかじめ連絡担当者を定め、災害が発生し

たときには、速やかに相互に連絡をとるものとする。 
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（有効期間） 

第７条 この協定は、平成２０年１１月１日からその効力を発するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

の終了を相手方に通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

（雑則） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議の上定めるものとする。又、この協定に定めのない

事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

この協定成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２０年１１月１日 

 

甲 神戸市中央区加納町６－５－１ 

神戸市 

神戸市長 矢田 立郎 

 

乙 神戸市中央区波止場町５－４ 

神戸旅客船協会 

会長  宮本 嘉明 
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様式第１号（第２条関係） 

 

船舶による輸送等の業務への協力要請書 

 

令和  年  月  日 

 

神戸旅客船協会 様 

 

神戸市長  

 

災害時等における船舶による輸送等に関する協定第２条第１項の規定に基づき、下記のとおり要請し

ます。 

 

記 

 

１．被災者（滞留者を含む。）及び救援者等の人員の輸送業務 

輸送人員数 輸送活動期間 輸送区間 備考 

 （自）  月   日 

（至）  月   日 

から 

まで 

 

 

２．救援物資又は応急対策資機材等の貨物の輸送業務 

輸送物資 数量 輸送活動期間 輸送区間 備考 

  （自）  月   日 

（至）  月   日 

から 

まで 

 

 

３．被災者及び救援者等の臨時宿泊施設の業務 

対象者数 提供期間 備考（内容の詳細） 

 （自）  月   日 

（至）  月   日 

 

 

４．その他船舶による支援業務 

業務内容 支援期間 備考（業務内容の詳細） 

 （自）  月   日 

（至）  月   日 
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様式第２号（第３条関係） 

船舶による輸送等の業務への協力報告書 

 

令和  年  月  日 

 

神戸市長            様 

神戸旅客船協会 

会長  

 

災害時等における船舶による輸送等に関する協定第３条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

１．被災者（滞留者を含む。）及び救援者等の人員の輸送業務 

業務実施年月 輸送人員数 輸送区間 輸送回数 従事人員 従事船舶数 備考 

月  日 人 
から 

まで 
延  回 人 隻  

       

       

 

２．救援物資又は応急対策資機材等の貨物の輸送業務 

業務実施年月 輸送物資 数量 輸送区間 輸送回数 従事人員 従事船舶数 備考 

月  日   
から 

まで 
延  回 人 隻  

        

        

 

３．被災者及び救援者等の臨時宿泊施設の業務 

業務実施年月 利用人員数 実施場所 従事人員 従事船舶数 備考 

月  日 人  人 隻  

      

      

 

４．その他船舶による支援業務 

業務実施年月 業務内容 使用資機材 従事人員 従事船舶数 備考 

月  日   人 隻  
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資料 3-30 災害時等における船舶による輸送等に関する協定（社団法人日本外航客船協会） 

 

災害時等における船舶による輸送等に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と社団法人日本外航客船協会（以下「乙」という。）は、災害時等（地

震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他住民が緊急に避難する必要が生じ

た場合をいう。以下同じ。）における船舶による輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時等に甲が乙に対して船舶による輸送等の協力を求める手続等について定めるも

のとする 

（協力の要請と実施） 

第２条 甲は、災害時等において、次に掲げる業務を遂行するために必要があるときは、乙に対し、協力を

要請することができる。 

（１） 被災者及び救援者等の人員の輸送業務 

（２） 被災者及び救援者等の臨時宿泊施設の業務 

（３） その他船舶による支援業務 

２ 乙及び会員船会社は、第１項の規定による要請があったときは、可能な協力を行うものとする。 

（経費の負担及び支払） 

第３条 第２条第１項の規定により乙が実施した業務に要した費用（人件費、輸送費、燃料費及び原状回復

に要する費用など）のうち甲が負担する経費については、甲乙協議して決定するものとする。 

（事故等） 

第４条 乙は、第２条第１項各号に規定する業務の実施に際し、事故が発生したときは、甲に対し、速やか

にその状況を報告するものとする。 

（連絡責任者） 

第５条 甲及び乙は、この協定の内容を円滑に実施するため、あらかじめ連絡担当者を定め、災害が発生し

たときには、速やかに相互に連絡をとるものとする。 

（有効期間） 

第６条 この協定は、平成２０年１２月１日からその効力を発するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

の終了を相手方に通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

（雑則） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議の上定めるものとする。又、この協定に定めのない

事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

この協定成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２０年１２月１日 

甲 神戸市中央区加納町６－５－１ 

神戸市 

神戸市長 矢田 立郎 

乙 東京都千代田区平河町２－６－４ 

社団法人日本外航客船協会 

会長  松平 誠 
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資料 3-31 災害時における物資輸送及び集積・配送拠点運営等の協力に関する協定書（佐川急便株式会

社） 
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資料 3-32 災害時における物資搬送及び集積・配送拠点運営者の協力に関する協定書（日本通運株式会

社） 

 

災害時における物資輸送及び集積・配送拠点運営等の協力に関する協定書 

 
 神戸市(以下「甲」という。)と日本通運株式会社神戸支店(以下「乙」という。)は、災害時における物
資の輸送及び集積・配送拠点等(以下「集配拠点等」という。)の運営について、次のとおり協定を締結す
る。 
 
 (目的) 
第１条 この協定は、神戸市域内外において地震、風水害その他の災害が発生した、又は発生するおそれ
がある場合(以下「災害時等」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地や
避難所等に供給するために必要な事項を定めるものとする。 

 
 (協力の要請) 
第 2 条 甲は災害時等により物資の輸送、集配拠点等の運営等を実施するうえで乙の支援を必要と認め
るときは、乙に対しその旨要請するものとする。 
２ 乙は前項により甲から要請を受けた時は、可能な限りその実施に努めるものとする。ただし、乙が
被災等により支援が困難と判断した場合はこの限りではない。 

 
 (協力の内容) 
第３条 甲が、乙に要請する協力の内容は次のとおりとする。 

(1) 乙が保有する物流施設を集配拠点等として開設すること。 
(2) 甲が保有する施設を集配拠点等として開設する場合において、荷捌き業務に必要な人員を派遣し、

資機材を貸与すること。 
(3) 集配拠点等において、物資の集積・荷捌き等を甲と連携して運営すること。 
(4) 災害時に甲が設置する救援物資対策チームへ人員を派遣し、物資の輸送管理等に関する助言・指

導を行うこと。 
(5) 市内の備蓄拠点、集配拠点等から避難所やその他甲が指定する場所へ物資を輸送すること。 
 

 (費用負担) 
第４条 協力の要請に基づき、乙が実施した業務に係る費用については、災害発生直前時の適正価格を基
準として、甲乙協議の上決定し、甲が負担するものとする。 
２ 甲は、前項の請求があった時は、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。 
 

 (連絡責任者の選任) 
第５条 甲及び乙は、この協定に基づく甲に対する乙の支援が円滑に行われるよう、あらかじめ連絡責任
者を定めるものとする。 

 (損害補償) 
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第６条 本協定に定める事項の実施により第三者に損害を与えた場合には、その損害の帰責理由のある
ものが補償責任を負うものとし、責に帰すべき事由が不明な場合は、甲乙協議の上、その補償にあたる
ものとする。 
２ 甲乙のそれぞれに属する人員に損害が発生した場合の補償については、甲乙それぞれの規程に基
づき補償を行うものとする。 

 
(防災訓練等) 

第７条 乙は、その業務に支障のない限り、甲の主催する防災訓練及び会議への参加に努めるものとす
る。 

 
 (協議) 
第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものと
する。 

 
 (有効期間) 
第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和５年３月 31 日までとする。ただし、協定期間満
了 1 か月前までに甲又は乙のいずれかから解消又は変更の申出がないときは、有効期間を 1 年間更新
するものとし、その後においても同様とする。 

 
  附 則 
１ 平成 11 年７月１日に締結した「災害時における自動車輸送等の業務の協力に関する協定」は、廃止
する。 

 
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙押印の上、各 1 通を保有する。 

 
令和４年 11 月 14 日 
      神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 
   甲 神戸市 
           代表者 神戸市長  久 元 喜 造 ㊞ 
             

神戸市中央区浜辺通４丁目１－２１ 
         乙 日本通運株式会社 神戸支店 
     支店長   小 黒 一 興 ㊞ 
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資料 3-33 災害時等におけるトイレ用凝固剤の提供に関する協定書（スターライト販売株式会社） 

 

災害時におけるトイレ用凝固剤の提供に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と株式会社 MT-NET（以下「乙」という。）は、風水害・地震等の災害

発生時における避難所等に対するトイレ用凝固剤供給に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 この協定は、「神戸市民の安全の推進に関する条例」に基づき、風水害・地震等の緊急時に、

「神戸市地域防災計画」に定める被災者救援及び救助活動が円滑に実施されることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時における被災者救援のため、緊急にトイレ用凝固剤が必要になった場合、乙に提

供の協力要請するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲からの前条に規定する要請を受けたときは、保有または生産するトイレ用凝固剤を調

達可能な範囲で運搬し、甲が指定する場所に納める。 

（経費負担） 

第４条 乙が甲に提供するトイレ用凝固剤は、災害が発生した直前の標準価格とする。 

２ 乙は前条の規定により、甲に対してトイレ用凝固剤を提供したときは、前項の規定に基づく代金及

び乙が行った運搬等の経費を甲に対し請求するものとする。 

３ 甲は前項の請求が乙からあったときは、速やかに代金を支払うものとする。 

（情報交換） 

第５条 甲及び乙は、平素から「神戸市地域防災計画」をはじめ、甲の防災体制の状況、その他この協

定を実施するにあたり、必要な事項について情報交換に努め、緊急時に備えることとする。 

（疑義の解釈） 

第６条 この協定に定めのない事項または疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ、定

めるものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、甲または乙が何らかの意思表

示がないときは、期間満了日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

（解除） 

第８条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が期間満了日１ヶ月前までに書面により相手

方に通知するものとする。 
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成３０年４月１９日 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲  神戸市 

神戸市長    久 元 喜 造 

 

神戸市西区伊川谷町有瀬 787番 4号 

乙  株式会社 MT-NET 

代表取締役   水 島 徹 朗 
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資料 3-34 災害時等におけるトイレ用凝固剤の提供に関する協定書（株式会社ＭＴ-ＮＥＴ） 

 

災害時におけるトイレ用凝固剤の提供に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）とスターライト販売株式会社（以下「乙」という。）は、風水害・地

震等の災害発生時における避難所等に対するトイレ用凝固剤供給に関して、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（目的） 

第 1 条 この協定は、「神戸市民の安全の推進に関する条例」に基づき、風水害・地震等の緊急時に、

「神戸市地域防災計画」に定める被災者救援及び救助活動が円滑に実施されることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時における被災者救援のため、緊急にトイレ用凝固剤が必要になった場合、乙に提

供の協力要請するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲からの前条に規定する要請を受けたときは、保有または生産するトイレ用凝固剤を調

達可能な範囲で運搬し、甲が指定する場所に納める。 

（経費負担） 

第４条 乙が甲に提供するトイレ用凝固剤は、災害が発生した直前の標準価格とする。 

２ 乙は前条の規定により、甲に対してトイレ用凝固剤を提供したときは、前項の規定に基づく代金及

び乙が行った運搬等の経費を甲に対し請求するものとする。 

３ 甲は前項の請求が乙からあったときは、速やかに代金を支払うものとする。 

（情報交換） 

第５条 甲及び乙は、平素から「神戸市地域防災計画」をはじめ、甲の防災体制の状況、その他この協

定を実施するにあたり、必要な事項について情報交換に努め、緊急時に備えることとする。 

（疑義の解釈） 

第６条 この協定に定めのない事項または疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ、定

めるものとする。 

（有効期間） 

第７条 この協定は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、甲または乙が何らかの意思表

示がないときは、期間満了日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

（解除） 

第８条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が期間満了日１ヶ月前までに書面により相手

方に通知するものとする。 
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成３０年４月１９日 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲  神戸市 

神戸市長    久 元 喜 造 

 

大阪市旭区大宮４丁目２３番７号 

乙  スターライト販売株式会社 

代表取締役   清 水 圭 

 

 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－721－ 

資料 3-35 災害時における物資集積拠点等の協力に関する協定書（株式会社ミラク） 

 

災害時における物資集積拠点等の協力に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と株式会社ミラク（以下「乙」という。）は、災害時における物資集積拠

点の運営について次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、神戸市域内外において地震、風水害その他の災害が発生した、又は発生するおそれ

がある場合（以下「災害時等」という。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地

や避難所等に供給するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は災害時等により物資集積拠点として乙の支援を必要と認めるときは、乙に対しその旨要請

するものとする。 

２ 乙は前項により甲から要請を受けた時は、可能な限りその実施に努めるものとする。ただし、乙が被

災等により支援が困難と判断した場合は、この限りではない。 

 

（協力の内容）  

第３条 甲が、乙に要請する協力の内容は、次のとおりとする。 

（１） 集積拠点としての常温倉庫、冷蔵倉庫、冷凍倉庫の提供。 

（２） 乙に集積した物資の荷捌き業務に必要となる人員、資機材の提供。 

２ 乙は協力に関する具体的な運用計画を定め、甲に提出するとともに、地域住民に対して円滑に物資を

供給できるように努めるものとする。 

 

（費用負担） 

第４条 協力要請に基づき、乙が実施した協力等によって発生した費用については、甲乙協議の上決定

し、甲が負担するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があった時は、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。 

 

（連絡責任者の選任） 

第５条 乙は、この協定に基づく支援が円滑に行われるよう、あらかじめ連絡責任者を定めるものとす

る。 

 

（情報共有及び協議） 

第６条 本協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は災害等に関する情報を共有するよう努

め、また必要に応じ協議を行うものとする。 
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（第三者の損害が生じたときの措置） 

第７条 乙は、その責に帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、乙の責任において、その処理

解決に当たるものとする。 

 

（防災訓練等） 

第８条 乙は、その業務に支障のない限り、甲の主催する防災訓練及び会議への参加に努めるものとす

る。 

 

（秘密の保持） 

第９条 甲及び乙はこの協定に基づく業務により知り得た情報（以下「秘密情報」という。）を第１条に

掲げる目的以外に使用してはならない。また、秘密情報を互いに事前の承諾を得ずに第三者に対して開

示・漏洩してはならない。 

 

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月 31 日までとする。ただし、協定期間

満了１か月前までに甲又は乙のいずれかから解消又は変更の申出がないときは、有効期間を１年間更

新するものとし、以後この例によるものとする。 

２ この協定を解消する場合は、解消の予定日の１か月前までに書面により申し出るものとする。 

 

（その他） 

第 11 条 本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年７月３日 

 

甲  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

                            神戸市長  久 元 喜 造 

 

乙  神戸市北区有馬町 1658番地３ 

       株式会社ミラク 

  代表取締役 吉 田 宗 平 
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資料 3-36 感染症対策時における手指消毒用アルコール剤の調達に関する協定（白鶴酒造株式会社） 

 

感染症対策時における手指消毒用アルコール剤の調達に関する協定 

 
神戸市（以下「甲」という。）と白鶴酒造株式会社（以下「乙」という。）は、感染症対策時における、

手指消毒用アルコール剤（以下「消毒剤」という。）の調達に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力の要請及び受諾） 

第１条 甲は、感染症対策のために物資の調達が必要となった場合は、乙に消毒剤の供給等を要請できる

ものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を受けたときは、消毒剤の優先供給に努めるものとする。 

 

（納品等） 

第２条 乙は、甲の指定する場所に消毒剤を搬送し納品するものとする。その際に、甲は職員をもってこ

れを確認させ、受け取るものとする。 

 

（経費の負担） 

第３条 甲は乙に対し、前条の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬に要する費用について

負担するものとする。 

２ 前項に掲げる経費の価格は、要請日の直近の価格を基準とし、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（経費の支払い） 

第 4条 経費は、乙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取ったときは、その内容を確認し、速や

かに費用を乙に支払うものとする。 

 

（有効期間） 

第５条 この協定書の有効期間は締結の日から令和 3年 3月 31日までとする。 

ただし、期間満了の 30 日前までに、相手方に対し文書による終了の意思表示がない場合は、さらに 1

年間継続するものとし、以後この例による。 

 

 

（疑義の解決） 

第６条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議

の上、定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を所持

する。 

 

令和２年 11 月 24日 

 

 

甲 神戸市中央区加納町６－５－１ 

                     神戸市 

                     神戸市長 久元 喜造 

 

 

 

乙 神戸市東灘区住吉南町４―５－５ 

                     白鶴酒造株式会社 

                     代表取締役社長 嘉納 健二 
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資料 3-37 感染症対策時における手指消毒用アルコール剤の調達に関する協定（菊正宗酒造株式会社） 

 

感染症対策時における手指消毒用アルコール剤の調達に関する協定 

 
神戸市（以下「甲」という。）と菊正宗酒造株式会社（以下「乙」という。）は、感染症対策時における、

手指消毒用アルコール剤（以下「消毒剤」という。）の調達に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力の要請及び受諾） 

第１条 甲は、感染症対策のために物資の調達が必要となった場合は、乙に消毒剤の供給等を要請できる

ものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を受けたときは、消毒剤の優先供給に努めるものとする。 

 

（納品等） 

第２条 乙は、甲の指定する場所に消毒剤を搬送し納品するものとする。その際に、甲は職員をもってこ

れを確認させ、受け取るものとする。 

 

（経費の負担） 

第３条 甲は乙に対し、前条の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬に要する費用について

負担するものとする。 

２ 前項に掲げる経費の価格は、要請日の直近の価格を基準とし、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（経費の支払い） 

第 4条 経費は、乙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取ったときは、その内容を確認し、速や

かに費用を乙に支払うものとする。 

 

（有効期間） 

第５条 この協定書の有効期間は締結の日から令和 3年 3月 31日までとする。 

ただし、期間満了の 30 日前までに、相手方に対し文書による終了の意思表示がない場合は、さらに 1

年間継続するものとし、以後この例による。 

 

（疑義の解決） 

第６条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議

の上、定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を所持

する。 

 

令和２年 11月 24日 

 

 

甲 神戸市中央区加納町６－５－１ 

                     神戸市 

                     神戸市長 久元 喜造 

 

 

 

乙 神戸市東灘区御影本町１－７－15 

                     菊正宗酒造株式会社 

                     代表取締役社長 嘉納 治郎右衞門 
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資料 3-38 感染症対策時における手指消毒用アルコール剤の調達に関する協定（櫻正宗株式会社） 

 

感染症対策時における手指消毒用アルコール剤の調達に関する協定 

 
神戸市（以下「甲」という。）と櫻正宗株式会社（以下「乙」という。）は、感染症対策時における、手

指消毒用アルコール剤（以下「消毒剤」という。）の調達に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力の要請及び受諾） 

第１条 甲は、感染症対策のために物資の調達が必要となった場合は、乙に消毒剤の供給等を要請できる

ものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を受けたときは、消毒剤の優先供給に努めるものとする。 

 

（納品等） 

第２条 乙は、甲の指定する場所に消毒剤を搬送し納品するものとする。その際に、甲は職員をもってこ

れを確認させ、受け取るものとする。 

 

（経費の負担） 

第３条 甲は乙に対し、前条の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬に要する費用について

負担するものとする。 

２ 前項に掲げる経費の価格は、要請日の直近の価格を基準とし、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（経費の支払い） 

第 4条 経費は、乙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取ったときは、その内容を確認し、速や

かに費用を乙に支払うものとする。 

 

（有効期間） 

第５条 この協定書の有効期間は締結の日から令和 3年 3月 31日までとする。 

ただし、期間満了の 30 日前までに、相手方に対し文書による終了の意思表示がない場合は、さらに 1

年間継続するものとし、以後この例による。 

 

（疑義の解決） 

第６条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議

の上、定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を所持

する。 

 

令和２年 11 月 24日 

 

 

 

甲 神戸市中央区加納町６－５－１ 

                     神戸市 

                     神戸市長 久元 喜造 

 

 

 

乙 神戸市東灘区魚崎南町５－10－１ 

                     櫻正宗株式会社 

                     代表取締役社長 山邑 太左衛門 
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資料 3-39 感染症対策時における手指消毒用アルコール剤の備蓄体制に関する協定（サイバーエイド有

限会社） 

 

感染症対策時における手指消毒用アルコール剤の備蓄体制に関する協定 

 
神戸市（以下「甲」という。）とサイバーエイド有限会社（以下「乙」という。）は、感染症対策時にお

ける手指消毒用アルコール剤（以下「消毒剤」という。）の備蓄体制について、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（協力の内容） 

第１条 乙は、甲が危険物倉庫事業者に寄託している消毒剤について、その使用期限が到達する前に、使

用期限に 12か月以上猶予のある同等品（以下「同等品」という。）との入れ替え（以下「ローリングス

トック」という。）を行うものとする。  

 

（届出と報告） 

第２条 乙は、ローリングストックを行う際、入れ替えようとする日時、同等品の仕様及び数量につい

て、事前に甲に届出を行うとともに、事後に報告を行うものとする。 

 

（経費の負担） 

第３条 ローリングストックに係る経費のうち、危険物倉庫事業者に支払う入出庫料については甲が負

担し、それ以外に発生する費用は乙が負担する。 

 

（協定業務の責任負担） 

第４条 この協定に基づく協力業務における事故発生時の一切の責任は乙が負い、乙の名において誠実

に処理しなければならない。 

 

（有効期間） 

第５条 この協定書の有効期間は締結の日から令和 3年 3月 31日までとする。 

ただし、期間満了の 30 日前までに、相手方に対し文書による終了の意思表示がない場合は、さらに 1

年間継続するものとし、以後この例による。 

 

 

（疑義の解決） 

第６条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議

の上、定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を所持

する。 

 

令和２年 11月 24日 

 

甲 神戸市中央区加納町６丁目５－１ 

  神戸市役所 

  代表者 神戸市長 久元 喜造 

 

乙 大阪府大阪市中央区谷町１－７－３ 天満橋千代田ビル４Ｆ－ＤＥ 

  サイバーエイド有限会社 

取締役 渓﨑 徹 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－727－ 

資料 3-40 災害時における環境衛生関係物資の供給等に関する協定書（大日本除虫菊株式会社）  

 

災害時における環境衛生関係物資の供給等に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と大日本除虫菊株式会社（以下「乙」という。）は、災害対策基本

法（昭和36年法律第223号）に規定する地震・風水害その他の災害により甚大な被害が発生し、又

は発生するおそれがある場合（以下、「災害時等」という。）に必要な環境衛生関係物資（以下「物

資」という。）の供給等について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時等において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地や避難

所に供給するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時等により物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、乙が保有する

物資の供給を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、「供給要請書」（別紙様式第１号）により行うものとする。ただし、緊

急の場合で、文書をもって要請することができない場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を

交付するものとする。 

  

（協力） 

第３条 乙は、甲から前条第１項の規定による要請があったときは、当該要請に対し可能な限り協

力する。 

  

（物資の範囲、報告） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能

な物資 とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶等により物資の供

給ができないことがある場合、乙にて物資の調達の可否・日時・個数を決定することを甲は了承

する。 

（１）トイレ衛生製品 

（２）環境衛生製品（害虫関係） 

（３）その他甲が指定する物資 

 

（物資の引渡し） 

第５条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲が状況に応じ指定するものとし、当該引渡場所までの

物資の運搬は、乙が行うものとする。 

ただし、乙が当該運搬を行うことができない場合は、甲が指定する者が当該運搬を行う。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を「物資供給報告

書」（別紙様式第２号）により甲に報告するものとする。 
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（車両の通行） 

第６条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるよ

うに可能な範囲で支援する。 

 

（物資の代金等） 

第７条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。 

２ 物資の代金は、災害発生時の直前における仕入れ価格を基準として、甲と乙が協議して決定す

る。 

３ 第５条の物資の引渡しについて、当該引渡場所までの運搬に係る乙が通常要した費用は、甲に

請求できる。 

４ 甲は、必要に応じ、第４条の引渡場所以遠の物資の運搬につき乙に対して協力を求めることが

できるものとする。この場合において、乙がそのために通常要する費用は甲の負担とする。 

 

（補償） 

第８条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、負傷

し、または疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に定めるとこ

ろによるものとする。 

 

（第三者の損害が生じたときの措置） 

第９条 乙は、その責に帰するべき事由により第三者に損害を与えたときは、乙の責任において、そ

の処理、解決にあたるものとする。 

 

（秘密の保持） 

第１０条 甲及び乙はこの協定に基づく業務により知り得た情報（以下「秘密情報」という。）を第

１条に掲げる目的以外に使用してはならない。また、機密情報を互いに事前の承諾を得ずに第三

者に対して開示・漏洩してはならない。この協定が終了した場合においても同様とする。 

 

（連絡責任者） 

第１１条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」（別紙

様式第３号）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するもの

とする。 

 

（協議） 

第１２条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に

応じて甲乙協議して定めるものとする。 

 

（効力） 
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第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了

日までに、甲乙のいずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。 

 

（解除） 

第１４条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１カ月前までに書面により相手

方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有

する。 

  

   令和４年11月22日 

   

 

甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

    神戸市  久元 喜造 

 

  

 

乙 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目４番１１号 

大日本除虫菊株式会社 

代表取締役社長  上山 直英 
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様式１号 

供給要請書 

  年  月  日 

大日本除虫菊株式会社  

代表取締役     様 

 

神戸市長 

 

災害時環境衛生関係物資の要請について 

 

 「災害時における環境衛生関係物資の供給等に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。 

 

要請する物資 

要請期日 要請品目 要請数量 搬入希望場所 

    

 

 

 

 

 

 

             （神戸市連絡担当者） 

所 属  

職名・氏名  

電話番号  

e-mail  
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様式２号 

物資供給報告書 

  年  月  日 

神戸市 あて 

大日本除虫菊株式会社  

代表取締役    

 

災害時環境衛生関係物資の供給について 

 

「災害時における環境衛生関係物資の供給等に関する協定」第５条２項の規定に基づき、物資供給の措

置状況について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

品目名 数量 物資搬入先 搬入日時 

    

 

 

 

 

 

 

 （大日本除虫菊株式会社連絡担当者） 

所 属  

職名・氏名  

電話番号  

e-mail  
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様式３ 

連絡責任者届 

   年  月  日 

【神戸市】 

１ 連絡責任者 

所 属  

職名・氏名  

電話番号  

e-mail  

 

２ 勤務時間及び休日 

・勤務時間： 

・休  日： 

 

【大日本除虫菊株式会社】 

１ 連絡責任者 

所 属  

職名・氏名  

電話番号  

e-mail  

 

２ 勤務時間及び休日 

・勤務時間： 

・休  日： 
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(4) その他災害対応等に関する機関との応援協定 

資料 4-1 災害時における応急対策業務に関する基本協定（コウベシ各種協力会） 

 

災害時における応急対策業務に関する基本協定 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と、神戸市○○協力会（構成員等は別紙のとおり。以下「乙」という。）

は、地震、風水害その他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合等における神戸市内での応急対

策業務（以下「業務」という。）に関し、次のとおり基本協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき、災害が発生し、又はまさに発生するおそれのある場

合に、甲と乙が協力して業務を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、業務の実施が必要と認めるときは、乙に対し、協力を要請することができる。 

２ 前項の協力要請は、口頭、電話等で行うものとする。その後、速やかに文書を交付するものとする。 

 

（乙の責務） 

第３条 乙は、乙の組織内の協力体制を構築するとともに、甲から前条の規定による要請があったとき

は、優先してその業務を実施するための措置をとるものとする。 

２ 乙は、前項の措置の状況を文書でもって、速やかに甲に報告するものとする。 

３ 乙は、役員及び構成員に変更があったときは、速やかに甲に報告するものとする。 

  

（費用の負担） 

第４条 この業務に要した費用については、甲が実費弁償する。 

 

（損害の負担） 

第５条 第２条の規定による要請に係る業務により、第三者に損害が生じたときは、甲、乙協議してその

処理解決にあたるものとする。 

 

（細目） 

第６条 この基本協定に基づき、甲の所管部局と乙との間で、事前の連絡系統の構築、緊急時の連絡方

法、業務の範囲と内容、実費弁償の内容等必要な細目について、別途定めることができる。 

 

（定めにない事項の協議） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙が協議して決めるものとす

る。 

 

 

 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－734－ 

（有効期間） 

第８条 この協定は、協定締結の日からその効力を有する。なお、この協定を解除するときは、解除しよ

うとする日から 30日前までに文書で通知しなければならない。 

 

（内容の変更） 

第９条 この協定の内容は、甲、乙の協議により、随時変更することができる。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し甲乙記名押印の上、各 1通を保有する。 

 

平成 年 月 日 

 

甲   神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神 戸 市 

代表者 市長 矢 田 立 郎 

 

乙   神戸市○○区□□□□□□□□□□ 

神戸市○○協力会 

代表者 会長 ○ ○ ○ ○ 

 

＊協定締結先については下記のとおり 

名  称 住    所 ℡/Fax 代表者 

(協定締結時) 

協定締結 

年月日 

神戸市建設協力会 神戸市中央区浜辺通５丁目１番 14号 

神戸商工貿易センタービル 13階 

252-5643 

/252-5824 

会長 

窪田 義弘 

H18.3.31 

神戸市建築協力会 神 戸 市 中 央 区 三 宮 町 ２ 丁 目 11 番

１-404-４-３(センタープラザ西館４階) 

332-2975 

/333-6731 

会長 

伊富貴常雄 

H18.3.31 

神戸市安全協力会 神戸市中央区磯辺通４丁目２番８号 

田嶋ビル 5階 

222-1659 

/222-7350 

会長 

松尾 輝男 

H18.3.31 

神戸市電気設備協力会 神戸市中央区楠町６丁目１番 12号 

(ミナト電気工事株式会社内) 

371-5583 

/371-5307 

会長  

平井 伸幸 

H18.3.31 

神戸市設備協力会 神戸市兵庫区下沢通３丁目４番 25号 575-0961 

/575-0338 

会長 

伊藤 次郎 

H18.3.31 

神戸市造園協力会 神戸市兵庫区下沢通７丁目２番 28号 

フローラ上沢４階 

577-3703 

/577-9924 

会長  

東 真 

H18.3.31 

神戸市ｸﾚｰﾝﾘｰｽ業協力会 神戸市長田区苅藻島町２丁目１－17 652-2374 

（FAX 兼用） 

会長 

清水 洋輔 

H18.7.1 

神戸市塗装協力会 神戸市中央区中町通３丁目１－15－303 360-0131 

/360-0136 

会長 

柳  仁雄 

H18.7.31 

神戸市測量設計協力会 神戸市中央区小野柄通３丁目１－15 

鈴木ビル 2階 

251-1322 

/251-1539 

会長 

高垣 久夫 

H18.8.1 
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資料 4-2 災害時における被災建築物の解体撤去及び緊急時の協力等に関する協定（一般社団法人兵庫

県解体工事業協会） 

 

災害時における被災建築物の解体撤去及び緊急時の協力等に関する協定 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人兵庫県解体工事業協会（以下「乙」という。）とは、神戸

市域において地震等により大規模災害が発生した場合（以下「災害時」という。）に緊急時の人員、車両

及び資機材等の調達及び被災した建築物その他の工作物の解体撤去の協力を円滑に実施するため、次の

とおり協定を締結する。 

 

 

（協力要請） 

第 1条 甲は、災害時において、建築物等の解体撤去等の必要があると認めるときは、 乙に対し協力を

要請することができる。 

2  乙は、甲から要請を受けた場合は、必要な人員、車両及び資機材等を調達し、協力の要請に可能な

範囲で応ずるものとする。 

3  乙は、第 1項の要請を受けて活動するときは、甲の指示に従うものとする。 

 

 （解体撤去等の実施） 

第 2条 乙は、解体撤去等の実施にあたり、次に掲げる事項に留意するものとする。 

（1）大気汚染防止法等の関係法令を遵守すること。 

（2）周辺の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。 

（3）災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別の徹底等に努めること。 

（4）石綿の飛散及びばく露防止対策を行うこと。 

 

 （情報の提供） 

第 3条 甲は、乙による解体撤去等が円滑に行われるように、乙に対し、市内の被災状況、復旧状況、そ

の他必要な情報を提供するものとする。 

2  乙は、解体撤去等に関し協力可能な乙の会員の状況を甲に報告するものとする。 

 

 （訓練の参加） 

第 4 条 乙は、この協定による協力活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練への参加について可能な

限り協力するものとする。 

 

 （費用の負担） 

第 5 条 解体撤去等に要した費用については、災害時直前における適正価格を基準として、甲と乙で協

議するものとする。 

2  第 4条の訓練参加に要する経費については、乙の負担とする。 
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 （損害補償） 

第 6 条 この協定に基づき実施した協力に伴って、会員及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任に

おいて行うものとする。 

 

 （有効期間） 

第 7 条 この協定の有効期間は、令和 2 年 2 月 28 日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間

満了の 1 ヶ月前までに、甲又は乙が各相手に対し別段の意思表示をしないときは、この協定は期間

満了の翌日から 1年間同一の条件をもって更新するものとし、以降もこれと同様とする。 

 

（疑義等） 

第 8 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して

定めるものとする。 

 

 

この協定を証するため本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1部を保有する。 

 

 

令和 2年 2月 28日 

 

 

 

甲 神戸市中央区加納町 6丁目 5番 1号                

神戸市 

神戸市長  久 元 喜 造  

                    

 

 

乙 兵庫県神戸市兵庫区北逆瀬川町 3－11 

一般社団法人兵庫県解体工事業協会  

代表理事   上 原  満  
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資料 4-3 災害時等の応援に関する申し合わせ（国土交通省近畿地方整備局） 

 

災害時等の応援に関する申し合わせ 
 

国土交通省近畿地方整備局長（以下「甲」という。）と神戸市長（以下「乙」という。）は、災害時

等において、甲が乙に対する応援が円滑に行われるよう、次のとおり申し合わせを行う。 

 

（目的） 

第１条 この申し合わせは、乙が代表する地方公共団体の区域において、災害が発生または、災害が発生

する恐れがある場合に、      被害の拡大と二次災害防止に資するために、甲が被災直後等の緊急的

な対応（以下、「応援」という。）を実施することにより、国民の安全、安心を確保し、民生の安定を

保持することを目的とする。 

 

（応援の実施時期） 

第２条  甲が応援を行う時期は、次のとおりとする。 

一 神戸市内で重大な災害の発生または、発生する恐れがある場合 

二 神戸市災害対策本部が設置された場合  

三 その他甲または乙が必要とする場合 

 

（応援の内容） 

第３条 災害時等の応援は、次の各号に掲げる内容とする。 

一 情報の収集・提供（リエゾン［情報連絡員]含む。） 

二 近畿地方整備局等職員の派遣（緊急災害対策派遣隊含む。） 

三 災害に係る専門家の派遣 

四 甲が保有する車両、災害対策用機械等の貸し付け 

五 甲が保有する通信機械等の貸し付け及び操作員の派遣 

六 通行規制等の措置 

七 その他必要な事項 

 

（リエゾンの派遣） 

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合に、甲

は、乙の災害対策本部等にリエゾンを派遣する。 

なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。 

 

（リエゾンの受け入れ） 

第５条 乙は、甲から派遣されるリエゾンの活動場所として災害対策本部等に場所等を確保するものと

する。 

 

（緊急災害対策派遣隊の派遣） 

第６条  第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合は、甲

は、乙が代表する地方公共団体の区域に緊急災害対策派遣隊を派遣する。 

なお、甲及び乙の相互連絡は、甲から派遣されるリエゾンを通じて行うものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の受け入れ） 

第７条 乙は、甲から派遣される緊急災害対策派遣隊の活動において必要となる資料（図面等）につい

て、提供の協力をするものとする。 

 

（緊急災害対策派遣隊の報告） 

第８条  甲は、派遣した緊急災害対策派遣隊からの調査結果等の報告があった場合は、速やかに乙にその

内容を提供するものとする。 
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（平素の協力）  

第９条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協

力するものとする。 

 

（その他） 

第 10条 この申し合わせに定めのない事項、疑義に関しては、その都度甲及び乙が協議するものとする。 

 

 

 平成２７年８月１１日  

 

 

 

        甲    近畿地方整備局長 山 田 邦 博 

 

 

          乙    神 戸 市 長   久 元 喜 造  
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資料 4-4 災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定書（国土交通省近畿地

方整備局等） 

 

 

災害時における災害応急対策業務及び 

建設資材調達に関する包括的協定書 

 

国土交通省近畿地方整備局長（以下「甲」という。）並びに福井県知事、滋賀県知事、京都府知事、

大阪府知事、兵庫県知事、奈良県知事、和歌山県知事、京都市長、大阪市長、堺市長、神戸市長、独立

行政法人水資源機構関西・吉野川支社長、中日本高速道路株式会社名古屋支社長、中日本高速道路株式

会社金沢支社長、西日本高速道路株式会社関西支社長、阪神高速道路株式会社代表取締役社長及び本州

四国連絡高速道路株式会社代表取締役社長（以下これらを総称して「乙」という。）並びに一般社団法

人日本建設業連合会関西支部長（以下「丙」という。）は、災害時における災害応急対策業務及び建設

資機材調達に関し、次のとおり包括的協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震・大雨等の異常な自然現象等による災害の発生又は発生するおそれがある場合

（以下「災害時等」という。）に行う、被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に係る業務（以下「災

害応急対策業務」という）に関する必要な事項を定め、甲、乙及び丙の協力による円滑な業務の実施

に資することを目的とする。 

 

（業務等の対象） 

第２条 本協定の対象は、災害応急対策業務及び建設資材調達（以下「災害応急対策業務等」という。）

であって、甲若しくは甲の所掌する事務所及び管理所（以下「甲の事務所等」という。）の長又は乙

若しくは乙の所掌する地方機関及び事務所等（以下「乙の地方機関等」という。）の長が、管理又は

施工中の国土交通省が所管する公共土木施設（河川、道路、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地

崩壊防止施設、港湾、海岸、下水道及び公園）に係るものとする。 

なお、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連

絡高速道路株式会社にあっては料金徴収施設、サービスエリア及びパーキングエリアを含むものと

する。 

２ 前項に規定する対象外であっても、乙又は乙の地方機関等の長が、特に必要と判断し、第３条又は

第４条の規定により、丙に災害応急対策業務等を要請した場合は、丙及び丙の会員は、特別な理由が

ある場合を除き、これに応じるものとする。 

 

（災害応急対策業務） 

第３条 甲又は乙は、災害時等に必要と認めるときは、丙に災害応急対策業務を要請できるものとす

る。 

２ 甲又は乙は、前項の要請を行おうとする時は、別に定める様式により、丙に会員の使用可能な建設

機械、資材の状況、作業可能人員に関する情報等（以下「資機材及び人員に関する情報」という。）

の収集及び報告を要請するものとする。 

３ 丙は、前項の要請を受けたときは、速やかに会員の資機材及び人員に関する情報を収集し、当該要

請者に報告するものとする。ただし、近畿地方整備局管内（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫

県、奈良県及び和歌山県）で震度６弱以上の地震が発生した場合、丙は、前項の要請を待たずに、資

機材及び人員に関する情報の収集を開始するものとする。 

４ 前項の報告を受けた甲又は乙は、資機材及び人員に関する情報により、災害応急対策業務を実施す

る丙に出動を要請するものとする。 

５ 丙は、前項の規定により出動要請を受けたときは、災害応急対策業務に対応可能な会員を選定し、

当該要請者に報告する。甲又は乙は、丙からの報告をもとに災害応急対策業務に対応する会員を決定

し、丙及び当該会員に通知するものとする。 

６ 丙の会員は、甲又は乙から前項の通知があった場合、速やかに甲若しくは甲の事務所等の長又は乙
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若しくは乙の地方機関等の長の指示を受け、災害応急対策業務を実施するものとする。 

 

（建設資材調達） 

第４条 甲又は乙は、災害時等に必要と認めるときは、別に定める様式にて、丙に建設資材調達（以下

「調達」という。）を要請できるものとする。 

２ 丙は、前項の規定により要請を受けたときは、速やかに建設資材の在庫情報を収集し、甲及び当該

要請をした乙に報告するものとする。 

３ 甲又は乙は、前項の規定により報告される建設資材の在庫情報により、丙に調達の具体的な内容を

指示するものとする。 

４ 丙は、前項の規定により調達の指示を受けたときは、速やかに甲若しくは甲の事務所等の長又は乙

若しくは乙の地方機関等の長の指示する場所に調達を実施するものとする。 

 

（連絡体制の整備等） 

第５条 甲、乙及び丙は、緊急時の連絡体制（丙の会員への緊急時の連絡体制を含む。）を整えるもの

とし、その連絡体制表を共有するものとする。 

２ 丙は、会員への連絡体制及び会員が有する技術者、建設機械、建設資材等（以下「技術者及び建設

資機材等」という。）の数を把握し、また、災害時等における技術者及び建設資機材等の確保及び運

搬方法並びに動員の方法（人員参集等）について定め、速やかに甲及び乙に報告するものとする。 

なお、本協定の有効期限を延長した場合、丙は、技術者及び建設資機材等についてその年の４月末

時点において更新し、５月末までに報告するものとする。 

３ 丙は、災害時等において迅速に業務等ができるよう、会員に対し技術者及び建設資機材等の確保を

促し、前項の報告に大幅な変更が生じた場合は速やかに甲及び乙に報告するものとする。 

 

（大規模災害時等の場合） 

第６条 甲は、複数の府県又は政令指定都市にわたるなど広域的、大規模な災害が発生又は発生するお

それがある場合（以下「大規模災害時等」という。）に、第３条及び第４条の規定にかかわらず、乙

が行う丙への要請（第２条第１項に定める業務等に関するものに限る）に対して、秩序ある災害応急

対策業務の遂行のため必要な調整を行うことができるものとする。 

この場合、甲は丙と協議し、第３条及び第４条の規定により乙が行う丙への要請は、甲を通じて一

元的に行うものとし、甲は、一元的に要請する旨を乙に連絡するものとする。 

２ 前項の規定により、甲が一元的に要請する乙の業務等については、乙又は乙の地方機関等の長が、

第３条第６項並びに第４条第３項及び第４項の指示を行うものとする。 

 

（本協定の効力） 

第７条 本協定は、甲若しくは甲の事務所等又は乙若しくは乙の地方機関等と丙が締結する同じ目的

の協定を妨げるものではないが、大規模災害時等においては、本協定を優先するものとする。 

また、本協定は、甲若しくは甲の事務所等又は乙若しくは乙の地方機関等が、丙以外の他団体と同

じ目的の協定（災害応急対策業務等に関する協定）を締結することを妨げるものではない。 

 

（契約の締結） 

第８条 甲若しくは甲の事務所等の長及び乙若しくは乙の地方機関等の長は、第３条の規定により丙

の会員に出動を要請したときは、遅滞なく、当該会員と出動の内容に係る契約を締結するものとし、

第４条の規定により丙に調達を要請したときは、遅滞なく、丙又は丙の会員と当該調達の内容に係る

契約を締結するものとする。 

２ 第６条の規定により甲が一元的に丙に要請した乙の業務等については、業務等を必要とした乙若

しくは乙の地方機関等の長が、遅滞なく、当該出動の内容に係る契約を丙の会員と締結するものと

し、当該調達の内容に係る契約については丙又は丙の会員と契約を締結するものとする。 

 

 （訓練の実施） 

第９条 甲、乙及び丙は、互いに防災訓練の参加依頼があった場合には、可能な限り参加するものと

し、相互のスキルアップ及び協力体制の充実・強化を図るものとする。 
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 （有効期限） 

第 10条 本協定の有効期限は、平成２９年３月３１日とする。ただし、期間満了の１ヶ月前までに甲、

乙及び丙のいずれからも申出のないときは、本協定の有効期限を１年間延長するものとし、その後も

同様とする。 

  

（損害の報告） 

第 11条 丙又は丙の会員は、業務等の実施に伴い、第三者に損害を及ぼした場合又は人員及び建設資

機材等に損害が生じた場合は、その事実の発生後、遅滞なく、書面により、その状況について、当該

業務等を指示した機関に報告するとともに、その措置については同機関と協議して、定めるものとす

る。ただし、第６条の規定により、甲が一元的に丙に要請した乙の業務等については、丙又は丙の会

員は当該業務等を必要とした乙又は乙の地方機関等の長と協議して定めるものとする。 

 

（その他） 

第 12条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議

してこれを定めるものとする。 

 

本協定の証として、本書１９通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各々１通を保有するものと

する。 

 

平成２９年２月２０日 

 

甲 国土交通省 近畿地方整備局長         池 田  豊 人 

乙 福 井 県 知 事              西 川  一 誠 

滋 賀 県 知 事                         三日月  大 造 

京 都 府 知 事             山 田   啓 二 

大 阪 府 知 事                     松 井   一 郎 

兵 庫 県 知 事                      井 戸   敏 三 

奈 良 県 知 事                     荒 井   正 吾 

和 歌 山 県 知 事                   仁 坂   吉 伸 

京 都 市 長                             門 川   大 作 

大 阪 市 長                           吉 村   洋 文 

堺 市 長                               竹 山   修 身 

神 戸 市 長                          久 元   喜 造 

独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社長   森 川   幹 夫 

中日本高速道路株式会社 名古屋支社長        近 藤  清 久 

中日本高速道路株式会社 金沢支社長           久保田    修 

西日本高速道路株式会社 関西支社長           村 尾   光 弘 

阪神高速道路株式会社 代表取締役社長           幸     和 範 

本州四国連絡高速道路株式会社 代表取締役社長  三 原   修 二 

丙 一般社団法人 日本建設業連合会 関西支部長    村 上  考 司 

 

（２府５県、４政令指定都市、水資源機構関西・吉野川支社、ＮＥＸＣＯ

中名古屋・金沢支社、ＮＥＸＣＯ西関西支社、阪神高速,本四高速 の

１７者の長） 
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資料 4-5 災害時等における相互協力に関する協定書（西日本高速道路株式会社関西支社） 

災害時等における相互協力に関する協定書 

 

 神戸市(以下「甲」という。）と西日本高速道路株式会社関西支社(以下「乙」という。）とは、災害時等

における相互協力に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

(目的) 

第 1条 本協定は、災害時等において道路の応急対策及び復旧業務に関し相互協力に必要な事項を定め、

これらの業務の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。 

 

(協力の内容) 

第２条 甲及び乙は次の各号に掲げる事項について、自ら行う業務に支障のない範囲において、相互協力

に努めることとする。 

（１）道路施設の復旧に関する相互支援 

（２）応急対策および復旧業務の実施に必要となる資機材、物資の提供及び敷地、施設の利用 

（３）高速道路通行止め区間及び緊急開口部を活用した緊急車両の通行等 

（４）情報等の相互提供 

（５）その他措置の実施に必要と認められる事項 

 

（協力の要請） 

第３条 要請は、協力要請書(別紙様式第 1号）をもって行うものとする。ただし、文書を持って要請す

るいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（要請に基づく措置） 

第４条 甲及び乙は要請を受けた措置を実施するとともに、履行した措置の内容を報告書(別紙様式第 2

号）により、相手側に提出するものとする。 

 

（費用の負担） 

第５条 要請を受けた措置の実施に要する費用は実費とし、原則として協力を要請した甲又は乙が負担

するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第２条第３号に定める通行においては、道路整備特別措置法（昭和 31年

法律第 7号）第 24 条第 1項ただし書に規定する緊急自動車その他政令で定める車両は費用負担の対象

から除外するものとする。 

 

(連絡責任者の報告） 

第６条 甲及び乙は、本協定にかかる連絡責任者を本協定締結後速やかに連絡責任者届(別紙様式第 3号）

により、相手方に報告するものとし、当該連絡責任者に変更があった場合には、直ちに相手方に報告す

るものとする。 
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（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から平成 22 年 3 月 31 日までとする。ただし、有効期

間が満了する日の 30 日前までに甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、

本協定は、有効期間が満了する日の翌日から 1 年間有効期間を延長するものとし、以後もまた同様と

する。 

 

（協議） 

第８条 本協定に定めのない事項および疑義の生じた事項については、その都度甲と乙で協議して定め

るものとする。 

 

 この協定書の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する

ものとする。 

 

 

平成２２年 ２月１２日 

 

  甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神  戸  市         

   市 長   矢 田  立 郎 

 

 

乙  大阪府茨木市岩倉町 1番 13号   

西日本高速道路株式会社 関西支社 

             支社長   牧 浦  信 一 
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様式第 1号（第 3条関係） 

 

協力要請書 

令和  年  月  日 

協力者 

             様 

要請者 

 

災害時等における協力要請について 

 

「災害時等における相互協力に関する協定書」第3条に基づき、下記のとおり要請します。 

 

記 
 

１ 災害等および協力要請を必要とする状況 

 

 

２ 必要とする協力の内容 

要請期日 必要とする協力の内容 数量 要請の場所 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

問い合わせ先         

                      
電話  ―    ―     

FAX    ―    ―     
担当               
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様式第 2号（第 4条関係） 

報告書 
 

令和  年  月  日 
 要請者 

              様 

 

協力者 

 

「災害時等における相互協力に関する協定書」第４条に基づき、 

履行した措置の内容を下記のとおり報告します。 

 
 

記 
 
 
 履行した措置の内容 

期日 履行した措置の内容 数量 履行の場所 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

問い合わせ先         

                      
電話  ―    ―     

FAX    ―    ―     
担当               
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様式第 3 号（第 6 条関係） 
        連 絡 責 任 者 届 

【 神戸市 】 

１ 連絡責任者 

役職・氏名   

ＴＥＬ  

携 帯  

ＦＡＸ  

 

２ 時間外および休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 第３連絡先 第４連絡先 

役職 

氏名 

    

ＴＥＬ     

携 帯     

ＦＡＸ     

３ 勤務時間および休日 

・勤務時間：  

・休  日：  

 

【 西日本高速道路株式会社 関西支社 】 

１ 連絡責任者 

 役職・氏名   

 Ｔ Ｅ Ｌ   

 携   帯   

  Ｆ Ａ Ｘ   

       

２ 時間外および休日の場合の連絡先 

        

項 目 第１連絡先 第２連絡先 第３連絡先 第４連絡先 

役職 

氏名 

    

ＴＥＬ     

携 帯     

ＦＡＸ     

 

３ 勤務時間および休日 

・勤務時間：  

・休  日：  
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資料 4-6 災害時等における相互協力に関する協定書（阪神高速道路株式会社） 

 

災害時等における相互協力に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と阪神高速道路株式会社（以下「乙」という。）とは、災害時等におけ

る相互協力に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第 1条 本協定は、災害等（次の各号に掲げる事象をいう。以下同じ。）に係る応急対策及び復旧業務

の実施にあたり相互協力に必要な事項を定め、これらの業務の適正かつ円滑な遂行を図ることを目

的とする。 

一 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害 

二 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

（平成１５年法律第７９号）に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態 

三 前２号に定めるもののほか、市民及び滞在者並びに阪神高速道路のお客様の生命、身体及び

財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態 

 

（協力の内容） 

第 2 条 甲及び乙は災害等が生じた場合、又は生じるおそれがある場合において、次の各号に掲げる

措置について相手方から要請されたときは、自らが行う業務に支障のない範囲においてこれに応じ

るものとする。 

一 甲及び乙の管理する道路の土工部、橋梁部及びトンネル部等の大規模構造物の異常、変形及

び損傷等の調査及び復旧に対する技術的支援 

二 甲及び乙の管理する道路の通行止め区間を活用した甲若しくは乙が相手方に通行を要請した

車両（以下「要請車両」という。）の通行 

三 情報等の提供及び派遣連絡員の受け入れ 

四 応急対策及び復旧業務の実務に必要となる敷地、施設及び資材の提供 

五 甲及び乙の管理する道路の通行止め実施に伴う利用者への情報提供 

六 その他必要と認められる措置 

２ 前項第１号及び第３号から第６号までに定める措置については、原則として被要請者の責により

実施するものとする。 

３ 第１項第２号の要請車両の通行については、原則として通行者の責により実施するものとし、通行

の責は通行者にあることを要請者から通行者に通知するものとする。 

 

（協力の要請） 

第 3条 前条に定める要請は、協力要請書（別記様式第１号）をもって行うものとする。ただし、文書

をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく措置） 

第 4条 甲及び乙は、要請を受けた措置を実施するとともに、履行した措置の内容を報告書（別記様式

第 2号）により相手方に提出するものとする。 
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（費用の負担） 

第 5 条 要請を受けた措置の実施に要する費用は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、原則

として要請者が負担するものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第６条 甲及び乙は、本協定にかかる連絡責任者を本協定締結後速やかに連絡責任者届（別記様式第 3

号）により相手方に報告するものとし、当該連絡責任者に変更があった場合には、直ちに相手方に報

告するものとする。 

 

（有効期間） 

第 7 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成 28 年 3 月 31 日までとする。ただし、有効期

間が満了する日の 30 日前までに甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限

り、本協定は、有効期間が満了する日の翌日から 1年間有効期間を延長するものとし、以後もまた同

様とする。 

 

（協議） 

第 8 条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲と乙で協議して定

めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する

ものとする。 

 

平成２７年３月２７日 

甲  神戸市中央区加納町 6丁目 5－1 

 

神戸市長  久 元 喜 造 

 

乙  大阪市中央区久太郎町 4丁目 1－3 

 

阪神高速道路株式会社 

代表取締役社長  山  澤  俱  和 
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資料 4-7 災害時等における相互協力に関する協定書（神戸市道路公社） 

 

災害時等における相互協力に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と神戸市道路公社（以下「乙」という。）とは、自然災害や大規模火災、

交通事故等の発生時（以下、「災害時等」という）における相互協力に関し、次のとおり協定（以下「本

協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時等において、道路の応急対策及び復旧業務に関し相互協力に必要な事項を定

め、これらの業務の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。 

 

（協力の内容） 

第２条 甲及び乙は次の各号に掲げる事項について、相互協力に努めることとする。 

（１） 道路施設の復旧に関する相互支援 

（２） 応急対策および復旧業務の実施に必要となる資機材、物資の提供利用、及び敷地、施設の利用 

（３） 有料道路の料金を徴収しない規定の適用 

（４） その他、緊急的に必要と認められる事項 

 

（協力の要請） 

第３条 甲及び乙は、必要に応じて、前条に定める措置について、要請することができる。 

２ 要請は、協力要請書（別紙様式第 1号）をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請す

るいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく措置） 

第４条 甲及び乙は、要請を受けた措置を実施するものとする。 

２  要請を受け、措置を履行した際は、その内容を報告書（別紙様式第 2号）により相手方に提出す

るものとする。 

 

（費用の負担） 

第５条 要請を受けた措置の実施に要する費用は実費とし、協力を要請した甲又は乙が負担するものと

する。 

 

（料金を徴収しない規定の適用） 

第６条 第４条及び第５条の規定にかかわらず、第２条３号に規定する有料道路の通行料金を徴収しな

い規定（以下「料金を徴収しない規定」という。）の適用を甲が要請した場合は、乙が料金を徴収す

ることが著しく不適当と認めた時に限り、料金を徴収しない車両を定める告示（平成 17 年 9 月 30

日国土交通省告示第 1065 号）（以下、「告示」という。）第３号から第５号に定める車両に対して、

実施するものとする。 
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２ 料金を徴収しない規定を適用する場合において、適用する有料道路の区間、時間、及び料金所の通過

方法等については、乙が指定するものとする。 

３ 前項で定める時間を越えて、料金を徴収しない規定を継続する場合は、別途甲乙協議によるものとす

る。 

４ 告示第５号に定める有料道路管理者が料金を徴収することが著しく不適当であると認めて指定する

時間内とは、通行禁止雨量による通行禁止の場合はその時間内、復旧作業の場合は応急復旧に要する時

間を目安とする。 

 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成２２年３月３１日までとする。ただし、有効期間

が満了する日の 30日前までに甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、

本協定は、有効期間が満了する日の翌日から 1年間有効期間を延長するものとし、以後もまた同様

とする。 

 

（協議） 

第８条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲と乙で協議して定める

ものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有するもの

とする。 

 

平成 21年 12月１日 

 

 甲  神戸市中央区加納町 6丁目５－１    

道路管理者 神戸市長   

 矢 田  立 郎 

 

 

              乙  神戸市中央区港島中町４丁目１番地の１ 

神戸市道路公社 理事長   

宮 野  愛 治 
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様式第 1号（第 3条関係） 

協力要請書 

令和  年  月  日 

 

（被要請者） 

           様 

（要請者） 

 

 

災害時等における協力要請について 

 

「災害時等における相互協力に関する協定書」第３条に基づき、下記のとおり要請します。 

 

 

記 
１ 災害等及び協力要請を必要とする状況 

 

 

２ 必要とする協力の内容 

要請期日 必要とする協力の内容 数量 要請の場所 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

問い合わせ先               

                         
担当               
電話  ―    ―     

FAX    ―    ―     



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－752－ 

様式第 2号（第 4条関係） 

報告書 
 

令和  年  月  日 
 （要請者） 

              様 

（被要請者） 

 
 

「災害時等における相互協力に関する協定書」第４条に基づき、 

履行した措置の内容を下記のとおり報告します。 

 
記 

 
 
 履行した措置の内容 

期日 履行した措置の内容 数量 履行の場所 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

問い合わせ先               

                         
担当               
電話  ―    ―     

FAX    ―    ―     
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資料 4-8 災害時における災害応急対策業務に関する協定書（日本自動車連盟兵庫支部） 

 

災害時における災害応急対策業務に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という，）と一般社団法人日本自動車連盟兵庫支部（以下「乙」という。）は，災

害時における災害応急対策業務に伴う車両の移動（以下「車両移動」という。）について次の通り協定

を締結する。 

 

（目的）  

第１条 本協定は，災害時における災害応急対策業務に伴う車両移動に関し，甲乙が協力して円滑な

災害復旧に資することを目的とする。 

 

（業務内容） 

第２条 甲が乙に対し，要請を行う業務は，災害対策基本法第７６条の６（以下「災対法」という。）

に基づく車両移動とする。 

２ 災対法に基づき車両移動を行う場合には，別冊「災害対策基本法に基づく車両の移動に係る運

用マニュアル（神戸市建設局）」により行うものとする。 

 

（実施区間）  

第３条 実施区間は，甲が管理するすべての国道，県道，市道の区間を対象とする。 

 

（出動要請） 

第４条 甲は，所管施設に災害が発生又は発生の恐れがある場合において，必要と認める時は，乙に

対して，車両移動実施の協力要請を様式１の書面又は電話等の方法により行い，電話等にあ

っては後日速やかに様式１の文書で要請手続きを行うものとする。 

２ 前項の要請は，建設局長が行うものとする。 

３ 集結場所は，別表１の建設事務所又は甲が指定する場所とする。 

４ 第１項の要請に対して乙は，一般社団法人日本自動車連盟関西本部と協議の上，出動の可否を

乙が甲に対して連絡するものとする。 

 

（身分証明書の発行） 

第５条 災対法に基づく車両移動を行う場合には，乙は，甲が別途発行する「身分証明書」を携帯する

ものとする。 

 

（施設の貸与） 

第６条 乙は車両移動に関して，甲の施設を使用する必要が生じた場合は，甲に書面又は電話等の方

法により，甲の承諾を得て使用できるものとする。 

 

（車両の移動）  

第７条 乙は車両移動を行った際における車両の移動先は，甲の指示に従うものとする。 

 

（報告） 

第８条 乙は前条の規定に基づき車両移動業務を行った場合は，甲に対して様式２の報告書により速

やかに報告するものとする。 

 

（費用の負担） 

第９条 車両移動に要した費用については，甲乙協議のうえ，甲が負担するものとする。 
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（連絡体制の確保） 

第１０条 甲及び乙は災害時に迅速かつ適切に連絡体制を確保できるよう，平素から連絡窓口の情報

共有を図るものとする。 

２ 甲及び乙は災害時の各種通信手段途絶に備え，非常時の通信手段確保について協力を行う

ものとする。 

（損失補償） 

第１１条 本協定に基づき実施した車両移動に際して，車両に損失が生じた場合は，災対法第８２条

の規定により甲が運転者，所有者等権利を有する者に補償するものとする。 

 

（紛争の解決） 

第１２条 車両移動の実施に起因する運転者，所有者等権利を有する者との紛争については，明らか

な乙の責めに帰するもの以外は甲乙協議の上，甲が解決するものとする。 

 

（訓練） 

第１３条 乙は，甲が主催又は参加する防災訓練に甲から参加依頼があった場合には参加するものと

する。 

 

（協定期間） 

第１４条 本協定の期間は，協定を締結した日から平成２９年３月３１日までとする。 

２ 甲又は乙は，前項の協定期間が満了する１箇月前までに文書による協定内容の変更又は本

協定解除の申し出が無い場合は，引き続き同一内容にて，１年ごとに更新するものとする。 

 

（その他） 

第１５条 本協定に定めのない事項，又は本協定に関して疑義が生じたときは，その都度甲乙協議の

上，これを定めるものとする。 

 

この協定の証として，本書２通を作成し，甲乙が記名押印のうえ，各自１通を保有するものとする。 

 

 

平成 28年４月８日 

 

甲 神戸市長  久 元 喜 造 

 

 

 

乙 一般社団法人 日本自動車連盟 兵庫支部 

 事務所長  奥 川 雅 也 
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資料 4-9  災害時における災害応急対策業務に関する協定書（兵庫県自動車修理業・レッカー事業協同

組合） 

災害時における災害応急対策業務に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という，）と兵庫県自動車修理業・レッカー事業協同組合（以下「乙」という。）

は，災害時における災害応急対策業務に伴う車両の移動（以下「車両移動」という。）について次の通

り協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は，災害時における災害応急対策業務に伴う車両移動に関し，甲乙が協力して円滑な災

害復旧に資することを目的とする。 

 

（業務内容） 

第２条 甲が乙に対し，要請を行う業務は，災害対策基本法第７６条の６（以下「災対法」という。）

に基づく車両移動とする。 

２ 災対法に基づき車両移動を行う場合には，別冊「災害対策基本法に基づく車両の移動に係る運

用マニュアル（神戸市建設局）」により行うものとする。 

 

（実施区間）  

第３条 実施区間は，甲が管理するすべての国道，県道，市道の区間を対象とする。 

 

（出動要請） 

第４条 甲は，所管施設に災害が発生又は発生の恐れがある場合において，必要と認める時は，乙に対

して，車両移動実施の協力要請を様式１の書面又は電話等の方法により行い，電話等にあっては

後日速やかに様式１の文書で要請手続きを行うものとする。 

２ 前項の要請は，建設局長が行うものとする。 

３ 集結場所は，別表１の建設事務所又は甲が指定する場所とする。 

 

（身分証明書の発行） 

第５条 災対法に基づく車両移動を行う場合には，乙は，甲が別途発行する「身分証明書」を携帯する

ものとする。 

 

（施設の貸与） 

第６条 乙は車両移動に関して，甲の施設を使用する必要が生じた場合は，甲に書面又は電話等の方法

により，甲の承諾を得て使用できるものとする。 

 

（車両の移動）  

第７条 乙は車両移動を行った際における車両の移動先は，甲の指示に従うものとする。 

 

（報告） 

第８条 乙は前条の規定に基づき車両移動業務を行った場合は，甲に対して様式２の報告書により速

やかに報告するものとする。 

 

（費用の負担） 

第９条 車両移動に要した費用については，甲乙協議のうえ，甲が負担するものとする。 

 

（連絡体制の確保） 

第１０条 甲及び乙は災害時に迅速かつ適切に連絡体制を確保できるよう，平素から連絡窓口の情報

共有を図るものとする。 

２ 甲及び乙は災害時の各種通信手段途絶に備え，非常時の通信手段確保について協力を行うも
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のとする。 

 

（損失補償） 

第１１条 本協定に基づき実施した車両移動に際して，車両に損失が生じた場合は，災対法第８２条の

規定により甲が運転者，所有者等権利を有する者に補償するものとする。 

 

（紛争の解決） 

第１２条 車両移動の実施に起因する運転者，所有者等権利を有する者との紛争については，明らかな

乙の責めに帰するもの以外は甲乙協議の上，甲が解決するものとする。 

 

（訓練） 

第１３条 乙は，甲が主催又は参加する防災訓練に甲から参加依頼があった場合には参加するものと

する。 

 

（協定期間） 

第１４条 本協定の期間は，協定を締結した日から平成２９年３月３１日までとする。 

２ 甲又は乙は，前項の協定期間が満了する１箇月前までに文書による協定内容の変更又は本協

定解除の申し出が無い場合は，引き続き同一内容にて，１年ごとに更新するものとする。 

 

（その他） 

第１５条 本協定に定めのない事項，又は本協定に関して疑義が生じたときは，その都度甲乙協議の上，

これを定めるものとする。 

 

この協定の証として，本書２通を作成し，甲乙が記名押印のうえ，各自１通を保有するものとする。 

 

 

平成 28年４月１日 

 

甲 神戸市長  久 元 喜 造 

 

 

 

乙 兵庫県自動車修理業・レッカー事業協同組合 

 理事長 大西 邦典 
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資料 4-10 災害時における調査等の相互協力に関する協定書（公益社団法人土木学会関西支部） 

 

災害時における調査等の相互協力に関する協定 
 

神戸市(以下「甲」という。)と公益社団法人土木学会関西支部（以下「乙」という。）は、災害時に

おける調査等の相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震・津波等の自然災害や大規模火災など予期できない現象により、甲が所管

する施設等（工事中の施設を含め、以下「所管施設等」という。）に被災のおそれがある時、ま

たは被災した時に所管施設等の現象が複雑で、学術的な領域における専門性及び高度な知見が必

要な場合の調査、判断、技術的提言（以下「調査等」という。）に関する相互協力の方法を定

め、もって、被害拡大の防止、被害施設の早期復旧及び防災技術の向上に資することを目的とす

る。 

 

（調査等の実施範囲） 

第２条 調査等の実施範囲は、甲の所管施設等における災害発生箇所等とする。 

 

（協力の内容） 

第３条 甲は、第２条の範囲において、学術的な領域における専門性及び高度な知見に基づく調査

及び判断が必要と認めるときは、乙に協力要請できるものとする。 

２ 乙は、前項に定める要請があったときは、調査の実施の可能性を甲に回答するとともに、実施可

能なときは、速やかに調査団を結成して被災状況等を調査し、甲へ直接報告するものとする。 

３ 乙は、第２条の範囲において、被災状況等を調査する必要があると認めるときは、甲に調査に関

する協力を要請することができるものとする。 

４ 甲は、前項に定める要請があったときは、乙の実施する調査に対して可能な範囲で協力するもの

とする。 

５ 乙は第３条第３項に定める調査を実施したときは、その結果について甲へ報告するものとする。 

６ 甲は、第３条第２項及び第３項の結果を踏まえ、所管施設等の復旧・復興への技術的提言を乙に

求めることができるものとする。 

７ 乙は、前項に定める要求があったときは、学術的な専門性や高度な知見に基づき、提言を甲に行

うものとする。 

 

（要請の手続き） 

第４条 甲及び乙は、第３条に定めるところにより協力を要請するときは、別紙の要請書（様式

１）を要請先に送付するものとする。 

 

（連絡体制） 

第５条 第３条に係る事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲、乙それぞれの連絡体制を定め、

相互に共有しておくものとする 

２ 甲及び乙は、連絡体制に変更があった場合は、相手方に対して速やかに報告するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 第３条第１項に基づき乙が実施する調査等において、費用が伴う場合には、甲は乙に対し

てその費用を支払うものとする 

２ 第３条第３項に基づき乙が実施する調査の費用は、乙の負担とする。 

３ 甲が負担する費用は、乙が実施した調査等の内容を踏まえ、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（成果の公表及び使用） 
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第７条 第３条に定める調査等の成果について、甲及び乙がその成果を公表もしくは使用する場合

には、甲、乙が相互に確認したうえで行うものとする。 

 

（損害の負担） 

第８条 調査等の実施に伴い甲及び乙の責に帰さない理由により、第三者に損害を及ぼした場合に

は、乙は、その事実の発生後速やかにその状況を書面により甲に報告するものとする。 

２ 前項に損害に対する処置については、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期限） 

第９条 本協定の期限は、協定を締結した日から平成２８年３月３１日までの期間とする。 

２ 前項に規定する期間満了の１箇月前までに、甲乙のいずれからも何ら申し出のないときは、引き

続き同一条件をもって本協定を期間満了日より１年間継続するものとし、当該継続期間が満了し

たときも同様とする。 

３ 本協定締結後、甲乙いずれかの申し出により甲乙協議のうえ、本協定は廃止することができる。 

 

（その他） 

第１０条 本協定に定めのない事項、または本協定に疑義が生じたときは、甲乙協議するものとす

る。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有するもの

とする。 

 

平成２７年５月１３日 

                    甲  神 戸 市 

 

   神戸市長 久 元  喜 造 

 

 

                    乙  公益社団法人 土木学会 関西支部 

 

             支部長  宮 川  豊 章 
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資料 4-11 災害時における応急対策業務に関する協定書（公益社団法人日本下水道管路管理業協会、 

神戸市下水道維持協会） 

 
災害時における復旧支援協力に関する協定 

 
神戸市建設局（以下「甲」という。）、公益社団法人日本下水道管路管理業協会（以下「乙」という。）

及び神戸市下水道維持協会（以下「丙」という。）は、地震等の災害により甲の管理する下水道管路

施設が被災したときに行う復旧支援協力に関して以下のとおり下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第１５条の２の規定に基づいた協定を締結する。なお、平成１９年７月２７日付で甲と社団法人日

本下水道管路管理業協会関西支部が締結した「災害時における応急対策業務に関する協定書」は破

棄する。 
 
 
（目的） 
第１条 この協定は、乙及び丙の甲に対する復旧支援協力に関して基本的な事項を定め、災害等に

より被災した下水道管路施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。 
 
（復旧支援協力の要請） 
第 2 条 甲は、乙及び丙に対し災害等により被災した下水道管路施設の復旧に関し次の業務の支援

を要請することができる。この場合、甲は乙に要請するべき業務及び範囲（施設）と、丙に要請す

るべき業務及び範囲（施設）を明確にして要請する。 
（１）被災した下水道管路施設の応急復旧のために必要な業務（巡視、点検、調査、清掃、修繕）  
（２）その他甲、乙及び丙で協議し必要とされる業務 
２ 前項の復旧支援協力の要請に関する甲の連絡窓口は神戸市建設局下水道部管路課、乙の連絡窓

口は公益社団法人日本下水道管路管理業協会関西支部とし、丙の連絡窓口は神戸市下水道維持協

会事務所とする。 
３ 甲の乙及び丙に対する復旧支援協力要請は支援内容を明らかにした書面により行うものとする。

ただし、緊急時等で書面により難いときは電話等で行うことができるものとし、この場合は事後

において書面を提出するものとする。 
４ 乙及び丙は、前項により甲の要請する業務を行うために、必要な人員・機材等をもって要請され

た業務を遂行する。 
（乙及び丙の責務） 
第３条 乙及び丙は、それぞれの組織内の協力体制を構築するとともに、甲から前条の規定による

要請があったときは、優先してその業務を実施するための措置をとるものとする。 
 
（費用） 
第４条 この協定に基づき甲が乙及び丙に対し要請した業務にかかる費用は甲の負担とする。 
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（報告） 
第５条 乙及び丙は、毎年４月１日現在において災害時の支援に備えて、支援が可能な協力体制、提

供可能な車輌等の機器及び人員を甲に対して報告するものとする。また、変更があった場合は速

やかに甲に報告するものとする。 
２ 乙及び丙は、第３条の措置の状況を文書でもって、速やかに甲に報告するものとする。 
３ 乙及び丙は、甲の要請により行った支援業務が終了したときは、速やかに甲に対し書面をもっ

て報告するものとする。 
 
（下水道台帳データの提供） 
第６条 甲は、下水道管路施設の調査に必要な下水道台帳の図面等をＰＤＦ等の電子データとして、

乙に提供するものとする。 
２ 乙は、甲から提供を受けた電子データを適切に保管しなければならない。 
３ 甲は、下水道台帳に大幅な変更があった場合など、適宜、最新の電子データを乙に提供するもの

とする。 
 
（下水道台帳データの開示） 
第７条 乙は、甲から支援要請があったとき、支援出動する乙の会員に対し甲から提供を受けた電

子データを開示することができる。 
２ 支援出動した乙の会員は、甲から提供を受けた電子データを支援業務並びに必要な報告等以外

に使用してはならない。 
３ 甲と乙の合同訓練を実施する場合も、第１項及び第２項を準用する。 
 
 
（広域被災） 
第８条 甲が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業におけ

る災害時支援に関するルール」に基づく下水道対策本部が近畿ブロックに設置された場合には、

下水道対策本部による活動を優先する。 
（効力） 
第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、期間満了の１ヶ

月前までに甲乙丙いずれからも申し出がない場合、この協定は１年間更新されるものとし、以後

も同様とする。 
 
（その他） 
第１０条 この協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合には、甲、乙及び丙による協議

の上決定するものとする。 
２ 甲乙丙いずれかがこの協定の定めに違反した場合においては、違反した相手方への書面による

通告をもってこの協定を廃止することができる。 
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この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙記名押印のうえ、各自１通を保有

するものとする。 
 
 
 
 令和５年１月 17日 
 

甲   神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 
                 神 戸 市 

                 建設局長      林  泰 三 

 
 

乙   東京都千代田区岩本町 2 丁目 5 番 11 号 
    公益社団法人日本下水道管路管理業協会 
    会 長       長谷川 健 司   
 
 
丙   神戸市兵庫区島上町 2 丁目 2 番 22 号 

                             神戸市下水道維持協会 
                             会 長       金 本 比呂志 
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資料 4-12 大規模災害時における排水設備の応急復旧等に関する協定書（神戸市管工事災害対策協力会） 

 

大規模災害時における排水設備の応急復旧等に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と神戸市管工事災害対策協力会（以下「乙」という。）とは、平成 11 年

６月１日付で協定締結した「排水設備緊急修理修繕業務協定書」及び平成 27 年 10 月 30日付で協定締

結した「大規模災害時における排水設備等の市民相談窓口設置等に関する協定書」を破棄し、次のとおり

協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な災害・事故（以下「災害等」という。）により下水道施設等に甚大な被害

が生じ又はそのおそれがある場合に、市民生活の早期安定を図るため、排水設備に関する応急復旧等に

必要な事項を定めるものとする。 

 

（災害時の協力内容） 

第２条 災害時における乙の協力内容は、次に掲げるとおりとする。 

 （１）排水設備に関する応急復旧活動 

 （２）取付管及び接続ます（公共下水道）に関する応急復旧活動 

（３）排水設備に関する市民相談対応 

 

（災害時の協力要請） 

第３条 甲は、災害発生時において排水設備等の応急復旧に関して乙の協力を必要とするときは、乙に対

して協力を要請する。 

２ 前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が緊迫して文書によることがで

きない場合は、口頭又は電信若しくは電話その他の方法によることができる。 

３ 前項ただし書の場合において、甲は、事後速やかに要請の内容を記載した文書を乙に提出するものと

する。 

 

（応急復旧対応及び費用の負担） 

第４条 災害時において甲より要請があった場合、乙は事務局内に速やかに応急復旧受付窓口を開設す

る。 

２ 甲が別途平時から開設する市民相談窓口「水道修繕受付センター」において、第３条第１項の要請期

間中に受け付けを行った事項のうち、排水設備、取付管及び接続ます（公共下水道）に関する事項は、

乙が応急復旧にあたる。 

３ 乙は応急復旧活動に際し、事前に市民に対し十分な説明を行い、同意を得なければならない。 

４ 第２条（１）の規定に基づく応急復旧活動により発生する費用については、市民の負担とする。 

５ 第２条（２）の規定に基づく応急復旧活動により発生する費用については、乙の請求に基づき甲が負

担するものとする。その支払い事務は『公共下水道（取付管・接続ます）改善への支援事業実施要綱』
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に準拠するものとする。 

６ 協力の解消時期は甲が決定するものとし、甲より乙に対して、事前に文書により通知するものとする。 

 

（避難所施設の応急復旧及び費用の負担） 

第５条 甲は、学校施設等の避難所施設管理者から排水設備、取付管及び接続ます（公共下水道）の応急

復旧要請があった場合、乙に優先的な応急復旧活動の要請を行うものとする。 

２ 前項の規定による要請の費用については、施設管理者から乙に支払われるものとする。 

 

（車両の通行） 

第６条 甲は、乙が応急復旧活動を行う際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように可能な

範囲で支援するものとする。 

 

（連絡体制） 

第７条 この協定の実施にあたり、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し随時更新する。また、災害時に

は速やかに相互に連絡をとるものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第８条 乙は、この協定において知り得た個人情報等その他の情報を、目的外に使用してはならない。 

 

（平時における協力） 

第９条 甲及び乙は、第２条に定めるものの他、平時においても甲乙間の連携を密にするものとする。 

２ 乙は、甲が実施する訓練等に対し積極的に協力するよう努めなければならない。 

 

（細目協定） 

第１０条 この協定に規定するものの他、この協定の施行に関し必要な事項について、甲乙間で別に細目

協定を締結することができる。 

  

（疑義） 

第１１条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じ

て甲乙協議して定めるものとする。 

 

（効力） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日１

カ月前までに、甲、乙双方いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。 

 

（解除） 

第１３条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１カ月前までに書面により相手方に

通知するものとする。 
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

  

  

 令和５年１月 17日 

 

        甲 兵庫県神戸市中央区加納町六丁目５番１号 

      神 戸 市 

      代表者 神戸市長  久 元 喜 造   印 

 

    乙 兵庫県神戸市兵庫区下沢通三丁目４番２５号 

神戸市管工事災害対策協力会 

代表者 会 長   高 井 豊 司   印 
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資料 4-13 大規模災害時における下水管路資材の供給等に関する協定書（積水化学工業株式会社） 

 

大規模災害時における下水道管路資材の供給等に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という）と積水化学工業株式会社（以下「乙」という）とは、大規模な災害・

事故が発生した場合（以下「災害時」という）における応急復旧活動その他における甲乙間の連携に

関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な災害等により下水道施設等に甚大な被害が生じまたはそのおそれがあ

る場合、応急復旧対策を早急に実施し市民生活の早期安定を図ることを目的とする。 

 

（災害時の協力内容） 

第２条 災害時における乙の協力内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）応急復旧に用いるパイプ、継手等の資材及び工具等を、甲が指定する請負業者等に提供するこ

と 

（２）その他応急復旧活動に必要な事項 

２ 前項に規定する応急復旧活動の対象は、主として下水道施設とするが、別途甲乙協議の上、乙の資

材が適用可能な施設を対象とすることも可能とする。 

 

（災害時の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において、応急復旧活動を必要とするときは、乙に対して協力を要請する。 

２ 前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が緊迫して文書によることが

できない場合は、口頭又は電信若しくは電話その他の方法によることができる。 

３ 前項ただし書の場合において、甲は、事後速やかに要請の内容を記載した文書を乙に提出するもの

とする。 

 

（在庫保管場所の提供及び費用の負担） 

第４条 甲は、災害時において、乙に対し、乙が請負業者等に供給する資材及び工具等の在庫の保管場

所を提供する。 

２ 物資の代金は、第２条第１項（１）の規定に基づき、乙が請負業者等に請求を行い、請負業者等が

乙に支払うものとする。 

３ 乙が行った物資提供に係る経費は、乙による通常の配送・納入業務とみなし、原則として乙が負担

するものとする。 

４ 第２条第１項（２）の規定に基づき協力を要請した場合に発生する費用については別途甲乙協議の

上定める。 

 

（車両の通行） 

第５条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように

可能な範囲で支援するものとする。 
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（供給可能数量等の報告） 

第６条 乙は、この協定による応急復旧活動に用いる資材及び工具等の供給可能数量等の把握に努め、

甲の要請により年１回報告する。 

 

（平時における協力） 

第７条 甲及び乙は、第２条に定めるものの他、平時においても甲乙間の連携を密にするものとする。 

２ 前項に規定する連携の詳細は、別途甲乙協議の上定める。 

 

（細目協定） 

第８条 この協定に規定するものの他、この協定の施行に関し必要な事項について、甲乙間で別に細目

協定を締結することができる。 

 

（協議） 

第９条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じ

て甲乙協議して定めるものとする。 

 

（効力） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日

１カ月前までに、甲、乙双方いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様と

する。 

 

（解除） 

第１１条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１カ月前までに書面により相手方

に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有

するものとする。 

 

  平成２６年１２月１７日 

 

    甲 兵庫県神戸市中央区加納町六丁目５番１号 

      神戸市 

      代表者 神戸市長 久元 喜造 

 

    乙 東京都港区虎ノ門二丁目３番１７号 

積水化学工業株式会社 

取締役 専務執行役員 

環境・ライフラインカンパニープレジデント 

髙見 浩三  
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(様式１) 

令和  年  月  日 

 

 様 

             要請者 

 

災害時における調査等の相互協力に関する要請書 

 

 

 

「災害時における調査等の相互協力に関する協定」第４条および同条第２項に基づき、次の

とおり要請します。 

１．調査等を要する場

所と被災概要 

①概要 

 

 

 

②場所 

 

 

 

２．要請者連絡先 所 属： 

電 話：(  ) 

Ｆ Ａ Ｘ：(  ) 

 

３．要請日時 令和 年 月 日( )   ＡＭ・ＰＭ 時 分 

４．協力要請内容  

 

 

 

 

５．その他必要な事項  
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資料 4-14 大規模災害時における下水道管路資材（排水設備他）の供給等に関する協定書（前澤化成工業 

株式会社） 
 

大規模災害時における下水道管路資材（排水設備他）の供給等に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という）と前澤化成工業株式会社（以下「乙」という）とは、大規模な災害・事故

が発生した場合（以下「災害時」という）における応急復旧活動その他における甲乙間の連携に関し、次

のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に排水設備、接続ます及び取付管（公共下水道）に甚大な被害が生じまたは

その恐れがある場合、応急復旧対策を早急に実施し市民生活の早期安定を図ることを目的とする。 

 

（災害時の協力内容） 

第２条 災害時における協力内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）応急復旧活動に用いるパイプ、継手等の資材及び工具等を、甲が別途協定する神戸市管工事災害

対策協力会（以下「協力会」という）に提供すること 

（２）その他応急復旧活動に必要な事項 

２ 前項に規定する応急復旧活動の対象は、主として排水設備、接続ます及び取付管（公共下水道）と

するが、別途甲乙協議の上、乙の資材が適用可能な施設を対象として、甲が指定する請負業者等に供

給も可能とする。 

 

（災害時の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において、応急復旧活動を必要とするときは、乙に対して協力を要請する。 

２ 前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が緊迫して文書によることが

できない場合は、口頭又は電信若しくは電話その他の方法によることができる。 

３ 前項ただし書の場合においては、甲は、事後速やかに要請の内容を記載した文書を乙に提出するも

のとする。 

 

（在庫保管場所の提供及び費用の負担） 

第４条 甲は、災害時において、乙に対し、乙が供給する資材及び工具等の在庫の保管場所を提供する。 

 ２ 物資の代金は、第２条第１項（１）の規定に基づき、乙が協力会の組合員等に請求を行い、協力会

組合員等が乙に支払うものとする。 

３ 乙が行った物資提供に係る経費は、乙による通常の配送・納入業務とみなし、原則として乙が負担

するものとする。 

４ 第２条第１項（２）の規定に基づき協力を要請した場合に発生する費用については別途甲乙協議の

上定める。 

 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－769－ 

（車両の通行） 

第５条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように可

能な範囲で支援するものとする。 

 

（供給可能数量等の報告） 

第６条 乙は、この協定による応急復旧活動に用いる資材及び工具等の供給可能数量等の把握に努め、甲

の要請により年１回報告する。 

 

（平時における協力） 

第７条 甲及び乙は、第２条に定めるものの他、平時においても甲乙間の連携を密にするものとする。 

２ 前項に規定する連携の詳細は、別途甲乙協議の上定めることが可能とする。 

 

（細目協定） 

第８条 この協定に規定するものの他、この協定の施行に関し必要な事項について、甲乙間で別に細目協

定を締結することができる。 

 

（協議） 

第９条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じて甲

乙協議して定めるものとする。 

 

（効力） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日１

カ月前までに、甲乙いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。 

 

（解除） 

第１１条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１カ月前までに書面により相手方に通

知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有す

るものとする。 

 

 令和５年１月 17日 

甲 兵庫県神戸市中央区加納町六丁目５番１号 

神戸市 

代表者 神戸市長  久 元 喜 造      印 

乙 大阪府大阪市中央区安土町三丁目三番九号 田村駒ビル 

前澤化成工業株式会社 関西支店 

代表者 支店長   田 村 敏 浩   印 
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資料 4-15 大規模災害時における避難所の排水設備等応急復旧に関する協定書（神戸市教育委員会 

事務局） 

 

大規模災害時における避難所の排水設備等応急復旧に関する協定書 

 

 建設局（以下「甲」という）と教育委員会（以下「乙」という）は、大規模な災害・事故が発生した場

合（以下「災害時」という）における応急復旧活動その他における甲乙間の連携に関し、次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、神戸市地域防災計画に基づき災害時に避難所となる乙が所管する学校施設（以下

「避難所となる学校施設」という）の排水設備、取付管及び接続ます（公共下水道）（以下「排水設

備等」という）に甚大な被害が生じ、またはその恐れがある場合、甲の協力により、排水設備等の応

急復旧を実施し、避難所となる学校施設の機能確保を早急に図ることを目的とする。 

 

（災害時の協力内容） 

第２条 災害時における甲の協力内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）排水設備等の応急復旧活動が可能な神戸市管工事災害対策協力会（以下「協力会」という）への

要請 

（２）その他避難所となる学校施設の排水設備等の応急復旧に必要と認められる事項への対応 

 

（災害時の協力要請） 

第３条 乙は、災害時において、避難所となる学校施設の排水設備等に応急復旧活動を必要とするとき

は、甲に対して協力を要請する。 

２ 前項の規定による要請は、乙から文書により行うものとする。ただし、事態が緊迫して文書による

ことができない場合は、乙又は避難所運営者から口頭又は電話その他の方法によることができる。 

３ 前項ただし書の場合において、乙は、事後速やかに要請の内容を記載した文書を甲に提出するもの

とする。 

４ 甲は、第１項の要請を受け、別途協定に基づき、協力会に優先的な応急復旧活動を要請するものと

する。 

 

（費用の負担） 

第４条 応急復旧活動に必要な費用の負担は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）排水設備の応急復旧活動に要した費用は、乙から応援復旧活動にあたった協力会の会員若しくは

協力会の要請により応急復旧活動にあたった業者に支払うものとする。 

（２）取付管及び接続ますの応急復旧活動に要した費用は、別途協定に基づき甲が応援復旧活動にあた

った協力会の会員若しくは協力会の要請により応急復旧活動にあたった業者に支払うものとする。 
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（施設竣工図） 

第５条 乙は可能な限りにおいて避難所となる学校施設の排水に関する竣工図等を甲に事前に共有する

ものとする。 

 

（細目協定） 

第６条 この協定に規定するものの他、この協定の施行に関し必要な事項について、甲乙間で別に細目協

定を締結することができる。 

 

（協議） 

第７条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じて甲

乙協議して定めるものとする。 

 

（効力） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日１カ

月前までに、甲乙いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。 

 

（解除） 

第９条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１カ月前までに書面により相手方に通知

するものとする。 

 

 

 令和５年１月 17日 

 

甲 建設局長       林 泰三 

 

乙 教育委員会事務局長 高田 純 
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資料 4-16 大規模災害時における排水設備の市民相談窓口設置等に関する協定書（神戸市管工事災害対

策協力会） 
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資料 4-17 災害時における協力に関する協定（独立行政法人都市再生機構西日本支社） 

災害時における協力に関する協定 
 

神戸市（以下「甲」という。）と独立行政法人都市再生機構西日本支社（以下「乙」という。）とは、

神戸市内において大規模な災害が発生した場合における災害応急対策、復旧事業及び復興事業を円滑

に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（災害発生時の協力等） 

第１条 甲は、神戸市内に大規模な災害（災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 2条第 1号に

定める被害をいう。以下「災害」という。）が発生した場合において、乙に対し、被災市街地等にお

ける災害応急対策、災害復旧事業及び被災市街地復興事業等について要請することができるものとす

る。 

２ 乙は、甲から前項の要請があった場合は、乙の所有する賃貸住宅及び乙の事業地区等の迅速な災害

応急対策及び災害復旧事業並びに賃貸住宅居住者等の安全確保に係る必要な措置を講じた上で、次

条以下の規定に基づき、可能な限りこれに協力するものとする。 

 

（乙の職員等の派遣等） 

第２条 乙は、災害発生時において、甲から要請があった場合は、乙の事業に支障のない限り次に定め

る業務を実施する。 

 一 被害調査業務 被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士による被災建築物・宅

地の危険度の判定・表示等 

 二 応急仮設住宅建設業務 甲が建設する応急仮設住宅についての、設計、監督及び検査等の業務 

 三 仮設住宅等入居事務 甲が行う仮設住宅等の暫定入居に係る入居関係事務 

２ 前項に掲げる業務以外で、乙の支援が必要であると甲が判断する業務が発生した際には、甲乙協議

するものとする。  

３ 甲は、第１項第１号に係る要請について、全国被災建築物応急危険度判定協議会及び被災宅地危険

度判定連絡協議会の定めるそれぞれの要綱等の規定に従い、兵庫県及び国土交通省を通じて行うもの

とする。  

 

（仮設住宅建設用地及び機構賃貸住宅の提供） 

第３条 乙は、災害発生時において、甲から要請があった場合は、乙が所有する事業用地を乙の事業に

支障のない範囲で仮設住宅の建設用地として甲に貸与するものとする。 

２ 乙は、災害発生時において、甲から要請があった場合は、乙が所有する賃貸住宅を乙の事業に支障

のない範囲で被災者の居住確保を目的として暫定的に使用するものとする。 

 

（被災市街地復興事業の相互協力） 

第４条 甲及び乙は、被災市街地復興特別措置法（平成 7年法律第 14号）第 3条第 1項に規定する事

業実施等を行う必要がある場合においては、被災市街地の緊急かつ健全な復興のための土地区画整理

事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の計画策定及び施行並びに当該市街地の復興に必要

な住宅の供給等を行うため、相互に協力するものとする。 

 

（他地域における復旧応援対策の相互協力） 

第５条 甲及び乙は、神戸市以外の地域に災害が発生し災害応急対策、復旧事業及び復興事業等の応援

を行う場合においては、相互に協力するものとする。 

 

（連絡担当部署） 

第６条 甲及び乙は、あらかじめ相互協力のための連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速や

かに情報を交換するものとする。 

 

（協議） 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－775－ 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議し定めるものとす

る。 

 

 

 

 

この協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。 

 

平成 23年 1月 14日  

  

 

           甲  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

              神戸市 

              神戸市長  矢 田 立 郎 

 

 

           乙  大阪市城東区森之宮１丁目６番８５号 

              独立行政法人都市再生機構西日本支社 

              理事・支社長  糟 谷 明 人 
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資料 4-18 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書（独立行政法人住宅金融支援機

構） 
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資料 4-19 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書（一般社団法人プレハブ建築協会） 

 

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」という。）の建設に関して、兵庫

県（以下「甲」という。）及び救助実施市である神戸市（以下「乙」という。）が一般社団法人プレ

ハブ建築協会（以下「丙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法（昭和 22年法律第 118号）第４条第１項第１

号に規定する応急仮設住宅のうち、建設し供与するものをいう。 

２ 「救助実施市」とは、災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市をいう。 

 

（所要の手続き） 

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認め

る事項を、文書をもって丙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、当該文書に替えて電話

等によることができる。この場合において、甲は後に当該文書を速やかに丙に提出しなければなら

ない。 

２  乙は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事

項を、文書をもって甲に連絡するものとし、乙からの連絡を受けた甲は、第８条第１項の連絡調整

を行ったうえ、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文書をもって丙に

連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、当該文書に替えて電話等によることができる。この

場合において、乙は甲に、甲は丙に、それぞれ後に当該文書を速やかに提出しなければならない。 

３ 兵庫県内において災害救助法の適用を受けた市町が乙のみである場合は、前項にかかわらず、住

宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文書

をもって直接丙に連絡することができるものとする。ただし、緊急の場合は、当該文書に替えて電

話等によることができる。この場合において、後に当該文書を速やかに丙に提出しなければならな

い。 

４ 前項の場合、乙は住宅建設を要請した旨を速やかに甲に連絡するものとし、甲は、第８条第１項

の連絡調整を行う。 

 

（協 力） 

第４条 丙は、前条の要請があったときは、丙の会員である住宅建設業者（以下「丁」という。）の

あっせんその他可能な限り甲又は乙に協力するものとする。 

 

（住宅建設） 

第５条 丙のあっせんを受けた丁は、第３条の要請に基づき、住宅建設を行うものとする。 

 

（費用の負担及び支払い） 

第６条 丁が前条の住宅建設に要した費用は、当該建設に係る契約当事者である甲又は乙が負担す
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るものとする。 

２ 前項の契約当事者である甲又は乙は、丁の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丁の

請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては兵庫県県土整備部住宅建築局公営住宅

課とし、乙においては神戸市建築住宅局住宅政策課とし、丙においては一般社団法人プレハブ建築

協会業務第一部とする。 

 

(連絡調整) 

第８条 甲はこの協定の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙は甲の調整の下で、

丙との連絡体制をとるものとする。 

２ 乙又は丙は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めることができる。 

 

（報 告） 

第９条 丙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年１回甲及び乙に報告するもの

とする。ただし、甲又は乙が必要と認めた場合は、丙に対し随時報告を求めることができる。 

 

（会員名簿の提供） 

第 10条 丙は、この協定に係る丙の業務担当部員の名簿及び丙に加盟する会員の名簿を毎年１回甲

及び乙に提供するものとし、部員又は会員に異動があった場合は、甲及び乙に報告するものとす

る。 

 

（協 議） 

第 11条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙丙協議のうえ定めるも

のとする。 

 

（適 用） 

第 12条 この協定は、平成 31年４月１日（以下「発効日」という。）から適用する。ただし、乙に

係る規定については、乙を救助実施市とする指定が効力を発することとなる適用日から適用する。 

２ 乙が、救助実施市の指定を取り消された場合、乙に係る規定については、失効する。 

３ 甲と丙との間で締結した平成９年１月４日付け「災害時における応急仮設住宅の建設に関する

協定書」は、この協定の発効日をもって、失効する。 

 

この協定の成立を証するため、本書３通作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成 31年４月１日 

 

 

 

 甲 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 
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  兵 庫 県 

  兵庫県知事  井 戸 敏 三 

 

 乙 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

  神 戸 市 

  神 戸 市 長  久 元 喜 造 

 

 丙   東京都千代田区神田小川町２丁目３番１３号 

          Ｍ＆Ｃビル５階 

  一般社団法人プレハブ建築協会 

  会   長  芳 井 敬 一 
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資料 4-20 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書（一般社団法人全国木造建設事業協会） 

 

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」という。）の建設に関して、

兵庫県（以下「甲」という。）及び救助実施市である神戸市（以下「乙」という。）が一般社団

法人全国木造建設事業協会（以下「丙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定

めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法（昭和 22年法律第 118 号）第４条第１項

第１号に規定する応急仮設住宅のうち、建設し供与するものをいう。 

２ 「救助実施市」とは、災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市をいう。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と

認める事項を、書面をもって丙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、当該書面に替

えて電話等によることができる。この場合において、甲は後に当該書面を速やかに丙に提出し

なければならない。 

２  乙は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認め

る事項を、書面をもって甲に連絡するものとし、乙からの連絡を受けた甲は、第８条第１項の

連絡調整を行った上、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、書面を

もって丙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、当該書面に替えて電話等によること

ができる。この場合において、乙は甲に、甲は丙に、それぞれ後に当該書面を速やかに提出し

なければならない。 

３ 兵庫県内において災害救助法の適用を受けた市町が乙のみである場合は、前項にかかわら

ず、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事

項を、書面をもって直接丙に連絡することができるものとする。ただし、緊急の場合は、当該

書面に替えて電話等によることができる。この場合において、後に当該書面を速やかに丙に提

出しなければならない。 

４ 前項の場合、乙は住宅建設を要請した旨を速やかに甲に連絡するものとし、甲は、第８条第

１項の連絡調整を行う。 

 

（協 力） 

第４条 丙は、前条の要請があったときは、丙の会員である住宅建設業者（以下「業者」という。）

のあっせんをし、その他可能な限り甲又は乙に協力するものとする。 

 

（住宅建設） 

第５条 丙のあっせんを受けた業者は、第３条の要請に基づき、住宅建設を行うものとする。 
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（費用の負担及び支払い） 

第６条 業者が前条の住宅建設に要した費用は、当該建設に係る契約当事者である甲又は乙が

負担するものとする。 

２ 前項の契約当事者である甲又は乙は、業者の住宅建設終了後検査をし、これを確認したとき

は業者の請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては兵庫県県土整備部住宅建築局公営

住宅課とし、乙においては神戸市建築住宅局住宅政策課とし、丙においては一般社団法人全国

木造建設事業協会建設部会とする。 

 

(連絡調整) 

第８条 甲はこの協定の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙は甲の調整の

下で、丙との連絡体制をとるものとする。 

２ 乙又は丙は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めることができる。 

 

（報 告） 

第９条 丙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年１回甲及び乙に報告す 

るものとする。ただし、甲又は乙が必要と認めた場合は、丙に対し随時報告を求めることがで

きる。 

 

（会員名簿の提供） 

第 10 条 丙は、この協定に係る丙の業務担当者及び丙の会員である業者の名簿を毎年１回甲及

び乙に提供するものとし、当該名簿に記載された者に異動があった場合は、甲及び乙に報告す

るものとする。 

 

（協 議） 

第 11 条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙丙協議のうえ定め

るものとする。 

 

（適 用） 

第 12 条 この協定は、平成 31 年４月１日（以下「発効日」という。）から適用する。ただし、

乙に係る規定については、乙を救助実施市とする指定が効力を発することとなる適用日から

適用する。 

２ 乙が、救助実施市の指定を取り消された場合、乙に係る規定については、失効する。 

３ 甲と丙との間で締結した平成 29 年３月 16 日付け「災害時における応急仮設住宅の建設に

関する協定書」は、この協定の発効日をもって、失効する。 

 

この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成 31 年３月 28日 
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 甲 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

  兵 庫 県 

  兵庫県知事  井 戸 敏 三 

 

 乙 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

  神 戸 市 

  神戸市長  久 元 喜 造 

 

 丙 東京都中央区八丁堀３－４-10 京橋北見ビル東館６階 

  一般社団法人全国木造建設事業協会 

  理 事 長  大 野 年 司 
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資料 4-21 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書（一般社団法人日本木造住宅産業協会） 

 

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」という。）の建設に関して、兵庫県（以下

「甲」という。）及び救助実施市である神戸市（以下「乙」という。）が一般社団法人日本木造住宅産業協会

（以下「丙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第４条第１項第１号に規定

する応急仮設住宅のうち、建設し供与するものをいう。 

２ 「救助実施市」とは、災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市をいう。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、

書面をもって丙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、当該書面に替えて電話等によることができ

る。この場合において、甲は後に当該書面を速やかに丙に提出しなければならない。 

２ 乙は、住宅建設の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、書

面をもって甲に連絡するものとし、乙からの連絡を受けた甲は、第８条第１項の連絡調整を行った上、建設

場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、書面をもって丙に連絡するものとする。ただし、

緊急の場合は、当該書面に替えて電話等によることができる。この場合において、乙は甲に、甲は丙に、そ

れぞれ後に当該書面を速やかに提出しなければならない。 

３ 兵庫県内において災害救助法の適用を受けた市町が乙のみである場合は、前項にかかわらず、住宅建設の

要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、書面をもって直接丙に

連絡することができるものとする。ただし、緊急の場合は、当該書面に替えて電話等によることができる。

この場合において、後に当該書面を速やかに丙に提出しなければならない。 

４ 前項の場合、乙は住宅建設を要請した旨を速やかに甲に連絡するものとし、甲は、第８条第１項の連絡調

整を行う。 

 

（協 力） 

第４条 丙は、前条の要請があったときは、丙の会員である住宅建設業者（以下「事業者」という。）のあっせ

んをし、その他可能な限り甲又は乙に協力するものとする。 

 

（住宅建設） 

第５条 丙のあっせんを受けた事業者は、第３条の要請に基づき、住宅建設を行うものとする。 

 

（費用の負担及び支払い） 

第６条 事業者が前条の住宅建設に要した費用は、当該建設に係る契約当事者である甲又は乙が負担するもの

とする。 

２ 前項の契約当事者である甲又は乙は、事業者の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは事業者の

請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては兵庫県県土整備部住宅建築局公営住宅課とし、乙

においては神戸市建築住宅局政策課とし、丙においては一般社団法人日本木造住宅産業協会近畿支部とする。 

 

(連絡調整) 

第８条 甲はこの協定の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙は甲の調整の下で、丙との連

絡体制をとるものとする。 

２ 乙又は丙は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めることができる。 

 

（報 告） 
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第９条 丙は、住宅建設について、協力できる建設能力等の状況を毎年１回甲及び乙に報告するものとする。

ただし、甲又は乙が必要と認めた場合は、丙に対し随時報告を求めることができる。 

 

（会員名簿の提供） 

第 10 条 丙は、この協定に係る丙の業務担当者及び丙の会員である事業者の名簿を毎年１回甲及び乙に提供

するものとし、当該名簿に記載された者に異動があった場合は、甲及び乙に報告するものとする。 

 

（協 議） 

第11条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙丙協議のうえ定めるものとする。 

 

（適 用） 

第 12 条 この協定は、令和４年１月７日から適用する。 

２ 乙が、救助実施市の指定を取り消された場合、乙に係る規定については、失効する。 

 

 

この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

令和４年１月７日 

 甲 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目 10 番１号 

  兵 庫 県 

  兵庫県知事  齋 藤 元 彦 

 

 乙 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

  神 戸 市 

  神 戸 市 長  久 元 喜 造 

 

 丙 東京都港区六本木一丁目７番 27 号 

  一般社団法人日本木造住宅産業協会 

  会 長  市 川 晃 
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資料 4-22 大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定書（公益財団法人日本

賃貸住宅管理協会兵庫県支部） 

 

大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定 

 

兵庫県（以下「県」という。）、神戸市（以下「市」という。）及び公益財団法人日本賃貸住宅管理協

会兵庫県支部（以下「協会兵庫県支部」という。）は、大規模広域災害（被害が複数の都道府県にまた

がり、または単独の都道府県でも被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる災害をいう。）が

発生した場合における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、大規模広域災害時において、県による連絡調整の下で、県又は市が協会兵庫県

支部に対し、民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して協力を求める場合に必要な事項を定める

ものとする。 
 
（協力要請） 
第２条 県又は市は、大規模広域災害時において、県内に避難している被災者のために、協会兵庫県

支部に対し、次に定める協力を要請できる。 
 一 被災者への利用可能な空き家情報の提供及び空き家情報に基づく住宅のあっせん 
 二 応急借上げ住宅（住宅を失った被災者の住居を早急に確保するため、県又は市が民間住宅を借

り上げて供与する応急仮設住宅をいう。）として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及

びその円滑な提供に向けた協力 
２ 市は、他府県に所在する日本賃貸住宅管理協会支部に対し、前項に定める協力を要請する場合

は、県を通じて行うものとする。 
 
（協力） 
第３条 協会兵庫県支部は、前条の規定に基づく県又は市からの要請があった場合、会員である宅地

建物取引業者（以下「会員業者」という。）とともに、民間賃貸住宅に関するあっせん等及びその

円滑な提供に向けて、県又は市に可能な限り協力する。 
２ 会員業者は、第２条第１項第１号の要請に係るあっせんを無報酬で行うよう努める。 
 同条同項第２号の要請に係るあっせんの報酬については、県、市及び協会兵庫県支部の協議の上

定める。 
 
（県又は市の役割） 
第４条 県又は市は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 
 一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 
 二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 
 三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること 
 四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること 
 五 その他関係者との調整に関すること 
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２ 県又は市は、前項に掲げる業務の一部を、協会兵庫県支部その他県又は市の定める者に委託等す

ることができる 
（協会兵庫県支部の役割） 
第５条 協会兵庫県支部は、第３条に基づき県又は市に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関す

る次の各号に掲げる事務を行う。 
 一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃借人

に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 
 二 応急借上げ住宅として県又は市が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に

係る確認に関すること 
 三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 
 四 県又は市から委託を受けた業務に関すること 
 五 その他関係者との調整に関すること 
 
（個別協定との関係） 
第６条 この協定は、県又は市が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、協会兵庫県支部と個別

に締結している協定（この協定の適用日以降に締結するものを含む）の効力を妨げるものではな

い。 
 
（協議） 
第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、県、市及び協会兵庫県支部の協議の上定め

る。 
 
（雑則） 
第８条 第６条の個別協定を締結していない場合においては、大規模広域災害に該当しない災害に

ついても、この協定の規定を準用できる。 
 
第９条 この協定は、平成３１年 ４月 １日から適用する。 
 
本協定の締結を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
平成３１年３月２８日 
 

兵庫県 
                  兵庫県知事 井戸 敏三 

 

神戸市 
                  神戸市長 久元 喜造 

 

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会兵庫県支部 
                  支部長 松本 智  
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資料 4-23 大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定書（公益社団法人全国

賃貸住宅経営者協会連合会） 

 

大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定 

 

兵庫県（以下「県」という。）、神戸市（以下「市」という。）及び公益社団法人全国賃貸住宅経営者

協会連合会（以下「協会連合会」という。）は、大規模広域災害（被害が複数の都道府県にまたがり、

または単独の都道府県でも被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる災害をいう。）が発生し

た場合における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を締結する。 
 

（趣旨） 
第１条 この協定は、大規模広域災害時において、県による連絡調整の下で、県又は市が協会連合会

に対し、民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して協力を求める場合に必要な事項を定めるもの

とする。 
 
（協力要請） 
第２条 県又は市は、大規模広域災害時において、県内に避難している被災者のために、協会連合会

に対し、次に定める協力を要請できる。 
 一 被災者への利用可能な空き家情報の提供及び空き家情報に基づく住宅のあっせん 
 二 応急借上げ住宅（住宅を失った被災者の住居を早急に確保するため、県又は市が民間住宅を借

り上げて供与する応急仮設住宅をいう。）として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及

びその円滑な提供に向けた協力 
２ 市は、他府県に所在する協会連合会に対し、前項に定める協力を要請する場合は、県を通じて行

うものとする。 
 
（協力） 
第３条 協会連合会は、前条の規定に基づく県又は市からの要請があった場合、会員である宅地建物

取引業者（以下「会員業者」という。）とともに、民間賃貸住宅に関するあっせん等及びその円滑

な提供に向けて、県又は市に可能な限り協力する。 
２ 会員業者は、第２条第１項第１号の要請に係るあっせんを無報酬で行うよう努める。同条同項第

２号の要請に係るあっせんの報酬については、県、市及び協会連合会の協議の上定める。 
 
（県又は市の役割） 
第４条 県又は市は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 
 一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 
 二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 
 三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること 
 四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること 
 五 その他関係者との調整に関すること 
２ 県又は市は、前項に掲げる業務の一部を、協会連合会その他県又は市の定める者に委託等するこ
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とができる 
（協会連合会の役割） 
第５条 協会連合会は、第３条に基づき県又は市に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する次

の各号に掲げる事務を行う。 
 一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃借人

に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 
 二 応急借上げ住宅として県又は市が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否に

係る確認に関すること 
 三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 
 四 県又は市から委託を受けた業務に関すること 
 五 その他関係者との調整に関すること 
 
（個別協定との関係） 
第６条 この協定は、県又は市が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、協会連合会と個別に締

結している協定（この協定の適用日以降に締結するものを含む）の効力を妨げるものではない。 
 
（協議） 
第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、県、市及び協会連合会の協議の上定める。 
 
（雑則） 
第８条 第６条の個別協定を締結していない場合においては、大規模広域災害に該当しない災害に

ついても、この協定の規定を準用できる。 
 
第９条 この協定は、平成３１年 ４月 １日から適用する。 
  
本協定の締結を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
平成３１年３月２８日 
 

兵庫県 
                  兵庫県知事 井戸 敏三 

 

神戸市 
                  神戸市長 久元 喜造 

 

公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会 
                  会長 三好 修 
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資料 4-24 大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定書（一般社団法人兵庫

県宅地建物取引業協会） 

 

大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定 

 

兵庫県（以下「県」という。）、神戸市（以下「市」という。）及び一般社団法人兵庫県宅地建物

取引業協会（以下「宅建協会」という。）は、大規模広域災害（被害が複数の都道府県にまたがり、

または単独の都道府県でも被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる災害をいう。）が発

生した場合における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 
第１条 この協定は、大規模広域災害時において、県による連絡調整の下で、県又は市が宅建協会

に対し、民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して協力を求める場合に必要な事項を定めるも

のとする。 
 
（協力要請） 

第２条 県又は市は、大規模広域災害時において、県内に避難している被災者のために、宅建協会

に対し、次に定める協力を要請できる。 
 一 被災者への利用可能な空き家情報の提供及び空き家情報に基づく住宅のあっせん 
 二 応急借上げ住宅（住宅を失った被災者の住居を早急に確保するため、県又は市が民間住宅

を借り上げて供与する応急仮設住宅をいう。）として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報

提供及びその円滑な提供に向けた協力 
２ 市は、他府県に所在する宅地建物取引業協会支部に対し、前項に定める協力を要請する場合

は、県を通じて行うものとする。 
 
（協力） 
第３条 宅建協会は、前条の規定に基づく県又は市からの要請があった場合、会員である宅地建

物取引業者（以下「会員業者」という。）とともに、民間賃貸住宅に関するあっせん等及びその

円滑な提供に向けて、県又は市に可能な限り協力する。 
２ 会員業者は、第２条第１項第１号の要請に係るあっせんを無報酬で行うよう努める。同条同

項第２号の要請に係るあっせんの報酬については、県、市及び宅建協会の協議の上定める。 
 
（県又は市の役割） 
第４条 県又は市は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 
 一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 
 二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 
 三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること 
 四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること 
 五 その他関係者との調整に関すること 
２ 県又は市は、前項に掲げる業務の一部を、宅建協会その他県又は市の定める者に委託等する

ことができる 
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（宅建協会の役割） 
第５条 宅建協会は、第３条に基づき県又は市に協力するため、応急借上げ住宅の提供に関する

次の各号に掲げる事務を行う。 
 一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃借

人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 
 二 応急借上げ住宅として県又は市が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否

に係る確認に関すること 
 三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 
 四 県又は市から委託を受けた業務に関すること 
 五 その他関係者との調整に関すること 
 
（個別協定との関係） 
第６条 この協定は、県又は市が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、宅建協会と個別に

締結している協定（この協定の適用日以降に締結するものを含む）の効力を妨げるものではな

い。 
 
（協議） 
第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、県、市及び宅建協会の協議の上定める。 
 
（雑則） 
第８条 第６条の個別協定を締結していない場合においては、大規模広域災害に該当しない災害

についても、この協定の規定を準用できる。 
 
第９条 この協定は、平成３１年 ４月 １日から適用する。 
 本協定の締結を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
平成３１年３月２８日 
 

兵庫県 
                  兵庫県知事 井戸 敏三 

 

 

神戸市 
                  神戸市長 久元 喜造 

 

 

一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 
                  会長 松尾 信明 
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資料 4-25 大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定書（公益社団法人全日

本不動産協会兵庫県本部） 

 

大規模災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協定 

 

兵庫県（以下「県」という。）、神戸市（以下「市」という。）及び公益社団法人全日本不動産協

会兵庫県本部（以下「全日兵庫県本部」という。）は、大規模広域災害（被害が複数の都道府県に

またがり、または単独の都道府県でも被害の規模が甚大で、広域的な対応が必要とされる災害を

いう。）が発生した場合における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、次のとおり協定を締

結する。 
 
（趣旨） 

第１条 この協定は、大規模広域災害時において、県による連絡調整の下で、県又は市が全日兵庫

県本部に対し、民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して協力を求める場合に必要な事項を定

めるものとする。 
 
（協力要請） 

第２条 県又は市は、大規模広域災害時において、県内に避難している被災者のために、全日兵庫

県本部に対し、次に定める協力を要請できる。 
 一 被災者への利用可能な空き家情報の提供及び空き家情報に基づく住宅のあっせん 
 二 応急借上げ住宅（住宅を失った被災者の住居を早急に確保するため、県又は市が民間住宅

を借り上げて供与する応急仮設住宅をいう。）として被災者に提供可能な民間賃貸住宅の情報

提供及びその円滑な提供に向けた協力 
２ 市は、他府県に所在する全日本不動産協会府県本部に対し、前項に定める協力を要請する場

合は、県を通じて行うものとする。 
 
（協力） 
第３条 全日兵庫県本部は、前条の規定に基づく県又は市からの要請があった場合、会員である

宅地建物取引業者（以下「会員業者」という。）とともに、民間賃貸住宅に関するあっせん等及

びその円滑な提供に向けて、県又は市に可能な限り協力する。 
２ 会員業者は、第２条第１項第１号の要請に係るあっせんを無報酬で行うよう努める。同条同

項第２号の要請に係るあっせんの報酬については、県、市及び全日兵庫県本部の協議の上定め

る。 
 
（県又は市の役割） 
第４条 県又は市は、応急借上げ住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 
 一 応急借上げ住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 
 二 応急借上げ住宅の借上げに関すること 
 三 応急借上げ住宅入居者の入居許可及び退居に関すること 
 四 応急借上げ住宅の賃料等の支払いに関すること 
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 五 その他関係者との調整に関すること 
２ 県又は市は、前項に掲げる業務の一部を、全日兵庫県本部その他県又は市の定める者に委託

等することができる 
（全日兵庫県本部の役割） 
第５条 全日兵庫県本部は、第３条に基づき県又は市に協力するため、応急借上げ住宅の提供に

関する次の各号に掲げる事務を行う。 
 一 応急借上げ住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的とする賃借

人に対する応急借上げ住宅としての提供依頼及び意向確認に関すること 
 二 応急借上げ住宅として県又は市が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の適否

に係る確認に関すること 
 三 応急借上げ住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 
 四 県又は市から委託を受けた業務に関すること 
 五 その他関係者との調整に関すること 
 
（個別協定との関係） 
第６条 この協定は、県又は市が民間賃貸住宅の被災者への提供等に関して、全日兵庫県本部と

個別に締結している協定（この協定の適用日以降に締結するものを含む）の効力を妨げるもの

ではない。 
 
（協議） 
第７条 この協定の実施に関し必要な事項等については、県、市及び全日兵庫県本部の協議の上

定める。 
 
（雑則） 
第８条 第６条の個別協定を締結していない場合においては、大規模広域災害に該当しない災害

についても、この協定の規定を準用できる。 
 
第９条 この協定は、平成３１年 ４月 １日から適用する。 
  
本協定の締結を証するため、本書を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
平成３１年３月２８日 
 

兵庫県 
                  兵庫県知事 井戸 敏三 

 

神戸市 
                  神戸市長 久元 喜造 

 

公益社団法人全日本不動産協会兵庫県本部 
本部長 南村 忠敬  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－794－ 

資料 4-26 災害時における引船の協力に関する協定、同実施細目（協同組合神戸タグ協会） 

 

災害時における引船の協力に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と協同組合神戸タグ協会（以下「乙」という。）との間に、次のとおり協定

を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1条 この協定は、神戸市内（以下「本市内」という。）に地震、津波、風水害、その他の災害が発生

した場合（以下「災害時」という。）に神戸港の復旧等の協力に関する手続き等を定めるものとする。 

（協力要請） 

第 2 条 甲は、本市内に災害が発生し、港湾区域内に漂流した障害物の除去等のため引船の出動を必要

とするときには、乙に対し協力を要請することができる。 

2 前項により要請を受けた乙は、必要な引船を可能な限り出動させ、引船船長の判断によりでき得る限

り甲の行う救援活動に協力するものとする。 

（要請手続） 

第 3条 前条の規定による甲の要請は、みなと総局長が行う。 

2 甲が乙に要請をするに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話を以って連絡するものとし、事後、

甲は、速やかに実施細目に定める様式の文書を乙に提出するものとする。 

（１）要請を行った担当者名 

（２）要請した理由及び災害状況 

（３）要請期間及び場所 

（４）活動内容 

（５）要請する引船 

（６）その他必要な事項 

（救援活動） 

第 4 条 甲の要請により出動した引船は、みなと総局みなと振興部海務課長の指揮に従い、漂流物の除

去等の救援活動に従事するものとする。 

（報告） 

第 5 条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等を以って甲に報

告するものとし、事後、乙は、速やかに実施細目に定める様式の文書を甲に提出するものとする。 

（１）従事した引船及び従事者の名簿 

（２）従事日数 

（３）活動内容 

（４）その他必要な事項 

（作業料） 

第 6条 第 4条に定める救援活動に要した作業料は、甲乙協議して定めるものとする。 

（作業料の請求） 

第 7条 乙は、第 4条に定める救援活動の活動実績等を集計し、積算根拠を示し、甲に対し、甲の定める

区分ごとに一括して請求するものとする。 
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（作業料の支払い） 

第 8 条 甲は、前条の規定に基づき乙から作業料の支払請求があった場合は、速やかに乙に支払うもの

とする。 

（通知） 

第 9 条 甲は、本市内における災害時の円滑な協力が図れるよう、地域防災計画等に変更が生じたとき

は、その都度、乙に通知するものとする。 

（連絡体制等） 

第 10 条 本協定の実施に関する事項の連絡責任者は、甲にあってはみなと総局みなと振興部海務課長、

乙にあっては協同組合神戸タグ協会業務課長とする。 

2 乙は災害時における円滑な救助活動の協力が図れるよう、応援体制及び情報受伝達体制等の整備をす

るものとする。 

（実施細目） 

第 11条 本協定の実施に関し必要な手続きその他の事項は、甲乙協議して実施細目で定めるものとする。 

（有効期間） 

第 12条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25年 3月 31日までとする。ただし、有効期間が

満了する日の 30 日前までに甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしないかぎり、本協

定は有効期間が満了する日の翌日から１年間有効期間を延長するものとし、以後もまた同様とする。 

（協議） 

第 13条 本協定及び実施細目に定めるもののほか、本協定の実施に関して必要な事項は、その都度甲乙

協議して定めるものとする。 

（実施日） 

第 14条 本協定は、平成 24年 12月 1日から適用する。 

 

 本協定の締結を証するため、本書を 2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1通を保有する。 

 

平成 24年 11月 30日 

甲 神戸市中央区加納町 6丁目 5番 1号 

神戸市 

代表者 神戸市長 矢田 立郎 

 

 

乙 神戸市中央区港島 3丁目 2番 

協同組合神戸タグ協会 

代表者 理事長  南  一郎 
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災害時における引船の協力に関する協定実施細目 

 

（要旨等） 

第 1 条 この実施細目は、災害時における引船の協力に関する協定（以下「協定」という。）第 3 条第 2

項及び第 5条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な手続きその他の事項を定めるものとする。 

2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。 

（要請書） 

第 2条 協定第３条第 2項に規定する甲が乙に提出する文書の様式は、様式第 1のとおりとする。 

（引船のリスト等） 

第 3条 協定第 2条各項の要請に対し出動する引船は、別表のとおりとする。 

（報告書） 

第 4条 協定第 5条に規定する乙が甲に報告する文書の様式は、様式第 2のとおりとする。（作業料の請

求方法） 

第 5 条 協定第 7 条に協定する作業料の請求は、積算根拠を示す一覧表を添付した請求書により行うも

のとする。 

（実施日） 

第 6条 この実施細目は、平成 24年 12月 1日から適用する。 

 

この実施細目の成立を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1通を保有する。 

 

 

平成 24年 11月 30日 

甲 神戸市中央区加納町 6丁目 5番 1号 

神戸市 

代表者 神戸市長 矢田 立郎 

 

 

乙 神戸市中央区港島 3丁目 2番 

協同組合神戸タグ協会 

代表者 理事長  南 一郎 
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様式第 1 

令和 年 月 日 

 

災害時引船の協力要請書 

 

協同組合神戸タグ協会 

                様 

神戸市港湾局長 

                                       印 

 

災害時における引船の協力に関する協定第 3条第 2項の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。 

 

 

連 絡 先 

 

神戸市港湾局海務課長          電話 078-272-1611 

 

口頭、電話等によ

る連絡の日時 

 

令和 年 月 日 時 分 

 

要請理由及び災害

状況 

 

 

要請期間及び場所 

 

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

 

活動内容 

 

 

 

要請引船 

 

 

 

摘  要 
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様式第２ 

令和 年 月 日 

 

災害時引船の協力実施報告書 

 

神戸市港湾局長 

           様 

協同組合神戸タグ協会 

                                       印 

 

災害時における引船の協力に関する協定第 5条の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

 

連 絡 先 

 

協同組合神戸タグ協会            電話 078-302-7901 

 

従事引船 

 

 

 

従事者 

 

別添名簿のとおり 

 

従事日数 

 

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

 

活動内容 

 

 

 

摘  要 
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資料 4-27 災害時等における応急対策の協力に関する協定（株式会社あかつき） 

 

災害時等における応急対策の協力に関する協定 

 

 神戸市消防局（以下「甲」という。）と株式会社あかつき（以下「乙」という。）とは、災害時等における被

災者の救助、障害物の除去等に関する応急対策業務の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市内において、地震、風水害、大火災等の災害及びその他の事故等の災害が発生し

た場合（以下「災害時等」という。）、乙が所有するレッカー車両を使用し、被災者の救助や消防活動上必要

な障害物の除去等の応急対策業務の協力（以下「協力」という。）を行うことに関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（出動の要請） 

第２条 甲は、乙に対して協力要請を行うときは、次に掲げる事項を明示して電話等により協力を要請するも

のとする。 

(1)  災害等種別、発生場所及びその概要 

(2)  必要とする車両数 

(3)  その他必要な事項 

２ 乙は、前項の協力要請を受けたときは、速やかに乙が所有するレッカー車両を出 

動させるものとする。ただし、甲による協力の要請は、乙に協力その他の義務を発 

生させるものではない。 

（現場指揮） 

第３条 乙は、災害発生地を管轄する消防署長等の指揮のもと協力を行うものとする。 

（業務の終了） 

第４条 この協定による協力の終了は、次に定めるところによるものとする。 

(1)  甲が、応急対策業務の終了を告げたとき 

(2） 乙の都合により、協力の続行が不可能となったとき 

(活動状況の連絡) 

第５条 乙は、出動車両が乙の事業所に帰還した後、速やかに次の事項を災害発生地を管轄する消防署に連絡

するものとする。 

(1)  出動車両数等(人員・車両数及び車両の種類) 

(2)  活動時間及び往復経路 

(3)  活動内容 

(4)  その他必要な事項 

（訓練） 

第６条 甲と乙合同で、定期又は随時に訓練を行うものとする。 

（費用負担） 

第７条 協力により乙にかかる経費及び損害は、次条に定める場合を除き、乙が負担するものとする。ただし、

消防法（昭和 23年法律第 186 号）第 29 条第３項又は水防法（昭和 24年法律第 193 号）第 28 条第１項に基

づき甲の職員が、乙の機材を使用した場合の損失は、法の定めるところ従い、甲が時価によりその損失を補

償する。 

（損害補償等） 
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第８条 この協定の実施に伴う乙の社員及び第三者が被った損害に対する補償は、次に定めるところによる。 

(1) 乙の社員が、協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は協力したことによる

負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合で、当該協力行為が法令に定める要

件に該当するとき 甲の負担 

(2)  乙が出動途上又は帰還中に第三者に与えた損害 乙の負担 

 (損害補償事案の速報及び書類提出) 

第９条 乙は、第８条第１号に基づき甲が損害補償を負担することとなる事案が発生したときは速やかに甲に

連絡するとともに、甲の求めに応じ必要な書類等を提出するものとする。 

 (秘密の保持) 

第 10 条 乙は協力において知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。協定の解除後も同様とする。 

 (個人情報の保護) 

第 11 条 甲は「神戸市個人情報保護条例」（平成９年 10 月条例第 40号）に、及び乙は社内規定に基づき、個

人情報を取り扱う際には、適切に管理しなければならない。 

(疑義の措置) 

第 12 条 この協定に定めがない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ解決を図

るものとする。 

 (実施期日) 

第 13 条 この協定は、平成２１年１月１７日から実施する。 

 

本協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ各１通保有するものと

する。 

 

平成２１年１月１７日 

 

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市消防局 

代表者 消防局長 小野田 敏行 印 

 

 神戸市西区伊川谷町有瀬２７番地 

乙 株式会社あかつき 

代表者 代表取締役 吉岡 輝昌 印 
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資料 4-28 災害時等における消防用水の確保に関する協定書（大阪広域生コンクリート協同組合連合

会） 

 

災害時等における消防用水の確保に関する協定書 

 

兵庫県（以下、「甲」という。）と大阪広域生コンクリート協同組合（以下、「乙」という。）

は、火災、災害等が発生した場合（以下、「災害時等」という。）に必要な消防用水の確保に

関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力要請） 

第１条 甲は、災害時等において、県内の市町又は消防の事務を処理する一部事務組合（以

下、「県内市町等」という。）からコンクリートミキサー車等による消防用水供給の応援要

請があったときは、乙に対して、要請書（様式１）により、次に掲げる事項を明らかにし

要請するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、

その後、速やかに文書を交付するものとする。 

 (1) 火災、災害等の状況及び業務内容 

 (2) 応援を必要とする車両、資機材等の台数及び人員数 

 (3) 応援を必要とする日時、場所及び期間 

 (4) 現場責任者及び県内市町等担当者 

 (5) その他必要な事項 

 

（協力） 

第２条 乙は、甲から前条の規定により応援要請があったときは、やむを得ない事由のない

限り、通常業務に優先して当該要請に対し協力するものとする。 

 

（報告） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき応援業務を行った場合は、甲に対し、報告書（様式２）

により、速やかに報告するものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがないとき

は、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。 

 

（費用の負担） 

第４条 乙が応援業務に要した費用については、甲に要請を行った県内市町等（以下、「要

請市町等」という。）と乙で協議の上、乙が甲に請求し、甲は、要請市町等から相当額を

徴収した後に、乙に支払う。 

２ 料金等の算出方法については、当該災害時等における当該地域での通常の実費用を基準

として、要請市町等と乙が協議して定めるものとする。 

 

（損害の負担） 

第５条 第２条の規定による応援業務により生じた損害の負担については、要請市町等と乙
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が協議して定めるものとする。 

２ 要請市町等と乙との協議において紛争等が生じた場合、甲は、その紛争の解消に努める

ものとする。 

 

（補償） 

第６条 ２条の規定による応援業務に従事した者が、当該業務において負傷し、若しくは疾

病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、その都度、甲、乙及び要請市町等

が協議して行うものとする。 

   

（訓練の実施） 

第７条 この協定による応援業務が円滑に実施できるよう、甲と乙は協議して訓練を実施す

るものとする。 

 

（連絡責任者） 

第８条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては兵庫県の消防担当課長、乙において

は大阪広域生コンクリート協同組合専務理事または神戸事務所長とする。 

 

（適用） 

第９条 この協定は、令和２年11月16日から適用する。 

 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

令和２年11月16日 

 

甲 兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県 

兵庫県知事  井 戸 敏 三 

 

 

乙 大阪府大阪市中央区瓦町２丁目４番７号 

大阪広域生コンクリート協同組合 

理事長    木 村 貴 洋 
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資料 4-29 協定書（食料・物資の備蓄及び集積・配送拠点）（学校法人甲南学園、神戸学院、海星女子学

院神戸海星女子学院大学、学校法人行吉学園神戸女子大学） 

 

協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と 学校法人○○○○（以下「乙」という。）との間に，甲が乙の所有

する施設において，災害対策用の食糧・物資を備蓄すること及び災害時の食糧・物資の集積・配送拠点

として使用することについて，次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は，「神戸市民の安全の推進に関する条例」に基づき，風水害・地震等の緊急時に，

「神戸市地域防災計画」に定める被災者支援及び救助活動が円滑に実施されることを目的とする。 

（食糧・物資の備蓄） 

第２条 甲は，乙の指定する場所に食糧・物資を備蓄するものとする。また，品目及び管理については，

「神戸市地域防災計画」及び別に定める「食糧・物資供給マニュアル」によるものとする。 

（費用負担） 

第３条 前条に要する費用は，甲が負担するものとする。 

（使用施設） 

第４条 集積・配送拠点として使用する集積配送場所，派遣職員等の休養場所及び電話・FAX等の通信

施設については，乙が指定するものとする。 

（使用手続） 

第５条 乙は，災害の発生時等に甲が必要と認め，甲から施設の使用要請を受けた場合は，前条で指定

する施設を甲に提供するものとする。 

（使用期間） 

第６条 乙は，甲が使用目的を廃止するまで，その施設を提供するものとする。但し，乙が施設運営上

その施設を提供することが困難となった場合は，この限りではない。 

（指定用途の遵守）  

第７条 甲は，乙が提供する施設を，この協定に定める以外に使用してはならない。 

（疑義の解釈） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，その都度甲乙協議して定める

ものとする。 

 

本協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙それぞれ記名押印のうえ，各自その１通を保有

する。 

 

平成○○年○月○日 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲   神戸市 

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

乙   ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

＊平成 18年 3月 14日に学校法人甲南学園、平成 19年 4月 20日に学校法人神戸学院と締結、平成 27

年 4月 1日に学校法人海星女子学院神戸海星女子学院大学、平成 27年 12月 15日に学校法人行吉学

園神戸女子大学と締結 
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資料 4-30 協定書（食料・物資の備蓄及び集積・配送拠点）（特定目的会社阪神御影インベストメント） 

 

協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と 特定目的会社阪神御影インベストメント（以下「乙」という。）との

間に，甲が乙の所有する施設において，災害対策用の食糧・物資を備蓄すること及び災害時の食糧・物資

の集積・配送拠点として使用することについて，次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は，「神戸市民の安全の推進に関する条例」に基づき，風水害・地震等の緊急時に，「神

戸市地域防災計画」に定める被災者支援及び救助活動が円滑に実施されることを目的とする。 

（食糧・物資の備蓄） 

第２条 甲は，乙がその裁量により別途指定する場所に食糧・物資を備蓄するものとする。また，甲は，

「神戸市地域防災計画」及び別に定める「食糧・物資供給マニュアル」に基づいて，備蓄する食糧・物

資の品目を決定し，備蓄された食糧・物資の管理を行う。なお，乙は，備蓄された食糧・物資について，

一切の管理責任を負わないことを確認する。 

（費用負担） 

第３条 前条により乙が指定する場所（以下「備蓄場所」という。）について，食糧・物資の備蓄のため，

乙は甲に無償で使用させるものとする。但し，甲は，備蓄場所の使用にあたり，乙の営業及び施設管理

に支障を与えてはならない。 

２ 備蓄される食糧・物資の管理に要する費用は，甲が負担するものとする。 

（使用施設） 

第４条 乙は，災害の発生時に甲が必要と認め，甲から施設の使用要請を受けた場合は，集積・配送拠点

として使用する集積配送場所，派遣職員等の休養場所及び電話・FAX等の通信施設を，合理的な範囲内

で甲に提供するものとする。但し，通信施設の使用料その他乙に費用負担が生じた場合には，甲は乙に

対し，乙が負担した実費を支払うものとする。 

（賠償等） 

第５条 甲は，第４条に基づき提供を受けた場所及び施設について，乙が御影クラッセの営業を再開する

時，又は営業可能な状態のため平常どおり営業継続する時には，甲の責任において，速やかに使用を中

止し，原状に復した上で，乙に返還するものとする。 

２ 第２条に基づく食糧・物資の備蓄，第３条に基づく備蓄場所の使用，第４条に基づく施設・場所の使

用，その他本協定に基づく甲の行為に関し，乙に損害が発生した場合，甲は，乙に対し，当該損害を賠

償する。 

（使用期間） 

第６条 本協定の有効期間は，甲と乙らとの間で締結した平成 17年 11月 15日付土地売買仮契約書第 11

条 2項に規定する指定期間が経過するまでとする。なお、当該指定期間経過後の扱いについては、甲乙

協議して定めることとする。 

２ 乙が施設運営上その施設を売却等譲渡する場合は，この協定の内容について，引継ぐことを条件とす

るものとする。 

３ 甲及び乙は，相手方が本協定に違反した場合，相手方に是正を求める催告の上，合理的期間内に是正

がなされなかったときは，本協定を解約することができる。 

（指定用途の遵守） 

第７条 甲は，乙が提供する場所・施設等を，この協定に定める以外に使用してはならない。 

（疑義の解釈） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，その都度甲乙協議して定めるも

のとする。 
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 本協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙それぞれ記名押印のうえ，各自その１通を保有す

る。 

 

 

 

平成２３年８月１日 

 

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

 甲 神戸市 

  代表者 神戸市長  矢 田 立 郎 

 

  東京都千代田区丸の内３丁目２番３号 

 乙 東京共同会計事務所内 

  特定目的会社阪神御影インベストメント 

  代表者 取 締 役  荒 川 真 司 
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資料 4-31 協定書（食料・物資の備蓄及び集積・配送拠点）（兵庫六甲農業協同組合） 

 

協 定 書 
 

神戸市（以下「甲」という。）と兵庫六甲農業協同組合（以下「乙」という。）との間に，甲が乙の所

有する施設において，災害対策用の食糧・物資を備蓄することとについて，次のとおり協定を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 この協定は，「神戸市民の安全の推進に関する条例」に基づき，風水害・地震等の緊急時に，

「神戸市地域防災計画」に定める被災者支援及び救助活動が円滑に実施されることを目的とする。 

（食糧・物資の備蓄） 

第２条 甲は，乙の指定する場所に食糧・物資を備蓄するものとする。また，品目及び管理については，

「神戸市地域防災計画」及び別に定める「食糧・物資供給マニュアル」によるものとする。 

（費用負担） 

第３条 前条に要する費用は，甲が負担するものとする。 

（使用期間） 

第４条 乙は，甲が使用目的を廃止するまで，その施設を提供するものとする。但し，乙が施設運営上

その施設を提供することが困難となった場合は，この限りではない。 

（指定用途の遵守）  

第６条 甲は，乙が提供する施設を，この協定に定める以外に使用してはならない。 

（疑義の解釈） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，その都度甲乙協議して定める

ものとする。 

 

本協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙それぞれ記名押印のうえ，各自その１通を保有

する。 

 

平成２８年３月９日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲   神戸市 

代表者 神戸市長 久 元  喜 造 

 

神戸市北区有野中町 2丁目 12番 13号  

乙   兵庫六甲農業協同組合 

代表者 代表理事組合長 北 畑 親 昭 
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資料 4-32 災害時における資機材等に関する協定書（株式会社アクティオ） 

 

災害時における資機材等に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）とは、地震、風水害その他

の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）に必要な資機材等の供給に

ついて、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時における救援物資の調達などに関する甲の計画に対する乙の協力につい

て必要な事項を定める。 

 

（要請） 

第２条 甲は、次の各号に掲げる場合において、資機材等を調達する必要があると認めるときは、乙に

対しその保有する資機材等の供給を要請することができる。 

（１）神戸市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

（２）神戸市以外の災害の救助のため、国又は関係都道府県から資機材等の調達の斡旋を要請され、ま

たは特に必要を認めて斡旋を行うとき。 

 

（協力） 

第３条 乙は、甲から前条の規定による要請があったときは、当該要請に対し可能な範囲において協力

する。 

 

（調達資機材等の範囲） 

第４条 甲が乙に供給を要請する資機材等は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）供給要請対象資機材一覧（別紙①）に掲げる資機材 

（２）その他甲が指定する資機材等 

 

（要請の方法） 

第５条 第２条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急の場合で、文書をもって要請す

ることができない場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

２ 前項ただし書の場合にあっては、第６条の措置を執るものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第６条 乙は、第２条の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を執るとともに、そ

の措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 資機材等の供給に係る賃貸借料及び甲の要請に基づいて乙が行った運搬に係る費用は、甲が

負担するものとする。 

２ 前項の賃貸借料は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲及び乙が協議のうえ決定す
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るものとする。 

 

（運搬および引渡し） 

第８条 乙は、資機材等の運搬及び引渡しについては、甲の指示に従うものとする。 

２ 資機材等の搬送は、原則として乙が行うものとし、甲は、甲の指定する場所に職員を派遣し、資機

材等を確認のうえ、引渡しを受けるものとする。ただし、乙が搬送できない場合は、甲の指定する運

送業者が、乙の指定する場所において資機材等を確認のうえ、引渡しを受けるものとする。 

３ 甲は、前項の職員を派遣できない場合は、その他甲の指定する者に代行させることができる。 

 

（車両の通行） 

第９条 甲は、乙が資機材等を運搬及び供給する際は、乙及び乙の業務委託先の車両を緊急又は優先車

両として通行できるように可能な範囲で支援する。 

 

（代金の支払い） 

第１０条 乙は、第８条第２項の引渡し後、支払いの時期を甲乙協議の上決定し、資機材等の代金（引

渡し場所までの運賃を含む。以下同じ。）を甲に請求するものとし、甲は速やかに資機材等の代金を

支払うものとする。 

 

（連絡責任者の選任） 

第１１条 甲及び乙は、この協定に基づく甲に対する乙の支援が円滑に行われるよう、あらかじめ連絡

責任者を定めるものとする。 

 

（担当者名簿の作成） 

第１２条 甲及び乙は、この協定の成立の日および毎年４月１日現在の事務担当者名簿（別紙②）を作

成し、相互に交換するものとする。 

２ 前項の規定は、年度途中において記載事項に変更が生じた場合に準用する。 

 

（情報の交換） 

第１３条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行う

ものとする。 

 

（協議） 

第１４条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要がある場

合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１５条 この協定は、締結日から平成３１年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の１か月前までに、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知し、双方が合意しな

い限り、本協定はさらに１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

（その他） 
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第１６条 以上のとおり、本協定の締結を証するため、本協定２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各

自 1 通を保有する。 

 

 

 

平成３１年３月２８日 

 

 

甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市長  久 元 喜 造 

 

乙 東京都中央区日本橋３丁目１２番２号 

株式会社 アクティオ 

代表取締役社長  小 沼 直 人 
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資料 4-33 災害時における動物救護活動に関する協定書（社団法人兵庫県獣医師会他） 

 

災害時における動物救護活動に関する協定書 

 
兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市（以下、当該１県４市を「甲」という。）と、社団法人兵

庫県獣医師会、公益社団法人神戸市獣医師会、公益社団法人日本動物福祉協会及び○○○○○○（以下、

当該４団体を「乙」という。）は、兵庫県域において大規模な災害が発生した場合の被災動物救護活動に

ついて、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、甲と乙が相互に協力して実施する被災動物救護活動（以下、「救護活動」という。）

に関して必要な事項を定める。 

 

 （動物救援本部の設置） 

第２条 兵庫県域において大規模な災害が発生した場合、甲が乙に被災状況等の情報を提供し、乙が必要

と判断した場合には速やかに兵庫県動物救援本部（以下、「救援本部」という。）を設置する。 

２ 救援本部は、乙の団体で構成する。 

３ 乙以外の団体から救護活動に対して協力の申し入れがあった場合は、甲と乙が協議し、構成員として

の参加の可否を決定する。 

４ 救援本部の設置、運営等については、甲と乙が協議し、別途定める。 

 

 （被災動物救護施設） 

第３条 乙は、被災動物救護施設及びボランティア活動拠点として、別表１の施設又は別に甲が指定する

施設等を活用することができる。 

 

 （活動の基本方針） 

第４条 乙が行う救護活動は、ボランティアを基本とする。 

２ 救護活動にかかる経費は、原則として義援金で賄う。 

３ 救護活動の初期段階で必要な経費及び物資は、別表２の団体で構成された「緊急災害時動物救援本

部」から支援を受ける。 

４ 救護活動は、甲や国の関係機関の指導を受けるとともに、連携を密にして実施する。 

 

 （活動内容） 

第５条 乙は、次に掲げる活動を行う。 

(1) 飼養等されている動物に対する餌の配布 

(2) 負傷している動物の収容・治療・一時保管・新たな飼養者への譲渡 

(3) 放浪動物の収容・一時保管・新たな飼養者への譲渡 

(4) 被災者が飼養等困難な動物の一時保管・新たな飼養者への譲渡 

(5) 新たな飼養者探しのための情報の収集・提供 

(6) 動物に関する相談の実施 

(7) その他の救護活動 

（救護対象動物） 

第６条 救護活動を行う動物は、被災地域内の犬、ねこ及びその他の小動物（純粋な野生状態にある動物

は除く。）とする。 

２ 前項に定めのない動物を対象とする場合は、甲と乙が協議して決定する。 

 

 （甲の役割） 

第７条 甲は、乙が行う救護活動に対して、次に掲げる役割を担う。 

 (1) 救援本部立上げ及び活動の円滑な実施に対する支援・調整並びに救援本部会議への出席 

 (2) 甲のうち兵庫県は、被災地域を管轄する市町に対する救護活動への協力要請 
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 (3) 狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、動物の愛護及び管理に関する条例、遺失物法、

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等、関係法令を所管する部局との調整 

(4) 乙が実施する救護活動に必要な設備の調整、及び動物救護ボランティアの活動支援 

(5) 犬の登録頭数やねこの飼養匹数統計についての情報提供 

 (6) 特定動物飼養者等及び動物販売業者に対する緊急用檻（組立式等）の配備指導並びに災害時におけ

る動物救護マニュアルの作成指導 

２ 被災地域が限局した災害の場合に甲が行う対策は、別表３の区分により実施する。 

なお、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市は、他市内に限局した災害の場合にあっても、活動に関し

最大限の協力を行う。 

 

（救援本部会議） 

第８条 救護活動期間中、活動の円滑な実施を図るために甲と乙は定期的に救援本部会議を開催する。 

２ 救援本部会議に関することについては、別途定める。 

 

（活動の終了） 

第９条 乙は、第５条に規定する救護活動の必要がなくなったと判断したときは、甲と協議のうえ、救護

活動の終了を決定する。 

 

（救援物資等の整理） 

第 10条 乙は、救護活動を終了したときは、当該活動に使用した救援物資等を整理し、適正に処理する

とともに、再使用が可能なケージ等については、そのすべてを「緊急災害時動物救援本部」に引き継ぐ。 

２ 活動資金に残がある場合は、そのすべてを「緊急災害時動物救援本部」に引き継ぐ。 

３ 救護施設については、現状復旧し、甲に引き継ぐ。 

 

（活動記録の作成等） 

第 11条 乙は、救護活動を終了したときは、活動記録を作成するとともに、記録写真及び関係書類等を

添えて「兵庫県動物愛護管理推進協議会」に引き継ぐ。 

 

  (救援本部の解散) 

第 12 条 乙は、救護活動を終了後、第 10 条及び第 11 条の事務を引き継いだ後に救援本部を解散する。 

（連絡体制） 

第 13条 この協定の運用等に関する窓口は、別表４のとおりとする。 

 

（協定の期間） 

第 14条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から申し出がない限り継続する。 

 

 （協議） 

第 15条 この協定に関し、定めのない事項については、必要の都度、甲と乙が協議して決定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書９通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 平成 24年 1月 17日 

甲  神戸市中央区下山手通５丁目 10番１号 

 

                     兵庫県 

兵庫県知事 井戸 敏三 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

 

神戸市 

神戸市長  矢田 立郎 
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          姫路市安田４丁目１番地 

 

姫路市 

姫路市長  石見 利勝 

 

 

          尼崎市東七松町１丁目 23番１号 

 

尼崎市 

尼崎市長  稲村 和美 

 

 

西宮市六湛寺町 10番３号 

 

西宮市 

西宮市長  河野 昌弘 

 

乙  明石市鍛冶屋町４－３０ ２Ｆ－Ｃ 

 

社団法人 兵庫県獣医師会     

会長   横山 隆一 

 

 

          神戸市中央区浜辺通４丁目１番 23号 

 

              公益社団法人 神戸市獣医師会    

会長   中島 克元 

 

 

          東京都品川区西五反田８丁目１番８号 中村屋ビル４階 

 

公益社団法人 日本動物福祉協会  

理事長  山下 眞一郎 

 

 

           ○○○○○○ 

 

○○○○○○ 

       ○○○○○○ 
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別表１（第３条関係）  

施   設   名 所  在  地  

兵庫県動物愛護センター 兵庫県尼崎市西昆陽４－１－１  

兵庫県動物愛護センター三木支所 兵庫県三木市志染町窟屋 1242－48   

兵庫県動物愛護センター龍野支所 兵庫県たつの市龍野町富永 1311－３ 

兵庫県動物愛護センター淡路支所 兵庫県淡路市塩田新島５－３    

 

 

別表２（第４条第３項） 

構 成 団 体 所    在    地 

財団法人日本動物愛護協会 
東京都港区南青山７－８－１ 

南青山ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ６Ｆ 

公益社団法人日本動物福祉協会 
東京都品川区西五反田８－１－８ 

中村屋ﾋﾞﾙ４Ｆ 

公益社団法人日本愛玩動物協会 東京都新宿区信濃町８－１ 

社団法人日本獣医師会 
東京都港区南青山１－１－１ 

新青山ﾋﾞﾙ西館２３Ｆ 

 

 

別表３ （第７条第２項関係） 

限局被災地域 救援本部構成員 主体となる自治体 甲の協力体制 

神戸市内 

乙の構成４団体 

兵庫県、神戸市 神戸市、姫路市、尼

崎市及び西宮市

は、他市内に限局

した災害の場合に

あっても、活動に

関し最大限の協力

を行う。 

姫路市内 兵庫県、姫路市 

尼崎市内 兵庫県、尼崎市 

西宮市内 兵庫県、西宮市 

上記４市以外の市町 兵庫県 

 

 

別表４ （第 13条関係） 

甲 窓         口 

兵庫県 兵庫県健康福祉部生活消費局生活衛生課（078-341-7711） 

神戸市 神戸市健康局生活衛生課（078-331-8181） 

姫路市 姫路市動物管理センター（079-281-9741） 

尼崎市 尼崎市動物愛護センター（06-6434-2233） 

西宮市 西宮市動物管理センター（0798-81-1220） 
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資料 4-34災害時における愛玩動物への救護活動に関する協定（近畿地区連合獣医師会） 

 

災害時における愛玩動物への救護活動等に関する協定 

 甲（関西広域連合（構成団体：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥

取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市））と乙（近畿地区連合獣医師会（構成団

体：公益社団法人三重県獣医師会、公益社団法人滋賀県獣医師会、公益社団法人京都府獣

医師会、公益社団法人大阪府獣医師会、一般社団法人兵庫県獣医師会、公益社団法人奈良

県獣医師会、公益社団法人和歌山県獣医師会、公益社団法人京都市獣医師会、公益社団法

人大阪市獣医師会、公益社団法人神戸市獣医師会））は、災害時における愛玩動物への救護

活動等に関する相互の協力に関して、次のとおり協定を締結する。  

  

（趣旨）  

第１条 この協定は、甲と乙が相互に連携・協力して、災害時における愛玩動物への救護活

動等に関して必要な事項を定める。  

  

（依頼）  

第２条 甲は、災害時において、次条に掲げる活動を遂行するため必要があるときは、乙

に対し協力を依頼するものとし、乙は、可能な限りこの依頼に応じる。  

２ 前項の規定による依頼は、文書により活動の内容及び期間等を指定して行う。ただし、

その暇がないときは、口頭で依頼し、その後速やかに文書を送付する。  

  

（活動内容）  

第３条 この協定により、甲は乙に対して、次に掲げる活動を依頼する。  

（1）飼養等されている愛玩動物に対する餌の配布  

（2）負傷している愛玩動物の収容・治療・一時保管  

（3）被災者が飼養等困難な愛玩動物の一時保管・新たな飼養者への譲渡  

（4）新たな飼養者探しのための情報の収集・提供  

（5）愛玩動物に関する相談の実施  

（6）その他の救護活動  

  

（活動の基本方針）  

第４条 乙による活動はボランティアを基本方針とする。  

  

（情報の共有）  
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第５条 甲と乙は、事務局担当者の連絡先等の必要な情報共有を行うとともに、災害時にお

いては、支援ニーズの把握・情報共有に努める。  

  

（個別協定との関係）  

第６条 この協定は、広域連合の構成団体が災害時における愛玩動物への救護活動等に関し

て、各府県市獣医師会等と個別に締結している協定（この協定の適用日以降に締結する

ものを含む）の効力を妨げるものではない。  

  

（有効期間）  

第７条 この協定の有効期間は、締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の１か月前

までに、甲、乙のいずれからも改廃の申し出がない場合は１年間更新するものとし、そ

の後も同様とする。  

  

（その他）  

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義が生じたとき

は、その都度、甲、乙が協議して定める。  

  

この協定の締結を証するため、本書を作成し、記名押印の上、各１通を保有する。  

  

令和４年３月 24日  

   

 

甲           関西広域連合  

                                広域連合長   仁 坂  吉 伸  

  

   

                乙           近畿地区連合獣医師会  

                                会長        中 島  克 元  
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資料 4-35 災害時等における消毒及び衛生害虫等の駆除業務に関する協定書（一般社団法人兵庫県 

ペストコントロール協会） 

 

災害時等における消毒及び衛生害虫等の駆除業務に関する協定書 
 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人兵庫県ペストコントロール協会（以下「乙」という。）は
災害時における消毒及び衛生害虫等の発生に伴う駆除業務について次のとおり協定する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、神戸市における災害時等の感染症被害の拡大を防止する対策を円滑に実施し、ま
た、そ族・害虫による被害から市民生活の衛生と適正な環境を確保するため、乙の甲に対する協力に関
して必要な事項を定めるものとする。 

（業務） 
第２条 消毒及び駆除業務（以下「業務」という。）とは次に定める事業を行うことをいう。 
 （１）災害発生時において、甲から消毒作業実施に関しての指示があった場所において行う消毒。 
 （２）災害発生時において、市民生活の衛生及び適正な環境を確保するため、甲からそ族、衛生・不快

害虫の駆除作業実施に関しての指示があった場所において行う駆除。 
 （３）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、甲から消毒作業実施に関し

ての指示があった場所において行う消毒。 
 （４）前各号のほか、甲が必要と判断した事態における消毒及び駆除。 
（要請） 
第３条 甲は、災害時等の業務について、乙の協力が必要と認める時は、乙に対して、災害時等における
消毒及び衛生害虫等の駆除業務に関する協定実施細目（別紙）に定める協力要請書により要請するもの
とする。 
 ただし、文書をもって要請することが困難な場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書で要請する
ものとする。 

（協力体制） 
第 4 条 乙は、甲の協力要請を受けた場合、優先的に資機材の確保及び業務従事者の派遣を行うものと
する。 

（使用薬剤） 
第５条 業務に使用する薬剤は甲乙協議の上、決定するものとし、乙は当該薬剤の適正な使用方法を遵守
すること。 

（薬害防止） 
第６条 乙は業務の遂行に際して人的・物的被害が生じないことはもとより、周辺環境への影響が最小と
なるような細心の注意を払い業務を行うものとする。 

（経費の負担） 
第７条 甲は、乙が実施した第２条に掲げる業務に係る経費を負担するものとする。 
２ 料金等の算出方法については、災害発生時等の直前における適正価格を基準として、甲乙協議して定
めるものとする。 
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（個人情報の保護） 
第８条 乙は、業務の実施に当たって知り得た個人情報を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはなら
ない。この協定が終了した場合においても同様とする。 

（補償） 
第９条 業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、乙が負担するものとする。
ただし、その損害が甲の責に帰する理由により生じたときはこの限りではない。 

（災害時の情報提供） 
第 10 条 乙は、諸活動中に知り得た災害等による被害状況を、積極的に甲に提供するものとする。 
（連絡責任者） 
第 11 条 この協定に関する責任者は、あらかじめ連絡担当窓口を定め、災害等が発生した場合の甲乙相
互の連絡体制を確立しておく。 
（平時における準備） 
第 12 条 乙は、協会員との連絡体制を整えるなど、災害が発生した際は甲からの求めに応じ速やかに対
応できる体制をあらかじめ整えるものとする。 

２ この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、甲と乙は情報の共有に努めるものとする。 
（効力） 
第 13 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日ま
でに、甲、乙双方いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。 

（解除） 
第 14 条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日１カ月前までに書面により相手方に通
知するものとする。 

（協議） 
第 15 条 この協定の実施に関し必要な事項は別に定める。また、この協定に定めない事項については、
その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

 
この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 
令和４年９月７日 

甲 神戸市中央区加納町６丁目５－１ 
    神戸市長 久元 喜造 
 
 
乙 神戸市中央区相生町５丁目 12―18 
   一般社団法人兵庫県ペストコントロール協会 
    会長 竹ノ下 均次 
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資料 4-36 災害時における栄養・食生活支援に関する神戸市と公益社団法人兵庫県栄養士会との協定 

（公益社団法人兵庫県栄養士会） 

 

災害時における栄養・食生活支援に関する神戸市と公益社団法人兵庫県栄養士会との協定 

 

神戸市（以下，「甲」という。）と公益社団法人兵庫県栄養士会（以下，「乙」という。）との間に，災害

時における栄養・食生活支援に係る協力に関し，次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は，神戸市地域防災計画に基づき，甲が実施する避難所および在宅の要援護者に対す

る保健対策のうち巡回栄養相談（以下，「巡回栄養相談」という。）に係る乙の協力に関し，必要な事項

を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第 2条 甲は，神戸市地域防災計画に基づき，巡回栄養相談を行う必要が生じたときは，乙に対し協力を

要請することができる。 

2 甲は，前項の要請の必要がなくなったときは，乙に終了を通知するものとする。 

 

第 3条 前条に規定する甲の協力要請は，健康局長（神戸市災害対策本部健康部長）が行う。 

 

（管理栄養士・栄養士の派遣） 

第 4 条 乙は，甲からの協力の要請を受けたときは，巡回栄養相談を行うための要員として，管理栄養

士・栄養士を派遣するものとする。 

 

（管理栄養士・栄養士に対する指揮命令等） 

第 5 条 乙が派遣する管理栄養士・栄養士に対する指揮命令及び連絡調整は，甲が指定するものが行う

ものとする。 

 

（管理栄養士・栄養士の輸送） 

第 6条 管理栄養士・栄養士の輸送は，甲乙が共同して行うものとする。 

 

（業務） 

第 7条 乙が行う業務は，次の各号に掲げる業務とする。 

（１）被災者への巡回個別栄養相談 

（２）避難所での食事状況調査や啓発活動 

（３）特殊栄養食品（アレルギー児用粉ミルクや高齢者用食品等）の提供に係る支援 

 

（報告） 

第 8条 乙は，前条に規定する業務を行ったときは，その状況を記録するとともに，業務の終了後，所定

の様式により甲に報告するものとする。 

 

（費用弁償等） 

第 9 条 甲は，甲の要請に基づき乙が派遣した管理栄養士・栄養士が業務を実施した場合に要する経費

を負担するものとする。 

2 乙が運搬の協力を行った場合の経費については，甲が負担するものとする。 
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（災害補償） 

第 10条 甲は，乙が派遣した管理栄養士・栄養士が本業務において負傷し，疾病にかかり，又は死亡し

た場合には，災害救助法及び災害救助法施行令の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として，扶

助金相当額を乙に支払う。ただし，扶助金支払いのために加入する保険により支払われる保険金の額を

上限とする。 

（紛争処理） 

第 11条 本協定に基づく業務に関して紛争が生じたときは，甲は速やかにその原因を調査し，乙と協議

のうえ，紛争解決のための適切な措置を講じるものとする。 

 

（訓練） 

第 12条 甲は，この協定に基づく乙の協力が円滑に行われるよう，甲が主催する防災訓練，研修会等に

乙の参加を要請することができる。 

 

（実施細目） 

第 13条 この協定を実施するために必要な事項は，別に定めるものとする。 

 

（協議） 

第 14条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は，甲乙が協議して定めるものと

する。 

 

（有効期間） 

第 15条 この協定の有効期間は，協定締結の日から平成 29年 3月 31日までとする。ただし，この協定

の有効期限が満了する 1 か月前までに，甲又は乙から何らの意思表示がないときは，期間満了の日の

翌日から 1年間延長するものとし，以後も同様とする。 

 

 

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者記名押印のうえ，各自 1通を保有する。 

 

平成 29年 3月 30日 

 

 

神戸市中央区加納町 6丁目 5番 1号 

甲 神 戸 市 

代表者 神戸市長 久 元  喜 造 

 

 

 

神戸市中央区下山手通 4丁目 18番 1号  

ひょうご女性交流館 401号 

乙 公益社団法人 兵庫県栄養士会 

会 長  榊  由 美 子 
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災害時における栄養・食生活支援に関する神戸市と公益社団法人兵庫県栄養士会との協定実施細目 

 

 神戸市（以下，「甲」という。）と公益社団法人兵庫県栄養士会（以下，「乙」という。）が，平成 29

年 3月 30日をもって締結した「災害時における栄養・食生活支援に関する神戸市と公益社団法人兵庫県

栄養士会との協定（以下，「協定」という。）」第 13条の規定に基づき，実施細目を次のように定める。 

 

（協力要請） 

第 1 条 協定第 2 条の規定による甲の協力要請は，災害時における栄養・食生活支援に関する業務協定

要請書（様式第 1号）（以下，「要請書」という。）により行うものとする。ただし，緊急を要するため

文書により難い場合は，口頭，電話，ファックス等で行うことができる。 

2 前項ただし書きの規定により協力要請を行った場合は，要請後速やかに要請書を交付するものと

する。 

 

（派遣体制の確立） 

第 2 条 協定第 4 条及び第 5 条に規定する管理栄養士・栄養士の派遣においては，協力要請があった場

合に速やかに出動するための連絡網の確認，その他必要な準備等を行うものとする。 

 

（報告） 

第 3 条 協定第 8 条に規定する報告は，災害時における栄養・食生活支援に関する業務実施報告書（様

式第 2号）（以下，「報告書」という。）によるものとする。 

 

（費用弁償等） 

第 4条 協定第 9条に規定する経費については，管理栄養士・栄養士の派遣に要した諸経費とし，甲は，

前条に基づく乙からの報告書を受理後，遅滞なくその支払いを行うものとする。ただし，協定に基づく

管理栄養士・栄養士の派遣に対し，災害救助法第 7条の適用があった場合は，人件費を支給する。 

 

 

 この実施細目の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙両者記名押印のうえ，各自 1 通を保

有する。 

 

平成 29年 3月 30日  

 

 

神戸市中央区加納町 6丁目 5番 1号 

甲 神 戸 市 

代表者 神戸市長 久 元  喜 造 

 

 

 

神戸市中央区下山手通 4丁目 18番 1号  

ひょうご女性交流館 401号 

乙 公益社団法人 兵庫県栄養士会 

会 長  榊  由 美 子 
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（様式第 1号） 

神保健健第     号 

令和  年  月  日 

 

公益社団法人 兵庫県栄養士会 

会長           様 

 

神戸市健康局長 

（神戸市災害対策本部健康部長） 

 

 

災害時における栄養・食生活支援に関する業務協定要請書 

 

 

 本市では，このたびの災害において栄養・食生活支援に関する業務を行う必要がありますので，

貴会との協定に基づき管理栄養士・栄養士を派遣していただくよう協力要請します。 

 

１．要請内容 
 

２．業務場所 

 

 

 

３．派遣期間 

 

令和  年  月  日（ ）から令和  年  月  日（ ）まで 

 

４．班数および 

人員数 

 

    班    人 

５．活動条件 

 

 

６．特記事項 
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（様式第 2号） 

  年  月  日 

 

神戸市健康局長    あて 

（神戸市災害対策本部健康部長） 

 

 

公益社団法人 兵庫県栄養士会 

会長           

 

 

災害時における栄養・食生活支援に関する業務実施報告書 

 

 

 このたび市との協定に基づき，管理栄養士・栄養士を派遣し，業務を行いましたので報告しま

す。 

 

１．業務内容 
 

２．業務場所 

 

 

 

３．派遣期間 

 

令和  年  月  日（ ）から令和  年  月  日（ ）まで 

４．班数および 

人員数 

 

    班    人 

 

５．経費等  

 

 

 

（経費等については，内訳書及び履行がわかる書類を添付すること。）  
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資料 4-37 災害時における協力に関する協定（神戸 西神オリエンタルホテル） 

 

災害時における協力に関する協定 

 

神戸 西神オリエンタルホテル（以下「甲」という。）と神戸市（以下「乙」という。）とは、災害時に

おける協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、神戸市内に地震その他の災害が発生した場合において、甲が第３条に定める協力を

乙に対して行い、災害救助対応を円滑に遂行することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号に定

める被害をいう。 

２ この協定において「要援護者」とは、高齢者、障害者、妊婦など、援護を必要とする者及びその同伴

者をいう。 

 

（協力の内容） 

第３条 甲は、神戸市内に災害が発生したときは、乙の要請があった場合において、原則として災害発生

の日から 7日以内を上限とし、次の各号の協力を行うものとする。なお、大規模災害等が発生し、乙が

甲あて災害発生の日から 7日を越えた後も引き続き協力期間の延長を要請する場合は、甲乙協議の上、

状況に応じて適宜期間の延長を行うものとする。ただし、協力の範囲は甲の業務に支障を来さない範囲

とする。 

(1)施設屋内における要援護者の避難スペース（要援護者用避難所）の提供 

(2)要援護者用避難所の開設及び運営 

(3)要援護者用避難所入所者への入浴施設の提供 

(4)炊き出しを中心とした非常食の提供 

(5)その他甲が可能とする協力 

２ 甲は、第２条に定める災害以外の災害について、乙の要請があった場合は、可能な限り前項に準じて

協力を行うものとする。 

 

（協力経費の負担） 

第４条 前条の協力に要する経費は、原則として、甲の負担とする。ただし、法令並びにその他特段の定

めのあるものを除くほか、法令等に基づき自治体等から支払、補助等がある場合はこの限りではない。 

 

（防災訓練への参加） 

第５条 甲は、乙及び地域において行う防災訓練に参加し、防災に関する知識等を習得し、災害時におけ

る対応に万全を期すよう努めるものとする。 

 

（連絡責任者） 

第６条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては支配人、乙においては神戸市福祉局調査担当課長

とする。 

 

（協定の継続又は終了） 

第７条 甲に次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、甲と乙は、この協定の継続又は終了

について誠実に協議するものとする。 

(1)営業の終了 

(2)第三者への所有権の譲渡、株主の変更その他これに類する営業権の譲渡 
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（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年７月１日 

 

甲  （神戸 西神オリエンタルホテル） 

 

 

  

 

 

 

乙  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

  神 戸 市 

  代表者 神戸市長 矢 田 立 郎 

 

 
  

神戸市西区糀台５丁目６番３号 

株式会社 レインボースター 

代 表 取 締 役   高  川  晶 
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資料 4-38 災害時における相互協力に関する協定書（一般社団法人神戸市老人福祉施設連盟） 

 

災害時における相互協力に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人 神戸市老人福祉施設連盟（以下「乙」という。）は、災害

時における相互協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

〔目的〕 

第１条 この協定は、神戸市内において災害が発生した際、または発生するおそれがある場 

合に、被災地域の要援護者及び乙加盟の高齢者施設（以下「被災施設」という。）の入所者・利用者に、甲

乙双方が協力して安全で安心な生活支援を提供するため必要な事項について定めるものとする。 

 なお、福祉避難所協定に関する対応は、この協定の他、別途締結している「災害時における福祉避難所

の設置運営に関する協定」によるものとする。 

〔定義〕 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項に規

定する災害をいう。 

〔役割〕 

第３条 この協定において、甲は情報・物資の提供支援、乙は施設・介護人材の提供支援を主な役割とし、

双方の優位性を活かした協力・連携体制を構築し、速やかな被災者支援の実現を目指す。 

２ 各支援に関する詳細事項については、甲乙双方が協議し決定する。 

〔連絡部局・連絡責任者の配置〕 

第４条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう連絡部局・連絡責任者を選定し、連絡先とともに書面

により相手方に報告するものとする。また、変更があった場合も同様とする。 

〔災害発生時の情報共有〕 

第５条 甲は市内の被災状況等について情報収集し、適宜、乙に提供するものとする。 

２ 乙は、乙加盟施設の被災状況、被災施設からの支援要請等について情報収集し、適宜、甲に提供するも

のとする。 

３ 甲乙双方からの情報に基づき、連絡部局間で協議を行い、被災地域の要援護者及び被災施設へ的確な支

援を実施していくものとする。 

〔人的支援〕 

第６条 甲及び乙は、前条第３項の「的確な支援」の実施に向けて、次の事項について協議し可能な範囲で

対応していくものとする。 

１）緊急入所の受け入れ先の調整に関すること。 

２）関係団体への協力要請、ボランティアの受け入れ等、被災施設及び「基幹福祉避難所・福祉避難所」（以

下「福祉避難所等」という。）への人員配置に関すること。 

３）神戸市内で必要な人員・施設等が確保できず、他市町・他府県への支援が必要となったときの各自治体・

各連盟への支援要請に関すること。 

〔要援護者の移送〕 

第７条 乙加盟施設は、甲の要請に基づき、要援護者について可能な範囲で、緊急避難場所・避難所等から

福祉避難所等までの移送を行う。 

２ 乙は、前項の実施にあたり、必要に応じて乙加盟施設と調整を行う。 
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〔要援護者用物資の提供及び移送〕 

第８条 乙は、乙加盟の被災施設から物資の要請があった際は甲へ依頼し、甲は可能な範囲で物資の提供を

行う。 

２ 乙加盟施設は、甲の要請に基づき、甲が保有する要援護者用物資を平時から預かり、災害に備えて保管

を行う。 

３ 乙加盟施設は、災害が発生した際、甲の要請に基づき、要援護者用物資について可能な範囲で、甲の物

資拠点もしくは当該物資を保管している乙加盟施設から緊急避難場所・避難所・福祉避難所等までの移送

を行う。 

４ 乙は、前々項及び前項の実施にあたり、必要に応じて乙加盟施設との調整を行う。 

〔各区における責任者（対応窓口）の設置〕 

第９条 甲乙双方は、各区における責任者（対応窓口）を配置する。 

２ 区に災害対策（警戒）本部が設置された場合においては、甲乙双方の区責任者が必要な情報交換を行い、

第６条から第８条記載の事項について、可能な範囲で実施していくものとする。 

３ 甲乙双方の区責任者は、前項で協議し実施していく支援内容について、甲乙の連絡部局にそれぞれ報告

するものとする。 

４ 甲乙双方の区責任者は、災害発生時の協力体制構築に向けた会合を定期的に開催するよう努めるものと

する。 

〔必要経費〕 

第 10 条 甲及び乙は、本協定により必要経費が発生した場合は、負担等について別途協議を行うものとす

る。 

２ 第７条及び第８条にかかる経費については、別途定める。 

〔疑義〕 

第 11 条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

〔協定の期間〕 

第 12 条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から書面による意思表示がない限り継続するも

のとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ各一通 

保有する。 

 

令和３年３月 26日 

 

甲   神戸市中央区加納町 6-5-1 

                      神戸市 

                      神戸市長 久 元 喜 造 

 

乙   神戸市中央区橘通 3 丁目 4-1 

                      神戸市立総合福祉センター内 2階 

                      一般社団法人 神戸市老人福祉施設連盟 

                      理事長 松 井 年 孝  
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資料 4-39 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（一般社団法人神戸市老人福祉施設連盟） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人神戸市老人福祉施設連盟（以下「乙」という。）は、福祉

避難所の設置及び管理運営に係る協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、本市に大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合において、乙に加盟する

施設について、甲が福祉避難所として開設することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （福祉避難所） 

第２条 福祉避難所とは、災害発生時において、原則として身体等の状況が、通常の避難所では避難生活

が困難な要援護者（災害時に居所からの避難が必要となる者であって、避難所生活に特別の配慮を要す

る高齢者、障害者及びこれらに準ずる者をいう。）のために開設する避難所をいう。 

２ 福祉避難所の業務内容は、福祉避難所の設置及び維持管理並びに受け入れた要援護者に対する日常

生活上の支援（相談等を含む）とする。 

 

（指定施設） 

第３条 福祉避難所として指定する施設は、乙に加盟する施設とする。 

２ 前項の指定は別に定める手続きにより行う。 

 

 （協力の要請） 

第４条 甲は、第３条の施設を福祉避難所として開設する必要があるときは、その設置及び管理運営に係

る事項について、乙及び第３条に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)に協力を要請するもの

とする。この場合において、乙及び指定施設はできる限りこれを受け入れるよう努めるものとする。 

 

（要援護者の受入等） 

第５条 指定施設は、前条の規定による甲の要請を受け入れることが可能と判断したときは、速やかに要

援護者の受入体制を整え、受け入れることができる要援護者の人数等を甲に報告するものとする。 

２ 甲は、前項の報告を受けた場合は、福祉避難所に避難させる要援護者を特定し、これを乙及び指定施

設に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要援護者の状況報告、必要な処遇の協議等は、甲及び指定施設が連携して行

うものとする。ただし、緊急の場合においては、この限りではない。 

４ 福祉避難所への要援護者の移送については、原則として当該要援護者を介助する者又は甲が行う。こ

の場合において、指定施設は可能な範囲で協力を行うものとする。 

５ 要援護者を介助する者については、当該要援護者とともに福祉避難所に避難させることができるも

のとする。 

 

（開設期間等） 

第６条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から原則７日以内とする。ただし、期間の延長が必要な

場合は甲及び指定施設は協議の上、延長することができるものする。 

２ 指定施設は、前項の開設期間中は、福祉避難所の施設管理のため可能な範囲で当直者を配置するもの

とする。 

３ 前項の当直者を指定施設が配置できない場合については、甲は適切である者を選定し、その職にあた

らせるものとする。 
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 （必要な物資の調達及び人的支援） 

第７条 甲は、避難した要援護者に係る必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 指定施設は、前項に定める物資の調達について、甲と連携の上、可能な範囲で協力するものとする。 

３ 指定施設は、要援護者の生活支援、相談等を実施できるよう、介護支援者等の確保及び配置に努める

ものとする。 

４ 甲は、前項に定める介護支援者等の確保及び配置を支援するものとする。 

 

（費用の負担） 

第８条 甲は、指定施設に対し、福祉避難所の設置及び管理運営に係る経費について、災害救助法（昭和

22 年法律第 108号）その他関連法令等の定めるところにより、所要の実費を負担するものとする。 

 

 （意見交換等） 

第９条 甲及び乙は、必要に応じ、本協定の実施について必要な意見交換等を開催し、必要があれば見直

しを行うものとする。 

 

（協定の期間） 

第 10条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から書面による意思表示がない場合に限り継

続するものとする。 

 

（疑義の解決） 

第 11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定め

るものとする。 

 

この協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成 24年 1月 11日 

甲   神戸市中央区加納町６－５－１ 

                      神戸市 

                      神戸市長 矢 田 立 郎   

 

 

乙   神戸市中央区橘通３丁目４－１ 

    神戸市立総合福祉センター内２階 

                      一般社団法人 神戸市老人福祉施設連盟 

                      理事長  松 井 年 孝   
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資料 4-40 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（株式会社アベストコーポレーション） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 
 

神戸市（以下「甲」という。）と株式会社アベストコーポレーション（以下「乙」という。）は、福祉

避難所の設置及び管理運営に係る協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市内において、災害が発生又は発生するおそれがある時において（以下「災

害時等」という。）、乙の施設を福祉避難所として開設することに関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号

に規定する災害をいう。 

２ この協定において「福祉避難所」とは、一般の避難所での生活において、何らかの特別な配慮を要

する方（以下「要援護者」という。）のために開設する二次的避難所のことをいう。 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時等において、乙に対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。

この場合において、乙はできる限りこれを受け入れるよう努めるものとする。 

(1)要援護者及びその同伴者の避難スペースの提供 

(2)福祉避難所の運営 

(3)福祉避難所入所者への入浴施設の提供 

(4)炊き出しを中心とした非常食の提供 

(5)要援護者の移送その他の乙が可能とする協力 

 

（開設期間等） 

第４条 福祉避難所の開設期間は、原則７日以内とする。ただし、期間の延長が必要な場合は甲乙協議

の上、延長することができるものする。 

 

（費用の負担） 

第５条 甲は、乙に対し、福祉避難所の設置及び管理運営に係る経費について、災害救助法（昭和22年

法律第108号）その他関連法令等の定めるところにより、所要の実費を負担するものとする。 

 

（平常時の協力） 

第６条 甲が防災訓練等を実施するにあたり、乙の協力を要請した場合、乙は業務に支障をきたさない

範囲で参加するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第７条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては神戸市福祉局調査担当課長、乙においては社長

室室長とする。 

 

（協定の期間） 

第８条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から書面による意思表示がない場合に限り継

続するものとする。 
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（協定の継続又は終了） 

第９条 乙に次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、甲と乙は、この協定の継続又は終

了について誠実に協議するものとする。 

(1)営業の終了 

(2)第三者への所有権の譲渡、株主の変更その他これに類する営業権の譲渡 

 

（疑義の解決） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定

めるものとする。 

 

 

 

この協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成26年９月19日 

甲   神戸市中央区加納町６－５－１ 

                     神戸市 

                     神戸市長 久元 喜造 

 

乙   神戸市中央区波止場町６－１ 

    株式会社アベストコーポレーション 

    代表取締役社長 松山 みさお 
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資料 4-41 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（有馬温泉旅館協同組合） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と有馬温泉旅館協同組合（以下「乙」という。）は、福祉避難所の設置

及び管理運営に係る協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市内において、災害が発生又は発生するおそれがある時において（以下「災

害時等」という。）、乙の組合員が所有する施設を福祉避難所として開設することに関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとす

る。 

（1）災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第2条第1号に規定する災害 

（2）要援護者 避難生活において特別な配慮を要する高齢者、障害者及びこれらに準じる者 

（3）福祉避難所 災害時等において要援護者のために開設する避難所 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、乙を通じて乙の組合員に対し、災害時等において、次に掲げる事項について協力を要請

することができる。この場合において、乙の組合員はできる限りこれを受け入れるよう努めるものと

する。 

(1)要援護者及びその同伴者の避難スペースの提供 

(2)福祉避難所の運営 

(3)福祉避難所入所者への入浴施設の提供 

(4)炊き出しを中心とした非常食の提供 

(5)要援護者の移送その他の乙が可能とする協力 

 

（福祉避難所指定施設） 

第４条 前条第１項の規定により、甲が乙に協力の要請をすることができる施設は、別紙 

のとおりとする。 

 

（要請の方法等） 

第５条 甲が乙に対し前条に規定する要請をするときは、文書により行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急の場合は、甲は、口頭によりこれを行うことができる。 

３ 乙は、甲から第１項又は第２項の規定により要請があった場合は、乙の組合員へ被災状況及び受

入可否の調査を行い、協力可能な施設名および受入可能人数を甲に文書又は口頭で伝えるものと

する。 

 

（開設期間等） 
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第６条 福祉避難所の開設期間は、原則７日以内とする。ただし、期間の延長が必要な場合は甲乙協議

の上、延長することができるものする。 

 

（費用の負担） 

第７条 甲は、福祉避難所として使用した施設を所有する乙の組合員に対し、福祉避難所の設置及び管

理運営に係る経費について、災害救助法（昭和22年法律第108号）その他関連法令等の定めるところ

により、所要の実費を負担するものとする。 

 

（平常時の協力） 

第８条 甲が防災訓練等を実施するにあたり、乙及び乙の組合員に協力を要請した場合、乙及び乙の組

合員は業務に支障をきたさない範囲で参加するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第９条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては神戸市福祉局調査担当課長、乙においては理事

長とする。 

 

（協定の期間） 

第10条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から書面による意思表示がない場合に限り継

続するものとする。 

 

（協定の継続又は終了） 

第 11条 乙の組合員に次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、甲と乙は、 

この協定の継続又は終了について誠実に協議するものとする。 

(1)営業の終了 

(2)第三者への所有権の譲渡、株主の変更その他これに類する営業権の譲渡 

 

（疑義の解決） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定

めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和元年5月23日 

甲   神戸市中央区加納町６－５－１ 

                      神戸市 

                      神戸市長 久元 喜造  

 

乙   神戸市北区有馬町790番地3     

       有馬温泉旅館協同組合 

      理事長  當谷 逸郎  
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資料 4-42 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（神戸市身体障害者施設連盟） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と神戸市身体障害者施設連盟（以下「乙」という。）は，福祉避難所の設置

及び管理運営に係る協力について，次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は，神戸市内において，災害が発生又は発生するおそれがある時（以下「災害時等」と

いう。）において，乙に加盟する施設について，福祉避難所として開設することに関し，必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において，次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 

⑴災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害 

⑵要援護者 避難生活において特別な配慮を要する高齢者，障害者及びこれらに準じる者 

⑶福祉避難所 災害時等において要援護者のために開設する避難所 

⑷指定施設 甲が第３条の規定に基づき指定する乙に加盟する施設 

（指定施設の指定） 

第３条 指定施設は，乙の申し出に基づき，甲が指定する。 

２ 指定施設の管理者は，当該指定施設の福祉避難所設置計画書を甲に提出するものとする。 

（協力の要請） 

第４条 甲は，災害時等において，指定施設の管理者に対して次の各号に掲げる事項について協力を要請

することができる。 

⑴福祉避難所の開設及び管理 

⑵受け入れた要援護者に対する避難生活の支援（相談等を含む） 

２ 前項の要請を受けたとき，指定施設の管理者は，可能なかぎり，これに協力するものとする。 

（要援護者の受け入れ） 

第５条 指定施設の管理者は，前条の規定による甲の要請を受け入れることが可能と判断したときは，速

やかに要援護者の受入体制を整え，受け入れることができる要援護者の人数を甲に報告するものとす

る。 

２ 前項の報告を受けたとき，甲は福祉避難所に避難させる要援護者を特定し，これを指定施設の管理者

に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要援護者の状況報告，必要な処遇その他の協議は，甲及び指定施設の管理者

で行うものとする。 

４ 福祉避難所への要援護者の移送については，原則として，当該要援護者を介助する者又は甲が行うも

のとする。ただし，当該福祉避難所を管理する指定施設の管理者は，可能な範囲で協力を行うものとす

る。 

５ 指定施設の管理者は，福祉避難所に受け入れた要援護者に介助をする者がいるときは，当該介助する

者を福祉避難所に受け入れるものとする。 

（開設期間） 

第６条 福祉避難所の開設期間は７日以内とする。ただし，その期間を延長する必要があるときは甲及び
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当該指定施設の管理者と協議の上，延長することができる。 

（必要な物資の調達） 

第７条 甲は，避難した要援護者に必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 指定施設の管理者は，前項に定める物資の調達について，可能なかぎり，協力するものとする。 

 （費用の負担） 

第８条 甲は，乙又は指定施設の管理者に対し，福祉避難所の設置及び管理運営に係る経費にについて，

災害救助法（昭和22年法律第108号）その他関連法令等の定めるところにより，所要の実費を負担する

ものとする。 

（連絡責任者） 

第９条 この協定の実施にあたり，甲乙あらかじめ連絡責任者を定めるものとする。 

２ 災害発生時において，連絡責任者は相互に連携し，福祉避難所の開設その他必要な事項について協議

するものとする。 

３ 連絡責任者を変更したときは，速やかに相手方に連絡するものとする。 

（平常時の協力） 

第10条 甲が防災訓練その他の訓練を実施するとき，乙及び指定施設の管理者は，業務に支障をきたさな

い範囲で参加するものとする。 

（協定の期間） 

第11条 この協定は，締結の日から効力を発し，甲又は乙から書面による意思表示がないかぎり，継続す

るものとする。 

（疑義の解決） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは，甲乙協議して，定めるも

のとする。 

 

この協定の成立を証するため，協定書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有する。 

 

平成28年５月30日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５－１ 

甲 神戸市 

神戸市長  久 元 喜 造 

 

神戸市北区有野町二郎字篭谷898番10 

乙 神戸市身体障害者施設連盟 

会  長  大 西 孝 男 
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資料 4-43 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（神戸市知的障害者施設連盟） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と神戸市知的障害者施設連盟（以下「乙」という。）は，福祉避難所の

設置及び管理運営に係る協力について，次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は，神戸市内において，災害が発生又は発生するおそれがある時（以下「災害時等」と

いう。）において，乙に加盟する施設について，福祉避難所として開設することに関し，必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において，次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 

⑴災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害 

⑵要援護者 避難生活において特別な配慮を要する高齢者，障害者及びこれらに準じる者 

⑶福祉避難所 災害時等において要援護者のために開設する避難所 

⑷指定施設 甲が第３条の規定に基づき指定する乙に加盟する施設 

（指定施設の指定） 

第３条 指定施設は，乙の申し出に基づき，甲が指定する。 

２ 指定施設の管理者は，当該指定施設の福祉避難所設置計画書を甲に提出するものとする。 

（協力の要請） 

第４条 甲は，災害時等において，指定施設の管理者に対して次の各号に掲げる事項について協力を要請

することができる。 

⑴福祉避難所の開設及び管理 

⑵受け入れた要援護者に対する避難生活の支援（相談等を含む） 

２ 前項の要請を受けたとき，指定施設の管理者は，可能なかぎり，これに協力するものとする。 

（要援護者の受け入れ） 

第５条 指定施設の管理者は，前条の規定による甲の要請を受け入れることが可能と判断したときは，速

やかに要援護者の受入体制を整え，受け入れることができる要援護者の人数を甲に報告するものとす

る。 

２ 前項の報告を受けたとき，甲は福祉避難所に避難させる要援護者を特定し，これを指定施設の管理者

に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要援護者の状況報告，必要な処遇その他の協議は，甲及び指定施設の管理者

で行うものとする。 

４ 福祉避難所への要援護者の移送については，原則として，当該要援護者を介助する者又は甲が行うも

のとする。ただし，当該福祉避難所を管理する指定施設の管理者は，可能な範囲で協力を行うものとす

る。 

５ 指定施設の管理者は，福祉避難所に受け入れた要援護者に介助をする者がいるときは，当該介助する

者を福祉避難所に受け入れるものとする。 

（開設期間） 

第６条 福祉避難所の開設期間は７日以内とする。ただし，その期間を延長する必要があるときは甲及び
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当該指定施設の管理者と協議の上，延長することができる。 

（必要な物資の調達） 

第７条 甲は，避難した要援護者に必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 指定施設の管理者は，前項に定める物資の調達について，可能なかぎり，協力するものとする。 

 （費用の負担） 

第８条 甲は，乙又は指定施設の管理者に対し，福祉避難所の設置及び管理運営に係る経費にについて，

災害救助法（昭和22年法律第108号）その他関連法令等の定めるところにより，所要の実費を負担する

ものとする。 

（連絡責任者） 

第９条 この協定の実施にあたり，甲乙あらかじめ連絡責任者を定めるものとする。 

２ 災害発生時において，連絡責任者は相互に連携し，福祉避難所の開設その他必要な事項について協議

するものとする。 

３ 連絡責任者を変更したときは，速やかに相手方に連絡するものとする。 

（平常時の協力） 

第10条 甲が防災訓練その他の訓練を実施するとき，乙及び指定施設の管理者は，業務に支障をきたさな

い範囲で参加するものとする。 

（協定の期間） 

第11条 この協定は，締結の日から効力を発し，甲又は乙から書面による意思表示がないかぎり，継続す

るものとする。 

（疑義の解決） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは，甲乙協議して，定めるも

のとする。 

 

この協定の成立を証するため，協定書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有する。 

 

平成28年６月６日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５－１ 

甲 神戸市 

神戸市長  久 元 喜 造 

 

神戸市北区有野中町２丁目５－19 

乙 神戸市知的障害者施設連盟 

会  長  松 端 信 茂 
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資料 4-44 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（有料老人ホーム神戸ゆうゆうの里） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と有料老人ホーム神戸ゆうゆうの里（以下「乙」という。）は、福祉避

難所の設置及び管理運営に係る協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市内において、災害が発生又は発生するおそれがある時において（以下「災害

時等」という。）、乙の施設を福祉避難所として開設することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に

規定する災害をいう。 

２ この協定において「福祉避難所」とは、一般の避難所での生活において、何らかの特別な配慮を要す

る方（以下「要援護者」という。）のために開設する二次的避難所のことをいう。 

 

 （協力の要請） 

第３条 甲は、災害時等において、乙に対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。こ

の場合において、乙はできる限りこれを受け入れるよう努めるものとする。 

 (1)福祉避難所の設置及び維持管理 

 (2)受け入れた要援護者に対する日常生活上の支援（相談等を含む） 

 

（開設期間等） 

第４条 福祉避難所の開設期間は、原則７日以内とする。ただし、期間の延長が必要な場合は甲乙協議の

上、延長することができるものする。 

 

 （必要な物資の調達） 

第５条 甲は、避難した要援護者に係る必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 乙は、前項に定める物資の調達について、可能な範囲で協力するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 甲は、乙に対し、福祉避難所の設置及び管理運営に係る経費について、災害救助法（昭和22年法

律第108号）その他関連法令等の定めるところにより、所要の実費を負担するものとする。 

 

 （連絡責任者） 

第７条 この協定の実施にあたり、甲乙あらかじめ連絡責任者を決め、災害発生時には速やかに相互に連

絡をとるものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡責任者を変更したときは、速やかに相手方に通知するものとする。 

 

（平常時の協力） 
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第８条 甲が防災訓練等を実施するにあたり、乙の協力を要請した場合、乙は業務に支障をきたさない範

囲で参加するものとする。 

 

（協定の期間） 

第９条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から書面による意思表示がない場合に限り継続

するものとする。 

 

（疑義の解決） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定め

るものとする。 

 

 

 

この協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成26年９月19日 

甲   神戸市中央区加納町６－５－１ 

神戸市 

神戸市長 久元 喜造  

 

 

乙   神戸市北区鳴子３－１－２ 

神戸ゆうゆうの里 

施設長 杉山 行由 
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資料 4-45 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（国立障害者リハビリテーションセンタ

ー自立支援局神戸視力障害センター） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害セ

ンター（以下「乙」という。）は，福祉避難所の設置及び管理運営に係る協力について，次のとおり協

定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は，神戸市内において，災害が発生又は発生するおそれがある時（以下「災害時等」と

いう。）において，乙の施設について，福祉避難所として開設することに関し，必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この協定において，次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 

⑴災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害 

⑵要援護者 避難生活において特別な配慮を要する高齢者，障害者及びこれらに準じる者 

⑶福祉避難所 災害時等において要援護者のために開設する避難所 

（福祉避難所設置計画書の提出） 

第３条 乙は、福祉避難所設置計画書を甲に提出するものとする。 

（協力の要請） 

第４条 甲は，災害時等において，乙に対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。 

⑴ 福祉避難所の開設及び管理 

⑵ 主に視覚障害のある要援護者の受け入れ及び避難生活の支援（相談等を含む） 

（開設期間） 

第５条 福祉避難所の開設期間は７日以内とする。ただし，その期間を延長する必要があるときは甲乙協

議の上，延長することができる。 

（必要な物資の調達） 

第６条 甲は，避難した要援護者に必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 乙は，前項に定める物資の調達について，可能なかぎり，協力するものとする。 

 （費用の負担） 

第７条 甲は，乙に対し，福祉避難所の設置及び管理運営に係る経費について，災害救助法（昭和22年法

律第108号）その他関連法令等の定めるところにより，所要の実費を負担するものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 この協定の実施にあたり，甲乙あらかじめ連絡責任者を定めるものとする。 

２ 災害発生時において，連絡責任者は相互に連携し，福祉避難所の開設その他必要な事項について協議

するものとする。 

３ 連絡責任者を変更したときは，速やかに相手方に連絡するものとする。 
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（平常時の協力） 

第９条 甲が防災訓練その他の訓練を実施するとき，乙は，業務に支障をきたさない範囲で参加するもの

とする。 

（協定の期間） 

第10条 この協定は，締結の日から効力を発し，甲又は乙から書面による意思表示がないかぎり，継続す

るものとする。 

（疑義の解決） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは，甲乙協議して，定めるも

のとする。 

 

 

この協定の成立を証するため，協定書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有する。 

 

 

 

平成29年２月１５日 

 

 

 

神戸市中央区加納町６丁目５－１ 

甲 神戸市 

神戸市長  久 元 喜 造 

 

 

神戸市西区曙町１０７０ 

乙 国立障害者リハビリテーションセンター 

自立支援局 神戸視力障害センター 

所 長  村 上 洋 二 
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資料 4-46 災害時における要援護者支援に関する協定（学校法人玉田学園） 

 

災害時における要援護者支援に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と学校法人玉田学園（以下「乙」という。）は、災害時における要援護

者実態調査への専門職等の派遣並びに福祉避難所のための場所の提供及び管理運営に係る協力につい

て、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市内において、災害が発生又は発生するおそれがある時において（以下「災

害時等」という。）、指定避難所において甲が実施する要援護者実態調査への乙による人的協力及び乙

の施設を福祉避難所として開設することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号

に規定する災害をいう。 

２ この協定において「福祉避難所」とは、一般の避難所での生活において、何らかの特別な配慮を要

する方（以下「要援護者」という。）のために開設する二次的避難所のことをいう。 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時等において、乙に対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。

この場合において、乙はできる限りこれを受け入れるよう努めるものとする。 

(1)指定避難所において甲が実施する要援護者実態調査(健康調査)への専門職等の派遣 

(2)甲が開設する福祉避難所のための場所の提供及び管理運営 

(3)前号で開設した福祉避難所で受入れた要援護者に対する日常生活上の支援（相談等を含む） 

（派遣班に対する指揮命令等） 

第４条 乙が派遣する専門職に対する指揮命令及び連絡調整は、第８条で定める連絡責任者を窓口に

甲が行うものとする。 

（福祉避難所の開設期間） 

第５条 福祉避難所の開設期間は、原則７日以内とする。ただし、期間の延長が必要な場合は甲乙協議

の上、延長することができるものする。 

（必要な物資の調達） 

第６条 甲は、第３条により要請する協力の実施に係る必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 乙は、前項に定める物資の調達について、可能な範囲で協力するものとする。 

（費用の負担） 

第７条 甲は、乙に対し、第３条により甲が要請する協力の実施に係る経費について、災害救助法（昭

和22年法律第108号）その他関連法令等の定めるところにより、所要の実費を負担するものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 この協定の実施にあたり、甲乙は、あらかじめ連絡責任者を決め、災害発生時には速やかに相

互に連絡をとるものとする。 

２ 甲及び乙は、連絡責任者を変更したときは、速やかに相手方に通知するものとする。 

 

（平常時の協力） 
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第９条 甲が防災訓練等を実施するにあたり、乙の協力を要請した場合、乙は業務に支障をきたさない

範囲で参加するものとする。 

２ 乙が学生を対象に防災カリキュラムを実施するにあたり、甲の協力を要請した場合、甲は業務に支

障をきたさない範囲で協力するものとする。 

（守秘義務） 

第 10条 乙は、第３条により甲が要請する協力の実施において、知り得た情報を他に漏らしてはなら

ない。 

（協定の期間） 

第 11条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から書面による意思表示がない場合に限り

継続するものとする。 

（疑義の解決） 

第 12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定

めるものとする。 

 

 

 

この協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成27年５月１日 

 

 

甲   神戸市中央区加納町６－５－１ 

神戸市 

神戸市長 久元 喜造 

 

 

乙   神戸市長田区大谷町2-6-2 

玉田学園 

理事長 旭 次郎 
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資料 4-47 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（クオリティライフ株式会社） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）とクオリティライフ株式会社（以下「乙」という。）は，福祉避難所の設置

及び管理運営に係る協力について，次のとおり協定を締結する。 

 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は，神戸市内において，災害が発生又は発生するおそれがある時（以下「災害時等」とい

う。）において，乙の管理する施設（「コ・クール垂水」）について，福祉避難所として開設することに関

し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において，次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 

(1)災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害 

(2)要援護者 避難生活において特別な配慮を要する高齢者，障害者（児）及びこれらに準じる者 

(3)福祉避難所 災害時等において要援護者のために開設する避難所 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は，災害時等において，乙に対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。 

(1)福祉避難所の開設及び管理 

(2)受け入れた要援護者に対する避難生活の支援（相談等を含む） 

 

（開設期間） 

第４条 福祉避難所の開設期間は７日以内とする。ただし，その期間を延長する必要があるときは甲乙協議

の上，延長することができる。 

 

（必要な物資の調達） 

第５条 甲は，避難した要援護者に必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 乙は，前項に定める物資の調達について，可能なかぎり，協力するものとする。 

 

 （費用の負担） 

第６条 甲は，乙に対し，福祉避難所の設置及び管理運営に係る経費について，災害救助法（昭和22年法律

第108号）その他関連法令等の定めるところにより，所要の実費を負担するものとする。 

 

 

（連絡責任者） 

第７条 この協定の実施にあたり，甲乙あらかじめ連絡責任者を定めるものとする。 

２ 災害発生時において，連絡責任者は相互に連携し，福祉避難所の開設その他必要な事項について協議す

るものとする。 
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３ 連絡責任者を変更したときは，速やかに相手方に連絡するものとする。 

 

（平常時の協力） 

第８条 甲が防災訓練その他の訓練を実施するとき，乙は，業務に支障をきたさない範囲で参加するものと

する。 

 

（協定の期間） 

第９条 この協定は，締結の日から効力を発し，甲又は乙から書面による意思表示がないかぎり，継続する

ものとする。 

 

（疑義の解決） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは，甲乙協議して，定めるもの

とする。 

 

この協定の成立を証するため，協定書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有する。 

 

平成29年８月21日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５－１ 

甲 神戸市 

神戸市長  久 元 喜 造 

 

神戸市垂水区下畑町498番53 

乙 クオリティライフ株式会社 

代表取締役 古賀 広文 
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資料 4-48 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（桜商事株式会社･日本都市ホテル開発株

式会社） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と神戸プラザホテルを所有する桜商事株式会社（以下「乙」という。）

及びホテル運営委託先の日本都市ホテル開発株式会社（以下「丙」という。）は，福祉避難所の設置及

び管理運営に係る協力について，次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は，神戸市内において，災害が発生又は発生するおそれがある時（以下「災害時等」

という。）において，乙の施設について，福祉避難所として開設することに関し，必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において，次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に掲げるとおりとす

る。 

⑴災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害 

⑵要援護者 避難生活において特別な配慮を要する高齢者，障害者及びこれらに準じる者 

⑶福祉避難所 災害時等において要援護者のために開設する避難所 

（協力の要請） 

第３条 甲は，災害時等において，乙及び丙に対して次に掲げる事項について協力を要請することがで

きる。 

⑴福祉避難所の開設及び管理 

⑵受け入れた要援護者に対する避難生活の支援（相談等を含む） 

（開設期間） 

第４条 福祉避難所の開設期間は７日以内とする。ただし，その期間を延長する必要があるときは甲乙

丙協議の上，延長することができる。 

（必要な物資の調達） 

第５条 甲は，避難した要援護者に必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 乙及び丙は，前項に定める物資の調達について，可能なかぎり，協力するものとする。 

 （費用の負担） 

第６条 甲は，乙及び丙に対し，福祉避難所の設置及び管理運営に係る経費について，災害救助法（昭

和22年法律第108号）その他関連法令等の定めるところにより，所要の実費を負担するものとする。 

（連絡責任者） 

第７条 この協定の実施にあたり，甲乙丙あらかじめ連絡責任者を定めるものとする。 

２ 災害発生時において，連絡責任者は相互に連携し，福祉避難所の開設その他必要な事項について協

議するものとする。 

３ 連絡責任者を変更したときは，速やかに相手方に連絡するものとする。 

（平常時の協力） 

第８条 甲が防災訓練その他の訓練を実施するとき，乙及び丙は，業務に支障をきたさない範囲で参加

するものとする。 
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（協定の期間） 

第９条 この協定は，締結の日から効力を発し，甲，乙又は丙から書面による意思表示がないかぎり，

継続するものとする。 

（疑義の解決） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは，甲乙丙協議して，定め

るものとする。 

 

この協定の成立を証するため，協定書３通を作成し，甲乙丙記名押印の上，各１通を保有する。 

 

平成29年12月22日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

神戸市長  久 元 喜 造 

 

神戸市中央区元町通２丁目９番１号 

乙 桜商事株式会社 

代表取締役  岡本 芳邦 

 

 

大阪市西区西本町２丁目５番２８号 

丙 日本都市ホテル開発株式会社 

代表取締役  清水  優 
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資料 4-49 災害時における福祉避難所の設置，開設及び運営に関する覚書（神戸市立看護大学） 

 

災害時における福祉避難所の設置，開設及び運営に関する覚書 

 

福祉局（以下「甲」という。）と神戸市看護大学（以下「乙」という。）は，神戸市看護大学における

福祉避難所の設置，開設及び管理運営(以下「設置等」という。)について，次のとおり覚書を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この覚書は，神戸市内において，災害が発生又は発生する恐れがある時（以下「災害時等」と

いう。）において，乙の施設について，福祉避難所の設置等に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この覚書において，用語の定義は，それぞれ次の各号に掲げる当該各号のとおりとする。 

(1)災害 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号に規定する災害 

(2)要援護者 避難生活において特別な配慮を要する高齢者，障害者及びこれらに準じる者 

(3)福祉避難所 災害時等において要援護者のために設置する避難所(以下「避難所」という)。 

（避難所の計画書・運用マニュアルの作成） 

第３条 甲及び乙は，双方協議し，避難所の設置等及び要援護者の受け入れに係る計画書・運用マニュ

アルを作成するものとする。 

（避難所の設置等及び協力の要請） 

第４条 甲は，災害時等において避難所を設置し開設するものとする。 

２ 甲は，災害時等において，乙に対して次に掲げる事項について協力を要請することができる。 

(1)避難所の管理運営 

(2)要援護者の受け入れ及び避難生活の支援（相談等を含む。） 

(3)必要な物資の備蓄 

（開設期間） 

第５条 避難所の開設期間は概ね７日以内とする。ただし，その期間を延長する必要があるときは甲乙

協議するものとする。 

（必要な物資の調達） 

第６条 甲は，避難した要援護者に対して必要な物資を調達するものとする。 

２ 乙は，前項について誠意をもって，協力するものとする。 

 （費用の負担） 

第７条 甲は，乙に対し，避難所の設置及び管理運営に係る経費について，災害救助法（昭和 22年法

律第 108号）その他関連法令等の定めるところにより，所要の経費を負担するものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 この覚書の締結にあたり，甲及び乙は，あらかじめ連絡責任者を定めるものとする。 

２ 災害時等において，連絡責任者は相互に連携し，避難所の設置その他必要な事項について協議する

ものとする。 

３ 連絡責任者を変更したときは，速やかに相手方に連絡するものとする。 

（災害時等でないときの協力） 

第９条 災害時等でないときは，甲は避難所の設置について広報を行う。また，甲が防災訓練その他の

訓練を実施するときは，乙は，業務に支障を来たさない範囲で参加するものとする。 

（覚書の期間） 
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第 10条 この覚書は，締結の日から効力を発し，甲又は乙から書面による解約の意思表示がないかぎ

り，継続するものとする。 

（疑義の解決） 

第 11条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関して疑義が生じたときは，甲乙協議するものと

する。 

 

この覚書の成立を証するため，覚書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有する。 

 

平成 30年 8月 16日 

神戸市中央区加納町６丁目５－１ 

甲 神戸市 

福祉局長  三 木  孝 

 

神戸市西区学園西町３丁目４ 

乙 神戸市看護大学 

学長  鈴 木  志 津 枝 
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資料 4-50 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（一般社団法人神戸市介護老人保健施設

協会） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人神戸市介護老人保健施設協会（以下「乙」という。）は，

福祉避難所の設置及び管理運営に係る協力について，次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は，神戸市内において，災害が発生又は発生するおそれがある時（以下「災害時等」

という。）において，乙に加盟する施設について，福祉避難所として開設することに関し，必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において，次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に掲げるとおりとす

る。 

⑴災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害 

⑵要援護者 避難生活において特別な配慮を要する高齢者，障害者及びこれらに準じる者 

⑶福祉避難所 災害時等において要援護者のために開設する避難所 

⑷指定施設 甲が第３条の規定に基づき指定する乙に加盟する施設 

（指定施設の指定） 

第３条 指定施設は，乙の申し出に基づき，甲が指定する。 

２ 指定施設の管理者は，当該指定施設の福祉避難所設置計画書を甲に提出するものとする。 

（協力の要請） 

第４条 甲は，災害時等において，指定施設の管理者に対して次の各号に掲げる事項について協力を要

請することができる。 

⑴福祉避難所の開設及び管理 

⑵受け入れた要援護者に対する避難生活の支援（相談等を含む） 

２ 前項の要請を受けたとき，指定施設の管理者は，可能なかぎり，これに協力するものとする。 

（要援護者の受け入れ） 

第５条 指定施設の管理者は，前条の規定による甲の要請を受け入れることが可能と判断したときは，

速やかに要援護者の受入体制を整え，受け入れることができる要援護者の人数を甲に報告するもの

とする。 

２ 前項の報告を受けたとき，甲は福祉避難所に避難させる要援護者を特定し，これを指定施設の管理

者に通知するものとする。 

３ 福祉避難所に受け入れた要援護者の状況報告，必要な処遇その他の協議は，甲及び指定施設の管理

者で行うものとする。 

４ 福祉避難所への要援護者の移送については，原則として，当該要援護者を介助する者又は甲が行う

ものとする。ただし，当該福祉避難所を管理する指定施設の管理者は，可能な範囲で協力を行うもの

とする。 

５ 指定施設の管理者は，福祉避難所に受け入れた要援護者に介助をする者がいるときは，当該介助す

る者を福祉避難所に受け入れるものとする。 

（開設期間） 
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第６条 福祉避難所の開設期間は７日以内とする。ただし，その期間を延長する必要があるときは甲及

び当該指定施設の管理者と協議の上，延長することができる。 

（必要な物資の調達） 

第７条 甲は，避難した要援護者に必要な物資の調達に努めるものとする。 

２ 指定施設の管理者は，前項に定める物資の調達について，可能なかぎり，協力するものとする。 

 （費用の負担） 

第８条 甲は，乙又は指定施設の管理者に対し，福祉避難所の設置及び管理運営に係る経費にについ

て，災害救助法（昭和22年法律第108号）その他関連法令等の定めるところにより，所要の実費を負

担するものとする。 

（連絡責任者） 

第９条 この協定の実施にあたり，甲乙あらかじめ連絡責任者を定めるものとする。 

２ 災害発生時において，連絡責任者は相互に連携し，福祉避難所の開設その他必要な事項について協

議するものとする。 

３ 連絡責任者を変更したときは，速やかに相手方に連絡するものとする。 

（平常時の協力） 

第10条 甲が防災訓練その他の訓練を実施するとき，乙及び指定施設の管理者は，業務に支障をきたさ

ない範囲で参加するものとする。 

（協定の期間） 

第11条 この協定は，締結の日から効力を発し，甲又は乙から書面による意思表示がないかぎり，継続

するものとする。 

（疑義の解決） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは，甲乙協議して，定める

ものとする。 

 

この協定の成立を証するため，協定書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有する。 

 

令和元年6月3日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５－１ 

甲 神戸市 

神戸市長  久 元 喜 造 

 

神戸市西区伊川谷町有瀬字屋敷前1432-1 

乙 一般社団法人神戸市介護老人保健施設協会 

会 長   有 本 雅 子 
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資料 4-51 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定（Arima Tourism&Ryokan Association協

同組合） 

 

災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）とArima Tourism&Ryokan Association協同組合（以下「乙」という。）

は、福祉避難所の設置及び管理運営に係る協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市内において、災害が発生又は発生するおそれがある時において（以下「災

害時等」という。）、乙の組合員が所有する施設を福祉避難所として開設することに関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとす

る。 

（1）災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第2条第1号に規定する災害 

（2）要援護者 避難生活において特別な配慮を要する高齢者、障害者及びこれらに準じる者 

（3）福祉避難所 災害時等において要援護者のために開設する二次的避難所 

 

 （協力の要請） 

第３条 甲は、乙を通じて乙の組合員に対し、災害時等において、次に掲げる事項について協力を要請

することができる。この場合において、乙の組合員はできる限りこれを受け入れるよう努めるものと

する。 

(1)要援護者及びその同伴者の避難スペースの提供 

(2)福祉避難所の運営 

(3)福祉避難所入所者への入浴施設の提供 

(4)炊き出しを中心とした非常食の提供 

(5)要援護者の移送その他の乙が可能とする協力 

 

（福祉避難所指定施設） 

第４条 前条第１項の規定により、甲が乙に協力の要請をすることができる施設は、別紙 

のとおりとする。 

 

（要請の方法等） 

第５条 甲が乙に対し前条に規定する要請をするときは、文書により行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急の場合は、甲は、口頭によりこれを行うことができる。 

３ 乙は、甲から第１項又は第２項の規定により要請があった場合は、乙の組合員へ被災状況及び受入

可否の調査を行い、協力可能な施設名および受入可能人数を甲に文書又は口頭で伝えるものとする。 

（開設期間等） 

第６条 福祉避難所の開設期間は、原則７日以内とする。ただし、期間の延長が必要な場合は甲乙協議
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の上、延長することができるものする。 

 

（費用の負担） 

第７条 甲は、福祉避難所として使用した施設を所有する乙の組合員に対し、福祉避難所の設置及び管

理運営に係る経費について、災害救助法（昭和22年法律第108号）その他関連法令等の定めるところ

により、所要の実費を負担するものとする。 

 

（平常時の協力） 

第８条 甲が防災訓練等を実施するにあたり、乙及び乙の組合員に協力を要請した場合、乙及び乙の組

合員は業務に支障をきたさない範囲で参加するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第９条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては神戸市保健福祉局生活福祉部くらし支援課長、

乙においては理事長とする。 

 

（協定の期間） 

第10条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から書面による意思表示がない場合に限り継

続するものとする。 

 

（協定の継続又は終了） 

第 11条 乙の組合員に次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、甲と乙は、 

この協定の継続又は終了について誠実に協議するものとする。 

(1)営業の終了 

(2)第三者への所有権の譲渡、株主の変更その他これに類する営業権の譲渡 

 

（疑義の解決） 

第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、別に甲乙協議して定

めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和元年7月16日 

甲   神戸市中央区加納町６－５－１ 

神戸市 

神戸市長 久元 喜造  

 

乙   神戸市北区有馬町790番地3     

Arima Tourism&Ryokan Association協同組合 

理事長  風早 和喜 
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資料 4-52 緊急待避所としての一時利用に関する協定書（神戸国際会館） 

 

緊急待避所としての一時利用に関する協定書 
 

 災害等の発生時における待避所の利用に関して，神戸市中央区（以下「甲」という。）と株式会社神戸国際会

館（以下「乙」という。）との間において，次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は，災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の通勤

者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（責任者） 

第２条 乙は，この協定に関し，責任者を選任し，甲にその氏名，連絡先その他の必要な事項を書面により通

知しなければならない。 

２ 乙は，前項で通知した事項に変更が生じたときは，速やかに，甲に対し，変更した事項を書面により通知

しなければならない。 

３ 乙は，責任者に，甲との連絡等に当たらせなければならない。 

４ 甲は，この協定に関する連絡等を行う場合は，責任者に対して行うものとする。 

 

 （実施方法） 

第３条 緊急待避所として利用する施設の場所，期間，通知方法，その他実施の方法は，甲乙協議のうえ「㈱

神戸国際会館に係る緊急待避所一時使用実施要領」に定める。 

 

 （費用負担） 

第４条 緊急待避所の利用に係る費用は，無料とする。 

 

 （損害賠償） 

第５条 施設が緊急待避所としての利用に関して発生した破損については，甲が復旧に係る費用を負担する。 

２ 前項に規定する費用の負担に関し，費用の額，請求の方法等必要な事項については，別に甲が定めるもの

とする。 

 

 （避難時の事故等に係る責任） 

第６条 乙は，緊急待避所に待避者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。 

 

 （報告等） 

第７条 乙は，緊急待避所となっている施設（この条において「施設」という。）について，次の各号に定める

事情が発生した場合は，甲に対し，報告するものとする。 

(1) 施設の増築，改築又は模様替えにより，施設の構造に変化があった場合 

(2) 施設が取り壊される場合 

(3) 施設の所有者が変更される場合 

(4) 前各号に掲げるもののほか，施設が緊急待避所として利用できない場合 

 

 （所有者の変更） 

第８条 乙は，緊急待避所となっている施設について，売買等により所有者が変更される場合，新しい所有者

に対して，この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

 

 （有効期間） 

第９条 この協定の期間は，平成２４年 11月 28 日から平成２５年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定に関わらず，本協定の有効期間が満了する日の 30 日前までに，甲，乙のいずれかから解約又

は変更の申出がない場合は，本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するものとし，以

後も同様とする。 
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 （協定書の公表） 

第 10 条 この協定の内容について，甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成する

防災計画等への掲載については，甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 （裁判管轄） 

第 11 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については，甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合

意裁判所とする。 

 

 （疑義の解明） 

第 12 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは，甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 上記協定の証として，協定書を２通作成し，甲乙が記名押印の上，各１通を保有する。 

 

平成２４年１１月２８日 

 

                     甲 神戸市中央区雲井通５丁目１番１号 

                       神戸市中央区役所 

                       中央区長 佐 藤 一 郎 

 

                     乙 神戸市中央区御幸通８丁目１番６号 

                       株式会社 神戸国際会館 

                       代表取締役社長 水 越 浩 士 
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資料 4-53 緊急待避所としての一時利用に関する協定書（神戸サンボーホール） 

 

緊急待避所としての一時利用に関する協定書 
 

災害等の発生時における待避所の利用に関して、神戸市（以下「甲」という。）と株式会社ユニオンア

ルファ（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の通

勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（責任者） 

第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面により

通知しなければならない。 

２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により通

知しなければならない。 

３ 乙は、責任者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 

４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

 

（実施方法） 

第３条 緊急待避所として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のうえ『「神

戸サンボーホール（所在地：神戸市中央区浜辺通５丁目１－３２）」に係る緊急待避所一時利用実施要領』

に定める。 

 

（費用負担） 

第４条 緊急待避所の利用に係る費用は、無料とする。 

 

（損害賠償） 

第５条 施設が緊急待避所としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負担する。 

２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定めるも

のとする。 

 

（避難時の事故等に係る責任） 

第６条 乙は、緊急待避所に待避者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとす

る。 

 

（報告等） 

第７条 乙は、緊急待避所となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号に定め

る事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 

(1) 施設の増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合 

(2) 施設が取り壊される場合 

(3) 施設の所有者が変更される場合 

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設が緊急待避所として利用できない場合 

 

（所有者の変更） 

第８条 乙は、緊急待避所となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新しい所有

者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 
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（有効期間） 

第９条 この協定の期間は、平成２７年１月１日から平成２７年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解約

又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するものとし、

以後も同様とする。 

 

（協定書の公表） 

第 10 条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成す

る防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第 11 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的

合意裁判所とする。 

 

（疑義の解明） 

第 12 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２６年１２月２５日 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

代表者    神戸市長   久 元 喜 造 

 

加古川市野口町坂元３２９－６０ 

乙 株式会社 ユニオンアルファ 

代表者 代表取締役社長 中 尾 知 也 
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資料 4-54 緊急待避所としての一時利用に関する協定書（神戸セントモルガン教会） 

 

緊急待避所としての一時利用に関する協定書 

 

 災害等の発生時における待避所の利用に関して、神戸市（以下「甲」という。）と株式会社タガヤ 

神戸セントモルガン教会（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量

の通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な

事項を定めるものとする。 

 

（責任者） 

第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面に

より通知しなければならない。 

２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面によ

り通知しなければならない。 

３ 乙は、責任者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 

４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

 

 （実施方法） 

第３条 緊急待避所として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「神戸セントモルガン教会（所在地：神戸市中央区三宮町２丁目７番２号）」に係る緊急待避所一

時利用実施要領』に定める。 

 

 （費用負担） 

第４条 緊急待避所の利用に係る費用は、無料とする。 

 

 （損害賠償） 

第５条 施設が緊急待避所としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負

担する。 

２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定め

るものとする。 

 

 （避難時の事故等に係る責任） 

第６条 乙は、緊急待避所に待避者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わないも

のとする。 
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 （報告等） 

第７条 乙は、緊急待避所となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 

(1) 施設の増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合 

(2) 施設が取り壊される場合 

(3) 施設の所有者が変更される場合 

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設が緊急待避所として利用できない場合 

 

 （所有者の変更） 

第８条 乙は、緊急待避所となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新しい

所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

 

 （有効期間） 

第９条 この協定の期間は、平成２７年６月１日から平成２８年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから

解約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長す

るものとし、以後も同様とする。 

 

 （協定書の公表） 

第 10条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作

成する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 （裁判管轄） 

第 11条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専

属的合意裁判所とする。 

 

 （疑義の解明） 

第 12条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 

平成２７年６月１日 

 

                     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

                   甲 神戸市 

                     代表者  神戸市長       久 元 喜 造 

                      

神戸市中央区三宮町２丁目７番２号 

乙 株式会社タガヤ 神戸セントモルガン教会 

代表者 神戸セントモルガン教会支配人 

神戸エリアマネージャー 

新 名 真 人 
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資料 4-55 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（株式会社 PLACE） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 

 

災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」とい

う。）と株式会社ＰＬＡＣＥ（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（責任者） 

第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 

２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 

３ 乙は、責任者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 

４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

 

 （実施方法） 

第３条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「神戸三宮シアター・エートー（所在地：神戸市中央区琴ノ緒町５丁目６番９号）」に係る一時滞

在施設利用実施要領』に定める。 

 

 （費用負担） 

第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

 

 （損害賠償） 

第５条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負

担する。 

２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

 

 （避難時の事故等に係る責任） 

第６条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 
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 （報告等） 

第７条 乙は、一時滞在施設となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 

(1) 施設の増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合 

(2) 施設が取り壊される場合 

(3) 施設の所有者が変更される場合 

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設として利用できない場合 

 

 （所有者の変更） 

第８条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新しい

所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

 

 （有効期間） 

第９条 この協定の期間は、平成２９年３月１９日から平成２９年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

 

 （協定書の公表） 

第 10条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 （裁判管轄） 

第 11条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

 

 （疑義の解明） 

第 12 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２９年３月１３日 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

代表者    神戸市長   久 元 喜 造 

 

 

神戸市中央区琴ノ緒町５丁目６番９号 

乙 株式会社ＰＬＡＣＥ 

代表者   代表取締役 中 元  恵 一 
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資料 4-56 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（一般財団法人神戸市教育会

館） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 
 

災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」とい

う。）と一般財団法人神戸市教育会館（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（責任者） 

第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 

２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 

３ 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 

４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

 

（実施方法） 

第３条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「神戸市教育会館（所在地：神戸市中央区中山手通 4丁目 10番 5号）」に係る一時滞在施設利用実

施要領』に定める。 

 

（費用負担） 

第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

 

（損害賠償） 

第５条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負

担する。 

２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

 

（避難時の事故等に係る責任） 

第６条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

 

（営業活動等の制限） 

第 7条 乙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 

 

 

（報告等） 

第８条 乙は、一時滞在施設となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 

(1)施設が増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合。但し、収容人数等が変わらない軽

微な変更は除く。 

(2)施設が取り壊される場合 
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(3)施設の所有者が変更される場合 

(4)前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設として利用できない場合 

 

（所有者の変更） 

第９条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新しい

所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 10条 この協定の期間は、平成２９年８月１日から平成３０年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

 

（協定書の公表） 

第 11条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第 12条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

 

（疑義の解明） 

第 13 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２９年７月２０日 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

代表者    神戸市長   久 元 喜 造 

 

 

神戸市中央区中山手通 4丁目 10番 5号 

乙 一般財団法人神戸市教育会館 

代表者   理事長  藤 髙 博 章 
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資料 4-57 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（松岡不動産株式会社） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 
 

災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」とい

う。）と松岡不動産株式会社（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

（責任者） 
第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 
２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 
３ 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 
４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

（実施方法） 
第３条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「松岡ビル（所在地：神戸市中央区京町７０番）」に係る一時滞在施設利用実施要領』に定める。 

（費用負担） 
第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

（損害賠償） 
第５条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負

担する。 
２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

（避難時の事故等に係る責任） 
第６条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

（営業活動等の制限） 
第 7 条 乙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 
 

（報告等） 
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第８条 乙は、一時滞在施設となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 
(1)施設が増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合。但し、収容人数等が変わらない軽微

な変更は除く。 
(2)施設が取り壊される場合 
(3)施設の所有者が変更される場合 
(4)前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設として利用できない場合 

（所有者の変更） 
第９条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新しい

所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

（有効期間） 
第 10 条 この協定の期間は、平成２９年９月１日から平成３０年３月３１日までとする。 
２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

（協定書の公表） 
第 11 条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 
第 12 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

（疑義の解明） 
第 13 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
 
 上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 
 
平成２９年９月１日 
                     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
                   甲 神戸市 
                     代表者    神戸市長   久 元 喜 造 
 

                      
神戸市中央区京町７０番 

乙 松岡不動産株式会社 

代表者 代表取締役社長 松 岡 辰 弥 
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資料 4-58 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（株式会社 Plan･Do･See） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 
 
災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」とい

う。）と株式会社 Plan･Do･See（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

（責任者） 

 
第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 
２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 
３ 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 
４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

（実施方法） 
第３条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「オリエンタルホテル（所在地：神戸市中央区京町２５番）」に係る一時滞在施設利用実施要領』に

定める。 

（費用負担） 
第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

（損害賠償） 
第５条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負

担する。 
２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

（避難時の事故等に係る責任） 
第６条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

（営業活動等の制限） 
第 7 条 乙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 
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（報告等） 
第８条 乙は、一時滞在施設となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 
(1)施設が増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合。但し、収容人数等が変わらない軽微

な変更は除く。 
(2)施設が取り壊される場合 
(3)施設の所有者が変更される場合 
(4)前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設として利用できない場合 

（所有者の変更） 
第９条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新しい

所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

（有効期間） 
第 10 条 この協定の期間は、平成２９年１１月１日から平成３０年３月３１日までとする。 
２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

（協定書の公表） 
第 11 条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 
第 12 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

（疑義の解明） 
第 13 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
 
 上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 
 
平成２９年１１月１日 
                     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
                   甲 神戸市 
                     代表者    神戸市長   久 元 喜 造 

                      
神戸市中央区京町２５番 

乙 株式会社 Plan･Do･See 

代表者   代表取締役 野 田 豊 
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資料 4-59 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（学校法人行吉学園） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設及び一時退避場所としての利用に関する協定書 

 
災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設及び一時退避場所（以下「一時滞在施設

等」という。）としての利用に関して、神戸市（以下「甲」という。）と学校法人行吉学園（以下「乙」

という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 
第２条 この協定において、「一時滞在施設」とは帰宅困難者を数日間収容する施設で屋内空間であるエ

ントランス空間、ホール、宴会場、会議室などの空間をいい、「一時退避場所」とは発災時に身の

安全を確保するための空間で、屋外を中心とした一時的に退避する空間をいう。 

（責任者） 
第３条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 
２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 
３ 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 
４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

（実施方法） 
第４条 一時滞在施設等として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議の

うえ『「神戸女子大学教育センター（所在地：神戸市中央区中山手通２丁目２３番１号）」に係る一時滞

在施設等利用実施要領』に定める。 

（費用負担） 
第５条 一時滞在施設等の利用に係る費用は、無料とする。 

（損害賠償） 
第６条 施設が一時滞在施設等としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を

負担する。 
２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

（避難時の事故等に係る責任） 
第７条 乙は、一時滞在施設等に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わ

ないものとする。 
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（営業活動等の制限） 
第８条 乙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 

（報告等） 
第９条 乙は、一時滞在施設等となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各

号に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 
(1)施設が増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合。但し、収容人数等が変わらない軽微

な変更は除く。 
(2)施設が取り壊される場合 
(3)施設の所有者が変更される場合 
(4)前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設等として利用できない場合 

（所有者の変更） 
第１０条 乙は、一時滞在施設等となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新

しい所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

（有効期間） 
第１１条 この協定の期間は、平成２９年１１月２１日から平成３０年３月３１日までとする。 
２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

（協定書の公表） 
第１２条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作

成する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 
第１３条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専

属的合意裁判所とする。 

（疑義の解明） 
第１４条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
 
 上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 
 
平成２９年１１月２１日 
                     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
                   甲 神戸市 
                     代表者    神戸市長   久 元 喜 造 

                      
神戸市中央区港島中町４丁目７番２号 

乙 学校法人行吉学園 

代表者    理事長  行 吉 誠 之  
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資料 4-60 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（大成観光開発有限会社） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 

 
 災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」とい

う。）と大成観光開発有限会社（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

（責任者） 
第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 
２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 
３ 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 
４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

（実施方法） 
第３条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「三宮研修センター（所在地：神戸市中央区八幡通４丁目２番１２号）」に係る一時滞在施設利用実

施要領』に定める。 

（費用負担） 
第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

（損害賠償） 
第５条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負

担する。 
２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

（避難時の事故等に係る責任） 
第６条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

（営業活動等の制限） 
第７条 乙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 
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（報告等） 
第８条 乙は、一時滞在施設となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 
(1)施設が増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合。但し、収容人数等が変わらない軽微

な変更は除く。 
(2)施設が取り壊される場合 
(3)施設の所有者が変更される場合 
(4)前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設として利用できない場合 

（所有者の変更） 
第９条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新しい

所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

（有効期間） 
第 10 条 この協定の期間は、平成２９年１１月２４日から平成３０年３月３１日までとする。 
２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

（協定書の公表） 
第 11 条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 
第 12 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

（疑義の解明） 
第 13 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
 
 上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 
 
平成２９年１１月２４日 
                     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
                   甲 神戸市 
                     代表者    神戸市長   久 元 喜 造 
 

                      
神戸市中央区八幡通４丁目２番１２号 

乙 大成観光開発有限会社 

代表者  代表取締役 光 井 惠 美 子 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－873－ 

資料 4-61 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（一般財団法人兵庫県教育会館） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 

 
 災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」と

いう。）と一般財団法人兵庫県教育会館（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結

する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

（責任者） 
第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 
２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 
３ 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 
４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

（実施方法） 
第３条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「兵庫県教育会館（ラッセホール）（所在地：神戸市中央区中山手通 4 丁目 10 番 8 号）」に係る一

時滞在施設利用実施要領』に定める。 

（費用負担） 
第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

（損害賠償） 
第５条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負

担する。 
２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

（避難時の事故等に係る責任） 
第６条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

（営業活動等の制限） 
第 7 条 乙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 
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（報告等） 
第８条 乙は、一時滞在施設となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 
(1)施設が増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合。但し、収容人数等が変わらない軽微

な変更は除く。 
(2)施設が取り壊される場合 
(3)施設の所有者が変更される場合 
(4)前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設として利用できない場合 

（所有者の変更） 
第９条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新しい

所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

（有効期間） 
第 10 条 この協定の期間は、平成３０年２月１日から平成３０年３月３１日までとする。 
２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

（協定書の公表） 
第 11 条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 
第 12 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

（疑義の解明） 
第 13 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
 
 上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 
 
平成３０年２月１日 
                     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
                   甲 神戸市 
                     代表者    神戸市長   久 元 喜 造 
 

神戸市中央区中山手通 4 丁目 10 番 8 号 
乙 一般財団法人兵庫県教育会館 

代表者    理事長  川 原 芳 和 
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資料 4-62 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（株式会社都商事・パーソル

ラーニング株式会社） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 

 
災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」という。）と

株式会社都商事（以下「乙」という。）とパーソルラーニング株式会社（以下「丙」という。）との間において、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の通勤

者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項を定める

ものとする。 

（連絡責任者） 

第２条 乙及び丙は、この協定に関し、連絡責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書

面により通知しなければならない。 

２ 乙及び丙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面によ

り通知しなければならない。 

３ 乙及び丙は、連絡責任者又は連絡責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 

４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、連絡責任者に対して行うものとする。 

（実施方法） 
第３条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙丙協議のうえ

『「スペースアルファ三宮（所在地：神戸市中央区三宮町 1-9-1 三宮センタープラザ東館 6F）」に係る一時

滞在施設利用実施要領』に定める。 

（費用負担） 

第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

（損害賠償） 
第５条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負担する。 

２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定めるもの

とする。 

（避難時の事故等に係る責任） 

第６条 乙及び丙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

（営業活動等の制限） 
第 7 条 乙及び丙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 
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（報告等） 
第８条 乙及び丙は、一時滞在施設となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 

(1)施設が増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合。但し、収容人数等が変わらない軽微な変更

は除く。 

(2)施設が取り壊される場合 

(3)施設の所有者が変更される場合 

(4)前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設として利用できない場合 

（所有者の変更） 

第９条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新しい所有

者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

（有効期間） 
第 10 条 この協定の期間は、令和元年 7 月１日から令和 2年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙、丙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するものとし、

以後も同様とする。 

（協定書の公表） 

第 11 条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成する

防災計画等への掲載については、甲乙丙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 
第 12 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合

意裁判所とする。 

（疑義の解明） 

第 13 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙丙協議のうえ定めるものとする。 
 
 上記協定の証として、協定書を３通作成し、甲乙丙が記名押印の上、各１通を保有する。 
 
令和元年 7 月１日 
                     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
                   甲 神戸市 
                     代表者    神戸市長   久 元 喜 造 
 

神戸市中央区三宮町１－９－１ 
乙 株式会社 都商事 

代表者 代表取締役社長  春 岡 悟 誌 

 

東京都港区六本木３－１－１ 
丙 パーソルラーニング株式会社 

代表者 代表取締役社長  橋 本 俊 幸  
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資料 4-63 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（兵庫県市町村職員共済組合） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 

 
災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」とい

う。）と兵庫県市町村職員共済組合（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

（責任者） 
第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 
２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 
３ 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 
４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

（実施方法） 
第３条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「ひょうご共済会館（所在地：神戸市中央区中山手通 4 丁目 17 番 13 号）」に係る一時滞在施設利

用実施要領』に定める。 

（費用負担） 
第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

（損害賠償） 
第５条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負

担する。 
２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

（避難時の事故等に係る責任） 
第６条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

（営業活動等の制限） 
第 7 条 乙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 
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（報告等） 
第８条 乙は、一時滞在施設となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 
(1)施設が増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合。但し、収容人数等が変わらない軽微

な変更は除く。 
(2)施設が取り壊される場合 
(3)施設の所有者が変更される場合 
(4)前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設として利用できない場合 

（所有者の変更） 
第９条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新しい

所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

（有効期間） 
第 10 条 この協定の期間は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までとする。 
２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

（協定書の公表） 
第 11 条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 
第 12 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

（疑義の解明） 
第 13 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
 
 上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 
 
平成３０年３月３０日 
                     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
                   甲 神戸市 
                     代表者    神戸市長   久 元 喜 造 
 

                      
神戸市中央区下山手通 4 丁目 16 番 3 号 

乙 兵庫県市町村職員共済組合 

代表者   理事長   山 中  健 
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資料 4-64 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（創価学会） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 

 
災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」とい

う。）と創価学会（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する多数の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

（責任者） 
第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 
２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 
３ 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 
４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

（実施方法） 
第３条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「兵庫池田文化会館（所在地：神戸市中央区浜辺通 6 丁目 3 番 16 号）」に係る一時滞在施設利用実

施要領』に定める。 
２ 災害が発生し、甲より乙に施設提供の要請があった場合、乙は施設の被害状況を確認し提供の可否を

判断した後、甲に連絡するものとする。いかなる場合も、甲は施設を無許可で使用してはならない。 
３ 乙は施設の利用状況を考慮し、利用者を優先する場合、甲乙は収容人数等を協議・調整するものとする。 

（費用負担） 
第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

（損害賠償） 
第５条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損等については、甲が復旧に係る費用を

負担する。 
２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

（避難時の事故等に係る責任） 
第６条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

（一時滞在施設の開設期間） 
第 7 条 一時滞在施設の開設期間は、災害の発生の日から原則３日以内とする。 
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（営業活動等の制限） 
第８条 乙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 

（報告等） 
第９条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、増改築や廃止などの事情により、一時滞在施設

として利用ができなくなった場合には、速やかに甲に対し報告するものとする。 

（所有者の変更） 
第 10 条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新し

い所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

（双方の協議） 
第 11 条 甲および乙は、被災時に備えた円滑な運営のため、必要に応じ協議の場を持ち、この申し合わ

せ事項を確認し、責任者名簿の交換、緊急連絡体制の確認などを行う。 

（有効期間） 
第 12 条 この協定の期間は、平成３０年８月１日から平成３１年３月３１日までとする。 
２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

（協定書の公表） 
第 13 条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 
第 14 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

（疑義の解明） 
第 15 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
 
 上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 
 
平成３０年７月３１日 
                     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
                   甲 神戸市 
                     神戸市長   久 元 喜 造 
 

                      
神戸市中央区浜辺通６丁目３番１６号 

乙 創価学会 兵庫県事務局 

事務局長  岡 田  進 
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資料 4-65 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（立正佼成会） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 
 
災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」とい

う。）と立正佼成会（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する多数の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

（責任者） 
第２条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 
２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 
３ 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 
４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

（実施方法） 
第３条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「立正佼成会神戸教会（所在地：神戸市中央区浜辺通 6 丁目 2 番 13 号）」に係る一時滞在施設利用

実施要領』に定める。 
２ 災害が発生し、甲より乙に施設提供の要請があった場合、乙は施設の被害状況及び施設運営人員を確

認し提供の可否を判断した後、甲に連絡するものとする。いかなる場合も、甲は施設を無許可で使用し

ないものとする。 
３ 乙は施設の利用状況を考慮し、会員の使用を優先する場合、甲乙は収容人数等を協議・調整するもの

とする。 

（費用負担） 
第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

（損害賠償） 
第５条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損等については、甲が復旧に係る費用を

負担する。 
２ 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

（避難時の事故等に係る責任） 
第６条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

（一時滞在施設の開設期間） 
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第 7 条 一時滞在施設の開設期間は、災害の発生の日から原則３日以内とする。 

（退去の実現） 
第 8 条 乙が第 7 条に基づき退去を求めたにも拘らず、帰宅困難者がこれに応じないときには、甲は速

やかに、その責任において退去を実現させるものとする。 

（営業活動等の制限） 
第９条 乙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 

（報告等） 
第 10 条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、増改築や廃止などの事情により、一時滞在施

設として利用ができなくなった場合には、速やかに甲に対し報告するものとする。 

（所有者の変更） 
第 11 条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新し

い所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 

（双方の協議） 
第 12 条 甲および乙は、被災時に備えた円滑な運営のため、必要に応じ協議の場を持ち、この申し合わ

せ事項を確認し、責任者名簿の交換、緊急連絡体制の確認などを行う。 

（有効期間） 
第 13 条 この協定の期間は、平成３０年１０月１日から平成３１年３月３１日までとする。 
２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

（協定書の公表） 
第 14 条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 
第 15 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

（疑義の解明） 
第 16 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
 
 上記協定の証として、協定書を２通作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保有する。 
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平成３０年１０月１日 
                     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 
                   甲 神戸市 
                     神戸市長     久 元 喜 造 
 

                      
東京都杉並区和田２丁目１１番１号 

乙 立正佼成会 

代表役員    川 端 健 之 
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資料 4-66 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（神戸ポートピアホテル） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 

 
災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」という。）

と株式会社神戸ポートピアホテル（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第 1 条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

（責任者） 
第 2 条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 
2 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 
3 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 
4 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、責任者に対して行うものとする。 

（実施方法） 
第 3 条 一時滞在施設として利用する施設の場所、期間、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のう

え『「神戸ポートピアホテル」に係る一時滞在施設利用実施要領』に定める。 

（費用負担） 
第４条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無料とする。 

（損害賠償） 
第 5 条 施設が一時滞在施設としての利用に関して発生した破損については、甲が復旧に係る費用を負

担する。 
2 前項に規定する費用の負担に関し、費用の額、請求の方法等必要な事項については、別に甲が定める

ものとする。 

（避難時の事故等に係る責任） 
第 6 条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

（営業活動等の制限） 
第 7 条 乙は、受け入れた帰宅困難者を対象に営業活動及び宗教的活動等を行わないものとする。 
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（報告等） 
第 8 条 乙は、一時滞在施設となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 
(1)施設が増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合。但し、収容人数等が変わらない軽微

な変更は除く。 
(2)施設が取り壊される場合 
(3)施設の所有者が変更される場合 
(4)前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設として利用できない場合 

（所有者の変更） 
第 9 条 乙は、一時滞在施設となっている施設について、売買等により所有者が変更される場合、新し

い所有者に対して、この協定の継続を助言するよう努めるものとする。 
（有効期間） 

第 10 条 この協定の期間は、平成 31 年 1 月 17 日から平成 31 年 3 月 31 日までとする。 
2 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の 30 日前までに、甲、乙のいずれかから解

約又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するも

のとし、以後も同様とする。 

（協定書の公表） 
第 11 条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 
第 12 条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

（疑義の解明） 
第 13 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
 
 上記協定の証として、協定書を 2 通作成し、甲乙が記名押印の上、各 1 通を保有する。 
 
平成 31 年 1 月 17 日 
                     神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 
                   甲 神戸市 
                     代表者    神戸市長   久 元 喜 造 
 

                      
神戸市中央区港島中町 6 丁目 10 番地 1 

乙 株式会社 神戸ポートピアホテル 
代表者 代表取締役社長 中 内  仁  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－886－ 

資料 4-67 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定（兵庫県所有 4施設） 
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資料 4-68 帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書（ホテルオークラ神戸） 

 

帰宅困難者のための一時滞在施設としての利用に関する協定書 

 

災害等の発生時における帰宅困難者のための一時滞在施設の利用に関して、神戸市（以下「甲」とい

う。）と株式会社ホテルオークラ神戸（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留する大量の

通勤者、通学者、観光客等のうち、容易に帰宅することができない者等の支援を行うため、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（位置付け施設） 

第２条 以下の施設を一時滞在施設として位置付ける 

（１）施設名    ホテルオークラ神戸 

（２）所在地    神戸市中央区波止場町２番１号 

（３）活用スペース  宴会場 13か所 計 3,408㎡ 収容人数 計 2,010人 

 

（責任者） 

第３条 乙は、この協定に関し、責任者を選任し、甲にその氏名、連絡先その他の必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。 

２ 乙は、前項で通知した事項に変更が生じたときは、速やかに、甲に対し、変更した事項を書面により

通知しなければならない。 

３ 乙は、責任者又は責任者の指定する者に、甲との連絡等に当たらせなければならない。 

４ 甲は、この協定に関する連絡等を行う場合は、３項の者に対して行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 一時滞在施設として利用するための運営方法、通知方法、その他実施の方法は、甲乙協議のうえ

『株式会社ホテルオークラ神戸 一時滞在施設運用計画』に定める。 

 

（費用負担） 

第５条 一時滞在施設の利用に係る費用は、無償とする。 

 

（損害賠償） 

第６条 施設に一時滞在施設としての利用に関して破損があった場合には、復旧の費用・方法について、

甲乙協議のうえ決定する。 

 

（避難時の事故等に係る責任） 

第７条 乙は、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れた際に発生した事故等に対する責任は、日常管理に

起因するものを除き一切負わないものとする。 
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（報告等） 

第８条 乙は、一時滞在施設となっている施設（この条において「施設」という。）について、次の各号

に定める事情が発生した場合は、甲に対し、報告するものとする。 

(1)施設が増築、改築等により、施設の構造に変化があった場合。但し、収容人数等が変わらない軽微

な変更は除く。 

(2)施設が取り壊される場合 

(3)施設の所有者が変更される場合 

(4)前各号に掲げるもののほか、施設が一時滞在施設として利用できない場合 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和４年３月 31日までとする。 

２ 前項の規定に関わらず、本協定の有効期間が満了する日の 30日前までに、甲乙のいずれかから解約

又は変更の申出がない場合は、本協定は有効期間が満了する日の翌日から１年間期間を延長するもの

とし、以後も同様とする。 

 

（協定書の公表） 

第 10条 この協定の内容について、甲が地域住民その他の者へ情報を開示すること及び地域住民が作成

する防災計画等への掲載については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第 11条 この協定又はこの協定に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属

的合意裁判所とする。 

 

（疑義の解明） 

第 12 条 本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和３年８月 26 日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

代表者    神戸市長   久 元 喜 造 

 

神戸市中央区波止場町２番１号 

乙 株式会社 ホテルオークラ神戸 

代表者  代表取締役社長  石 垣 聡 
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資料 4-69 帰宅困難者対策協力事業者認定通知書（デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）） 

 
神 危 第 2 8 5 4 号  
令和４年３月 10 日  

 
デザイン・クリエィティブセンター神戸共同事業体 
 株式会社 iop 都市文化研究所 

 代表取締役 永田宏和 様 
 

神戸市危機管理室長 
 
 

協力事業者認定結果通知書 
 

神戸市帰宅困難者支援に係る協力事業者登録要綱に基づき、下記の通り協力事業者登録申

請に伴う認定結果を通知します。 

 
記 

 

認定結果 ・認定する  ・認定しない 

登録要件 
・一斉帰宅抑制  ・一時滞在施設  ・

帰宅支援  

施設名 デザイン・クリエィティブセンター神戸（KIITO） 

所在地 中央区小野浜町１―４ 

事業者名 デザイン・クリエィティブセンター神戸共同事業体 

代表者名 株式会社 iop 都市文化研究所 代表取締役 永田宏和  

登録の公表 ・公表   ・非公表 
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一時滞在施設運用計画 

 
デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO） 

 
１ 運用可能な施設 

名称 住所 
デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO） 神戸市中央区小野浜町１－４ 

 
２ 営業時間 
  通常営業時（火～日） ：9:00～21:00  

休館日（月）     ：9:00～18:00 ※月曜日が祝日の場合は翌日火曜日が休館 
年末年始（29 日～３日）：開設不可 

 
３ 営業時間外に発災した場合の対応 

休館日及び、通常営業時の早朝夜間の一時滞在施設開設は困難であるが、市職員の応援があれば対処

可能。ただし、無人時間帯の開設は不可 
 
４ 利用期間 
  最大 3 日間を継続開設し、受付、案内、各室の安全管理等で、合計４～５名の従業員を配置する。従

業員数が足りない場合は、市職員の応援配置により開設する。 
 
５ 一時滞在施設としての提供内容 

名称 提供場所 平米 最大収容人数 

デザイン・クリエイティブ

センター神戸 
KIITO ホール   950 ㎡ 575 人 

ギャラリーA    576 ㎡ 350 人 

※ 原則として 2 人/3.3 ㎡とする 
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６ 施設利用 
① 受入対象者は、神戸市から案内を受け、施設利用同意書に署名した者のみとし、特に配慮が必要の

ない帰宅困難者を中心に受け入れる。 
② 施設利用者には水道・トイレ等設備や電源の使用、災害情報や交通情報を提供する。 
③ 飲料水、食料、毛布等の提供については、神戸市から提供された備蓄物資を配布する。デザイン・

クリエイティブセンター神戸の備蓄物資等を提供した場合は、品目数量を神戸市に連絡するととも

に備蓄物資の補充について協議する。 
 
７ 損害賠償 
  施設に一時滞在施設としての利用に関して破損があった場合には、復旧の費用・方法について、神戸

市と協議のうえ決定する。 
 
８ 連絡責任者 
  正  統括マネージャー             TEL： 
  副① クリエイティブラボ担当          TEL： 
  副② リレーションマネージャー         TEL： 
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資料 4-70 帰宅困難者対策協力事業者認定通知書（公益財団法人神戸市民文化振興財団中央区文化セン 

ター） 

 
令和５年１月 10 日  

 
公益財団法人神戸市民文化振興財団 
 中央区文化センター  

館長     様 
 

神戸市危機管理室長 
 
 

協力事業者認定結果通知書 
 

神戸市帰宅困難者支援に係る協力事業者登録要綱に基づき、下記の通り協力事業者登録申

請に伴う認定結果を通知します。 

 
記 

 

認定結果 ・認定する  ・認定しない 

登録要件 
・一斉帰宅抑制  ・一時滞在施設  ・

帰宅支援  

施設名 中央区文化センター 

所在地 中央区東町 115 番地 10 階 

事業者名 公益財団法人神戸市民文化振興財団 

代表者名 中央区文化センター 館長   

登録の公表 ・公表   ・非公表 
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資料 4-71 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書（帰宅支援ステーション） 

 

災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 関西広域連合（以下「甲」という。）と＜災害時帰宅支援ステーション事業者＞（以下「乙」

という。）とは、地震発生等（以下「災害時」という。）により交通が途絶したため、帰宅するのが困

難な者（以下「帰宅困難者」という。）を支援するために必要となる災害時帰宅支援ステーション

（以下「支援ステーション」という。）の設置及び帰宅困難者を支援するため、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（協定の効力） 

第２条 この協定は、参画する府県及び政令市（甲の構成府県である滋賀県、京都府、大阪府、兵庫

県、和歌山県及び徳島県並びに甲に支援ステーションにかかる業務委託を行う三重県、奈良県、京都

市、大阪市、堺市及び神戸市をいう。以下同じ。）とその区域に店舗が所在する乙が個別に協定を締

結した場合と同等の効力を有するものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第３条 参画する府県及び政令市は、乙の店舗に対しこの協定に基づき支援ステーションの設置を依頼

するものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以て協定の履行を求めるものと

するが、甲及び参画する府県及び政令市は、乙のフランチャイズチェーン契約書の制限から店舗に協

定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これを支援ステーション設置における前

提とする。 

 

（支援の内容） 

第４条 参画する府県及び政令市は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとして

の協力を要請することができるものとする。 

（１）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可能な道

路に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に掲げる事項の全部

又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 参画する府県及び政令市並びに乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力

を求めることができる。 

 

（支援の実施） 

第５条 乙は、前条の規定により参画する府県及び政令市から支援の協力要請を受けたときは、その緊

急性に鑑み、可能な範囲内において、帰宅困難者に対し、支援を実施するものとする。ただし、参画

する府県及び政令市が、乙に対し、通信の途絶等の事由により要請を行うことができないときは、乙

は、参画する府県及び政令市の要請を待たないで、状況に応じ自主的に可能な範囲において支援を実

施することができるものとする。 

 



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－897－ 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第６条 支援ステーションについて、広く住民へ協力店舗の取組みの周知を図り、防災に対する意識啓

発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を掲出するものとする。 

２ 乙は、乙の店舗へ掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、 

年 1回５月末日までに甲にその年度の必要数を報告し、甲から「支援ステーション・ステッカー」

の提供を受けるものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。 

２ 乙は、甲から前条の「支援ステーション・ステッカー」の提供を無償で受けるものとする。 

 

（情報の交換） 

第８条 甲及び参画する府県及び政令市並びに乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要

に応じて、情報の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定は、協定書締結日から１年間効力を生じるものとする。なお、期間満了の１ヶ月前ま

でに甲又は乙のいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協定はさらに１年間更新され

るものとし、以降も同様とする。 

２ この協定締結後、参画する府県及び政令市の中から甲に新たな協定締結を希望し、又は、協定の除

外を希望した場合、甲乙で協議の上、これを定めるものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協議の上、これ

を定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２３年９月２２日 

          

（甲）住 所  大阪府大阪市北区中之島５丁目３番５１号 

                 関西広域連合 

                 連合長 井戸 敏三 

 

（乙）住 所   
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＜災害時帰宅支援ステーション事業者＞ 

【参 考】 

（平成 24年 11月現在）    

「災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定」の締結を行っているコンビニエンスストア・外

食事業者等 

 

  味の民芸フードサービス株式会社   

  株式会社壱番屋        

  株式会社イデアプラス          

  株式会社九九プラス   

  国分グローサーズチェーン株式会社   

  株式会社ココストア          

  株式会社サークルＫサンクス   

  株式会社サガミチェーン   

  サトレストランシステムズ株式会社   

  株式会社ジャパン   

  株式会社スギ薬局        

  株式会社ストロベリーコーンズ   

  株式会社セブン－イレブン・ジャパン 

  株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ      

  株式会社第一興商   

  株式会社ダスキン（ミスタードーナツ事業）   

  チムニー株式会社   

  株式会社デイリーヤマザキ   

  株式会社ファミリーマート   

  株式会社ポプラ    

  ミニストップ株式会社   

  株式会社モスフードサービス      

  株式会社ユタカファーマシー          

  株式会社吉野家   

  ロイヤルホスト株式会社   

  株式会社ローソン   

  ワタミ株式会社   
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資料 4-72 災害時における警備及び誘導に関する協定書（綜合警備保障株式会社） 

 

災害時における警備及び誘導に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と綜合警備保障株式会社（以下「乙」という。）は、災害時における必

要な業務連携を行うために、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、神戸市域内外において地震、風水害、その他の災害が発生した、又は発生するお

それがある場合（以下「災害時等」という。）において、甲が乙と協力して、災害時等における警備

及び誘導を実施するために必要な事項を定めるものとする。なお、甲は、乙が当該災害時等において

被災等諸般の事情により、本協定に基づく甲への協力が困難と判断した場合、必ずしも要請に応ずる

ことがないことにつき同意するものとする。 

 

（業務の内容） 

第２条 この協定により、甲が乙に実施を要請する業務（以下「業務」という。）は、次のとおりとす

る。 

（１）被災者や帰宅困難者の誘導に関する業務 

（２）甲が運営する災害時物資の集積・配送拠点の警備に関する業務 

（３）甲が運営する避難所等の警備に関する業務 

（４）警備及び誘導を実施する際に必要な助言 

 

（出動要請） 

第３条 甲は、災害時等により第２条に定める業務について、乙の協力を必要と認めるときは、乙に対

し、別紙様式１により文書で要請する。ただし、文書をもって要請する暇がないときは、口頭で要請

し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

２ 乙は、前項により甲から要請を受けたときは、可能な限りその実施に努めるものとし、出動期間に

ついては、別途協議するものとする。ただし、乙が災害時等の状況から協力が困難と判断した場合は、

この限りではない。 

３ 乙は、甲の出動要請に応じるよう努めるため、運用体制図を作成し備え付けておくものとする。 

 

（個別契約の優先） 

第４条 この協定に関し、別途甲乙間締結された個別契約が存在する場合、特段の事情がない限りは当

該個別契約がこの協定に優先するものとする。 

 

（業務の実施） 

第５条 乙は、業務受託後速やかに、従事する人員を甲に報告するものとする。 

２ 乙は、業務終了後遅滞なく、別紙様式２により、その状況を報告するものとする。ただし、緊急を

要する場合は、口頭で報告し、事後に文書を提出するものとする。 
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（費用の請求及び支払い） 

第６条 乙は、指定された業務を終了後、業務に従事した人員に係る費用の支払いを請求するものとす

る。 

なお、費用の算出方法については、災害発生直前時における労務単価等を基準として、甲、乙が協

議して決定するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があった時は、内容を精査確認し、その費用を乙に支払うものとする。 

 

（出動人員の災害補償） 

第７条 出動人員が、この協定に基づく業務の実施により死亡し、または負傷した場合の災害補償につ

いては、乙の責任において行うものとする。 

 

（第三者の損害が生じたときの措置） 

第８条 乙は、乙の責に帰すべき事由により、本協定に規定する業務をその本旨に従って遂行しないこ

とにより第三者に損害を与えたときは、乙の責任において、その処理解決に当たるものとする。 

 

（緊急連絡先の報告） 

第９条 甲及び乙は、担当者の氏名及び緊急連絡先について互いに報告するものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項、または疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるも

のとする。 

 

（協定の効力） 

第１１条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から令和４年３月３１日までとする。ただし、期

間満了の１か月前までに甲乙いずれからも解除の申し出がないときは、この協定の有効期間を当該

満了日の翌日から起算して１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各１通を保有

するものとする。 

 

令和３年 11 月 17日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市          

代表者 神戸市長 久 元 喜 造  印 

 

神戸市中央区磯辺通４丁目１番４４号 

乙 綜合警備保障株式会社 神戸支社 

支社長  安 田 隆 弘  印 
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資料 4-73 災害時における神戸市と神戸市内郵便局との相互協力に関する覚書（神戸市内郵便局） 

 

災害時における神戸市と神戸市内郵便局との相互協力に関する覚書 
 

 神戸市長（以下「甲」という｡）と神戸市内郵便局代表者神戸中央郵便局長（以下「乙」という｡）は、神戸

市及び神戸市内の郵便局が相互に協力し、神戸市内に発生した地震その他の災害に対して、必要な対応を円滑

に行うため、次のとおり覚書を締結する。 

(用語の定義） 

第１条 この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に定める被

害をいう。 

(協力要請事項) 

第２条 甲及び乙は、神戸市内に災害が発生し、次の各号について必要が生じた場合は、相互に協力を要請す

ることができる。 

 (1)神戸市内の郵便局又は神戸市が収集した被災市民の安否情報や避難場所の情報、救援物資の情報等の相

互提供 

 (2)災害救助法適用時における郵便・為替貯金・簡易保険の郵政事業にかかわる災害特別事務取扱い 

 (3)高齢者及び障害者など災害弱者についての情報及び対応に関する相互協力 

 (4)所管施設及び用地の相互提供 

 (5)災害情報にかかる公報の掲出等 

 (6)その他前各号に掲げるもののほか協力できる事項 

(協力要請の手続き) 

第３条 甲又は乙は、前条の協力については、次に掲げる事項を明らかにし、様式第１号による要請書により

要請するものとする。ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電信により協力を要請し、その後速やかに

文書を提出するものとする。 

 (1)災害の状況 

 (2)協力の内容 

 (3)協力の期間 

 (4)前条第４号を要請する場合には、使用目的、場所等 

(協力の実施) 

第４条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性に鑑み、協力するよう努めなければ

ならない。 

(経費の負担) 

第５条 第２条に規定する協力要請に対して、協力をした者が要した経費については、法令その他に別段の定

めがあるものを除くほか、それぞれ要請した者が適正な方法により算出した金額を負担する。 

２ 前項の負担につき疑義が生じたときは、甲乙両者が協議のうえ、負担すべき額を決定する｡ 

(災害対策本部への参加) 

第６条 乙は、甲の要請に基づき神戸市災害対策本部に加わることができる。 

(災害情報等連絡体制の整備) 

第７条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 

(防災訓練への参加等) 

第８条 神戸市内の郵便局は、神戸市又は神戸市内の各地域が行う防災訓練等への参加に努めるとともに、地
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域の安全で安心なまちづくりの推進に協力する。 

(情報の交換) 

第９条 甲及び乙は、総合の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行う。 

(連絡責任者) 

第10条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては神戸市市民局市民安全推進室市民防災課長、乙におい

ては神戸中央郵便局総務課長とする。 

(協議) 

第11条 この覚書に定めのない事項及び疑義の生じたときは、甲乙両者が協議のうえ決定する｡ 

(施行期日) 

第12条 この覚書は、締結の日から施行する。 

 

 この覚書の締結を証するため、この書面２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自その１通を保有する。 

 

平成12年２月14日 

神戸市中央区加納町６丁目５－１ 

                     甲 神戸市 

                       代表者 神戸市長      笹 山 幸 俊 

神戸市中央区栄町通６丁目２－１ 

                     乙 神戸市内郵便局 

                       代表者 神戸中央郵便局長  竹 本 勲 

  



■ 協定関連資料 

［防災関連機関等との応援協定］ 

－903－ 

資料 4-74 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書（株式会社ゼンリン） 

 

災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、第１条第１項第１号に定

める災害時において、乙が乙の地図製品等（第２条に定義される）を甲に供給すること等について、以下の

とおり本協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、以下各項の事項を目的とする。 

(1)甲の区域内で災害対策基本法第二条第一号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、

甲が災害対策基本法第二十三条の二に定める災害対策本部、及び神戸市地域防災計画に定める災害警戒

本部（以下「災害対策本部等」という。）を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必

要な事項を定めること。 

(2)甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図

の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。 

 

（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)「住宅地図」とは、神戸市全域を収録した乙の住宅地図帳をいう。 

(2)「広域図」とは、神戸市全域を収録した乙の広域地図をいう。 

(3)「ＺＮＥＴ ＴＯＷＮ」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ＺＮＥＴ ＴＯＷＮ」をいう。 

(4)「ＩＤ等」とは、ＺＮＥＴ ＴＯＷＮを利用するための認証ＩＤ及びパスワードをいう。 

(5)「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びＺＮＥＴ ＴＯＷＮの総称をいう。 

 

（地図製品等の供給の要請等） 

第３条 乙は、甲が災害対策本部等を設置したときは、甲からの要請に基づき可能な範囲で地図製品等を供

給するものとする。 

２ 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。 

３ 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書（以下「要請書」という。）を乙に

提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、

事後、速やかに要請書を提出するものとする。 

４ 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。 

５ 本条に基づく地図製品等の供給にかかる対価は、甲乙が別途協議のうえ決定するものとする。 

 

（地図製品等の貸与及び保管） 

第４条 乙は、前条第１項の規程にも基づく地図製品等の供給のほか、本協定締結後に甲乙が別途定める条

件に基づき住宅地図、広域図及び ID等を甲に貸与する。なお、貸与にかかる住宅地図、広域図及び ID等

の数量については乙が定めるものとし、当該貸与にかかる対価は無償とする。 

２ 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、管理者として

誠意をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、

乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取り、

かつ更新版と差し替えることができるものとする。 

３ 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による住宅地図の保管・管理状況を確認する

ことができるものとする。 

 

（地図製品等の利用等） 

第５条 甲は、災害対策本部等を設置した場合は、災害応急対策及び災害復旧・復興にかかる資料として、

第３条又は第４条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等について、以下各号に定める利用を行う

ことができるものとする。 

(1)災害対策本部等設置期間中の閲覧 

(2)災害対策本部等設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める条件の範囲内での複製 
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２ 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途乙が定める報告先に報告するもの

とする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管方法にて保管・管理を開始す

るものとする。 

３ 甲は、本条第１項の規定に関わらず、緊急時以外であっても防災業務を目的として、甲の当該防災業務

を統括する部署内において、広域図及びＺＮＥＴ ＴＯＷＮを利用することができるものとする。なお、

甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許可を得るものとし、ＺＮＥＴ ＴＯＷＮを

利用する場合は、本協定添付別紙のＺＮＥＴ ＴＯＷＮ利用約款に記載する条件に従うものとする。 

 

（情報交換） 

第６条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害に

備えるものとする。 

 

（有効期限） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日に関わらず、平成 28 年 4 月 1 日から協定締結後１

年間とする。但し、当該有効期間満了の３ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し、書面による別段

の意思表示がない限り、本協定は更に１年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

（協議） 

第８条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は争いが生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議

し解決に努めるものとする。 

 

本協定成立の証として、本書を２通作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成 28年 3 月 16日 

甲：神戸市               

市長 久元 喜造          

 

乙：神戸市中央区御幸通 4丁目 2番 20 号 

三宮中央ビル１階 

株式会社ゼンリン 関西第二エリア統括部 

統括部長  升井 敏雅 
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（添付別紙） 

ＺＮＥＴ ＴＯＷＮ利用約款 
第１条（定義） 

本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとする。 

(1)ＩＤ等 

本サービスを利用するための認証ＩＤ及びパスワードをいう。 

(2)アクセス権者 

対象機器を使用する甲の職員であり、かつＩＤ等を使って本システムにアクセスする者をいう。 

(3)対象機器 

甲の庁内ＬＡＮに接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいう。 

(4)本サービス 

乙がアクセス権者からの要求に応じて、本システムから対象機器に対して本データを送信するサービ

スをいう。 

(5)本システム 

本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託するＷＷＷサーバ、回線、周辺機器等の

一連のシステムをいう。 

(6)本データ 

本サービスにおいて、乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイ

コン、その他各種データをいう。 

 

第２条（本約款の適用） 

本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用することに関する一切に

適用されるものとする。 

 

第３条（本サービスの内容） 

乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるものとする。 

 

第４条（本サービスの中断・中止） 

１ 乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容の変更、追加、

削除を行うことができるものとする。 

２ 乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとする。 

３ 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を中止すること

ができるものとする。 

 

第５条（本データの使用許諾） 

乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾する。 

(1)対象機器上で閲覧すること。 

(2)本サービスにおいて、予め備えられた機能を用いて、対象機器にＰＤＦ形式でダウンロードし、当該

ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で使用すること。 

(3)本サービスにおいて、予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部署内におけ

る防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること（本号に基づき印刷出力した本データを以下

「印刷地図」という。）。 

 

第６条（甲の遵守事項） 

甲は、以下の事項を順守するものとする。 

(1)アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。 

(2)ＩＤ等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用させない

こと。 

(3)乙の指定する利用環境を確保、維持すること。 

(4)本条第１号のためにアクセス権者の認証について、その仕組み、システム等に関する現時点でとりう

る技術的な対応等必要な措置を行うこと。 

(5)本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの全部又は一部を問わず、複製、加工、改変、出

力、抽出、転記、送信、その他の使用及び利用をしないこと。 
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(6)本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ（形態の如何を問わず、その全部又は一部の複製

物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。）の一部でも有償無償を問わず、又は譲渡・使用許諾、送

信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。 

(7)本データを印刷出力するにあたり、以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の許諾を得た場合は

この限りではない。 

ア）印刷地図を第５条第３号で規定する所定の目的以外に使用又は利用しないこと。 

イ）乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。 

ウ）印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形態に

して使用及び利用しないこと。 

エ）印刷地図を第三者に配布しないこと。 

オ）印刷地図のサイズは、Ａ３判以下とすること。 

(8)本サービスの利用状況の記録（対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等）を作成し、かつ、

乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。 

 

第７条（不保証及び免責） 

１．乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するものではないも

のとします。 

２．乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるものとします。 

 

第８条（権利の帰属） 

本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するものとす

る。 

 

第９条（その他） 

甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に譲渡し、又は担

保に供してはならない。 

 

以上 
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資料 4-75 大規模災害時における被災者支援協力に関する協定書（兵庫県行政書士会） 

 

大規模災害時における被災者支援協力に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と兵庫県行政書士会（以下「乙」という。）は、神戸市内に大規模な地

震、風水害その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）における被災者支援のため、相互

協力の精神に基づき、必要な行政書士業務（以下「行政書士業務」という。）を円滑に遂行するため、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の要請に基づき乙が実施する行政書士業務に関し、混乱する被災地での被災者

の支援により大きく貢献することを目的とする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害対策本部等を設置し、かつ、神戸市内において災害救助法が適用された場合で、行

政書士業務の必要性が生じた時は、乙に対して協力を要請することができる。 

（行政書士業務の範囲） 

第３条 前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙及び乙の会員が行う行政書士業務は、行政書

士法（昭和２６年法律第４号）第１条の２及び第１条の３に規定する業務及び同業務を実施するため

に必要な「大規模災害時における被災者支援協定に関する提言書」に定める業務並びに次に掲げる業

務とする。 

（１）乙による被災支援相談窓口の設置 

（２）神戸市への乙の会員の派遣 

（３）甲が必要と認める業務 

（要請手続等） 

第４条 第２条の要請は、業務の内容、場所及び期間その他必要事項等を明らかにした別紙「災害時支

援協力要請書」（以下「要請書」という。）により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電

話等により支援要請し、事後速やかに要請書を送付するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けた時は、その要請を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況

を甲に通知するものとする。 

（災害時の体制整備等） 

第５条 乙は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、必要と認める時は、甲

の要請に直ちに対応できる体制を確保するよう努めるものとする。 

２ 乙は、前条の要請又は前項の体制を確保するため、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、あ

らかじめ業務責任者を定め、業務に支障をきたさないよう平時から連絡調整に努めるものとする。 

３ 乙は、甲から要請を受けた場合において、乙のみで対応できない時は、甲は、乙との協議のうえ、

乙の関係団体に支援を求めることができるものとする。 

（費用負担） 

第６条 第３条に規定する行政書士業務で必要となる人件費及び物件費は、乙が負担するものとする。 

（実費手数料の取扱い） 

第７条 甲の要請に基づく行政書士業務は無料とし、実費が必要な場合には相談者が負担するものと

する。 

（損害の補償） 

第８条 甲の要請に基づく行政書士業務を行う際に、乙の会員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合における災害補償については、甲は負担を負わないものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙両者が協

議し定めるものとする。 

（有効期間） 
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第１０条 この協定は、協定締結の日から平成２９年３月３１日まで効力を有するものとする。ただ

し、協定期間満了日前までに、この協定の解除又は変更について、甲と乙のいずれもなんらかの意思

表示がない時は、この協定は更に１年間延長されるものとし、以後この例による。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者押印の上、各１通を保有する。 

 

平成２８年１月１４日  

 

甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

  神 戸 市 

  市長  久元 喜造 

 

             乙 神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号 

神戸クリスタルタワー１３階 

兵庫県行政書士会 

会長 村山 豪彦 
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資料 4-76 災害時における神戸市所管施設の緊急災害対策調査業務に関する協定書（一般社団法人関西

地質調査業協会） 

 

災害時における神戸市所管施設の緊急災害対策調査業務に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人関西地質調査業協会（以下「乙」という。）とは、災害

が発生した場合における、甲が所管する施設等の緊急的な応急対策調査業務の実施に関し、次のとおり

協定を締結する。 

 

（目的） 

 第 1条 この協定は、地震・風水害等異常な天然現象及び予期できない災害等が発生した場合、又は

その恐れがある場合に、甲が管理又は委託管理する施設等（工事中の施設を含め、以下「所

管施設等」という。）において、周辺状況を把握するための緊急的な調査（以下「緊急被害調

査」という。）及び対策工に必要な情報を得るための調査等（以下「緊急対策調査等業務」と

いう。）を実施するにあたり、甲及び乙は協力して被害の拡大の防止と被災施設の早期復旧

に資することを目的とする。 

 

（業務の実施範囲） 

 第 2 条 緊急被害調査及び緊急対策調査等業務の実施範囲は、神戸市の所管施設等における災害等発

生箇所又はその恐れのある箇所とする。 

 

（業務の内容） 

第３条  甲は所管施設等が被災し又はその恐れがあり必要と認めるときは、乙に緊急被害調査及び

緊急対策調査等業務を伴う出動を要請することができるものとする。 

２   乙は、甲からの緊急被害調査の出動要請を受けた場合は、調査班を編成して現地調査を行う。

その結果は文書又は口頭で速やかに報告する。 

３   乙は、甲からの緊急対策調査等業務の出動要請を受けた場合は、当該緊急対策調査等業務を

実施可能な乙の会員を推薦するものとする。 

４   乙の会員は、甲からの出動要請を受けた乙の指示に基づき、速やかに所管施設等の状況を把

握し、甲の指示により当該緊急対策調査等業務を実施するよう努めるものとする。 

５   乙は、前項の緊急被害調査及び緊急対策調査等業務を迅速に遂行できるよう日頃から体制

の整備や必要な技術者等の確保に努めるとともに、乙の会員による連絡系統図及び連絡一覧表

からなる実施体制表を作成しておくものとする。 

 

（業務の実施体制） 

第４条  前条第５項に定める所管施設等の緊急対策調査等業務の実施体制表は、あらかじめ乙が甲

に提出しておくものとする。 

なお、実施体制表に変更が生じた場合は、速やかに甲に報告するものとする。 
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（経費の負担） 

第５条  第３条第２項に基づく業務費用は、乙が負担するものとし、第３条第４項に基づく業務費用

は、甲が負担するものとする。 

 

（有効期限） 

 第６条  本協定の期間は協定締結日から平成 30年 3月 31日までとする。 

  ２   前項に規定する期間満了の１箇月前までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、

引き続き同一条件をもって本協定を期間の満了の日より１年間継続するものとする。 

また、締結後、甲乙いずれかの申し出により本協定は、廃止することができる。 

 

（損害の負担） 

第７条  甲の要請により乙又は乙の会員が実施した業務に伴い、第三者に損害を与えた場合又は派

遣した技術者等並びに各種資機材に損害が生じた場合には、乙又は乙の会員の責任においてそ

の損害を賠償するものとする。ただし、双方の責に帰さない理由による損害については甲と乙

又は乙の会員が協議して定めるものとする。 

２  乙又は乙の会員は前項の事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に報告するものとす

る。 

 

（災害時の協力） 

 第８条  乙又は乙の会員は乙又は乙の会員以外の者と甲が契約し実施する緊急調査設計業務の履

行にあたり、甲から地質、土質等の調査に必要な資機材の確保について協力要請があった場

合は、その確保に努めるものとする。 

 

（その他） 

第９条  本協定に定めのない事項、又は本協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議してこ

れを定めるものとする。 

 

  本協定書は２通作成し、甲乙が各１通を保有する。 

 

  平成２９年１１月１日 

 

 

      甲  神戸市長 

         久 元 喜 造 

 

      乙  一般社団法人関西地質調査業協会理事長 

                             小 宮 国 盛 
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資料 4-77 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書（西日本電信電話株式会社） 

 

特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と西日本電信電話株式会社 兵庫支店（以下「乙」という。）は、大規

模災害等が発生した際に乙の提供する非常用電話（以下「特設公衆電話」という。）の設置及び利用・

管理等に関し、次のとおり覚書を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、強度の地震等の発生により災害救助法が適用される

地域において、広域停電が発生していること、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生してい

ることをいう。 

２ 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電

話機接続端子を施設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者又は帰宅困難者等へ通信の提

供を可能とする非常時用の公衆電話をいう。 

 

（通信機器の管理） 

第３条 甲は、本覚書にもとづき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な

場所に保管の上、管理することとする。 

 

（屋内設備の管理及び破損） 

第４条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備（電話機、端子盤、配管、引込柱等）を設置し、乙

が設置する屋内配線（モジュラージャックを含む。以下同じ。）とともに、災害発生時に即座に利用が

可能な状態となるよう維持に努めることとする。 

２ 屋内配線や保安器、引込線等の乙が設置する設備が甲の故意または重過失により破損した場合

は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。なお、この場合の修復に係る費用は、原則、

甲が負担するものとする。 

 

（特設公衆電話の設置） 

第 ５条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定すること

とし、設置場所等の必要な情報は甲乙互いに保管するものとする。 

なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名等を別紙１に定める様式をも

って相互に通知することとする。 

 

（特設公衆電話の移転、廃止等） 

第６条 甲は、特設公衆電話の設置場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにそ

の旨を乙に書面をもって報告しなければならない。また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対
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し報告することに努めるものとする。 

 

（定期試験の実施） 

第７条 甲および乙は、年に１回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設  置でき

るよう、別紙２に定める接続試験を実施することとする。 

    

（故障発見時の扱い） 

第８条 甲および乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場

合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。 

 

（特設公衆電話の開設） 

第９条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は電話機を速やかに設置

し、被災者等の通信確保に努めるものとする。ただし、甲と乙が連絡が取れない場合は、甲の判断によ

り、利用を開始することができるものとする。 

 

（特設公衆電話の利用） 

第 10条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利

用者の誘導に努めるものとする。 

 

（特設公衆電話の利用の終了） 

第 11条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は電話機

を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了の決定を通知する前に、緊急避難場所又は避難

所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに電話機を撤去し、乙に対し撤去した場所の連絡を行うこ

ととする。 

 

（目的外利用の禁止） 

第 12条 甲は、第７条に規定する定期試験及び第９条に規定する開設を除き、特設公衆電話の利用

を禁止するものとする。ただし、自主防災組織等の地域団体が、防災訓練のために利用する場合を除

く。 

２ 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。 

３ 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置

を講じ、その旨を乙に報告するものとし、甲の目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担する

ものとする。 

４ 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講

ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工

事費用等は、甲が負担するものとする。 

 

（協議事項） 

第 13条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議

のうえ定めるものとする。 
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本覚書を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各自がその１通を保有する。 

 

 

平成 30年 11月 28日 

 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲  神戸市 

神戸市長  久 元  喜 造  印 

 

 

  神戸市中央区海岸通１１番 

乙  西日本電信電話株式会社  

兵庫支店長 上 村  幸 太 郎    印 
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資料 4-78 災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定（一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会） 

 

災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会（神戸支部・摂丹支部・明石支部）

（以下「乙」という。）は、災害が発生し，又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）

に必要となるＬＰガス及び燃焼機器等の機材（以下「ＬＰガス等」という。）の供給について、次のと

おり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力し，被災者等に対して行うＬＰガス等の供給に関す

る協力事項を定めることにより、迅速かつ的確な支援活動を遂行し，被災者等の支援の円滑化を図る

ことを目的とする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時においてＬＰガス等を必要とするときは、乙に対してＬＰガス等の優先的な供給

について協力を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、協定に基づく物資の供給要請書（様式第１号）により行うものとする。

ただし、甲において文書をもって要請する時間的余裕がないときは、口頭で要請することができる。

この場合において、甲は，後日速やかに文書を乙に提出するものとする。 

（供給） 

第３条 乙は、甲からＬＰガス等の供給協力の要請を受けたときは、甲の指定する場所まで運搬後、Ｌ

Ｐガス燃焼機器又は器具に接続し、供給を行うものとする。 

（安全点検の実施） 

第４条 乙が、ＬＰガス等を供給するときは、供給設備及び消費設備の安全点検を行うものとする。 

 （供給体制の確立維持） 

第５条 乙は、この協定に基づくＬＰガス等の供給体制を確保するため、平常時においても、数量を確

保し、大規模災害の発生に備えるものとする。 

（費用の負担） 

第６条 ＬＰガス等の提供に係る経費は、甲が負担するものとする。 

２ 代金は、災害発生時における市場価格を基準に算定し、ＬＰガス等の引渡しまでの運搬に係る運賃

を含めるものとし、甲乙協議の上，決定するものとする。 

 （代金の支払） 

第７条 前条により決定された代金の支払い時期については、甲の災害対応状況から甲乙協議の上、適

当な時期に行うこととする。 

（災害時の情報提供） 

第８条 乙は、諸活動中に覚知した災害等による被害情報を積極的に甲に提供するものとする。 

（情報交換） 

第９条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平常時から情報交換を行い、災害

時に備えるものとする。 

２ 担当者に変更があった場合は速やかに報告するものとする。 

 （平常時の防災活動への協力） 

第１０条 乙は、平常時における甲の防災啓発事業の推進に対し、可能な限り協力するものとする。 

（協議事項） 

第１１条 この協定に定めのない事項又はこの協定の履行に関し必要な事項は、その都度甲乙協議し
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て定めるものとする。 

（有効期間） 

第１２条 本協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲乙いずれかからの協定の解除の申出がな

い限り、同一の内容をもって継続するものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成３０年１２月２５日 

 

 

甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

   神戸市 

                    代表者  神戸市長 久元 喜造 

 

 

                 乙 神戸市中央区下山手通６丁目３番２８号 

一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会 

          

 

                     神戸支部長  山﨑 勝良 

 

                     摂丹支部長  市野 雅一 

 

                      明石支部長  朝比奈 秀典 
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資料 4-79 重油等単価協定書（兵庫県石油協同組合） 

  

重油等単価協定書（基本協定） 

 

１．納入油種 

   Ａ重油，クリーンＡ重油，白灯油 

 

２．納入方法 

ローリー納め（4㎘を超える）,ローリー納め（4 ㎘以下）,ドラム納めのいずれかとする。 

（施設ごとの納入方法は，別紙施設別一覧表による） 

 

３．協定単価 

   油種・納入方法毎にリットル当たりの単価とし、別紙「単価の決定方法について」によ 

   り決定する。 

 

４．履行場所 

   別紙施設別一覧表のとおり 

 

５．協定期間 

   令和４年４月１日～令和５年３月 31日 

 

６．その他 

 (1) 甲が当該発注を行った場合は,乙はこの協定に基づき毎月締結する単価協定書に従い契約を締結し、履

行するものとする。 

 (2) 乙は，非常災害時等には，甲の指示に従い優先して安定供給に努めるとともに，迅速かつ 

  確実に供給を行うこと。 

 (3) この協定の履行については，上記のほか仕様書，関係法令，神戸市契約関係規定に従うも 

  のとする。 

 (4) 乙は，現品の一部又は全部を第三者に供給させ，又はこの協定によって生ずる権利義務を 

  第三者に譲渡してはならない。 

 (5) この協定について甲と乙との間に紛争が生じたとき，又はこの協定書に定めのない事項に 

  ついては，その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 ＊なお、特別割引及び遠距離加算の取り扱いについては、令和４年度 Ａ重油・白灯油単価協 

  定における特別割引及び遠距離加算についてによる。 

 

 以上の協定成立を証するため，本書２通を作成し，当事者双方記名押印のうえ，各自１通を  

所持する。  

     

                                  令和４年４月１日 

     甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

       神戸市 

       代表者   神戸市長  久 元 喜 造 

     

        乙 協定人 

        住 所  神戸市中央区海岸通２丁目２番３号 

             兵庫県石油協同組合 

        氏 名  理事長    

 

※この協定については毎年、更新するものとする。 
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資料 4-80 災害時における連携協力に関する協定書（日本弁護士連合会） 

 

災害時における連携協力に関する協定書 

 

全国市長会（以下「甲」という。）と日本弁護士連合会（以下「乙」という。）とは、災害時における

連携協力に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、日本国内において災害が発生した場合において、被災地域の市及び特別区（以下

「被災市等」という。）並びに被災地域に存する弁護士会及び弁護士会連合会（以下「被災地弁護

士会等」という。）が協調して、被災者に対する迅速な生活再建の支援を図り、もって被災地の円

滑な復旧復興を実現するために、甲及び乙が連携協力することを目的とする。 

（協力事項） 

第２条 甲及び乙は、次に掲げる事項の実施のために連携協力する。 

(1) 被災者に対する弁護士による相談（無料相談を含む。） 

(2) 被災者の生活再建、被災地域の復旧復興その他被災者に有益な情報の提供 

(3) 前各号に掲げるもののほか、被災者の支援に必要な事項 

２ 日本国内において大規模災害が発生した場合、甲及び乙は、可及的速やかに、被災市等と被災地

弁護士会等が協議の上、被災者が災害発生直後の初動期間に前項第(1)号の相談を無料で受ける機

会を実現できるように、互いに連携協力する。 

（連絡責任者） 

第３条 甲及び乙は、本協定に基づく連携協力に関する連絡責任者を選定し、相互に通知するものと

し、変更があった場合も同様とする。 

（被災市等及び被災地弁護士会等との協議） 

第４条 甲及び乙は、第２条に定める連携協力を実施するに当たり、前条に定める連絡責任者を通じ

て、それぞれ被災市等及び被災地弁護士会等と協議を行うものとする。なお、被災市等及び被災地

弁護士会等の間に合意等が存する場合には、当該合意等が本協定に優先するものとし、甲及び乙

は、当該合意等を尊重するものとする。 

（事前準備等） 

第５条 甲及び乙は、本協定が想定する事態に備え、常時情報交換や相談窓口の連絡先等の提供に努

め、連携協力するものとする。 

（期間） 

第６条 本協定は、本協定締結の日から効力を生じるものとし、甲又は乙が書面をもって本協定を終

了させる意思を通知しない限り、その効力は継続するものとする。 

（協議） 

第７条 本協定に関し必要な事項については、甲及び乙が協議の上、別に定めるものとする。 

２ 本協定に定めのない事項については、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各自その１通を

保有する。 
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２０１８年１２月１７日 

 

             甲 東京都千代田区平河町二丁目４番２号 

               全国都市会館４階 

               全国市長会 

                会長 立谷 秀清 

 

             乙 東京都千代田区霞ヶ関一丁目１番３号 

               日本弁護士連合会 

                会長 菊地 裕太郎 
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資料 4-81 災害時における電気自動車からの電力供給及び水の供給に関する協定書（兵庫日産自動車株

式会社及び日産プリンス兵庫販売株式会社、株式会社神戸酒心館） 

 

災害時における電気自動車からの電力供給及び 

水の供給等の協力に関する協定書 

 

神戸市は，災害時における避難拠点のエネルギーセキュリティを高めるため，また災害時に必要不

可欠な水の確保への取組として，以下の取組を推進する。 

この取組を推進するため，神戸市（以下「甲」という。），兵庫日産自動車株式会社及び日産プリ

ンス兵庫販売株式会社（以下この２社を合わせて「乙」という。）並びに日産自動車株式会社（以下

「丙」という。）は，災害時における電気自動車からの電力供給及び電気自動車用充電スタンドの使

用に関して，また株式会社神戸酒心館（以下「丁」という。）は災害時における水の供給等に関して

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は，甲及び丙が互いの協力により，神戸市内に大規模な地震・津波，風水害その他の

災害（以下「災害」という。）による大規模停電が発生し，又は発生のおそれのある場合において，

避難拠点等における電気自動車からの電力供給業務（以下「給電業務」という。）を行う際に，より

多くの電気自動車及び充電スタンドを確保することを目的とする。 

また，甲及び丁が互いの協力により，災害により水の確保が困難な場合に，丁の所有する水を市民

に提供し，避難拠点等の円滑な運営を図り，もって市民の生命及び身体の安全を守ることを目的とす

る。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は，災害による大規模停電が発生し，又は発生のおそれのある場合において，給電業務のた

めの電気自動車及び充電スタンドが必要なときは，乙に対して，協力を要請するものとする。 

また，甲は，災害により水の供給が必要なときは，丁に対して協力を要請するものとする。 

 

（協力） 

第３条 乙及び丁は，前条の規定による要請を受けたときは，可能な範囲において応じるものとする。 

 

（電気自動車の貸与） 

第４条 乙は，乙の指定する日時及び場所で電気自動車を甲に貸与し，給電業務のために電気自動車を

甲に使用させるものとする。 

２ 給電業務の期間は，災害発生から１週間程度とする。残電力量の不足により給電業務の遂行ができ

なくなった場合，甲は，前項の規定により貸与を受けた電気自動車を充電することで，期間中におい

て継続的に給電業務を行えるものとする。 

３ 前項に規定する期間の終了後において，必要がある場合は，甲乙協議の上，可能な範囲において，

給電業務を継続するものとする。 
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４ 甲は，給電業務の終了後，この旨を乙に報告し，遅滞なく，電気自動車を乙に返還するものとす

る。 

 

（充電スタンドの使用許諾） 

第５条 乙は，甲に対して，乙の管理する電気自動車用充電スタンドを，乙の指定する日時及び場所に

おいて使用することを許諾する。 

 

（使用上の留意事項） 

第６条 甲は，第４条の規定により貸与を受けた電気自動車及び前条の規定により使用の許諾を受けた

充電スタンドを次のとおり使用するものとする。 

⑴ 乙が定める使用条件を守り，安全な場所及び方法で使用する。 

⑵ 電気自動車又は充電スタンドが故障又は何らかの理由により使用できなくなった場合は，乙に

速やかに連絡を行い，対応について協議する。 

 

（費用負担） 

第７条 甲は，この協定により乙が協力した場合は，次の各号に係る費用を負担する。 

⑴ 乙が貸与した電気自動車の使用料 

⑵ 乙が貸与した電気自動車の給電業務に要した電気代 

⑶ 乙が使用を許諾した充電スタンドの使用料 

⑷ パワーコンディショナーのリース料金    

２ 前項の使用料の額は，別途甲乙が協議して定める。 

 

（費用の支払） 

第８条 乙は，貸与した電気自動車による給電業務及び充電スタンドの使用が終了した後，甲に対し前

条に規定する費用を請求する。 

２ 甲は，前項の規定による請求について，適正な請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うも

のとし，支払手数料は甲の負担とする。 

（賠償） 

第９条 甲は，甲の責に帰すべき事由により，貸与を受けた電気自動車又は使用の許諾を受けた充電ス

タンドに損害を与え，又は滅失したときは，乙に対しその損害を賠償する。 

 

（飲料水の提供） 
第10条 丁は，第１条の目的を達成するため，災害が発生した場合，又は発生のおそれにより水の確保

が困難な場合，自社の受水槽から飲料水を近隣住民及び帰宅困難者へ提供する。 

２ 丁は，乙及び丙に電気自動車の協力要請を行い，飲料水の運搬を目的に乙の電気自動車を使用す

る。 

３ 乙及び丙の電気自動車の駐車場所として，丁の駐車場及び丁が管理する敷地内の使用を許諾する。 

４ 丁は，安全を最大限に考慮して，甲，乙及び丙に対し，随時，連絡協議の上で前３項に定める事項
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を行わないことができるものとする。 

 

（一時避難及び待機場所のための駐車場の使用許諾） 

第11条 丁は，第１条の目的を達成するため，近隣区域の住民及び帰宅困難者が一時避難及び待機をす

る場所として，甲，乙及び丙に対し，丁が所有又は管理する敷地の使用を許諾する。 

 

（給電業務の支援） 

第12条 丁は，第１条の目的を達成するため，災害による大規模停電が発生した場合，又は発生のおそ

れがある場合において，乙及び丙に電気自動車の給電協力の要請を依頼する。 

２ 丁は乙，丙の電気自動車からの給電協力を得て，市民及び帰宅困難者に「携帯電話の充電」を行う

ことで，サービスの提供を行う。 

３ 丁は前項の規定に基づき，サービスの提供にあたり，甲，乙及び丙に対し協議を行うものとする。

ただし，丁は，安全を最大限に考慮して，甲，乙及び丙からの情報伝達のもと，前２項に定める事項

を行わないことができるものとする。 

 

（訓練への協力） 

第13条 乙，丙及び丁は，甲が実施又は後援する訓練に協力するよう努めるものとする。 

２ 前項に規定する訓練の協力に要する費用は，原則として乙，丙及び丁の負担とする。 

 

（広報活動） 

第14条 甲，乙及び丙は，災害時において，より多くの電気自動車を確保するため，平常時において広

報活動に努めるものとする。 

２ 丁は，平常時において甲からの防災情報を適宜把握し，関係機関にも防災における広報周知の活動

に努めるものとする。 

 

（電気自動車等の情報提供） 

第15条 乙は，災害時に給電業務が遂行可能な電気自動車等の情報を，丙は，電気自動車等の普及促進

に資する情報を，それぞれ適宜，甲に提供する。 

２ 丁は，平常時において丙及び乙からの電気自動車等の情報を適宜，把握により各施設を利用するお

客様にはこれらの情報を提供する。 

 

（連絡調整） 

第16条 この協定及びこの協定に定める業務に関わる連絡調整は，甲，乙，丙及び丁があらかじめ指定

した者が行う。 

 

（細目） 

第17条 この協定を実施するために必要な事項については，別に定める。 
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（協定期間及び更新） 

第18条 この協定の期間は，協定締結の日から令和３年３月31日までとする。ただし，この協定の期間

満了の１か月前までに，甲，乙，丙及び丁のいずれの者からもこの協定を終了又は変更する意思表示

がないときは，この協定の期間を更に１年間延長するものとし，以後も同様とする。 

 

（協議） 

第19条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは，甲乙丙丁協議の

上，決定するものとする。 

この協定の成立を証するため，協定書５通を作成し，甲乙丙及び丁記名押印の上各１通を保有す

る。 

 

 

令和元年11月25日 

 

甲  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

  神戸市 

神戸市長  久元 喜造  

 

乙  神戸市中央区北本町通５丁目２番24号 

 兵庫日産自動車株式会社 

 代表取締役社長 西川 博之 

 

乙  神戸市灘区烏帽子町３丁目３番11号 

 日産プリンス兵庫販売株式会社 

 代表取締役社長 長手 繁 

 

丙  神奈川県横浜市西区高島１丁目１番１号 

 日産自動車株式会社 

理事 神田 昌明 

 

丁  神戸市東灘区御影塚町１丁目８番17号 

 株式会社 神戸酒心館 

 代表取締役社長   安福 武之助 
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資料 4-82 災害時における電動車両等の支援に関する協定書（三菱自動車工業株式会社） 

 

災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

 

神戸市（以下「甲」という。）、兵庫三菱自動車販売株式会社（以下「乙」という。）及び三菱自動車

工業株式会社（以下「丙」という。）とは、災害時における電動車両等の支援に関し次の条項により協

定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市内において異常かつ激甚な非常災害（以下「災害」という。）の発生時に、

甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等の貸与

について必要な事項を定めるとともに、平常時においても電動車両等の災害の発生時における有用

性を広く市民に知らしめ、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする。 

 

（電動車両等の種類） 

第２条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。 

（１）電気自動車 

（２）プラグインハイブリッド車 

 （３）前二号に掲げるもののほか、電動車両等からの外部給電に必要な機器 

 

（貸与の要請） 

第３条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙が保有する前条に規定する電動車両等の貸与

を必要とする場合、丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合におい

て、当該要請を受けた丙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調整の上、当該要

請に係る対応について甲に連絡するものとする。 

２ 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等の貸与について要請書（様式１号）

により要請するものとする。 

３ 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、

乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。 

４ 丙は、第 2 項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙が保有する電動

車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。 

 

（電動車両等の引渡し等） 

第４条 乙は、前条第 2項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の指定する

場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上、甲が指定する者に対して引渡しを行うも

のとする。 

２ 乙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲

に連絡し、甲に対して報告書（様式２号）を提出するものとする。 

 

（貸与期間） 
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第５条 電動車両等の貸与期間は、引渡し日から起算して１週間程度とする。ただし、貸与期間を変更

する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。 

 

（電動車両等の返却） 

第６条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲と乙が協議の上、決定す

るものとする。 

 

（費用負担） 

第７条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう。)

は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙及び丙が協議の上、決定するも

のとする。 

 

（補償） 

第８条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。 

（１）事故により、第三者に与えた物的又は人的損害については、その損害の帰責理由がある者が補償

責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲、乙及び丙が協議の上、その賠

償に当たるものとする。 

（２）自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。 

 

（保険について） 

第９条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙又は丙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入する

ものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙又は丙の加

入している保険の適用を受けるものとする。 

２ 前項に規定する保険の適用に要する費用については、乙又は丙の負担とする。ただし、甲の故意又

は重過失により保険の適用を受けるに至った場合又は適用を受けることができなくなった場合は、

免責分も含めて甲が負担するものとする。 

 

（費用の支払） 

第 10条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やか

に相手方に対してこれを支払うものとする。 

 

（使用上の留意事項） 

第 11条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。 

（１）乙または丙が指示する使用の条件を遵守し、可能なかぎり安全な場所で使用する。 

（２）原則として、神戸市内で使用する。 

（３）故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは 

第 13条第３項の規定により、乙に速やかに連絡する。 

 

（連絡責任者） 

第 12条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書（様式３）により相互
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に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。 

（電動車両等の情報提供） 

第 13条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に

提供するものとする。 

２ 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙及び

丙に提供するものとする。 

３ 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた

場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。 

 

（平常時の取組） 

第 14条 甲、乙及び丙は、平常時においても電動車両等の災害時における有用性を広く市民に知らし

め、理解を醸成していくことに努めるものとする。 

２ 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練

等に参加するものとする。 

３ 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。 

 

（協議） 

第 15 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙及び丙が協議の上、

定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効

期間満了の日の２月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効

期間満了の日の翌日から起算して更に１年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各１通を保有するも

のとする。 

 

令和２年１月 31日 

 

             甲 神戸市中央区加納町 6丁目 5番 1号 

               神戸市 

               神戸市長      久元 喜造   

 

             乙 神戸市西区伊川谷町潤和字西ノ口 751-1 

               兵庫三菱自動車販売株式会社 

               代表取締役社長   西原 興一郎 

 

             丙 東京都港区芝浦三丁目 1番２１号 

               三菱自動車工業株式会社 

               取締役 代表執行役 CEO 加藤 隆雄  
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資料 4-83 災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する覚書（兵庫ト

ヨタ自動車株式会社、神戸トヨペット株式会社他） 

 

災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する覚書 

 

神戸市（以下「甲」という。）と兵庫トヨタ自動車株式会社、神戸トヨペット株式会社、トヨタカロ

ーラ神戸株式会社、トヨタカローラ兵庫株式会社、ネッツトヨタ神戸株式会社、ネッツトヨタゾナ神戸

株式会社、ネッツトヨタ兵庫株式会社、ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社（以下「乙」という。）、並

びにトヨタモビリティパーツ株式会社 兵庫支社（以下、「丙」という。）は、包括連携協定の項目であ

る「安全・安心に関すること」の１つとして、次のとおり覚書を締結する。 
 

（趣旨） 

第１条 この覚書は、神戸市内において災害が発生した場合に、甲、乙・丙が相互に連携し、円滑な災

害応急対策を実施することを目的として、避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の

協力について必要な事項を定める。 

 

（外部給電可能な車両の種類） 

第２条 甲が乙に対して要請する外部給電可能な車両は、次に掲げるものとする。 

（１）燃料電池自動車 

（２）電気自動車 

（３）プラグイン・ハイブリッド自動車 

（４）ハイブリッド自動車 

 

（協力の要請と協力内容） 

第３条 甲は、災害時における応急対策のため、乙が保有する外部給電可能な車両を必要とする場合

は、丙に対し書面（様式第２号）で要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請

し、事後速やかに書面を提出するものとする。丙は、従業員の安全を確保したうえで、トヨタ側の窓

口・とりまとめ役を務める。 

２ 乙は、前項の規定により要請があったときは、従業員の安全を確保したうえで、業務に支障を来さ

ない可能な範囲で、保有する外部給電可能な車両を貸与するよう努めるものとする。 

３ 乙は、災害による停電の発生時、甲より要請がない場合でも、販売店店舗等において、近隣住民へ

の給電協力に努めるものとする。 

４ 丙は、甲の要請する車両台数に対して、乙の提供できる車両台数が不足する場合、本覚書を締結し

ていない県内トヨタ販社や、トヨタ自動車に対して協力を要請し、甲の要請に応えるよう努める。 

 

（外部給電可能な車両の引渡し） 

第４条 乙は、前条の規定による甲からの要請を受け、外部給電可能な車両を貸与する場合は、乙が甲

の指定する場所に運搬し、引渡しを行うものとする。乙が車両運搬不可能な場合、甲乙両者で協議し、

引渡しの方法を調整する。 

（貸与期間） 
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第５条 外部給電可能な車両の貸与期間は、災害発生から３日間程度とする。期間変更の必要がある場

合は、甲、乙が協議の上、決定するものとする。 

 

（報告） 

第６条 乙は、第３条の規定による甲からの要請を受け、外部給電可能な車両を引渡した場合は、甲に

対し速やかに書面（様式第３号）を提出するものとする。 

 

（外部給電可能な車両の返却） 

第７条 乙が甲に貸与した外部給電可能な車両の返却時期及び場所については、甲、乙が協議の上、決

定する。 

 

（費用負担） 

第８条 甲の要請に基づき乙が行った外部給電可能な車両の貸与期間中の費用については、甲が負担

するものとする。ただし、乙から費用負担の申し出があった場合には、この限りではない。 

２ 前項の費用は、発災直前における適正価格を基礎として、甲、乙が協議の上、決定するものとする。 

 

（費用の支払い） 

第９条 甲は、乙から費用の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。 

 

（補償） 

第１０条 外部給電可能な車両の貸与期間中に生じた損害の補償については、以下のとおり取り扱う

ものとする。 

（１）事故により、第三者に与えた物的あるいは人的損害については、その損害の帰責理由がある者

が、補償責任を負うものとする。責めに帰すべき事由が不明な場合は、甲、乙が協議の上、その賠

償にあたるものとする。 

（２）自動車保険が適用される場合の取扱いは、第１１条の規定による。 

 

（自動車保険の扱い） 

第１１条 乙は、外部給電可能な車両の貸与にあたり乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入

するものとし、甲は貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入し

ている保険の適用を受けるものとする。 

２ 前項の保険の適用を受けるに際しかかる費用については、全て乙の負担とする。ただし、甲の故意

または重過失によって保険の適用を受けるに至った場合、あるいは保険の適用が受けられなくなっ

た場合は、免責分も含め甲の負担とする。 

 

 （使用上の留意事項） 

第１２条 甲は、貸与を受けた外部給電可能な車両を以下のとおり使用するものとする。 

（１）使用条件を守り、極力、安全な場所で使用する。 

（２）原則として、神戸市内で使用する。 

（３）外部給電可能な車両の故障又は何らかの原因により使用できなくなった場合は、第１４条第３項

の規定により、乙に速やかに報告する。 
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 （連絡責任者） 

第１３条 甲、丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め書面（様式第１号）、により報告する

ものとする。また、当該連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度、相互に報告するものとする。 

 

 （外部給電可能な車両の情報提供） 

第１４条 乙は、甲から求められた場合、災害時に外部給電可能な車両の情報を甲に提供する。 

２ 甲は、乙から求められた場合、貸与された外部給電可能な車両の使用状況に関する情報を、適宜、

乙に提供する。 

３ 甲は、貸与期間中、外部給電可能な車両に不調が生じた場合など、災害応急対策を進めるにあた

り、問題が発生した場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙で対応を協議する。 

 

 （訓練等） 

第１５条 乙・丙は、この覚書に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災

訓練等に参加するものとする。 

２ 前項に規定する訓練の協力に要する費用は、原則として乙・丙の負担とする。 

  

（普及・周知活動） 

第１６条 甲、乙・丙は、市民の自助による減災を促進するため、外部給電可能な車両の普及について、

協力して取組む。 

 

（協議） 

第１７条 この覚書に定めのない事項、又はこの覚書に疑義が生じた場合は、甲、乙・丙が協議の上、

定めるものとする。 

 

 （有効期間） 

第１８条 この覚書の有効期間は、包括連携協定と合わせて、覚書締結の日から起算して１年間とす

る。ただし、この覚書の有効期間満了の日の２ヶ月前までに、甲、乙・丙のいずれからも書面による

異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に１年間有効とし、以後も同様とす

る。 

 

この覚書の締結を証するため、本書１０通を作成し、甲、乙・丙がそれぞれ署名押印の上、各１通を保

有するものとする。 

 

 

  令和２年 11月 13日 

 

甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市 

神戸市長 久元 喜造 
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乙 神戸市中央区磯辺通４丁目２番１２号兵庫

トヨタ自動車株式会社 

  代表取締役社長 瀧川 高章 

 

 

神戸市灘区灘南通２－１－９ 

トヨタカローラ神戸株式会社 

代表取締役社長 塩住 宏基 

 

 

尼崎市名神町１－１８－２５ 

ネッツトヨタ神戸株式会社 

代表取締役社長 四宮 康次郎 

 

 

神戸市中央区栄町通７丁目１－３ 

ネッツトヨタ兵庫株式会社 

代表取締役社長 西村 卓也 

 

神戸市兵庫区水木通２丁目１番1号 

神戸トヨペット株式会社 

代表取締役社長 西村 公秀 

 

 

神戸市兵庫区大開通９丁目１番１４号 

トヨタカローラ兵庫株式会社 

代表取締役社長 伏見 和政 

 

 

神戸市中央区磯辺通４丁目２番１２号 

ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 

代表取締役社長 坂戸 秀彰 

 

 

神戸市長田区大道通５丁目１０１番地の２ 

ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社 

代表取締役社長 谷口 弘一 

 

 

丙 神戸市長田区北町２－９－２ 

トヨタモビリティパーツ株式会社 

兵庫支社長 阿部 誠司 
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様式第１号（第１３条関係） 

年  月  日 

連絡責任者届 

団体名【               】 

連絡先（窓口責任者） 

 第１連絡先 第２連絡先 

担当部署   

役職・氏名   

電話番号   

携帯電話番号   

ＦＡＸ   

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   

 

（目的外使用禁止） 

「災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書」に記載す

る事項以外には利用しないこと。 
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様式第２号（第３条関係） 

年  月  日 

外部給電可能な車両の提供協力要請書 

       様 

神戸市     

「災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書」第３条に

基づき、下記のとおり要請します。 

記 

１ 災害の状況及び協力を要請する理由 

 

 

 

 

２ 要請内容 

（１） 外部給電場所及び車両等の情報 

 
搬送場所 

（自治体名・庁舎住所） 

外部給電予定場所 

（施設名・住所） 
提供期間 

台数 

（台） 

使用自治体担当者 

（連絡先・職氏名） 

１   
自： 月 日 

至： 月 日 
  

２   
自： 月 日 

至： 月 日 
  

３   
自： 月 日 

至： 月 日 
  

４   
自： 月 日 

至： 月 日 
  

 ※表が不足する場合には別紙としてもよい。 

 

（２） その他特記事項 

 

 

 

 

３ 要請に係る連絡先担当者 

所属名  

職氏名  

連絡先  
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様式第３号（第６条関係） 

  年  月  日 

外部給電可能な車両の提供協力受書 

神戸市 様 

会社名          

代表者名          

「災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書」第３条に

基づき、車両を提供しましたので、第 6条の定めにより、下記のとおり報告します。 

記 

１ 外部給電可能な車両の提供実施内容 

 提供実施日 
提供場所 

（自治体名・庁舎住所） 
提供期間 車種 

台数 

（台） 

１ 月 日  
自： 月 日 

至： 月 日 
  

２ 月 日  
自： 月 日 

至： 月 日 
  

３ 月 日  
自： 月 日 

至： 月 日 
  

４ 月 日  
自： 月 日 

至： 月 日 
  

 ※表が不足する場合には別紙としてもよい。 

 

２ 報告に係る連絡先担当者 

会社名   

職氏名   

連絡先   
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資料 4-84 災害時における支援活動に関する協定書(株式会社マツダオートザム北神) 

 
災害時における支援活動に関する協定書 

 
神戸市北区役所（以下「甲」という。）と株式会社マツダオートザム北神（以下「乙」という。）とは、

神戸市地域防災計画及び北区防災組織計画における災害応急活動に必要な業務の協力について、次のと
おり協定を締結する。 
（趣旨） 
第１条 この協定は、神戸市北区北神地域（有野地区、有馬地区、八多地区、淡河地区、大沢地区、長尾
地区、道場地区）内に地震、風水害等による災害が発生し又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」
という）に必要となる災害応急業務に関する支援活動への協力について、必要な事項を定めるものであ
る。 
（協力の要請） 
第２条 甲は、災害時において必要があると認める場合は、乙に対し協力を要請することができる。 
（協力業務） 
第３条 甲が乙に対し協力を要請する業務の内容は、次のとおりとする。なお、協力業務は、いずれも運
搬業務であるため、車両と運転者を合わせて派遣するものとする。 
（１）職員の移送（区役所⇔避難所） 
   ※職員には、避難所班（避難所運営職員）だけでなく、保健班（要援護者対応をする職員）も含む。

また、区役所には出張所も含む。 
（２）物資の搬送（避難所・備蓄拠点・区役所⇔避難所） 
（３）職員の送迎（区役所⇔主要駅（谷上駅、三田駅）） 
（協力の実施） 
第４条 乙は第２条に定める災害協力要請を受けたときには、甲が指定する指揮者の指示に従い、可能な
範囲において、業務に協力するものとする。 
（事故等） 
第５条 乙は、業務の協力に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告するものと
する。 
（同乗者および第三者（対物対人）に対する責任） 
第６条 乙は、業務の協力に際し、乙の責に帰する理由により、同乗者および第三者（対物対人）に損害
を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。 
（災害補償） 
第７条 甲は不可抗力によって生じた損害の一切について、責任を負わないものとする。 
（協定の有効期間） 
第８条 この協定の有効期間は、令和３年９月２２日から令和４年３月３１日までとする。ただし、有効
期間満了の１ヵ月前までに甲、乙いずれからもこの協定を終了する旨の意思表示を行わない限りは、有効
期間満了の翌日から起算して１年間この協定が延長されたものとみなす。それ以降も同様に延長される。 
（協議） 
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第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義や変更の必要性が生じたときは、甲乙協議
の上、決定するものとする。 
 
この協定締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１ 
通を保有する。 
 
令和３年９月２２日 
 

 甲 神戸市北区鈴蘭台北町 1-9-1 
                神戸市北区役所 

代表者 北区長 谷 真行 
 

 乙 神戸市北区有野中町３丁目８番地 14 号 
株式会社マツダオートザム北神 
代表者 代表取締役社長 高山 和之 
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「災害時における支援活動に関する協定書」の一部変更 

 

神戸市北区役所（以下「甲」という。）と株式会社マツダオートザム北神（以下「乙」という。）との間

に、令和３年９月 22日に締結した「災害時における支援活動に関する協定書」の一部を、次のように変

更する。 

 

 

第５条を第６条とし、第６条から第９条までを１条ずつ繰り下げ、第４条の次に次の１条を加える。 

（機密の保持） 

第５条 乙は、本協定に関して知り得た情報を漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様と

する。 

 

 

この協定締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

令和４年 10月 25日 

 

 甲 神戸市北区鈴蘭台北町 1-9-1 

                神戸市北区役所 

代表者 北区長 金本 忠義 

 

 乙 神戸市北区有野中町３丁目８番地 14号 

株式会社マツダオートザム北神 

代表者 代表取締役社長 高山 和之 
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資料 4-85 災害時におけるモバイルバッテリーの提供及びデジタルサイネージによる情報発信の協力に

関する協定（株式会社インフォリッチ） 

 

災害時におけるモバイルバッテリーの提供及びデジタルサイネージによる 

情報発信の協力に関する協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）と株式会社 INFORICH（以下「乙」という。）との間において、災害時に

おけるモバイルバッテリー（以下「バッテリー」という。）の提供及びデジタルサイネージによる情報

発信の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市内に大規模な地震・津波、風水害及びその他の災害（これらを総称して、

以下「災害」という。）による大規模停電が発生し、または発生のおそれのある場合において、甲が公

共施設、避難拠点等における電力供給業務や情報発信を行う際に、乙の協力内容及びその他必要な事

項を定めるものとする。 

 

（協力の内容） 

第２条 乙の協力内容は、次の各号のとおりとする。 

（１）乙が所有するバッテリーの提供 

（２）乙が神戸市内に設置したバッテリースタンド（以下「スタンド」という。）に設置したバッテリ

ーの無償レンタル提供 

（３）スタンドに付随したデジタルサイネージを活用した情報の発信 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時にバッテリーの確保の必要が生じたときは、数量を指定し、乙に対して要請を行

うことができる。 

２ 乙は、前項の要請があった場合は、乙が用意可能な数量を報告し、甲の指定する引渡し場所に、乙

が取り得ることができる最も早い手段により、優先的に提供するよう努めるものとする。 

３ 乙から災害時に被害を受けた旨の連絡があった場合の対応については、甲乙協議の上、決定するも

のとする。 

 

（経費の負担） 

第４条 前条第１項の要請により、乙がバッテリーの提供に要した経費は、甲が負担するものとする。 

２ 第２条第１項第２号及び第３号の協力に要した経費は、乙が負担するものとする。 

３ 前条第２項の規定により提供されたバッテリーの価格は、災害が発生した直前の乙の販売価格と

する。 

 

（平常時の連携） 

第５条 この協定が円滑に運用されるよう、甲においては、神戸市内公共施設等への設置促進、乙にお

いては、防災意識啓発、広報活動等の実施など、平素から連携強化に努めるものとする。 
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（協定期間及び更新） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和４年３月３１日までとする。ただし、期間満了

の日までに、甲又は乙から協定を継続しない旨の申出がないときは、１年間延長するものとし、以後

も同様とする。 

２ 甲及び乙は、毎年４月に緊急連絡先等を互いに報告するものとする。 

 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及び疑義については、その都度、甲乙協議の上、解決するものとす

る。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年１月１７日 

 

甲    神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市 

神戸市長   久元 喜造 

 

乙    東京都渋谷区神宮前６丁目３１番１５号Ａ－６Ａ 

株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ 

代表取締役社長    秋山 広宣 
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資料 4-86 神戸市災害時におけるボランティア協定（ライオンズクラブ国際協会） 

 

神戸市災害時におけるボランティア協定 

 

神戸市（以下「甲」という。）とライオンズクラブ国際協会３３５－Ａ地区１Ｒ１Ｚ、１Ｒ２Ｚ、１

Ｒ３Ｚに所属するクラブ（以下「乙」という。）及び社会福祉法人神戸市社会福祉協議会（以下「丙」

という。）は、地震等の災害発生時におけるボランティア活動に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震等の災害発生時におけるボランティア活動（以下「活動」という。）に関する

協力体制について必要な事項を定め、活動を円滑に実施することを目的とする。 

（協力内容） 

第２条 乙が甲の要請に応じて行う活動は次のとおりとする。 

（１） 災害ボランティアセンターを経由して活動するボランティア等の移動や活動等に利用する車両

の提供 

（２） 災害ボランティアセンター及び災害ボランティアの活動拠点（以下、「ボランティア支援拠点等」

という）に必要な設備及び災害ボランティア活動に必要となる資機材等の提供 

（３） ボランティア支援拠点等で活動するボランティア等が利用する駐車場等の提供 

（４） 乙が有する専門性等を活かした物的・人的支援の提供 

（５） ボランティア支援拠点等におけるボランティアを対象とした飲食物の提供 

（６） その他、災害ボランティアセンター及びボランティアの活動の推進に必要とされた支援の提供 

２ 前項の活動を実施する場合は、乙は活動中における事故に備え保険に加入するものと する。 

（協力要請） 

第３条 甲は、前条第１項に規定する活動を要請する場合は、丙を通じて行うものとする。 

（連絡責任者） 

第４条 甲、乙及び丙は、あらかじめ連絡責任者を定めて、相手方に報告するものとする。 

（協力） 

第５条 乙は、甲から第３条の規定による協力要請を受けた場合は、協定の内容に従って可能な限り活動

の協力に努めるものとする。ただし、止むを得ない事情により協力要請に応じられない場合はこの限り

ではない。 

（経費の負担） 

第６条 この協定により乙が実施する活動に係る費用は、原則として乙の負担とする。 

（損害の負担） 

第７条 第２条第１項の規定による活動により生じた損害の負担は、甲、乙及び丙で協議して定めるもの

とする。 

（支援のための情報共有及び秘密を守る義務） 

第８条 甲、乙及び丙は必要な支援を円滑に提供するため、情報を適宜共有する。 

乙は、この協定に係る活動を行うに当たり、活動上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。 

２ 前項の規定は、協定終了後も同様とし、乙からの情報提供を受け、支援に携わった者全てを対象とす

る。 
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（協定締結の取消） 

第９条 甲、乙及び丙は、いずれかの申し出により協定を取り消すことができる。 

（有効期間） 

第 10条 この協定の有効期間については、以下のとおりとする。 

（１） この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、協定の有効期間（以下 「協定期間」と

いう。）は１年間とする。 

（２） この協定は、前項の協定期間が満了する１ヵ月前までに、甲、乙及び丙いずれからも何らかの申

し出がない場合には、協定期間の満了の翌日からさらに１年間継続するものとし、以降も同様と

する。 

（協議） 

第 11条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙及び丙で協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、甲、乙及び丙記名押印の上、各１通ずつ保管する。 
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令和 3年 6月 10日     
 甲 神戸市中央区加納町６丁目５番１号  
    神戸市長  久元  喜造 

 乙 ライオンズクラブ国際協会３３５－Ａ地区  
  ２０２０ー２０２１年  

   地区ガバナー    

   １Ｒ１Ｚ ゾーンチェアパーソン  

   １Ｒ２Ｚ ゾーンチェアパーソン  

   １Ｒ３Ｚ ゾーンチェアパーソン  

    地区アラート委員長  

  （１Ｒ１Ｚ）    
  神戸市中央区港島中町６－１０－１ 神戸ポートピアホテル南館 5Ｆ 

   神戸（ホスト）ライオンズクラブ 
     会 長  

  神戸市東灘区魚崎南町５－７－３－４０８ 南部雅弘会計事務所内 

   神戸生田ライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市兵庫区三川口町２－５－１３ 藤本ビル１Ｆ 

   神戸中央ライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区多聞通３－３－７ コウベセンタービル３Ｆ 

   神戸ハーバーライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区相生町４－４－１８ マスヤビル５０１ 

   神戸センチュリーライオンズクラブ 
     会 長  

   川西市大和東 3-13-11 はじめ株式会社内  
   神戸テイアライオンズクラブ  
     会 長  

  尼崎市東園田町９－３７－４   
   そのだライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区北野町３－１２ 神戸北野国際センター内 

   神戸北野ライオンズクラブ  
     会 長  

  （１Ｒ２Ｚ）    
  神戸市中央区港島中町６－１０－１ 神戸ポートピアホテル南館 5Ｆ 

   神戸イーストライオンズクラブ  

     

会 長  
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 乙 神戸市中央区元町通４－６－１８ シャルマンライフ神戸元町６０２ 

   神戸三宮ライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区八幡通４－２－１８ 昭和住宅・福本ビル４０４号室 

   神戸六甲ポートライオンズクラブ 
     会 長  

  神戸市中央区琴ノ緒町５－５－２９ 三経ビル４０５ 

   神戸甲南ライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区三宮町２－７－８ パウリスタビル８Ｆ 

   神戸灘ライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区港島中町６－１０－１ 神戸ポートピアホテル南館 5Ｆ 

   神戸みなとライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区港島中町６－１０－１ 神戸ポートピアホテル南館 5Ｆ 

   神戸ノースライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区加納町２－１３－１０ グランドビスタ北野６０５ 

   神戸葺合ライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区琴ノ緒町５－５－２９－４０５  
   神戸東灘マリーンライオンズクラブ 
     会 長  

  （１Ｒ２Ｚ）    
  神戸市中央区脇浜海岸通３－２－１５－４０５ 

   神戸のじぎくライオンズクラブ  
     会 長  

  大阪市淀川区西中島４－７－１８ まるみやビル２Ｆ（株）フロンティア内 

   神戸レインボーライオンズクラブ 
     会 長  

  （１Ｒ３Ｚ）    
  神戸市中央区花隈町１２－６ 第３大知ビル４Ｆ 

   神戸ウエストライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区花隈町１２－６ 第３大知ビル４Ｆ 

   神戸須磨ライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市垂水区神田町２－１０ 松本ビル４Ｆ  
   神戸垂水ライオンズクラブ  
     会 長  
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 乙 神戸市中央区相生町４－４－１８ マスヤビル４０１ 

   神戸兵庫シティライオンズクラブ 
     会 長  

  神戸市兵庫区松原通５－１－３ タモンビル４Ｆ 

   神戸長田ライオンズクラブ  
     会 長  

  神戸市中央区港島中町６－１０－１ 神戸ポートピアホテル南館 5Ｆ 

   神戸あじさいライオンズクラブ  
     会 長  

 丙 神戸市中央区磯上通３丁目１番３２号 こうべ市民福祉交流センター 

   社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 
     理事長  
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資料 4-87 神戸市災害ボランティア情報センター及び区災害ボランティアセンターの設置・運営等にす

る協定書（社会福祉法人社会福祉協議会、各区社会福祉協議会） 

 

神戸市災害ボランティア情報センター及び区災害ボランティアセンターの 

設置・運営等に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と社会福祉法人神戸市社会福祉協議会（以下「乙」という。）

及び、社会福祉法人神戸市東灘区社会福祉協議会、社会福祉法人神戸市灘区社会福祉協議会、

社会福祉法人神戸市中央区社会福祉協議会、社会福祉法人神戸市兵庫区社会福祉協議会、社

会福祉法人神戸市北区社会福祉協議会、社会福祉法人神戸市長田区社会福祉協議会、社会福

祉法人神戸市須磨区社会福祉協議会、社会福祉法人神戸市垂水区社会福祉協議会、社会福祉

法人神戸市西区社会福祉協議会（以下「丙」という。）の三者は、 

災害時における、神戸市災害ボランティア情報センター（以下、「市情報センター」という。）

及び区災害ボランティアセンター（以下、「区災害ＶＣ」という。）の設置、運営等に関し、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、神戸市災害時応急対応活動として行う、市情報センター・区災害ＶＣ

の設置及びそれに伴う市民の自主性を伴ったボランティア活動を円滑に実施するために、

甲、乙及び丙の果たすべき役割と協力事項、費用負担等を定め、被災者の生活支援に寄与

することを目的とする。 

（連携・協力） 

第２条 甲、乙及び丙は、災害が発生した場合には、被害状況等を含めボランティア活動を

行うために必要な情報や被災者の効果的な支援のために必要な情報を速やかに共有し、協

力して措置を講じる。 

（市情報センター・区災害ＶＣの設置等） 

第３条 甲及び乙は、市情報センター・区災害ＶＣを設置する必要があると判断したときは、

甲、乙及び丙が協議の上、乙は市情報センター、丙は区災害ＶＣを設置するものとする。 

（市情報センター・区災害ＶＣの設置場所） 

第４条 市情報センター・区災害ＶＣの本部事務所は、乙及び丙が管理する事務所のうち支

援活動を実施するために最適な場所に設置するものとする。ただし、乙及び丙が管理する

事務所に最適な場所がない場合には、甲はこれに代わる場所を確保して乙及び丙に提供す

るものとする。 

２ 著しい被害を受けた地域や地理的な課題等により区災害ＶＣの分室（サテライト）の設

置が必要であるときは、甲、乙及び丙が協議のうえ、前項の考えに基づき、その設置場所

を確保するものとする。 

（市情報センター・区災害ＶＣの運営） 

第５条 乙が市情報センター、丙が区災害ＶＣを設置する場合、乙及び丙が主体となり、必
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要に応じて、外部からのボランティア、各社会福祉協議会、ボランティアコーディネータ

ーのほか、地域の関係機関・団体等の協力の下、運営を行うものとする。 

２ 甲は、乙が市情報センター、丙が区災害ＶＣを設置した場合、乙及び丙との連絡調整に

ついて担当者を決定し、速やかに連携体制を整えるものとする。 

（協力の要請） 

第６条 乙及び丙は、市情報センター・区災害ＶＣの円滑な活動を確保することが困難であ

ると認めるときは、甲に対し、必要な協力を求めることができる。 

（市情報センターの業務） 

第７条 市情報センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 被災地および区災害ＶＣに関する情報収集・情報発信 

（２） 区災害ＶＣの設置運営支援・連絡・調整・派遣等  

（３） 市外の災害ボランティアセンターとの間の連絡・調整・受入及び派遣等 

（４） 区災害ＶＣ及び災害ボランティア活動に関する各種相談、問い合わせへの対応 

（５） ボランティア・市民活動災害共済の加入手続 

（６） 災害ボランティア活動に必要な資機材・活動物資等の調達・貸出・保管・管理 

（７） 神戸市災害対策本部等との以下の情報の共有 

    ①被災状況・避難情報 

    ②インフラ等の復旧計画・復旧情報 

    ③ボランティアによる支援活動の状況 

    ④特に支援を必要とする者の情報（共有の内容、範囲等は別に定める） 

    ⑤その他、災害ボランティア活動に必要と甲、乙及び丙が認める情報 

（８） 関係機関・団体との間の連絡・調整・仲介等 

（９） 災害ボランティアセンター運営に関する研修や広報 

（10） その他、市情報センターの活動に必要な業務 

（区災害ＶＣの業務） 

第８条 区災害ＶＣは区災害対策本部及び市情報センターと連携し、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

（１） 被災情報の把握 

（２） ボランティアニーズの把握 

（３） 災害ボランティアの募集、受付 

（４） 災害ボランティア活動の情報発信 

（５） 区災害ＶＣ及び災害ボランティア活動に関する各種相談、問い合わせへの対応 

（６） ボランティア・市民活動災害共済の加入手続 

（７） 災害ボランティア活動に必要な資機材・活動物資等の調達・貸出・保管・管理 

（８） 災害ボランティア活動に必要な移動支援 

（９） 市及び区災害対策本部等との以下の情報の共有 

    ①被災状況・避難情報 

    ②インフラ等の復旧計画・復旧情報 
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    ③ボランティアによる支援活動の状況 

    ④特に支援を必要とする者の情報（共有の内容、範囲等は別に定める） 

    ⑤その他、災害ボランティア活動に必要と甲、乙及び丙が認める情報 

（10） 関係機関・団体との連携や、連絡・調整・仲介等 

（11） その他、区災害ＶＣの活動に必要な業務 

（資機材等の確保） 

第９条 甲、乙及び丙は、災害時におけるボランティア活動等に必要な資機材等を相互に協

力して確保するものとする。 

（費用負担） 

第10条 市情報センター・区災害ＶＣの拠点設置費等について、甲、乙及び丙が協議の上、

決定するものとする。 

２ 大規模な災害において、災害ボランティア活動と甲の実施する救助の調整の事務を甲が

乙及び丙に委託した場合は、当該事務に要する乙及び丙の職員の時間外勤務手当（休日勤

務、宿日直を含む）、乙及び丙が雇用する臨時職員及び非常勤職員の賃金、並びに乙の運

営する市情報センター及び丙の運営する区災害ＶＣに派遣される職員に係る旅費につい

て、甲の負担とすることができる。 

３ 乙は、前２項の費用の内訳について、乙が丙の費用を取りまとめた上、支出状況がわか

る書類を作成し、証拠書類一式を添付して甲に提出し、甲の承認を得るものとする。 

（請求及び支払） 

第11条 乙は、前条の規定により費用が確定したときは、乙が丙の費用を取りまとめた上、

支出状況がわかる書類等を添えて甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により乙からの請求があったときは、内容を確認しその費用を乙に支

払うものとする。 

３ 乙は、前項の規定により甲から支払われた費用のうち、丙が要した費用について丙に支

払うものとする。 

４ 支出状況がわかる書類等に関する資料は、会計法に基づき5年間保管するものとする。 

（市情報センター・区災害ＶＣの閉鎖） 

第12条 市情報センター・区災害ＶＣの閉鎖は、災害の復旧状況を考慮し、甲、乙及び丙が

協議の上、決定するものとする。 

（損害補償） 

第13条 災害時における応急・復旧活動等に関し、ボランティアが被った損害に対する補償

は、ボランティア・市民活動災害共済より対応するものとする。 

（報告） 

第14条 甲は、乙に市情報センター、乙及び丙に区災害ＶＣの運営状況について報告を求め

ることができる。 

（平常時における体制整備） 

第15条 乙及び丙は、平常時から災害時に備えた市情報センター・区災害ＶＣ機能の整備・

保持に努めるものとし、甲は、必要な協力を行うものとする。 
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２ 甲、乙及び丙は、平常時から相互に連携し、ボランティア団体、地域住民、関係機関・

団体等との良好な関係の維持に努め、市情報センター・区災害ＶＣの運営など災害時にお

ける連携・協力体制の確立を図るものとする。 

３ 甲、乙及び丙は、災害時におけるボランティア活動が効果的に実施されるよう、防災訓

練等の際に、互いに協力して災害ボランティアの養成を行うなど、防災意識の育成に努め

るものとする。 

（協議） 

第16条 この協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものと

する。 

（有効期間） 

第17条 この協定の有効期間は、締結の日から令和５年３月31日までとする。ただし、期間

満了の日の３か月前までに甲、乙及び丙のいずれからも解除又は変更の申出がないときは、

期間満了日の翌日から１年間延長されたものとみなし、以後もまた同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書11通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各１通

を保有する。 

 

 

 

 

令和４年９月１日 

                 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 

甲  神戸市 

   神 戸 市 長  久 元 喜 造   印 

 

 

                 神戸市中央区磯上通3丁目1番32号 

乙  こうべ市民福祉交流センター内 

社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 

理 事 長    

 

                 神戸市東灘区住吉東町5丁目2番1号 東灘区役所内 

丙  社会福祉法人神戸市東灘区社会福祉協議会 

理 事 長               

 

                 神戸市灘区桜口町４丁目２番１号 灘区役所内 

丙  社会福祉法人神戸市灘区社会福祉協議会 

理 事 長    
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                 神戸市中央区東町115番地 中央区役所内 

丙  社会福祉法人神戸市中央区社会福祉協議会 

理 事 長     

 

                 神戸市兵庫区荒田町1丁目21-1兵庫区役所内 

丙  社会福祉法人神戸市兵庫区社会福祉協議会 

理 事 長    

 

                 神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9-1 北区役所内 

丙  社会福祉法人神戸市北区社会福祉協議会 

理 事 長     

 

                 神戸市長田区北町3-4-3 長田区役所内 

丙  社会福祉法人神戸市長田区社会福祉協議会 

理 事 長     

 

                 神戸市須磨区大黒町4丁目1番1号 須磨区役所内 

丙  社会福祉法人神戸市須磨区社会福祉協議会 

理 事 長     

 

                 神戸市垂水区日向1-5-1 垂水区役所内 

丙  社会福祉法人神戸市垂水区社会福祉協議会 

理 事 長     

 

                 神戸市西区糀台5丁目4-1 西区役所内 

丙  社会福祉法人神戸市西区社会福祉協議会 

理 事 長     
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資料 4-88 災害時における物資供給体制構築の支援等に関する協定書（三菱 UFJリサーチ＆コンサル 

ィング株式会社） 

 

災害時における物資供給体制構築の支援等に関する協定書 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「乙」という。）

は、災害時の円滑な物資供給体制を構築するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、神戸市域内外で地震、風水害その他の災害が発生した場合（以下「災害時等」とい

う。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地や避難所等に供給するために必要な

事項を定めるものとする。なお、甲は、乙が当該災害時等において被災等諸般の事情により、本協定に

基づく甲への協力が困難と判断した場合、必ずしも要請に応ずることがないことにつき同意するもの

とする。 

 

（業務の内容） 

第２条 この協定により、甲が乙に実施を要請する業務（以下「業務」という。）は、次の 

とおりとする。 

(1)集積・配送拠点運営の支援に関する業務 

乙は、神戸市災害時物資供給マニュアル（以下、「本体マニュアル」という。）及び集積・配送拠点運

営マニュアル（以下、「拠点運営マニュアル」という。）に定義されている拠点運営担当職員が、集積・

配送拠点の開設・運営等を実施する際に、本体マニュアル及び拠点運営マニュアルに記載されている内

容の解釈に疑義が生じた場合に助言を行う。 

(2)救援物資対策チーム運営の支援に関する業務 

乙は、本体マニュアルに定義されている救援物資対策チームが、大規模災害の発生時に被災者へ迅速

かつ安定的に災害時物資を供給するための対応行動全般を実施する際に、本体マニュアルに記載され

ている内容の解釈に疑義が生じた場合に助言を行う。 

(3)災害対応における課題抽出と、災害対応終了後の活動の検証に関する業務 

乙は、本条１号又は２号の業務を通じて把握し得る事実情報に基づいて、集積・配送拠点運営又は救

援物資対策チーム運営について改善を要する課題の抽出を行い、甲に対して随時報告する。また、災害

対応終了後、本報告内容を踏まえて、災害時における物資供給活動の検証を行い、甲に対して報告を行

う。 

 

(連絡調整) 
第３条 前条の業務内容を円滑に進めるため、甲乙はあらかじめ連絡責任者を定めて、相手方に報告し、

変更が生じた場合は速やかにその内容を報告するものとする。 
 

(費用の請求及び支払い) 
第４条 乙は、指定された業務を終了後、業務に従事した人員に係る費用の支払いを請求するものとす

る。なお、費用の算出方法については、災害発生直前時における労務単価等を基準として甲、乙が協議

して決定するものとする。 

２ 甲は、前項の請求に基づき、内容を精査確認し、その費用を乙に支払うものとする。 
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(補償) 
第５条 第２条に定める業務内容の実施により第三者に損害を与えた場合には、その損害の帰責事由の

あるものが補償責任を負うものとし、責に帰すべき事由が不明な場合は、甲乙が協議の上、その賠償に

あたるものとする。 
 ２ 第２条に定める業務の実施にあたり、乙に属する人員に損害が発生した場合の補償については、乙

の責任において行うものとする。 
 
（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項、または疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議により定めるもの

とする。 
 

(指定の効力) 
第７条 この協定の有効期間は、この協定の締結日から令和５年３月 31日までとする。ただし、期間満

了の１か月前までに甲乙いずれからも変更または解除の申し出がないときは、この協定の有効期間を

当該満了日から起算して１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 
 
この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙押印の上、各１通を保有するものとする。 

 
令和４年８月 25 日 

 
神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 
代表者 神戸市長  久 元 喜 造   印 
 
大阪市北区梅田２丁目５番 25号 

乙   三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 大阪 

     常務執行役員    和 田 寿 一   印 
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資料 4-89 防災減災連携に関する覚書（国立大学法人神戸大学） 

 

国立大学法人神戸大学と神戸市の防災減災連携に関する覚書 

 

 この覚書は、国立大学法人神戸大学（以下「甲」という。）と神戸市（以下「乙」という。）が、平成２

５年５月２４日に締結した「国立大学法人神戸大学と神戸市との連携に関する協定書」の第２条６号に定

める項目について、具体的な連携内容を定めるものである。 

 

（目的） 

第１条 この覚書は、甲乙が連携し、防災、減災に関する取り組みを推進していくために必要な事項を定

めるものとする。 

 

（連携項目） 

第２条 この覚書により連携する項目は、次のとおりとする。 

(1)甲は、乙の求めにより、災害発生時に乙が開設する災害対策本部等に甲に属する人員を選出のうえ派

遣し、災害対応や活動結果を検証するとともに、災害対応における課題抽出や助言を行う。 

(2)甲は、乙の求めにより、災害発生現場に人員を派遣し、災害発生の原因や二次災害の危険性等につい

て分析を行い、乙に対して必要な助言を行う。 

(3)甲は、防災減災のまちづくりに寄与するため、研究結果に関する情報を会議や研修を通じて発信す

る。 

(4)甲及び乙は、平時から密に連携し、前項に定める事項のほか、協力可能な事項について積極的に意見

交換を行う。 

 

（連絡調整） 

第３条 前条の連携項目を円滑に進めるため、甲乙それぞれの連絡調整窓口を別表に定めるものとし、必

要に応じて、甲乙協議の上、別表の修正を行うものとする。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第４条 甲は、第２条に定める連携項目の実施に必要な費用について乙に請求することができる。なお、

費用の算出方法については、甲乙が協議して決定するものとする。 

 

（災害補償） 

第５条 この覚書に定める連携項目の実施により、甲乙それぞれが加入する保険等により保障できない

人的・物的損害が甲及び甲の職員に生じた場合には、乙は甲乙協議により、その原因となる帰責事由に

基づき災害補償を行うものとする。 

 

（第三者の損害が生じたときの措置） 

第６条 この覚書に定める連携項目の実施に伴い第三者に損害を与えたときは、甲乙それぞれの責任に

おいて、その処理解決に当たるものとする。 

 

 

 

（協議） 

第７条 この覚書に定めのない事項、または疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものと

する。 

 

（協定の効力） 

第８条 この覚書の有効期間は、締結日から令和５年３月３１日までとする。ただし、期間満了の１か月

前までに甲乙いずれからも解除及び変更の申し出がないときは、有効期間を当該満了日の翌日から起

算して１年間延長するものとし、その後も同様とする。 
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 この覚書を証するため、本書２通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各１通を「国立大学法人神

戸大学と神戸市との連携に関する協定書」と共に保有するものとする。 

 

  令和４年 10 月 17日 

 

              神戸市灘区六甲台町１番１号 

甲 国立大学法人神戸大学 

       契約担当役 理事  吉 田 潔   印 

 

     神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

乙 神戸市          

       危機管理監  筒 井 勇 雄  印 
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資料 4-90 災害対策の推進に関する協定書（国立大学法人東京大学生産技術研究所） 

 

国立大学法人東京大学生産技術研究所と神戸市との 

災害対策の推進に関する協定書 

 

 国立大学法人東京大学生産技術研究所（以下「甲」という。）と神戸市（以下「乙」という。）は、効果

的な災害対策を推進するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲乙が連携し、円滑で効果的な災害対策の実現を目的とした教育・研究を推進し、

神戸市内において地震、風水害、その他の災害（以下「災害等」という。）が発生した場合には、可能

な範囲で甲乙が連携し、災害対応を行うために必要な事項を定める。 

 

（連携項目） 

第２条 この協定により連携する項目は、次のとおりとする。 

（１）甲乙は、災害対策の人材養成を推進するために必要となる教育プログラムを共同開発し、研修を行

うものとする。 

（２）甲乙は、災害対策に関する研究を行い、研究成果の実証及び、社会実装に向けた課題抽出を行う。 

（３）甲は、乙の求めにより、必要に応じ、災害等の発生により乙が開設する災害対策本部に人員を派遣

し、災害対応に関する助言を行う。また、災害対策本部閉鎖後には、災害対応における課題抽出や活

動検証を行う。ただし、乙は甲の助言に対して責任を求めないものとする。 

（４）甲乙は、平時から密に連携し、前項に定める事項のほか、協力可能な事項について積極的に意見交

換を行うように努めるものとする。 

 

（連絡調整） 

第３条 甲乙は前条の連携項目を円滑に進めるため、甲乙それぞれの求めに応じて協議の場を設けるもの

とし、その運営はそれぞれ東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター及び神戸市危

機管理室において実施する。 

２ 甲乙はあらかじめ連絡責任者を定めて、相手方に報告し、変更が生じた場合は速やかにその内容を

報告するものとする。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第４条 第２条に定める連携項目の実施に必要な費用については、甲乙共に要請側が負担するものとし、

金額については甲乙が協議の上、決定するものとする。 

 

（補償） 

第５条 第２条に定める連携項目の実施により第三者に損害を与えた場合には、その損害の帰責事由の

ある者が補償責任を負うものとし、責に帰すべき事由が不明な場合は、甲乙が協議の上、その賠償にあ
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たるものとする。 

 ２ 甲乙のそれぞれに属する人員に損害が発生した場合の補償については、甲乙それぞれの規程に基

づき補償を行うものとする。 

 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項、または疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるもの

とする。 

 

（協定の効力） 

第７条 この協定の有効期間は、締結日から令和６年３月 31日までとする。ただし、期間満了の１か月

前までに甲乙いずれからも解除及び変更の申し出がないときは、有効期間を当該満了日の翌日から起

算して１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

２ 前項ただし書きによる有効期間の延長は、令和９年３月 31日までとする。 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各１通を保有するものとす

る。 

 

  令和５年２月２４日 

 

      

      東京都目黒区駒場四丁目６番１号 

甲 国立大学法人東京大学生産技術研究所 

所長   岡 部   徹  

 

 

 

神戸市中央区加納町六丁目５番１号 

乙 神戸市          

    代表者 神戸市長  久 元 喜 造  
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資料 4-91 損害調査結果の提供及び利用に関する覚書（三井住友海上火災保険株式会社） 

 

損害調査結果の提供及び利用に関する覚書 

 
神戸市（以下「甲」という。）と三井住友海上火災保険株式会社（以下「乙」という。）は、乙の損害調査
結果の提供及び罹災証明書のための利用について、以下の通り覚書（以下「本覚書」という。）を締結す
る。 
 
第1条 （本覚書の目的） 

甲及び乙は、自然災害により生活基盤に被害を受けた住民（市外在住で神戸市内に住家を所有す
る者を含みます。以下同様とします。）がその生活を早期に再建することができるようにするた
め、本覚書の規定に基づき、互いに協力するものとする。 
 

第2条 （損害調査結果の提供及び利用） 
 1  前条の協力のため、乙は甲に対し、自然災害による甲の住民の被害に関する以下の各号に定める

事項（以下「本調査結果」という。）を提供する。ただし、提供の方法、時期その他必要な事項に
ついては、甲及び乙が別途協議の上、決定するものとする。 

① 住民から提供を受けたデータ及び情報 
② 乙が行った被害調査に関するデータ及び情報 
③ その他甲と乙が合意した事項 

 2  前項にかかわらず、乙は、住民から本調査結果の提供についての依頼及び承諾を得られない場合
には、甲に対して本調査結果を提供する義務を負わないものとする。 

 3  甲は、乙から提供された本調査結果を罹災証明書の発行及びそのための事務（以下「本目的」と
いう。）にのみ利用できるものとし、他の目的のために利用しないものとする。 

 4  提供データについては乙に返却不要とし、甲の規定にしたがって保管・廃棄するものとする。 
 5  甲は乙に対し、乙から甲への本調査結果の提供に関する対価の支払いを要しないものとする。本

調査結果の提供及び利用に関して生じた費用は、各自が負担するものとする。 
 

第3条 （法令の遵守） 
 1  甲及び乙は、本調査結果の提供及び利用に関し、個人情報の保護に関する法律その他一切の法令

及び神戸市の条例・規則（以下、法令等）を遵守するものとする。 
 2  甲及び乙は、本調査結果の提供及び利用に関し、法令等で必要とされる手続きの履践並びに前条

第 2項の住民の依頼及び承諾の取得のため、相互に協力するものとする。 
 

第4条 （被害認定の判断） 
 1  甲は、本調査結果の利用の有無にかかわらず、甲の判断により災害に係る住家の被害認定を行う

ものとする。 
 2  甲は、本調査結果の利用に関連して甲またはその住民に損害または損失が生じた場合であっても、
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乙に故意または重過失がない限り、乙に対して損害または損失の賠償または補償を求めないもの
とする。 
 

第5条 （有効期間） 
 1  本覚書の有効期間は、令和４年１２月２０日から令和６年３月３１日までとする。 
 2  甲または乙から相手方に対し、前項に定める有効期間の満了日の１ヶ月前までに本覚書を終了さ

せる旨の書面による通知がされない場合、本覚書は同じ条件でさらに１年間更新されるものとし、
その後も同様とする。 

 3  本覚書が終了（理由の如何を問わない。）した場合であっても、第 3 条、第 4 条、第 6 条、及び
第 7条の規定はなお効力を有するものとする。 
 

第6条 （秘密保持） 
甲及び乙は、本覚書に関連して知り得た相手方の情報（以下「秘密情報」という。）を厳に秘密
として保持するものとする。甲及び乙は、法令等に基づく場合を除き、秘密情報を本人並びに本
人から委任を受けた代理人以外の第三者へ提供、公表または漏洩等してはならないものとする。 

 
第7条 （協議） 

甲及び乙は、本覚書に定めのない事項または本覚書の解釈に関し疑義が生じた場合には、誠意を
もって協議を行い、これを解決するものとする。 

以上 
 
本覚書の成立を証するため本書 2通を作成し、各自記名押印の上、各 1通を保有する。 
 
 令和４年１２月２０日 
 
 
 甲 神戸市中央区加納町 6丁目５番１号 
   神戸市 
   代表者 神戸市長 久元 喜造 
 
 
 乙 神戸市中央区栄町通１丁目１番１８号 
   三井住友海上火災保険株式会社 
   兵庫支店長 小西 晃裕 
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資料 4-92 神戸市と国立研究開発法人防災科学技術研究所との包括連携に関する協定書（国立研究開発

法人 防災科学技術研究所） 

 

神戸市と国立研究開発法人防災科学技術研究所との包括連携に関する協定書 

 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と国立研究開発法人防災科学技術研究所（以下「乙」という。）

とは、相互の連携を強化することで、知の創出とその活用により災害対応力の向上を図り、災害に

強いレジリエントなまちづくりを推進するため、次のとおり、協定（以下「本協定」という。）を

締結する。 

 

 

（連携事項） 

第１条 甲及び乙は、前文の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。 

（１） 災害に強いレジリエントなまちづくりの推進に関すること。 

（２） 先進的な防災テクノロジーや情報の活用をはじめ科学技術の推進に関するこ

と。 

（３） 防災・減災のため講じた取組の効果の考証及び次世代防災教育に関すること。 

（４） その他本協定の趣旨を実現するために必要なこと。 

２ 甲及び乙は、前項に掲げる事項に関する取組みを効果的に実施するため、継続的な意見交換

を行い、具体的な事業の実施にあたっては、都度必要な協議及び契約の締結を行うものとする。 

３ 甲及び乙は、第１項の事項に関する取組みに当たっては、大学、民間など関係機関及び住民と

の共創を旨として、その理解と協力が得られるよう努力するものとする。 

 

（機密の保持） 

第２条 甲及び乙は、本協定に関して、前条で定めた連携事項を遂行するに当たり、相手方から秘

密と指定され提供された情報については、事前に相手方から第三者への提供について承諾を得

た場合を除き、第三者に漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。 

 

（期間） 

第３条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和５年３月 31日までとする。ただし、有効

期間満了日の１か月前までに、甲又は乙のいずれからも申し出がない場合は、本協定は自動的

に１年間延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

（連携方針の協議） 

第４条 甲及び乙は連携協議会を設置し、本協定に基づいた当該年度の連携事業の実績を総括し

たうえで、次年度の連携の方針を協議するものとする。 

 

（疑義） 

第５条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義が生じたときは、甲及び乙が誠意をも
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って協議のうえ定める。また、甲又は乙のいずれかが本協定の内容の変更を申し出たときは、そ

の都度協議のうえ書面をもって変更するものとする。 

 

 

以上、本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その１

通を保有するものとする。 

 

 

令和５年１月 11日 

 

  

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲 神戸市 

代表者 神戸市長 久元 喜造 

 

 

茨城県つくば市天王台三丁目 1番地 

乙 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 

      理事長 林 春男 
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資料 4-93 災害発生時における農地・農業用施設の復旧に関する基本協定（兵庫県土地改良事業団体

連合会） 

 

災害発生時における農地・農業用施設の復旧に関する基本協定 

 

 神戸市（以下「甲」という。）と兵庫県土地改良事業団体連合会（以下「乙」という。）は、地震、

風水害その他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合等における神戸市内での農地・農業用施

設の災害復旧事業（以下「事業」という。）に関し、次のとおり基本協定を締結する。 

 

(趣旨) 

第 1 条 この協定は、神戸市内において農地及び農業用施設（農林水産業施設災害復旧事業費国庫補

助の暫定措置に関する法律（昭和 25年 5月 10日法律第 169号）第 2条第 1項の規定による「農

地」及び「農業用施設」をいう）が被災した場合において、早期復旧を目的として甲と乙が協力

して事業を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。 

 

(要請) 

第 2 条 甲は、乙の支援による事業の実施が必要と認めるときは、乙に対し協力を要請することがで

きる。 

 

（乙の責務） 

第 3条 乙は、乙の組織体制を構築するとともに、甲から前条の規定による要請があったときは、甲と

協議の上、その事業を実施するための措置をとるものとする。 

   2 甲は、前項により乙が行う組織体制の構築および業務を実施するための措置に協力するもの

とする。 

 

（費用の負担） 

第 4条 この事業に要した費用については、甲が負担するものとする。 

 

（損害の負担） 

第 5 条 第 2 条の規定による要請に係る事業により、第三者に損害が生じたときは、甲、乙協議して

その処理解決にあたるものとする。  

 

（細目） 

第 6 条 この基本協定に基づき、甲と乙との間で、事業の範囲や内容等必要な細目について別途定め

ることとする。 

 

(定めにない事項の協議) 

第 7 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙が協議して決めるもの

とする。 

 

（有効期間） 
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第 8条 この協定の有効期間は、協定の締結日から令和 6年 3月 31日までとする。ただし、甲又は乙

の一方から文書をもって有効期限が満了する日の 30 日前までに通知しない限り、本協定は、

有効期間が満了する日の翌日から 1 年間有効期間を延長するものとし、以後もまた同様とす

る。 

 

（内容の変更） 

第 9条 この協定の内容は、甲、乙の協議により、随時変更することができる。 

 

 

 

この協定の成立を証するため、本書 2通を作成し甲乙記名押印の上、各 1通を保有する。 

 

令和５年２月７日 

 

                  

 

               甲         神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

       神戸市 

       神 戸 市 長       久 元 喜 造 

 

 

               乙     神戸市中央区北長狭通５丁目５番１２号 

       兵庫県土地改良事業団体連合会 

                     会長職務代理者 

                     副 会 長       井 上 英 俊 
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